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３ ２
室 係 築
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る 直 認 る ら
必 室 め 建 な

号 設 、 構
） の そ 造
第 建 の 設
二 物 設 備
条 備 に（
第 入 及 は
九 所 び 、
号 者 運 採
の の 営 光
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の 練 消 備 て
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康 結 の る 期
状 果 訓 た 的
態 に 練 め に
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、 。 害 設
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重
し
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行
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者 そ 水
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就 ま つ
労 ん い
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意 き 定 れ 及
を 、 期 に び
払 施 的 対 入
う 設 に す 所
と 内 行 る 者
と 防 わ 不 に
も 災 な 断 周
に 計 け の 知
、 画 れ 注 す
健 の ば 意 る

、 な 生 他
非 い し の
常 。 た 非
災 場 常
害 合 災
時 に 害
の お に
関 け 対
係 る す
機 安 る
関 全 必

事
で 力の
あ と資
る 熱格
こ 意を
と を有
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する るも 者の で又 あ
ら
な
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及 延 て
び を 、
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活 止 生
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す た 管
る め 理
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導 要 努
及 な め

康 検 な と と
保 証 ら 訓 と
持 及 な 練 も
の び い を に
た 必 。 す 、
め 要 る 市
に な よ 町
適 見 う 等
切 直 努 と
な し め の
措 を な 連

へ の 要
の 確 な
通 保 設
報 の 備
及 た を
び め 設
連 の け
絡 体 る
の 制 と
体 及 と
制 び も

は っ社 て会 、福 次祉 に事 掲業 げ若 るし 要く 件
は を

び 措 、
援 置 又
助 を は
を 講 衛
行 ず 生
わ る 上
な よ 必
け う 要
れ 努 な
ば め 措
な な 置

置 行 け 携
を わ れ 協
講 な ば 力
じ け な 体
な れ ら 制
け ば な を
れ な い 整
ば ら 。 備
な な し
ら い な
な 。 け

並 避 に
び 難 、
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入 方 辺
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四 る
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は 職 の
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を
定
め
る
条
例

め 設
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る
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第（ （
施 限 四 職 り
設 り 条 員 で
長 で の な
等 な 救 専 い
の い 護 従 。
資 。 施 ）
格 設
） 等

第 ２（
三 設 な け
条 備 い 救 れ

の 第 。 護 ば
救 専 二 施 な
護 用 章 設 ら
施 ） 等 な
設 基 の い
等 本 構 。

第 第（ （
二 一 所 一 趣
条 般 提 条 旨

原 供 ）
救 則 施 こ
護 ） 設 の
施 条（
設 以 例
等 下 は

附 第 第 第
則 七 六 五

第 章 章 章
一
章 雑 宿 授

則 所 産
総 提 施（
則 第 供 設

れ 社
ら 会
と 福
同 祉
等 法
以 （
上 昭
の 和
能 二
力 十
を 六
有 年

の
職
員
は
、
専
ら
当
該
救
護
施

の 的 造
設 事 設
備 項 備
は に
、 は
専 、
ら 採
当 光
該 、
救 換
護 気
施 、

は 、「
、 救 生
健 護 活
全 施 保
な 設 護
環 等 法
境 」 （
に と 昭
お い 和
い う 二
て 。 十
、 ） 五

二 施 （
十 設 第
三 十（
条 第 七
） 二 条

十
条 第

十
第 九
二 条
十 ）
二

す 法
る 律
と 第
認 四
め 十
ら 五
れ 号
る ）
者 第
で 十
な 九

設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
者

設 照
等 明
の 、
用 保
に 温
供 、
す 清
る 潔
も 保
の 持
で そ

社 の 年
会 設 法
福 備 律
祉 及 第
事 び 百
業 運 四
に 営 十
関 に 四
す 関 号
る す ）
熱 る 第

条
）

け 条
れ 第
ば 一
な 項
ら 各
な 号
い の
。 い

ず
れ
か

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

な の
け 他
れ 利
ば 用
な 者
ら の
な 保
い 健
。 衛
た 生
だ 及

意 基 三
及 準 十
び を 九
能 定 条
力 め 第
を る 一
有 も 項
す の の
る と 規
職 す 定
員 る に

に
該
当
す
る
者
若
し
く
は
社

だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支

し び
、 安
利 全
用 に
者 つ
の い
処 て
遇 十
に 分
支 な
障 考

に 。 基
よ づ
り き
、 、
利 救
用 護
者 施
の 設
適 、
切 更
な 生

会
福
祉
事
業
に

五 二
年
以
上

障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の

が 慮
な を
い 払
場 わ
合 な
は け
、 れ
こ ば
の な
限 ら

処 施
遇 設
を 、
行 授
う 産
よ 施
う 設
努 及
め び
な 宿
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入
所
さ
せ
る
こ
と
が

２ 第 第（
て 九 規 八
生 救 条 模 条
活 護 ） 第
扶 施 救 三 救
助 設 護 章 護
を は 施 施
行 、 設 救 設
う サ は 護 等

２ 第（ （
苦 な 七 衛
情 救 い 条 生
の 護 。 管
処 施 救 理
理 設 護 等
） 等 施 ）

は 設
、 等

５ ４ ３ ２
整 災

救 前 救 備 救 計
護 項 護 し 護 画
施 の 施 、 施 」
設 訓 設 こ 設 と
等 練 等 れ 等 い
は の は ら は う
、 う 、 の 、 。

第 ２（
て 六 非 な
、 条 常 い 生
地 災 。 活
震 救 害 指
、 護 対 導
風 施 策 員
水 設 ） は
害 等 、

で
き
る
規
模
を
有
す
る
も
の
と

こ テ 、 施 は
と ラ 三 設 、
を イ 十 利
目 ト 人 用
的 型 以 者
と 施 上 か
す 設 の ら
る 人 の（
も 当 員 苦
の 該 を 情
で 救 入 の
あ 護 所 適

感 は
染 、
症 利
又 用
は 者
食 の
中 使
毒 用
の す
発 る
生 設
を 備

前 ち 非 体 施 ）
二 、 常 制 設 を
項 避 災 に 内 策
の 難 害 つ 防 定
訓 及 に い 災 し
練 び 備 て 計 な
の 消 え 定 画 け
結 火 る 期 に れ
果 の た 的 基 ば
に 訓 め に づ な
基 練 、 職 き ら
づ は こ 員 、 な

、 は 社
火 、 会
災 消 福
そ 火 祉
の 器 法
他 、 第
の 非 十
災 常 九
害 口 条
が そ 第
発 の 一
生 他 項

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り 施 さ 切
、 設 せ か
か と る つ
つ 一 こ 迅
、 体 と 速
入 的 が な
所 に で 処
者 管 き 理
が 理 る の
二 運 規 た
十 営 模 め

予 及
防 び
し 飲
、 用
又 に
は 供
そ す
の る
ま 水
ん に
延 つ

き 、 れ 及 非 い
、 定 に び 常 。
施 期 対 利 災
設 的 す 用 害
内 に る 者 時
防 行 不 に の
災 わ 断 周 関
計 な の 知 係
画 け 注 す 機
の れ 意 る 関
検 ば と と へ

し の 各
た 非 号
場 常 の
合 災 い
に 害 ず
お に れ
け 対 か
る す に
安 る 該
全 必 当
の 要 す

人 を を に
以 行 有 必
下 う し 要
の 施 な な
も 設 け 措
の で れ 置
を あ ば を
い っ な 講
う て ら じ
。 、 な な
以 日 い け

を い
防 て
止 、
す 衛
る 生
た 的
め な
必 管
要 理
な に
措 努

証 な 訓 と の
及 ら 練 も 通
び な を に 報
必 い す 、 及
要 。 る 市 び
な よ 町 連
見 う 等 絡
直 努 と の
し め の 体
を な 連 制
行 け 携 並

確 な る
保 設 者
の 備 又
た を は
め 設 こ
の け れ
体 る と
制 と 同
及 と 等
び も 以
避 に 上

下 常 。 れ
同 生 ば
じ 活 な
。 を ら
） 営 な
を む い
設 こ 。
け と
る が
場 困
合 難

置 め
を 、
講 又
ず は
る 衛
よ 生
う 上
努 必
め 要
な な
け 措

わ れ 協 び
な ば 力 に
け な 体 利
れ ら 制 用
ば な を 者
な い 整 を
ら 。 備 円
な し 滑
い な に
。 け 避

れ 難

難 、 の
の 周 能
方 辺 力
法 の を
等 地 有
を 域 す
定 の る
め 環 と
た 境 認
防 及 め
災 び ら

は な
、 要
五 保
人 護
以 者
上 を
の 入
人 所
員 さ
を せ

れ 置
ば を
な 講
ら じ
な な
い け
。 れ

ば
な
ら

ば 誘
な 導
ら す
な る
い た
。 め

の
体
制
を

計 利 れ
画 用 る

者 者（
以 の で
下 特 な

性 け「
施 等 れ
設 に ば
内 応 な
防 じ ら

六
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２ 第
十

更 三
条生

施
更設
生は
施、
設被

第（ （
規 十 健 れ
模 二 康 ば
） 第 条 管 な

四 理 ら
章 救 ） な

護 い
更 施 。
生 設 た

第 ５ ４（
十 職 き り
一 員 サ 前 る 当
条 ） テ 項 。 該

ラ に 救
救 イ 規 護
護 ト 定 施
施 型 す 設
設 施 る の

３ ２
濯 係 を
場 救 る 前 い
、 護 入 項 う
汚 施 所 の 。
物 設 者 規 以
処 は の 定 下
理 、 安 に 同
室 居 全 か じ

第 ３（
法 十 設 い
律 条 備 。 救
第 ） 護
二 救 施
百 護 設
一 施 は
号 設 、
） の 被

は保
、護
三者
十の
人数
以が
上当
の該
人更
員生
を施
入

施 は だ
設 、 し

入 、
所 調
者 理
の の
健 業
康 務
状 の
態 全
に 部
注 を

に 設 設 効
は の 備 果
、 設 に 的
施 備 関 な
設 は し 運
長 、 必 営
並 救 要 を
び 護 な 期
に 施 基 待
規 設 準 す
則 の は る
で 設 、 こ

及 室 性 か 。
び 、 が わ ）
霊 静 確 ら で
安 養 保 ず な
室 室 さ 、 け

、 れ 規 れ（
以 食 て 則 ば
下 堂 い で な

、 る 定 ら「
居 集 と め な
室 会 認 る い
等 室 め 建 。

第 建 保
二 物 護
条 者（
第 入 の
九 所 数
号 者 が
の の 当
二 日 該
に 常 救
規 生 護
定 活 施
す の設

所に
さお
せけ
るる
こ入
と所 が者 での き総 る数 規

意 委
を 託
払 す
う る
と 救
と 護
も 施
に 設
、 に
健 あ
康 っ

定 備 規 と
め に 則 が
る 準 で で
員 ず 定 き
数 る め る
の も る 場
医 の 。 合
師 と で
、 す あ
生 る っ
活 。 て

」 、 た 物
と 浴 も で
い 室 の あ
う 、 は っ
。 洗 、 て
） 面 耐 、
を 所 火 知
設 、 建 事
け 便 築 が
な 所 物 火
け 、 又 災

設
る た に
耐 め お
火 に け
建 使 る
築 用 入
物 し 所を な 者い い のう 附 総。 属 数以 のの 模う をち 有に し占 なめ ける れ割 ば

合 な
を ら
お な

保 て
持 は
の 、
た 調
め 理
に 員
適 を
切 置
な か
措 な
置 い

指 、
導 入
員 所
、 者
介 の
護 処
職 遇
員 に
、 支
看 障
護 が

れ 医 は 予
ば 務 準 防
な 室 耐 、
ら 、 火 消
な 調 建 火
い 理 築 活
。 室 物 動
た 、 と 等
だ 事 す に
し 務 る 関
、 室 こ し

の下 建 う同 物 ちじ を に。 除 占） く め又 。 るは 以 割準 下
合耐 同
を火 じ
お建 。

お い
む 。
ね
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

を こ
講 と
じ が
な で
け き
れ る
ば 。
な
ら
な
い

師 な
又 い
は と
准 き
看 は
護 、
師 居
、 室
栄 等
養 の
士 一

他 、 と 専
の 宿 を 門
社 直 要 的
会 室 し 知
福 、 な 識
祉 介 い を
施 護 。 有
設 職 す
等 員 る
の 室 者
設 、 の

お築 ）
む物 は
ね、（
八同 耐
十条 火
パ第 建
ー九 築
セ号 物
ンの （
ト三 建
以に 築

上
と
し
な
け
れ

七 ば
な
ら
な

。 及 部
び を
調 設
理 け
員 な
を い
置 こ
か と
な が
け で

備 面 意
を 接 見
利 室 を
用 、 聴
す 洗 い
る 濯 て
こ 室 、
と 又 火
に は 災
よ 洗 に

上規 基
と定 準
しす 法
なる （
け準 昭
れ耐 和
ば火 二
な建 十
ら築 五

物 年 な
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第
六
章

宿
所

第 ２ 第（ （
十 職 し 十 設
九 員 前 書 八 備
条 ） 項 の 条 ）

に 規
授 規 定 授
産 定 を 産
施 す 準 施
設 る 用 設

２ 第 （
い 十 規
。 授 七 模

条 ） 第産
五施

授 章設
産は
施 授、
設 産被

第 第 ３（ （
十 健 け 十 職
六 康 れ 五 員 第
条 管 ば 条 ） 十

理 な 条
更 ） ら 更 第
生 な 生 一
施 い 施 項
設 。 設 及

２ 第 （
び 十 設 い

前 洗 四 備 。
項 濯 条 ）
に 室
規 又 更
定 は 生
す 洗 施
る 濯 設

提
供
施
設

に 設 す は
は 備 る 、
、 に 。 作
施 関 業
設 し 室
長 必 、
及 要 作
び な 業
規 基 設
則 準 備
で は 、
定 、 食

は 施保
、 設護
二者
十の
人数
以が
上当
の該
人授
員産
を施
利

の こ に び
健 の は 第
康 場 、 二
管 合 施 項
理 に 設 の
に お 長 規
つ い 並 定
い て び は
て は に 、
は 、 規 更
、 第 則 生
第 十 で 施

設 場 は
備 を 、
に 設 居
関 け 室
し な 、
必 け 静
要 れ 養
な ば 室
基 な 、
準 ら 集
は な 会
、 い 室

め 規 堂
る 則 、
員 で 洗
数 定 面
の め 所
作 る 、
業 。 便
指 所
導 及
員 び
を 事

設
用に
さお
せけ
るる
こ利
と用 が者 での き総 る数 規

十 一 定 設
二 条 め の
条 た る 建
の だ 員 物
規 し 数 に
定 書 の つ
を の 医 い
準 規 師 て
用 定 、 準
す を 生 用
る 準 活 す

規 。 、
則 こ 食
で の 堂
定 場 、
め 合 浴
る に 室
。 お 、

い 洗
て 面
は 所
、 、

置 務
か 室
な を
け 設
れ け
ば な
な け
ら れ
な ば
い な
。 ら

の 模う をち 有に し占 なめ ける れ割 ば
合 な
を ら
お な

。 用 指 る
す 導 。
る 員
。 、

作
業
指
導
員
、
看

第 便
十 所
条 、
第 医
三 務
項 室
た 、
だ 作
し 業
書 室
の 又

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

お い
む 。
ね
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

護
師
又
は
准
看
護
師
、
栄
養

規 は
定 作
を 業
準 場
用 、
す 調
る 理
。 室

、
事
務

は
、
第
十
条
第
三
項
た
だ

上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

士
及
び
調
理
員
を
置
か
な

室
、
宿
直
室
、
面
接
室
及

八
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平
成
二
十
四
年
七

２ （
養 十 経
護 条 昭 過
老 第 和 措
人 三 六 置
ホ 項 十 ）
ー の 二
ム 規 年
の 定 三

１ 第（ （
施 二 規

こ 行 十 則
の 期 附 三 へ 第
条 日 条 の 七
例 ） 則 委 章
は こ 任
、 の ） 雑
平 条 則

第 ２ 第（
二 職 書 二
十 員 前 の 十
二 ） 項 規 一
条 に 定 条

規 を
宿 定 準 宿
所 す 用 所
提 る す 提

２ 第（ （
設 な 二 規
備 ら 宿 十 模
） な 所 条 ）

い 提
。 供 宿

施 所
設 提
は 供

月
十
日

設 月（
備 汚 九
及 物 日
び 処 前
運 理 に
営 室 存
に に す
関 係 る
す る 救
る 部 護
基 分 施
準 に 設

成 例
二 に
十 定
四 め
年 る
十 も
月 の
一 の
日 ほ
か か
ら 、
施 救

供 設 る 供
施 備 。 施
設 に 設
に 関 は
は し 、
、 必 居
施 要 室
設 な 、
長 基 炊
を 準 事
置 は 設
か 、 備

、 施
被 設
保 は
護 、
者 三
の 十
数 人
が 以
当 上
該 の
宿 人
所 員

を 限 の
定 る 建
め 。 物
る ） で
条 は あ
例 、 っ
を 当 て
こ 分 、
こ の こ
に 間 の
公 、 条

行 護
す 施
る 設
。 等

の
運
営
に
関
す
る

な 規 、
け 則 便
れ で 所
ば 定 、
な め 面
ら る 接
な 。 室
い 及
。 び

事
務

提 を
供 利
施 用
設 さ
に せ
お る
け こ
る と
利 が
用 で
者 き

布 適 例
す 用 の
る し 施
。 な 行

い の
。 際

現
に
当
該
救

必
要
な
基
準
は
、
規
則
で
定

室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

の る
総 規
数 模
の を
う 有
ち し
に な
占 け
め れ
る ば
割 な

山
口
県
知
事

二

護
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い

め
る
。

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

合 ら
を な
お い
お 。
む
ね
五
十
パ
ー
セ

井

関

九

成

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第

、
第
十
条
第
三
項
た
だ
し

ン
ト
以
上
と
し
な
け
れ
ば



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

係
る
入
所
者
の
安
全

２ 第 （
建 十 四 設 有

前 築 五 条 備 し
項 物 年 ） な
の を 法 養 け
規 い 律 護 れ
定 う 第 老 ば
に 。 二 人 な
か 以 百 ホ ら

第 ４（
三 規 な は
条 模 ら 養 福

） な 護 祉
養 い 老 サ
護 。 人 ー
老 ホ ビ
人 ー ス
ホ ム を

３ ２ 第 （
を と 二 一
有 養 養 に 条 般
す 護 護 よ 原
る 老 老 り 養 則
職 人 人 、 護 ）
員 ホ ホ 入 老
に ー ー 所 人
よ ム ム 者 ホ

第 山（
基 一 趣 口
準 条 旨 県
を ） 養 条
定 こ 護 例
め の 老 第
る 条 人 三
も 例 ホ 十
の は ー 二

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め

か 下 一 ー な
わ 同 号 ム い
ら じ ） の 。
ず 。 第 建
、 ） 二 物
規 で 条 （
則 な 第 入
で け 九 所
定 れ 号 者
め ば の の
る な 二 日
建 ら に 常

ー の 提
ム 構 供
は 造 す
、 設 る
二 備 者
十 に と
人 は の
以 、 密
上 採 接

光 な（
特 、 連
別 換 携

る は は が ー
適 、 、 そ ム
切 明 入 の は
な る 所 有 、
処 く 者 す 入
遇 家 の る 所
に 庭 意 能 者
努 的 思 力 の
め な 及 に 処
る 環 び 応 遇
と 境 人 じ に
と に 格 自 関

と 、 ム 号
す 老 の
る 人 設
。 福 備

祉 及
法 び

運（
昭 営
和 に
三 関
十 す
八 る

た
も
の
は
、
耐
火
建
築
物
又

物 な 規 生
で い 定 活
あ 。 す の
っ る た
て 耐 め
、 火 に
知 建 使
事 築 用
が 物 し
火 を な
災 い い

養 気 に
護 、 努
老 照 め
人 明 な
ホ 、 け
ー 保 れ
ム 温 ば
に 、 な
併 清 ら
設 潔 な
す 保 い

も お を 立 す
に い 尊 し る
、 て 重 た 計
市 、 し 日 画
町 地 、 常 に
、 域 常 生 基
老 及 に 活 づ
人 び 入 を き
の 家 所 営 、
福 庭 者 む 社
祉 と の こ 会

年 基
法 準
律 を
第 定
百 め
三 る
十 条
三 例
号
）
第

は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ

予 う 附
防 。 属
、 以 の
消 下 建
火 同 物
活 じ を
動 。 除
等 ） く
に 又 。
関 は 以
し 準 下

る 持 。
場 そ
合 の
に 他
あ 入
っ 所
て 者
は の
、 保
十 健
人 衛

を の 立 と 復
増 結 場 が 帰
進 び に で の
す 付 立 き 促
る き っ る 進
こ を て よ 及
と 重 処 う び
を 視 遇 に 自
目 し を す 立
的 た 行 る の
と 運 う こ た

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基

と
を
要
し
な
い
。

専 耐 同
門 火 じ
的 建 。
知 築 ）
識 物 は
を 、（
有 同 耐
す 条 火
る 第 建
者 九 築
の 号 物

以 生
上 及
） び
の 安
人 全
員 に
を つ
入 い
所 て
さ 十
せ 分

す 営 よ と め
る を う を に
事 行 努 目 必
業 い め 指 要
を 、 な さ な
行 社 け な 指
う 会 れ け 導
者 福 ば れ 及
そ 祉 な ば び
の 事 ら な 訓
他 業 な ら 練

づ
き
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

意 の （
見 三 建
を に 築
聴 規 基
い 定 準
て す 法
、 る （
火 準 昭
災 耐 和
に 火 二

る な
こ 考
と 慮
が を
で 払
き わ
る な
規 け
模 れ
を ば

の に い な そ
保 関 。 い の
健 す 。 他
医 る の
療 熱 援
サ 意 助
ー 及 を
ビ び 行
ス 能 う
又 力 こ

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

一
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二 一

病 介
院 護

老（
病 人
床 保
数 健

４
職 該 る 施
員 サ 第 。 設
を テ 一 の
置 ラ 項 医
か イ の 師
な ト 規 に
い 型 定 よ
こ 養 に り

３ ２
の 外 も 老
密 の 第 前 の 人
接 介 一 項 に ホ
な 護 項 に 限 ー
連 老 の 規 る ム
携 人 規 定 。 の
を 保 定 す ） 栄
確 健 に る に 養

第 ５（
そ 五 職 の
の 条 員 限 養
他 ） り 護
の 養 で 老
職 護 な 人
員 老 い ホ
を 人 。 ー
置 ホ ム

４ ３
は 等 汚

前 、 物 養の
項 居 処 護設
に 室 理 老備
規 等 室 人を
定 の 、 ホ利
す 一 霊 ー用
る 部 安 ムす

が 施
百 設
以
上 支
の 援
も 相
の 談
に 員
限 、
る 栄
。 養
） 士

と 護 か 当
が 老 か 該
で 人 わ サ
き ホ ら テ
る ー ず ラ
。 ム 、 イ

の サ ト
入 テ 型
所 ラ 養
者 イ 護
の ト 老
処 型

保 施 か 職 あ 士
し 設 か 員 っ と
つ 又 わ に て の
つ は ら 関 は 連
、 病 ず し 栄 携
本 院 、 必 養 を
体 若 サ 要 士 図
施 し テ な を る
設 く ラ 基 、 こ
と は イ 準 調 と
は 診 ト は 理 に
別 療 型 、 の よ

か ー の
な ム 設
け に 備
れ は は
ば 、 、
な 施 専
ら 設 ら
な 長 当
い 並 該
。 び 養
た に 護
だ 規 老

設 を 室 はる
備 設 及 、こ
に け び 居と
関 な 事 室に
し い 務 、よ
必 こ 室 静り
要 と そ 養当
な が の 室該
基 で 他 、養
準 き の 食護
は る 運 堂老
、 。 営 、

又
栄 は
養 調
士 理

員
、
事
務
員
そ
の

人
遇 養 ホ
が 護 ー
適 老 ム
切 人 の
に ホ 入行 ー 所わ ム 者れ に のて は 健い 、 康る 次

の 所 養 規 業 り
場 で 護 則 務 当
所 あ 老 で の 該
で っ 人 定 全 養
運 て ホ め 部 護
営 当 ー る を 老
さ 該 ム 。 委 人
れ 養 託 ホ（
る 護 養 す ー
入 老 護 る ム
所 人 老 養 の

し 則 人
、 で ホ
特 定 ー
別 め ム
養 る の
護 員 用
老 数 に
人 の 供
ホ 医 す
ー 師 る
ム 、 も

人
規 上 集ホ
則 必 会ー
で 要 室ム
定 な 、の
め 設 浴効る 備 室果。 、的 （

以 洗な 下 面運 所営 「
居 、

他
の
従
業
者

管と の 理認 各 がめ 号 適ら に 切れ 掲 にる げ 行と る わき 本
れは 体
る、 施
と生 設

定 ホ 人 護 効
員 ー ホ 老 果
が ム ー 人 的
二 に ム ホ な
十 対 を ー 運
九 す 設 ム 営
人 る 置 に を
以 支 し あ 期
下 援 よ っ 待
の 機 う て す
養 能 と は る

に 生 の
併 活 で
設 相 な
す 談 け
る 員 れ
入 、 ば
所 支 な
定 援 ら
員 員 な
が 、 い
五 看 。

を 室 便期 等 所待 」 、す と 医る い 務こ う 室と 。 、
が ） 調
で を 理
き 設 室
る け 、

認活 の
め相 区
ら談 分
れ員 に
る、 応
と栄 じ
き養 、
は士 当
、又 該
医は 各
師調 号

護 を す 調 こ
老 有 る 理 と
人 す 者 員 が
ホ る に を で
ー も よ 置 き
ム の り か 、
を 設 な か（
い 以 置 い つ
う 下 さ こ 、
。 れ と 入「
以 本 る が 所

十 護 た
人 師 だ
未 又 し
満 は 、
の 准 入
養 看 所
護 護 者
老 師 の
人 、 処
ホ 栄 遇
ー 養 に

場 な 宿
合 け 直
で れ 室
あ ば 、
っ な 職
て ら 員
、 な 室
入 い 、
所 。 面
者 た 談
の だ 室

一
一

を理 に
置員 定
か、 め
な事 る
い務 職
こ員 員
とそ に
がの よ
で他 り

の 当 き

下 体 当 で 者
同 施 該 き の
じ 設 養 る 処
。 」 護 。 遇
） と 老 に
に い 人 支
は う ホ 障
、 。 ー が
本 ） ム な
体 と 以 い

ム 士 支
及 障（

併 び が
設 調 な
す 理 い
る 員 場
特 、 合
別 事 は
養 務 、
護 員 こ

処 し 、
遇 、 洗
に 他 濯
支 の 室
障 社 又
が 会 は
な 福 洗
い 祉 濯
と 施 場
き 設 、
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第
九
条

養
護
老
人
ホ

第 ５ ４ ３（ （
衛 八 健
生 条 康 養 前 養
管 管 護 項 護
理 養 理 老 の 老
等 護 ） 人 訓 人
） 老 ホ 練 ホ

人 ー の ー
ホ ム う ム

２ 第
制 内 応 七
を 養 防 じ 条
整 護 災 て
備 老 計 、 養
し 人 画 地 護
、 ホ 」 震 老
こ ー と 、 人
れ ム い 風 ホ

２ 第（ （
非 な 従 六 施
常 い 生 事 条 設
災 。 活 し 長
害 相 た 施 等
対 談 者 設 の
策 員 又 長 資
） は は は 格

、 こ 、 ）

６ ５
こ あ 三
の 養 る 施
限 護 他 設 診
り 老 の 長 療
で 人 社 は 所
な ホ 会 、
い ー 福 専 事
。 ム 祉 ら 務

ー
ム
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る

ー は ち は
ム 、 、 、
は 前 避 非
、 二 難 常
入 項 及 災
所 の び 害
者 訓 消 に
の 練 火 備
健 の の え
康 結 訓 る
状 果 練 た
態 に は め

ら は う 水 ー
の 、 。 害 ム
体 施 ） 、 は
制 設 を 火 、
に 内 策 災 消
つ 防 定 そ 火
い 災 し の 器
て 計 な 他 、
定 画 け の 非
期 に れ 災 常
的 基 ば 害 口
に づ な が そ

社 れ 社
会 ら 会
福 と 福
祉 同 祉
法 等 法
第 以 （
十 上 昭
九 の 和
条 能 二
第 力 十
一 を 六
項 有 年

の 施 そ 員
職 設 の そ
員 等 職 の
は の 務 他
、 職 に の
専 務 従 従
ら に 事 業
当 従 す 者
該 事 る
養 す 常
護 る 勤
老 こ の

設
備
及
び
飲
用
に
供
す
る
水

に 基 、 、
注 づ 定 こ
意 き 期 れ
を 、 的 に
払 施 に 対
う 設 行 す
と 内 わ る
と 防 な 不
も 災 け 断
に 計 れ の
、 画 ば 注

職 き ら 発 の
員 、 な 生 他
及 非 い し の
び 常 。 た 非
入 災 場 常
所 害 合 災
者 時 に 害
等 の お に
に 関 け 対
周 係 る す
知 機 安 る

各 す 法
号 る 律
の と 第
い 認 四
ず め 十
れ ら 五
か れ 号
に る ）
該 者 第
当 で 十
す な 九

人 と 者
ホ が で
ー で な
ム き け
の る れ
職 。 ば
務 な
に ら
従 な
事 い
す 。

に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理

健 の な 意
康 検 ら と
保 証 な 訓
持 及 い 練
の び 。 を
た 必 す
め 要 る
に な よ
適 見 う
切 直 努
な し め

す 関 全 必
る へ の 要
と の 確 な
と 通 保 設
も 報 の 備
に 及 た を
、 び め 設
市 連 の け
町 絡 体 る
等 の 制 と
と 体 及 と

る け 条
者 れ 第
又 ば 一
は な 項
こ ら 各
れ な 号
と い の
同 。 い
等 ず
以 れ
上 か

る た
者 だ
で し
な 、
け 当
れ 該
ば 養
な 護
ら 老
な 人
い ホ

に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要

措 を な
置 行 け
を わ れ
講 な ば
じ け な
な れ ら
け ば な
れ な い
ば ら 。
な な
ら い

の 制 び も
連 並 避 に
携 び 難 、
協 に の 周
力 入 方 辺
体 所 法 の
制 者 等 地
を を を 域
整 円 定 の
備 滑 め 環
し に た 境

の に
能 該
力 当
を す
有 る
す 者
る 若
と し
認 く
め は
ら 社

。 ー
た ム
だ の
し 管
、 理
入 上
所 支
者 障
の が
処 な
遇 い

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な 。
い
。

な 避 防 及
け 難 災 び
れ 誘 計 入
ば 導 画 所
な す 者（
ら る 以 の
な た 下 特
い め 性「
。 の 施 等

体 設 に

れ 会
る 福
者 祉
で 事
な 業
け に
れ 二
ば 年
な 以
ら 上

に 場
支 合
障 は
が 、
な 同
い 一
場 敷
合 地
は 内
、 に

一
二
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こ
の
条 附
例
は 則
、
平
成

第 ３ ２（
十 規 な
四 則 養 措 養
条 へ 護 置 護

の 老 を 老
こ 委 人 講 人
の 任 ホ じ ホ
条 ） ー な ー
例 ム け ム

第 ２ 第（ （
十 事 十 苦 じ
三 故 養 二 情 な
条 の 護 条 の け

防 老 処 れ
養 止 人 養 理 ば
護 等 ホ 護 ） な
老 ） ー 老 ら
人 ム 人 な

２ 第 ２（
十 秘 け

養 一 密 れ 養
護 条 を ば 護
老 守 な 老
人 養 る ら 人
ホ 護 義 な ホ
ー 老 務 い ー
ム 人 ） 。 ム

第 ２（
所 十 身 な
者 条 体 養 ら
の 的 護 な
行 養 拘 老 い
動 護 束 人 。
を 老 等 ホ
制 人 の ー
限 ホ 禁 ム

二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

に は れ は
定 、 ば 、
め 前 な 入
る 項 ら 所
も の な 者
の 事 い に
の 故 。 対
ほ の す
か 状 る
、 況 処
養 及 遇
護 び に

ホ は ホ い
ー 、 ー 。
ム 前 ム
は 項 は
、 の 、
事 苦 入
故 情 所
の を 者
発 受 又
生 け は
又 付 そ
は け の

は ホ は
、 ー 、
職 ム 身
員 の 体
又 職 的
は 員 拘
職 又 束
員 は 等
で 職 を
あ 員 行
っ で う
た あ 場

す ー 止 は
る ム ） 、
行 は 感
為 、 染

入 症（
以 所 又
下 者 は

又 食「
身 は 中
体 他 毒
的 の の
拘 入 発

す
る
。

老 事 よ
人 故 り
ホ に 事
ー 際 故
ム し が
の て 発
運 採 生
営 っ し
に た た
関 処 場
す 置 合

再 た 家
発 場 族
を 合 か
防 は ら
止 、 の
す 当 苦
る 該 情
た 苦 の
め 情 適
に の 切
必 内 か

者 っ 合
が た は
、 者 、
正 は そ
当 、 の
な 正 態
理 当 様
由 な 及
が 理 び
な 由 時
く が 間

束 所 生
等 者 を
」 等 予
と の 防
い 生 し
う 命 、
。 又 又
） は は
を 身 そ
行 体 の
っ を ま

る に は
必 つ 、
要 い 速
な て や
基 、 か
準 記 に
は 録 市
、 し 町
規 な 及
則 け び
で れ 当

要 容 つ
な 等 迅
措 を 速
置 記 な
を 録 処
講 し 理
じ な の
な け た
け れ め
れ ば に
ば な 必

、 な 、
そ く そ
の 、 の
業 そ 際
務 の の
上 業 入
知 務 所
り 上 者
得 知 の
た り 心
人 得 身

て 保 ん
は 護 延
な す を
ら る 防
な た 止
い め す
。 緊 る

急 た
や め
む 必
を 要

定 ば 該
め な 入
る ら 所
。 な 者

い の
。 家

族
等
に
連
絡

な ら 要
ら な な
な い 措
い 。 置
。 を

講
じ
な
け
れ
ば

の た の
秘 人 状
密 の 況
を 秘 並
漏 密 び
ら を に
す 漏 緊
こ ら 急
と し や
が て む
な は を

得 な
な 措
い 置
場 を
合 講
を じ
除 な
き け
、 れ
身 ば
体 な

一
三

を
行
う
と
と
も
に
、
必
要

な
ら
な
い
。

い な 得
よ ら な
う な い
必 い 理
要 。 由
な を
措 記
置 録
を し
講 な

の ら
自 な
由 い
の 。
拘
束
そ
の
他
入
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練
、
健
康
管
理
及
び

第 第（
す 二 一 す 一

条 般 る 条る
原 第 基計

特 則 二 準 こ画
別 ） 章 を のに
養 定 条基
護 特 め 例づ
老 別 る はき

（
趣 附 第 第
旨 則 六 五
） 第 章 章

一
章 雑 ユ

則 ニ
総 ッ（
則 第 ト

目
第 第 第 第 次
四 三 二 一
章 章 章 章 特

別
地 ユ 特 総 養
域 ニ 別 則 護
密 ッ 養 老（
着 ト 護 第 人

山
口 特
県 平 別
条 成 養
例 二 護
第 十 老
三 四 人
十 年 ホ
三 七 ー

療
養
上
の
世
話
を
行
う
こ
と
に

人 養 も 、、
ホ 護 の 老可
ー 老 と 人能
ム 人 す 福な

ホ る 祉限 （
次 ー 。 法り
章 ム、 （
か 昭居
ら 和宅
第 三に
五 十お
章 八

十 型
九 地
条 域
） 密

着
型
特
別
養
護
老
人

型 型 老 一 ホ
特 特 人 条 ー
別 別 ホ ） ム
養 養 ー の
護 護 ム 設
老 老 備（
人 人 第 及
ホ ホ 二 び
ー ー 条 運
ム ム 営

第 に（ （
第 第 十 関

号 月 ム
十 の
日 設

備
及
び
運
営
に
関
す
る

よ
り
、
入
所
者
が
そ
の
有
す

け
ま 年る
で 法生
に 律活
規 第へ
定 百の す 三復 る 十帰 特 三を 別 号考 養 ）慮 護 第

ホ
ー
ム
（
第
十
八
条
）

十 十 二 す
六 三 条 る
条 条 ） 基
・ 準
第 第 を
十 十 定
七 五 め
条 条 る
） ） 条

例

基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ

る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日

し 老 十て 人 七、 ホ 条入 ー 第浴 ム 一、 を 項排 除 のせ く 規
つ 。 定
、 以 に
食 下 基

に
公
布
す
る
。

常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

事 こ づ
等 の き
の 章 、
介 に 特
護 お 別
そ い 養
の て 護
他 同 老
の じ 人
日 。 ホ
常 ） ー

山
口
県
知
事

二

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目

生 は ム
活 、 の
上 入 設
の 所 備
世 者 及
話 の び
、 処 運
機 遇 営
能 に に
訓 関 関

井

関

成

一
四
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（
職 合
員 は
） 、

こ
の
限
り
で

６ ５ ４
は 者

特 第 、 居 の
別 三 四 処室
養 項 人 遇の
護 に 以 に一
老 規 下 支室
人 定 と 障の
ホ す す が定

３ ２
だ 洗 係 に
し 濯 特 る 前 あ
、 室 別 入 項 っ
他 又 養 所 の て
の は 護 者 規 は
社 洗 老 の 定 、
会 濯 人 安 に 準
福 場 ホ 全 か 耐

第 ４（
和 三 設 れ
二 条 備 ば 特
十 ） な 別
五 特 ら 養
年 別 な 護
法 養 い 老
律 護 。 人
第 老 ホ

３ ２
ス 能 指
又 力 特 特 さ
は を 別 別 な
福 有 養 養 け
祉 す 護 護 れ
サ る 老 老 ば
ー 職 人 人 な
ビ 員 ホ ホ ら

な
い
。

ー る る な員
ム 設 こ いは
の 備 と と、
設 に が き一
備 関 で は人
は し き 、と
、 必 る 居す
専 要 。 室る
ら な 等。
当 基 のた
該 準 一だ
特 は 部

祉 、 ー 性 か 火
施 汚 ム が わ 建
設 物 は 確 ら 築
等 処 、 保 ず 物
の 理 居 さ 、 （
設 室 室 れ 規 同
備 、 、 て 則 条
を 介 静 い で 第
利 護 養 る 定 九
用 材 室 と め 号
す 料 、 認 る の
る 室 食 め 建 三

二 人 ー
百 ホ ム
一 ー の
号 ム 構
） の 造
第 建 設
二 物 備
条 に（
第 入 は
九 所 、
号 者 採
の の 光

ス に ー ー な
を よ ム ム い
提 る は は 。
供 適 、 、
す 切 明 入
る な る 所
者 処 く 者
と 遇 家 の
の に 庭 意
密 努 的 思
接 め な 及
な る 環 びし

別 、 を、
養 規 設地
護 則 け域
老 で なに
人 定 いお
ホ め こけ
ー る とるム 。 が特の で別用 き養に る

こ 及 堂 た 物 に
と び 、 も で 規
に 事 浴 の あ 定
よ 務 室 は っ す
り 室 、 、 て る
当 そ 洗 耐 、 準
該 の 面 火 知 耐
特 他 設 建 事 火
別 の 備 築 が 建
養 運 、 物 火 築
護 営 便 又 災 物

二 日 、
に 常 換
規 生 気
定 活 、
す の 照
る た 明
耐 め 、
火 に 保
建 使 温
築 用 、
物 し 清

連 と 境 人
携 と に 格
に も お を
努 に い 尊
め 、 て 重
な 市 、 し
け 町 地 、
れ 、 域 常
ば 老 及 に
な 人 び 入
ら の 家 所護供 。老す 人る ホも ーの ムで のな 整け 備れ

状ば
況な

老 上 所 は 予 を
人 必 、 準 防 い
ホ 要 医 耐 、 う
ー な 務 火 消 。
ム 設 室 建 火 以
の 備 、 築 活 下
効 調 物 動 同（
果 以 理 と 等 じ
的 下 室 す に 。
な 、 る 関 ）「
運 居 介 こ し と

を な 潔
い い 保
う 附 持
。 属 そ
以 の の
下 建 他
同 物 入
じ を 所
。 除 者
） く の
で 。 保

な 福 庭 者
い 祉 と の
。 を の 立

増 結 場
進 び に
す 付 立
る き っ
こ を て
と 重 処
を 視 遇
目 し を

そら
のな
他い
の。
状た
況だ
をし
勘、
案入
し所
、者

営 室 護 と 専 す
を 等 職 を 門 る
期 」 員 要 的 こ
待 と 室 し 知 と
す い 、 な 識 が
る う 看 い を で
こ 。 護 。 有 き
と ） 職 す る
が を 員 る 。
で 設 室 者
き け 、 の

な 以 健
け 下 衛
れ 同 生
ば じ 及
な 。 び
ら ） 安
な は 全
い 、 に
。 耐 つ
た 火 い
だ 建 て

的 た 行
と 運 う
す 営 よ
る を う
事 行 努
業 い め
を 、 な
行 社 け
う 会 れ
者 福 ば
そ 祉 な

一
五

知の
事処
が遇
特に
に支
認障
めが
るな
場い

場 合

る な 機 意
場 け 能 見
合 れ 訓 を
で ば 練 聴
あ な 室 い
っ ら 、 て
て な 面 、
、 い 談 火
入 。 室 災
所 た 、 に

し 築 十
、 物 分
規 な（
則 建 考
で 築 慮
定 基 を
め 準 払
る 法 わ
建 な（
物 昭 け

の 事 ら
他 業 な
の に い
保 関 。
健 す
医 る
療 熱
サ 意
ー 及
ビ び
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４

前
項
の
訓
練
の
う

３ ２
い の 等「

特 。 特 施体 に
別 別 設制 応
養 養 内を じ
護 護 防整 て
老 老 災 、備
人 人 計 地し
ホ ホ 画、 震

第 ３（
六 非 な な
条 常 け 機 い

災 れ 能 。
特 害 ば 訓
別 対 な 練
養 策 ら 指
護 ） な 導
老 い 員

２ 第 ３（
従 五 施 場

生 事 条 設 合 特
活 し 長 は 別
相 た 施 等 、 養
談 者 設 の 規 護
員 又 長 資 則 老
は は は 格 で 人
、 こ 、 ） 定 ホ

２ 第
こ 特 員 四

前 と 別 」 条
項 が 養 と
に で 護 い 特
規 き 老 う 別
定 る 人 。 養
す 場 ホ ） 護
る 合 ー 、 老

ち
、
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
は

ー ー 」 、こ
ム ム と 風れ
は は い 水ら
、 、 う 害の
非 施 。 、体
常 設 ） 火制
災 内 を 災に
害 防 策 そつ
に 災 定 のい
備 計 し 他て
え 画 な の定
る に け

人 。 は
ホ 、
ー 日
ム 常
は 生
、 活
消 を
火 営
器 む
、 た
非 め
常 に

社 れ 社 め ー
会 ら 会 る ム
福 と 福 職 の
祉 同 祉 員 職
法 等 法 を 員
第 以 除 は（
十 上 昭 き 、
九 の 和 、 専
条 能 二 こ ら
第 力 十 の 当
一 を 六 限 該
項 有 年 り 特

職 で ム 栄 人
員 あ に 養 ホ
に っ あ 士 ー
関 て っ 、 ム
し 、 て 機 に
必 入 は 能 は
要 所 、 訓 、
な 者 他 練 施
基 の の 指 設
準 処 社 導 長
は 遇 会 員 並
、 に 福 及 び

、
定
期
的
に
行
わ
な
け
れ
ば

災期
た 基 れ 害的
め づ ば がに
、 き な 発職
こ 、 ら 生員
れ 非 な し及に 常 い たび対 災 。 場入す 害 合所る 時 に者不 の お等断 関

口 必
そ 要
の な
他 機
の 能
非 を
常 改
災 善
害 し
に 、
対 又

各 す 法 で 別
号 る 律 な 養
の と 第 い 護
い 認 四 。 老
ず め 十 人
れ ら 五 ホ
か れ 号 ー
に る ） ム
該 者 第 の
当 で 十 職
す な 九 務

規 支 祉 び に
則 障 施 調 規
で が 設 理 則
定 な 等 員 で
め い の 、 定
る と 栄 事 め
。 き 養 務 る

は 士 員 員
、 と そ 数
栄 の の の
養 連 他 医

な
ら
な
い
。

けにの 係 る周注 機 安知意 関 全すと へ のる訓 の 確と練 通 保とを 報 のもす 及 たにる び
、 めよ 連
市 のう 絡

す は
る そ
必 の
要 減
な 退
設 を
備 防
を 止
設 す
け る
る た

る け 条 に
者 れ 第 従
又 ば 一 事
は な 項 す
こ ら 各 る
れ な 号 者
と い の で
同 。 い な
等 ず け
以 れ れ
上 か ば

士 携 の 師
を を 職 、
置 図 員 生
か る を 活
な こ 置 相
い と か 談
こ に な 員
と よ け 、
が り れ 介
で 当 ば 護
き 該 な 職

町 体努 の
等 制め 体
と 及な 制
の びけ 並
連 避れ び
携 難ば に
協 のな 入
力 方ら 所
体 法な 者
制 等い を
を を。 円

と め
と の
も 訓
に 練
、 を
周 行
辺 う
の 能
地 力
域 を
の 有

の に な
能 該 ら
力 当 な
を す い
有 る 。
す 者 た
る 若 だ
と し し
認 く 、
め は 入
ら 社 所

る 特 ら 員
。 別 な 又

養 い は
護 。 看
老 た 護
人 だ 師
ホ し 若
ー 、 し
ム 入 く
の 所 は
効 定 准

整 定滑
備 めに
し た避
な 防難
け 災誘
れ 計導
ば 画す
な る （
ら 以た
な め 下

環 す
境 る
及 と
び 認
入 め
所 ら
者 れ
の る
特 者
性 で

れ 会 者
る 福 の
者 祉 処
で 事 遇
な 業 に
け に 支
れ 二 障
ば 年 が
な 以 な
ら 上 い

果 員 看
的 が 護
な 四 師
運 十 （
営 人 以
を を 下
期 超 「
待 え 看
す な 護
る い 職

一
六
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２
必
要 特
な 別
措 養
置 護
を 老
講 人
じ ホ

第 ２ 第（ （
十 事 十 苦
二 故 特 一 情
条 の 別 条 の

防 養 処
特 止 護 特 理
別 等 老 別 ）
養 ） 人 養
護 ホ 護

２ 第 ２（
を 十 秘 し
講 特 条 密 な 特
じ 別 を け 別
な 養 特 守 れ 養
け 護 別 る ば 護
れ 老 養 義 な 老
ば 人 護 務 ら 人
な ホ 老 ） な ホ

第 ２（
他 九 身 れ
入 条 体 特 ば
所 的 別 な
者 特 拘 養 ら
の 別 束 護 な
行 養 等 老 い
動 護 の 人 。
を 老 禁 ホ

第 第 ５（ （
八 衛 七 健
条 生 条 康 特

管 管 別
特 理 特 理 養
別 等 別 ） 護
養 ） 養 老
護 護 人
老 老 ホ

な ー
け ム
れ は
ば 、
な 入
ら 所
な 者
い に
。 対

す
る
処

老 ー 老
人 ム 人
ホ は ホ
ー 、 ー
ム 前 ム
は 項 は
、 の 、
事 苦 入
故 情 所
の を 者
発 受 又
生 け は

ら ー 人 い ー
な ム ホ 。 ム
い は ー は
。 、 ム 、

職 の 身
員 職 体
又 員 的
は 又 拘
職 は 束
員 職 等
で 員 を
あ で 行

制 人 止 ー
限 ホ ） ム
す ー は
る ム 、
行 は 感
為 、 染

入 症（
以 所 又
下 者 は

又 食「
身 は 中
体 他 毒

人 人 ー
ホ ホ ム
ー ー は
ム ム 、
は は 前
、 、 二
入 入 項
所 所 の
者 者 訓
の の 練
使 健 の
用 康 結

遇
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た

又 付 そ
は け の
再 た 家
発 場 族
を 合 か
防 は ら
止 、 の
す 当 苦
る 該 情
た 苦 の
め 情 適

っ あ う
た っ 場
者 た 合
が 者 は
、 は 、
正 、 そ
当 正 の
な 当 態
理 な 様
由 理 及
が 由 び

的 の の
拘 入 発
束 所 生
等 者 を
」 等 予
と の 防
い 生 し
う 命 、
。 又 又
） は は
を 身 そ

す 状 果
る 態 に
設 に 基
備 注 づ
及 意 き
び を 、
飲 払 施
用 う 設
に と 内
供 と 防
す も 災

場
合
は
、
速
や
か
に
市
町
及

に の 切
必 内 か
要 容 つ
な 等 迅
措 を 速
置 記 な
を 録 処
講 し 理
じ な の
な け た
け れ め

な が 時
く な 間
、 く 、
そ 、 そ
の そ の
業 の 際
務 業 の
上 務 入
知 上 所
り 知 者
得 り の

行 体 の
っ を ま
て 保 ん
は 護 延
な す を
ら る 防
な た 止
い め す
。 緊 る

急 た
や め

る に 計
水 、 画
に 健 の
つ 康 検
い 保 証
て 持 及
、 の び
衛 た 必
生 め 要
的 に な
な 適 見

び
当
該
入
所
者
の
家
族
等
に

れ ば に
ば な 必
な ら 要
ら な な
な い 措
い 。 置
。 を

講
じ
な
け

た 得 心
人 た 身
の 人 の
秘 の 状
密 秘 況
を 密 並
漏 を び
ら 漏 に
す ら 緊
こ し 急
と て や

む 必
を 要
得 な
な 措
い 置
場 を
合 講
を じ
除 な
き け
、 れ

管 切 直
理 な し
に 措 を
努 置 行
め を わ
、 講 な
又 じ け
は な れ
衛 け ば
生 れ な
上 ば ら

連
絡
を
行
う

一 と
七 と

も
に
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

が は む
な な を
い ら 得
よ な な
う い い
必 。 理
要 由
な を
措 記
置 録

身 ば
体 な
の ら
自 な
由 い
の 。
拘
束
そ
の

必 な な
要 ら い
な な 。
措 い
置 。
を
講
じ
な
け
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第
十
六
条

地
域
密
着

第 ２（ （
職 準 十 準
員 用 五 用 前
） 第 す 条 ） 項

四 る に
章 。 前 規

章 定
地 す（
域 第 る

第 （
は 当 そ 十 設
、 該 の 四 備
浴 ユ 他 条 ）
室 ニ の
等 ッ 運 ユ
の ト 営 ニ
一 型 上 ッ
部 特 必 ト

２
を い の サ 活
行 ユ 。 ーと が
う ニ ビな 営
者 ッ スる ま
そ ト のよ れ
の 型 提 、う
他 特 供 こ配
の 別 に れ慮

第 ３（
が 十 一
交 三 般 特
流 条 原 第 別
し 則 三 養
、 ユ ） 章 護
共 ニ 老
同 ッ ユ 人
で ト ニ ホ

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
入

密 二 設
着 条 備
型 第 に
特 一 関
別 項 し
養 か 必
護 ら 要
老 第 な
人 三 基
ホ 項 準
ー ま は
ム で 、

を 別 要 型
設 養 な 特
け 護 設 別
な 老 備 養
い 人 護（
こ ホ 以 老
と ー 下 人
が ム ホ「
で の 浴 ー
き 効 室 ム
る 果 等 は
。 的 」 、

保 養 関 にし
健 護 す 対な
医 老 る すが
療 人 計 るら
サ ホ 画、 支
ー ー に各 援
ビ ム 基ユ が
ス は づニ 行
又 、 きッ わ
は 地 、ト れ
福 域 そに る
祉 及 の

日 型 ッ ー
常 特 ト ム
生 別 型 は
活 養 特 、
を 護 別 前
営 老 養 項
む 人 護 の
た ホ 老 事
め ー 人 故
の ム ホ の
場 ー 状（
所 施 ム 況

所
定
員
が
二
十
九
人
以
下
の

及 規
び 則
第 で
三 定
条 め
第 る
三 。
項
か
ら
第

な と ユ
運 い ニ
営 う ッ
を 。 ト
期 ） 並
待 を び
す 設 に
る け 浴
こ な 室
と け 、
が れ 医

お 特
サ び 居い 別
ー 家 宅て 養
ビ 庭 に入 護ス と お居 老を の け者 人提 結 るが ホ供 び 生相 ーす 付 活互 ムる き へに を者 を の社 いと 重 復

を 設 及
い の び
う 全 事
。 部 故
） に に
に お 際
よ い し
り て て
一 少 採
体 数 っ
的 の た

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い

五
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規

で ば 務
き な 室
る ら 、
場 な 調
合 い 理
で 。 室
あ た 、
っ だ 洗
て し 濯
、 、 室
入 他 又

会 うの 視 帰的 。密 し を関 以接 た 考係 下な 運 慮を 同連 営 し築 じ携 を てき 。に 行 、、 ）努 い 入自 はめ 、 居 、律な 市 前
入的け 町 の

に 居 処
構 室 置
成 及 に
さ び つ
れ 当 い
る 該 て
場 居 、
所 室 記

に 録（
以 近 し
下 接 な

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、

定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養

居 の は
者 社 洗
に 会 濯
対 福 場
す 祉 、
る 施 汚
サ 設 物
ー 等 処
ビ の 理
ス 設 室
の 備 、

居なれ 、 居
者日ば 老 宅
の常な 人 に
意生ら の お
思活な 福 け

を 及い 祉 る
営 び。 を 生
む 人増 活
こ 格進 と
と をす 入
を 尊る 居

し け「
ユ て れ
ニ 設 ば
ッ け な
ト ら ら
」 れ な
と る い
い 共 。
う 同
。 生
） 活

施
設
長
並
び
に
規
則
で
定

護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

提 を 介
供 利 護
に 用 材
支 す 料
障 る 室
が こ 及
な と び
い に 事
と よ 務
き り 室

支 重こ 後
援 しと の

、しを 生
入な目 活
居け的 が
者れと 連
にばす 続
対なる し
すら事 た

業 な も る

ご 室
と （
に 当
入 該
居 居
者 室
の の
日 入
常 居
生 者

一
八



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
規
則
へ 第
の 六
委 章
任
） 雑

則

第 （
れ を 十 準
、 除 八 用
こ く 条 ） 第
れ 。 五
に ） 第 章
対 及 二
す び 章 ユ
る 第 ニ（

第 （
十 準 四 三 二 一
七 用
条 ） 診 病 介 特

療 院 護 別
第 所 老 養（
二 病 人 護
章 事 床 保 老

務 数 健 人（

４
他 ラ ら 別
の イ 第 れ 養
職 ト 一 る 護
員 型 項 と 老
を 居 の き 人
置 住 規 は ホ
か 施 定 、 ー
な 設 に 医 ム

３ ２
対 型 め
す 特 第 前 る
る 別 一 項 員
支 養 項 に 数
援 護 の 規 の
機 老 規 定 医
能 人 定 す 師
を ホ に る 、

支 十 第 ッ
援 六 二 ト
が 条 条 型
行 の 第 地
わ 規 一 域
れ 定 項 密
る は か 着
地 、 ら 型
域 ユ 第 特
密 ニ 三 別
着 ッ 項 養
型 ト ま 護

第 員 が 施 ホ
四 そ 百 設 ー
条 の 以 ム
第 他 上 支
一 の の 援 栄
項 従 も 相 養
及 業 の 談 士
び 者 に 員 、
第 限 、 機
二 る 栄 能
項 。 養 訓
を ） 士 練

い の か 師 を
こ 入 か を い
と 所 わ 置 う
が 者 ら か 。
で の ず な 以
き 処 、 い 下
る 遇 サ こ 同
。 が テ と じ

適 ラ が 。
切 イ で ）
に ト き に
行 型 る は

有 ー か 職 生
す ム か 員 活
る 以 わ に 相
も 外 ら 関 談
の の ず し 員

特 、 必 、（
以 別 サ 要 介
下 養 テ な 護

護 ラ 基 職「
本 老 イ 準 員
体 人 ト は 又
施 ホ 型 、 は

老特 型 で
別 地 、 人
養 域 第 ホ
護 密 三 ー
老 着 条 ム
人 型 第
ホ 特 三
ー 別 項
ム 養 か
を 護 ら
い 老 第

除 、 指
く 栄 理 導
。 養 学 員
） 士 療 又
の 法 は
規 士 調
定 若 理
は し 員
、 く 、
地 は 事
域 作 務

わ 居 。 、
れ 住 本
て 施 体
い 設 施
る に 設
と は の
認 、 医
め 次 師
ら の に
れ 各 よ
る 号 り

設 ー 居 規 看
」 ム 住 則 護
と 、 施 で 職
い 介 設 定 員
う 護 め 、（
。 老 地 る 栄
） 人 域 。 養
と 保 密 士
の 健 着 、
密 施 型 機
接 設 特 能

う 人 五
。 ホ 項
） ー ま
に ム で
つ 並（
い 施 び
て 設 に
準 の 第
用 全 四
す 部 条
る に 第

密 業 員
着 療 そ
型 法 の
特 士 他
別 又 の
養 は 職
護 調 員
老 理
人 員
ホ 、
ー 事

と に 当
き 掲 該
は げ サ
、 る テ
生 本 ラ
活 体 イ
相 施 ト
談 設 型
員 の 居
、 区 住
栄 分 施

な 又 別 訓
連 は 養 練
携 病 護 指
を 院 老 導
確 若 人 員
保 し ホ 及
し く ー び
つ は ム 調
つ 診 を 理
、 療 設 員
本 所 置 、

。 お 一
い 項
て 及
ユ び
ニ 第
ッ 二
ト 項
ご を
と 除
に く
入 。

ム 務
に 員
つ そ
い の
て 他
準 の
用 従
す 業
る 者
。

養 に 設
士 応 の
、 じ 入
機 、 所
能 当 者
訓 該 の
練 各 健
指 号 康
導 に 管
員 定 理
又 め が

体 で し 事
施 あ よ 務
設 っ う 員
と て と そ
は 当 す の
別 該 る 他
の 地 者 の
場 域 に 職
所 密 よ 員
で 着 り を
運 型 設 置

一
九

居 ）
者 、
の 第
日 三
常 章
生 （
活 第
が 十
営 五
ま 条

は る 適
調 職 切
理 員 に
員 に 行
、 よ わ
事 り れ
務 当 る
員 該 と
そ サ 認
の テ め

営 特 置 か
さ 別 さ な
れ 養 れ け
る 護 る れ
地 老 当 ば
域 人 該 な
密 ホ 地 ら
着 ー 域 な
型 ム 密 い
特 に 着 。
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７

指
定
居
宅
サ
ー
ビ

６（ （
一 用 り ユ て
部 し 特 特 ニ は
ユ な 別 別 ッ 、
ニ い 養 養 ト 同
ッ 。 護 護 型 項
ト た 老 老 特 本
型 だ 人 人 別 文
特 し ホ ホ 養 中

５ ４
く て く
。 前 は 。 前
） 二 、 ） 項
で 項 同 で の
あ の 項 あ 規
っ 規 本 っ 定
て 定 文 て に
、 に 中 、 か

３ ２
中 れ 十 る

た こ 四 も 昭「
一 部 の 条 の 和
人 分 条 第 六（
」 を 例 一 平 十
と 除 の 項 成 二
あ く 施 十 年（
る 。 行 第 六 三

１ 第（ （
特 施 十
別 こ 行 九
養 の 期 附 条
護 条 日
老 例 ） 則 こ
人 は の
ホ 、 条
ー 平 例

ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

別 、 ー ー 護 「
養 当 ム ム 老 一
護 該 で の 人 人
老 特 あ 設 ホ 」
人 別 っ 備 ー と
ホ 養 て 及 ム あ
ー 護 ユ び で る
ム 老 ニ 運 な の
に 人 ッ 営 い は
関 ホ ト に も 、
す ー 型 関 の 「
る ム 特 す と 八

こ か こ か「
の か 一 の わ
条 わ 人 条 ら
例 ら 」 例 ず
の ず と の 、
施 、 あ 施 平行 昭 る 行 成の 和 の の 十際 六 は 際 二現 十 、 現 年に 二 に「 四当 年 原 当

の ） の 十 年 月
は に 際 八 四 九
、 つ 現 条 月 日

い に に 一 前「
四 て 存 お 日 に
人 の す い 以 存
以 第 る て 後 す
下 三 特 準 に る
」 条 別 用 改 特
と 第 養 す 築 別
す 四 護 る さ 養
る 項 老 場 れ 護

ム 成 に
の 二 定
設 十 め
備 四 る
に 年 も
関 十 の
す 月 の
る 一 ほ
経 日 か
過 か 、
措 ら 特
置 施 別

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の

経 が 別 る み 人
過 同 養 基 な 」
措 章 護 準 さ と
置 に 老 の れ す
） 規 人 一 る る

定 ホ 部 も 。
す ー を の
る ム 改 に
基 で 正 関
準 な す す
を い る る

月該 三 則 該
一特 月 と 特
日別 九 し 別
前養 日 て 養
に護 前 四 護
存老 に 人 老
す人 存 」 人
るホ す と ホ
特ー る す ー
別ム 特 る ム
養の 別 。 の

。 本 人 合 た 老
文 ホ を も 人

ー 含 の ホ（
第 ム む を ー
十 の 。 除 ム
七 建 ） く の
条 物 の 。 建
に 規 ） 物（
お こ 定 に で
い の つ あ（
て 条 汚 い っ

） 行 養
す 護
る 老
。 人

ホ
ー
ム
の
運
営
に

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

満 も 省 経
た の 令 過
し と 措（
、 み 平 置
そ な 成 ）
の さ 十
旨 れ 四
を る 年
知 特 厚
事 別 生
に 養 労

用 養 用 護
に 護 に 老
供 老 供 人
さ 人 さ ホ
れ ホ れ ー
て ー て ム
い ム い の
る の る 建
も 建 も 物
の 物 の （
に に

準 例 物 て て
用 の 処 は 、
す 施 理 、 こ
る 行 室 第 の
場 の に 三 条
合 日 係 条 例
を る 第 の（
含 以 部 三 施
む 下 分 項 行
。 に の「 （
以 施 限 第 際

関
す
る
必
要
な
基
準
は
、
規

成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令

申 護 働
し 老 省
出 人 令
た ホ 第
場 ー 百
合 ム 七
は に 号
、 つ ）
こ い 附
の て 則
限 は 第

同（
つ 同 つ 日
い 日 い 以
て 以 て 後の 後 の に第 に 第 増三 増 三 築条 築 条 さ第 さ 第 れ四 れ 四 、項 、 項

又本 又 本

下 行 る 十 現
同 日 。 七 に
じ 」 ） 条 当
。 と は に 該
） い 、 お 特
の う 当 い 別
規 。 分 て 養
定 ） の 準 護
の 以 間 用 老
適 後 、 す 人
用 に 適 る ホ

則
で
定
め
る
。

第
百
六
号
。
以
下
「
改
正

り 、 三
で 第 条
な 三 第
い 章 一
。 の 項

規 の
定 規
は 定
、 に
適 よ

は文 は 文
改の 改 の
築規 築 規
さ定 さ 定
れの れ の
た適 た 適
部用 部 用
分に 分 に
をつ を つ

い 除 い 除

に 増 用 場 ー
つ 築 し 合 ム
い さ な を の
て れ い 含 用
は 、 。 む に
、 又 。 供
同 は ） さ
項 改 又 れ
本 築 は て
文 さ 第 い

二
〇
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第 （
一 趣
条 旨

）
こ
の
条
例
は

山
口 軽
県 平 費

軽 条 成 老
費 例 二 人
老 第 十 ホ
人 三 四 ー
ホ 十 年 ム
ー 四 七 の

（
及 い 一 準
び て 改 部 用
第 は 正 ユ す
二 、 省 ニ る
項 施 令 ッ 。
を 行 附 ト
除 日 則 型
く 以 第 地

９
ニ 備 で

第 ッ に に 一
二 ト つ 定 部
章 部 い め ユ

分 て る ニ（
第 及 は と ッ
二 び 、 こ ト
条 そ ユ ろ 型

８
よ 省「 「

ユ 一 る 一 令
ニ こ 部部 」
ッ と ユ とユ
ト が ニニ い
部 で ッッ う
分 き トト 。
」 る 型 ）型

、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六

ム 号 月 設
の 十 備
設 日 及
備 び
及 運
び 営
運 に
営 関
に す
関 る
す 基
る 準

。 後 六 域
） 最 条 密
、 初 第 着
第 の 二 型
十 指 項 特
六 定 の 別
条 の 規 養
並 更 定 護
び 新 に 老
に ま よ 人
附 で り ホ
則 の な ー

第 れ ニ に 特
一 以 ッ よ 別
項 外 ト る 養
か の 部 。 護
ら 部 分 た 老
第 分 の だ 人
三 に 入 し ホ
項 共 居 、 ー
ま 通 者 浴 ム
で の 及 室 の
及 設 び 、 設
び 備 そ 医 備

と 。 特 附特
い 別 則別
う 養 第養
。 護 六護
） 老 条老
に 人 第人
あ ホ 一ホ
っ ー 項ー
て ム のム
は 」 規の
第 と 定一
十 い

年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下

基 を
準 定
を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公

第 間 お ム
八 は 従 に
項 、 前 関
及 第 の す
び 二 例 る
第 章 に 経
九 よ 過（
項 第 る 措
の 二 こ 置
規 条 と ）
定 第 が

第 と れ 務 は
三 す 以 室 、
条 る 外 、 ユ
第 こ の 調 ニ
三 と 部 理 ッ
項 が 分 室 ト
か で の 、 部
ら き 入 洗 分
第 る 所 濯 に
五 。 者 室 あ
項 へ 又 っ

に般
三 う よ原
条 。 り則
に ） なは
、 に、 お
そ つユ 従
れ いニ 前以 てッ の外 はト 例の 、ご に部 施と よ分 行

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十

布
す
る
。

を 一 で
準 項 き
用 か る
す ら こ
る 第 と
こ 三 と
と 項 さ
が ま れ
で で る
き 、 一
る 第 部

ま の は て
で サ 洗 は
を ー 濯 第
除 ビ 場 十
く ス 、 四
。 の 汚 条
） 提 物 に
の 供 処 、
規 に 理 そ
定 支 室 れ
は 障 、 以

に るに 日入 こあ 以居 とっ 後者 がて 最の では 初日 き第 の常 る二 指生 こ条 定活 との（
が と第 更
営 さ四 新

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

山
口
県
知
事

二

。 三 ユ
条 ニ
第 ッ
三 ト
項 型
か 地
ら 域
第 密
五 着
項 型
ま 特

、 が 介 外
一 な 護 の
部 い 材 部
ユ と 料 分
ニ き 室 に
ッ は 及 あ
ト 、 び っ
型 そ 事 て
特 れ 務 は
別 ぞ 室 第
養 れ そ 三

ま れ項 ま
れ るを で
、 一除 の
こ 部く 間
れ ユ。 は
に ニ） 、
対 ッに 次
す ト定 項
る 型め か
支 特る ら
援 別と 附

き
、
軽
費
老

二 人
一 ホ

ー
ム
の

井

関

成

で 別
並 養
び 護
に 老
第 人
四 ホ
条 ー
第 ム
一 に
項 つ

護 一 の 条
老 の 他 第
人 設 の 三
ホ 備 運 項
ー を 営 か
ム も 上 ら
に っ 必 第
つ て 要 五
い 、 な 項
て ユ 設 ま

が 養こ 則
行 護ろ 第
わ 老に 十
れ 人よ 項
る ホる ま
部 ー。 で

ム分 の
規（ （

以 以定
下 に 下
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３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

２ 第 （
係 建 十 四 設
る 前 築 五 条 備
入 項 物 年 ）
所 の を 法 軽
者 規 い 律 費
の 定 う 第 老
安 に 。 二 人
全 か 以 百 ホ

第 ５（
こ 族 三 入
と に 条 所 軽
が よ 者 費
必 る 入 ） 老
要 援 所 人
と 助 者 ホ
認 を は ー
め 受 、 ム

４ ３ ２
な 供 ビ
ら 軽 す ス 軽 軽
な 費 る の 費 費
い 老 者 提 老 老
。 人 と 供 人 人

ホ の に ホ ホ
ー 密 努 ー ー
ム 接 め ム ム

第 （
活 助 二 一 設
を を 条 般 備
営 受 原 及
む け 軽 則 び
こ る 費 ） 運
と こ 老 営
が と 人 に
で が ホ 関

は
、
居
室
、
談
話
室
若
し
く
は

性 か 下 一 ー
が わ 同 号 ム
確 ら じ ） の
保 ず 。 第 建
さ 、 ） 二 物
れ 規 で 条 （
て 則 な 第 入
い で け 九 所
る 定 れ 号 者
と め ば の の
認 る な 二 日
め 建 ら に 常

ら け 六 の
れ る 十 立
る こ 歳 地
者 と 以 に
に が 上 当
つ 困 の た
い 難 者 っ
て な で て
は も あ は
、 の っ 、
こ と て 入
の す 、 所

の な る は は
構 連 と 、 、
造 携 と 地 入
設 に も 域 所
備 努 に 及 者
に め 、 び の
は な 市 家 意
、 け 町 庭 思
採 れ 、 と 及
光 ば 老 の び
、 な 人 結 人
換 ら の び 格

き 困 ー す
る 難 ム る
よ な は 基
う も 、 準
に の 無 を
す を 料 定
る 入 又 め
こ 所 は る
と さ 低 も
を せ 額 の
目 、 な と
指 食 料 す

娯
楽
室
又
は
集
会
室
、
食
堂

た 物 な 規 生
も で い 定 活
の あ 。 す の
は っ る た
、 て 耐 め
耐 、 火 に
火 知 建 使
建 事 築 用
築 が 物 し
物 火 を な
又 災 い い

限 る 身 者
り 。 体 の
で た 機 外
な だ 能 出
い し の 及
。 、 低 び

そ 下 地
の 等 域
者 に 住
の よ 民
配 り と

気 な 福 付 を
、 い 祉 き 尊
照 。 を を 重
明 増 重 し
、 進 視 、
保 す し 常
温 る た に
、 こ 運 入
清 と 営 所
潔 を を 者
保 目 行 の

さ 事 金 る
な の で 。
け 提 、
れ 供 自
ば そ 立
な の し
ら 他 た
な 日 日
い 常 常
。 生 生

活 活
、
浴
室
、
洗
面
所
、
便
所
、

は 予 う 附
準 防 。 属
耐 、 以 の
火 消 下 建
建 火 同 物
築 活 じ を
物 動 。 除
と 等 ） く
す に 又 。
る 関 は 以
こ し 準 下

偶 自 の
者 立 交
、 し 流
三 た の
親 日 機
等 常 会
内 生 が
の 活 確
親 を 保
族 営 さ
そ む れ

持 的 い 立
そ と 、 場
の す 社 に
他 る 会 立
入 事 福 っ
所 業 祉 て
者 を 事 サ
の 行 業 ー
保 う に ビ
健 者 関 ス
衛 そ す の

に を
必 営
要 む
な こ
便 と
宜 に
を つ
供 い
与 て
す 不
る 安

調
理
室
、
面
談
室
、
洗
濯
室

と 専 耐 同
を 門 火 じ
要 的 建 。
し 知 築 ）
な 識 物 は
い を 、（
。 有 同 耐

す 条 火
る 第 建
者 九 築
の 号 物

の こ る
他 と よ
特 に う
別 つ 努
な い め
事 て な
情 不 け
に 安 れ
よ が ば
り あ な
当 る ら

生 の る 提
及 他 熱 供
び の 意 を
安 保 及 行
全 健 び う
に 医 能 よ
つ 療 力 う
い サ を 努
て ー 有 め
十 ビ す な
分 ス る け

こ が
と あ
に る
よ と
り 認
、 め
安 ら
心 れ
し る
て 者
生 で

又
は
洗
濯
場
、
宿
直
室
及

意 の （
見 三 建
を に 築
聴 規 基
い 定 準
て す 法
、 る （
火 準 昭
災 耐 和
に 火 二

該 と な
者 認 い
と め 。
共 ら
に れ
入 、
所 か
さ つ
せ 、
る 家

な 又 職 れ
考 は 員 ば
慮 福 に な
を 祉 よ ら
払 サ る な
わ ー 適 い
な ビ 切 。
け ス な
れ を サ
ば 提 ー

き あ
が っ
い て
を 、
持 家
っ 族
て に
日 よ
常 る
生 援

二
二
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５
あ
る 施
他 設
の 長
社 は
会 、
福 専
祉 ら

二 一 る 本 を
と 体 確

診 介 認 施 保
療 護 め 設 し
所 老 ら の つ

人 れ 区 つ
そ 保 る 分 、
の 健 と に 本

４ ３ ２
外 サ 委
の 第 ー 第 前 託
介 一 ビ 一 項 す
護 項 ス 項 に る
老 の の の 規 軽
人 規 提 規 定 費
保 定 供 定 す 老
健 に に に る 人

第 （
待 ば 五 職 が
す な 条 員 な
る ら ） い
こ な 軽 場
と い 費 合
が 。 老 は
で た 人 、
き だ ホ こ

５ ４
室 と び

軽 前 等 に 事
費 項 の よ 務
老 に 一 り 室
人 規 部 当 そ
ホ 定 を 該 の
ー す 設 軽 他
ム る け 費 の

施 そ
設 の
等 職
の 務
職 に
務 従
に 事
従 す
事 る
す 常
る 勤
こ の

他 施 き 応 体
の 設 は じ 施
従 、 、 設
業 調 調 当 と
者 理 理 該 は

員 員 各 別
又 そ 号 の
は の に 場
そ 他 定 所
の の め で
他 職 る 運
の 員 職 営

施 か 支 か 職 ホ
設 か 障 か 員 ー
又 わ が わ に ム
は ら な ら 関 に
診 ず い ず し あ
療 、 も 、 必 っ
所 サ の 入 要 て
で テ に 所 な は
あ ラ 限 定 基 調
っ イ る 員 準 理
て ト 。 が は 員
当 型 ） 六 、 を

る し ー の
軽 、 ム 限
費 入 に り
老 所 は で
人 定 、 な
ホ 員 施 い
ー が 設 。
ム 四 長

十 並（
入 人 び
所 以 に
者 下 規

の 設 な 老 運
設 備 い 人 営
備 に こ ホ 上
は 関 と ー 必
、 し が ム 要
専 必 で の な
ら 要 き 効 設
当 な る 果 備
該 基 。 的 （
軽 準 な 以
費 は 運 下
老 、 営

と 者
が で
で な
き け
る れ
。 ば

な
ら
な
い
。

従 を 員 さ
業 置 に れ
者 か よ る

な り 入
い 当 所
こ 該 定
と サ 員
が テ が
で ラ 二
き イ 十
る ト 九

該 軽 に 十 規 置
軽 費 は 人 則 か
費 老 、 以 で な
老 人 事 下 定 い
人 ホ 務 の め こ
ホ ー 員 軽 る と
ー ム を 費 。 が
ム 置 老 で（
に 軽 か 人 き
対 費 な ホ る
す 老 い ー 。

に の 則
対 軽 で
す 費 定
る 老 め
サ 人 る
ー ホ 員
ビ ー 数
ス ム の
の 又 生
提 は 活
供 他 相

「
人 規 を 居
ホ 則 期 室
ー で 待 等
ム 定 す 」
の め る と
用 る こ い
に 。 と う
供 が 。
す で ）
る き を
も る 設

た
だ
し
、
当
該
軽
費
老
人
ホ

。 型 人
軽 以
費 下
老 の
人 軽
ホ 費
ー 老
ム 人
の ホ
入 ー
所 ム

る 人 こ ム
支 ホ と 又
援 ー が は
機 ム で 他
能 を き の
を 設 る 社
有 置 。 会
す し 福
る よ 祉
も う 施
の と 設

に の 談
支 社 員
障 会 、
が 福 介
な 祉 護
い 施 職
も 設 員
の 等 、
に の 栄
限 栄 養
る 養 士

の 場 け
で 合 な
な で け
け あ れ
れ っ ば
ば て な
な 、 ら
ら 入 な
な 所 い
い 者 。
。 に た

ー
ム
の
管
理
上
支
障
が
な
い

者 を
に い
対 う
す 。
る 以
サ 下
ー 同
ビ じ
ス 。
の ）
提 に

す 等（
以 る を
下 者 併

に 設「
本 よ す
体 り る
施 設 軽
設 置 費
」 さ 老
と れ 人
い る ホ

。 士 、
） と 事
に の 務
あ 連 員
っ 携 及
て を び
は 図 調
栄 る 理
養 こ 員
士 と そ
を に の

た 対 だ
だ す し
し る 、
、 サ 他
入 ー の
所 ビ 社
者 ス 会
に の 福
対 提 祉
す 供 施
る に 設

場
合
は
、
同

二 一
三 敷

地
内
に

供 は
が 、
適 次
切 の
に 各
行 号
わ に
れ 掲
て げ
い る

う 当 ー
。 該 ム
） 軽 （
と 費 入
の 老 所
密 人 者
接 ホ に
な ー 対
連 ム す
携 以 る

、 よ 他
調 り の
理 効 職
の 果 員
業 的 を
務 な 置
の 運 か
全 営 な
部 を け
を 期 れ

サ 支 等
ー 障 の
ビ が 設
ス な 備
の い を
提 と 利
供 き 用
に は す
支 、 る
障 居 こ
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第
十
条

軽
費
老
人
ホ

第 第（ （
衛 九 健 関 体 八
生 条 康 す 制 条
管 管 る そ
理 軽 理 書 の 軽
等 費 ） 面 他 費
） 老 に の 老

人 よ 入 人
ホ る 所 ホ

５ ４ ３（
重 制
要 軽 前 軽 を
事 費 項 費 整
項 老 の 老 備
の 人 訓 人 し
説 ホ 練 ホ 、
明 ー の ー こ
等 ム う ム れ

２ 第 ２（
内 応 七 非

軽 防 じ 条 常 生
費 災 て 災 活
老 計 、 軽 害 相
人 画 地 費 対 談
ホ 」 震 老 策 員
ー と 、 人 ） は
ム い 風 ホ 、

第 ６（
有 六 施 障
す 条 設 が 軽
る 長 な 費
と 施 等 い 老
認 設 の 場 人
め 長 資 合 ホ
ら は 格 は ー
れ 、 ） 、 ム

ー
ム
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る

ー 契 申 ー
ム 約 込 ム
は を 者 は
、 締 の 、
入 結 サ サ
所 し ー ー
者 な ビ ビ
の け ス ス
健 れ の の
康 ば 選 提
状 な 択 供
態 ら に の

） は ち は ら
、 、 、 の
前 避 非 体
二 難 常 制
項 及 災 に
の び 害 つ
訓 消 に い
練 火 備 て
の の え 定
結 訓 る 期
果 練 た 的
に は め に

は う 水 ー 法
、 。 害 ム 第
施 ） 、 は 十
設 を 火 、 九
内 策 災 消 条
防 定 そ 火 第
災 し の 器 一
計 な 他 、 項
画 け の 非 各
に れ 災 常 号
基 ば 害 口 の
づ な が そ い

る 法 こ の
者 第 の 職
で 十 限 員
な 九 り は
け 条 で 、
れ 第 な 専
ば 一 い ら
な 項 。 当
ら 各 該
な 号 軽
い の 費
。 い 老

設
備
及
び
飲
用
に
供
す
る
水

に な 資 開
注 い す 始
意 。 る に
を と 際
払 認 し
う め て
と ら は
と れ 、
も る あ
に 重 ら
、 要 か

基 、 、 職
づ 定 こ 員
き 期 れ 及
、 的 に び
施 に 対 入
設 行 す 所
内 わ る 者
防 な 不 等
災 け 断 に
計 れ の 周
画 ば 注 知

き ら 発 の ず
、 な 生 他 れ
非 い し の か
常 。 た 非 に
災 場 常 該
害 合 災 当
時 に 害 す
の お に る
関 け 対 者
係 る す 又
機 安 る は

ず 人
れ ホ
か ー
に ム
該 の
当 職
す 務
る に
者 従
若 事
し す

に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理

健 事 じ
康 項 め
保 を 、
持 記 入
の 載 所
た し 申
め た 込
に 書 者
適 面 又
切 の は
な 交 そ

の な 意 す
検 ら と る
証 な 訓 と
及 い 練 と
び 。 を も
必 す に
要 る 、
な よ 市
見 う 町
直 努 等
し め と

関 全 必 こ
へ の 要 れ
の 確 な と
通 保 設 同
報 の 備 等
及 た を 以
び め 設 上
連 の け の
絡 体 る 能
の 制 と 力
体 及 と を

く る
は 者
社 で
会 な
福 け
祉 れ
事 ば
業 な
に ら
二 な
年 い

に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要

措 付 の
置 等 家
を を 族
講 し に
じ て 対
な 説 し
け 明 、
れ を 運
ば 行 営
な い 規
ら 、 程

を な の
行 け 連
わ れ 携
な ば 協
け な 力
れ ら 体
ば な 制
な い を
ら 。 整
な 備
い し

制 び も 有
並 避 に す
び 難 、 る
に の 周 と
入 方 辺 認
所 法 の め
者 等 地 ら
を を 域 れ
円 定 の る
滑 め 環 者
に た 境 で

以 。
上 た
従 だ
事 し
し 、
た 入
者 所
又 者
は に
こ 対
れ す

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な 当 の
い 該 概
。 サ 要

ー 、
ビ 職
ス 員
の の
提 勤
供 務
に の

。 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

避 防 及 な
難 災 び け
誘 計 入 れ
導 画 所 ば
す 者 な（
る 以 の ら
た 下 特 な
め 性 い「
の 施 等 。
体 設 に

ら る
と サ
同 ー
等 ビ
以 ス
上 の
の 提
能 供
力 に
を 支

二
四
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（
施
行
期 附
日
） 則

第 ３ ２（
十 規 に
五 則 軽 、 軽
条 へ 費 必 費

の 老 要 老
こ 委 人 な 人
の 任 ホ 措 ホ
条 ） ー 置 ー
例 ム を ム

第 ２ 第（ （
十 事 十 苦 じ
四 故 軽 三 情 な
条 の 費 条 の け

防 老 処 れ
軽 止 人 軽 理 ば
費 等 ホ 費 ） な
老 ） ー 老 ら
人 ム 人 な

２ 第 ２（
十 秘 け

軽 二 密 れ 軽
費 条 を ば 費
老 守 な 老
人 軽 る ら 人
ホ 費 義 な ホ
ー 老 務 い ー
ム 人 ） 。 ム

第 ２（
入 十 身 な
所 一 体 軽 ら
者 条 的 費 な
の 拘 老 い
行 軽 束 人 。
動 費 等 ホ
を 老 の ー
制 人 禁 ム

に は 講 は
定 、 じ 、
め 前 な 入
る 項 け 所
も の れ 者
の 事 ば に
の 故 な 対
ほ の ら す
か 状 な る
、 況 い サ
軽 及 。 ー
費 び ビ

ホ は ホ い
ー 、 ー 。
ム 前 ム
は 項 は
、 の 、
事 苦 入
故 情 所
の を 者
発 受 又
生 け は
又 付 そ
は け の

は ホ は
、 ー 、
職 ム 身
員 の 体
又 職 的
は 員 拘
職 又 束
員 は 等
で 職 を
あ 員 行
っ で う
た あ 場

限 ホ 止 は
す ー ） 、
る ム 感
行 は 染
為 、 症

入 又（
以 所 は
下 者 食

又 中「
身 は 毒
体 他 の
的 の 発

老 事 ス
人 故 の
ホ に 提
ー 際 供
ム し に
の て よ
運 採 り
営 っ 事
に た 故
関 処 が
す 置 発

再 た 家
発 場 族
を 合 か
防 は ら
止 、 の
す 当 苦
る 該 情
た 苦 の
め 情 適
に の 切
必 内 か

者 っ 合
が た は
、 者 、
正 は そ
当 、 の
な 正 態
理 当 様
由 な 及
が 理 び
な 由 時
く が 間

拘 入 生
束 所 を
等 者 予
」 等 防
と の し
い 生 、
う 命 又
。 又 は
） は そ
を 身 の
行 体 ま

る に 生
必 つ し
要 い た
な て 場
基 、 合
準 記 は
は 録 、
、 し 速
規 な や
則 け か
で れ に

要 容 つ
な 等 迅
措 を 速
置 記 な
を 録 処
講 し 理
じ な の
な け た
け れ め
れ ば に
ば な 必

、 な 、
そ く そ
の 、 の
業 そ 際
務 の の
上 業 入
知 務 所
り 上 者
得 知 の
た り 心
人 得 身

っ を ん
て 保 延
は 護 を
な す 防
ら る 止
な た す
い め る
。 緊 た

急 め
や 必
む 要

定 ば 県
め な 及
る ら び
。 な 当

い 該
。 入

所
者
の
家
族

な ら 要
ら な な
な い 措
い 。 置
。 を

講
じ
な
け
れ
ば

の た の
秘 人 状
密 の 況
を 秘 並
漏 密 び
ら を に
す 漏 緊
こ ら 急
と し や
が て む
な は を

を な
得 措
な 置
い を
場 講
合 じ
を な
除 け
き れ
、 ば
身 な

二
五

等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も

な
ら
な
い
。

い な 得
よ ら な
う な い
必 い 理
要 。 由
な を
措 記
置 録
を し
講 な

体 ら
の な
自 い
由 。
の
拘
束
そ
の
他
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山
口
県
条
例
第
三
十
五

８
指 ム

平 定 第
成 居 型 二
二 宅 に 条
十 サ つ 、
四 ー い 第
年 ビ て 三
七 ス 準 条

７
と あ 図 員

前 が っ そる
項 で て のこ
に き は 他と
規 る 栄 のに
定 。 養 職よ
す 士 員り
る 、 を効

６ ５ ４ ３
の 室

軽 前 規 、 軽 軽
費 項 定 洗 費費
老 に を 濯 老老
人 規 準 室 人人
ホ 定 用 又 ホホ
ー す す は ーー
ム る る 洗 ムム

２ １（
規 費 軽
定 老 こ 費 こ
を 人 の 老 の
適 ホ 条 人 条
用 ー 例 ホ 例
す ム の ー は
る 施 ム 、
。 型 行 平

号 月 等 用 、
十 の す 第
日 事 る 四

業 。 条
の （
人 第
員 三
、 項
設 及
備 び
及 第
び 四

職 事 置果
員 務 か的
に 員 なな
関 、 け運
し 医 れ営
必 師 ばを
要 又 な期
な は ら待
基 調 なす
準 理 いる
は 員 。こ
、 そ た

設 。 濯
型 備 場 型型
に に 、 はは
は 関 宿 、、
、 し 直 五居
施 必 室 十室
設 要 及 人、
長 な び 以談
並 基 事 上話
び 準 務 の室
に は 室 人若
規 、 そ 員

と の 型 成
し 際 の 二
て 現 特 十
知 に 例 四
事 軽 ） 年
か 費 十
ら 老 月
指 人 一
定 ホ 日
さ ー か
れ ム ら
て の 施

運 項
営 を
に 除
関 く
す 。
る ）
基 、
準 第
等 五
を 条
定 第

と
規 の だが
則 他 しで
で の 、き定 職 併るめ 員 設軽る を す費。 、 る老調 特人理 別ホの 養ー業 護

し
則 規 の をく
で 則 他 入は
定 で の 所娯
め 定 運 さ楽る め 営 せ室員 る 上 る又数 。 必 こはの 要 と集生 な が会活 設 で室相 備 き

い 設 行
る 備 す
も 及 る
の び 。
に 運
つ 営
い に
て 関
は す
、 る
第 基

め 五
る 項
条 及
例 び
を 第
こ 六
こ 項
に 並
公 び
布 に
す 第

ム務 老
の 人型全 ホ
部 ー（

入を ム所委 の者託 栄
にす 養
対る 士
す軽 、
る費 事

、談 を る静員 設 規養、 け 模室介 な を、護 け 有食職 れ し
堂員 ば な
、、 な け
浴看 ら れ
室護 な ば
、師 い な

二 準
条 （
か 平
ら 成
第 二
十 十
四 年
条 厚
ま 生
で 労
の 働

山 る 六
。 条口 か

県 ら
第知 十

事 四
条
ま

二 で
の

サ老 務
ー人 員
ビホ 、
スー 医
のム 師
提 又
供型 は
にに 調
支あ 理
障っ 員
がて そ

洗又 。 ら
面は こ な
所准 の い
、看 場 。
便護 合
所師 に
、、 お
医栄 い
務養 て
室士 は
、、 、

規 省
定 令
に 第
か 百
か 七
わ 号
ら ）
ず 附
、 則
次 第
項 二

規
井 定

は
、

関 軽
費
老

成 人
ホ
ー

なは の
い調 他
も理 の
の員 職
にを 員
限置 と
るか の
。な 連
）い 携

こ に を

調事 第
理務 四
室員 条
、、 第
職医 三
員師 項
室及 た
、び だ
面調 し

理 書 談

か 条
ら 第
附 一
則 号
第 に
八 規
項 定
ま す
で る
の 軽

二
六
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附
則

第
一
章

総
則

第 第 第 第 第
十 十 十 十 十
九 八 七 六 五
章 章 章 章 章

雑 基 指 指 外
則 準 定 定 部

該 特 福 サ（

第 第 第 第 第 第
十 十 十 十 十 九
四 三 二 一 章 章
章 章 章 章

指 指
指 ユ 指 ユ 定 定
定 ニ 定 ニ 短 通
特 ッ 短 ッ 期 所

第 第 第 第 第
八 七 六 五 四
章 章 章 章 章

指 指 指 指 指
定 定 定 定 定
療 通 居 訪 訪
養 所 宅 問 問

目
第 第 第 次
三 二 一
章 章 章 指

定
指 指 総 居
定 定 則 宅
訪 訪 サ（
問 問 第 ー

第 当 定 祉 ー
九 居 福 用 ビ
十 宅 祉 具 ス
二 サ 用 貸 利
条 ー 具 与 用
） ビ 販 型（

ス 売 第 指
七 定（ （

第 第 十 特
八 八 八 定
十 十 条 施
七 三 設

定 ト 期 ト 入 リ
施 型 入 型 所 ハ
設 指 所 指 生 ビ
入 定 療 定 活 リ
居 短 養 短 介 テ
者 期 介 期 護 ー
生 入 護 入 シ（
活 所 所 第 ョ（
介 療 第 生 四 ン
護 養 五 活 十 （

介 十 介 九 第（
第 護 九 護 条 四

通 介 療 リ 看
所 護 養 ハ 護
介 管 ビ（ （
護 第 理 リ 第

三 指 テ 十（
第 十 導 ー 九
三 三 シ 条（
十 条 第 ョ
九 二 ン 第
条 第 十 二（

三 九 第 十
第 十 条 二 四

入 介 一 ビ
浴 護 条 ス
介 等（
護 第 第 の

四 三 事（
第 条 条 業
十 ） の
五 第 人
条 十 員

四 、
第 条 設
十 ） 備

条 条 第 入
八 居

第 第 十 者
九 八 二 生
十 十 条 活
一 六 ） 介
条 条 護
） ） （

第
七
十

六 条 十（ （
十 第 第 第 五
七 六 第 五 五 条
条 十 六 十 十

四 十 六 五 第
第 条 三 条 条 四
七 条 ） 十
十 第 ） 第 八
二 六 五 条
条 十 十 ）
） 六 八

四 八 十 条
十 条 第 五 ）
四 ） 三 条
条 十
） 二 第

条 二
） 十

八
条
）

八 及
条 び
） 運

営
に
関
す
る
基
準
等

三
条

第
七
十
七
条
）

条 条
） ）

を
定
め
る
条
例

二
七
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な
ら
な
い
。

２ 第 （
号 う 五 訪 に

指 ） 。 条 問 わ
定 第 ） 介 た
訪 三 ご 指 護 る
問 条 と 定 員 援
介 第 に 訪 等 助
護 一 、 問 ） を
事 項 規 介 行

第 （
能 四 指 の
な 条 定 連
限 訪 第 携
り 指 問 二 に
そ 定 介 章 努
の 居 護 め
居 宅 の 指 な
宅 サ 原 定 け

２ 第 第（
以 三 一 を 二
下 指 条 般 含 条
同 定 原 む
じ 居 指 則 。 指
。 宅 定 ） ） 定
） サ 居 の 居
、 ー 宅 条 宅
他 ビ サ 例 サ

第（ （
指 設 七 一 趣
定 備 十 条 旨
居 及 条 ）
宅 び の こ
サ 運 二 の
ー 営 第 条
ビ に 四 例
ス 関 項 は

業 に 則 護 う
者 規 で の も
は 定 定 事 の
、 す め 業 で
指 る る を な
定 者 員 行 け
訪 を 数 う れ
問 い の 者 ば
介 う 訪 な（
護 。 問 以 ら
事 以 介 下 な
業 下 護 い

に ー 則 訪 れ
お ビ ） 問 ば
い ス 介 な
て に 護 ら
、 該 な
そ 当 い
の す 。
有 る
す 訪
る 問
能 介
力 護

の ス ー で ー
居 事 ビ 定 ビ
宅 業 ス め ス
サ 者 事 る 事
ー は 業 者 業
ビ 、 者 は 者
ス 地 は 、 の
事 域 、 法 指
業 と 利 人 定
者 の 用 で に

結 者 あ 係（
居 び の る る

事 す に 、
業 る お 介
者 基 い 護
の 準 て 保
指 等 準 険
定 を 用 法
） 定 す （

め る 平
る 場 成
も 合 九
の を 年
と 含 法「

所 同 員 指 。
ご じ 等 定
と 。 訪（
に ） 指 問
、 を 定 介
常 置 訪 護
勤 か 問 事
の な 介 業
訪 け 護 者
問 れ の 」
介 ば 提 と

に （
応 以
じ 下
自 「
立 指
し 定
た 訪
日 問
常 介
生 護
活 」

宅 付 意 者 法
サ き 思 と 第
ー を 及 す 七
ビ 重 び る 十
ス 視 人 。 条
事 し 格 第
業 、 を 二
を 市 尊 項
行 町 重 第
う 村 し 一
者 、 号

す む 律
る 。 第
。 ） 百

並 二
び 十
に 三
第 号
七 。
十 以
四 下
条

護 な 供 い
員 ら に う
等 な 当 。
の い た ）
う 。 る は
ち 介 、
規 護 当
則 福 該
で 祉 事
定 士 業
め 又 を

を と
営 い
む う
こ 。
と ）
が の
で 事
き 業
る は
よ 、
う 要

（
を 法 常 （
い 第 に 法
う 三 利 第
。 条 用 七
） 第 者 十
そ 一 の 条
の 項 立 の
他 の 場 二
の 規 に 第
保 定 立 四
健 に っ 項

「
第 法
一 」
項 と
及 い
び う
第 。
二 ）
項 第
の 四
規 十
定 二

る は 行
員 介 う
数 護 事
の 保 業
者 険 所
を 法 （
サ 施 以
ー 行 下
ビ 令 「
ス 指（
提 平 定

、 介
入 護
浴 状
、 態
排 と
せ な
つ っ
、 た
食 場
事 合
の に

医 よ た の
療 り サ 規
サ 介 ー 定
ー 護 ビ に
ビ 保 ス よ
ス 険 の り
又 を 提 指
は 行 供 定
福 う に の
祉 市 努 更
サ 町 め 新

に 条
基 第
づ 一
き 項
、 第
指 二
定 号
居 、
宅 第
サ 七
ー 十

供 成 訪
責 十 問
任 年 介
者 政 護
と 令 事
し 第 業
な 四 所
け 百 」
れ 十 と
ば 二 い

介 お
護 い
そ て
の も
他 、
の 利
生 用
活 者
全 が
般 可

ー 村 な に
ビ 及 け つ
ス び れ い
を 特 ば て
提 別 な 準
供 区 ら 用
す を な す
る い い る
者 う 。 場
と 。 合

ビ 条
ス 第
等 二
の 項
事 第
業 一
の 号
人 （
員 法
、 第

二
八
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第 （
九 提
条 供

拒
指 否
定 の
訪 禁
問 止
介 ）

第 （
指 介 八 重 の
定 護 条 要 は
訪 員 事 「
問 等 指 項 第
介 の 定 の 七
護 勤 訪 説 条
の 務 問 明 第
提 の 介 等 一

２ 第 （
び 七 設 従 介

第 備 条 備 事 護
五 品 ） さ 事
条 等 指 せ 業
第 を 定 る 所
四 備 訪 こ の
項 え 問 と 管
の な 介 が 理

第 （
六 管 が 例 護
条 理 で 」 予

者 き と 防
指 ） る い の
定 。 う た
訪 。 め
問 ） の
介 第 効

４ ３
い と 者
て い 指 に サ
一 う 定 対 ー
体 。 訪 す ビ
的 ） 問 る ス
に の 介 指 提
運 事 護 定 供
営 業 事 訪 責

護
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が

供 体 護 ） 項
の 制 事 」
開 そ 業 と
始 の 者 、
に 他 は 「
つ の 、 前
い 利 指 三
て 用 定 項
利 申 訪 」
用 込 問 と
申 者 介 あ
込 の 護 る

規 け 護 で 上
定 れ 事 き 支
は ば 業 る 障
、 な 所 。 が
指 ら に な
定 な は い
訪 い 、 場
問 。 事 合
介 業 は
護 の 、
事 運 当
業 営 該

護 五 果
事 条 的
業 第 な
者 一 支
は 項 援
、 か の
指 ら 方
定 第 法
訪 三 に
問 項 関
介 ま す
護 で

さ を 業 問 任
れ 行 者 介 者
て う が 護 は
い 者 指 の 、
る を 定 提 介
場 い 介 供 護
合 う 護 に 福
に 。 予 支 祉
あ ） 防 障 士
っ の 訪 が そ
て 指 問 な の
は 定 介 い 他

な
く
、
指
定
訪
問
介
護
の
提

者 サ の の
の ー 提 は
同 ビ 供 「
意 ス の 前
を の 開 項
得 選 始 」
な 択 に と
け に 際 読
れ 資 し み
ば す て 替
な る は え

所 を 指
の 行 定
設 う 訪
備 た 問
に め 介
つ に 護
い 必 事
て 要 業
準 な 所
用 広 の
す さ 他

る
事 に 基
業 規 準
所 定 等ご す をと る 定に 基 め専 準 るら を 条そ 満 例の た
職 す （

、 を 護 場 規
指 併 事 合 則
定 せ 業 は で
介 て 者 、 定
護 受 規 め（
予 け 指 則 る
防 、 定 で 者
サ か 介 定 で
ー つ 護 め あ
ビ 、 予 る っ
ス 指 防 事 て

供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

ら と 、 る
な 認 あ も
い め ら の
。 ら か と

れ じ す
る め る
重 、 。
要 利
事 用
項 申
を 込

る を の
。 有 職
こ す 務
の る に
場 専 従
合 用 事
に の さ
お 区 せ
い 画 、
て を 又
、 設 は

平務 こ 成に と 二従 を 十事 も 四す っ 年る て 山常 、
口勤 前
県の 三
条管 項
例理 に

等 定 サ 業 、
の 訪 ー 所 専
事 問 ビ の ら
業 介 ス 職 指
の 護 に 務 定
人 の 該 に 訪
員 事 当 従 問
、 業 す 事 介
設 と る す 護
備 指 介 る に
及 定 護 こ 従

記 者
載 又
し は
た そ
書 の
面 家
の 族
交 に
付 対
等 し
を 、

同 け 同
項 る 一
中 ほ 敷

か 地「
第 、 内
五 指 に
条 定 あ
第 訪 る
一 問 他
項 介 の
か 護 事

第者 規
三を 定
十置 す
六か る
号な 基
。け 準
以れ を
下ば 満

な た 「
指ら し
定な て

び 介 予 と 事
運 護 防 が す
営 予 訪 で る
並 防 問 き も
び 訪 介 る の
に 問 護 。 で
指 介 な（
定 護 以 け
介 の 下 れ
護 事 ば「
予 業 指 な

二
九

し 運
て 営
説 規
明 程
を の
行 概
い 要
、 、
当 訪
該 問

ら の 業
第 提 所
三 供 、
項 に 施
ま 必 設
で 要 等
」 な の
と 設 職
あ 備 務
る 及 に

介い い
護。 る
予た も
防だ の
サし と
ー、 み
ビ指 な
ス定 す
等訪 こ

問 と 条

防 と 定 ら
サ が 介 な
ー 同 護 い
ビ 一 予 。
ス の 防 た
等 事 訪 だ
に 業 問 し
係 所 介 、
る に 護 利
介 お 」 用
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（
従
業
者
）

第 ２（
と 利 十 指
に 用 五 定 指
よ 者 条 訪 第 定
っ が 問 三 訪
て 可 指 入 章 問
、 能 定 浴 介
利 な 居 介 指 護
用 限 宅 護 定 事

第 第（
に 十 事 け 十
係 四 故 れ 三
る 条 発 ば 条
居 生 な
宅 指 時 ら 訪
介 定 の な 問
護 訪 対 い 介
支 問 応 。 護

２ 第 ２（ （
緊 十 苦 措
急 指 二 情 置 指
時 定 条 の を 定
の 訪 処 講 訪
対 問 指 理 じ 問
応 介 定 ） な 介
） 護 訪 け 護

事 問 れ 事

第 ２ 第（ （
十 秘 十 清
一 密 指 条 潔
条 を 定 の

守 訪 指 保
指 る 問 定 持
定 義 介 訪 等
訪 務 護 問 ）
問 ） 事 介

者 り サ の 訪 業
の そ ー 原 問 者
身 の ビ 則 入 は
体 居 ス ） 浴 、
の 宅 に 介 前
清 に 該 護 項
潔 お 当 の
の い す 事
保 て る 故
持 、 訪 の
、 そ 問 状
心 の 入 況

援 介 ） 員
事 護 等
業 事 は
者 業 、

者 利（
居 は 用
宅 、 者
介 利 に
護 用 病
支 者 状
援 に の
事 対 急

業 介 ば 業
者 護 な 者
は 事 ら は
、 業 な 、
前 者 い 従
項 は 。 業
の 、 者
苦 利 又
情 用 は
を 者 従
受 又 業
け は 者

介 業 護
護 者 事
事 は 業
業 、 者
所 指 は
の 定 、
従 訪 訪
業 問 問
者 介 介
又 護 護
は 事 員
従 業 等

身 有 浴 及
の す 介 び
機 る 護 事
能 能 故（
の 力 以 に
維 に 下 際
持 応 し「
等 じ 指 て
を 自 定 採
図 立 訪 っ
る し 問 た

業 す 変
を る が
行 指 生
う 定 じ
者 訪 た
を 問 場
い 介 合
う 護 そ
。 の の
） 提 他
等 供 必

付 そ で
け の あ
た 家 っ
場 族 た
合 か 者
は ら が
、 の 、
当 苦 正
該 情 当
苦 の な
情 適 理

業 所 の
者 の 清
で 設 潔
あ 備 の
っ 及 保
た び 持
者 備 及
は 品 び
、 等 健
正 に 康
当 つ 状

も た 入 処
の 日 浴 置
で 常 介 に
な 生 護 つ
け 活 」 い
れ を と て
ば 営 い 、
な む う 記
ら こ 。 録
な と ） し
い が の な

に に 要
連 よ な
絡 り 場
を 事 合
行 故 は
う が 、
と 発 速
と 生 や
も し か
に た に
、 場 主

の 切 由
内 か が
容 つ な
等 迅 く
を 速 、
記 な そ
録 処 の
し 理 業
な の 務
け た 上
れ め 知

な い 態
理 て に
由 、 関
が 衛 す
な 生 る
く 的 必
、 な 要
そ 管 な
の 理 管
業 に 理
務 努 を

。 で 事 け
き 業 れ
る は ば
よ 、 な
う 要 ら
、 介 な
居 護 い
宅 状 。
に 態
お と
け な

必 合 治
要 は の
な 、 医
措 市 師
置 町 へ
を 村 の
講 、 連
じ 当 絡
な 該 を
け 利 行
れ 用 う

ば に り
な 必 得
ら 要 た
な な 人
い 措 の
。 置 秘

を 密
講 を
じ 漏
な ら
け す

上 め 行
知 な わ
り け な
得 れ け
た ば れ
人 な ば
の ら な
秘 な ら
密 い な
を 。 い
漏 。

る っ
入 た
浴 場
の 合
援 に
助 お
を い
行 て
う も
こ 、

ば 者 等
な の 必
ら 家 要
な 族 な
い 、 措
。 当 置

該 を
利 講
用 じ
者 な

れ こ
ば と
な が
ら な
な い
い よ
。 う

必
要
な

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
〇
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回 可
復 能
を な
目 限
指 り
す そ
も の
の 居

第 （
十 指 師 槽
九 定 又 そ
条 訪 第 は の

問 四 あ 他
指 看 章 ら の
定 護 か 設
居 の 指 じ 備
宅 原 定 め 及

第 ２（
一 十 準 七 要
項 八 用 条 前 な
中 条 ） 第 条 浴

一 第 槽「
訪 第 項 三 等
問 六 」 項 の
介 条 と の 設
護 及 、 規 備

第 （
十 設 す 事 防
七 備 こ 業 訪
条 ） と と 問

を が 入
指 も 同 浴
定 っ 一 介
訪 て の 護
問 、 事 」

３ ２ 第
ば 護 十

指 前 な 事 六
定 項 ら 業 条
訪 に な 所
問 規 い 」 指
入 定 。 と 定
浴 す い 訪
介 る う 問

で 宅
な に
け お
れ い
ば て
な 、
ら そ
な の
い 有
。 す

る
能

サ 則 訪 指 び
ー ） 問 定 備
ビ 看 訪 品
ス 護 問 等
に 入 」
該 浴 と
当 介 、
す 護 第
る 事 十
訪 業 三
問 者 条
看 が 中

員 び 定 及「
等 第 第 は び
」 八 一 、 備
と 条 項 指 品
あ か 」 定 等
る ら と 訪 を
の 第 あ 問 備
は 十 る 入 え

四 の 浴 な「
訪 条 は 介 け
問 ま 護 れ「
入 で 前 事 ば

入 第 業 と
浴 一 所 い
介 項 に う
護 に お 。
事 規 い ）
業 定 て の
所 す 一 事
に る 体 業
は 基 的 を
、 準 に 行
事 を 運 う
業 満 営 者

護 従 。 入
事 業 ） 浴
業 者 ご 介
者 に と 護
が 関 に の
指 し 、 事
定 必 規 業
介 要 則 を
護 な で 行
予 基 定 う
防 準 め 者
訪 は る

力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生

護 定 「
め 訪（

以 た 問
下 協 介

力 護「
指 医 員
定 療 等
訪 機 」
問 関 と
看 」 あ
護 と る

浴 の 項 業 な
介 規 」 所 ら
護 定 と の な
従 は 読 設 い
業 、 み 備 。
者 指 替 に
」 定 え つ
と 訪 る い
、 問 も て
同 入 の 準
条 浴 と 用

の た さ を
運 し れ い
営 て て う
を い い 。
行 る る ）
う も 場 の
た の 合 指
め と に 定
に み あ を
必 な っ 併
要 す て せ

（
問 、 員 以
入 規 数 下
浴 則 の 「
介 で 看 指
護 定 護 定
事 め 師 訪
業 る 又 問
者 。 は 入

准 浴（
指 看 介
定 護 護

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

」 読 の
と み は
い 替 「
う え 訪
。 る 問
） も 入
の の 浴
事 と 介
業 す 護
は る 従
、 。 業

第 介 す す
二 護 る る
項 の 。 。
中 事 こ

業 の「
設 に 場
備 つ 合
及 い に
び て お
備 準 い
品 用 て

な こ は て
広 と 、 受
さ が 指 け
を で 定 、
有 き 介 か
す る 護 つ
る 。 予 、
専 防 指
用 サ 定
の ー 訪
区 ビ 問

介 師 事
護 及 業
予 び 者
防 介 」
サ 護 と
ー 職 い
ビ 員 う
ス 。（
に 以 ）
該 下 は
当 、

う
、
そ
の
療
養
生
活
を
支
援

要 者
介 」
護 と
状 、
態 「
と 主
な 治
っ の
た 医
場 師
合 」

等 す 、
」 る 同
と 。 項
あ こ 中
る の 「
の 場 第
は 合 十

に 六「
指 お 条
定 い 第
訪 て 一

画 ス 入
を 等 浴
設 条 介
け 例 護
る 第 の
ほ 十 事
か 六 業
、 条 と
指 第 指
定 一 定
訪 項 介

「
す 訪 当
る 問 該
介 入 事
護 浴 業
予 介 を
防 護 行
訪 従 う
問 業 事
入 者 業
浴 」 所
介 と

し
、
心
身
の

三 機
一 能

の
維
持

に と
お あ
い る
て の
も は
、 「
利 主
用 治
者 の
が 医

問 、 項
入 第 」
浴 八 と
介 条 あ
護 及 る
に び の
用 第 は
い 十 「
る 条 第
浴 第 十

問 に 護
入 規 予
浴 定 防
介 す 訪
護 る 問
の 基 入
提 準 浴
供 を 介
に 満 護
必 た の

（
護 い 以

う 下（
以 。 「
下 ） 指

を 定「
指 置 訪
定 か 問
介 な 入
護 け 浴
予 れ 介
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限
る
。
）
を
満
た
す

５
体 う 場 業 一
的 。 指 合 所 項
に ） 定 を に の
運 の 訪 除 置 規
営 事 問 く く 定
さ 業 看 。 べ に
れ を 護 ） き よ
て 行 事 を 看 り

４
業 看 規 い
と 護 指 定 て
指 定 す 一（
定 以 訪 る 体
定 下 問 基 的
期 看 準 に「
巡 指 護 を 運
回 定 事 満 営

３ ２
と 二
い 指 前 員 こ
う 定 項 病 の
。 訪 各 院 章
） 問 号 又 に
の 看 に は お
事 護 定 診 い
業 事 め 療 て

第 （
一 か い 二 看

な う 十 護
病 け 。 条 師
院 れ ） 等
又 ば ご 指 ）
は な と 定
診 ら に 訪
療 な 、 問

こ
と
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第

い う 業 も 護 市
る 者 者 っ 職 町
場 を が て 員 が
合 い 指 、 に 定
に う 定 第 係 め
あ 。 複 一 る る
っ ） 合 項 部 条
て の 型 に 分 例
は 指 サ 規 に （
、 定 ー 定 限 以
市 を ビ す る 下
町 併 ス る 。

・ 定 業 た さ
随 期 者 し れ
時 巡 が て て
対 回 指 い い
応 ・ 定 る る
型 随 定 も 場
訪 時 期 の 合
問 対 巡 と に
介 応 回 み あ
護 型 ・ な っ
看 訪 随 す て
護 問 時 こ は

を 業 る 所 「
行 者 従 で 看
う が 業 あ 護
者 指 者 る 職
を 定 の 指 員
い 介 員 定 」
う 護 数 訪 と
。 予 及 問 い
） 防 び 看 う
の 訪 従 護 。
指 問 業 事 ）
定 看 者 業 及

所 い 次 看
以 。 の 護
外 各 の
の 号 事
指 に 業
定 掲 を
訪 げ 行
問 る う
看 指 者
護 定 （
事 訪 以
業 問 下

一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満

「
条 せ 事 基 ） 市
例 て 業 準 を 町
に 受 者 満 条（
規 け 看 た 例（
定 、 指 護 す 」
す か 定 職 こ と
る つ 地 員 と い
基 、 域 に う（
準 指 密 係 次 。

定 着 る 項 ）（
指 訪 型 部 の に

の 介 対 と 、
事 護 応 が 指
業 看 型 で 定
と 護 訪 き 介
が 」 問 る 護
同 と 介 。 予
一 い 護 防
の う 看 サ
事 。 護 ー
業 ） 事 ビ
所 の 業 ス

を 護 に 所 び
併 事 関 理（
せ 業 し 以 学
て 者 必 下 療
受 要 法（ 「
け 指 な 指 士
、 定 基 定 、
か 介 準 訪 作
つ 護 は 問 業
、 予 、 看 療
指 防 規 護 法

所 看 「
護 指（

以 事 定
下 業 訪

所 問「
指 の 看
定 区 護
訪 分 事
問 に 業
看 応 者
護 じ 」

た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ

定 問 サ 分 規 規
複 看 ー に 定 定
合 護 ビ 限 に す
型 の ス る よ る
サ 事 に 。 り 基
ー 業 該 ） 第 準
ビ と 当 を 一 （
ス 指 す 満 項 指
の 定 る た に 定
事 複 複 し 規 定
業 合 合 て 定 期

に 事 者 等
お 業 条（
い を 指 例
て 行 定 第
一 う 地 二
体 者 域 十
的 を 密 条
に い 着 第
運 う 型 一
営 。 サ 項
さ ） ー に

定 サ 則 を 士
訪 ー で 担 又
問 ビ 定 当 は
看 ス め す 言
護 に る る 語
の 該 。 医 聴
事 当 療 覚
業 す 機 士
と る 関
指 介 」
定 護 と

ス 、 と
テ そ い
ー れ う
シ ぞ 。
ョ れ ）
ン 当 は
」 該 、
と 各 当
い 号 該
う に 事
。 定 業

れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

を 型 型 い す 巡
行 サ サ る る 回
う ー ー も 基 ・
事 ビ ビ の 準 随
業 ス ス と を 時
所 の み 満 対（
に 事 以 な た 応
置 業 下 す し 型
く と こ て 訪「
べ が 指 と い 問
き 同 定 が る 介

れ の ビ 規
て 指 ス 定
い 定 に す
る を 該 る
場 併 当 基
合 せ す 準
に て る を
あ 受 定 満
っ け 期 た
て 、 巡 す
は か 回 こ

介 予 い
護 防 う
予 訪 。
防 問 ）
訪 看
問 護 指
看 定（
護 以 訪
の 下 問
事 看「
業 指 護

） め を
る 行

保 従 う
健 業 事
師 者 業
又 所（
は 以 （
看 下 以
護 下「
師 看 「
若 護 指

を
も
っ
て
、
同
項
に
規
定

看 一 複 で も 護
護 の 合 き の 看
職 事 型 る と 護
員 業 サ 。 み の
に 所 ー な 事
係 に ビ さ 業
る お ス れ を
部 い 」 て 行
分 て と い う
に 一 い る 事

、 つ ・ と
法 、 随 を
第 指 時 も
七 定 対 っ
十 訪 応 て
八 問 型 、
条 看 訪 第
の 護 問 一
四 の 介 項
第 事 護 に

と 定 の
が 介 提
同 護 供
一 予 に
の 防 当
事 訪 た
業 問 る
所 看 看
に 護 護
お 」 職

し 師 定
く 等 訪
は 」 問
准 と 看
看 い 護
護 う 事
師 。 業

） 所（
以 を 」
下 置 と

三
二
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一
項

第 中
五 「
章 訪

問
指 介
定 護

第 第（ （
二 準 を 二 緊
十 用 行 十 急
四 ） い 三 時
条 指 条 の

示 対
第 を 看 応
八 受 護 ）
条 け 師

３ ２
十 か 事 必
二 第 、 指 務 要
条 二 指 定 室 な
第 十 定 訪 に 設
一 条 訪 問 代 備
項 第 問 看 え 及
又 三 看 護 て び
は 項 護 を 事 備

第 ３ ２（
二 設 い
十 備 指 。 指
二 ） 定 定
条 訪 訪

問 問
指 看 看
定 護 護
訪 ス ス

第 （
の し 管 す二
事 、 理 る十
業 指 者 基一
所 定 ） 準条
、 訪 （
施 問 看指
設 看 護定
等 護 職訪

訪 員
問 等
リ 」
ハ と
ビ あ
リ る
テ の
ー は
シ 、
ョ 「
ン 看

護

か る 等
ら 等 は
第 必 、
十 要 利
二 な 用
条 措 者
ま 置 に
で を 病
及 講 状
び じ の
第 な 急
十 け 変

第 の の 担 業 品
二 規 提 当 の 等
項 定 供 す 運 を
」 は に る 営 備
と 、 必 医 を え
、 指 要 療 行 な

定 な 機 う け「
第 訪 設 関 た れ
一 問 備 は め ば
項 看 及 、 に な
」 護 び 事 必 ら
と 事 備 業 要 な

問 テ テ
看 ー ー
護 シ シ
ス ョ ョ
テ ン ン
ー の の
シ 管 管
ョ 理 理
ン 者 者
に は は
は 、 、
、 適

の ス 員問
職 テ に看
務 ー 係護
に シ る事
従 ョ 部業
事 ン 分者
さ の には
せ 管 限、
る 理 る指
こ 上 。定
と 支 ）訪
が 障 を

師
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の

四 れ 等
条 ば が
の な 生
規 ら じ
定 な た
は い 場
、 。 合
指 は
定 、
訪 必
問 要

あ 業 品 の な い
る 所 等 運 広 。
の の を 営 さ た
は 設 備 を を だ

備 え 行 有 し「
そ に な う す 、
れ つ け た る 当
ぞ い れ め 専 該
れ て ば に 用 指
第 準 な 必 の 定
一 用 ら 要 区 訪

保
事 切 健
業 な 師
の 指 又
運 定 は
営 訪 看
を 問 護行 看 師う 護 でた を なめ 行 けに う

問
で が 満看
き な た護
る い しス
。 場 てテ

合 いー
は るシ、 もョ当 のン該 とご指 みと定 な

と
す
る
。

看 に
護 応
の じ
事 て
業 臨
に 時
つ 応
い 急
て の
準 手
用 当

項 す な な 画 問
又 る い 広 を 看
は 。 。 さ 設 護
前 こ を け ス
項 の 有 る テ
」 場 す こ ー
と 合 る と シ
読 に 専 を ョ
み お ら も ン
替 い 指 っ の
え て 定 て 同

れ必 た ば要 め なな に ら広 必 なさ 要 いを な 。有 知 たす 識 だる 及
し専 び
、用 技

に訪 す専問 こら看 とそ護 がのス で職テ き務ー るにシ 。従ョ
事ン
すの

す を
る 行
。 う
こ と
の と
場 も
合 に
に 、
お 速
い や
て か

る 、 訪 足 一
も 同 問 り 敷
の 項 看 る 地
と 中 護 も 内
す の の に「
る 第 事 と 他
。 二 業 す の

十 の る 事
条 用 。 業
第 に 所
一 供 、

やの 能
む事 を
を務 有
得室 す
なを る
い設 者
理け で
由る な
がほ け
あか れ
る、 ば

る他
常の
勤職
の務
管に
理従
者事
をさ
置せ
か、
な又

三
三

、 に
第 主
八 治
条 の
及 医
び 師
第 へ
十 の
条 連
第 絡

項 す 施
」 る 設
と 区 等
あ 画 が
る を あ
の 確 る
は 保 場

す 合「
第 る は
二 ほ 、

場指 な
合定 ら
は訪 な
、問 い
こ看 。
の護
限の
り提
で供

に な

けは
れ同
ば一
な敷
ら地
な内
いに
。あ
たる

他 だ
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第
六
章

指
定

第 ２（
条 二 準 る る
及 十 用 の 前 専
び 八 ） は 条 用
第 条 、 第 の
十 二 区「
条 第 第 項 画
第 八 二 の を
一 条 十 規 設

第 （
二 設 が 指 ハ
十 備 で 定 ビ
七 ） き 介 リ
条 る 護 テ

。 予 ー
指 防 シ
定 サ ョ
訪 ー ン

２ 第 （
リ 士 二 従（
テ 指 、 以 十 業
ー 定 作 下 六 者
シ 訪 業 条 ）「
ョ 問 療 指
ン リ 法 定 指

ハ 士 訪 定（
以 ビ 又 問 訪

第 （
ば 居 な 二 指
な 宅 っ 十 定
ら に た 五 訪
な お 場 条 問
い い 合 リ
。 て に 指 ハ

、 お 定 ビ
理 い 居 リ

居
宅
療
養
管
理
指
導

項 か 七 定 け
中 ら 条 は て

第 第 、 い「
訪 十 一 指 る
問 二 項 定 ほ
介 条 」 訪 か
護 ま と 問 、
員 で 読 リ 指
等 及 み ハ 定
」 び 替 ビ 訪
と 第 え リ 問
あ 十 る テ リ

問 ビ の
リ ス 事
ハ 等 業
ビ 条 と
リ 例 指
テ 第 定
ー 二 介
シ 十 護
ョ 六 予
ン 条 防
事 第 訪
業 一 問

下 リ は リ 問
テ 言 ハ リ「

指 ー 語 ビ ハ
定 シ 聴 リ ビ
介 ョ 覚 テ リ
護 ン 士 ー テ
予 事 シ ー（
防 業 以 ョ シ
訪 者 下 ン ョ
問 が 事 ン「
リ 指 理 業 の
ハ 定 学 所 事

学 て 宅 テ
療 も サ ー
法 、 ー シ
、 利 ビ ョ
作 用 ス ン
業 者 に の
療 が 該 原
法 可 当 則
そ 能 す ）
の な る
他 限 訪
必 り 問

る 四 も ー ハ
の 条 の シ ビ
は の と ョ リ
、 規 す ン テ

定 る 事 ー「
理 は 。 業 シ
学 、 所 ョ
療 指 の ン
法 定 設 の
士 訪 備 提
等 問 に 供

所 項 リ
は に ハ
、 規 ビ
病 定 リ
院 す テ
、 る ー
診 基 シ
療 準 ョ
所 を ン
又 満 の
は た 事

ビ 介 療 」 業
リ 護 法 と を
テ 予 士 い 行
ー 防 等 う う
シ 訪 」 。 者
ョ 問 と ） （
ン リ い ご 以
」 ハ う と 下
と ビ 。 に 「
い リ ） 、 指
う テ を 指 定

要 そ リ
な の ハ
リ 居 ビ
ハ 宅 リ
ビ に テ
リ お ー
テ い シ
ー て ョ
シ 、 ン
ョ そ （
ン の 以

」 リ つ に
と ハ い 必
読 ビ て 要
み リ 準 な
替 テ 用 設
え ー す 備
る シ る 及
も ョ 。 び
の ン こ 備
と の の 品
す 事 場 等

介 す 業
護 こ と
老 と が
人 を 同
保 も 一
健 っ の
施 て 事
設 、 業
で 前 所
あ 項 に
っ に お

。 ー 置 定 訪
） シ か 訪 問
の ョ な 問 リ
事 ン け リ ハ
業 事 れ ハ ビ
を 業 ば ビ リ
行 者 な リ テ
う ら テ ー（
者 指 な ー シ
を 定 い シ ョ
い 介 。 ョ ン

を 有 下
行 す 「
う る 指
こ 能 定
と 力 訪
に に 問
よ 応 リ
り じ ハ
、 自 ビ
利 立 リ
用 し テ

る 業 合 を
。 に に 備

つ お え
い い て
て て い
準 、 る
用 同 も
す 項 の
る 中 で
。 な「
こ 第 け

て 規 い
、 定 て
事 す 一
業 る 体
の 基 的
運 準 に
営 を 運
を 満 営
行 た さ
う し れ
た て て

う 護 ン 事
。 予 の 業
） 防 提 者
の サ 供 」
指 ー に と
定 ビ 当 い
を ス た う
併 に る 。
せ 該 規 ）
て 当 則 は
受 す で 、

者 た ー
の 日 シ
心 常 ョ
身 生 ン
の 活 」
機 を と
能 営 い
の む う
維 こ 。
持 と ）
回 が の

の 二 れ
場 十 ば
合 六 な
に 条 ら
お 第 な
い 一 い
て 項 。
、 」
第 と
八 あ

め い い
に る る
必 も 場
要 の 合
な と に
広 み あ
さ な っ
を す て
有 こ は
す と 、

け る 定 当
、 介 め 該
か 護 る 事
つ 予 員 業
、 防 数 を
指 訪 の 行
定 問 理 う
訪 リ 学 事
問 ハ 療 業
リ ビ 法 所

復 で 事
を き 業
図 る は
る よ 、
も う 要
の 、 介
で 利 護
な 用 状
け 者 態
れ の と

三
四
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第
運 三
営 十
に 一
必 条
要
な 指
広 定
さ 居

３（
設 一 護 「
備 項 予 指 指
） に 防 定 定

規 居 介 居
定 宅 護 宅
す 療 予 療
る 養 防 養
基 管 居 管

２
三 二 一 （

前 事 以
項 業 指 薬 病 下
各 所 定 局 院 「
号 で 訪 で 又 居
に あ 問 あ は 宅
定 っ 看 る 診 療
め て 護 指 療 養

第 （
宅 三 従 し を
療 十 業 、 含
養 条 者 そ む
管 ） れ 。
理 指 ら 以
指 定 を 下
導 居 踏 同
事 宅 ま じ

第 （
を 師 お 二 指
い 、 い 十 定
う 看 て 九 居
。 護 も 条 宅
以 職 、 療
下 員 利 指 養
こ 用 定 管（
の 歯 者 居 理

を 宅
有 療
し 養
て 管
い 理
る 指
ほ 導
か 事
、 業
指 所
定 は
居 、

準 理 宅 理
を 指 療 指
満 導 養 導
た の 管 事
す 事 理 業
こ 業 指 者
と と 導 が
を が 」 指
も 同 と 定
っ 一 い 介
て の う 護
、 事 。 予

る 、 ス 定 所 管
従 病 テ 居 で 理
業 院 ー 宅 あ 指
者 又 シ 療 る 導
の は ョ 養 指 従
員 診 ン 管 定 業
数 療 等 理 居 者
は 所 指 宅 」（
、 以 指 導 療 と
規 外 定 事 養 い
則 の 訪 業 管 う
で も 問 所 理 。

業 療 え 。
所 養 て ）
」 管 療 又
と 理 養 は
い 指 上 管
う 導 の 理
。 の 管 栄
） 事 理 養
ご 業 及 士
と を び が
に 行 指 、
、 う 導 通

章 科 が 宅 指
に 衛 可 サ 導
お 生 能 ー の
い 士 な ビ 原
て が 限 ス 則
同 行 り に ）
じ う そ 該
。 居 の 当
） 宅 居 す
、 療 宅 る
歯 養 に 居
科 管 お 宅

宅 病
療 院
養 、
管 診
理 療
指 所
導 、
の 薬
提 局
供 又
に は

第 業 ） 防
一 所 の 居
項 に 事 宅
に お 業 療
規 い を 養
定 て 行 管
す 一 う 理
る 体 者 指
基 的 を 導
準 に い 事
を 運 う 業

定 の 看 指 ）
め を 護 薬 導 を
る い ス 剤 事 置
。 う テ 師 業 か

。 ー 所 な
） シ け
を ョ 医 れ
い ン 師 ば
う 及 又 な
。 び は ら
以 指 歯 な

次 者 を 院
の す が（
各 以 る 困
号 下 こ 難
に と な「
掲 指 に 利
げ 定 よ 用
る 居 り 者
指 宅 、 に
定 療 利 対
居 養 用 し

衛 理 い 療
生 指 て 養
士 導 、 管

に そ 理（
歯 相 の 指
科 当 有 導
衛 す す （
生 る る 以
士 も 能 下
が の 力 「
行 を に 指

必 指
要 定
な 訪
設 問
備 看
及 護
び ス
備 テ
品 ー
等 シ
を ョ

満 営 。 者
た さ ） （
し れ の 指
て て 指 定
い い 定 介
る る を 護
も 場 併 予
の 合 せ 防
と に て サ
み あ 受 ー
な っ け ビ

下 定 科 い
同 介 医 。
じ 護 師
。 予 及
） 防 び
で 訪 薬
あ 問 剤
る 看 師
指 護 、
定 ス 看
居 テ 護

宅 管 者 て
療 理 の 、
養 指 療 そ
管 導 養 の
理 事 生 居
指 業 活 宅
導 者 の を
事 」 質 訪
業 と の 問
所 い 向 し
の う 上 て

う 行 応 定
居 う じ 居
宅 保 自 宅
療 健 立 療
養 師 し 養
管 、 た 管
理 看 日 理
指 護 常 指
導 師 生 導
に 及 活 」
相 び を と

備 ン
え 等
て で
い あ
る っ
も て
の 、
で 指
な 定
け 居
れ 宅

す て 、 ス
こ は か に
と 、 つ 該
が 指 、 当
で 定 指 す
き 介 定 る
る 護 居 介
。 予 宅 護

防 療 予
サ 養 防
ー 管 居

宅 ー 職
療 シ 員
養 ョ 、
管 ン 歯
理 科（
指 指 衛
導 定 生
事 介 士
業 護 又
所 予 は

防 管

区 。 を 、
分 ） 図 そ
に は る の
応 、 も 心
じ 当 の 身
、 該 で の
そ 事 な 状
れ 業 け 況
ぞ を れ 、
れ 行 ば 置
当 う な か

当 准 営 い
す 看 む う
る 護 こ 。
も 師 と ）
の を が の
を 除 で 事
行 い き 業
う た る は
保 保 よ 、
健 健 う 要
師 師 、 介

ば 療
な 養
ら 管
な 理
い 指

三 。 導
五 の

事
業
の

ビ 理 宅
ス 指 療
等 導 養
条 の 管
例 事 理
第 業 指
三 と 導
十 指 （
条 定 以
第 介 下

看 訪 理
護 問 栄
職 看 養
員 護 士

の
事
業
を
行
う

該 事 ら れ
各 業 な て
号 所 い い
に 。 る（
定 以 環
め 下 境
る 等「
従 指 を
業 定 把
者 居 握

、 、 医 護
看 看 師 状
護 護 、 態
師 師 歯 と
及 又 科 な
び は 医 っ
准 准 師 た
看 看 、 場
護 護 薬 合
師 師 剤 に
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と
い
う
。
）
の
事
業

４ ３ ２
他 め 域

指 の 機 前 ら 密
定 職 能 項 れ 着
通 務 訓 に る 型
所 に 練 規 場 介
介 従 指 定 合 護
護 事 導 す は 老
事 す 員 る 、 人

第 （
設 る と 三 従
入 。 い 十 業
所 ） う 四 者
者 を 。 条 ）
生 置 ）
活 か ご 指
介 な と 定
護 け に 通

第 （
的 う 介 三 指
及 、 十 定護
び 必 三 通 第状
精 要 条 所 七態
神 な 介 章と
的 日 指 護な
な 常 定 の 指っ
負 生 居 原 定た

第 ２（
第 三 準 「
十 十 用 第 前
条 二 ） 三 条
第 条 十 第
一 一 三
項 第 条 項
中 八 第 の

条 一 規「
を
行
う
者
を
い
う
。
）
の
指
定

業 る は 従 生 福
者 こ 、 業 活 祉
が と 日 者 相 施
指 が 常 に 談 設
定 で 生 関 員 の
介 き 活 し 又 生
護 る を 必 は 活
予 。 営 要 機 相
防 む な 能 談
通 た 基 訓 員
所 め 準 練 又
介 に は 指 は

の れ 、 所
事 ば 規 介
業 な 則 護
を ら で の
行 な 定 事
う い め 業
地 。 る を
域 た 員 行
密 だ 数 う
着 し の 者
型 、 生 （
介 指 活 以

担 活 宅 則 通場
の 上 サ ） 所合
軽 の ー 介に
減 世 ビ 護お
を 話 スい
図 及 にて
る び 該も
も 機 当、
の 能 す利
で 訓 る用
な 練 通者
け を 所

訪 か 項 定
問 ら 」 は
介 第 と 、
護 十 、 指
員 二 定「
等 条 第 居
」 ま 一 宅
と で 項 療
あ 及 」 養
る び と 管
の 第 あ 理
は 十 る

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指

護 必 、 導 機
事 要 規 員 能
業 な 則 を 訓
者 機 で 置 練

能 定 か 指（
指 の め な 導
定 減 る い 員
介 退 。 こ に
護 を と よ
予 防 が り
防 止 で 当

護 定 相 下
老 地 談 「
人 域 員 指
福 密 、 定
祉 着 看 通
施 型 護 所
設 介 師 介
を 護 又 護
い 老 は 事
う 人 准 業
。 福 看 者

が
れ 行 介可
ば う 護能
な こ な （
ら と 次限
な に 章り
い よ にそ。 り 規の、 定居利 す宅用 るに者 指

指
、 四 の 導

条 は 事「
居 の 業「
宅 規 前 所
療 定 項 の養 は 」 設管 、 と 備理 指 読 に指 定 み つ導 居 替 い従 宅 え

定
通
所
介
護
の
事
業
と
指
定

サ す き 該
ー る る 指
ビ た 。 定
ス め 通
に の 所
該 訓 介
当 練 護
す を 事
る 行 業
介 う 所
護 能 の

以 祉 護 」
下 施 師 と
同 設 、 い
じ 介 う（
。 指 護 。
） 定 職 ）
に 地 員 は
併 域 及 、
設 密 び 当
さ 着 機 該
れ 型 能 事

おの 定い社 療て会 養、的 通そ孤 所の立 介有感 護すの をる解 除
能消 く
力及 。

て業 療 る 準者 養 も 用」 管 の すと 理 と る読 指 す 。み 導 る こ替 の 。
のえ 事
場る 業
合も に
にの つ

介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業

予 力 利
防 を 用
通 有 者
所 す に
介 る 対
護 者 し

と 適（
以 し 切
下 、 な

当 通「
指 該 所

る サ 訓 業
指 ー 練 を
定 ビ 指 行
通 ス 導 う
所 に 員 事
介 該 業（
護 当 以 所
事 す 下 （
業 る 以「
所 地 通 下
に 域 所

にび 以
応心 下
じ身 「
自の 指
立機 定
し能 通
たの 所
日維 介
常持 護
生並 」
活び と

おと い
いす て
てる 準
、。 用
同す
項る
中。

こ 「
第の
三場
十合

と
が
同
一
の
事
業
所
に
お

定 指 介
介 定 護
護 通 が
予 所 提
防 介 供
通 護 さ
所 事 れ
介 業 る
護 所 と
」 の 認

「
あ 密 介 指
っ 着 護 定
て 型 従 通
は 介 業 所
、 護 者 介
当 老 」 護
該 人 と 事
指 福 総 業
定 祉 称 所
地 施 す 」

をに い
営利 う
む用 。
こ者 ）
との の
が家 事
で族 業
きの は
る身 、

体 よ 要

条に
第お
一い
項て
」、
と第
あ八
る条
の及

び は

三
六
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第
な 三
け 十
れ 七
ば 条
な
ら 指
な 定
い 通

５ ４ ３（
衛 い
生 指 前 指 。
管 定 項 定
理 通 の 通
等 所 訓 所
） 介 練 介

護 の 護
事 う 事

２ 第 （
の 内 応 三 非
体 指 防 じ 十 常
制 定 災 て 六 災
を 通 計 、 条 害
整 所 画 地 対
備 介 」 震 指 策
し 護 と 、 定 ）
、 事 い 風 通

４ ３ ２
十 の
五 前 提 指 前
条 条 供 定 項
第 第 に 通 に
一 四 支 所 規
項 項 障 介 定
」 の が 護 す
と 規 な 事 る

第 （
な 三 設 て い
設 十 備 、 て
備 五 ） 第 一
並 条 一 体
び 項 的
に 指 及 に
指 定 び 運
定 通 前 営

。 所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の

業 ち 業
者 、 者
は 避 は
、 難 、
前 及 非
二 び 常
項 消 災
の 火 害
訓 の に
練 訓 備
の 練 え
結 は る

こ 業 う 水 所
れ 者 。 害 介
ら は ） 、 護
の 、 を 火 事
体 施 策 災 業
制 設 定 そ 者
に 内 し の は
つ 防 な 他 、
い 災 け の 消
て 計 れ 災 火
定 画 ば 害 器
期 に な が そ

読 定 い 業 設
み は 場 所 備
替 、 合 の に
え 指 は 設 関
る 定 、 備 し
も 通 こ は 必
の 所 の 、 要
と 介 限 専 な
す 護 り ら 基
る 事 で 当 準
。 業 な 該 は

所 い 指 、

通 所 項 さ
所 介 に れ
介 護 規 て
護 事 定 い
の 業 す る
提 所 る 場
供 に 基 合
に は 準 に
必 、 を あ
要 食 満 っ
な 堂 た て
そ 、 し は

使
用
す
る
設
備
及
び
飲
用
に

果 、 た
に 定 め
基 期 、
づ 的 こ
き に れ
、 行 に
施 わ 対
設 な す
内 け る
防 れ 不
災 ば 断

的 基 ら 発 の
に づ な 生 他
従 き い し の
業 、 。 た 非
者 非 場 常
及 常 合 災
び 災 に 害
利 害 お に
用 時 け 対
者 の る す
等 関 安 る

の 。 定 規
設 通 則
備 所 で
に 介 定
つ 護 め
い の る
て 事 。
準 業
用 の
す 用
る に

の 機 て 、
他 能 い 指
の 訓 る 定
設 練 も 介
備 室 の 護
及 、 と 予
び 静 み 防
備 養 な サ
品 室 す ー
等 、 こ ビ
を 相 と ス

供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生

計 な の
画 ら 注
の な 意
検 い と
証 。 訓
及 練
び を
必 す
要 る
な よ
見 う

に 係 全 必
周 機 の 要
知 関 確 な
す へ 保 設
る の の 備
と 通 た を
と 報 め 設
も 及 の け
に び 体 る
、 連 制 と
市 絡 及 と

。 供
こ す
の る
場 も
合 の
に で
お な
い け
て れ
、 ば
同 な

備 談 が 等
え 室 で 条
な 及 き 例
け び る 第
れ 事 。 三
ば 務 十
な 室 四
ら を 条
な 設 第
い け 一
。 る 項

的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛

直 努
し め
を な
行 け
わ れ
な ば
け な
れ ら
ば な
な い
ら 。

町 の び も
等 体 避 に
と 制 難 、
の 並 の 周
連 び 方 辺
携 に 法 の
協 利 等 地
力 用 を 域
体 者 定 の
制 を め 環
を 円 た 境

項 ら
中 な

い「
第 。
三 た
十 だ
四 し
条 、
第 利
一 用
項 者

ほ 及
か び
、 第
消 三
火 項
設 に
備 規
そ 定
の す
他 る
の 基

生
上
必
要
な

三 措
七 置

を
講
じ

な
い
。

整 滑 防 及
備 に 災 び
し 避 計 利
な 難 画 用
け 誘 者（
れ 導 以 の
ば す 下 特
な る 性「
ら た 施 等
な め 設 に

」 に
と 対
あ す
る る
の 指
は 定
、 通

所「
第 介
三 護

非 準
常 を
災 満
害 た
に す
対 こ
す と
る を
必 も
要 っ
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２

管
理
者
は
、
看
護

第 ２（
業 し 四 管 師
所 、 十 理 療 若
、 指 一 者 養 し
施 定 条 ） 通 く
設 療 所 は
等 養 指 介 准
の 通 定 護 看
職 所 療 従 護

第 ２（
四 従 定 な
十 業 訪 指 い
条 者 問 定 。

） 看 療
指 護 養
定 事 通
療 業 所
養 者 介

第 （
に 限 護 サ 指三
よ り そ ー 定十
り そ の ビ 療九
、 の 他 ス 養条
利 居 の の 通
用 宅 日 提 所指
者 に 常 供 介定
の お 生 に 護療

第 ２（
八 三 準
条 十 用 指

第 及 八 ） 定
八 び 条 通
章 第 所

十 第 介
指 三 六 護
定 条 条 事

師
で
あ
っ
て
、
適
切
な
指
定
療

務 介 養 業 師
に 護 通 者 又
従 事 所 の は
事 業 介 う 介
さ 所 護 ち 護
せ の 事 一 職
る 管 業 人 員
こ 理 者 以 （
と 上 は 上 以
が 支 、 は 下
で 障 指 、 「
き が 定 常 療

通 等 護
所 と の
介 の 事
護 密 業
事 接 を
業 な 行
者 連 う
は 携 者
、 に （
当 努 以
該 め 下
事 な

社 い 活 当 の養
会 て 上 た 原通
的 、 の り 則所
孤 そ 世 常 ）介
立 の 話 時 護
感 有 及 看 （
の す び 護 指
解 る 機 師 定
消 能 能 に 居
及 力 訓 よ 宅
び に 練 る サ
心 応 を 観

療 中 、 業
養 第 者「
通 訪 八 は
所 問 条 、
介 介 、 感
護 護 第 染

員 九 症
等 条 の
」 及 発
と び 生
あ 第 を
る 十 予

養
通
所
介
護
を
行
う
た
め
に

る な 療 勤 養
。 い 養 の 通

場 通 看 所
合 所 護 介
は 介 師 護
、 護 で 従
当 事 あ 業
該 業 っ 者
指 所 て 」
定 ご 、 と
療 と 専 い

「
業 け 指
を れ 定
行 ば 療
う な 養
事 ら 通
業 な 所
所 い 介

。 護（
以 事
下 業

者

ー
身 じ 行 察 ビ
の 自 う が ス
機 立 も 必 に
能 し の 要 該
の た を な 当維 日 い も す持 常 う の る並 生 。 を 通び 活 以 対 所に を 下 象 介利 営 同 者

の 一 防
は 条 し
、 か 、

ら 又「
通 第 は
所 十 そ
介 四 の
護 条 ま
従 ま ん
業 で 延
者 の を

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有

養 に ら う
通 専 指 。
所 ら 定 ）
介 そ 療 を
護 の 養 置
事 職 通 か
業 務 所 な
所 に 介 け
の 従 護 れ
他 事 の ば
の す 職 な

「
指 」
定 と
療 い
養 う
通 。
所 ）
介 は
護 、
事 利
業 用
所 者

護用 む じ と で者 こ 。 し あの と ） 、 っ家 が の 療 て族 で 事 養 、の き 業 通 難身 る は 所 病体 よ 、 介 等的 う 要 護
を及 、 介 に
有び 必 護 関

」 規 防
と 定 止
読 は す
み 、 る
替 指 た
え 定 め
る 通 必
も 所 要
の 介 な
と 護 措
す の 置

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

職 る 務 ら
務 常 に な
に 勤 従 い
従 の 事 。
事 管 す
さ 理 る
せ 者 者
、 を で
又 置 な
は か け
同 な れ

」 の
と 主
い 治
う の
。 医
） 師
ご 及
と び
に 当
、 該
規 利

す精 要 状 す
る神 な 態 る
重的 日 と 計
度な 常 な 画
要負 生 っ に
介担 活 た 基
護の 上 場 づ
者軽 の 合 き
又減 世 に 、
はを 話 お 入
が図 及 い 浴

る 事 を
。 業 講

に ず
つ る
い よ
て う
準 努
用 め
す な
る け
。 れ

い
。

一 け ば
敷 れ な
地 ば ら
内 な な
に ら い
あ な 。
る い
他 。
の た
事 だ

則 用
で 者
定 の
め 利
る 用
員 し
数 て
の い
看 る
護 指

んる び て 、
末も 機 も 排
期の 能 、 せ
ので 訓 利 つ
者な 練 用 、
でけ を 者 食
あれ 行 が 事
っば う 可 等

な こ 能 の て
ら と な 介 、

こ ば
の な
場 ら
合 な
に い
お 。
い
て
、
第

三
八
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第
四（

以 十
下 六

条「
指
定 指
通 定
所 通

第（ （
従 法 な 四 指
業 、 っ 十 定
者 作 五 通た
） 業 条 所場

療 リ合
法 指 ハに
そ 定 ビお
の 居 リい

第 （
の る 四 準 は
医 。 十 用 あ

第 師 こ 四 ） ら
九 及 の 条 か
章 び 場 じ

緊 合 第 め
指 急 に 八 指
定 時 お 条 定

２ 第 （
と 四 緊 療

療 に 十 急 養
養 検 三 時 通
通 討 条 等 所
所 し の 介
介 、 指 対 護
護 緊 定 応 の
従 急 療 ） 提

３ ２ 第 （
す 四 設

指 前 る 十 備
定 項 必 二 ）
療 に 要 条
養 規 な
通 定 設 指
所 す 備 定
介 る 並 療

リ 所
ハ リ
ビ ハ
リ ビ
テ リ
ー テ
シ ー
ョ シ
ン ョ
事 ン
業 の
所 事

他 宅 テて
必 サ ーも
要 ー シ、
な ビ ョ利
リ ス ン用
ハ に の者
ビ 該 原が
リ 当 則可
テ す ）能
ー るな
シ 通限
ョ 所

通 対 い 、 療
所 応 て 第 養
リ 医 、 九 通
ハ 療 第 条 所
ビ 機 八 、 介
リ 関 条 第 護
テ と 中 十 事
ー の 一 業「
シ 連 訪 条 者
ョ 絡 問 、 が
ン 体 介 第 定

制 護 十 め

業 時 養 供
者 等 通 に
は の 所 支
、 対 介 障
利 応 護 が
用 策 事 な
者 を 業 い
に あ 者 場
病 ら は 合
状 か 、 は
の じ 利 、
急 め 用 こ

護 設 び 養
事 備 に 通
業 に 指 所
所 関 定 介
の し 療 護
設 必 養 事
備 要 通 業
は な 所 所
、 基 介 に
専 準 護 は
ら は の 、
当 、 提 指

」 業
と を
い 行
う う
。 者
） （
ご 以
と 下
に 「
、 指
規 定

り
ン リそ
を ハの
行 ビ居
う リ宅
こ テにと ーおに シいよ ョてり ン、、 そ （
利 以

」 員 二 た
と 等 条 緊
読 の 、 急
み 勤 第 時
替 務 十 対
え の 四 応
る 体 条 医
も 制 、 療
の 」 第 機
と と 三 関
す あ 十 へ

変 定 者 の
が め に 限
生 て 病 り
じ お 状 で
た か の な
場 な 急 い
合 け 変 。
そ れ が
の ば 生
他 な じ
必 ら た

該 規 供 定
指 則 に 療
定 で 必 養
療 定 要 通
養 め な 所
通 る そ 介
所 。 の 護
介 他 を
護 の 行
の 設 う
事 備 の

則 通
で 所
定 リ
め ハ
る ビ
員 リ
数 テ
の ー
医 シ
師 ョ
及 ン

の用 下有者 「すの 指る心 定能身 通力の 所に機 リ応能 ハじの ビ
自維 リ
立持 テ

る る 六 の
。 の 条 連

は 及 絡
、 び を

第 行「
療 三 う
養 十 等
通 七 の
所 条 必
介 の 要
護 規 な

要 な 場
な い 合
場 。 等
合 に
は 備
、 え
前 、
項 主
の 治
緊 の
急 医

業 及 に
の び ふ
用 備 さ
に 品 わ
供 等 し
す を い
る 備 専
も え 用
の な の
で け 部
な れ 屋

び 事
理 業
学 者
療 」
法 と
士 い
、 う
作 。
業 ）
療 は
法 、

し回 ー
た復 シ
日を ョ
常図 ン
生る 」
活も と
をの い
営で う
むな 。
こけ ）
とれ の

従 定 措
業 は 置
者 、 を
の 指 講
勤 定 じ
務 療 な
の 養 け
体 通 れ
制 所 ば
、 介 な
緊 護 ら

時 師
等 と
の 共
対 に
応 、
策 そ
に の
基 場
づ 合
き の
、 対

け ば を
れ な 設
ば ら け
な な る
ら い ほ
な 。 か
い 、
。 消
た 火
だ 設
し 備

士 当
若 該
し 事
く 業
は を

三 言 行
九 語 う

聴 事
覚 業
士 所

がば 事
でな 業
きら は
るな 、
よい 要
う。 介
、 護
理 状
学 態
療 と

急 の な
時 事 い
等 業 。
の に
対 つ
応 い
策 て
、 準
主 用
治 す

速 応
や 策
か に
に つ
主 い
治 て
の 利
医 用
師 者
又 ご

、 そ
利 の
用 他
者 の
に 非
対 常
す 災
る 害
指 に
定 対
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日
常
生
活
を
営
む
こ

第 （
活 四 指 す 準
介 十 定 る 用
護 九 短 第 。 す
」 条 期 十 る
と 入 章 。
い 指 所 こ
う 定 生 指 の
。 居 活 定 場

第 ３ ２（
四 準 の
十 用 は 前 前
八 ） 、 条 項
条 第 に「

第 三 規
第 四 項 定
八 十 の す
条 一 規 る

第 （
い 備 四 設 が 指
。 十 備 で 定そ

七 ） き 介の
条 る 護他

。 予の
指 防非
定 サ常
通 ー災

３ ２
ハ リ 又
ビ テ 指 前 は
リ ー 定 項 看
テ シ 通 に 護
ー ョ 所 規 師
シ ン リ 定 若
ョ ハ す し（
ン 以 ビ る く

と
が
で
き
る
よ
う
、
入
浴
、
排

） 宅 介 短 合
の サ 護 期 に
事 ー の 入 お
業 ビ 原 所 い
は ス 則 生 て
、 に ） 活 、
要 該 介 第
介 当 護 八
護 す 条
状 る 及
態 短 び
と 期 第

、 条 定 設
第 第 は 備
九 一 、 に
条 項 指 関
、 」 定 し
第 と 通 必
十 読 所 要
一 み リ な
条 替 ハ 基
か え ビ 準
ら る リ は
第 も テ 、

所 ビ害
リ スに
ハ 等対
ビ 条す
リ 例る
テ 第必
ー 四要
シ 十な
ョ 条設
ン 第備
事 一並
業 項

の 下 リ 従 は
事 テ 業 准「
業 指 ー 者 看
と 定 シ に 護
指 介 ョ 関 師
定 護 ン し 若
介 予 事 必 し
護 防 業 要 く
予 通 者 な は
防 所 が 基 介
通 リ 指 準 護
所 ハ 定 は 職

せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の

な 入 十
っ 所 三
た 生 条
場 活 中
合 介 「
に 護 訪
お 問（
い 次 介
て 章 護
も に 員
、 規 等

十 の ー 規
四 と シ 則
条 す ョ で
ま る ン 定
で 。 事 め
、 業 る
第 所 。
三 の
十 設
六 備
条 に

び
所 にに
に 規指
は 定定
、 す通 指 る所 定 基リ 通 準ハ 所 をビ リ 満リ ハ たテ ビ す

リ ビ 介 、 員
ハ リ 護 規 （
ビ テ 予 則 以
リ ー 防 で 下
テ シ 通 定 「
ー ョ 所 め 通
シ ン リ る 所
ョ 」 ハ 。 リ
ン と ビ ハ
の い リ ビ
事 う テ リ

他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及

利 定 」
用 す と
者 る あ
が ユ る
可 ニ の
能 ッ は
な ト 、
限 型 「
り 指 通
そ 定 所
の 短 リ

及 つ
び い
第 て
三 準
十 用
七 す
条 る
の 。
規 こ
定 の
は 場

ー リ こシ テ とョ ー をン シ もを ョ っ行 ン てう を 、た 行 第め う 一
に の 項
必 に に

業 。 ー テ
と ） シ ー
が の ョ シ
同 事 ン ョ
一 業 事 ン
の を 業 従
事 行 者 業
業 う 者（
所 者 指 」
に を 定 と
お い 介 総

び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に

居 期 ハ
宅 入 ビ
に 所 リ
お 生 テ
い 活 ー
て 介 シ
、 護 ョ
そ を ン
の 除 従
有 く 業
す 。 者

、 合
指 に
定 お
通 い
所 て
リ 、
ハ 同
ビ 項
リ 中
テ 「
ー 第

要 ふ 規
な さ 定
専 わ す
用 し る
の い 基
機 専 準
械 用 を
及 の 満
び 部 た
器 屋 し
具 等 て

い う 護 称
て 。 予 す
一 ） 防 る
体 の サ 。
的 指 ー ）
に 定 ビ を
運 を ス 置
営 併 に か
さ せ 該 な
れ て 当 け
て 受 す れ

よ
り
、
利
用
者
の
心
身
の

る 以 」
能 下 と
力 読「
に 指 み
応 定 替
じ 短 え
自 期 る
立 入 も
し 所 の
た 生 と

シ 四
ョ 十
ン 条
の 第
事 一
業 項
に 」
つ と
い あ
て る

を を い
備 設 る
え け も
な る の
け ほ と
れ か み
ば 、 な
な 消 す
ら 火 こ
な 設 と

い け る ば
る 、 介 な
場 か 護 ら
合 つ 予 な
に 、 防 い
あ 指 通 。
っ 定 所
て 通 リ
は 所 ハ
、 リ ビ

四
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
築 五
基 十
準 一
法 条
（
昭 指
和 定
二 短

４（
設 一 予 事
備 項 防 指 業
） 及 短 定 所

び 期 短 の
第 入 期 他
三 所 入 の
項 生 所 職
に 活 生 務

３ ２
場 は で て

機 前 合 、 はあ
能 項 は 当 、っ
訓 に 医 該 他て
練 規 師 指 の利
指 定 を 定 社用
導 す 置 地 会者
員 る か 域 福の

入 の と 定 定
所 事 い 介 短
生 業 う 護 期
活 と 。 予 入
介 が ） 防 所
護 同 の 短 生
の 一 事 期 活
利 の 業 入 介

第 （
練 期 五 従 機
指 入 十 業 能
導 所 条 者 の
員 生 ） 維
及 活 指 持
び 介 定 並
調 護 短 び
理 事 期 に

十 期
五 入
年 所
法 生
律 活
第 介
二 護
百 事
一 業
号 所
） の
第 建

規 介 活 に
定 護 介 従
す の 護 事
る 事 事 す
基 業 業 る
準 と 者 こ
を が が と
満 同 指 が
た 一 定 で
す の 介 き
こ 事 護 る
と 業 予 。

は 従 な 密 祉処
、 業 い 着 施遇
日 者 こ 型 設に
常 に と 介 等支
生 関 が 護 の障
活 し で 老 栄が
を 必 き 人 養な
営 要 る 福 士い
む な 。 祉 とと
た 基 施 のき
め 準 設 連は
に は の 携

用 事 を 所 護
者 業 行 生 事
。 所 う 活 業
以 に 者 介 所
下 お を 護 に
こ い い 事 お
の て う 業 い
条 一 。 者 て
及 体 以 同（
び 的 下 指 時
次 に 同 定 に
条 運 じ 介 指

員 業 入 利
そ 所 所 用
の 」 生 者
他 と 活 の
の い 介 家
従 う 護 族
業 。 の の
者 ） 事 身

ご 業 体（
以 と を 的
下 に 行 及

、 う び
二 物
条 （
第 利
九 用
号 者
の の
二 日
に 常
規 生
定 活
す の

を 所 防
も に 短
っ お 期
て い 入
、 て 所
第 一 生
一 体 活
項 的 介
及 に 護
び 運 事
前 営 業

栄
必 、 医 を養
要 規 師 図士
な 則 に るを
機 で よ こ、
能 定 り と指
の め 当 に定減 る 該 よ地退 。 指 り域を 定 当密防 短 該着止 期 指

に 営 。 護 定
お さ ） 予 短
い れ の 防 期
て て 指 サ 入
同 い 定 ー 所
じ る を ビ 生
。 場 併 ス 活
） 合 せ に 介
の に て 該 護
数 あ 受 当 の
の っ け す 提

「
短 規 者 精
期 則 神（
入 で 以 的
所 定 下 な
生 め 負「
活 る 指 担
介 員 定 の
護 数 短 軽
従 の 期 減
業 医 入 を
者 師 所 図

る た
耐 め
火 に
建 使
築 用
物 し
を な
い い
う 附
。 属
以 の

項 さ 者
に れ の
規 て 指
定 い 定
す る を
る 場 併
基 合 せ
準 に て
を あ 受
満 っ け
た て 、

型す 入 定介る 所 短護た 生 期老め 活 入人の 介 所福訓 護 生祉練 事 活施を 業 介
設行 所 護
にう の 事
併能 利 業

上 て 、 る 供
限 は か 介 を
を 、 つ 護 受
い 当 、 予 け
う 該 指 防 る
。 事 定 短 こ
） 業 短 期 と
が 所 期 入 が
四 に 入 所 で
十 お 所 生 き
人 け 生 活 る

」 、 生 る
と 生 活 も
総 活 介 の
称 相 護 で
す 談 事 な
る 員 業 け
。 、 者 れ
） 介 」 ば
を 護 と な
置 職 い ら
か 員 う な

下 建
同 物
じ を
。 除
） く
で 。
な 以
け 下
れ 同
ば じ
な 。

し は か
て 、 つ
い 指 、
る 定 指
も 介 定
の 護 短
と 予 期
み 防 入
な サ 所
す ー 生
こ ビ 活

設力 用 所
さを 者 の
れ有 の 効
るす 健 果
指る 康 的
定者 管 な
短と 理 運
期し が 営
入、 適 を
所当 切 期
生該 に 待

を る 活 介 利
超 指 介 護 用
え 定 護 者（
な 短 の 以 （
い 期 事 下 当
指 入 業 該「
定 所 と 指 指
短 生 指 定 定
期 活 定 介 短
入 介 介 護 期
所 護 護 予 入

な 又 。 い
け は ） 。
れ 看 は
ば 護 、
な 師 当
ら 若 該
な し 事
い く 業
。 は を
た 准 行
だ 看 う

ら ）
な は
い 、
。 耐
た 火

四 だ 建
一 し 築

、 物
規 （
則 建

と ス 介
が 等 護
で 条 の
き 例 事
る 第 業
。 四 と

十 指
四 定
条 介
第 護

活指 行 す
介定 わ る
護短 れ こ
事期 る と
業入 と が
所所 認 で
に生 め き
あ活 ら る
っ介 れ 場

護 る て 合

生 又 予 防 所
活 は 防 短 生
介 指 短 期 活
護 定 期 入 介
事 介 入 所 護
業 護 所 生 事
所 予 生 活 業
に 防 活 介 者
あ 短 介 護 が
っ 期 護 」 指

し 護 事
、 師 業
利 、 所
用 栄 （
定 養 以
員 士 下

、（ 「
当 機 指
該 能 定
指 訓 短



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
五
十
二
条

指
定
短

７ ６（
指 の と 第
定 と あ 前 三 特
短 す る 条 項 別
期 る の 第 の 養
入 。 は 四 規 護
所 項 定 老「
生 第 の に 人
活 四 規 か ホ

業 設 別 が 施
の の 養 行 設
用 入 護 わ （
に 所 老 れ 以
供 者 人 る 下
す 又 ホ も 「
る は ー の 特
こ 入 ム 別（

５ ４
養 障 介 備
護 特 前 が 護 品
老 別 項 な 事 等
人 養 に い 業 を
ホ 護 規 と 所 備
ー 老 定 き の え
ム 人 す は 効 な

ホ る 、 率 け（

３ ２
室 係 で
、 指 る 前 定
調 利 項 め定
理 用 の る短
室 者 規 建期
、 の 定 物入
洗 安 に に所
濯 全 か あ生

期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、

介 十 定 か ー
護 五 は わ ム
の 条 、 ら で
提 指 ず あ（
供 第 定 、 っ
） 四 短 特 て

項 期 別 、
及 入 養 そ
び 所 護 の
第 生 老 全
七 活 人 部
項 介 ホ 又

と 院 等 以 養
が 患 下 護（
で 者 以 老「
き の 下 併 人
る 処 設 ホ「
。 遇 併 事 ー

に 設 業 ム
支 本 所 等
障 体 」 」
が 施 と と
な 設 い い
い 」 う う

同 ー 設 居 的 れ
法 ム 備 室 な ば
第 に 、 運 な（
二 老 関 便 営 ら
十 人 し 所 が な
条 福 必 、 可 い
の 祉 要 洗 能 。
四 法 な 面 な た
に 基 設 場 だ（
規 昭 準 備 合 し
定 和 は 、 で 、
す 三 、 静 あ 他

室 性 か っ活
又 が わ て介
は 確 ら は護
洗 保 ず 、事
濯 さ 、 準業
場 れ 規 耐所
、 て 則 火に
汚 い で 建は
物 る 定 築、
処 と め 物居
理 認 る室 （
室 め 建 同

利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
よ

を 護 ー は
除 事 ム 一
く 業 と 部
。 所 し が
） の て 利
」 設 必 用
と 備 要 さ
、 に と れ

つ さ て「
第 い れ い
一 て る な

と と 。 。
き い ） ）
は う に に
、 。 あ 併
当 ） っ 設
該 の て さ
併 効 は れ
設 率 、 る
本 的 第 指
体 な 三 定
施 運 項 短

る 十 規 養 っ の
養 八 則 室 て 社
護 年 で 、 、 会
老 法 定 介 当 福
人 律 め 護 該 祉
ホ 第 る 職 社 施
ー 百 。 員 会 設
ム 三 室 福 等
を 十 及 祉 の
い 三 び 施 設
う 号 看 設 備

、
及 た 物 条食
び も で 第堂
介 の あ 九、
護 は っ 号機材 、 て の能料 耐 、 三訓室 火 知 に練を 建 事 規室設 築 が 定、け 物 火 す浴る 又 災 る

り
、
若
し
く
は
そ
の
家
族
の

項 準 設 い
及 用 備 居
び す を 室
前 る 有 を
項 。 す 利
」 こ る 用
と の こ し
あ 場 と て
る 合 を 指
の に も 定
は お っ 短

設 営 の 期
の が 規 入
同 可 定 所
項 能 に 生
に な か 活
規 場 か 介
定 合 わ 護
す で ら 事
る あ ず 業
設 っ 、 所
備 て 当 で

。 ） 護 等 を
以 第 職 の 利
下 二 員 入 用
同 十 室 所 す
じ 条 を 者 る
。 の 除 等 こ
） 五 き 及 と
、 に 、 び に
病 規 こ 当 よ
院 定 れ 該 り
、 す ら 指 、

室ほ は 予 準、か 準 防 耐便、 耐 、 火所指 火 消 建、定 建 火 築洗短 築 活 物面期 物 動 を設入 と 等 い
備所 す に う
、生 る 関 。
医活 こ し 以

疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、
出
張
等

い て 期「
前 て 足 入
各 、 り 所
項 同 る 生

項 も 活（
第 中 の 介
四 と 護「
項 第 す の
を 四 る 事
除 十 。 業
く 四 を

、 該 あ（
居 当 併 っ
室 該 設 て
を 併 事 、
除 設 業 特
く 事 所 別
。 業 及 養
） 所 び 護
を の 当 老
指 利 該 人
定 用 併 ホ

診 る の 定 当
療 特 設 短 該
所 別 備 期 社
、 養 を 入 会
介 護 設 所 福
護 老 け 生 祉
老 人 な 活 施
人 ホ い 介 設
保 ー こ 護 等
健 ム と 事 及
施 を が 業 び

務介 と 専 下
室護 を 門 同
、を 要 的 じ
静提 し 知 。
養供 な 識 ）
室す い を と
、る 。 有 す
面た す る
談め る こ
室に 者 と
、必 の が

の
理
由
に
よ
り
、
又
は
利

。 条 行
） 第 う
」 一 も
と 項 の
読 及 に
み び あ
替 第 っ
え 三 て
る 項 は
も 」 、

短 者 設 ー
期 及 事 ム
入 び 業 等
所 当 所 と
生 該 を 一
活 併 併 体
介 設 設 的
護 本 す に
の 体 る 運
事 施 特 営

設 い で 所 当
そ う き の 該
の 。 る 利 指
他 以 。 用 定
規 下 者 短
則 同 の 期
で じ 処 入
定 。 遇 所
め ） に 生
る 、 支 活

介要 意 で
護な 見 き
職そ を る
員の 聴 。
室他 い
、の て
看設 、
護備 火
職及 災

び 員 に

四
二
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に 各
利 ユ
用 ニ
者 ッ
の ト
家 に
族 お
の い

第 （
下 成 及 五 ユ
同 さ び 十 ニ
じ れ 当 六 ッ
。 る 該 条 ト
） 場 居 型
の 所 室 ユ 指
事 に ニ 定（
業 以 近 ッ 短

第 （
と と て 五 準
あ あ 準 十 用

第 る る 用 五 ）
十 の の す 条
一 は は る
章 。 第「 「

主 サ こ 六
ユ 治 ー の 条

２ 第 （
由 由 五 身
を 指 の 十 体
記 定 拘 四 的
録 短 束 条 拘
し 期 そ 束
な 入 の 指 等
け 所 他 定 の
れ 生 利 短 禁

第 （
い 健 所 用五
。 康 生 者十

管 活 の三
理 介 家条
） 護 族

の の指
提 身定
供 体短

身 て
体 利
的 用
及 者
び が
精 相
神 互
的 に
な 社
負 会
担 的
の 関

は 下 接 ト 期
、 こ し 型 入
利 の て 指 所
用 章 設 定 生
者 に け 短 活
の お ら 期 介
意 い れ 入 護
思 て る 所 の
及 共 生 原「
び ユ 同 活 則
人 ニ 生 介 ）
格 ッ 活 護

ニ の ビ 場 、
ッ 医 ス 合 第
ト 師 の に 八
型 又 内 お 条
指 は 容 い 、
定 あ 及 て 第
短 ら び 、 九
期 か 利 第 条
入 じ 用 八 、
所 め 期 条 第
生 指 間 中 十
活 定 等 一

ば 活 用 期 止
な 介 者 入 ）
ら 護 の 所
な 事 行 生
い 業 動 活
。 者 を 介

は 制 護
、 限 事
身 す 業
体 る 者
的 行 は
拘 為 、

を 的期
行 及入
う び所
も 精生
の 神活
と 的介
す な護
る 負事
。 担業

の者
軽は
減

軽 係
減 を
を 築
図 き
る 、
も 自
の 律
で 的
な な
け 日
れ 常

を ト 室 （
尊 」 指（
重 と 当 定
し い 該 居
、 う 居 宅
利 。 室 サ
用 ） の ー
前 ご 利 ビ
の と 用 ス
居 に 者 に
宅 利 が 該

「
介 短 」 訪 条
護 期 と 問 か

入 、 介 ら
所 第 護 第
生 十 員 十
活 三 等 四
介 条 」 条
護 中 と ま
事 あ で「
業 訪 る 、
者 問 の 第

束 利（
等 以 用
を 下 者
行 又「
う 身 は
場 体 他
合 的 の
は 拘 利
、 束 用
そ 等 者
の 」 等

、
等利
を用
図者
るの
た健
め康 に状 、態 一に 時注 的

ば 生
な 活
ら を
な 営
い む
。 こ

と
を
支
援
す

に 用 交 当
お 者 流 す
け の し る
る 日 、 短
生 常 共 期
活 生 同 入
と 活 で 所
利 が 日 生
用 営 常 活
中 ま 生 介
の れ 活 護

が 介 は 三
定 護 十「
め 員 短 六
た 等 期 条
協 」 入 及
力 と 所 び
医 あ 生 第
療 る 活 三
機 の 介 十
関 は 護 七
」 従 条

態 と の
様 い 生
及 う 命
び 。 又
時 ） は
間 を 身
、 行 体
そ っ を
の て 保
際 は 護
の な す

意 にを 居払 宅う にと おと いも てに 日、 常
健 生
康 活

る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の

生 、 を で
活 こ 営 あ
が れ む っ
連 に た て
続 対 め 、
し す の そ
た る 場 の
も 支 所 事
の 援 を 業
と が い の
な 行 う 全

「
と 短 業 の
読 期 者 規
み 入 」 定
替 所 と は
え 生 、 、
る 活 指「
も 介 当 定
の 護 該 短
と 従 指 期
す 業 定 入
る 者 訪 所

利 ら る
用 な た
者 い め
の 。 緊
心 急
身 や
の む
状 を
況 得
並 な
び い

保 を
持 営
の む
た こ
め と
に に
適 支
切 障
な が
措 あ
置 る

心
身
の
機
能

四 の
三 維

持
並
び

る わ 。 部
よ れ ） に
う る に お
配 も よ い
慮 の り て
し を 一 少
な い 体 数
が う 的 の
ら 。 に 居
、 以 構 室

。 」 問 生
と 介 活
、 護 介

の 護「
主 提 の
治 供 事
の の 業
医 開 に
師 始 つ
」 」 い

に 場
緊 合
急 を
や 除
む き
を 、
得 身
な 体
い の
理 自

を 者
講 に
じ 対
な し
け 、
れ 指
ば 定
な 短
ら 期
な 入
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と
読
み
替
え
る
も
の

第 （
い 五 準 と た 第
て 十 用 み す 一
、 八 ） な こ 項
第 条 す と 及
五 こ を び
十 前 と も 同
条 章 が っ 条
第 で て 第（

４
護 所 の ま
予 生 事 ユ れ
防 活 業 ニ 、
短 介 の ッ こ
期 護 全 ト れ
入 」 部 型 に
所 と に 指 対
生 い お 定 す

３ ２
一 に が 能
項 お 第 前 な な
」 い 五 項 い 場
と て 十 に と 合
、 、 一 規 き で

同 条 定 は あ「
特 条 す 、 っ（
別 第 第 る ユ て

第 （
他 室 事 五 設
の 及 業 十 備
社 び 所 七 ）
会 介 条（
福 護 以
祉 材 下 ユ
施 料 ニ「
設 室 ユ ッ

と
す
る
。

四 第 き 、 三
項 四 る 第 項
中 十 。 一 に

九 項 お「
第 条 及 い
四 及 び て
十 び 前 準
四 第 項 用
条 五 に す
第 十 お る
一 一 い 指
項 条 て 定

活 う い 短 る
介 。 て 期 支
護 ） ユ 入 援
の の ニ 所 が
事 事 ッ 生 行
業 業 ト 活 わ
と を ご 介 れ
が 行 と 護 る
同 う に 事 特
一 者 利 業 別
の を 用 者 養
事 い 者 が 護

養 五 三 設 ニ 、
護 項 項 備 ッ 当
老 中 、 に ト 該
人 第 関 を 社「
ホ 第 四 し 除 会
ー 三 項 必 き 福
ム 項 及 要 、 祉
」 」 び な こ 施
と と 第 基 れ 設
あ あ 七 準 ら 等
る る 項 は の の
の の を 、 設 入

等 を ニ ト
の 設 ッ 型
設 け ト 指
備 る 型 定
を ほ 指 短
利 か 定 期
用 、 短 入
す 指 期 所
る 定 入 生
こ 短 所 活
と 期 生 介
に 入 活 護

」 を 準 介
と 除 用 護
あ く す 予
る 。 る 防
の ） 第 サ
は の 五 ー
、 規 十 ビ

定 一 ス「
第 は 条 等
五 、 条（
十 ユ 第 例

業 う の ユ 老
所 。 日 ニ 人
に ） 常 ッ ホ
お の 生 ト ー
い 指 活 型 ム
て 定 が 指 を
一 を 営 定 い
体 併 ま 介 う
的 せ れ 護 。
に て 、 予 ）
運 受 こ 防 」

は は 除 規 備 所
く 則 を 者「 「

ユ 第 。 で 設 等
ニ 一 ） 定 け 及
ッ 項 の め な び
ト 」 規 る い 当
型 と 定 。 こ 該
特 、 は と ユ
別 、 が ニ「
養 居 ユ で ッ
護 室 ニ き ト

よ 所 介 の
り 生 護 事
、 活 事 業
当 介 業 を
該 護 所 行
社 を 」 う
会 提 と 者
福 供 い （
祉 す う 以
施 る 。 下
設 た ）

二 ニ 三 第
条 ッ 項 四
に ト 、 十
お 型 第 五
い 指 四 条
て 定 項 （
準 短 及 第
用 期 び 三
す 入 第 項
る 所 七 、
指 生 項 第

営 け れ 短 と
さ 、 に 期 読
れ か 対 入 み
て つ す 所 替
い 、 る 生 え
る ユ 支 活 る
場 ニ 援 介 も
合 ッ が 護 の
に ト 行 事 と
あ 型 わ 業 す
っ 指 れ 者 る

老 」 ッ る 型
人 と ト 。 指
ホ あ 型 定
ー る 指 短
ム の 定 期

は 短 入（
施 期 所「
設 ユ 入 生
の ニ 所 活
全 ッ 生 介
部 ト 活 護

「
等 め に ユ
及 に は ニ
び 必 、 ッ
当 要 ユ ト
該 な ニ 型
ユ そ ッ 指
ニ の ト 定
ッ 他 、 短
ト の 浴 期
型 設 室 入
指 備 、 所

定 活 を 四
介 介 除 項
護 護 く 及
予 の 。 び
防 事 ） 第
サ 業 に 七
ー に 規 項
ビ つ 定 を
ス い す 除
等 て る く
条 準 基 。

て 定 る 。（
は 短 も 指
、 期 の 定
指 入 介（
定 所 以 護
介 生 下 予
護 活 防「
予 介 ユ 短
防 護 ニ 期
サ の ッ 入
ー 事 ト 所

に 」 介 事
お と 護 業
い 、 事 所
て 同 業 の
ユ 条 所 利
ニ 第 の 用
ッ 六 設 者
ト 項 備 に
ご 中 に 対
と つ す「
に 第 い る

定 及 医 生
短 び 務 活
期 備 室 介
入 品 、 護
所 等 調 事
生 を 理 業
活 備 室 者
介 え 、 」
護 な 洗 と
事 け 濯 い
業 れ 室 う

例 用 準 ）
第 す を に
四 る 満 規
十 。 た 定
四 こ し す
条 の て る
第 場 い 基
一 合 る 準
項 に も を
」 お の 満

ビ 業 型 生
ス と 指 活
等 ユ 定 介
条 ニ 介 護
例 ッ 護 で
第 ト 予 あ
五 型 防 っ
十 指 短 て
一 定 期 、
条 介 入 そ

入 三 て サ
居 項 準 ー
者 」 用 ビ
の と す ス
日 あ る の
常 る 。 提
生 の こ 供
活 は の に
が 場 支「
営 第 合 障

所 ば 又 。
の な は ）
効 ら 洗 が
率 な 濯 当
的 い 場 該
な 。 、 事
運 た 汚 業
営 だ 物 を
が し 処 行
可 、 理 う

四
四
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護 「
予 指
防 定
短 介
期 護
入 予
所 防
療 短

３ ２
四

指 前 す 所
定 項 診 る （
短 各 療 看 指
期 号 所 護 定
入 に 補 介（
所 定 療 助 護
療 め 養 者 療

三 二 一
設 さ 員

療 」 れ 健 、 介
養 と た 康 支 護
病 い 同 保 援 老
床 う 法 険 相 人

。 第 法 談 保（
医 ） 二 等 員 健

第 （
期 六 従 よ（

以 入 十 業 り
下 所 条 者 、

療 ） 療「
短 養 指 養
期 介 定 生
入 護 短 活
所 事 期 の

第 （
日 養 五 指
常 介 十 定
生 護 九 短 第
活 」 条 期 十
を と 入 二
営 い 指 所 章
む う 定 療
こ 。 居 養 指

養 期
介 入
護 所
の 療
事 養
業 介
と 護
が 」
同 と
一 い
の う
事 。

養 る 病 を 養
介 従 床 い 型
護 業 を う 医
事 者 有 。 療
業 の す ） 施
者 員 る 、 設
が 数 も 栄 で
指 は の 養 あ
定 、 を 士 る
介 規 除 及 も
護 則 く び の
予 で 。 理 を

療 で 十 の 、 施
法 あ 六 一 理 設

る 条 部 学 で（
昭 指 の を 療 あ
和 定 規 改 法 る
二 短 定 正 士 指
十 期 に す 又 定
三 入 よ る は 短
年 所 る 法 作 期
法 療 改 律 業 入
律 養 正 療 所（
第 介 前 平 法

療 業 入 質
養 所 所 の
介 」 療 向
護 と 養 上
従 い 介 並
業 う 護 び
者 。 の に
」 ） 事 利
と ご 業 用
い と を 者
う に 行 の
。 、 う 家

と ） 宅 介 定
が の サ 護 短
で 事 ー の 期
き 業 ビ 原 入
る は ス 則 所
よ 、 に ） 療
う 要 該 養
、 介 当 介
看 護 す 護
護 状 る
、 態 短
医 と 期

業 ）
所 の
に 事
お 業
い を
て 行
一 う
体 者
的 を
に い
運 う

防 定 ） 学 除
短 め で 療 く
期 る あ 法 。
入 。 る 士 ）
所 指 又 で
療 定 は あ
養 短 作 る
介 期 業 指
護 入 療 定
事 所 法 短
業 療 士 期

療
二 護 の 成 士 養
百 事 法 十 及 介
五 業 第 八 び 護号 所 四 年 栄 事） 十 法 養 業第 医 八 律 士 所七 師 条 第
条 、 第 八 医第 薬 一 十 師二 剤 項 三 、項 師 第 号

） 次 者 族
を の の（
置 各 以 身
か 号 下 体
な に 的「
け 掲 指 及
れ げ 定 び
ば る 短 精
な 指 期 神
ら 定 入 的
な 短 所 な

学 な 入
的 っ 所
管 た 療
理 場 養
の 合 介
下 に 護
に お （
お い 次
け て 章
る も に
介 、 規

営 。
さ ）
れ の
て 指
い 定
る を
場 併
合 せ
に て
あ 受
っ け

者 養 入
介 所（

指 護 療
定 事 養
介 業 介
護 所 護
予 事
防 看 業
サ 護 所
ー 職
ビ 員 医

薬第 、 三 ） 剤四 看 号 附 師号 護 に 則 、に 職 規 第 看規 員 定 百 護定 、 す 三 職す 介 る 十
員る 護 指 条

療 職 定 の （
看養 員 介 二
護病 、 護 第

い 期 療 負
。 入 養 担

所 介 の
療 護 軽
養 事 減
介 業 を
護 者 図
事 」 る
業 と も
所 い の
の う で

護 利 定
及 用 す
び 者 る
機 が ユ
能 可 ニ
訓 能 ッ
練 な ト
そ 限 型
の り 指
他 そ 定
必 の 短

て 、
は か
、 つ
指 、
定 指
介 定
護 短
予 期
防 入
サ 所
ー 療

ス 又 師
に は 、
該 介 薬
当 護 剤
す 職 師
る 員 、
介 看
護 護
予 職
防 員
短 、

師床 栄 療 一
及を 養 養 項
びい 士 型 の
准う 及 医 規
看。 び 療 定
護以 理 施 に
師下 学 設 よ
を同 療 り（
いじ 法 以 な
う。 士 下 お
。） 又 そ

区 。 な
分 ） け
に は れ
応 、 ば
じ 当 な
、 該 ら
そ 事 な
れ 業 い
ぞ を 。
れ 行
当 う

要 居 期
な 宅 入
医 に 所
療 お 療
並 い 養
び て 介
に 、 護
日 そ を
常 の 除
生 有 く
活 す 。

ビ 養
ス 介
等 護
条 の
例 事

四 第 業
五 五 と

十 指
四 定
条 介

期 介
入 護
所 職
療 員
養 （
介 同
護 法

に（
以 規
下 定

「
以を は 指 の
下有 作 定 効
同す 業 介 力
じる 療 護 を
。病 法 療 有
）院 士 養 す
、又 型 る
介は 医 も
護診 療 の

療 施 と 職

該 事
各 業
号 所
に （
定 以
め 下
る 「
従 指
業 定
者 短

上 る 以
の 能 下
世 力 「
話 に 指
を 応 定
行 じ 短
う 自 期
こ 立 入
と し 所
に た 療
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の
提
供
を
行
う
も
の

第 （
の 護 練 よ 六 指
効 を そ り 十 定
力 提 の 、 二 短
を 供 他 又 条 期
有 す 必 は 入
す る 要 利 指 所
る 病 な 用 定 療
も 室 医 者 短 養

３ ２
は 四
、 前 前 設

項 備 診条「
第 第 そ 療第
五 四 の 所三
十 号 他項 （
五 に の 療の
条 定 非 養規

三 二
る 設 営 設
病 療 指 を む （
院 養 定 い た 施
又 病 介 う め 設
は 床 護 。 の の
診 を 療 以 場 全
療 有 養 下 所 部

第 （
一 を 六 設 第

設 十 備 一
介 け 一 ） 項
護 な 条 に
老 け 規
人 れ 指 定
保 ば 定 す
健 な 短 る

と
す
る
。

の 又 療 の 期 介
と は 等 家 入 護
さ 病 を 族 所 の
れ 院 受 の 療 提
た の け 身 養 供
介 老 る 体 介 ）
護 人 必 的 護
保 性 要 及 事
険 認 が び 業
法 知 あ 精 者
施 症 る 神 は
行 疾 者 的 、

第 め 常 病定
一 る 災 床は
項 設 害 を、
」 備 に 有指
と に 対 す定
読 関 す る短
み し る も期
替 必 必 の入
え 要 要 を所
る な な 除療
も 基 設 く養
の 準 備 。

所 す 型 同 を に
と る 医 じ い お
し 病 療 。 う い
て 院 施 ） 。 て
必 又 設 に ） 少
要 は で 関 に 数
と 診 あ す よ の
さ 療 る る り 療
れ 所 指 も 一 養
る 定 の 体 室（
設 指 短 を 的 及
備 定 期 除 に び

施 ら 期 基
設 な 入 準
で い 所 を
あ 。 療 満
る 養 た
指 介 す
定 護 こ
短 事 と
期 業 を
入 所 も
所 に っ
療 は て

令 患 に な 利
第 療 対 負 用
四 養 し 担 者
条 病 、 の の
第 棟 介 軽 心
二 護 減 身（
項 健 老 等 の
に 康 人 を 状
規 保 保 図 況
定 険 健 る 若
す 法 施 た し

介
と は ）護
す 、 で事
る 規 あ業
。 則 る所

で 指の 定 定設 め 短備 る 期に 。 入つ 所い 療

及 介 入 く 構 当
び 護 所 。 成 該
消 療 療 ） さ 療
火 養 養 れ 養
設 型 介 る 室
備 医 護 場 に
そ 療 事 所 近
の 施 業 ご 接
他 設 所 と し
の で に て
非 あ 指 入 設

養 、 、
介 次 第
護 の 一
事 各 項
業 号 に
所 に 規

掲 定
介 げ す
護 る る
老 指 基
人 定 準

る 等 設 め く
病 の の に は
床 一 療 、 病
に 部 養 一 状
よ を 室 時 に
り 改 、 的 よ
構 正 病 に り
成 す 院 入 、
さ る の 所 若
れ 法 療 し し
る 律 養 て く

て 養準 介用 護す 事る 業。 所こ
の 病
場 室
合 、
に 食

常 る 定 居 け
災 も 介 者 ら
害 の 護 の れ
に を 療 日 る
対 除 養 常 共
す く 型 生 同
る 。 医 活 生
必 ） 療 が 活
要 で 施 営 室
な あ 設 ま （
設 る と れ 当

保 短 を
健 期 満
施 入 た
設 所 し
と 療 て
し 養 い
て 介 る
必 護 も
要 事 の
と 業 と
さ 所 み

病 附 病 看 は
棟 則 床 護 そ
を 第 に 、 の
い 百 係 医 家
う 三 る 学 族
。 十 病 的 の
） 条 室 管 疾
に の 、 理 病
お 二 診 の 、
い 第 療 下 冠
て 一 所 に 婚

お 堂
い 、
て 浴
、 室
同 、
項 機
中 能

訓「
第 練
五 を
十 行

備 指 し 、 該
定 て こ 療
短 必 れ 養
期 要 に 室
入 と 対 の
所 さ す 入
療 れ る 居
養 る 支 者
介 設 援 が
護 備 が 交
事 行 流

れ の な
る 区 す
施 分 こ
設 に と
及 応 が
び じ で
設 、 き
備 そ る

れ 。（
ユ ぞ
ニ れ

指 項 の お 葬
定 の 指 け 祭
短 規 定 る 、
期 定 短 介 出
入 に 期 護 張
所 よ 入 及 等
療 り 所 び の
養 な 療 機 理
介 お 養 能 由
護 そ 介 訓 に

四 う
条 た
第 め
一 の
項 場
」 所
と 及
あ び
る 消
の 火

業 わ し
所 れ 、

る 共
療 介 同
養 護 で
病 老 日
床 人 常
を 保 生
有 健 活
す 施 を

ッ 当
ト 該
型 各
介 号
護 に
老 定
人 め
保 る
健 設
施 備

四
六
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３ ２

ユ 前
ニ 項
ッ 第
ト 二
型 号
指 に
定 定

二 一 に
常 老 応
災 療 人 介 じ
害 養 保 護 、
に 病 健 老 そ
対 床 施 人 れ
す を 設 保 ぞ
る 有 に 健 れ

第 （
事 六 設 の い 慮
業 十 備 身 て し
所 五 ） 体 利 な

条 的 用 が（
以 及 者 ら
下 ユ び が 、

ニ 精 相 看「
ユ ッ 神 互 護

第 （
の り 室 六 ユ
を 一 等 十 ニ
い 体 及 四 ッ
う 的 び 条 ト
。 に 当 型
以 構 該 ユ 指
下 成 療 ニ 定
同 さ 養 ッ 短

第 （
の 業 六 準
開 に 十 用

第 始 つ 三 ）
十 」 い 条
三 と て
章 あ 準 第

る 用 八
ユ の す 条

短 め
期 る
入 設
所 備
療 に
養 関
介 し
護 必
事 要
業 な
者 基
が 準

必 す 関 施 当
要 る す 設 該
な 病 る で 各
設 院 も あ 号
備 又 の る に

は に ユ 定
診 限 ニ め
療 る ッ る
所 。 ト 設
で ） 型 備
あ 指 を
る 定 設

ニ ト 的 に 、
ッ 型 な 社 医
ト 指 負 会 学
型 定 担 的 的
指 短 の 関 管
定 期 軽 係 理
短 入 減 を の
期 所 を 築 下
入 療 図 き に
所 養 る 、 お
療 介 も 自 け
養 護 の 律 る

じ れ 室 ト 期
。 る 等 型 入
） 場 に 指 所
の 所 近 定 療
事 接 短 養（
業 以 し 期 介
は 下 て 入 護
、 こ 設 所 の
利 の け 療 原
用 章 ら 養 則
者 に れ 介 ）
の お る 護

ニ は る 、
ッ 。 第「
ト サ こ 九
型 ー の 条
指 ビ 場 、
定 ス 合 第
短 の に 十
期 内 お 一
入 容 い 条
所 及 て 、
療 び 、 第
養 利 第 十

ユ は
ニ 、
ッ 規
ト 則
型 で
指 定
定 め
介 る
護 。
予
防

ユ 短 け
ニ 期 な
ッ 入 け
ト 所 れ
型 療 ば
指 養 な
定 介 ら
短 護 な
期 事 い
入 業 。
所 所

介 の で 的 介
護 事 な な 護
事 業 け 日 及
業 を れ 常 び
所 行 ば 生 機
」 う な 活 能
と 者 ら を 訓
い な 営 練（
う 以 い む そ
。 下 。 こ の
） と 他

意 い 共 （
思 て 同 指
及 生 定「
び ユ 活 居
人 ニ 室 宅
格 ッ サ（
を ト 当 ー
尊 」 該 ビ
重 と 療 ス
し い 養 に
、 う 室 該

介 用 八 二
護 期 条 条

間 中 、
等 第「
」 訪 十
と 問 四
読 介 条
み 護 、
替 員 第
え 等 三
る 」 十

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者

療
養 介
介 護
護 老
事 人
業 保
所 健

施
ユ 設
ニ と
ッ し

「
に ユ を 必
は ニ 支 要
、 ッ 援 な
次 ト す 医
の 型 る 療
各 指 こ 並
号 定 と び
に 短 に に
掲 期 よ 日
げ 入 り 常
る 所 、 生

利 。 等 当
用 ） の す
前 ご 利 る
の と 用 短
居 に 者 期
宅 利 が 入
に 用 交 所
お 者 流 療
け の し 養
る 日 、 介
生 常 共 護

も と 六
の あ 条
と る 、
す の 第
る は 三
。 十「

短 七
期 条
入 及
所 び
療 第

（
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

ト て
、 必
浴 要
室 と
、 さ
機 れ
能 る
訓 施
練 設
室 及
及 び

ユ 療 利 活
ニ 養 用 上
ッ 介 者 の
ト 護 の 世
型 事 心 話
指 業 身 を
定 者 の 行
短 」 機 う
期 と 能 こ
入 い の と
所 う 維 に

活 生 同 で
と 活 で あ
利 が 日 っ
用 営 常 て
中 ま 生 、
の れ 活 そ
生 、 を の
活 こ 営 事
が れ む 業
連 に た の
続 対 め 全

養 五
介 十
護 四
従 条
業 の
者 規
」 定
と は
、 、

指「
当 定

療
養
介
護
で

四 あ
七 っ

て
、
そ

び 設
消 備
火 （
設 ユ
備 ニ
そ ッ
の ト
他 型
の 介
非 護

療 。 持 よ
養 ） 並 り
介 が び 、
護 当 に 各
事 該 利 ユ
業 事 用 ニ
所 業 者 ッ
の を の ト
区 行 家 に
分 う 族 お

し す の 部
た る 場 に
も 支 所 お
の 援 を い
と が い て
な 行 う 少
る わ 。 数
よ れ ） の
う る に 療
配 も よ 養

該 短
指 期
定 入
訪 所
問 療
介 養
護 介
の 護
提 の
供 事
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従
事
す
る
こ
と
が
で

３ ２ 第 （
称 規 六 従

機 前 す 則 十 業
能 項 る で 八 者
訓 に 。 定 条 ）
練 規 ） め
指 定 を る 指
導 す 置 員 定
員 る か 数 特

に た じ 以（
応 特 場 。 下
じ 定 合 ） こ
自 施 に に の
立 設 お 基 章
し で い づ に
た あ て き お
日 っ も 、 い

第 第（
六 指 読 い 六
十 定 み て 十
七 特 第 替 、 六
条 定 十 え 第 条

施 四 る 六
指 設 章 も 十 前
定 入 の 条 章
居 居 指 と 第 （

（
準 第 護 所 の
用 一 予 療 事
） 項 防 養 業

に 短 介 の
規 期 護 全
定 入 」 部
す 所 と に
る 療 い お

き
る
。

は 従 な の 定
、 業 け 生 施
日 者 れ 活 設
常 に ば 相 入
生 関 な 談 居
活 し ら 員 者
を 必 な 、 生
営 要 い 看 活
む な 。 護 介
た 基 師 護
め 準 若 の
に は し 事

常 て 、 入 て
生 、 当 浴 「
活 当 該 、 指
を 該 指 排 定
営 指 定 せ 特
む 定 特 つ 定
こ 特 定 、 施
と 定 施 食 設
が 施 設 事 入
で 設 入 等 居
き 入 居 の 者
る 居 者 介 生

宅 者 定 す 三 第
サ 生 特 る 項 五
ー 活 定 。 中 十
ビ 介 施 九「
ス 護 設 第 条
に の 入 五 及
該 原 居 十 び
当 則 者 四 第
す ） 生 条 六
る 活 第 十
特 介 一 一
定 護 項 条

基 養 う い
準 介 。 て
を 護 ） ユ
満 の の ニ
た 事 事 ッ
す 業 業 ト
こ と を ご
と が 行 と
を 同 う に
も 一 者 利
っ の を 用
て 事 い 者

必 、 く 業
要 規 は を
な 則 准 行
機 で 看 う
能 定 護 者
の め 師 （
減 る 又 以
退 。 は 下
を 介 「
防 護 指
止 職 定

よ 者 生 護 活
う 生 活 そ 介
に 活 介 の 護
す 介 護 他 」
る 護 の の と
も の 提 日 い
の 事 供 常 う
で 業 を 生 。
な が 受 活 ）
け 行 け 上 の
れ わ る の 事

施 」 を
設 と 除
入 あ く
居 る 。
者 の ）
生 は の
活 、 規
介 定「
護 第 は

六 、（
次 十 ユ

、 業 う の
第 所 。 日
一 に ） 常
項 お の 生
に い 指 活
規 て 定 が
定 一 を 営
す 体 併 ま
る 的 せ れ
基 に て 、
準 運 受 こ

す 員 特
る 、 定
た 機 施
め 能 設
の 訓 入
訓 練 居
練 指 者
を 導 生
行 員 活
う 及 介
能 び 護

ば れ 入 世 業
な る 居 話 は
ら も 者 、 、
な の 機 特（
い を 以 能 定
。 い 下 訓 施

う こ 練 設
。 の 及 サ
以 章 び ー
下 に 療 ビ
こ お 養 ス

章 条 ニ
に に ッ
規 お ト
定 い 型
す て 指
る 準 定
外 用 短
部 す 期
サ る 入
ー 指 所
ビ 定 療

を 営 け れ
満 さ 、 に
た れ か 対
し て つ す
て い 、 る
い る ユ 支
る 場 ニ 援
も 合 ッ が
の に ト 行
と あ 型 わ
み っ 指 れ

力 計 事
を 画 業
有 作 者
す 成 」
る 担 と
者 当 い
と 者 う
し 。（
、 以 ）
当 下 は
該 、

の い 上 計
章 て の 画
に 世「 （
お 利 話 法
い 用 を 第
て 者 行 八
同 」 う 条
じ と こ 第
。 い と 十
） う に 一
に 。 よ 項

ス 介 養
利 護 介
用 予 護
型 防 の
指 サ 事
定 ー 業
特 ビ に
定 ス つ
施 等 い
設 条 て
入 例 準

な て 定 る
す は 短 も
こ 、 期 の
と 指 入 （
が 定 所 以
で 介 療 下
き 護 養 「
る 予 介 ユ
。 防 護 ニ

サ の ッ
ー 事 ト「

特 特 指
定 定 定
施 施 特
設 設 定
の 従 施
他 業 設
の 者 ご
職 」 と
務 と に
に 総 、

お ） り の
い が 、 計
て 当 要 画
そ 該 介 を
の 指 護 い
有 定 状 う
す 特 態 。
る 定 と 以
能 施 な 下
力 設 っ 同

居 第 用
者 五 す
生 十 る
活 四 。
介 条 こ
護 第 の
を 一 場
除 項 合
く 」 に
。 と お

ビ 業 型
ス と 指
等 ユ 定
条 ニ 介
例 ッ 護
第 ト 予
五 型 防
十 指 短
九 定 期
条 介 入

四
八
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第 （
七 提
十 供
一 拒
条 否

の
指 禁
定 止
特 ）

第 （
入 料 七 重 い
居 の 十 要 る
及 額 条 事 も
び 及 項 の
指 び 指 の と
定 そ 定 説 み
特 の 特 明 な
定 改 定 等 す

５ ４
防 生 介 合
サ 活 護 指 介 に
ー 介 定 護 あ（
ビ 護 以 特 居 っ
ス の 下 定 室 て
等 事 施 は「 （
条 業 指 設 指 機
例 と 定 入 定 能

３ ２
的 所 係
に 、 指 る 前
移 食 利 項定
し 堂 用 の特
て 及 者 規定
介 び の 定施
護 機 安 に設
を 能 全 かに

第 ４（
な 六 設 な
け 十 備 け 計
れ 九 ） れ 画
ば 条 ば 作
な な 成
ら 指 ら 担
な 定 な 当
い 特 い 者

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業

施 定 施 ） こ
設 の 設 と
入 方 入 が
居 法 居 で
者 そ 者 き
生 の 生 る
活 他 活 。
介 の 介
護 入 護
の 居 事
提 申 業
供 込 者

第 指 介 居 特 訓
六 定 護 者 定 練
十 介 予 生 施 室
三 護 防 活 設 を
条 予 特 介 入 設
第 防 定 護 居 け
一 特 施 事 者 な
項 定 設 業 生 い
か 施 入 者 活 こ
ら 設 居 が 介 と
第 入 者 指 護 が
三 居 生 定 を で

行 訓 性 かは
う 練 が わ、
た 室 確 ら一
め を 保 ず時
の 設 さ 、介
室 け れ 規護
が る て 則室
確 ほ い で（
保 か る 定一
さ 、 と め時
れ 消 認 る的
て 火 め 建

。 定 。 は
施 た 、
設 だ 専
の し ら
建 、 そ
物 利 の

用 職（
利 者 務
用 の に
者 処 従
の 遇 事
日 に す

者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く

に 者 は
関 の 、
す サ あ
る ー ら
契 ビ か
約 ス じ
を の め
書 選 、
面 択 入
に に 居
よ 資 申

項 者 活 介 行 き
ま 生 介 護 う る
で 活 護 予 た 。
に 介 」 防 め
規 護 と 特 の
定 の い 定 専
す 事 う 施 用
る 業 。 設 の
基 と ） 入 居
準 が の 居 室
を 同 事 者 を

に
い 設 た 物利
る 備 も で用
場 そ の あ者
合 の は っを
に 他 、 て移あ の 耐 、しっ 非 火 知てて 常 建 事指は 災 築 が定一 害 物 火特時 に 又 災

常 支 る
生 障 介
活 が 護
の な 支
た い 援
め 場 専
に 合 門
使 は 員
用 、 で
し 当 あ
な 該 っ

、
入
居
者
に
対
す
る
指
定
特

り す 込
締 る 者
結 と 又
し 認 は
な め そ
け ら の
れ れ 家
ば る 族
な 重 に
ら 要 対
な 事 し

満 一 業 生 い
た の を 活 う
す 施 行 介 。
こ 設 う 護 ）
と に 者 事 及
を お を 業 び
も い い 者 前
っ て う 項（
て 一 。 指 に
、 体 ） 定 規
第 的 の 介 定

定介 対 は 予施護 す 準 防設室 る 耐 、入を 必 火 消居、 要 建 火者他 な 築 活
生に 設 物 動
活機 備 と 等
介能 を す に
護訓 備 る 関
を練 え こ し

い 特 て
附 定 、
属 施 特
の 設 定
建 の 施
物 他 設
を の サ
除 職 ー
く 務 ビ
。 に ス
以 従 計

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の

い 項 、
。 を 運

記 営
載 規
し 程
た の
書 概
面 要
の 、
交 従
付 業

一 に 指 護 す
項 運 定 予 る
か 営 を 防 設
ら さ 併 サ 備
第 れ せ ー に
三 て て ビ 関
項 い 受 ス し
ま る け に 必
で 場 、 該 要
に 合 か 当 な
規 に つ す 基

行を な と 専
う行 け を 門
たう れ 要 的
めた ば し 知
のめ な な 識
室に ら い を
を適 な 。 有
い当 い す
うな 。 る
。広 た 者
以さ だ の

下 事 画
同 す の
じ る 作
。 こ 成
） と を
は が 担
、 で 当
耐 き す
火 る る
建 。 の
築 に

提
供
を
拒
ん

四 で
九 は

な
ら
な

等 者
を の
し 勤
て 務
説 の
明 体
を 制
行 、
い 利
、 用

定 あ 、 る 準
す っ 指 特 は
る て 定 定 、
基 は 特 施 規
準 、 定 設 則
を 指 施 入 で
満 定 設 居 定
た 介 入 者 め
し 護 居 生 る
て 予 者 活 。

下の し 意
同場 、 見
じ所 他 を
。が に 聴
）確 利 い
、保 用 て
浴で 者 、
室き を 火
、る 一 災

場 時 便 に

物 適
又 当
は と
準 認
耐 め
火 ら
建 れ
築 る
物 者
で で
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（
設
備
）

３ ２ 第 （
な 者 従七

第 前 け 」 業十
六 項 れ と 者四
十 に ば い ）条
八 規 な う
条 定 ら 。 外
第 す な ） 部
四 る い は サ

で 態 事 せ 託
な と 業 つ す
け な は 、 る
れ っ 、 食 指
ば た 特 事 定
な 場 定 等 居
ら 合 施 の 宅
な に 設 介 サ

第 （
章 う 居 七 外
に 。 十 部者
お 以 三 サ 第生
い 下 条 ー 十活
て 同 ビ 五介

じ 外 ス 章護「
利 。 部 利」
用 ） サ 用 外と

第 （
護 七 準 い「

主 の 十 用 。
治 事 二 ）
の 業 条
医 に
師 つ 第
又 い 六
は て 条

項 従 。 、 ー
の 業 指 ビ
規 者 定 ス
定 そ 特 利
は の 定 用
、 他 施 型
第 の 設 指
一 指 ご 定
項 定 と 特
の 特 に 定
計 定 、 施
画 施 基

い お サ 護 ー
。 い ー そ ビ

て ビ の ス
も ス 他 事
、 計 の 業
利 画 日 者
用 に 常 （
者 基 生 以
が づ 活 下
当 き 上 「
該 、 の 受
指 受 世 託

者 の ー 型 部い
」 従 ビ 指 サう
と 業 ス 定 ー。
い 者 利 特 ビ）
う に 用 定 スで
。 よ 型 施 利あ
） り 指 設 用っ
の 行 定 入 型て
安 わ 特 居 指、
否 れ 定 者 定当
の る 施 生 特該
確 特 設 活 定

あ 準 、
ら 用 第
か す 十
じ る 一
め 。 条
指 こ か
定 の ら
特 場 第
定 合 十
施 に 四
設 お 条
入 い ま設

作 設 本 入
成 の サ 居
担 従 ー 者
当 業 ビ 生
者 者 ス 活に に の 介つ 関 提 護い し 供 のて 必 に 事準 要 当 業用 な た

定 託 話 居
特 居 、 宅
定 宅 機 サ
施 サ 能 ー
設 ー 訓 ビ
に ビ 練 ス
お ス 及 事
い 事 び 業
て 業 療 者
そ 者 養 」
の に 上 と

指
認 定 入 介 施定
、 施 居 護 設特
利 設 者 の 入定
用 サ 生 原 居施
者 ー 活 則 者設
の ビ 介 ） 生（
生 ス 護 活特
活 計 介定 （
相 画 指 護施談 の 定設等 作 居

居 て で
者 、 、
生 第 第
活 十 三
介 三 十
護 条 六
事 中 条
業 、「
者 訪 第
が 問 三
定 介 十をす 基 る 行る 準 規 う。 は 則 者、 で

規 定 （
以則 め 下で る

定 員 「
外め 数
部る の
サ。 生

有 よ の い
す る 世 う
る 受 話 。
能 託 ）（
力 居 以 に
に 宅 下 よ
応 サ り「
じ ー 受 、
自 ビ 託 当
立 ス 居 該
し を 宅 特

で成 宅あ（
以 、 サっ下 当 ーて該 ビ、「
基 指 ス当本 定 に該サ 特 該指ー 定 当定ビ 施 す特ス 設 る定」 入 特

め 護 七
た 員 条
協 等 、
力 」 第
医 と 五
療 あ 十
機 る 三
関 の 条
」 は 及
と び「
読 特 第

ー活
ビ相
ス談
利員
用、
型介
指護
定職
特員
定及
施び

た 適 サ 定
日 切 ー 施
常 か ビ 設
生 つ ス サ
活 円 」 ー
を 滑 と ビ
営 に い ス
む 提 う 計
こ 供 。 画
と す ） に
が る を 基

施と 居 定
設い 者 施
入う 生 設
居。 活 入
者） 介 居
生及 護 者
活び の 生
介当 提 活
護該 供 介
の指 を 護
事定 受

み 定 五
替 施 十
え 設 四
る 従 条
も 業 の
の 者 規
と 」 定
す と は
る 、 、
。 指「

主 定
設計
入画
居作
者成
生担
活当
介者
護を
事置

か 業

で こ い づ
き と う き
る に 。 行
よ よ 以 わ
う り 下 れ
に 、 同 る
す 要 じ 入
る 介 。 浴
も 護 ） 、
の 状 の 排

（
業特 け 以
が定 る 下
行施 入 「
わ設 居 指
れの 者 定
る事 特（
も業 以 定
の者 下 施
をが こ 設

委 の い 入

治 特
の 定
医 施
師 設
」 入
と 居
あ 者
る 生
の 活
は 介

五
〇
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び も
そ 、
の 利
置 用
か 者
れ が
て 可
い 能

第 （
指 み七 「
定 替 主十
福 第 え 治八
祉 十 る の条
用 六 も 医
具 章 の 師指
貸 と 」定
与 指 す と居

第 （
定 七 準 入 法 事
施 十 用 居 そ 業
設 七 ） す の 者
入 条 る 他 及
居 場 の び
者 第 合 入 受
生 六 を 居 託
活 条 除 申 居

第 （
者 七 重 三 る
の 十 要 項 の
勤 六 事 ま は
務 条 項 で 「
の の 」 第
体 外 説 と 六
制 部 明 あ 十
、 サ 等 る 九

４ ３ ２ 第
な 七

第 第 前 い 十
六 六 項 。 五
十 十 に た 条
九 九 規 だ
条 条 定 し 指
第 第 す 、 定
五 一 る 居 特

る な
環 限
境 り
を そ
踏 の
ま 居
え 宅
た に
適 お
切 い
な て
福 、

の 定 る あ宅
原 福 。 るサ
則 祉 のー
） 用 はビ

具ス 「
貸 主に
与 治該

の当
医す
師る
又福
は

介 、 く 込 宅
護 第 。 者 サ
の 十 ） の ー
事 一 及 サ ビ
業 条 び ー ス
に か 外 ビ 事
つ ら 部 ス 業
い 第 サ の 者
て 十 ー 選 が
準 四 ビ 択 受
用 条 ス に 託
す ま 利 資 居

外 ー ） の 条
部 ビ は 第
サ ス 一「
ー 利 第 項
ビ 用 一 及
ス 型 項 び
利 指 及 同
用 定 び 条
型 特 前 第
指 定 項 三
定 施 に 項
特 設 お に

項 項 設 室 定
の 及 備 が 施
規 び に 規 設
定 第 関 則 に
は 二 し で は
、 項 必 定 、
指 の 要 め 居
定 規 な る 室
特 定 基 面 、
定 は 準 積 浴
施 、 は 以 室
設 指 、 上 、

祉 そ
用 の
具 有

す（
法 る
第 能
八 力
条 に
第 応
十 じ
二 自

祉
あ用
ら具
か貸 じ与 め（ 外以 部下 サ「 ー指 ビ定 ス

る で 用 す 宅
。 、 型 る サ
こ 第 指 と ー
の 三 定 認 ビ
場 十 特 め ス
合 六 定 ら の
に 条 施 れ 事
お 、 設 る 業
い 第 入 重 を
て 三 居 要 行
、 十 者 事 う

定 入 い お
施 居 て い
設 者 準 て
入 生 用 準
居 活 す 用
者 介 る す
生 護 第 る
活 事 六 指
介 業 十 定
護 者 九 介
事 は 条 護

の 定 規 で 便
設 特 則 あ 所
備 定 で る 及
に 施 定 場 び
つ 設 め 合 食
い の る は 堂
て 建 。 、 を
準 物 食 設
用 に 堂 け
す つ を る
る い 設 ほ

項 立
の し
規 た
定 日
に 常
よ 生
り 活
厚 を
生 営
労 む
働 こ

福 利祉 用用 型具 指貸 定与 特」 定と 施
い 設
う 入
。 居

第 七 生 項 事
十 条 活 を 業
三 、 介 記 所
条 第 護 載 の
中 五 の し 名

十 提 た 称「
訪 四 供 書 、
問 条 に 面 受
介 及 関 の 託
護 び す 交 居
員 第 る 付 宅

業 、 第 予
者 あ 一 防
と ら 項 サ
受 か 及 ー
託 じ び ビ
居 め 第 ス
宅 、 二 等
サ 入 項 条
ー 居 」 例
ビ 申 と 第
ス 込 読 六

。 て け か
こ 準 な 、
の 用 い 消
場 す こ 火
合 る と 設
に 。 が 備
お で そ
い き の
て る 他
、 。 の
同 非

大 と
臣 が
が で
定 き
め る
る よ
福 う
祉 、
用 利
具 用
を 者

） 者
の 生
事 活
業 介
は 護
、 事
要 業
介 者
護 が
状 定
態 め

等 七 契 等 サ
」 十 約 を ー
と 一 を し ビ
あ 条 書 て ス
る の 面 説 の
の 規 に 明 種
は 定 よ を 類

は り 行 、「
指 、 締 い 利
定 外 結 、 用
特 部 し 入 料

事 者 み 十
業 又 替 三
者 は え 条
の そ る 第
業 の も 一
務 家 の 項
の 族 と 及
分 に す び
担 対 る 第
の し 。 二
内 、 項

項 常
中 災

害「
第 に
六 対
十 す
三 る
条 必
第 要
一 な
項 設

い の
う 心
。 身
以 の
下 状

五 同 況
一 じ 、

。 希
） 望
の 及

と た
な 協
っ 力
た 医
場 療
合 機
に 関
お 」
い と
て 読

定 サ な 居 の
施 ー け 額（
設 ビ れ 養 及
の ス ば 護 び
従 利 な 老 そ
業 用 ら 人 の
者 型 な ホ 改
」 指 い ー 定
と 定 。 ム の
、 特 に 方

容 運 」
、 営 と
受 規 、
託 程 「
居 の 第
宅 概 一
サ 要 項
ー 、 か
ビ 従 ら
ス 業 第

か 備
ら を
第 備
三 え
項 な
ま け
で れ
」 ば
と な
あ ら
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第
八
十
一
条

指
定
福

３ ２（
衛 準 貸 具
生 を 与 指 前 の
管 満 の 定 項 保
理 た 事 福 に 管
等 す 業 祉 規 又
） こ と 用 定 は

と が 具 す 消
を 同 貸 る 毒

第 （
を 八 設 三
有 十 備 販
す 条 ） 売 指
る 」 定
ほ 指 と 特
か 定 い 定
、 福 う 介
指 祉 。 護

２
二 一 基 事

う 準 業 指
次 。 指 を 所 定
章 ） 満 に 福定
に の た お 祉介
規 事 す い 用護
定 業 こ て 具予
す を と 一 貸防

第 （
員 七 福 利 選
数 十 祉 用 定
の 九 用 者 の
福 条 具 を 援
祉 専 介 助
用 指 門 護 、
具 定 相 す 取
専 福 談 る 付

祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
回
収

も 一 与 設 を
っ の 事 備 他
て 事 業 に の
、 業 者 関 事
第 所 が し 業
一 に 指 必 者
項 お 定 要 に
に い 介 な 行
規 て 護 基 わ
定 一 予 準 せ
す 体 防 は る
る 的 福 、 場

定 用 ） 予
福 具 の 防
祉 貸 事 福
用 与 業 祉
具 事 を 用
貸 業 行 具
与 者 う 販
の は 者 売
提 、 を 事
供 福 い 業
に 祉 う 者
必 用 。

る 行 を 体 与福
指 う も 的 事祉
定 者 っ に 業用
特 を て 運 者具
定 い 、 営 が貸
福 う 前 さ 次与
祉 。 項 れ の事
用 以 に て 各業
具 下 規 い 号者
販 同 定 る に（
売 じ す 場 掲指
事 。 る 合 げ

門 祉 員 者 け
相 用 ） の 、
談 具 負 調
員 貸 担 整

与 の 等（
介 の 軽 を
護 事 減 行
保 業 を い
険 を 図 、
法 行 る 福
施 う も 祉
行 者 の 用

し
た
福
祉
用
具
を
、
そ
の
種

基 に 祉 規 合
準 運 用 則 に
を 営 具 で あ
満 さ 貸 定 っ
た れ 与 め て
し て 事 る は
て い 業 。 、
い る 者 福
る 場 の 祉
も 合 指 用
の に 定 具

（
要 具 以 指
な の 下 定
そ 保 同 介
の 管 じ 護
他 及 。 予
の び ） 防
設 消 サ
備 毒 指 ー
及 の 定 ビ
び た 介 ス
備 め 護 に

定
業 ） 基 に る介
者 準 あ 事護

指 を っ 業予
第 定 満 て 者防
八 介 た は のサ十 護 し 、 指ー四 予 て 次 定ビ条 防 い の をス第 サ る 各 併に一 ー も 号 せ該項 ビ の に て

令 で 具（
第 以 な を
四 下 け 貸
条 れ 与「
第 指 ば す
一 定 な る
項 福 ら こ
に 祉 な と
規 用 い に
定 具 。 よ
す 貸 り

類
、
材
質
等
か
ら
み
て
適
切

と あ を の
み っ 併 保
な て せ 管
す は て 又
こ 、 受 は
と 指 け 消
が 定 、 毒
で 介 か の
き 護 つ た
る 予 、 め
。 防 指 に

品 に 予 該
等 必 防 当
を 要 サ す
備 な ー る
え 設 ビ 特
な 備 ス 定
け 及 等 介
れ び 条 護
ば 器 例 予
な 材 第 防
ら 並 七 福

当ス と 掲 受す等 み げ ける条 な る 、介例 す 事 か護第 こ 業 つ予七 と 者 、防十 が の 当福三 で 区 該
祉条 き 分 指
用第 る に 定
具一 。 応 に

る 与 、
福 事 利
祉 業 用
用 者 者
具 」 の
専 と 日
門 い 常
相 う 生
談 。 活
員 ） 上
を は の

な
消
毒
効
果
を
有
す
る
方
法

サ 定 必
ー 福 要
ビ 祉 な
ス 用 設
等 具 備
条 貸 又
例 与 は
第 の 器
七 事 材
十 業 を
四 と 有

な び 十 祉
い に 八 用
。 事 条 具
た 業 第 販
だ の 一 売
し 運 項 （
、 営 以
次 を 下
条 行 「
第 う 指
二 た 定

貸項 じ 係
与 、 る

そ 事（
以 れ 業
下 ぞ と

れ 指「
指 当 定
定 該 福
介 各 祉
護 号 用
予 に 具

い 、 便
う 当 宜
。 該 を
以 事 図
下 業 り
同 を 、
じ 行 そ
。 う の
） 事 機
を 業 能
置 所 訓

に
よ
り
速
や
か
に
消
毒
す

条 指 し
第 定 な
一 介 い
項 護 こ
に 予 と
規 防 が
定 福 で
す 祉 き
る 用 る
基 具 。

項 め 特
の に 定
規 必 介
定 要 護
に な 予
よ 広 防
り さ 福
福 の 祉
祉 区 用
用 画 具

防 定 貸
福 め 与
祉 る の
用 規 事
具 定 業
貸 に と
与 規 が
」 定 同
と す 一
い る の

か ご 練
な と に
け に 資
れ 、 す
ば 規 る
な 則 と
ら で と
な 定 も
い め に
。 る 、

五
二
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三 二

指 指
定 定
介 福
護 祉
予 用
防 具

２
一 規 が で

定 同 指 定
指 す 一 定 め
定 る の 特 る
特 基 事 定 員
定 準 業 福 数
介 を 所 祉 の
護 満 に 用 福

第 （
八 福 に 以 希 お
十 祉 資 下 望 い
四 用 す 同 及 て
条 具 る じ び も

専 と 。 そ 、
指 門 と ） の 利
定 相 も の 置 用
特 談 に 選 か 者

第 第（
八 指 い 八
十 定 て 十
三 特 第 、 二
条 定 十 第 条

福 七 八
指 祉 章 条 第
定 用 中 六
居 具 指 条「

３ ２（
準 と る
用 読 第 指 と
） み 十 定 と

替 条 福 も
え の 祉 に
る 規 用 、
も 定 具 既
の は 貸 に

福 貸
祉 与
用 事
具 業
貸 者
与
事 第
業 七
者 十

九
指 条
定 第

予 た お 具 祉
防 す い 販 用
福 こ て 売 具
祉 と 一 事 専
用 を 体 業 門
具 も 的 者 相
販 っ に が 談
売 て 運 次 員
事 、 営 の を
業 前 さ 各 置
者 項 れ 号 か

に て に な

定 員 、 定 れ が
福 ） 利 の て 可
祉 用 援 い 能
用 者 助 る な
具 を 、 環 限
販 介 取 境 り
売 護 付 を そ
の す け 踏 の
事 る 、 ま 居
業 者 調 え 宅
を の 整 た に
行 負 等 適 お

宅 販 定 訪 、
サ 売 特 問 第
ー の 定 介 八
ビ 原 福 護 条
ス 則 祉 員 、
に ） 用 等 第
該 具 」 九
当 販 と 条
す 売 あ 、
る る 第
特 の 十
定 は 一

と 、 与 消
す 指 事 毒
る 定 業 が
。 福 者 行

祉 は わ
用 、 れ
具 前 た
貸 項 福
与 の 祉
事 規 用
業 定 具
者 に と

介 一
護 項
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
条
例

指 規 い 掲 け
定 定 る げ れ
介 す 場 る ば
護 る 合 事 な
予 基 に 業 ら
防 準 あ 者 な
サ を っ の い
ー 満 て 指 。
ビ た は 定
ス し 、 を
等 て 次 併

う 担 を 切 い
者 の 行 な て

軽 い 特 、（
以 減 、 定 そ
下 を 特 福 の

図 定 祉 有「
指 る 福 用 す
定 も 祉 具 る
特 の 用 能（
定 で 具 法 力
福 な を 第 に

福 、 条
祉 、「
用 福 第
具 祉 十
販 用 二
売 具 条

専 及（
以 門 び
下 相 第

談 十「
指 員 四

に か 消
つ か 毒
い わ が
て ら 行
準 ず わ
用 、 れ
す 福 て
る 祉 い
。 用 な
こ 具 い
の の 福

第
七
十
三
条
第
一
項

条 い の せ
例 る 各 て
第 も 号 受
七 の に け
十 と 掲 、
八 み げ か
条 な る つ
第 す 事 、
一 こ 業 当
項 と 者 該

が の 指

祉 け 販 八 応
用 れ 売 条 じ
具 ば す 第 自
販 な る 十 立
売 ら こ 三 し
事 な と 項 た
業 い に の 日
者 。 よ 規 常
」 り 定 生
と 、 に 活
い 利 よ を

定 」 条
特 と の
定 読 規
福 み 定
祉 替 は
用 え 、
具 る 指
販 も 定
売 の 福
」 と 祉
と す 用

場 保 祉
合 管 用
に 又 具
お は と
い 消 を
て 毒 区
、 を 分
同 委 し
条 託 て
第 等 保
一 に 管

で 区 定
き 分 に
る に 係
。 応 る

じ 事
、 業
そ と
れ 指
ぞ 定
れ 特
当 定

う 用 り 営
。 者 厚 む
） の 生 こ
は 日 労 と
、 常 働 が
当 生 大 で
該 活 臣 き
事 上 が る
業 の 定 よ
を 便 め う
行 宜 る 、

い る 具
う 。 貸
。 与
） の
の 事
事 業
業 に
は つ
、 い
要 て
介 準

項 よ し
中 り な

他 け「
訪 の れ
問 事 ば
介 業 な
護 者 ら
員 に な
等 行 い
」 わ 。
と せ

五
三

該 福
各 祉
号 用
に 具
定 販
め 売
る の
規 事
定 業
に と

う を 特 利
事 図 定 用
業 り 福 者
所 、 祉 の
ご そ 用 心
と の 具 身
に 機 を の
、 能 い 状
規 訓 う 況
則 練 。 、

護 用
状 す
態 る
と 。
な こ
っ の
た 場
場 合
合 に
に お

あ る
る こ
の と
は が
、 で

き「
従 る
業 。
者
」
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（
基
準
該
当
訪
問
入
浴

２
規 て 項 第 ス
定 準 に 八 を 基
す 用 お 十 い 準
る す い 一 う 該
基 る て 条 。 当
準 指 読 第 ） 訪
を 定 み 一 の 問
満 介 替 項 事 介

第 （
護 は 基八「

区 、 準員 十
画 第 該等 七
」 二 当」 条
と 章 訪と
読 問基あ （
み 第 介準る
替 五 護該の

第 （
す 八 八 準 一
る 条 十 用 項

第 。 中 六 ） に
十 条 規「
八 訪 定
章 問 第 す

介 六 る
基 護 条 基

２ 第 （
介 そ 八 設
護 指 の 十 備
予 定 他 五 ）
防 特 の 条
福 定 設
祉 福 備 指
用 祉 及 定
具 用 び 特

介
護
）

た 護 え に 業 護
し 予 て お と の
て 防 準 い が 事
い サ 用 て 、 業
る ー す 読 同 と
も ビ る み 一 基
の ス 第 替 の 準
と 等 五 え 事 該
み 条 条 て 業 当
な 例 第 準 者 介
す 第 一 用 に 護
こ 七 項 す よ 予

え 条 ）当は
る 第 居「
も 三訪 宅
の 項問 サ
と 及 ー介
す び ビ護
る 第 ス員
。 四 に等

項」 該
並と 当
び、 す
に

準 員 、 準
該 等 第 を
当 」 八 満
居 と 条 た
宅 あ か す
サ る ら こ
ー の 第 と
ビ は 十 を
ス 二 も「

福 条 っ
祉 ま て
用 で 、

販 具 備 定
売 販 品 福
の 売 等 祉
事 事 を 用
業 業 備 具
と 者 え 販
が が な 売
同 指 け 事
一 定 れ 業
の 特 ば 者
事 定 な は
業 介 ら 、

と 条 及 る り 防
が 第 び 指 同 訪
で 一 第 定 一 問
き 項 二 介 の 介
る に 項 護 事 護
。 規 に 予 業 （

定 規 防 所 基
す 定 サ に 準
る す ー お 該
基 る ビ い 当
準 基 ス て 介

第 る
第六 訪
七条 問
条中 介
第 護「
二常 又項勤 はをの こ除管 れく理 に。者 相）

具 及 前
専 び 項
門 第 に
相 十 規
談 四 定
員 条 す
」 の る
と 規 基
、 定 準
第 は を
十 、 満

所 護 な 事
に 予 い 業
お 防 。 の
い 福 運
て 祉 営
一 用 を
体 具 行
的 販 う
に 売 た
運 事 め
営 業 に

を 準 等 一 護
満 を 条 体 予
た 、 例 的 防
す 指 第 に サ
こ 定 五 運 ー
と 介 条 営 ビ
を 護 第 さ ス
も 予 一 れ に
っ 防 項 て 該
て サ 及 い 当
前 ー び る す

」 当のと す規あ る定る サをの ー準は ビ用
スす「

管 る （
理 以。
者 下こ
」 の 「

条 指 た
第 定 し
一 特 て
項 定 い
中 福 る

祉 も「
訪 用 の
問 具 と
介 販 み
護 売 な
員 の す

さ 者 必
れ の 要
て 指 な
い 定 広
る を さ
場 併 の
合 せ 区
に て 画
あ 受 を
っ け 有
て 、 す

項 ビ 第 場 る
に ス 二 合 介
お 等 項 に 護
い 条 に あ 予
て 例 規 っ 防
読 第 定 て 訪
み 八 す は 問
替 十 る 、 介
え 一 基 指 護
て 条 準 定 又
準 第 を 介 は

と 基場
、 準合
第 該に
七 当お
条 訪い
第 問て
一 介、
項 護第
中 」五

と条「
専 い第

等 事 こ
」 業 と
と に が
あ つ で
る い き
の て る
は 準 。

用「
従 す
業 る
者 。

は か る
、 つ ほ
指 、 か
定 指 、
介 定 指
護 特 定
予 定 特
防 福 定
サ 祉 福
ー 用 祉
ビ 具 用

用 一 満 護 こ
す 項 た 予 れ
る に す 防 に
第 お こ サ 相
七 い と ー 当
条 て を ビ す
第 読 も ス る
一 み っ 等 サ
項 替 て 条 ー
に え 前 例 ビ

用 う二
の 。項

）区 中
の画 「

」 事常
と 業勤
あ にの
る つ訪
の い問
は 介 て

」 こ
と の
読 場
み 合
替 に
え お
る い
も て
の 、
と 第

ス 販 具
等 売 販
条 の 売
例 事 の
第 業 提
七 と 供
十 指 に
九 定 必
条 特 要
第 定 な

五
四
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第
事 九
業 十
を 条
行
う 基
者 準

該（
以 当

（
基 す サ い 第
準 る ー て 八
該 基 ビ 準 十
当 準 ス 用 三
短 を 等 す 条
期 満 条 る 第
入 た 例 第 一
所 し 第 三 項

２ 第
ス た 静 は 八
を 基 め 養 、 十
い 準 の 室 第 九
う 該 場 、 七 条
。 当 所 相 章
） 通 」 談 基（
の 所 と 室 第 準
事 介 、 及 三 該

（
基 し サ お サ
準 て ー い ー
該 い ビ て ビ
当 る ス 準 ス
通 も 等 用 等
所 の 条 す 条
介 と 例 る 例
護 み 第 第 第

２ 第
当 る つ 八

基 の い 十す
準 は て 八る
該 は 条サ 「
当 区 、ー
訪 画 第 基ビ
問 」 三 準ス
入 と 章 該を

下 居
宅「

基 サ
準 ー
該 ビ
当 ス
短 に
期 該
入 当
所 す
生 る
活 短

生 て 三 十 に
活 い 十 四 お
介 る 五 条 い
護 も 条 第 て
） の 第 一 準

と 一 項 用
み 項 及 す
な 及 び る
す び 第 指
こ 第 三 定
と 三 項 介
が 項 に 護

業 護 第 び 十 当
と の 三 事 四 居
が 事 十 務 条 宅
、 業 八 室 第 サ
同 と 条 」 四 ー
一 基 に と 項 ビ
の 準 お あ 及 ス
事 該 い る び に
業 当 て の 第 該
者 介 準 は 三 当
に 護 用 十 す「
よ 予 す 食 五

） な 十 十 八
す 七 六 十
こ 条 条 二
と 第 第 条
が 一 一 第
で 項 項 一
き に に 項
る 規 規 に
。 定 定 お

す す い
る る て
基 基 準

浴 、 当い （
介 第 第 居う
護 十 十 宅。
の 八 六 サ）
事 条 条 ーの
業 に 第 ビ事
と お 三 ス業
基 い 項 にと
準 て 及 該が
該 準 び 当、
当 用 第 す同
介 す 十 る

介 期
護 入
事 所
業 生
者 活
」 介
と 護
い 又
う は
。 こ
） れ

で に 規 予
き 規 定 防
る 定 す サ
。 す る ー

る 基 ビ
基 準 ス
準 を 等
を 、 条
満 指 例
た 定 第
す 介 三

る
り 防 る 事 条 通
同 通 第 を 第 所
一 所 六 行 四 介
の 介 条 う 項 護事 護 中 場 を 又業 所 除 は（ 「
所 基 常 、 く こに 準 勤 機 。 れお 該 の 能 ） にい 当 管 訓 の 相て 介 理 練 規

準 準 用
を を す
満 、 る
た 指 指
す 定 定
こ 介 介
と 護 護
を 予 予
も 防 防
っ サ サ
て ー ー

一
護 る 七 訪の
予 第 条 問事
防 六 第 入業
訪 条 二 浴者
問 中 項 介に
入 を 護よ 「
浴 常 除 又り 介 勤 く は同 護 の 。 こ一 管 ） れの （
基 理 の に

が に
当 相
該 当
事 す
業 る
を サ
行 ー
う ビ
事 ス
業 （
所 以

こ 護 十
と 予 四
を 防 条
も サ 第
っ ー 一
て ビ 項
前 ス 及
項 等 び
に 条 第
お 例 三
い 第 項

当一 護 者 を 定 す体 予 」 行 を る的 防 と う 準 サに サ あ 場 用 ー運 ー る 所 す ビ営 ビ の 、 る
スさ ス は 静 。

れ に 養 こ （「
以て 該 管 の の
下い 当 理 た 場

る す 者 め 合 「

前 ビ ビ
項 ス ス
に 等 等
お 条 条
い 例 例
て 第 第
読 八 十
み 十 六
替 二 条
え 条 第
て 第 一

事 準 者 規 相業 該 」 定 当所 当 と を すに 介 あ 準 るお 護 る 用 サい 予 の す ーて 防 は る ビ一 サ 。 ス「
体 ー 管 こ （
的 ビ 理 の 以
に ス 者 場 下

下（
以 「
下 基

準「
基 該
準 当
該 短
当 期
短 入
期 所
入 生

て 八 に
準 十 規
用 三 定
す 条 す
る 第 る
第 一 基
三 項 準
十 に を
五 お 満
条 い た
第 て す

基場 る 」 の に
準合 介 と 場 お
該に 護 読 所 い
当あ 予 み 、 て
通っ 防 替 生 、
所て 通 え 活 同
介は 所 る 相 条
護、 介 も 談 第
」指 護 の の 一
と定 又 と た 項
い介 は す め 中

準 一 項
用 項 に
す に 規
る お 定
第 い す
十 て る
七 読 基
条 み 準
第 替 を
一 え 満
項 て た

運 に 」 合 「
営 該 と に 基
さ 当 読 お 準
れ す み い 該
て る 替 て 当
い 介 え 、 訪
る 護 る 同 問
場 予 も 条 入
合 防 の 第 浴
に 訪 と 一 介
あ 問 す 項 護

所 活
生 介
活 護
介 」
護 と

五 事 い
五 業 う

所 。
」 ）
と の

一 準 こ
項 用 と
及 す を
び る も
第 指 っ
三 定 て
項 介 前
に 護 項
規 予 に
定 防 お

う護 こ る の 「
。予 れ 。 場 食
）防 に 所 堂
のサ 相 及 、
事ー 当 び 機
業ビ す 事 能
にス る 務 訓
つ等 サ 連 練
い条 ー 絡 室

例 ビ の 、 て

に 準 す
規 用 こ
定 す と
す る を
る 指 も
基 定 っ
準 介 て
を 護 前
満 予 項
た 防 に

っ 入 る 中 」
て 浴 。 と「
は 介 専 い
、 護 用 う
指 又 の 。
定 は 区 ）
介 こ 画 の
護 れ 」 事
予 に と 業
防 相 あ に
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つ
い
て
は
、
第
十
六

第 ７（
九 基 条 に を
十 準 に 第 規 満
一 該 お 十 定 た
条 当 い 章 す す

福 て る こ（
基 祉 準 第 基 と
準 用 用 五 準 を
該 具 す 十 を も

６ ５
定 又 け
介 は 基 第 な
護 こ 準 二 い
予 れ 該 項 こ
防 に 当 に と
サ 相 短 規 が
ー 当 期 定 で
ビ す 入 す き

４ ３
通 利 準 士
所 用 該 基 第 を
介 す 当 準 五 置
護 る 短 該 十 か
事 こ 期 当 条 な
業 と 入 短 第 い
所 に 所 期 三 こ
等 よ 生 入 項 と

２
を く 業 い
図 は 基 を う
る 准 準 行 。
こ 看 該 う ）
と 護 当 事 は
に 師 短 業 、
よ 、 期 所 指
り 栄 入 を 定

章
（
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び

当 貸 る 条 満 っ
居 与 第 及 た て
宅 ） 六 び す 第
サ 条 第 こ 二
ー 中 五 と 項
ビ 十 を 及「
ス 常 一 も び
に 勤 条 っ 第
該 の を て 三
当 管 除 第 項
す 理 く 四 に
る 者 。 項 お

ス る 所 る る
等 サ 生 従 。
条 ー 活 業
例 ビ 介 者
第 ス 護 及
八 を の び
十 い 事 前
四 う 業 項
条 。 と に
第 ） 基 規
二 の 準 定
項 事 該 す

の り 活 所 の が
利 、 介 生 規 で
用 当 護 活 定 き
者 該 を 介 は る
等 指 提 護 、 。
及 定 供 事 前
び 通 す 業 項
当 所 る 所 の
該 介 た に 機
基 護 め は 能
準 事 に 、 訓
該 業 必 居 練

当 養 所 い 通
該 士 生 う 所
基 、 活 。 介
準 機 介 ） 護
該 能 護 又 事
当 訓 事 は 業
短 練 業 社 所
期 指 者 会 若
入 導 は 福 し
所 員 、 祉 く
生 及 基 施 は
活 び 準 設 指

第
八
十
条
第
三
項
を
除
く
。

福 」 ） に い
祉 と の 規 て
用 あ 規 定 準
具 る 定 す 用
貸 の は る す
与 は 、 基 る
又 、 基 準 第
は 準 を 五「
こ 管 該 満 十
れ 理 当 た 条
に 者 短 し 第

及 業 当 る
び と 介 設
同 が 護 備
条 、 予 に
第 同 防 関
三 一 短 し
項 の 期 必
に 事 入 要
お 業 所 な
い 者 生 基
て に 活 準

当 所 要 室 指
短 等 な 、 導
期 及 そ 食 員
入 び の 堂 に
所 当 他 、 つ
生 該 の 機 い
活 基 設 能 て
介 準 備 訓 準
護 該 及 練 用
事 当 び 室 す
業 短 備 、 る

介 調 該 定（
護 理 当 以 認
事 員 短 下 知
業 そ 期 症「
所 の 入 指 対
の 他 所 定 応
効 の 生 通 型
果 従 活 所 通
的 業 介 介 所
な 者 護 護 介
運 を 事 事 護

）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

相 」 期 て 三
当 と 入 い 項
す 読 所 る に
る み 生 も 規
サ 替 活 の 定
ー え 介 と す
ビ る 護 み る
ス も の な 基

の 事 す 準（
以 と 業 こ を
下 す に と 、

準 よ 介 は
用 り 護 、
す 同 規（
る 一 基 則
指 の 準 で
定 事 該 定
介 業 当 め
護 所 介 る
予 に 護 。
防 お 予
サ い 防

所 期 品 浴 。
の 入 等 室
利 所 を 、
用 生 備 便
者 活 え 所
の 介 な 、
処 護 け 洗
遇 事 れ 面
に 業 ば 所
支 所 な 、
障 の ら 静

営 置 業 業 事
を か 所 所 業
期 な ご 等 所
待 け と 」 （
で れ に と 指
き ば 、 い 定
る な 規 う 地
場 ら 則 。 域
合 な で ） 密
で い 定 に 着
あ 。 め 併 型

る つ が 指「
基 。 い で 定
準 て き 介
該 準 る 護
当 用 。 予
福 す 防
祉 る サ
用 。 ー
具 こ ビ
貸 の ス
与 場 等

ー て サ
ビ 一 ー
ス 体 ビ
等 的 ス
条 に に
例 運 該
第 営 当
四 さ す
十 れ る
四 て 介
条 い 護

が 効 な 養
な 率 い 室
い 的 。 、
と な た 面
き 運 だ 接
は 営 し 室
、 が 、 及
居 可 指 び
室 能 定 介
を な 通 護
除 場 所 職

っ た る 設 サ
て だ 員 し ー
、 し 数 な ビ
利 、 の け ス
用 他 生 れ に
者 の 活 ば 該
の 社 相 な 当
処 会 談 ら す
遇 福 員 な る
に 祉 、 い 認
支 施 介 。 知

」 合 条
と に 例
い お 第
う い 八
。 て 十
） 、 四
の 第 条
事 五 第
業 十 四
に 五 項

第 る 予
三 場 防
項 合 短
に に 期
規 あ 入
定 っ 所
す て 生
る は 活
基 、 介
準 指 護

き 合 介 員
、 で 護 室
こ あ 事 を
れ っ 業 設
ら て 所 け
の 、 等 る
設 当 の ほ
備 該 設 か
を 指 備 、
設 定 を 基

障 設 護 症
が 等 職 対
な の 員 応
い 栄 又 型
と 養 は 通
き 士 看 所
は と 護 介
、 の 師 護
栄 連 若 の
養 携 し 事

五
六
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合 る
は 事
、 業
こ に
の つ
限 い
り て
で は

３ （
一 ユ る 十
項 指 ニ 基 八
の 定 ッ 準 年
規 居 ト 」 厚
定 宅 型 と 生
に サ 指 す 労
よ ー 定 る 働
り ビ 短 。 省

２ １（ （
り 訪 指 施
市 問 平 定 こ 行
町 看 成 訪 の 期
が 護 二 問 条 日
定 事 十 看 例 ）
め 業 五 護 は
る 所 年 に 、
条 に 三 関 平

第 （
九 規 み
十 則 な

附 二 へ 第 す
条 の 十 こ

則 委 九 と
こ 任 章 が
の ） で
条 雑 き

２
ス に サ 当
等 お ー 基す
条 い ビ 準る
例 て ス 該サ
第 準 等 当ー
七 用 条 福ビ
十 す 例 祉ス
四 る 第 用を

な 、
い 第
。 十

一
章
の
規
定
は
、
適
用

指 ス 期 令
定 等 入 第
短 の 所 三
期 事 生 十
入 業 活 四
所 の 介 号
生 人 護 ）
活 員 事 」
介 、 業 と
護 設 所 、
事 備 で 同
業 及 な 条

例 お 月 す 成
い 三 る 二（

以 て 十 経 十
下 行 一 過 四

わ 日 措 年「
市 れ ま 置 十
町 る で ） 月
条 指 の 一
例 定 間 日
」 訪 に か
と 問 お ら
い 看 い 施

例 則 る
に 。
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指

条 第 八 具い
第 七 十 貸う
一 十 五 与。
項 九 条 の）
に 条 第 事の
規 第 一 業事
定 一 項 と業
す 項 に 基と
る に お 準が
基 規 い 該、
準 定 て 当同
を す 準 介

し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事

所 び い 第
で 運 も 五
あ 営 の 項
っ に と 中
て 関 み 「
ユ す な 市
ニ る さ 町
ッ 基 れ 条
ト 準 る 例
型 の も 」
指 一 の と

う 護 て 行
。 の 、 す
） 事 第 る
」 業 二 。
と に 十
あ つ 条
る い 第
の て 四
は の 項

同 に「
指 条 規

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業

一
満 る 用 護の
た 基 す 予事
す 準 る 防業
こ を 指 福者
と 、 定 祉に
を 指 介 用よ
も 定 護 具りっ 介 予 貸同て 護 防 与一前 予 サ の （
項 防 ー 基

業
を
行
う
者
が
同
章
に
規
定

定 部 に あ
短 を 関 る
期 改 す の
入 正 る は
所 す 経 「
生 る 過 指
活 省 措 定
介 令 置 地
護 ） 域（
事 平 密
業 成 着

定 の 定
地 規 す
域 定 る
密 の 市
着 適 町
型 用 条
サ に 例
ー つ が
ビ い 施
ス て 行
の は さ

の
運
営
に
関
す
る
必
要
な
基

事に サ ビ 準業お ー ス 該所い ビ 等 当にて ス 条 介お準 等 例 護い用 条 第 予てす 例 七 防一る 第 十 サ
体第 八 三 ー
的八 十 条 ビ
に十 五 第 ス

す
る
基
準
を
満
た
し
、
そ
の

所 十 型
で 五 サ
な 年 ー
い 厚 ビ
も 生 ス
の 労 の
と 働 事
み 省 業
な 令 の
さ 第 人
れ 二 員

事 、 れ
業 同 る
の 項 ま
人 中 で
員 の「
、 法 間
設 第 に
備 七 お
及 十 け
び 八 る
運 条 当

準
は
、
規
則
で
定
め
る
。

運条 条 一 に
営第 第 項 該
さ一 一 に 当
れ項 項 規 す
てに に 定 る
い規 お す 介
る定 い る 護
場す て 基 予
合る 準 準 防
に基 用 を 福
あ準 す 満 祉

旨
を
知
事
に

五 申
七 し

出
た
場

る 十 、
も 八 設
の 号 備
に ） 及
お 附 び
い 則 運
て 第 営
行 四 に
わ 条 関
れ 第 す

営 の 該
に 四 市
関 第 町
す 一 に
る 項 所
基 の 在
準 規 す

定 る（
平 に 指
成 よ 定

っを る た 用
て満 指 す 具
はた 定 こ 貸
、し 介 と 与
指て 護 を 又
定い 予 も は
介る 防 っ こ
護も サ て れ
予の ー 前 に

と ビ 項 防 相
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９

第
十
章
（
第
四
十

８
た に か 予 の
し 運 つ 防 規 一
て 営 、 短 定 部
い さ 一 期 に ユ
る れ 部 入 よ ニ
も て ユ 所 り ッ
の い ニ 生 な ト
と る ッ 活 お 型

７
提 め う（
供 る 一 次 。
に と 部 項 ）
支 こ ユ に の
障 ろ ニ お 原
が に ッ い 則
な よ ト て は
い る 型 、「

６ ５ （
指 省 一（

一 定 以 令 指 部
部 の 下 」 定 ユ
ユ 更 と 居 ニ「
ニ 新 一 い 宅 ッ
ッ ま 部 う サ ト
ト で ユ 。 ー 型
型 の ニ ） ビ 指

４ （
た わ 条 ユ
場 れ 第 指 ニ
合 る 一 定 ッ
は 事 項 居 ト
、 業 の 宅 型
こ に 規 サ 指
の つ 定 ー 定
限 い に ビ 短

九
条
及
び
第
五
十
一
条
を
除
く

み 場 ト 介 従 指
な 合 型 護 前 定
す に 指 の 短（
こ あ 定 以 例 期
と っ 短 下 に 入
が て 期 よ 所「
で は 入 一 る 生
き 、 所 部 こ 活
る 指 生 ユ と 介
。 定 活 ニ が 護

介 介 ッ で の
護 護 ト き 事

と 。 指 ユ ユ
き た 定 ニ ニ
は だ 短 ッ ッ
、 し 期 ト ト
そ 、 入 部 （
れ 浴 所 分 第
ぞ 室 生 」 五
れ 、 活 と 十
一 医 介 い 六
の 務 護 う 条
設 室 事 。 に
備 、 業 ） 規

指 間 ッ 附 ス 定
定 は ト 則 等 短
短 、 型 第 の 期
期 次 指 二 事 入
入 項 定 条 業 所
所 か 短 第 の 生
生 ら 期 一 人 活
活 附 入 項 員 介
介 則 所 の 、 護
護 第 生 規 設 に
事 九 活 定 備 関
業 項 介 に 及 す

り て よ ス 期
で は り 等 入
な 、 指 の 所
い 第 定 事 療
。 十 短 業 養

三 期 の 介
章 入 人 護
の 所 員 事
規 療 、 業
定 養 設 所
は 介 備 で
、 護 及 な

。
）
の
規
定
は
、
一
部
ユ
ニ

予 の 型 る 業
防 事 指 こ を
サ 業 定 と 行
ー と 介 と う
ビ 一 護 さ 者
ス 部 予 れ が
等 ユ 防 る 一
条 ニ 短 一 部
例 ッ 期 部 ユ
附 ト 入 ユ ニ
則 型 所 ニ ッ

を 調 所 に 定
も 理 の あ す
っ 室 設 っ る
て 、 備 て ユ
、 洗 は は ニ
ユ 濯 、 同 ッ
ニ 室 ユ 条 ト
ッ 又 ニ に を
ト は ッ 、 い
部 洗 ト そ う
分 濯 部 れ 。

所 ま 護 よ び る
に で 事 り 運 経
お の 業 な 営 過
い 規 所 お に 措
て 定 」 従 関 置
行 に と 前 す ）
わ よ い の る
れ る う 例 基
る こ 。 に 準
指 と ） よ 等
定 が に る の

適 事 び い
用 業 運 も
し 所 営 の
な で に と
い あ 関 み
。 っ す な
た て る さ
だ ユ 基 れ
し ニ 準 る
、 ッ 等 も
当 ト の の

ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活

第 指 生 ッ ト
五 定 活 ト 型
項 介 介 型 指
に 護 護 指 定
規 予 」 定 介
定 防 と 介 護
す 短 い 護 予
る 期 う 予 防
基 入 。 防 短
準 所 ） 短 期
を 生 の 期 入

及 場 分 以 ）
び 、 に 外 ご
そ 汚 あ の と
れ 物 っ 部 に
以 処 て 分 入
外 理 は に 居
の 室 第 あ 者
部 及 五 っ の
分 び 十 て 日
に 介 七 は 常
共 護 条 第 生

短 で つ こ 一
期 き い と 部
入 る て が を
所 。 は で 改
生 、 き 正
活 こ る す
介 の こ る
護 条 と 省

例 と 令（
以 の さ （
下 施 れ 平

該 型 一 に
事 指 部 関
業 定 を す
を 短 改 る
行 期 正 経
う 入 す 過
者 所 る 措
が 療 省 置
同 養 令 ）
章 介 （
に 護 平

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

満 活 事 入 所
た 介 業 所 生
す 護 を 生 活
こ の 行 活 介
と 事 う 介 護
を 業 者 護 事
も と を 事 業
っ が い 業 者
て 同 う 所 （
、 一 。 に 改
前 の ） お 正

通 材 に 四 活
の 料 、 十 が
設 室 そ 九 営
備 に れ 条 ま
と つ 以 に れ
す い 外 定 、
る て の め こ
こ は 部 る れ
と 、 分 と に
が 利 に こ 対
で 用 あ ろ す

行 る 成「
一 の 一 二
部 日 部 十
ユ ユ 三（
ニ 以 ニ 年
ッ 下 ッ 厚
ト ト 生「
型 施 型 労
指 行 指 働
定 日 定 省
短 」 短 令

規 事 成
定 業 十
す 所 七
る で 年
基 な 厚
準 い 生
を も 労
満 の 働
た と 省
し み 令
、 な 第

す
る
。

項 事 の い 省
に 業 指 て 令
規 所 定 行 附
定 に を わ 則
す お 併 れ 第
る い せ る 八
基 て て 指 条
準 一 受 定 第
を 体 け 介 一
満 的 、 護 項

き 者 っ に る
る に て よ 支
。 対 は る 援

す 第 。 が
る 五 行
サ 十 わ
ー 一 れ
ビ 条 る
ス に 部
の 定 分

期 と 期 第
入 い 入 百
所 う 所 六
生 。 生 号
活 ） 活 。
介 以 介 以
護 後 護 下
」 最 事 「
と 初 業 改
い の 所 正

そ さ 百
の れ 三
旨 る 十
を も 九
知 の 号
事 に ）
に お 附
申 い 則
し て 第
出 行 二

五
八
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平
成
二
十
四
年
七

準
等 指 た
を 定 第 し
定 介 十 て
め 護 二 い
る 予 章 る
条 防 も（
例 サ 第 の
を ー 五 と

に か 予 の 共
運 つ 防 規 一 通
営 、 短 定 部 の
さ 一 期 に ユ 設
れ 部 入 よ ニ 備
て ユ 所 り ッ と
い ニ 療 な ト す
る ッ 養 お 型 る

物 め う（
処 る 一 以 。
理 と 部 下 ）
室 こ ユ の「
に ろ ニ ユ 原
つ に ッ ニ 則
い よ ト ッ は
て る 型 ト 、

（
で 一「

一 の 一 改 部
部 規 部 正 ユ
ユ 定 ユ 省 ニ
ニ に ニ 令 ッ
ッ よ ッ 附 ト
ト る ト 則 型
型 こ 型 第 指

月
十
日

こ ビ 十 み
こ ス 九 な
に 等 条 す
公 の 及 こ
布 事 び と
す 業 第 が
る の 六 で
。 人 十 き

員 一 る
、 条 。
設 を
備 除

場 ト 介 従 指 こ
合 型 護 前 定 と
に 指 の 短 が（
あ 定 以 例 期 で
っ 短 下 に 入 き
て 期 よ 所 る「
は 入 一 る 療 。
、 所 部 こ 養
指 療 ユ と 介
定 養 ニ が 護
介 介 ッ で の
護 護 ト き 事

は 。 指 部 ユ
、 た 定 分 ニ
利 だ 短 」 ッ
用 し 期 と ト
者 、 入 い （
に 診 所 う 第
対 察 療 。 六
す 室 養 ） 十
る 、 介 に 四
サ 機 護 あ 条
ー 能 事 っ に
ビ 訓 業 て 規

指 と 指 二 定
定 が 定 条 短
短 で 短 第 期
期 き 期 二 入
入 る 入 項 所
所 。 所 の 療
療 療 規 養
養 養 定 介
介 介 に 護
護 護 よ に
事 事 り 関
業 業 な す

及 く
び 。
運 ）
営 の
並 規
び 定
に は
指 、
定 一
介 部
護 ユ

予 の 型 る 業
防 事 指 こ を
サ 業 定 と 行
ー と 介 と う
ビ 一 護 さ 者
ス 部 予 れ が
等 ユ 防 る 一
条 ニ 短 一 部
例 ッ 期 部 ユ
附 ト 入 ユ ニ
則 型 所 ニ ッ

ス 練 所 は 定
の 室 の 同 す
提 、 設 条 る
供 生 備 に ユ
に 活 は 、 ニ
支 機 、 そ ッ
障 能 ユ れ ト
が 回 ニ 以 を
な 復 ッ 外 い
い 訓 ト の う
と 練 部 部 。

所 所 お る
に 」 従 経
お と 前 過
い い の 措
て う 例 置
行 。 に ）
わ ） よ
れ に る
る つ こ
指 い と
定 て が

予 ニ
防 ッ
サ ト
ー 型
ビ 指
ス 定
等 短
に 期
係 入
る 所
介 療

第 指 療 ッ ト
十 定 養 ト 型
項 介 介 型 指
に 護 護 指 定
規 予 」 定 介
定 防 と 介 護
す 短 い 護 予
る 期 う 予 防
基 入 。 防 短
準 所 ） 短 期
を 療 の 期 入

き 室 分 分 ）
は 、 に に ご
、 浴 あ あ と
そ 室 っ っ に
れ 、 て て 入
ぞ サ は は 居
れ ー 第 第 者
一 ビ 六 五 の
の ス 十 十 日
設 ・ 五 九 常
備 ス 条 条 生

短 は で
期 、 き
入 施 る
所 行 こ
療 日 と
養 以 と
介 後 さ
護 最 れ

初 る（
以 の 一
下 指 部

山
口
県
知
事

二

護 養
予 介
防 護
の の
た 事
め 業
の に
効 つ
果 い
的 て
な 準

満 養 事 入 所
た 介 業 所 療
す 護 を 療 養
こ の 行 養 介
と 事 う 介 護
を 業 者 護 事
も と を 事 業
っ が い 業 者
て 同 う 所 （
、 一 。 に 改
前 の ） お 正

を テ に に 活
も ー 、 定 が
っ シ そ め 営
て ョ れ る ま
、 ン 以 と れ
ユ 、 外 こ 、
ニ 調 の ろ こ
ッ 理 部 に れ
ト 室 分 よ に
部 、 に る 対
分 洗 あ 。 す

定 ユ「
一 の ニ
部 更 ッ
ユ 新 ト
ニ ま 型
ッ で 指
ト の 定
型 間 短
指 は 期
定 、 入
短 次 所

井

関
五
九

成

支 用
援 す
の る
方 。
法
に
関
す
る
基

項 事 の い 省
に 業 指 て 令
規 所 定 行 附
定 に を わ 則
す お 併 れ 第
る い せ る 八
基 て て 指 条
準 一 受 定 第
を 体 け 介 二
満 的 、 護 項

及 濯 っ る
び 室 て 支
そ 又 は 援
れ は 第 が
以 洗 六 行
外 濯 十 わ
の 場 一 れ
部 及 条 る
分 び に 部
に 汚 定 分

期 項 療
入 か 養
所 ら 介
療 附 護
養 則 事
介 第 業
護 十 所
」 四 （
と 項 以
い ま 下
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附 第 第 第 第 第
則 十 十 十 十 十

八 七 六 五 四
章 章 章 章 章

雑 基 指 指 外
則 準 定 定 部

該 特 介 サ（

第 第 第 第 第 第
十 十 十 十 九 八
三 二 一 章 章 章
章 章 章

ユ 指 指
指 ユ 指 ニ 定 定
定 ニ 定 ッ 介 介
介 ッ 介 ト 護 護

第 第 第 第 第
七 六 五 四 三
章 章 章 章 章

指 指 指 指 指
定 定 定 定 定
介 介 介 介 介
護 護 護 護 護

目 山
第 第 次 口
二 一 県
章 章 る指 条

基定 例
指 総 準介 第
定 則 等護 三
介 を予 十（
護 第 定防 六

第 当 定 護 ー
八 介 介 予 ビ
十 護 護 防 ス
六 予 予 福 利
条 防 防 祉 用
） サ 福 用 型

ー 祉 具 指
ビ 用 貸 定
ス 具 与 介

販 護（ （
第 売 第 予
八 七 防

護 ト 護 型 予 予
予 型 予 指 防 防
防 指 防 定 短 通
特 定 短 介 期 所
定 介 期 護 入 リ
施 護 入 予 所 ハ
設 予 所 防 生 ビ
入 防 療 短 活 リ
居 短 養 期 介 テ
者 期 介 入 護 ー
生 入 護 所 シ（
活 所 生 第 ョ

予 予 予 予 予
防 防 防 防 防
通 居 訪 訪 訪
所 宅 問 問 問
介 療 リ 看 入
護 養 ハ 護 浴

管 ビ 介（ （
第 理 リ 第 護
三 指 テ 十 （
十 導 ー 九 第
三 シ 条 十（
条 第 ョ 五

予 一 めサ 号
防 条 るー
訪 条ビ
問 第 例ス
介 三 等
護 条 の

） 事（
第 業
四 の
条 人

員
第 、（

十 第 十 特
一 七 二 定
条 十 条 施

七 設
第 条 第 入
八 七 居
十 第 十 者
五 八 六 生
条 十 条 活
） 条 ） 介

） 護

（
介 療 第 活 四 ン
護 養 五 介 十 （

介 十 護 三 第（
第 護 三 条 三（
六 条 第 十（
十 第 五 第 九
一 五 第 十 四 条
条 十 五 条 十

八 十 九 第
第 条 七 第 条 四
六 条 五 ） 十

二 ン 第 条
第 十 二（
三 九 第 十 第
十 条 二 四 十
八 十 条 八
条 第 五 ） 条
） 三 条 ）

十
二 第
条 二
） 十

十 設
四 備
条 及
） び

運
営
並
び
に
指
定

（
第
六
十
七
条

第
七
十
一

十 第 ） 十 二
六 六 二 条
条 十 条 ）
） 条 ）

）

八
条
）

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係

条
）

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

六
〇
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第 （
五 訪
条 問

介
指 護
定 員
介 等
護 ）
予

第 （
維 浴 宅 四 指
持 、 条 定に
又 排 介お
は せ 指 護い
向 つ 定 予て
上 、 介 防、
を 食 護 訪要
目 事 予 問支

２ 第
提 う い 三
供 。 指 。 条

第 す 以 定
二 る 下 介 指
章 者 同 護 定

と じ 予 介
指 の 。 防 護
定 連 ） サ 予

第（ （
一 項 二 指 法
般 の 条 定 に
原 規 介 関
則 定 指 護 す
） に 定 予 る

よ 介 防 基
り 護 サ 準
指 予 ー 等

第 （
定 一 趣（
に 法 条 旨
基 第 ） 第
づ 百 こ 一
き 十 の 章
、 五 条
指 条 例 総
定 の は 則

防
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者

指 の 防 介援
す 介 サ 護状
も 護 ー の態
の そ ビ 原の
で の ス 則維
な 他 に ）持
け の 該若
れ 生 当し
ば 活 すく
な 全 るは
ら 般 介改
な に 護

介 携 、 ー 防
護 に 他 ビ サ
予 努 の ス ー
防 め 介 事 ビ
訪 な 護 業 ス
問 け 予 者 事
介 れ 防 は 業
護 ば サ 、 者

な ー 地 は
ら ビ 域 、
な ス と 利
い 事 の

定 防 ビ を
の サ ス 定
更 ー 事 め
新 ビ 業 る
に ス 者 も
つ 事 の の
い 業 指 と
て 者 定 す
準 の ） る
用 指 。
す 定
る に

介 十 、
護 一 介
予 に 護
防 お 保
サ い 険
ー て 法
ビ 準 （
ス 用 平
等 す 成
の る 九
事 法 年
業 第 法

（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
訪

善
い わ 予を
。 た 防図

る 訪り
支 問、
援 介又を 護は行 要 （
う 以介こ 下護と 状 「
に 指

用
。 業 結 者

者 び の
付 意（

介 き 思
護 を 及
予 重 び防 視 人サ し 格ー 、 をビ 市 尊ス 町

場 係
合 る
を 法
含 第
む 百
。 十
） 五
の 条
条 の
例 二
で 第

の 七 律
人 十 第
員 条 百
、 の 二
設 二 十
備 第 三
及 四 号
び 項 。
運 に 以
営 お 下
並 い

問
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。

態よ 定とり 介な、 護る利 予こ用 防と者 訪をの 問予心 介
防身 護
し機 」
、能 と

重事 村 し業 （ 、を 法 常行 第 にう 三 利者 条 用を 第 者い 一
のう 項
立。 の
場） 規

定 二
め 項
る 第
者 一
は 号
、 （
法 法
人 第
で 百
あ 十
る 五

「
び て 法
に 準 」
指 用 と
定 す い
介 る う
護 場 。
予 合 ）
防 を 第
サ 含 五
ー む 十
ビ 。 四

）
は
、
当
該
事
業
を
行
う
事

自の い
立維 う
し持 。
た回 ）
日復 の
常を 事
生図 業
活り は
を、 、
営も 利
むっ 用

にそ 定
立の に
っ他 よ
たの り
サ保 介
ー健 護
ビ医 保
ス療 険
のサ を
提ー 行
供ビ う

者 条
と の
す 十
る 一
。 に

お
い
て
準
用
す

ス ） 条
等 並 第
に び 一
係 に 項
る 第 第
介 百 二
護 十 号
予 五 、
防 条 第
の の 百
た 四 十

業
所
（
以
下

六 「
一 指

定
介
護

こて 者
と利 が
が用 可
で者 能
きの な
る生 限
よ活 り
う機 そ
、能 の

の 入 居

にス 市
努又 町
めは 村
な福 及
け祉 び
れサ 特
ばー 別
なビ 区
らス を

を い な

る
法
第
七
十
条
の
二
第
四

め 第 五
の 一 条
効 項 の
果 及 二
的 び 第
な 第 二
支 二 項
援 項 第
の の 一
方 規 号
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規
程
の
概
要
、
訪
問

第 ２ 第（
八 重 で 供 七
条 要 」 第 に 条

事 と 必五
指 項 あ 要 指条
定 の る な 定第
介 説 の 設 介四
護 明 は 備 護項
予 等 及 予の「

第（ （
設 に た 六 管
備 あ だ 条 理
） る し 者

他 、 指 ）
の 指 定
事 定 介
業 介 護
所 護 予

４
を 号 て う し
満 。 者 指 、い
た 以 を 定 利る
し 下 い 介 用場
て う 護 者合「
い 指 。 予 にに
る 定 ） 防 対あ
も 居 の 訪 すっ

３ ２
任 法 予

サ 者 指 施 防
ー と 定 行 訪
ビ し 介 令 問
ス な 護 介（
提 け 予 平 護
供 れ 防 成 事
責 ば 訪 十 業

介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の

防 ） 第 び 防規
訪 七 備 訪定
問 条 品 問は
介 第 等 介、
護 一 を 護指
事 項 備 事定
業 」 え 業介
者 と な 所護
は 、 け に予
、 れ は防「
指 前 ば 、訪
定 三 な 事

、 予 防
施 防 訪
設 訪 問
等 問 介
の 介 護
職 護 事
務 事 業
に 業 者
従 所 は
事 の 、
さ 管 指
せ 理 定

の 宅 指 問 るて
と サ 定 介 指は
み ー を 護 定、
な ビ 併 事 介指
す ス せ 業 護定
こ 等 て 者 予居
と 条 受 が 防宅
が 例 け 指 訪サ
で 」 、 定 問ー
き と か 訪 介ビ
る い つ 問 護ス
。 う 、 介 の

任 な 問 年 所
者 ら 介 政 」
は な 護 令 と
、 い 事 第 い
介 。 業 四 う
護 者 百 。
福 は 十 ）
祉 、 二 ご
士 指 号 と
そ 定 ） に
の 介 第 、
他 護 三 規

他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ

問
介 項 ら 業介
護 」 な の護
予 と い 運事
防 あ 。 営業
訪 る を所問 の 行の介 は う設護 た備「
の 前 めに提 項 につ供 」 必

る 上 介
こ 支 護
と 障 予
が が 防
で な 訪
き い 問
る 場 介
。 合 護

は 事
、 業
当 所

等
。 指 護 提の
） 定 事 供事
第 介 業 に業
五 護 者 支の
条 予 障人 （
第 防 指 が員一 訪 定 な、項 問 居 い設か 介 宅 場備ら 護 サ 合及第 の ー は

規 予 条 則
則 防 第 で
で 訪 一 定
定 問 項 め
め 介 に る
る 護 規 員
者 事 定 数
で 業 す の
あ 所 る 訪
っ ご 者 問
て と を 介

ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め

いの と 要て開 読 な準始 み 広用に 替 さす際 え をるし る 有。て も すこは の る
の、 と 専
場あ す 用
合ら る の

該 ご
指 と
定 に
介 専
護 ら
予 そ
防 の
訪 職
問 務
介 に
護 従

び三 事 ビ 、運項 業 ス 規営ま と に 則にで 指 該 で関に 定 当 定す規 訪 す める定 問 る る基す 介 訪 事準る 護 問 業
等基 の 介 所
を準 事 護 の

、 に い 護
専 、 う 員
ら 常 。 等
指 勤 以 （
定 の 下 指
介 訪 同 定
護 問 じ 介
予 介 。 護
防 護 ） 予
訪 員 を 防
問 等 置 訪

ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
載
し

にか 。 区
おじ 画
いめ を
て、 設
、利 け
同用 る
項申 ほ
中込 か

者 、「
第又 指
五は 定

事 事
業 す
所 る
の 常
他 勤
の の
職 管
務 理
に 者
従 を
事 置

定を 業 職（
め満 と 以 務
るた が 下 に
条す 同 従「
例こ 一 指 事

と の 定 す（
平を 事 訪 る
成も 業 問 こ
二っ 所 介 と
十て に 護 が
四、 お 」 で

介 の か 問
護 う な 介
に ち け 護
従 規 れ の
事 則 ば 提
す で な 供
る 定 ら に
も め な 当
の る い た
で 員 。 る
な 数 介

た
書
面
の
交
付
等
を
し
て

条そ 介
第の 護
一家 予
項族 防
かに 訪
ら対 問
第し 介
三、 護
項運 の

営 ま 提

さ か
せ な
、 け
又 れ
は ば
同 な
一 ら
敷 な
地 い
内 。

年前 い と き
山三 て い る
口項 一 う 。
県に 体 。
条規 的 ）
例定 に の
第す 運 事
三る 営 業
十基 さ を

準 五 れ 行

け の 護
れ 者 福
ば を 祉
な サ 士
ら ー 又
な ビ は
い ス 介
。 提 護
た 供 保
だ 責 険

六
二
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２
ら

指 な
定 い
介 。
護
予
防
訪

第 第（
家 十 事 け 十
族 四 故 れ 三
、 条 発 ば 条
当 生 な
該 指 時 ら 訪
利 定 の な 問
用 介 対 い 介
者 護 応 。 護

２ 第（ （
緊 い 苦 う十
急 指 。 情 必二
時 定 の 要条
の 介 処 な
対 護 理 措指
応 予 ） 置定
） 防 を介

訪 講護

２ 第 ２（
な 十 秘

指 い 一 密 指
定 。 条 を 定
介 守 介
護 指 る 護
予 定 義 予
防 介 務 防
訪 護 ） 訪

第 第（ （
十 清 九 提 説
条 潔 条 供 明

の 拒 を
指 保 指 否 行
定 持 定 の い
介 等 介 禁 、
護 ） 護 止 当
予 予 ） 該

問
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
事

に 予 ） 員
係 防 等
る 訪 は
介 問 、
護 介 利
予 護 用
防 事 者
支 業 に
援 者 病
事 は 状
業 、 の
者 利 急

問 じ予
介 な防
護 け訪
事 れ問
業 ば介
者 な護
は ら事
、 な業
前 い者
項 。は
の 、
苦

問 予 問
介 防 介
護 訪 護
事 問 事
業 介 業
者 護 者
は 事 は
、 業 、
従 所 指
業 の 定
者 従 介
又 業 護

防 防 指
訪 訪 定
問 問 介
介 介 護
護 護 予
事 事 防
業 業 訪
者 者 問
は は 介
、 、 護
訪 正 の
問 当 提

故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し

用 変（
介 者 が
護 に 生
予 対 じ
防 す た
支 る 場
援 指 合
事 定 そ
業 介 の
を 護 他
行 予 必

利
情 用
を 者
受 又
け は
付 そ
け のた 家場 族合 かは ら、

は 者 予
従 又 防
業 は 訪
者 従 問
で 業 介
あ 者 護
っ で 事
た あ 業
者 っ 所
が た の
、 者 設

介 な 供
護 理 の
員 由 開
等 が 始
の な に
清 く つ
潔 、 い
の 指 て
保 定 利
持 介 用
及 護 申

て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、

う 防 要
者 訪 な
を 問 場
い 介 合
う 護 は
。 の 、
） 提 速
等 供 や
に に か
連 よ に
絡 り 主

の当 苦該 情苦 の情 適の 切内 か容 つ等 迅を
速記
な録

正 は 備
当 、 及
な 正 び
理 当 備
由 な 品
が 理 等
な 由 に
く が つ
、 な い
そ く て
の 、 、

び 予 込
健 防 者
康 訪 の
状 問 同
態 介 意
に 護 を
関 の 得
す 提 な
る 供 け
必 を れ
要 拒 ば

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を 事 治
行 故 の
う が 医
と 発 師
と 生 へ
も し の
に た 連
、 場 絡
必 合 を
要 は 行
な 、 う

処し
理な
のけ
たれ
めば
にな
必ら
要な
ない
措。
置

業 そ 衛
務 の 生
上 業 的
知 務 な
り 上 管
得 知 理
た り に
人 得 努
の た め
秘 人 な
密 の け

な ん な
管 で ら
理 は な
を な い
行 ら 。
わ な
な い
け 。
れ
ば
な

。

六
三

措 市 等
置 町 必
を 村 要
講 、 な
じ 当 措
な 該 置
け 利 を
れ 用 講
ば 者 じ
な の な

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

を 秘 れ
漏 密 ば
ら を な
す 漏 ら
こ ら な
と し い
が て 。
な は
い な
よ ら

ら
な
い
。
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防
訪
問
入
浴
介
護
に

第 ２（
第 十 準 は 浴
十 八 用 前 介「
条 条 ） 第 条 護
第 十 第 の
一 第 七 三 提
項 六 条 項 供
中 条 第 の に

及 一 規 必「

第 （
十 設 規 に う
七 備 定 お 。
条 ） す い ）

る て の
指 基 一 事
定 準 体 業
介 を 的 を
護 満 に 行

３ ２ 第 （
護 十 従「

指 前 従 指 六 業
定 項 業 定 条 者
介 に 者 介 ）
護 規 」 護 指
予 定 と 予 定
防 す い 防 介
訪 る う 訪 護

第 （
持 限 十 指
、 り 五 定
心 そ 条 介 第
身 の 護 三
機 居 指 予 章
能 宅 定 防
の に 介 訪 指
維 お 護 問 定

用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備

訪 び 項 定 要
問 第 」 は な
介 八 と 、 浴
護 条 、 指 槽
員 か 定 等「
等 ら 第 介 の
」 第 一 護 設
と 十 項 予 備
あ 四 」 防 及
る 条 と 訪 び
の ま あ 問 備
は で る 入 品

予 た 運 う
防 し 営 者
訪 て さ を
問 い れ い
入 る て う
浴 も い 。
介 の る ）
護 と 場 の
事 み 合 指
業 な に 定
所 す あ を
に こ っ 併

問 従 。 問 予
入 業 ） 入 防
浴 者 を 浴 訪
介 に 置 介 問
護 関 か 護 入
事 し な 事 浴
業 必 け 業 介
者 要 れ 所 護
が な ば 」 の
指 基 な と 事
定 準 ら い 業
訪 は な う を

持 い 予 入 介
回 て 防 浴 護
復 、 サ 介 予
を 自 ー 護 防
図 立 ビ の 訪
り し ス 原 問
、 た に 則 入
も 日 該 ） 浴
っ 常 当 介
て 生 す 護
利 活 る
用 を 介及

び
備
品
等
」
と
、
第
十
三

の の 浴 等「
介 規 は 介 を
護 定 護 備「
予 は 前 事 え
防 、 項 業 な
訪 指 」 所 け
問 定 と の れ
入 介 読 設 ば
浴 護 み 備 な
介 予 替 に ら
護 防 え つ な

は と て せ
、 が は て
事 で 、 受
業 き 指 け
の る 定 、
運 。 居 か
営 宅 つ
を サ 、
行 ー 指
う ビ 定
た ス 介

問 、 い 。 行
入 規 。 ） う
浴 則 ご 者
介 で と （
護 定 に 以
事 め 、 下
業 る 規 「
者 。 則 指

で 定（
指 定 介
定 め 護

者 営 護
の む 予
生 こ 防
活 と 訪
機 が 問
能 で 入
の き 浴
維 る 介
持 よ 護
又 う （
は 、 以条

中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と

従 訪 る い い
業 問 も て 。
者 入 の 準
」 浴 と 用
と 介 す す
、 護 る る
同 の 。 。
条 事 こ
第 業 の
二 に 場
項 つ 合

め 等 護
に 条 予
必 例 防
要 第 訪
な 十 問
広 六 入
さ 条 浴
を 第 介
有 一 護
す 項 の
る に 事

居 る 予
宅 員 防
サ 数 訪
ー の 問
ビ 看 入
ス 護 浴
に 師 介
該 又 護
当 は 事
す 准 業
る 看 者

向 居 下
上 宅 「
を に 指
目 お 定
指 け 介
す る 護
も 入 予
の 浴 防
で の 訪
な 支 問
け 援 入

あ
る
の
は
「
介
護
予
防
訪
問

中 い に
て お「

設 準 い
備 用 て
及 す 、
び る 同
備 。 項
品 こ 中
等 の 「
」 場 第
と 合 十

専 規 業
用 定 と
の す 指
区 る 定
画 基 訪
を 準 問
設 を 入
け 満 浴
る た 介
ほ す 護
か こ の

訪 護 」
問 師 と
入 及 い
浴 び う
介 介 。
護 護 ）

職 は（
以 員 、
下 当（

以 該「
指 下 事

れ を 浴
ば 行 介
な う 護
ら こ 」
な と と
い に い
。 よ う

っ 。
て ）
、 の
利 事

入
浴
介
護
従
業
者
」
と
、

あ に 六
る お 条
の い 第
は て 一

、 項「
指 第 」
定 八 と
介 条 あ
護 及 る
予 び の

、 と 事
指 を 業
定 も と
介 っ が
護 て 同
予 、 一
防 第 の
訪 一 事
問 項 業
入 に 所

定 業「
訪 介 を
問 護 行
入 予 う
浴 防 事
介 訪 業
護 問 所
」 入 （
と 浴 以
い 介 下

用 業
者 は
の 、
身 利
体 用
の 者
清 が
潔 可
の 能
保 な

六
四
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第 予
七 防
十 訪
八 問
条 看
の 護
四 の
第 事

４
訪 る て う
問 指 も い 者
介 定 の る を
護 介 と 場 い
看 護 み 合 う
護 予 な に 。

防 す あ ）（
以 訪 こ っ の

３ ２
二 一

指 前 看 は
定 項 護 病 准 病
介 各 の 院 看 院
護 号 提 又 護 又
予 に 供 は 師 は
防 定 に 診 診（
訪 め 当 療 以 療

第 （
護 二 看 利（

以 予 十 護 用
下 防 条 師 者

訪 等 の「
看 問 指 ） 生
護 看 定 活
師 護 介 機
等 事 護 能

第 （
居 十 指 「
宅 九 定 主
に 条 介 第 治
お 護 四 の
い 指 予 章 医
て 定 防 師
、 介 訪 指 」
自 護 問 定 と

一 業
項 と
の 指
規 定
定 定
に 期
よ 巡
り 回
市 ・
町 随
が 時
定 対

下 問 と て 指
看 が は 定「

指 護 で 、 を
定 事 き 指 併
定 業 る 定 せ
期 者 。 居 て
巡 が 宅 受
回 指 サ け
・ 定 ー 、
随 定 ビ か
時 期 ス つ
対 巡 等 、

問 る た 所 下 所
看 従 る で こ 以
護 業 看 あ の 外
事 者 護 る 章 の
業 の 職 指 に 指
者 員 員 定 お 定
が 数 介 い 介
指 及 護 て 護
定 び 予 予「
訪 従 防 看 防
問 業 訪 護 訪
看 者 問 職 問

」 業 予 の
と 所 防 維
い 」 訪 持
う と 問 又
。 い 看 は
） う 護 向
を 。 の 上
置 ） 事 を
か ご 業 目
な と を 指
け に 行 す
れ 、 う も

立 予 看 介 あ
し 防 護 護 る
た サ の 予 の
日 ー 原 防 は
常 ビ 則 訪 「
生 ス ） 問 主
活 に 看 治
を 該 護 の
営 当 医
む す 師
こ る 又
と 介 は

め 応
る 型
条 訪
例 問

介（
以 護
下 看

護「
市 の
町 事
条 業

応 回 条 指
型 ・ 例 定
訪 随 第 介
問 時 二 護
介 対 十 予
護 応 条 防
看 型 第 訪
護 訪 一 問
」 問 項 看
と 介 に 護
い 護 規 の

護 に 看 員 看
事 関 護 」 護
業 し 事 と 事
者 必 業 い 業

要 所 う 所（
指 な 。（ （
定 基 以 ） 以
居 準 下 及 下
宅 は び「 「
サ 、 指 理 指
ー 規 定 学 定

ば 次 者 の
な の で（
ら 各 以 な
な 号 下 け
い に れ「
。 掲 指 ば

げ 定 な
る 介 ら
指 護 な
定 予 い
介 防 。

が 護 あ
で 予 ら
き 防 か
る 訪 じ
よ 問 め
う 看 指
、 護 定
そ 介（
の 以 護
療 下 予
養 防

例 と
」 が
と 同
い 一
う の
。 事
） 業
に 所
規 に
定 お
す い

う 看 定 事
。 護 す 業
） 事 る と
の 業 基 指
事 者 準 定
業 を 訪（
を 指 満 問
行 定 た 看
う 地 す 護
者 域 こ の
を 密 と 事

ビ 則 介 療 介
ス で 護 法 護
に 定 予 士 予
該 め 防 、 防
当 る 訪 作 訪
す 。 問 業 問
る 看 療 看
訪 護 法 護
問 を 士 ス
看 担 又 テ
護 当 は ー

護 訪
予 問
防 看
訪 護
問 事
看 業
護 者
事 」
業 と
所 い
の う

「
生 指 訪
活 定 問
を 介 入
支 護 浴
援 予 介
す 防 護
る 訪 事
と 問 業
と 看 者
も 護 が
に 」 定

る て
基 一
準 体

的（
指 に
定 運
定 営
期 さ
巡 れ
回 て
・ い

い 着 を 業
う 型 も と
。 サ っ が
） ー て 同
の ビ 、 一
指 ス 第 の
定 に 一 事
を 該 項 業
併 当 に 所
せ す 規 に
て る 定 お

す 言 シ（
以 る 語 ョ
下 医 聴 ン

療 覚 」「
指 機 士 と
定 関 い
訪 」 う
問 と 。
看 い ）
護 う
」 。 保

区 。
分 ）
に は
応 、
じ 当
、 該
そ 事
れ 業
ぞ を
れ 行
当 う

、 と め
利 い た
用 う 協
者 。 力
の ） 医
心 の 療
身 事 機
機 業 関
能 は 」
の 、 と
維 利 読

随 る
時 場
対 合
応 に
型 あ

六 訪 っ
五 問 て

介 は
護 、
看 法

受 定 す い
け 期 る て
、 巡 基 一
か 回 準 体
つ ・ を 的
、 随 満 に
指 時 た 運
定 対 し 営
介 応 て さ
護 型 い れ

と ） 健
い 師
う 指 又
。 定 は
） 介 看
の 護 護
事 予 師
業 防 若
を 訪 し
行 問 く

該 事
各 業
号 所
に （
定 以
め 下
る 「
従 指
業 定
者 介

持 用 み
回 者 替
復 が え
を 可 る
図 能 も
り な の
、 限 と
も り す
っ そ る
て の 。
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３

第
二
十
条
第
三
項

２ 第 （
区 所 訪 二 設
画 指 、 問 十 備
を 定 施 看 二 ）
確 介 設 護 条
保 護 等 の
す 予 が 提 指
る 防 あ 供 定
ほ 訪 る に 介

３ ２
な り 事
い 指 で 指 さ
。 定 な 定 せ

介 い 介 、
護 。 護 又
予 予 は
防 防 同
訪 訪 一

第 （
な 二 管 も 職 事
ら 十 理 っ 業員
な 一 者 て 所に
い 条 ） 、 に係
。 同 おる
た 指 項 い部
だ 定 に て分
し 介 規 一に

５
ス る と 護
」 指 。 み の
と 定 な 事
い 介 さ 業
う 護 れ を
。 予 て 行
） 防 い う
の 訪 る 事

の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
訪

か 問 場 必 護
、 看 合 要 予
指 護 は な 防
定 を 、 設 訪
介 担 事 備 問
護 当 務 及 看
予 す 室 び 護
防 る に 備 ス
訪 医 代 品 テ
問 療 え 等 ー
看 機 て を シ
護 関 事 備 ョ

問 問 敷
看 看 地
護 護 内
ス ス に
テ テ あ
ー ー る
シ シ 他
ョ ョ の
ン ン 事
の の 業
管 管 所
理 理 、

、 護 定 体限
指 予 す 的る
定 防 る に。
介 訪 基 運）
護 問 準 営を
予 看 さ満（
防 護 看 れた
訪 事 護 てす
問 業 職 いこ
看 者 員 ると
護 は に 場（
ス 、 係 合

事 問 場 業
業 看 合 所
を 護 を に
行 事 除 置
う 業 く く
者 者 。 べ
を が ） き
い 指 を 看
う 定 も 護
。 複 っ 職
） 合 て 員
の 型 、 に

問
看
護
事
業
所
の
設
備
に
つ

の は 業 え ン
提 、 の な に
供 事 運 け は
に 業 営 れ 、
必 の を ば 事
要 運 行 な 業
な 営 う ら の
設 を た な 運
備 行 め い 営
及 う に 。 を
び た 必 た 行

者 者 施
は は 設
、 、 等
適 保 の
切 健 職
な 師 務
指 又 に
定 は 従
介 看 事
護 護 さ
予 師 せ

前
テ 指 る に項
ー 定 部 あの
シ 介 分 っ規
ョ 護 に て定
ン 予 限 はに
の 防 る 、よ管 訪 。 市り理 問 ） 町第上 看 を 条一支 護 満 例項障 ス た に

指 サ 第 係
定 ー 一 る
を ビ 項 部
併 ス に 分
せ 事 規 に
て 業 定 限
受 者 す る
け る 。（
、 指 基 ）
か 定 準 を
つ 地 満

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

備 め 要 だ う
品 に な し た
等 必 広 、 め
を 要 さ 当 に
備 な を 該 必
え 広 有 指 要
な さ す 定 な
け を る 介 広
れ 有 専 護 さ
ば す 用 予 を
な る の 防 有

防 で る
訪 な こ
問 け と
看 れ が
護 ば で
を な き
行 ら る
う な 。
た い
め 。
に た

にが テ し 規規な ー て 定定い シ い すす場 ョ る るる合 ン も 基基は ご の 準準、 と と （を当 に み 指
満該 専 な 定
た指 ら す 複
し定 そ こ 合

（
、 域 看 た
指 密 護 す
定 着 職 こ
介 型 員 と
護 サ に （
予 ー 係 次
防 ビ る 項
訪 ス 部 の
問 に 分 規
看 該 に 定
護 当 限 に

に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
二

ら 専 区 訪 す
な ら 画 問 る
い 指 を 看 専
。 定 設 護 用

介 け ス の
護 る テ 事
予 こ ー 務
防 と シ 室
訪 を ョ を
問 も ン 設
看 っ の け

必 だ
要 し
な 、
知 や
識 む
及 を
び 得
技 な
能 い
を 理
有 由

て介 の と 型
い護 職 が サ
る予 務 で ー
も防 に き ビ
の訪 従 る ス
と問 事 。 の
み看 す 事
な護 る 業
さス 常 を
れテ 勤 行
てー の う

の す る よ
事 る 。 り
業 複 ） 第
と 合 を 一
指 型 満 項
定 サ た に
複 ー し 規
合 ビ て 定
型 ス い す
サ る る（
ー 以 も 基

十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

護 て 同 る
の 足 一 ほ
事 り 敷 か
業 る 地 、
の も 内 指
用 の に 定
に と 他 介
供 す の 護
す る 事 予
る 。 業 防

す が
る あ
者 る
で 場
な 合
け は
れ 、
ば こ
な の
ら 限

いシ 管 事
るョ 理 業
場ン 者 所
合の を に
を他 置 置
除の か く
く職 な べ
。務 け き
）に れ 看

従 ば を 護

ビ 下 の 準
ス と を「
の 指 み 満
事 定 な た
業 複 す し
と 合 こ て
が 型 と い
同 サ が る
一 ー で も
の ビ き の

六
六
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第 （
二 設
十 備
七 ）
条

指
定
介

２
条 シ 当（
例 ョ 以 指 た
第 ン 定 る下
二 の 介 規「
十 事 護 則指
六 業 予 で定
条 と 防 定訪
第 指 訪 め問

第 （
事 二 従 の の 事
業 十 業 で 他 業
を 六 者 な 必 は
行 条 ） け 要 、
う れ な 利
事 指 ば リ 用
業 定 な ハ 者
所 介 ら ビ が

第 第（
二 指 第 二
十 定 十 十
五 介 第 条 四
条 護 五 第 条

予 章 一
指 防 項 第
定 訪 指 中 八
介 問 定 条「

第（ （
準 を 二 緊 は
用 行 十 急 「
） い 三 時 第

指 条 の 二
示 対 十
を 看 応 二
受 護 ） 条
け 師 第

護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

一 定 問 るリ
項 訪 リ 員ハ
に 問 ハ 数ビ
規 リ ビ のリ
定 ハ リ 理テ
す ビ テ 学ー
る リ ー 療シ
基 テ シ 法ョ
準 ー ョ 士ン
を シ ン 、」
満 ョ 事 作と
た ン 業 業

護 な リ 可（
以 予 い テ 能
下 防 。 ー な

訪 シ 限「
指 問 ョ り
定 リ ン そ
介 ハ を の
護 ビ 行 居
予 リ う 宅
防 テ こ に
訪 ー と お
問 シ に い

護 リ 介 訪 か
予 ハ 護 問 ら
防 ビ 予 介 第
サ リ 防 護 十
ー テ 訪 員 二
ビ ー 問 等 条
ス シ リ 」 ま
に ョ ハ と で
該 ン ビ あ 及
当 の リ る び
す 原 テ の 第
る 則 ー は 十

る 等 一
等 は 項
必 、 又
要 利 は
な 用 第
措 者 二
置 に 項
を 病 」
講 状 と
じ の 、
な 急 「
け 変 第

ョ
ン
事
業
所
は
、
病
院
、
診

い
す の 者 療う
こ 事 が 法。
と 業 指 士）
を と 定 又の
も が 訪 は事
っ 同 問 言業
て 一 リ 語を、 の ハ 聴行前 事 ビ 覚う項 業 リ 士者に 所 テ

リ ョ よ て
ハ ン り 、
ビ の 、 自
リ 事 利 立
テ 業 用 し
ー を 者 た
シ 行 の 日
ョ う 心 常
ン 者 身 生
事 機 活（
業 以 能 を

介 ） シ 、 四
護 ョ 条「
予 ン 看 の
防 護 規
訪 師 定
問 等 は
リ 」 、
ハ と 指
ビ 読 定
リ み 介
テ 替 護

れ 等 一
ば が 項
な 生 」
ら じ と
な た あ
い 場 る
。 合 の

は は
、 「
必 そ
要 れ

療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施

を （
規 に ー 以い定 お シ 下うす い ョ 「。る て ン 理）基 一 事 学の準 体 業 療指を 的 者 法定満 に 士（をた 運 指 等併し 営 定 」

せて さ 居 と

所 下 の 営
」 維 む「
と 指 持 こ
い 定 回 と
う 介 復 が
。 護 を で
） 予 図 き
ご 防 り る
と 訪 、 よ
に 問 も う
、 リ っ 、

ー え 予
シ る 防
ョ も 訪
ン の 問

と 看（
以 す 護
下 る の

。 事「
指 業
定 に
介 つ

に ぞ
応 れ
じ 第
て 一
臨 項
時 又
応 は
急 前
の 項
手 」
当 と

設
で
あ
っ
て
、
事
業
の
運
営

てい れ 宅 い
受る て サ う
けも い ー 。
、の る ビ ）
かと 場 ス を
つみ 合 に 置
、な に 該 か
指す あ 当 な
定こ っ す け
介と て る れ
護が は 訪 ば

指 ハ て 利
定 ビ 利 用
介 リ 用 者
護 テ 者 の
予 ー の 居
防 シ 生 宅
訪 ョ 活 に
問 ン 機 お
リ 事 能 い
ハ 業 の て
ビ 者 維 、

護 い
予 て
防 準
訪 用
問 す
リ る
ハ 。
ビ こ
リ の
テ 場
ー 合

を 読
行 み
う 替
と え
と る
も も
に の
、 と
速 す
や る
か 。

を
行
う
た
め

六 に
七 必

要
な
広

予で 、 問 な
防き 指 リ ら
訪る 定 ハ な
問。 居 ビ い
リ宅 リ 。
ハサ テ
ビー ー
リビ シ

ス テ ョ
等 ー ン

リ 」 持 理
テ と 又 学
ー い は 療
シ う 向 法
ョ 。 上 、
ン ） を 作
の は 目 業
提 、 指 療
供 当 す 法
に 該 も そ

シ に
ョ お
ン い
」 て
と 、
い 第
う 八
。 条
） 及
の び

に
主
治
の
医
師
へ
の
連
絡
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三

指
定
訪
問
看
護

第 （
二 一 じ 所 三 従

、 十 業（
薬 病 そ 条 者以
局 院 れ ）下
で 又 ぞ 指「
あ は れ 定指
る 診 当 介定
指 療 該 護介

で ま じ 同 予
な え 。 防じ
け て ） 居。
れ 療 又 宅）
ば 養 は 療、
な 上 管 養歯
ら の 理 管科
な 管 栄 理衛

第 第（
者 二 指 て 二
が 十 定 、 十
可 九 介 第 第 八
能 条 護 六 八 条
な 予 章 条
限 指 防 及 第
り 定 居 指 び 八
そ 介 宅 定 第 条

２（
準 項 な さ
用 」 前 ら を
） と 条 な 有

あ 第 い す
る 二 。 る
の 項 専
は の 用
、 規 の

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
（
指
定
訪
問

定 所 各 予護
介 で 号 防予
護 あ に 居防
予 る 定 宅居
防 指 め 療宅
居 定 る 養療
宅 介 従 管養
療 護 業 理管
養 予 者 指理
管 防 導指（
理 居 以 の導
指 宅 下 事

い 理 養 指生
。 及 士 導士

び が に（
指 、 相歯
導 通 当科
を 院 す衛
行 が る生
う 困 も士こ 難 のがと な を行に 利 行うよ 用 う

の 護 療 介 十 か
居 予 養 護 条 ら
宅 防 管 予 第 第
に サ 理 防 一 十
お ー 指 居 項 二
い ビ 導 宅 中 条
て ス の 療 ま「
、 に 原 養 訪 で
自 該 則 管 問 及
立 当 ） 理 介 び
し す 指 護 第
た る 導 員 十

定 区「
第 は 画
二 、 を
十 指 設
七 定 け
条 介 て
第 護 い
一 予 る
項 防 ほ
」 訪 か
と 問 、
読 リ 指

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定

事
導 療 業業「
事 養 介 を所
業 管 護 行」
所 理 予 うと

指 防 者い
薬 導 居 う （
剤 事 宅 以。師 業 療 下）所 養 ご 「

管 指と医 理 定

介り 者 保護、 に 健
予利 対 師
防用 し 、
居者 て 看
宅の 、 護
療心 そ 師
養身 の 及
管機 居 び
理能 宅 准
指の を 看

日 介 等 四
常 護 」 条
生 予 と の
活 防 あ 規
を 居 る 定
営 宅 の は
む 療 は 、
こ 養 、 指
と 管 定「
が 理 理 介
で 指 学 護

み ハ 定
替 ビ 介
え リ 護
る テ 予
も ー 防
の シ 訪
と ョ 問
す ン リ
る 事 ハ
。 業 ビ

所 リ
訪
問
看
護
の
事
業
を
行
う
事

に師 指 介、又 導 護次は 従 予の歯 業 防各科 者 居号医 」 宅に師 と 療掲及 い 養げび う 管る薬 。 理
指剤 ） 指

導維 訪 護
持 問 に 師
回 し を相
復 て 除当
を 、 いす
図 そ たる
り の 保も
、 心 健の
も 身 師を
っ の 、行
て 状 看

き 導 療 予
る 法 防（
よ 以 士 訪
う 下 等 問
、 」 リ「
医 指 と ハ
師 定 読 ビ
、 介 み リ
歯 護 替 テ
科 予 え ー
医 防 る シ

の テ
設 ー
備 シ
に ョ
つ ン
い の
て 提
準 供
用 に
す 必
る 要

業
所
で
あ
っ
て
、
病
院
又
は

定師 を 導
介、 置 事
護看 か 業
予護 な 者
防職 け 」
居員 れ と
宅、 ば い
療歯 な う
養科 ら 。
管衛 な ）
理生 い は

う
利 況 護保
用 、 師健者 置 又師の か は、生 れ 准看活 て 看護機 い 護師能 る 師及の 環 を

び維 境 い
准持 等 う

師 居 も ョ
、 宅 の ン
薬 療 と の
剤 養 す 事
師 管 る 業
、 理 。 に
看 指 つ
護 導 い
職 」 て
員 と 準

い 用

。 な
こ 設
の 備
場 及
合 び
に 備
お 品
い 等
て を
、 備
同 え

診
療
所
以
外
の
も
の
を
い

指士 。 、
導又 当
事は 該
業管 事
所理 業
の栄 を
区養 行
分士 う
に 事
応 業

看又 を 。
護は 把 以
師向 握 下
を上 し こ
含を 、 の
む目 そ 章
。指 れ に
以す ら お
下も を い

の 踏 同 て

（
歯 う す
科 。 る
衛 ） 。
生 の こ
士 事 の
が 業 場
行 は 合
う 、 に
介 利 お
護 用 い

項 て
中 い

る「
第 も
二 の
十 で
六 な
条 け
第 れ
一 ば

六
八
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第
介 三

十護
四予
条防

通
指所
定介
介護

第（ （
従 維 の 三 指
業 持 居 十 定
者 回 宅 三 介
） 復 に 条 護

を お 予
図 い 指 防
り て 定 通
、 、 介 所

第 ２（
八 三 準 る
条 十 用 の 前

第 及 二 ） は 条
七 び 条 第「
章 第 第 三

十 第 三 項
指 条 八 十 の
定 第 条 一 規

第 （
け 管 三 設 す
れ 理 十 備 こ
ば 指 一 ） と
な 導 条 を
ら の も
な 事 指 っ
い 業 定 て
。 の 介 、

３ ２
導 養
の 管 指 前 う
事 理 定 項 。
業 指 介 各 ）
と 導 護 号 及
が 」 予 に び
同 と 防 定 指
一 い 居 め 定

護事
予業
防所
通」
所と
介い
護う
の。
事）
業ご
をと
行

も 自 護 介
っ 立 予 護
て し 防 の
利 た サ 原
用 日 ー 則
者 常 ビ ）
の 生 ス
生 活 に
活 を 該
機 営 当
能 む す
の こ る

介 一 か 条 定
護 項 ら 第 は
予 中 第 一 、
防 十 項 指「
通 訪 二 」 定
所 問 条 と 介
介 介 ま 、 護
護 護 で 予「

員 及 第 防
等 び 一 居
」 第 項 宅
と 十 」 療

運 護 第
営 予 一
に 防 項
必 居 に
要 宅 規
な 療 定
広 養 す
さ 管 る
を 理 基
有 指 準
し 導 を
て 事 満

の う 宅 る 介
事 。 療 従 護
業 ） 養 業 予
所 の 管 者 防
に 事 理 の 訪
お 業 指 員 問
い を 導 数 看
て 行 事 は 護
一 う 業 、 ス
体 者 者 規 テ
的 を が 則 ー
に い 指 で シに

う、
者規

則 （
以で
下定

め 「
指る 定員 介数 護の 予

維 と 介
持 が 護
又 で 予
は き 防
向 る 通
上 よ 所
を う 介
目 、 護
指 必 （
す 要 以
も な 下

あ 四 と 養
る 条 あ 管
の の る 理
は 規 の 指
、 定 は 導

は 事「 「
介 、 前 業
護 指 項 所
予 定 」 の
防 介 と 設
居 護 読 備

い 業 た
る 所 し
ほ は て
か 、 い
、 病 る
指 院 も
定 、 の
介 診 と
護 療 み
予 所 な
防 、 す

運 う 定 定 ョ
営 。 居 め ン
さ ） 宅 る を
れ の 療 。 い
て 指 養 う
い 定 管 。
る を 理 以
場 併 指 下
合 せ 導 同
に て 事 じ
あ 受 業 。生 防活 通相 所談 介員 護、 事看 業護 者師 」

又 と
は い

の 日 「
で 常 指
な 生 定
け 活 介
れ 上 護
ば の 予
な 支 防
ら 援 通
な 及 所
い び 介
。 機 護

宅 予 み に
療 防 替 つ
養 居 え い
管 宅 る て
理 療 も 準
指 養 の 用
導 管 と す
従 理 す る
業 指 る 。
者 導 。 こ
」 の の

居 薬 こ
宅 局 と
療 又 が
養 は で
管 指 き
理 定 る
指 訪 。
導 問
の 看
提 護
供 ス

っ け 者 ）
て 、 で（
は か 指 あ
、 つ 定 る
指 、 居 指
定 指 宅 定
居 定 サ 介
宅 介 ー 護
サ 護 ビ 予
ー 予 ス 防
ビ 防 に 居

准 う
看 。
護 ）
師 は
、 、
介 当
護 該
職 事
員 業
及 を
び 行

能 」
訓 と
練 い
を う
行 。
う ）
こ の
と 事
に 業
よ は
り 、

と 事 場
読 業 合
み に に
替 つ お
え い い
る て て
も 準 、
の 用 同
と す 項
す る 中
る 。

に テ
必 ー
要 シ
な ョ
設 ン
備 等
及 で
び あ
備 っ
品 て
等 、

ス 居 該 宅
等 宅 当 療
条 療 す 養
例 養 る 管
第 管 居 理
三 理 宅 指
十 指 療 導
条 導 養 事
第 の 管 業
一 事 理 所
項 業 指

機 う
能 事
訓 業
練 所
指 （

六 導 以
九 員 下

（ 「
以 指
下 定

、 利
利 用
用 者
者 が
の 可
心 能
身 な
機 限
能 り
の そ

「
。 こ 第

の 三
場 十
合 条
に 第
お 一
い 項
て 」
、 と
第 あ

を 指
備 定
え 介
て 護
い 予
る 防
も 居
の 宅
で 療
な 養

に と 導 看
規 指 護（
定 定 以 職
す 居 下 員
る 宅 「
基 療 指
準 養 定
を 管 居
満 理 宅
た 指 療



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

下
「
施
設
内
防
災
計

第 ４（
特 三 非 は す
性 十 常 、 前 る
等 六 災 指条「
に 条 害 第 定第
応 対 三 介四
じ 指 策 十 護項
て 定 ） 五 予の
、 介 条 防規

３ ２ 第 （
す 三 設

指 前 る 十 備
定 項 必 五 ）
介 に 要 条
護 規 な
予 定 設 指
防 す 備 定
通 る 並 介

４ ３
す て う 事
る い 者 指 業 機
基 る を 定 所 能
準 場 い 介 の 訓
を 合 う 護 他 練
満 に 。 予 の 指
た あ ） 防 職 導
し っ の 通 務 員

２
事 護 に 「

前 業 予 該 介
項 所 防 当 護
に の 通 す 予
規 利 所 る 防
定 用 介 地 通
す 者 護 域 所
る に 事 密 介

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な

地 護 第 通定
震 予 一 所は
、 防 項 介、
風 通 」 護指
水 所 と の定
害 介 読 提介
、 護 み 供護
火 事 替 に予
災 業 え 支防
そ 者 る 障通
の は も が所
他 、 の な

所 設 び 護
介 備 に 予
護 に 指 防
事 関 定 通
業 し 介 所
所 必 護 介
の 要 予 護
設 な 防 事
備 基 通 業
は 準 所 所
、 は 介 に
専 、 護 は

て て 指 所 に は
い は 定 介 従 、
る 、 を 護 事 日
も 指 併 事 す 常
の 定 せ 業 る 生
と 居 て 者 こ 活
み 宅 受 が と を
な サ け 指 が 営
す ー 、 定 で む
こ ビ か 通 き た
と ス つ 所 る め
が 等 、 介 。 に

従 対 業 着 護
業 し 所 型 従
者 適 に 介 業
に 切 あ 護 者
関 な っ 老 」
し 介 て 人 と
必 護 は 福 総
要 予 、 祉 称
な 防 当 施 す
基 通 該 設 る
準 所 指 入 。
は 介 定 所 ）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
の 消 と い護
災 火 す 場事
害 器 る 合業
が そ 。 は所
発 の 、の生 他 こ設し の の備た 非 限に場 常 りつ合 災 でいに 害 な

ら 規 の 、
当 則 提 食
該 で 供 堂
指 定 に 、
定 め 必 機
介 る 要 能
護 。 な 訓
予 そ 練
防 の 室
通 他 、
所 の 静

で 条 指 護 必
き 例 定 事 要
る 第 介 業 な
。 三 護 者 機

十 予 能（
四 防 指 の
条 通 定 減
第 所 居 退
一 介 宅 を
項 護 サ 防
及 の ー 止

、 護 地 者 を
規 が 域 生 置
則 提 密 活 か
で 供 着 介 な
定 さ 型 護 け
め れ 介 の れ
る る 護 事 ば
。 と 老 業 な

認 人 を ら
め 福 行 な
ら 祉 う いてお に い準け 対 。用る す す安 る る全 必 。の 要 こ確 な

の保 設
場の 備
合た を
にめ 設

介 設 養
護 備 室
の 及 、
事 び 相
業 備 談
の 品 室
用 等 及
に を び
供 備 事
す え 務
る な 室

び 事 ビ す
第 業 ス る
三 と に た
項 指 該 め
に 定 当 の
規 通 す 訓
定 所 る 練
す 介 通 を
る 護 所 行
基 の 介 う
準 事 護 能

れ 施 地 。
る 設 域 た
場 の 密 だ
合 生 着 し
は 活 型 、
、 相 介 指
生 談 護 定
活 員 老 地
相 又 人 域
談 は 福 密
員 機 祉 着

おの け
い体 る
て制 と
、及 と
同び も
項避 に
中難 、

の 周 「
第方 辺
三法 の
十等 地

も け を
の れ 設
で ば け
な な る
け ら ほ
れ な か
ば い 、
な 。 消
ら 火
な 設
い 備

を 業 力（
満 と 以 を
た が 下 有
す 同 す「
こ 一 指 る
と の 定 者
を 事 通 と
も 業 所 し
っ 所 介 、
て に 護 当
、 お 」 該

又 能 施 型
は 訓 設 介
機 練 を 護
能 指 い 老
訓 導 う 人
練 員 。 福
指 に 以 祉
導 よ 下 施
員 り 同 設
を 当 じ （
置 該 。 指

四を 域
条定 の
第め 環
一た 境
項防 及
」災 び
と計 利
あ画 用
る者（

以 の の

。 そ
た の
だ 他
し の
、 非
利 常
用 災
者 害
に に
対 対

第 い と 指
一 て い 定
項 一 う 介
及 体 。 護
び 的 ） 予
前 に の 防
項 運 事 通
に 営 業 所
規 さ を 介
定 れ 行 護

か 指 ） 定
な 定 に 地
い 介 併 域
こ 護 設 密
と 予 さ 着
が 防 れ 型
で 通 る サ
き 所 指 ー
る 介 定 ビ
。 護 介 ス

七
〇
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置 法
か 士
な 若
け し
れ く
ば は
な 言
ら 語

第 （
業 四 従 シ 事
を 十 業 ョ 業
行 条 者 ン は
う ） を 、
事 指 行 利
業 定 う 用
所 介 こ 者

護 と が（

第 第（ （
三 指 い 三 準
十 定 て 十 用
九 介 第 、 八 ）
条 護 八 第 条

予 章 八
指 防 条 第
定 通 指 及 六
介 所 定 び 条

２ 第 ５（
置 三 衛

指 を 十 生 指
定 講 七 管 定
介 じ 条 理 介
護 な 等 護
予 け 指 ） 予
防 れ 定 防
通 ば 介 通

４ ３ ２
ば す

前 指 な る 指
項 定 ら た 定
の 介 な め 介
訓 護 い の 護
練 予 。 体 予
の 防 制 防
う 通 を 通

な 聴
い 覚
。 士

又
は
看
護
師
若
し
く
は

以 予 に 可
下 防 よ 能

通 り な「
指 所 、 限
定 リ 利 り
介 ハ 用 そ
護 ビ 者 の
予 リ の 居
防 テ 心 宅
通 ー 身 に
所 シ 機 お
リ ョ 能 い

護 リ 介 第 、
予 ハ 護 十 第
防 ビ 予 三 八
サ リ 防 条 条
ー テ 通 中 、
ビ ー 所 第「
ス シ リ 訪 九
に ョ ハ 問 条
該 ン ビ 介 及
当 の リ 護 び
す 原 テ 員 第
る 則 ー 等 十

所 な 護 所
介 ら 予 介
護 な 防 護
事 い 通 事
業 。 所 業
者 介 者
は 護 は
、 事 、
感 業 前
染 者 二
症 は 項
の 、 の

ち 所 整 所
、 介 備 介
避 護 し 護
難 事 、 事
及 業 こ 業
び 者 れ 者
消 は ら は
火 、 の 、
の 非 体 施
訓 常 制 設
練 災 に 内
は 害 つ 防

准
看
護
師
若
し
く
は
介
護
職

ハ ン の て
ビ の 維 、
リ 事 持 自
テ 業 回 立
ー を 復 し
シ 行 を た
ョ う 図 日
ン 者 り 常
事 、 生（
業 以 も 活
所 下 っ を

介 ） シ 」 一
護 ョ と 条
予 ン あ か
防 る ら
通 の 第
所 は 十
リ 、 四
ハ 条「
ビ 介 ま
リ 護 で
テ 予 の

発 利 訓
生 用 練
を 者 の
予 の 結
防 使 果
し 用 に
、 す 基
又 る づ
は 設 き
そ 備 、
の 及 施

、 に い 災
定 備 て 計
期 え 定 画
的 る 期 に
に た 的 基
行 め に づ
わ 、 従 き
な こ 業 、
け れ 者 非
れ に 及 常
ば 対 び 災

員
（
以
下
「
介
護
予
防
通
所

」 て 営「
と 指 利 む
い 定 用 こ
う 介 者 と
。 護 の が
） 予 生 で
ご 防 活 き
と 通 機 る
に 所 能 よ
、 リ の う
規 ハ 維 、

ー 防 規
シ 通 定
ョ 所 は
ン 介 、

護 指（
以 従 定
下 業 介

者 護「
指 」 予
定 と 防
介 読 通

ま び 設
ん 飲 内
延 用 防
を に 災
防 供 計
止 す 画
す る の
る 水 検
た に 証
め つ 及
必 い び

な す 利 害
ら る 用 時
な 不 者 の
い 断 等 関
。 の に 係

注 周 機
意 知 関
と す へ
訓 る の
練 と 通
を と 報

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業

則 ビ 持 理
で リ 又 学
定 テ は 療
め ー 向 法
る シ 上 、
員 ョ を 作
数 ン 目 業
の 事 指 療
医 業 す 法
師 者 も そ
及 」 の の

護 み 所
予 替 介
防 え 護
通 る の
所 も 事
リ の 業
ハ と に
ビ す つ
リ る い
テ 。 て
ー 準

要 て 必
な 、 要
措 衛 な
置 生 見
を 的 直
講 な し
ず 管 を
る 理 行
よ に わ
う 努 な
努 め け

す も 及
る に び
よ 、 連
う 市 絡
努 町 の
め 等 体
な と 制
け の 並
れ 連 び
ば 携 に
な 協 利

者
」
と
総
称

七 す
一 る

。
）
を

び と で 他
理 い な 必
学 う け 要
療 。 れ な
法 ） ば リ
士 は な ハ
、 、 ら ビ
作 当 な リ
業 該 い テ
療 事 。 ー

シ 用
ョ す
ン る
」 。
と こ
い の
う 場
。 合
） に
の お

め 、 れ
な 又 ば
け は な
れ 衛 ら
ば 生 な
な 上 い
ら 必 。
な 要
い な
。 措

ら 力 用
な 体 者
い 制 を
。 を 円

整 滑
備 に
し 避
な 難
け 誘
れ 導
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（
従
業
者
）

第 （
利 よ 以 四 指
用 う 下 十 定
者 、 三 介 第「
の 入 指 条 護 九
生 浴 定 予 章
活 、 介 指 防
機 排 護 定 短 指
能 せ 予 介 期 定

第 （
読 に 四 準 項
み つ 十 用 」
替 い 二 ） と
え て 条 あ
る 準 る
も 用 第 の
の す 八 は
と る 条 、

３ ２ 第 （
具 け 四 設

前 前 を る 十 備
条 項 備 ほ 一 ）
第 に え か 条
三 規 な 、
項 定 け 消 指
の す れ 火 定
規 る ば 設 介

３ ２
条 シ （
例 ョ 以 指 前
第 ン 定 項下
四 の 介 に「
十 事 護 規指
六 業 予 定定
条 と 防 す通
第 指 通 る所

の つ 防 護 入 介
維 、 短 予 所 護
持 食 期 防 生 予
又 事 入 サ 活 防
は 等 所 ー 介 短
向 の 生 ビ 護 期
上 介 活 ス の 入
を 護 介 に 原 所
目 そ 護 該 則 生
指 の 」 当 ） 活
す 他 と す 介
も の い る 護

す 。 、 「
る こ 第 第
。 の 九 四

場 条 十
合 、 七
に 第 条
お 十 第
い 一 一
て 条 項
、 か 」
第 ら と
八 第 読

定 設 な 備 護
は 備 ら そ 予
、 に な の 防
指 関 い 他 通
定 し 。 の 所
介 必 非 リ
護 要 常 ハ
予 な 災 ビ
防 基 害 リ
通 準 に テ
所 は 対 ー
リ 、 す シ

一 定 所 従リ
項 通 リ 業ハ
に 所 ハ 者ビ
規 リ ビ にリ
定 ハ リ 関テ
す ビ テ しー
る リ ー 必シ
基 テ シ 要ョ
準 ー ョ なン
を シ ン 基」
満 ョ 事 準と
た ン 業 は

の 日 う 介
で 常 。 護
な 生 ） 予
け 活 の 防
れ 上 事 短
ば の 業 期
な 支 は 入
ら 援 、 所
な 及 利 生
い び 用 活
。 機 者 介

条 十 み
及 四 替
び 条 え
第 ま る
十 で も
三 、 の
条 第 と
中 三 す

十 る「
訪 六 。
問 条

ハ 規 る ョ
ビ 則 必 ン
リ で 要 事
テ 定 な 業
ー め 設 所
シ る 備 に
ョ 。 並 は
ン び 、
事 に 指
業 指 定
所 定 介

い
す の 者 、う
こ 事 が 規。
と 業 指 則）
を と 定 での
も が 通 定事
っ 同 所 め業
て 一 リ るを、 の ハ 。行第 事 ビう一 業 リ者項 所 テ

能 が 護
訓 可 （
練 能 次
を な 章
行 限 に
う り 規
こ そ 定
と の す
に 居 る
よ 宅 ユ
り に ニ

介 及
護 び
員 第
等 三
」 十
と 七
あ 条
る の
の 規
は 定
、 は

の 介 護
設 護 予
備 予 防
に 防 通
つ 通 所
い 所 リ
て リ ハ
準 ハ ビ
用 ビ リ
す リ テ
る テ ー

をに に ーい規 お シう定 い ョ。す て ン）る 一 事の基 体 業指準 的 者定を に （を満 運 指併た 営 定
せし さ 居

、 お ッ
利 い ト
用 て 型
者 、 指
の 自 定
心 立 介
身 し 護
機 た 予
能 日 防
の 常 短
維 生 期

、「
介 指
護 定
予 介
防 護
通 予
所 防
リ 通
ハ 所
ビ リ
リ ハ

。 ー シ
こ シ ョ
の ョ ン
場 ン を
合 を 行
に 行 う
お う の
い た に
て め ふ
、 に さ
同 必 わ

てて れ 宅
受い て サ
ける い ー
、も る ビ
かの 場 ス
つと 合 に
、み に 該
指な あ 当
定す っ す
介こ て る
護と は 通

持 活 入
回 を 所
復 営 生
を む 活
図 こ 介
り と 護
、 が を
も で 除
っ き く
て る 。

テ ビ
ー リ
シ テ
ョ ー
ン シ
従 ョ
業 ン
者 の
」 事
と 業

項 要 し
中 な い

専 専「
第 用 用
四 の の
十 機 部
六 械 屋
条 及 等
第 び を
一 器 設

予が 、 所
防で 指 リ
通き 定 ハ
所る 居 ビ
リ。 宅 リ
ハサ テ
ビー ー
リビ シ

ス テ ョ
等 ー ン

七
二
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２
し

前 、
項 規
の 則
規 で
定 定
に め
か る

第 （
築 四 設 び 指
物 十 備 第 定

五 ） 三 短（
建 条 項 期
築 に 入
基 指 規 所
準 定 定 生
法 介 す 活

４ ３ ２
生 生 併

指 活 機 前 活 設
定 介 能 項 介 さ
介 護 訓 に 護 れ
護 事 練 規 事 る
予 業 指 定 業 指
防 所 導 す 所 定
短 の 員 る の 介

事 定 防 護 （
業 介 短 の 以
所 護 期 事 下
の 予 入 業 「
効 防 所 と 指
果 短 生 指 定
的 期 活 定 短
な 入 介 短 期

第
が な は 業 四
で ら 准 所 十
き な 看 四（
る い 護 以 条
利 。 師 下
用 た 、 指「
者 だ 栄 指 定

し 養 定 介（
か 建
わ 物
ら に
ず あ
、 っ
規 て
則 は
で 、
定 準
め 耐
る 火
建 建

護 る 介（
昭 予 基 護
和 防 準 の
二 短 を 事
十 期 満 業
五 入 た と
年 所 す が
法 生 こ 同
律 活 と 一
第 介 を の
二 護 も 事
百 事 っ 業

期 他 は 従 利 護
入 の 、 業 用 予
所 職 日 者 者 防
生 務 常 に の 短
活 に 生 関 健 期
介 従 活 し 康 入
護 事 を 必 管 所
事 す 営 要 理 生
業 る む な が 活
者 こ た 基 適 介
が と め 準 切 護
指 が に は に 事

運 所 護 期 入
営 生 又 入 所
を 活 は 所 生
期 介 指 生 活
待 護 定 活 介
す 事 短 介 護
る 業 期 護 」
こ 所 入 の と
と に 所 事 い
が あ 生 業 う
で っ 活 と 。
き て 介 が ）

当 、 士 介 護
該 利 、 護 予
指 用 機 予 防
定 定 能 防 短
介 員 訓 短 期
護 練 期 入（
予 当 指 入 所
防 該 導 所 生
短 指 員 生 活
期 定 及 活 介
入 介 び 介 護
所 護 調 護 の

物 築
で 物
あ （
っ 同
て 条
、 第
知 九
事 号
が の
火 三
災 に

一 業 て 所
号 所 、 に
） の 第 お
第 建 一 い
二 物 項 て
条 及 一（
第 利 び 体
九 用 前 的
号 者 項 に
の の に 運
二 日 規 営

定 で 必 、 行 業
短 き 要 規 わ 所
期 る な 則 れ に
入 。 機 で る あ
所 能 定 と っ
生 の め 認 て
活 減 る め は
介 退 。 ら 、
護 を れ 当
事 防 る 該
業 止 場 指

る は 護 同 の
場 、 の 一 事
合 他 利 の 業
で の 用 事 を
あ 社 者 業 行
っ 会 。 所 う
て 福 以 に 者
利 祉 下 お を
用 施 こ い い
者 設 の て う
の 等 条 一 。

生 予 理 事 事
活 防 員 業 業
介 短 そ 所 を
護 期 の 」 行
事 入 他 と う
業 所 の い 者
者 生 従 う （
が 活 業 。 以
指 介 者 ） 下
定 護 ご（ 「
短 事 以 と 指

予 規
防 定
、 す
消 る
火 準
活 耐
動 火
等 建
に 築
関 物
し を

に 常 定 さ
規 生 す れ
定 活 る て
す の 基 い
る た 準 る
耐 め を 場
火 に 満 合
建 使 た に
築 用 し あ
物 し て っ
を な い て

者 す 合 定
の る は 地
指 た 医 域
定 め 師 密
を の を 着
併 訓 置 型
せ 練 か 介
て を な 護
受 行 い 老
け う こ 人
、 能 と 福

処 の 及 体 以
遇 栄 び 的 下
に 養 次 に 同
支 士 条 運 じ
障 と に 営 。
が の お さ ）
な 連 い れ の
い 携 て て 指
と を 同 い 定
き 図 じ る を
は る 。 場 併

期 業 下 に 定
入 所 、 介「
所 に 介 規 護
生 お 護 則 予
活 い 予 で 防
介 て 防 定 短
護 同 短 め 期
事 時 期 る 入
業 に 入 員 所
者 指 所 数 生

定 生 の 活
専 い
門 う
的 。
知 以
識 下
を 同
有 じ
す 。
る ）
者 と
の す

い い る は
う 附 も 、
。 属 の 指
以 の と 定
下 建 み 居
同 物 な 宅
じ を す サ
。 除 こ ー
） く と ビ
で 。 が ス
な 以 で 等

か 力 が 祉
つ を で 施
、 有 き 設
指 す る の
定 る 。 医
介 者 師
護 と に
予 し よ
防 、 り
短 当 当
期 該 該

栄 こ ） 合 せ
養 と の に て
士 に 数 あ 受
を よ の っ け
、 り 上 て 、
指 当 限 は か
定 該 を 、 つ
地 指 い 当 、
域 定 う 該 指
密 介 。 事 定
着 護 ） 業 介

（
指 介 活 医 介
定 護 介 師 護
居 予 護 、 事
宅 防 従 生 業
サ 短 業 活 者
ー 期 者 相 」
ビ 入 」 談 と
ス 所 と 員 い
に 生 総 、 う
該 活 称 介 。
当 介 す 護 ）

意 る
見 こ
を と
聴 が
い で

七 て き
三 、 る

火 。
災
に

け 下 き 条
れ 同 る 例
ば じ 。 第
な 。 五
ら ） 十
な は 条
い 、 第
。 耐 一
た 火 項
だ 建 及

入 指 指
所 定 定
生 介 介
活 護 護
介 予 予
護 防 防
の 短 短
事 期 期
業 入 入
と 所 所

型 予 が 所 護
介 防 四 に 予
護 短 十 お 防
老 期 人 け 短
人 入 を る 期
福 所 超 指 入
祉 生 え 定 所
施 活 な 介 生
設 介 い 護 活
に 護 指 予 介

す 護 る 職 は
る の 。 員 、
短 提 ） 又 当
期 供 を は 該
入 を 置 看 事
所 受 か 護 業
生 け な 師 を
活 る け 若 行
介 こ れ し う
護 と ば く 事
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り
、
又
は
利
用
者
の

第 ７（
指 え 三 あ四
定 る 項 前 っ十
介 も 」 条 て六
護 の と 第 は条
予 と あ 四 、
防 す る 項 第指
短 る の の 三定
期 。 は 規 項介

６
入 設 設 的

特 所 本 す に
生 体 る 運別
活 施 特 営養
介 設 別 が護
護 の 養 行老
の 入 護 わ人
事 所 老 れホ

５ ４
施 養 な 活
設 護 特 前 い 介

老 別 項 こ 護（
以 人 養 に と 事
下 ホ 護 規 が 業

ー 老 定 で 所「
特 ム 人 す き の
別 ホ る る 利（

３
定 の 護 係
介 他 職 指 る
護 の 員 定 利
予 設 室 介 用
防 備 、 護 者
短 及 調 予 の
期 び 理 防 安
入 備 室 短 全

家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な

入 定 の護 「
所 第 は 規予
生 五 、 定防
活 十 指 に短
介 一 定 か期
護 条 介 か入
の 護 わ所 （
提 第 予 ら生
供 四 防 ず活
） 項 短 、介

及 期 特護
び 入 別

業 者 人 るー
の 又 ホ もム
用 は ー ので
に 入 ムあ （
供 院 等 以っ
す 患 下て （
る 者 以、 「
こ の 下 併そ
と 処 設の 「
が 遇 併 事全
で に 設 業部
き 支 本 所

養 同 ー 設 。 用
護 法 ム 備 者
老 第 に の（
人 二 老 関 処
ホ 十 人 し 遇
ー 条 福 必 に
ム の 祉 要 支
等 四 法 な 障
」 に 基 が（
と 規 昭 準 な
い 定 和 は い
う す 三 、 と

所 品 、 期 性
生 等 洗 入 が
活 を 濯 所 確
介 備 室 生 保
護 え 又 活 さ
事 な は 介 れ
業 け 洗 護 て
所 れ 濯 事 い
の ば 場 業 る
効 な 、 所 と
率 ら 汚 に 認
的 な 物 は め

負
担
の
軽
減
等
を
図
る
た
め

事
第 所 養業
七 生 護者
項 活 老は
を 介 人、
除 護 ホ利 く 事 ー用 。 業 ム者 ） 所 との 」 の し心 と 設 て身 、 備 必

又
る 障 体 」は
。 が 施 と一

な 設 い部
い 」 うが
と と 。利
き い ）用
は う にさ 、 。 あれ 当 ） って 該 の てい 併 効 は

。 る 十 規 き
） 養 八 則 は
に 護 年 で 、
併 老 法 定 居
設 人 律 め 室
さ ホ 第 る 、
れ ー 百 。 便
る ム 三 所
指 を 十 、
定 い 三 洗
介 う 号 面

な い 処 、 た
運 。 理 居 も
営 た 室 室 の
が だ 及 、 は
可 し び 食 、
能 、 介 堂 耐
な 他 護 、 火
場 の 材 機 建
合 社 料 能 築
で 会 室 訓 物
あ 福 を 練 又

に
、
一
時
的
に
居
宅
に
お
い

の に 要「状 第 つ と況 一 い さに 項 て れよ 及 準 るり び 用 設、 前 す 備若 項 る を
し 」 。 有
く と こ す
は あ の る

な 設 率 、い 本 的 第居 体 な 三室 施 運 項を 設 営 の利 の が 規用 同 可 定し 項 能 にて に な か指 規 場 か
定 定 合 わ

護 。 ） 設
予 以 第 備
防 下 二 、
短 同 十 静
期 じ 条 養
入 。 の 室
所 ） 五 、
生 、 に 介
活 病 規 護
介 院 定 職
護 、 す 員

っ 祉 設 室 は
て 施 け 、 準
、 設 る 浴 耐
当 等 ほ 室 火
該 の か 、 建
社 設 、 便 築
会 備 指 所 物
福 を 定 、 と
祉 利 介 洗 す
施 用 護 面 る
設 す 予 設 こ

て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に

そ る 場 こ
の の 合 と
家 は に を
族 お も「
の 前 い っ
疾 各 て て
病 項 、 足
、 同 り（
冠 第 項 る
婚 四 中 も
葬 項 の

介 す で ら
護 る あ ず
予 設 っ 、
防 備 て 当
短 、 該（
期 居 当 併
入 室 該 設
所 を 併 事
生 除 設 業
活 く 事 所
介 。 業 及

事 診 る 室
業 療 特 及
所 所 別 び
で 、 養 看
あ 介 護 護
っ 護 老 職
て 老 人 員
、 人 ホ 室
特 保 ー を
別 健 ム 除
養 施 を き

等 る 防 備 と
の こ 短 、 を
入 と 期 医 要
所 に 入 務 し
者 よ 所 室 な
等 り 生 、 い
及 、 活 静 。
び 当 介 養
当 該 護 室
該 社 を 、
指 会 提 面

支
障
が
あ
る
者
に
対
し
、

「
祭 を 第 と
、 除 五 す
出 く 十 る
張 。 条 。
等 ） 第
の 」 一
理 と 項
由 読 及
に み び
よ 替 第

護 ） 所 び
の を の 当
事 指 利 該
業 定 用 併
を 介 者 設
行 護 及 事
う 予 び 業
も 防 当 所
の 短 該 を
に 期 併 併

護 設 い 、
老 そ う こ
人 の 。 れ
ホ 他 以 ら
ー 規 下 の
ム 則 同 設
等 で じ 備
と 定 。 を
一 め ） 設
体 る 、 け

定 福 供 談
介 祉 す 室
護 施 る 、
予 設 た 介
防 等 め 護
短 及 に 職
期 び 必 員
入 当 要 室
所 該 な 、
生 指 そ 看
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の な
心 る
身 よ
機 う
能 配
の 慮
維 し
持 な

第 （
行 う に 五 ユ
わ 。 十 ニお
れ ） 条 ッい
る に トて
も よ ユ 型少
の り ニ 指数
を 一 ッ 定の
い 体 ト 介居

第
読 活 防 業 四
み 介 訪 に 十

第 替 護 問 つ 九
十 え 従 介 い 条
章 る 業 護 て

も 者 の 準 第
ユ の 」 提 用 六
ニ と と 供 す 条

２ 第（
準 得 身 四
用 な 指 体 十
） い 定 の 八

理 介 自 条
由 護 由
を 予 の 指
記 防 拘 定
録 短 束 介

第（ （
身 な 四 健 指
体 ら 十 康 定
的 な 七 管 介
拘 い 条 理 護
束 。 ） 予
等 指 防
の 定 短
禁 介 期

回 が
復 ら
を 、
図 各
り ユ
、 ニ
も ッ
っ ト
て に
利 お
用 い
者 て

う 的 型 護室
。 に 指 予及
以 構 定 防び
下 成 介 短当
同 さ 護 期該じ れ 予 入居。 る 防 所室） 場 短 生にの 所 期 活近事 入 介（ 接業 以 所 護

しは 下 生 の

ッ す 、 の る 、
ト る 開 。 第「
型 。 主 始 こ 八
指 治 」 の 条
定 の と 場 、
介 医 あ 合 第
護 師 る に 九
予 」 の お 条
防 と は い 、
短 あ て 第「
期 る サ 、 十
入 の ー 第 一

し 期 そ 護
な 入 の 予
け 所 他 防
れ 生 利 短
ば 活 用 期
な 介 者 入
ら 護 の 所
な 事 行 生
い 業 動 活
。 者 を 介

は 制 護
、 限 事

止 護 入
） 予 所

防 生
短 活
期 介
入 護
所 の
生 提
活 供
介 を
護 行
事 う

の 利
生 用
活 者
機 が
能 相
の 互
維 に
持 社
又 会
は 的
向 関

て、 こ 活 原
設利 の 介 則
け用 章 護 ）
ら者 に （
れの お 指
る意 い 定
共思 て 介
同及 護「
生び ユ 予
活人 ニ 防

格 ッ 室 サ

所 は ビ 八 条
生 ス 条 か「
活 主 の 中 ら
介 治 内 第「
護 の 容 訪 十

医 及 問 四
師 び 介 条
又 利 護 ま
は 用 員 で
あ 期 等 、
ら 間 」 第

身 す 業
体 る 者
的 行 は
拘 為 、
束 利（
等 以 用
を 下 者
行 又「
う 身 は
場 体 他
合 的 の

業 も
者 の
は と
、 す
利 る
用 。
者
の
健
康
状

上 係
を を
目 築
指 き
す 、
も 自
の 律
で 的
な な
け 日
れ 常

を ト ー（
尊 」 ビ当
重 と ス該
し い に居
、 う 該室
利 。 当の
用 ） す利
前 ご る用
の と 介者
居 に 護が
宅 利 予

か 等 と 三
じ 」 あ 十
め と る 六
指 、 の 条
定 第 は 及
介 十 び「
護 三 介 第
予 条 護 三
防 中 予 十
短 防 七「
期 訪 短 条

は 拘 利
、 束 用
そ 等 者
の 」 等
態 と の
様 い 生
及 う 命
び 。 又
時 ） は
間 を 身
、 行 体

態
に
注
意
を
払
う
と
と
も
に

ば 生
な 活
ら を
な 営
い む
。 こ

と
を
支
援
す

交
に 用 防流
お 者 短しけ の 期、る 日 入共生 常 所同活 生 生でと 活 活日利 が 介常用 営 護

生中 ま で
活の れ あ

入 問 期 の
所 介 入 規
生 護 所 定
活 員 生 は
介 等 活 、
護 」 介 指
事 と 護 定
業 あ 従 介
者 る 業 護
が の 者 予
定 は 」 防

そ っ を
の て 保
際 は 護
の な す
利 ら る
用 な た
者 い め
の 。 緊
心 急
身 や
の む

、
健
康
保
持
の
た
め
に
適
切

る
こ
と
に
よ

七 り
五 、

利
用
者

を生 、 っ
営活 こ て
むが れ 、
た連 に そ
め続 対 の
のし す 事
場た る 業
所も 支 の
をの 援 全

と が い 部

め と 短「
た 介 、 期
協 護 入「
力 予 当 所
医 防 該 生
療 短 指 活
機 期 定 介
関 入 介 護
」 所 護 の
と 生 予 事

状 を
況 得
並 な
び い
に 場
緊 合
急 を
や 除
む き
を 、

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
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第
十
一
章

指

第 （
項 場 五 準 及 に
」 十 用 び お合
と 二 ） 前 いに
読 条 項 てお
み に 準い
替 前 お 用て
え 章 い す、
る て る第 （

４
活 う 全 生
介 。 部 ユ 活
護 ） に ニ が
の の お ッ 営
事 事 い ト ま
業 業 て 型 れ
と を ユ 指 、
が 行 ニ 定 こ

３ ２
の こ 活 短
は の 第 前 介 期

場 四 項 護 入「
第 合 十 に 事 所
一 に 五 規 業 生
項 お 条 定 所 活
」 い す の 介（
と て 第 る 利 護

第 （
を 濯 が 五 設
備 室 当 十 備
え 又 該 一 ）
な は 事 条
け 洗 業
れ 濯 を ユ
ば 場 行 ニ
な 、 う ッ

定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

も 第 準 指四
の 四 用 定十
と 十 す 居四
す 三 る 宅条
る 条 第 サ第
。 及 四 ー四

び 十 ビ項
第 五 ス中
四 条 等「
十 条第 （
五 第 例五
条 三 第

同 う ッ 介 れ
一 者 ト 護 に
の を ご 予 対
事 い と 防 す
業 う に 短 る
所 。 利 期 支
に ） 用 入 援
お の 者 所 が
い 指 の 生 行
て 定 日 活 わ
一 を 常 介 れ
体 併 生 護 る

、 、 三 設 用 事
同 項 備 者 業「

特 条 、 に に 所
別 第 第 関 対 の
養 五 四 し す 効
護 項 項 必 る 率
老 中 及 要 サ 的
人 び な ー な「
ホ 第 第 基 ビ 運
ー 三 七 準 ス 営
ム 項 項 は の が
」 」 を 、 提 可

ら 汚 事 ト
な 物 業 型
い 処 所 指
。 理 定（
た 室 以 介
だ 及 下 護
し び 予「
、 介 ユ 防
他 護 ニ 短
の 材 ッ 期
社 料 ト 入
会 室 型 所

護
十

を 項 五条
除 、 十第
く 第 一一
。 四 条項
） 項」 （
の 及 第と 規 び 三あ 定 第 項る は 七 、の 、 項 第は ユ を 四

的 せ 活 事 特
に て が 業 別
運 受 営 者 養
営 け ま が 護
さ 、 れ ユ 老
れ か 、 ニ 人
て つ こ ッ ホ
い 、 れ ト ー
る ユ に 型 ム
場 ニ 対 指 を
合 ッ す 定 い

と と 除 規 供 能
あ あ く 則 に な
る る 。 で 支 場
の の ） 定 障 合
は は の め が で

規 る な あ「 「
ユ 第 定 。 い っ
ニ 一 は と て
ッ 項 、 き 、
ト 」 ユ は 当
型 と ニ 、 該

福 を 指 生
祉 設 定 活
施 け 介 介
設 る 護 護
等 ほ 予 の
の か 防 事
設 、 短 業
備 指 期 を
を 定 入 行
利 介 所 う
用 護 生 者、 ニ 除 項「 ッ く 及第 ト 。 び五 型 ） 第十 指 に 七八 定 規 項条 介 定 をに 護 す 除お 予 る く

い 防 基 。
て 短 準 ）

に ト る 短 う
あ 型 支 期 。
っ 指 援 入 ）
て 定 が 所 」
は 介 行 生 と
、 護 わ 活 読
指 予 れ 介 み
定 防 る 護 替
居 短 も 事 え
宅 期 の 業 る
サ 入 者 も

特 、 ッ ユ 社
別 ト ニ 会「
養 居 型 ッ 福
護 室 指 ト 祉
老 」 定 を 施
人 と 介 除 設
ホ あ 護 き 等
ー る 予 、 の
ム の 防 こ 入

は 短 れ 所（
施 期 ら 者

す 予 活 （
る 防 介 以
こ 短 護 下
と 期 事 「
に 入 業 ユ
よ 所 所 ニ
り 生 」 ッ
、 活 と ト
当 介 い 型
該 護 う 指
社 を 。 定

準 期 を に
用 入 満 規
す 所 た 定
る 生 し す
指 活 て る
定 介 い 基
居 護 る 準
宅 の も を
サ 事 の 満
ー 業 と た
ビ に み す

（
ー 所 以 の（
ビ 生 下 指 と
ス 活 定 す「
等 介 ユ 短 る
条 護 ニ 期 。
例 の ッ 入
第 事 ト 所
五 業 型 生
十 と 指 活
七 ユ 定 介
条 ニ 短 護

「
設 ユ 入 の 等
の ニ 所 設 及
全 ッ 生 備 び
部 ト 活 を 当
に 」 介 設 該
お と 護 け ユ
い 、 事 な ニ
て 同 業 い ッ
ユ 条 所 こ ト
ニ 第 の と 型
ッ 六 設 が 指

会 提 ） 介
福 供 に 護
祉 す は 予
施 る 、 防
設 た ユ 短
等 め ニ 期
及 に ッ 入
び 必 ト 所
当 要 、 生
該 な 浴 活
ユ そ 室 介

ス つ な こ
等 い す と
条 て こ を
例 準 と も
第 用 が っ
五 す で て
十 る き 、
条 。 る 第
第 こ 。 一
一 の 項

第 ッ 期 で
一 ト 入 あ
項 型 所 っ
及 指 生 て
び 定 活 、
同 短 介 そ
条 期 護 の
第 入 」 事
三 所 と 業
項 生 い の

ト 項 備 で 定
ご 中 に き 介
と つ る 護「
に 第 い 。 予
入 三 て 防
居 項 準 短
者 」 用 期
の と す 入
日 あ る 所
常 る 。 生

ニ の 、 護
ッ 他 医 事
ト の 務 業
型 設 室 者
指 備 、 」
定 及 調 と
介 び 理 い
護 備 室 う
予 品 、 。
防 等 洗 ）
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す 護
こ の
と 事
を 業
も と
っ が
て 同
、 一

３ ２
所 四
療 指 前 法
養 定 項 診 に
介 介 各 療 規
護 護 号 所 定
」 予 に す（
と 防 定 療 る
い 短 め 養 看

三 二
所 設 さ 介

療 」 れ 健 護（
指 養 と た 康 職
定 病 い 同 保 員
介 床 う 法 険 、
護 。 第 法 支（
療 医 ） 二 等 援

第 （
一 じ 業 五 従

、 所 十 業
介 そ 四 者（
護 れ 以 条 ）
老 ぞ 下
人 れ 指「
保 当 指 定
健 該 定 介

第 （
び よ 以 五 指
心 う 下 十 定
身 、 三 介「
機 看 指 条 護
能 護 定 予
の 、 介 指 防
維 医 護 定 短
持 学 予 介 期

第 の
一 事
項 業
に 所
規 に
定 お
す い
る て
基 一
準 体
を 的
満 に

う 期 る 病 護
。 入 従 床 補
） 所 業 を 助
の 療 者 有 者
事 養 の す を
業 介 員 る い
を 護 数 も う
行 事 は の 。
う 業 、 を ）
者 者 規 除 、
を が 則 く 栄
い 指 で 。 養

養 療 で 十 の 相
型 法 あ 六 一 談
医 る 条 部 員（
療 昭 指 の を 、
施 和 定 規 改 理
設 二 介 定 正 学
で 十 護 に す 療
あ 三 予 よ る 法
る 年 防 る 法 士
も 法 短 改 律 又
の 律 期 正 は（
を 第 入 前 平 作

施 各 介 護
設 号 護 予
で に 予 防
あ 定 防 短
る め 短 期
指 る 期 入
定 従 入 所
介 業 所 療
護 者 療 養
予 養 介（
防 以 介 護
短 下 護 の

回 的 防 護 入
復 管 短 予 所
を 理 期 防 療
図 の 入 サ 養
り 下 所 ー 介
、 に 療 ビ 護
も お 養 ス の
っ け 介 に 原
て る 護 該 則
利 介 」 当 ）
用 護 と す
者 及 い る

た 運
し 営
て さ
い れ
る て
も い
の る
と 場
み 合
な に
す あ

う 定 定 ） 士
。 短 め で 及
） 期 る あ び
の 入 。 る 理
指 所 指 学
定 療 定 療
を 養 介 法
併 介 護 士
せ 護 予 又
て 事 防 は
受 業 短 作

除 二 所 の 成 業
く 百 療 法 十 療
。 五 養 第 八 法
） 号 介 四 年 士
で ） 護 十 法 及
あ 第 事 八 律 び
る 七 業 条 第 栄
指 条 所 第 八 養
定 第 一 十 士
介 二 医 項 三
護 項 師 第 号

期 事 事「
入 介 業 業
所 護 所 を
療 予 」 行
養 防 と う
介 短 い 者
護 期 う （
事 入 。 以
業 所 ） 下
所 療 ご 「

養 と 指

の び う 介
生 機 。 護
活 能 ） 予
機 訓 の 防
能 練 事 短
の そ 業 期
維 の は 入
持 他 、 所
又 必 利 療
は 要 用 養
向 な 者 介

こ っ
と て
が は
で 、
き 指
る 定
。 居

宅
サ
ー
ビ

け 者 期 業
、 入 療（
か 指 所 法
つ 定 療 士
、 居 養
指 宅 介
定 サ 護
介 ー 事
護 ビ 業
予 ス 所
防 に

予 第 、 三 ）
防 四 薬 号 附
短 号 剤 に 則
期 に 師 規 第
入 規 、 定 百
所 定 看 す 三
療 す 護 る 十
養 る 職 指 条
介 療 員 定 の
護 養 、 介 二
事 病 介 護 第

医 介 に 定
師 護 、 介
、 従 次 護
薬 業 の 予
剤 者 各 防
師 」 号 短
、 と に 期
看 い 掲 入
護 う げ 所
職 。 る 療
員 ） 指 養

上 医 が 護
を 療 可 （
目 並 能 次
指 び な 章
す に 限 に
も 日 り 規
の 常 そ 定
で 生 の す
な 活 居 る
け 上 宅 ユ
れ の に ニ

ス
等
条
例
第
六
十
条
第
一
項

短 該 看
期 当 護
入 す 職
所 る 員
療 短 又
養 期 は
介 入 介
護 所 護
の 療 職
事 養 員
業 介

業 床 護 療 一
所 を 職 養 項

い 員 型 の
医 う 、 医 規
師 。 栄 療 定
、 以 養 施 に
薬 下 士 設 よ
剤 同 及 り（
師 じ び 以 な
、 。 理 下 お
看 ） 学 そ

を 定 介（
看 置 介 護
護 か 護 事
師 な 予 業
及 け 防 者
び れ 短 」
准 ば 期 と
看 な 入 い
護 ら 所 う
師 な 療 。
を い 養 ）

ば 支 お ッ
な 援 い ト
ら を て 型
な 行 、 指
い う 自 定
。 こ 立 介

と し 護
に た 予
よ 日 防
り 常 短
、 生 期

に
規
定
す
る

七 基
七 準

を
満
た

と 護
指 （
定 以
短 下
期 「
入 指
所 定
療 短
養 期
介 入

「
護 を 療 指 の
職 有 法 定 効
員 す 士 介 力
、 る 又 護 を
介 病 は 療 有
護 院 作 養 す
職 又 業 型 る
員 は 療 医 も

診 法 療 の（
同 療 士 施 と

い 。 介 は
う 護 、
。 事 当
以 業 該
下 所 事
同 の 業
じ 区 を
。 分 行
） に う
、 応 事

療 活 入
養 を 所
生 営 療
活 む 養
の こ 介
質 と 護
の が を
向 で 除
上 き く
及 る 。
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第
五
十
七
条

第
八
条

第（
準 条 病 人 の 五
用 第 棟 保 理 十
） 二 健 由 六（

項 健 施 に 条
に 康 設 よ
規 保 の り 指
定 険 療 、 定
す 法 養 一 介

３ ２（
指 る
定 の 前 前 及
介 は 条 項 び
護 、 第 第 消
予 三 四 火「
防 第 項 号 設
短 六 の に 備
期 十 規 定 そ

四 三 二
床 人 常

診 を 療 指 保 生
療 有 養 定 健 活
所 す 病 介 施 を

る 床 護 設 営（
療 病 を 療 を む
養 院 有 養 い た

第 （
一 各 五 設

人 号 十 備
保 介 に 五 ）
健 護 定 条
施 老 め
設 人 る 指

保 設 定（
施 健 備 介

、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十

る 等 室 時 護
病 の 、 的 予
床 一 病 に 防
に 部 院 入 短
よ を の 所 期
り 改 療 し 入
構 正 養 て 所
成 す 病 看 療
さ る 床 護 養
れ 法 に 、 介
る 律 係 医 護
病 附 る 学 事

入 一 定 め の
所 条 は る 他
療 第 、 設 の
養 一 指 備 非
介 項 定 に 常
護 」 介 関 災
の と 護 し 害
提 読 予 必 に
供 み 防 要 対
） 替 短 な す

え 期 基 る
る 入 準 必

病 又 す 型 う め
床 は る 医 。 の
を 診 病 療 以 場
有 療 院 施 下 所
す 所 又 設 同 を
る と は で じ い
も し 診 あ 。 う
の て 療 る ） 。
を 必 所 指 に ）
除 要 定 関 に（
く と 指 介 す よ
。 さ 定 護 る り

設 施 を 護
の 設 設 予
全 で け 防
部 あ な 短
に る け 期
お 指 れ 入
い 定 ば 所
て 介 な 療
少 護 ら 養
数 予 な 介
の 防 い 護
療 短 。 事

二
条
、
第
十
四
条
、
第
三
十

棟 則 病 的 業
を 第 室 管 者
い 百 、 理 は
う 三 診 の 、
。 十 療 下 利
） 条 所 に 用
に の の お 者
お 二 指 け の
い 第 定 る 心
て 一 介 介 身
指 項 護 護 の

も 所 は 要
の 療 、 な
と 養 規 設
す 介 則 備
る 護 で
。 事 定

業 め
所 る
の 。
設
備

） れ 介 予 も 一
で る 護 防 の 体
あ 設 療 短 を 的
る 備 養 期 除 に
指 及 型 入 く 構
定 び 医 所 。 成
介 消 療 療 ） さ
護 火 施 養 れ
予 設 設 介 る
防 備 で 護 場
短 そ あ 事 所

養 期 業
室 入 所
及 所 に
び 療 は
当 養 、
該 介 次
療 護 の
養 事 各
室 業 号
に 所 に
近 掲

六
条
、
第
三
十
七
条
及
び
第

定 の 予 及 状
介 規 防 び 況
護 定 短 機 若
予 に 期 能 し
防 よ 入 訓 く
短 り 所 練 は
期 な 療 そ 病
入 お 養 の 状
所 そ 介 他 に
療 の 護 必 よ
養 効 を 要 り

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

期 の る 業 ご
入 他 も 所 と
所 の の に
療 非 を 指 入
養 常 除 定 居
介 災 く 介 者
護 害 。 護 の
事 に ） 療 日
業 対 で 養 常
所 す あ 型 生

る る 医 活

接 介 げ
し 護 る
て 老 指
設 人 定
け 保 介
ら 健 護
れ 施 予
る 設 防
共 と 短
同 し 期
生 て 入

四
十
八
条
の
規
定
は
、
指
定

介 力 提 な 、
護 を 供 医 若
の 有 す 療 し
提 す る 等 く
供 る 病 を は
を も 室 受 そ
行 の 又 け の
う と は る 家
も さ 病 必 族
の れ 院 要 の
と た の が 疾

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

病 必 指 療 が
室 要 定 施 営
、 な 介 設 ま
食 設 護 と れ
堂 備 予 し 、
、 防 て こ
浴 短 必 れ
室 期 要 に
、 入 と 対
機 所 さ す
能 療 れ る

活 必 所
室 要 療

と 養（
当 さ 介
該 れ 護
療 る 事
養 施 業
室 設 所
の 及 の
入 び 区
居 設 分

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

す 介 老 あ 病
る 護 人 る 、
。 保 性 者 冠

険 認 に 婚
法 知 対 葬
施 症 し 祭
行 疾 、 、
令 患 介 出
第 療 護 張
四 養 老 等

「
第
六
十
条
第
一
項
」
と
あ

訓 養 る 支
練 介 設 援
を 護 備 が
行 事 行
う 業 わ
た 所 れ
め る
の 療 介
場 養 護
所 病 老

者 備 に
が 応（
交 ユ じ
流 ニ 、
し ッ そ
、 ト れ
共 型 ぞ
同 介 れ
で 護 当
日 老 該

七
八
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う 全
。 部
） に
の お
事 い
業 て
を ユ
行 ニ

３ ２
二

ユ 前 の ト
ニ 項 他 療 型
ッ 第 の 養 介
ト 二 非 病 護
型 号 常 床 老
指 に 災 を 人
定 定 害 有 保

第 （
一 予 が 五 設 い

防 当 十 備 。
介 短 該 九 ）
護 期 事 条
老 入 業
人 所 を ユ
保 療 行 ニ
健 養 う ッ

り し す の 部
、 た る 場 に

も 支 所 お利
の 援 を い用
と が い て者
な 行 う 少の
る わ 。 数療
よ れ ） の養

第 （
五 ユ 定 介
十 ニ 介 護
八 ッ 第 護 の
条 ト 十 予 事

型 二 防 業
ユ 指 章 訪 に
ニ 定 問 つ
ッ 介 ユ 介 い

う ッ
者 ト
を ご
い と
う に
。 利
） 用
の 者
指 の
定 日
を 常
併 生

介 め に す 健
護 る 対 る 施
予 設 す 病 設
防 備 る 院 に
短 に 必 又 関
期 関 要 は す
入 し な 診 る
所 必 設 療 も
療 要 備 所 の
養 な で に
介 基 あ 限
護 準 る る

施 介 事 ト
設 護 業 型
で 事 所 指
あ 業 定（
る 所 以 介
ユ の 下 護
ニ 区 予「
ッ 分 ユ 防
ト に ニ 短
型 応 ッ 期
指 じ ト 入
定 、 型 所

う る に 療生
配 も よ 養活
慮 の り 室の
し を 一 等質
な い 体 及の
が う 的 び向
ら 。 に 当上
、 以 構 該及
各 下 成 療び
ユ 同 さ 養心
ニ じ れ 室身
ッ 。 る 等

ト 護 ニ 護 て
型 予 ッ の 準
指 防 ト 提 用
定 短 型 供 す
介 期 指 の る
護 入 定 開 。
予 所 介 始 こ
防 療 護 」 の
短 養 予 と 場
期 介 防 あ 合
入 護 短 る に
所 の 期 の お

せ 活
て が
受 営
け ま
、 れ
か 、
つ こ
、 れ
ユ に
ニ 対
ッ す

事 は ユ 。
業 、 ニ ）
者 規 ッ
が 則 ト
ユ で 型
ニ 定 指
ッ め 定
ト る 介
型 。 護
指 予
定 防

介 そ 指 療
護 れ 定 養
予 ぞ 介 介
防 れ 護 護
短 当 予 の
期 該 防 事
入 各 短 業
所 号 期 を
療 に 入 行
養 定 所 う
介 め 療 者

機
ト ） 場 に能
に の 所 近の
お 事 接維 （
い 業 以 し持
て は 下 て回 利 、 こ 設復 用 利 の けを 者 用 章 ら図 が 者 に れり 相 の お る、 互 意 い 共

療 原 入 は い
養 則 所 て「
介 ） 療 サ 、
護 養 ー 第

介 ビ 八（
指 護 ス 条
定 の 中
介 内 「
護 容 訪
予 及 問
防 び 介

ト る
型 支
指 援
定 が
介 行
護 わ
予 れ
防 る
短 も
期 の
入

短 短
期 期
入 入
所 所
療 療
養 養
介 介
護 護
事 事
業 業
者 所

護 る 養 （
事 設 介 以
業 備 護 下
所 を 事 「

設 業 ユ
介 け 所 ニ
護 な 」 ッ
老 け と ト
人 れ い 型
保 ば う 指
健 な 。 定

も に 思 て 同っ 社 及 生て 「
会 び ユ 活利 的 人 ニ 室用 関 格 ッ （者 係 を ト 当の を 尊 」 該生 築 重 と 療活 き し い 養

機 、 、 う 室
能 自 利 。 等

サ 利 護
ー 用 員
ビ 期 等
ス 間 」
に 等 と
該 」 あ
当 と る
す 読 の
る み は
介 替 「
護 え 介（

所 以
療 下
養 「
介 ユ
護 ニ
の ッ
事 ト
業 型
と 指
ユ 定
ニ 短

（
指 ユ
定 ニ
短 ッ
期 ト
入 、
所 浴
療 室
養 、
介 機
護 能

施 ら ） 介
設 な に 護
と い は 予
し 。 、 防
て 次 短
必 の 期
要 各 入
と 号 所
さ に 療
れ 掲 養
る げ 介

の 律 用 ） の
維 的 前 ご 利
持 な の と 用
又 日 居 に 者
は 常 宅 利 が
向 生 に 用 交
上 活 お 者 流
を を け の し
目 営 る 日 、
指 む 生 常 共
す こ 活 生 同

予 る 護
防 も 予
短 の 防
期 と 短
入 す 期
所 る 入
療 。 所
養 療
介 養
護 介
で 護

ッ 期
ト 入
型 所
指 療
定 養

七 短 介
九 期 護

入 」
所 と
療 い

で 訓
あ 練
っ 室
て 及
、 び
そ 消
の 火
事 設
業 備
の そ

施 る 護
設 ユ 事
及 ニ 業
び ッ 者
設 ト 」
備 型 と

指 い（
ユ 定 う
ニ 介 。
ッ 護 ）

も と と 活 で
の を 利 が 日
で 支 用 営 常
な 援 中 ま 生
け す の れ 活
れ る 生 、 を
ば こ 活 こ 営
な と が れ む
ら に 連 に た
な よ 続 対 め

あ 従
っ 業
て 者
、 」
そ と
の 、
事 「
業 当
の 該
全 指



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

４

計
画
作
成
担
当
者

３ ２ 第
従 下 介 六
事 機 前 護 十「
す 能 項 介 予 二
る 訓 に 護 防 条
こ 練 規 予 特
と 指 定 防 定 指
が 導 す 特 施 定
で 員 る 定 設 介

（
従 向 て 当 上
業 上 同 該 の
者 を じ 指 世
） 目 。 定 話

指 ） 介 を
す に 護 行
も お 予 う
の い 防 こ

第 （
居 六 指 と（

法 十 定 読者
第 一 介 第 み生
八 条 護 十 替活
条 予 三 え介
の 指 防 章 る護
二 定 特 もを
第 介 定 指 の除

第 （
合 六 準 を 養
に 十 用 満 介
お 条 ） た 護
い す の
て 前 こ 事
、 章 と 業
第 を と（
五 第 も が

は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す

き は 従 施 ご 護
る 、 業 設 と 予
。 日 者 従 に 防

常 に 業 、 特
生 関 者 規 定
活 し 」 則 施
を 必 と で 設
営 要 総 定 入
む な 称 め 居
た 基 す る 者
め 準 る 員 生
に は 。 数 活

で て 特 と
な 、 定 に
け 自 施 よ
れ 立 設 り
ば し 、（
な た 特 当
ら 日 定 該
な 常 施 指
い 生 設 定
。 活 で 介

を あ 護
営 っ 予

十 護 施 定 とく
一 予 設 介 す。
項 防 入 護 る以
の サ 居 予 。下
計 ー 者 防こ
画 ビ 生 特の
を ス 活 定章
い に 介 施に
う 該 護 設お
。 当 の 入い
以 す 原 居て
下 る 則 者

十 五 っ 同
四 十 て 一
条 三 、 の
第 条 第 事
三 及 一 業
項 び 項 所
中 第 に に

五 規 お「
第 十 定 い
六 五 す て
十 条 る 一
条 を 基 体

る
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
っ

必 、 ） の 介
要 規 を 生 護
な 則 置 活 の
機 で か 相 事
能 定 な 談 業
の め け 員 を
減 る れ 、 行
退 。 ば 看 う
を な 護 者
防 ら 師 （
止 な 若 以

む て 防
こ 、 特
と 当 定
が 該 施
で 指 設
き 定 入
る 介 居
よ 護 者
う 予 生
、 防 活
利 特 介

「
同 介 ） 生指
じ 護 活定
。 予 介介
） 防 護護に 特予基 定防づ 施特き 設定、 入施入 居設浴 者

第 除 準 的
一 く を に
項 。 満 運
」 ） た 営
と の し さ
あ 規 て れ
る 定 い て
の は る い
は 、 も る
、 ユ の 場

ニ と 合
て
、
介
護
予
防
特
定
施
設
サ

す い し 下
る 。 く 「
た は 指
め 准 定
の 看 介
訓 護 護
練 師 予
を 又 防
行 は 特
う 介 定
能 護 施

用 定 護
者 施 の
の 設 提
心 入 供
身 居 を
機 者 受
能 生 け
の 活 る
維 介 入
持 護 居
回 の 者

入、 生居排 活者せ 介生つ 護活、 （介食 次
護事 章
」等 に
との 規
い介 定
う護 す

「
第 ッ み に
六 ト な あ
十 型 す っ
六 指 こ て
条 定 と は
に 介 が 、
お 護 で 指
い 予 き 定
て 防 る 居
準 短 。 宅
用 期 サ

ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
を
担
当

力 職 設
を 員 入
有 、 居
す 機 者
る 能 生
者 訓 活
と 練 介
し 指 護
、 導 事
当 員 業
該 及 者

復 事 （
を 業 以
図 が 下
り 行 こ
、 わ の
も れ 章
っ る に
て も お
利 の い
用 を て
者 い

。そ る
）の 外
の他 部
事の サ
業日 ー
は常 ビ
、生 ス
介活 利
護上 用
予の 型
防支 指

す 入 ー
る 所 ビ
指 療 ス
定 養 等
居 介 条
宅 護 例
サ の 第
ー 事 六
ビ 業 十
ス に 五
等 つ 条

す
る
の
に
適
当
と
認
め
ら

特 び 」
定 計 と
施 画 い
設 作 う
の 成 。
他 担 ）
の 当 は
職 者 、
務 指（
に 以 定

「
の う 利
生 。 用
活 以 者
機 下 」
能 こ と
の の い
維 章 う
持 に 。
又 お ）
は い が

特援 定
定、 介
施機 護
設能 予
サ訓 防
ー練 特
ビ及 定
スび 施
計療 設

養 画 入

条 い 第
例 て 一
第 準 項
六 用 に
十 す 規
条 る 定
第 。 す
一 こ る
項 の 基
」 場 準

八
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第 （
六 提
十 供
五 拒
条 否

の
指 禁
定 止
介 ）

第 （
明 体 六 重 こ
を 制 十 要 と
行 、 四 事 が
い 利 条 項 で
、 用 の き
入 料 指 説 る
居 の 定 明 。
及 額 介 等

５ ４
第 介 定（
六 護 以 指 め 介
十 の 下 定 る 護
九 事 介 。 居「
条 業 指 護 室
第 と 定 予 （
一 指 特 防 指
項 定 定 特 定

３
所 他 じ 係
が に 。 指 る
確 利 ） 利定
保 用 、 用介
で 者 浴 者護
き を 室 の予
る 一 、 安防
場 時 便 全特

２ 第 （
建 六 設 れ

前 築 十 備 る
項 物 三 ） 者
の で 条 で
規 な な
定 け 指 け
に れ 定 れ
か ば 介 ば

護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

び 及 護 ）
指 び 予
定 そ 防
介 の 特
護 改 定
予 定 施
防 の 設
特 方 入
定 法 居
施 そ 者
設 の 生
入 他 活

か 特 施 定 介
ら 定 設 施 護
第 施 入 設 予
三 設 居 入 防
項 入 者 居 特
ま 居 生 者 定
で 者 活 生 施
に 生 介 活 設
規 活 護 介 入
定 介 」 護 居
す 護 と 事 者
る の い 業 生

合 的 所 性定
に に 、 が施
あ 移 食 確設
っ し 堂 保に
て て 及 さは
は 介 び れ、
機 護 機 て一
能 を 能 い時
訓 行 訓 る介
練 う 練 と護
室 た 室 認室
を め を め

か な 護 な
わ ら 予 ら
ら な 防 な
ず い 特 い
、 。 定 。
規 施 た
則 設 だ
で の し
定 建 、
め 物 利
る 用（
建 利 者

介
護
事
業
者
は
、
正
当
な
理

居 の 介
者 入 護
生 居 事
活 申 業
介 込 者
護 者 は
の の 、
提 サ あ
供 ー ら
に ビ か
関 ス じ

基 事 う 者 活
準 業 。 が 介
を と ） 指 護
満 が の 定 を
た 同 事 特 行
す 一 業 定 う
こ の を 施 た
と 施 行 設 め
を 設 う 入 の
も に 者 居 専
っ お を 者 用

（
設 の 設 た一
け 室 け も時
な が る の的
い 確 ほ はに
こ 保 か 、利
と さ 、 耐用が れ 消 火者で て 火 建をき い 設 築移る る 備 物し。 場 そ 又

物 用 の
で 者 処
あ の 遇
っ 日 に
て 常 支
、 生 障
知 活 が
事 の な
が た い
火 め 場
災 に 合

由
が
な
く
、
入
居
者
に
対
す

す の め
る 選 、
契 択 入
約 に 居
を 資 申
書 す 込
面 る 者
に と 又
よ 認 は
り め そ
締 ら の

て い い 生 の
、 て う 活 居
第 一 。 介 室
一 体 ） 護 を
項 的 の 事 い
か に 指 業 う
ら 運 定 者 。
第 営 を ）（
三 さ 併 指 及
項 れ せ 定 び
ま て て 居 前

て合 の は指に 他 準定あ の 耐介っ 非 火護て 常 建予は 災 築防一 害 物特時 に と定介 対 す
施護 す る
設室 る こ

予 使 は
防 用 、
、 し 当
消 な 該
火 い 特
活 附 定
動 属 施
等 の 設
に 建 の
関 物 他
し を の

る
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設

結 れ 家
し る 族
な 重 に
け 要 対
れ 事 し
ば 項 、
な を 運
ら 記 営
な 載 規
い し 程
。 た の

で い 受 宅 項
に る け サ に
規 場 、 ー 規
定 合 か ビ 定
す に つ ス す
る あ 、 に る
基 っ 指 該 設
準 て 定 当 備
を は 介 す に
満 、 護 る 関
た 指 予 特 し

入を 必 と
居、 要 を
者他 な 要
生に 設 し
活機 備 な
介能 を い
護訓 備 。
を練 え
行を な
う行 け
たう れ

専 除 職
門 く 務
的 。 に
知 以 従
識 下 事
を 同 す
有 じ る
す 。 こ
る ） と
者 は が
の 、 で

入
居
者
生
活

八 介
一 護

の
提
供

書 概
面 要
の 、
交 従
付 業
等 者
を の
し 勤
て 務
説 の

し 定 防 定 必
て 居 特 施 要
い 宅 定 設 な
る サ 施 入 基
も ー 設 居 準
の ビ 入 者 は
と ス 居 生 、
み 等 者 活 規
な 条 生 介 則
す 例 活 護 で

めた ば
のめ な
室に ら
を適 な
い当 い
うな 。
。広 た
以さ だ
下の し

場 、 同

意 耐 き
見 火 る
を 建 。
聴 築
い 物
て 又
、 は
火 準
災 耐
に 火
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２

前
項
に
規
定
す
る

第 （
び 者 六 従 で い
計 生 十 業 な て
画 活 八 者 け 自
作 介 条 ） れ 立
成 護 ば し
担 事 外 な た
当 業 部 ら 日
者 者 サ な 常

に 援 ス 下 介
基 、 護事 「
づ 機 基 予業
き 能 本 防者
、 訓 サ 特」
受 練 ー 定と
託 及 ビ 施い
介 び ス 設う

第 （
定 外 る六（
施 以 部 。十
設 下 サ 第七
入 ー 十条「
居 指 ビ 四
者 定 ス 章外
生 介 利部
活 護 用 外サ

第 （
医 者 六 準 を

生 十 用 拒師
活 六 ） ん」
介 条 でと
護 はあ
の 第 なる
事 六 らの
業 条 なは

従
業
者
そ
の
他
の
指
定
介
護
予

を 」 ー い 生
置 と ビ 。 活
か い ス を
な う 利 営
け 。 用 む
れ ） 型 こ
ば は 指 と
な 、 定 が
ら 指 介 で
な 定 護 き
い 介 予 る
。 護 防 よ

護 療 」 入。
予 養 と 居）
防 上 い 者に
サ の う 生よ
ー 世 。 活り
ビ 話 ） 介、
ス 及 護当（
事 以 び の該
業 下 当 提介
者 該 供護「
に 受 指 を予
よ 託 定 受

介 予 型 部ー
護 防 指 サビ
の 特 定 ース
事 定 介 ビ利
業 施 護 ス用
が 設 予 利型
行 入 防 用指
わ 居 特 型定
れ 者 定 指介
る 生 施 定護
も 活 設 介予
の 介 入 護

に 、 い「
つ 第 。主
い 十治
て 一の
準 条医
用 か師
す ら又
る 第は
。 十あ
こ 四ら
の 条か
場 ま

防
特
定
施
設
の
従
業
者
に
関

予 特 う
防 定 、
特 施 利
定 設 用
施 入 者
設 居 の
ご 者 心
と 生 身
に 活 機
、 介 能
基 護 の

防
る 介 介 け特
受 護 護 る定
託 予 予 入施
介 防 防 居設
護 サ 特 者サ
予 ー 定ー （
防 ビ 施 以ビサ ス 設 下スー 」 の こ計ビ と 事 の画ス い 業 章

防
を 護 居 予特
い 」 者 防定
う と 生 特施
。 い 活 定設
以 う 介 施入下 。 護 設居同 ） の 入者じ で 原 居生。 あ 則 者活） っ ） 生介の て 活

じ
合 でめ
に 、指
お 第定
い 三介
て 十護
、 六予 第 条防 十 、特 三 第定 条 三施 中 十

し
必
要
な
基
準
は
、
規
則
で

本 の 維
サ 事 持
ー 業 回
ビ を 復
ス 行 を
の う 図
提 者 り
供 、（
に 以 も
当 下 っ
た て

にを う 者 に基適 。 が おづ切 ） 委 いきか を 託 て行つ い す 「わ円 う る 利れ滑 。 指 用るに 以 定 者入提 下 介 」
浴供 同 護 と
、す じ 予 い

護従 、 介
業 当 護（

指者 該 定に 指 介よ 定 護り 介 予行 護 防わ 予 サれ 防 ーる 特
ビ介 定

設 七入 「
訪 条居 問 、者 介 第生 護 四活 員 十介 等 七護 」 条

事 と 及
業 あ び
者 る 第

定
め
る
。

「
る 外 利
規 部 用
則 サ 者
で ー の
定 ビ 生
め ス 活
る 利 機
員 用 能
数 型 の
の 指 維
生 定 持

排る 。 防 う
せこ ） サ 。
つと の ー ）
、に 事 ビ の
食よ 業 ス 安
事り は 事 否
等、 、 業 の
の当 介 者 確
介該 護 認（
護指 予 以 、
そ定 防 下 利

ス護 施
に予 設
該防 （
当特 特
す定 定
る施 施
介設 設
護サ で
予ー あ
防ビ っ
特ス て

が の 四
定 は 十
め 八「
た 介 条
協 護 の
力 予 規
医 防 定
療 特 は
機 定 、
関 施 指
」 設 定

活 介 又
相 護 は
談 予 向
員 防 上
、 特 を
介 定 目
護 施 指
職 設 す
員 入 も
及 居 の

の介 特 用「
他護 定 受 者
の予 施 託 の
日防 設 介 生
常特 サ 護 活
生定 ー 予 相
活施 ビ 防 談
上設 ス サ 等
のに 計 ー （

お 画 支 ビ 以

定計 、
施画 当
設の 該
入作 指
居成 定
者、 介
生当 護
活該 予
介指 防

定 特 護

と 従 介
読 業 護
み 者 予
替 」 防
え と 特
る 、 定
も 施「
の 主 設
と 治 入
す の 居

八
二
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（
指
定
介 第
護 十
予 五
防 章
福
祉 指

第 （
定 設 護 七 準
め の 予 十 用
た 従 防 一 ）
協 業 特 条
力 者 定
医 」 施 第
療 と 設 六
機 、 入 条

第
る て ス 容 要 七
契 説 の 、 、 十
約 明 種 受 従 条
を を 類 託 業
書 行 、 介 者 外
面 い 利 護 の 部
に 、 用 予 勤 サ
よ 入 料 防 務 ー

４ ３（
重 ら で
要 第 」 第 第
事 三 と 六 六
項 項 あ 十 十
の ま る 三 三
説 で の 条 条
明 」 は 第 第
等 と 五 一「

２ 第 ３（
れ 六 設

前 ば 十 備 第
項 な 九 ） 六
に ら 条 十
規 な 二
定 い 指 条
す 。 定 第
る た 介 四

用 定
具 介
貸 護
与 予
の 防
原 福
則 祉
） 用

具
貸
与

関 居 、「
」 主 者 第
と 治 生 十
読 の 活 一
み 医 介 条
替 師 護 か
え 」 の ら
る と 事 第
も あ 業 十
の る に 四
と の つ 条
す は い ま

り 居 の サ の ビ
締 額 ー 体 ス（
結 養 及 ビ 制 利
し 護 び ス 、 用
な 老 そ 事 外 型
け 人 の 業 部 指
れ ホ 改 者 サ 定
ば ー 定 及 ー 介
な ム の び ビ 護
ら に 方 受 ス 予
な 入 法 託 利 防
い 居 そ 介 用

） あ 第 項 項
る 七 の 及
の 十 規 び
は 五 定 第

条 は 二「
第 第 、 項
一 一 指 の
項 項 定 規
及 及 介 定
び び 護 は
前 同 予 、
項 条 防 指

設 だ 護 項
備 し 予 の
に 、 防 規
関 居 特 定
し 室 定 は
必 が 施 、
要 規 設 第
な 則 に 一
基 で は 項
準 定 、 の
は め 居 計
、 る 室 画

る て で「
。 主 準 、

治 用 第
の す 三
医 る 十
師 。 六
又 こ 条
は の 、
あ 場 第
ら 合 三
か に 十

特
。 す の 護 型 定

る 他 予 指 施
場 の 防 定 設
合 入 サ 介 入
を 居 ー 護 居除 申 ビ 予 者く 込 ス 防 生。 者 事 特 活） の 業 定 介及 サ 者 施 護び ー が 設

に 第 特 定
お 三 定 介
い 項 施 護
て に 設 予
準 お の 防
用 い 設 特
す て 備 定
る 準 に 施
第 用 つ 設
六 す い の
十 る て 建

規 面 、 作
則 積 浴 成
で 以 室 担
定 上 、 当
め で 便 者
る あ 所 に
。 る 及 つ

場 び い
合 食 て
は 堂 準
、 を 用

じ お 七
め い 条
外 て 、
部 、 第
サ 第 四
ー 十 十
ビ 三 八
ス 条 条
利 中 及
用 び「
型 訪 第

事外 ビ 受 入 業部 ス 託 居 者サ の 介 者 はー 選 護 生 、ビ 択 予 活 あス に 防 介 ら利 資 サ 護 か用 す ー 事
じ型 る ビ 業
め指 と ス 者
、定 認 の と

三 指 準 物
条 定 用 に
第 居 す つ
一 宅 る い
項 サ 。 て
及 ー こ 準
び ビ の 用
第 ス 場 す
二 等 合 る
項 条 に 。
」 例 お

食 設 す
堂 け る
を る 。
設 ほ
け か
な 、
い 消
こ 火
と 設
が 備
で そ

指 問 六
定 介 十
介 護 五
護 員 条
予 等 の
防 」 規
特 と 定
定 あ は
施 る 、
設 の 外
入 は 部

入介 め 事 受
居護 ら 業 託
申予 れ を 介
込防 る 行 護
者特 重 う 予
又定 要 事 防
は施 事 業 サ
そ設 項 所 ー
の入 を の ビ
家居 記 名 ス
族者 載 称 事

と 第 い
読 六 て
み 十 、
替 九 同
え 条 項
る 第 中
も 一 「
の 項 第
と 及 六
す び 十
る 第 九

き の
る 他
。 の

非
常
災
害
に
対
す
る

八
三

居 サ「
者 指 ー
生 定 ビ
活 介 ス
介 護 利
護 予 用
事 防 型
業 特 指
者 定 定
が 施 介

に生 し 、 業
対活 た 受 者
し介 書 託 の
、護 面 介 業
運の の 護 務
営提 交 予 の
規供 付 防 分
程に 等 サ 担
の関 を ー の

す し ビ 内 概

。 二 条
項 第
」 一
と 項
、 か

ら「
第 第
一 三
項 項
か ま

必
要
な
設
備
を
備
え
な
け
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３

指
定
介
護
予
防
福

２ 第 （
な の 広 七 設

前 い 規 さ 十 備
項 こ 定 の 四 ）
に と に 区 条
規 が よ 画
定 で り を 指
す き 福 有 定
る る 祉 す 介

三 二 一
者 下

次 を 指 同 指
章 い 定 じ 定
に う 特 。 福
規 。 定 ） 祉
定 以 福 用
す 下 祉 指 具

２ 第
る の け に 七
規 事 指 れ 、 十
定 業 定 ば 規 三
に と 介 な 則 条
規 が 護 ら で
定 同 予 な 定 指
す 一 防 い め 定
る の 福 。 る 介

第（
福 い な な 七
祉 、 限 十福
用 福 り 二祉
具 祉 そ 条用
専 用 の具
門 具 居 指（
相 を 宅 定法
談 貸 に 介第

祉
用
具
貸
与
事
業
者
が
指
定
福

設 。 用 る 護
備 具 ほ 予
に の か 防
関 保 、 福
し 管 指 祉
必 又 定 用
要 は 介 具
な 消 護 貸
基 毒 予 与
準 を 防 事
は 他 福 業
、 の 祉 者

る 同 用 定 貸
指 じ 具 居 与
定 。 販 宅 事
特 ） 売 サ 業
定 事 ー 者
介 指 業 ビ （
護 定 者 ス 指
予 居 等 定（
防 宅 指 条 居
福 サ 定 例 宅
祉 ー 居 第 サ
用 ビ 宅 七 ー

基 事 祉 員 護
準 業 用 数 予
を 所 具 の 防
満 に 貸 福 福
た お 与 祉 祉
す い 事 用 用
こ て 業 具 具
と 一 者 専 貸
を 体 が 門 与
も 的 次 相 の
っ に の 談 事
て 運 各 員 業

員 与 お 護八
） す い 予条

る て 防の
こ 、 サ二
と 自 ー第
に 立 ビ十
よ し ス二
り た に項
、 日 該の
利 常 当規
用 生 す定
者 活 る

祉
用
具
貸
与
事
業
者
の
指
定

規 事 用 は
則 業 具 、
で 者 貸 福
定 に 与 祉
め 行 の 用
る わ 提 具
。 せ 供 の

る に 保
場 必 管
合 要 及
に な び

具 ス サ 十 ビ
販 等 ー 九 ス
売 条 ビ 条 に
事 例 ス 第 該
業 第 に 一 当
者 八 該 項 す

十 当 る
第 四 す 福
七 条 る 祉
十 第 特 用
八 一 定 具

、 営 号 を（
前 さ に 介 行
項 れ 掲 護 う
に て げ 保 者
規 い る 険 （
定 る 事 法 以
す 場 業 施 下
る 合 者 行 「
基 に の 令 指
準 あ 指 第 定
を っ 定 四 介

に
の を 介よ
生 営 護り
活 む 予厚
機 こ 防生能 と 福労の が 祉働維 で 用大持 き 具臣又 る 貸がは よ 与定改 う

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指

あ そ 消
っ の 毒
て 他 の
は の た
、 設 め
福 備 に
祉 及 必
用 び 要
具 備 な
の 品 設
保 等 備

条 項 福 貸
第 祉 与
一 用 （
項 具 以

販 下
売 「

指（
以 定
下 福

祉「
指 用

満 て を 条 護
た は 併 第 予
し 、 せ 一 防
て 次 て 項 福
い の 受 に 祉
る 各 け 規 用
も 号 、 定 具
の に か す 貸
と 掲 つ る 与
み げ 、 福 事
な る 当 祉 業

（め善 、 以るを 利 下福図 用 「祉る 者 指用も の 定
具の 心 介
をで 身 護
いな の 予
うけ 状 防
。れ 況 福
以ば 、 祉

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

管 を 及
又 備 び
は え 器
消 な 材
毒 け 並
の れ び
た ば に
め な 事
に ら 業
必 な の
要 い 運

定 具
特 貸
定 与
福 」
祉 と
用 い
具 う
販 。
売 ）
」 の
と 事

す 事 該 用 者
こ 業 指 具 」
と 者 定 専 と
が の に 門 い
で 区 係 相 う
き 分 る 談 。
る に 事 員 ）
。 応 業 を は

じ と い 、
、 指 う 当
そ 定 。 該

下な 希 用
同ら 望 具
じな 及 貸
。い び 与
）。 そ 」
の の と
選 置 い
定 か う
の れ 。
援 て ）
助 い の

の
事
業
と
指
定
福
祉
用
具

な 。 営
設 た を
備 だ 行
又 し う
は 、 た
器 次 め
材 条 に
を 第 必
有 二 要
し 項 な

い 業
う を
。 行
） う
の 者
事 を
業 い
を う
行 。
う 以

れ 介 以 事
ぞ 護 下 業
れ 予 同 を
当 防 じ 行
該 福 。 う
各 祉 ） 事
号 用 を 業
に 具 置 所
定 貸 か ご
め 与 な と

、 る 事
取 環 業
付 境 は
け を 、
、 踏 利
調 ま 用
整 え 者
等 た が
を 適 可
行 切 能

八
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２
業

指 所
定 ご
特 と
定 に
介 、
護 規
予 則

第 （
七 福 活 選 え
十 祉 機 定 た
八 用 能 の 適
条 具 の 援 切

専 維 助 な
指 門 持 、 特
定 相 又 取 定
特 談 は 付 介

第 第（
者 七 指 場 七
が 十 定 合 十
可 七 特 第 に 六
能 条 定 十 お 条
な 介 六 い
限 指 護 章 て 第
り 定 予 、 六
そ 介 防 指 第 条

３ ２（
準 る「
用 従 第 。 指
） 業 定十

者 介条
」 護の
と 予規
読 防定
み 福は

第 （
に 七 衛 た 貸
消 十 生 す 与
毒 五 管 こ の
す 条 理 と 事
る 等 を 業
と 指 ） も と
と 定 っ が
も 介 て 同

防 で
福 定
祉 め
用 る
具 員
販 数
売 の
事 福
業 祉
者 用
が 具
次 専

定 員 向 け 護
介 ） 上 、 予
護 を 調 防
予 目 整 福
防 指 等 祉
福 す を 用
祉 も 行 具
用 の い （
具 で 、 法
販 な 特 第
売 け 定 八
の れ 介 条

の 護 福 定 八 、
居 予 祉 特 条 第
宅 防 用 定 中 八
に サ 具 介 条「
お ー 販 護 訪 、
い ビ 売 予 問 第
て ス の 防 介 九
、 に 原 福 護 条
自 該 則 祉 員 、
立 当 ） 用 等 第
し す 具 」 十
た る 販 と 一

替 祉、
え 用指
る 具定
も 貸介
の 与護
と 事予
す 業防
る 者福
。 は祉

、用
前具
項

に 護 、 一
、 予 第 の
既 防 一 事
に 福 項 業
消 祉 に 所
毒 用 規 に
が 具 定 お
行 貸 す い
わ 与 る て
れ 事 基 一
た 業 準 体
福 者 を 的

の 門
各 相
号 談
に 員
掲 を
げ 置
る か
事 な
業 け
者 れ
の ば

事 ば 護 の
業 な 予 二
を ら 防 第
行 な 福 十
う い 祉 三
者 。 用 項

具 の（
以 を 規
下 販 定

売 に「
指 す よ

日 特 売 あ 条
常 定 る 、
生 介 の 第
活 護 は 十
を 予 、 二
営 防 条「
む 福 福 及
こ 祉 祉 び
と 用 用 第
が 具 具 十
で 販 専 四

貸
の与
規事
定業
に者 かに かつ わい らて ず準 、用 福

祉 は 満 に
用 、 た 運
具 回 し 営
と 収 て さ
消 し い れ
毒 た る て
が 福 も い
行 祉 の る
わ 用 と 場
れ 具 み 合
て を な に

指 な
定 ら
を な
併 い
せ 。
て
受
け
、
か
つ

定 る り
特 こ 厚
定 と 生
介 に 労
護 よ 働
予 り 大
防 、 臣
福 利 が
祉 用 定
用 者 め
具 の る

き 売 門 条
る 相 の（
よ 以 談 規
う 下 員 定
、 」 は「
利 指 と 、
用 定 読 指
者 特 み 定
の 定 替 介
心 介 え 護
身 護 る 予

す 祉る 用。 具こ のの 保場 管合 又
に は
お 消
い 毒
て を

い 、 す あ
な そ こ っ
い の と て
福 種 が は
祉 類 で 、
用 、 き 指
具 材 る 定
と 質 。 居
を 等 宅
区 か サ
分 ら ー

、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
と

販 心 特
売 身 定
事 機 介
業 能 護
者 の 予
」 維 防
と 持 福
い 回 祉
う 復 用
。 を 具
） 図 を

の 予 も 防
状 防 の 福
況 福 と 祉
、 祉 す 用
希 用 る 具
望 具 。 貸
及 販 与
び 売 の
そ 」 事
の と 業
置 い に

、 委
同 託
条 等
第 に
一 よ
項 り
中 他

の「
訪 事
問 業
介 者

し み ビ
て て ス
保 適 等
管 切 条
し な 例
な 消 第
け 毒 八
れ 効 十
ば 果 条
な を 第
ら 有 一

指
定
特
定
介

八 護
五 予

防
福
祉

は り い
、 、 う
当 も 。
該 っ 以
事 て 下
業 利 同
を 用 じ
行 者 。
う の ）
事 生 の

か う つ
れ 。 い
て ） て
い の 準
る 事 用
環 業 す
境 は る
を 、 。
踏 利 こ
ま 用 の

護 に
員 行
等 わ
」 せ
と る
あ こ
る と
の が
は で
、 き

な す 項
い る に
。 方 規

法 定
に す
よ る
り 基
速 準
や を
か 満
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の
事
業
と
が
、
同
一

２ 第 （
の 二 う 基八

基 区 項 。 準十
準 画 中 ） 該一
該 」 の 当条「
当 と 常 事 介
介 あ 勤 業 護基
護 る の に 予準
予 の 訪 つ 防該

第 （
も て 八 準
の 、 十 用

第 と 第 条 ）
十 す 八
七 る 条 第
章 。 中 六

条「
基 訪 、

２ 第 （
に 指 売 七 設
規 定 指 の 十 備
定 特 定 提 九 ）
す 定 特 供 条
る 福 定 に
基 祉 介 必 指
準 用 護 要 定
を 具 予 な 特

三 二 一 号 用
に 具

指 指 指 定 販
定 定 定 め 売
介 福 特 る の
護 祉 定 規 事
予 用 福 定 業
防 具 祉 に と

の
事
業
者
に
よ
り
同
一
の
事
業

防 は 問 い 訪当
訪 介 て 問介「
問 区 護 は 介護
介 画 員 、 護予
護 」 等 第 ）防
の と 」 二 サ
事 読 と 章 ー
業 み あ ビ（
と 替 る 第 ス
基 え の 五 に
準 る は 条 該
該 も 第

準 問 第
該 介 八
当 護 条
介 員 か
護 等 ら
予 」 第
防 と 十
サ あ 二
ー る 条
ビ の ま
ス は で

及

満 販 防 そ 定
た 売 福 の 介
す の 祉 他 護
こ 事 用 の 予
と 業 具 設 防
を と 販 備 福
も が 売 及 祉
っ 同 事 び 用
て 一 業 備 具
、 の 者 品 販
前 事 が 等 売
項 業 指 を 事

福 貸 用 規 が
祉 与 具 定 同
用 事 販 す 一
具 業 売 る の
貸 者 事 基 事
与 業 準 業
事 指 者 を 所
業 定 満 に
者 居 指 た お

宅 定 す い
第 サ 居 こ て
七 ー 宅 と 一

所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営

当「
当 の 訪 三 す
訪 と 問 項 る
問 す 介 及 介
介 る 護 び 護
護 。 員 第 予等 四 防（
基 」 項 訪準 と 並 問該 、 び 介当 第 に 護居 六 第

「
福 び
祉 第
用 十
具 四
専 条
門 の
相 規
談 定
員 は
」 、
と 指

に 所 定 備 業
規 に 特 え 者
定 お 定 な は
す い 福 け 、
る て 祉 れ 事
基 一 用 ば 業
準 体 具 な の
を 的 販 ら 運
満 に 売 な 営
た 運 事 い を
し 営 業 。 行

十 ビ サ を 体
三 ス ー も 的
条 等 ビ っ に
第 条 ス て 運
一 例 等 、 営
項 第 条 前 さ

七 例 項 れ
十 第 に て
九 八 規 い
条 十 定 る
第 四 す 場

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

又宅 条 七 はサ 中 条 こー 第「 れビ 常 二 にス 勤 項 相に の を
当該 管 除
す当 理 く
るす 者 。
サる 」 ）
ー訪 と の

、 定
第 特
十 定
条 介
第 護
一 予
項 防
中 福

祉「
訪 用
問 具

て さ 者 う
い れ の た
る て 指 め
も い 定 に
の る を 必
と 場 併 要
み 合 せ な
な に て 広
す あ 受 さ
こ っ け の
と て 、 区

一 条 る 合
項 第 基 に

一 準 あ
項 を っ

満 て
た は
し 、
て 次
い の
る 各
も 号

は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

ビ問 あ 規
ス介 る 定

護 の を （
以又 は 準
下は 用「

こ 管 す 「
基れ 理 る
準に 者 。
該相 」 こ
当当 と の
介す 、 場

介 販
護 売
員 の
等 事
」 業
と に
あ つ
る い
の て
は 準

用

が は か 画
で 、 つ を
き 指 、 有
る 定 指 す
。 居 定 る

宅 特 ほ
サ 定 か
ー 介 、
ビ 護 指
ス 予 定
等 防 特

の に
と 掲
み げ
な る
す 事
こ 業
と 者
が の
で 区
き 分
る に

条
例
第
八
十
七
条
第
一
項

護る 第 合
予サ 七 に
防ー 条 お
訪ビ 第 い
問ス 一 て
介を 項 、
護い 中 第
」う 五「
と。 専 条

） 用 第 い

「
従 す
業 る
者 。
」 こ
と の
読 場
み 合
替 に
え お
る い

条 福 定
例 祉 介
第 用 護
八 具 予
十 販 防
五 売 福
条 の 祉
第 事 用
一 業 具
項 と 販

。 応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

八
六
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２
の
事 基
業 準
と 該
が 当
、 介
同 護
一 予

第
る の う 八「
。 場 食 。 十

所 堂 ） 三
及 、 の 条
び 機 事
事 能 業 基
務 訓 に 準
連 練 つ 該

（
基 る 規 第 十 ス
準 。 定 一 八 を
該 す 項 条 い
当 る に 第 う
介 基 規 一 。
護 準 定 項 ）
予 を す に の
防 満 る お 事

２ 第
す 項 護 八

基 る 中 」 十
準 。 と 二「
該 専 い 条
当 用 う
介 の 。 基
護 区 ） 準
予 画 の 該

（
基 の ス 準 に
準 と 等 用 お
該 み 条 す い
当 な 例 る て
介 す 第 第 読
護 こ 七 五 み
予 と 条 条 替
防 が 第 第 え

の 防
事 通
業 所
者 介
に 護
よ の
り 事
同 業
一 と
の 基
事 準
業 該

絡 室 い 当
の 、 て 介
た 静 は 護
め 養 、 予
の 室 第 防
場 、 七 サ
所 相 章 ー
」 談 ビ（
と 室 第 ス
、 及 三 に
第 び 十 該
三 事 四

通 た 基 い 業
所 す 準 て と
介 こ を 準 が
護 と 、 用 、
） を 指 す 同

も 定 る 一
っ 居 指 の
て 宅 定 事
前 サ 居 業
項 ー 宅 者
に ビ サ に
お ス ー よ

防 」 事 当
訪 と 業 介
問 あ に 護
入 る つ 予
浴 の い 防
介 は て サ
護 は ー「
の 区 、 ビ
事 画 第 ス
業 」 三 に
と と 章 該
基 、

訪 で 一 一 て
問 き 項 項 準
入 る に 及 用
浴 。 規 び す
介 定 第 る
護 す 二 指
） る 項 定

基 に 居
準 規 宅
を 定 サ
満 す ー
た る ビ

所 当
に 通
お 所
い 介
て 護
一 （
体 基
的 準
に 該
運 当
営 居

当
十 務 条 す
八 室 第 る
条 」 四 介
に と 項 護
お あ 及 予い る び 防て の 第 通準 は 三 所用 十 介「
す 食 五 護る 事 条

い 等 ビ り
て 条 ス 同
読 例 等 一
み 第 条 の
替 八 例 事
え 十 第 業
て 八 十 所
準 条 六 に
用 第 条 お
す 一 第 い
る 項 一 て

当（
準 第 第 す
該 十 十 る
当 八 六 介
訪 条 条 護
問 に 第 予入 お 三 防浴 い 項 訪介 て 及 問護 準 び 入用 第 浴（
基 す 十

す 基 ス
こ 準 等
と を 条
を 、 例
も 指 第
っ 定 五
て 居 条
前 宅 第
項 サ 一
に ー 項
お ビ 及

さ 宅
れ サ
て ー
い ビ
る ス
場 に
合 該
に 当
あ す
っ る
て 通

又第 を 第 は六 行 四 こ条 う 項 れ中 場 を に所 除「 相常 、 く
当勤 機 。
すの 能 ）
る管 訓 の
サ理 練 規
ー者 を 定

第 に 項 一
十 お に 体
七 い 規 的
条 て 定 に
第 読 す 運
一 み る 営
項 替 基 さ
に え 準 れ
規 て を て
定 準 満 い
す 用 た る

介準 る 七 護該 第 条 又当 六 第 は居 条 二 こ宅 中 項 れサ を「 にー 常 除
相ビ 勤 く
当ス の 。
すに 管 ）
る該 理 の

い ス び
て 等 第
読 条 二
み 例 項
替 第 に
え 八 規
て 十 定
準 七 す
用 条 る
す 第 基
る 一 準

は 所
、 介
指 護
定 又
居 は
宅 こ
サ れ
ー に
ビ 相
ス 当
等 す

ビ」 行 を
スと う 準

あ 場 用 （
以る 所 す
下の 、 る

は 静 。 「
基養 こ「
準管 の の
該理 た 場
当者 め 合
介」 の に

る す す 場
基 る こ 合
準 指 と に
を 定 を あ
満 居 も っ
た 宅 っ て
し サ て は
て ー 前 、
い ビ 項 指
る ス に 定
も 等 お 居

サ当 者 規
ーす 」 定
ビる と を
ス訪 あ 準

問 る 用 （
以入 の す
下浴 は る

介 。 「「
基護 管 こ
準又 理 の
該は 者 場

第 項 を
七 に 満
条 お た
第 い す
一 て こ
項 読 と
に み を
規 替 も
定 え っ
す て て
る 準 前

条 る
例 サ
第 ー
八 ビ
十 ス

八 九 を
七 条 い

第 う
一 。
項 ）

護と 場 お
予読 所 い
防み 、 て
通替 生 、
所え 活 同
介る 相 条
護も 談 第
」の の 一
とと た 項

す め 中 い

の 条 い 宅
と 例 て サ
み 第 準 ー
な 十 用 ビ
す 七 す ス
こ 条 る 等
と 第 第 条
が 一 十 例
で 項 六 第
き に 条 八

当こ 」 合
介れ と に
護に 読 お
予相 み い
防当 替 て
訪す え 、
問る る 同
入サ も 条
浴ー の 第

ビ と 一 介

基 用 項
準 す に
を る お
満 指 い
た 定 て
し 居 読
て 宅 み
い サ 替
る ー え
も ビ て
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当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

６ ５
者 率 通 ほ

基 第 の 的 所 か
準 二 処 な 介 、
該 項 遇 運 護 基
当 に に 営 事 準
介 規 支 が 業 該
護 定 障 可 所 当
予 す が 能 等 介

４ ３
に の 員

基 第 支 栄 又
準 四 障 養 は
該 十 が 士 看
当 四 な と 護
介 条 い の 師
護 第 と 連 若
予 三 き 携 し

２ 第
予 定 該 生 八

基 防 地 当 活 十
準 通 域 介 介 四
該 所 密 護 護 条
当 介 着 予 」
介 護 型 防 と 基
護 事 介 短 い 準
予 業 護 期 う 該

（
基 み 項 条 に
準 な 及 第 お
該 す び 一 い
当 こ 第 項 て
介 と 三 及 準
護 が 項 び 用
予 で に 第 す
防 き 規 三 る

い
う
。
）
の
事
業
と
が
、
同
一

防 る な な の 護
短 従 い 場 設 予
期 業 と 合 備 防
入 者 き で を 短
所 及 は あ 利 期
生 び 、 っ 用 入
活 前 居 て す 所
介 項 室 、 る 生
護 に を 当 こ 活
の 規 除 該 と 介
事 定 き 指 に 護
業 す 、 定 よ を

防 項 は を く
短 の 、 図 は
期 規 栄 る 准
入 定 養 こ 看
所 は 士 と 護
生 、 を に 師
活 前 置 よ 、
介 項 か り 栄
護 の な 当 養
事 機 い 該 士
業 能 こ 基 、
所 訓 と 準 機

防 所 予 入 。 当
短 等 防 所 ） 介
期 」 サ 生 の 護
入 と ー 活 事 予
所 い ビ 介 業 防
生 う ス 護 を サ
活 。 に 事 行 ー
介 ） 該 業 う ビ
護 に 当 所 者 ス
事 併 す 」 に（
業 設 る と 以 該
者 し 介 い 下 当

短 る 定 項 指
期 。 す に 定
入 る 規 居
所 基 定 宅
生 準 す サ
活 を る ー
介 満 基 ビ
護 た 準 ス
） す を 等

こ 、 条
と 指 例
を 定 第

の
事
業
者
に
よ
り
同
一
の
事

と る こ 介 り 提
基 設 れ 護 、 供
準 備 ら 予 当 す
該 に の 防 該 る
当 関 設 通 指 た
短 し 備 所 定 め
期 必 を 介 介 に
入 要 設 護 護 必
所 な け 事 予 要
生 基 な 業 防 な
活 準 い 所 通 そ

に 練 が 該 能
は 指 で 当 訓
、 導 き 介 練
居 員 る 護 指
室 に 。 予 導
、 つ 防 員
食 い 短 及
堂 て 期 び
、 準 入 調
機 用 所 理
能 す 生 員

は な 護 う す「
、 け 予 。 基 る
基 れ 防 ） 準 介
準 ば 認 は 該 護
該 な 知 、 当 予
当 ら 症 指 介 防
介 な 対 定 護 短
護 い 応 介 予 期
予 。 型 護 防 入
防 通 予 短 所
短 所 防 期 生

も 居 三
っ 宅 十
て サ 四
前 ー 条
項 ビ 第
に ス 一
お 等 項
い 条 及
て 例 び
準 第 第
用 八 三

業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運

介 は こ 等 所 の
護 、 と の 介 他

規 が 利 護 の（
基 則 で 用 事 設
準 で き 者 業 備
該 定 る 等 所 及
当 め 。 及 等 び
居 る び 及 備
宅 。 当 び 品
サ 該 当 等
ー 基 該 を

訓 る 活 そ
練 。 介 の
室 護 他
、 事 の
浴 業 従
室 所 業
、 の 者
便 効 を
所 果 置
、 的 か
洗 な な

期 介 通 入 活
入 護 所 所 介
所 の 介 生 護
生 事 護 活 又
活 業 事 介 は
介 を 業 護 こ
護 行 所 事 れ
事 う 若 業 に
業 事 し 者 相
所 業 く 」 当
ご 所 は と す

す 十 項
る 九 に
第 条 規
三 第 定
十 一 す
五 項 る
条 に 基
第 お 準
一 い を
項 て 満
及 準 た

営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

ビ 準 基 備
ス 該 準 え
に 当 該 な
該 介 当 け
当 護 介 れ
す 予 護 ば
る 防 予 な
短 短 防 ら
期 期 短 な
入 入 期 い
所 所 入 。

面 運 け
所 営 れ
、 を ば
静 期 な
養 待 ら
室 で な
、 き い
面 る 。
接 場 た
室 合 だ
及 で し

と を 指 い る
に い 定 う サ
、 う 介 。 ー
規 。 護 ） ビ
則 ） 予 が ス
で 又 防 当 （
定 は 認 該 以
め 社 知 事 下
る 会 症 業 「
員 福 対 を 基
数 祉 応 行 準

び 用 す
第 す こ
三 る と
項 指 を
に 定 も
規 居 っ
定 宅 て
す サ 前
る ー 項
基 ビ に
準 ス お

て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

生 生 所 た
活 活 生 だ
介 介 活 し
護 護 介 、
又 事 護 指
は 業 事 定
こ 所 業 介
れ の 所 護
に 利 の 予
相 用 効 防

び あ 、
介 っ 他
護 て の
職 、 社
員 利 会
室 用 福
を 者 祉
設 の 施
け 処 設
る 遇 等

の 施 型 う 該
生 設 通 事 当
活 所 業 介（
相 以 介 所 護
談 下 護 予（
員 事 以 防「
、 指 業 下 短
介 定 所 期「
護 介 基 入（
職 護 指 準 所

を 等 い
満 条 て
た 例 準
し 第 用
て 三 す
い 十 る
る 五 第
も 条 三
の 第 十
と 一 四

八
八
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２
介
護 平
予 成
防 二
訪 十
問 五
看 年
護 三

１（ （
指 施 な
定 こ 行 支
介 の 期 附 援
護 条 日 の
予 例 ） 則 方
防 は 法
訪 、 に
問 平 関

第 （
八 規 る 三 十
十 則 基 条 一
六 へ 第 準 第 条
条 の 十 を 一 第

委 八 満 項 一
こ 任 章 た に 項
の ） す 規 に
条 雑 こ 定 お

２ 第 （
ス 与 基八
を 基 」 準十
い 準 と 該五
う 該 い 当条
。 当 う 介
） 介 。 護基
の 護 ） 予準
事 予 の 防該

７
て も 項 ス
、 第 っ 及 等
第 て び 条九
四 第 第 例章
十 四 三 第（
九 項 項 九第
条 に に 十四
に 規 お 条十

事 月
業 三
所 十
に 一
お 日
い ま
て で
行 の
わ 間
れ に
る お
指 い

看 成 す
護 二 る
に 十 必
関 四 要
す 年 な
る 十 基
経 月 準
過 一 は
措 日 、
置 か 規
） ら 則

施 で

例 則 と す い
に を る て
定 も 基 準
め っ 準 用
る て を す
も 前 、 る
の 項 指 指
の に 定 定
ほ お 居 居
か い 宅 宅
、 て サ サ
指 準 ー ー

業 防 事 福当
と 福 業 祉介
が 祉 に 用護
、 用 つ 具予
同 具 い 貸防
一 貸 て 与サ
の 与 は ）ー
事 の 、 ビ
業 事 第 ス
者 業 十 に
に と 五 該
よ 基 章

お 定 い 第四
い す て 二条
て る 準 項及
準 基 用 及び
用 準 す び第
す を る 同四
る 満 第 条十
第 た 四 第五
六 し 十 三条
条 て 四 項を
中 い 条 に除

る 第 お
定 て
介 、
護 第
予 二
防 十
訪 条
問 第
看 四
護 項
の に
事 規

行 定
す め
る る
。 。

定 用 ビ ビ
介 す ス ス
護 る 等 等
予 第 条 条
防 七 例 例
サ 十 第 第
ー 四 九 七
ビ 条 十 十
ス 第 一 九
等 一 条 条
の 項 第 第

当
り 準 す（
同 該 第 る
一 当 七 介
の 福 十 護
事 祉 三 予業 用 条 防所 具 第 福に 貸 二 祉お 与 項 用い 及 具（
て 基 び

く「
常 も 三 い。
勤 の 項 て）
の と に 準の
管 み 規 用規
理 な 定 す定
者 す す るは
」 こ る 指、
と と 基 定基あ が 準 居準る で を 宅該の き 、 サ

業 定
に す
つ る
い 市
て 町
の 条
同 例
条 が
の 施
規 行
定 さ

事 に 一 一
業 規 項 項
の 定 に に
運 す お 規
営 る い 定
及 基 て す
び 準 準 る
指 を 用 基
定 満 す 準
介 た る を
護 し 指 満

貸一 準 第 与体 該 七 又的 当 十 はに 居 四 こ運 宅 条 れ営 サ 第 にさ ー 三
相れ ビ 項
当て ス を
すい に 除
るる 該 く

当は る 指 ー介、 。 定 ビ護 居 ス「 予管 宅 等防理 サ 条短者 ー 例期」 ビ 第入と ス 五所読 等 十
生み 条 条
活替 例 第

の れ
適 る
用 ま
に で
つ の
い 間
て に
は お
、 け
同 る
項 当

予 て 定 た
防 い 居 す
サ る 宅 こ
ー も サ と
ビ の ー を
ス と ビ も
等 み ス っ
に な 等 て
係 す 条 前
る こ 例 項
介 と 第 に

サ場 当 。
ー合 す ）
ビに る の
スあ 福 規

っ 祉 定 （
以て 用 を
下は 具 準

、 貸 用 「
基指 与 す
準定 又 る
該居 は 。

介え 第 三
護る 九 項
のも 十 に
事の 条 規
業と 第 定
にす 四 す
つる 項 る
い。 に 基
て 規 準
準 定 を
用 す 満

中 該
市「

法 町
第 に
七 所

八 十 在
九 八 す

条 る
の 指
四 定

護 が 八 お
予 で 十 い
防 き 条 て
の る 第 準
た 。 一 用
め 項 す
の に る
効 規 第
果 定 七
的 す 十

当宅 こ
介サ れ
護ー に
予ビ 相
防ス 当
福等 す
祉条 る
用例 サ
具第 ー

九 ビ 貸

す る た
る 基 す
。 準 こ
こ を と
の 満 を
場 た も
合 す っ
に こ て
お と 第
い を 二
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（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

７
が あ 介 介 の

第 で っ 護 規護
九 き て 定予 （
章 る は 以 に防

。 、 下 よ短（
第 指 り期 「
四 定 一 な入
十 居 部 お所

６ ５
サ 五 ろ

一 ー 一 に条
部 ビ 部 よに
ユ ス ユ る定
ニ の ニ 。め
ッ 提 ッる
ト 供 トと
型 に 型こ

４
す 防 う 護 省
る 短 一 。 事 令
支 期 部 ） 業 」
援 入 ユ 以 所 と
が 所 ニ 後 い（
行 生 ッ 最 以 う
わ 活 ト 初 下 。
れ 介 型 の ）「

３ （
一 備 関 第

指 部 及 す 一
定 ユ び る 項
居 ニ 運 基 の
宅 ッ 営 準 規
サ ト に 定（
ー 型 関 平 に
ビ 指 す 成 よ

定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

三 宅 ユ 従生
条 サ ニ 前活
及 ー ッ の介
び ビ ト 例護
第 ス 型 にの
四 等 指 よ事
十 条 定 る業
五 例 短 こと
条 附 期 と一
を 則 入 が部
除 第 所 でユ
く 七 生 き

指 支 指ろ
定 障 定に
介 が 介よ
護 な 護る
予 い 予。
防 と 防た
短 き 短だ
期 は 期し
入 、 入、
所 そ 所浴
生 れ 生室
活 ぞ 活

る 護 指 指 一 附
部 」 定 定 部 則
分 と 介 の ユ 第

い 護 更 ニ 八（
次 う 予 新 ッ 条
項 。 防 ま ト 第
に ） 短 で 型 一
お の 期 の 指 項
い 原 入 間 定 の
て 則 所 は 介 規

は 生 、 護 定「
ユ 、 活 次 予 に

ス 定 る 十 り
等 介 基 八 市
の 護 準 年 町
事 予 」 厚 が
業 防 と 生 定
の 短 す 労 め
人 期 る 働 る
員 入 。 省 条
、 所 令 例
設 生 第 （
備 活 三 以
及 介 十 下

護
に
関
す
る
経
過
措
置
）

ニ
。 項 活 るッ
） に 介 こト
の 規 護 と型
規 定 」 と指
定 す と さ定は る い れ短、 基 う る期一 準 。 一入部 を ） 部所ユ 満 の ユ生ニ た 事 ニ

、
介 れ 介医
護 一 護務
の の 事室
事 設 業、
業 備 所調
を を の理行 も 設室う っ 備、者 て は洗が 、 、濯一 ユ ユ

ニ ユ 介 項 防 よ
ッ ニ 護 か 短 り
ト ッ 事 ら 期 な
部 ト 業 附 入 お
分 所 則 所 従（
」 第 に 第 生 前
と 五 お 七 活 の
い 十 い 項 介 例
う 条 て ま 護 に
。 に 行 で 事 よ
） 規 わ の 業 る

び 護 四 「
運 に 号 市
営 関 ） 町
に す 」 条
関 る と 例
す 経 、 」
る 過 同 と
基 措 条 い
準 置 第 う
等 ） 五 。
の 項 ）活ッ す 業 ッ介ト こ を ト護型 と 行 型の指 を う 指事定 も 者 定業介 っ を 短と護 て い 期が予 、 う 入同防 前 。 所

一短 項 ） 生
の期 に の 活

室部 ニ ニ又ユ ッ ッはニ ト ト洗ッ 部 部濯ト 分 分場型 及 に、指 び あ汚定 そ っ物短 れ て処期 以 は
理入 外 第

に 定 れ 規 所 こ
あ す る 定 」 と
っ る 指 に と が
て ユ 定 よ い で
は ニ 介 る う き
同 ッ 護 こ 。 る
条 ト 予 と ） こ
に を 防 が に と
、 い 短 で つ と
そ う 期 き い さ
れ 。 入 る て れ

一 中 」
部 と「
を 市 あ
改 町 る
正 条 の
す 例 は
る 」 「
省 と 指
令 あ 定

る 地（
平 の 域

事入 規 指 介
業所 定 定 護
所生 す を 事
に活 る 併 業
お介 基 せ 所
い護 準 て に
ての を 受 お
一事 満 け い
体業 た 、 て
的に し か 行
につ て つ わ

室所 の 五
及生 部 十
び活 分 一
介介 に 条
護護 共 に
材事 通 、
料業 の そ
室者 設 れ
に備 以（
つ改 と 外
い正 す の

以 ） 所 。 は る
外 ご 生 、 一
の と 活 こ 部
部 に 介 の ユ
分 入 護 条 ニ
に 居 例 ッ（
あ 者 以 の ト
っ の 下 施 型
て 日 行 指「
は 常 一 の 定
第 生 部 日 介

成 は 密
二 着「
十 指 型
三 定 サ
年 地 ー
厚 域 ビ
生 密 ス
労 着 の
働 型 事
省 サ 業
令 ー の

運い い 、 れ
営て る 一 る
さ準 も 部 指
れ用 の ユ 定
てす と ニ 短
いる み ッ 期
る。 な ト 入
場す 型 所
合こ 指 生

と に 定 活

て省 る 部
は令 こ 分
、附 と に
利則 が あ
用第 で っ
者二 き て
に条 る は
対第 。 第
す一 四

項 る 十

四 活 ユ 護（
十 が ニ 以 予
三 営 ッ 下 防
条 ま ト 短「
に れ 型 施 期
定 、 指 行 入
め こ 定 日 所
る れ 介 」 生
と に 護 と 活
こ 対 予 い 介

第 ビ 人
百 ス 員
六 の 、
号 事 設
。 業 備
以 の 及
下 人 び

員 運「
改 、 営
正 設 に

九
〇
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山
口
県
条
例
第
三
十
七

指 と
平 定 第 が
成 介 十 で
二 護 一 き
十 老 章 る
四 人 。（
年 福 第
七 祉 五

あ 介 介 の の
っ 護 規 一 部護
て 定 部 分予 （
は 以 に ユ に防
、 下 よ ニ 共短
指 り ッ 通期 「
定 一 な ト の入
居 部 お 型 設所

場 五 る 対
及 条 一 。 す
び に 部 る
汚 定 ユ 支
物 め ニ 援
処 る ッ が
理 と ト 行
室 こ 型 わ

９ ８
防 ら 所
短 一 附 改（
期 部 則 以 正
入 ユ 第 下 省
所 ニ 十 令「
療 ッ 二 一 附
養 ト 項 部 則
介 型 ま ユ 第

号 月 施 十
十 設 三
日 の 条

人 及
員 び
、 第
設 五
備 十
及 五
び 条
運 を
営 除

宅 ユ 従 指 備療
サ ニ 前 定 と養
ー ッ の 介 す介
ビ ト 例 護 る護
ス 型 に 予 この
等 指 よ 防 と事
条 定 る 短 が業
例 短 こ 期 でと
附 期 と 入 き一
則 入 が 所 る部
第 所 で 療 。ユ
十 療 き 養

に ろ 指 れ
つ に 定 る
い よ 介 部
て る 護 分
は 。 予 （
、 た 防 以
利 だ 短 下
用 し 期 「
者 、 入 ユ
に 診 所 ニ
対 察 療 ッ
す 室 養 ト

護 指 で ニ 八
」 定 の ッ 条
と 介 規 ト 第
い 護 定 型 二
う 予 に 指 項
。 防 よ 定 の
） 短 る 介 規
の 期 こ 護 定
原 入 と 予 に
則 所 が 防 よ
は 療 で 短 り
、 養 き 期 な

に く
関 。
す ）
る の
基 規
準 定
等 は
を 、
定 一
め 部
る ユ

ニ
二 養 る 介ッ
項 介 こ 護ト
に 護 と の型
規 」 と 事指
定 と さ 業定す い れ を短る う る 行期基 。 一 う入準 ） 部 者所を の ユ が療満 事 ニ 一

る 、 介 部
サ 機 護 分
ー 能 事 」
ビ 訓 業 と
ス 練 所 い
の 室 の う
提 、 設 。
供 生 備 ）
に 活 は に
支 機 、 あ
障 能 ユ っ

ユ 介 る 入 お
ニ 護 。 所 従
ッ 事 療 前
ト 業 養 の

所 介 例（
第 に 護 に
五 お 事 よ
十 い 業 る
八 て 所 こ
条 行 」 と
に わ と が

条 ニ
例 ッ
を ト
こ 型
こ 指
に 定
公 介
布 護
す 予
る 防
。 短

養た 業 ッ 部介す を ト ユ護こ 行 型 ニのと う 指 ッ事を 者 定 ト業も を 短 型とっ い 期 指がて う 入 定同、 。 所 短
一前 ） 療 期
の項 の 養 入

が 回 ニ て
な 復 ッ は
い 訓 ト 同
と 練 部 条
き 室 分 に
は 、 に 、
、 浴 あ そ
そ 室 っ れ
れ 、 て 以
ぞ サ は 外
れ ー 第 の

規 れ い で
定 る う き
す 指 。 る
る 定 ） こ
ユ 介 に と
ニ 護 つ と
ッ 予 い さ
ト 防 て れ
を 短 は る
い 期 、 一
う 入 施 部

山
口
県
知
事

二

期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
に

事に 指 介 所
業規 定 護 療
所定 を 事 養
にす 併 業 介
おる せ 所 護
い基 て に 事
て準 受 お 業
一を け い 者
体満 、 て （
的た か 行 改
にし つ わ 正

一 ビ 五 部
の ス 十 分
設 ・ 九 に
備 ス 条 あ
を テ に っ
も ー 、 て
っ シ そ は
て ョ れ 第
、 ン 以 五
ユ 、 外 十
ニ 調 の 三

。 所 行 ユ
） 療 日 ニ
ご 養 以 ッ
と 介 後 ト
に 護 最 型
入 初 指（
居 以 の 定
者 下 指 介
の 定 護「
日 一 の 予
常 部 更 防

井

関
九
一

成

つ
い
て
準
用
す
る
。

運て 、 れ 省
営い 一 る 令
さる 部 指 附
れも ユ 定 則
ての ニ 短 第
いと ッ 期 二
るみ ト 入 条
場な 型 所 第
合す 指 療 二

こ に 定 養 項

ッ 理 部 条
ト 室 分 に
部 、 に 定
分 洗 あ め
及 濯 っ る
び 室 て と
そ 又 は こ
れ は 第 ろ
以 洗 五 に
外 濯 十 よ

生 ユ 新 短
活 ニ ま 期
が ッ で 入
営 ト の 所
ま 型 間 療
れ 指 は 養
、 定 、 介
こ 介 次 護
れ 護 項 事
に 予 か 業
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れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 第 （
ば 理 に 三 一

指 な 及 基 条 般
定 ら び づ 原
介 な 療 き 指 則
護 い 養 、 定 ）
老 。 上 可 介
人 の 能 護
福 世 な 老

第 （
む 二 指 め
。 条 定 る

第 ） 介 も
二 の 指 護 の
章 条 定 老 と

例 介 人 す
指 で 護 福 る
定 定 老 祉 。

第 （
用 一 趣 附 第
す 条 旨 則 四
る ） 第 章
場 こ 一
合 の 章 雑
を 条 則
含 例 総 （
む は 則 第

目
第 第 第 次
三 二 一
章 章 章 指

定
ユ 指 総 介
ニ 定 則 護
ッ 介 老（
ト 護 第 人

祉 話 限 人
施 を り 福
設 行 、 祉
は う 居 施
、 こ 宅 設
入 と に （
所 に お 次
者 よ け 章
の り る に
意 、 生 規
思 入 活 定
及 所 へ す

介 め 人 施
護 る 福 設
老 数 祉 の
人 は 施 指
福 、 設 定
祉 三 の ）
施 十 指
設 人 定

以 に
上 係
と る
す 法

。 、 二
） 介 十
並 護 条
び 保 ）
に 険
第 法
八 （
十 平
八 成
条 九
第 年
一 法

型 老 一 福
指 人 条 祉
定 福 ・ 施
介 祉 第 設
護 施 二 の
老 設 条 人
人 ） 員（
福 第 、
祉 三 設
施 条 備
設 及

第 び
び 者 の る
人 が 復 ユ
格 そ 帰 ニ
を の を ッ
尊 有 考 ト
重 す 慮 型
し る し 指
、 能 て 定
常 力 、 介
に に 入 護
入 応 浴 老

る 第
。 八

十
六
条
第
一
項
（
法
第

項 律
及 第
び 百
第 二
二 十
項 三
の 号
規 。
定 以
に 下
基

（
第 十 運
十 六 営
七 条 に
条 ） 関

す
第 る
十 基
九 準
条 等
） を

定
所 じ 、 人
者 自 排 福
の 立 せ 祉
立 し つ 施
場 た 、 設
に 日 食 を
立 常 事 除
っ 生 等 く
て 活 の 。
指 を 介 以
定 営 護 下

八
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規

「
づ 法
き 」
、 と
指 い
定 う
介 。
護 ）
老 第
人 八
福 十
祉 六

め
る
条
例

介 む そ こ
護 こ の の
福 と 他 章
祉 が の に
施 で 日 お
設 き 常 い
サ る 生 て
ー よ 活 同
ビ う 上 じ
ス に の 。
を す 世 ）

定
に
よ
り
指
定
の
更
新
に
つ

施 条
設 第
の 一
人 項
員 （
、 法
設 第
備 八
及 十
び 六
運 条

提 る 話 は
供 こ 、 、
す と 機 施
る を 能 設
よ 目 訓 サ
う 指 練 ー
努 さ 、 ビ
め な 健 ス
な け 康 計
け れ 管 画

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

営 の
に 二
関 第
す 四
る 項
基 に
準 お
等 い
を て
定 準

九
二
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限 す
り る
で 必
な 要
い な
。 設

備
は

２ 第 （
案 六 設 介

指 し 条 備 護
定 、 ） 老
介 知 指 人
護 事 定 福
老 が 介 祉
人 特 護 施
福 に 老 設

第 ４ ３（
五 管 な が
条 理 け 機 な 指

者 れ 能 い 定
指 ） ば 訓 場 介
定 な 練 合 護
介 ら 指 は 老
護 な 導 、 人
老 い 員 規 福

２ 第
な の 及 四

前 い 栄 び 条
項 と 養 介
に き 士 護 指
規 は と 支 定
定 、 の 援 介
す 栄 連 専 護
る 養 携 門 老

３（
従 供 居 定
業 す 宅 に 指
者 る サ よ 定
） 者 ー り 介

と ビ 介 護
の ス 護 老
密 事 保 人
接 業 険 福

、
専
ら
当
該
指
定
介
護
老
人
福

祉 認 人 の
施 め 福 管
設 る 祉 理
の 場 施 上
居 合 設 支
室 は の 障
、 、 居 が
静 四 室 な
養 人 の い
室 以 一 場
、 下 室 合
浴 と の は

人 。 は 則 祉
福 、 で 施
祉 日 定 設
施 常 め の
設 生 る 従
の 活 従 業
管 を 業 者
理 営 者 は
者 む を 、
は た 除 専
、 め き ら
専 に 、 当

従 士 を 員 人
業 を 図 を 福
者 置 る 置 祉
に か こ か 施
関 な と な 設
し い に け に
必 こ よ れ は
要 と り ば 、
な が 当 な 規
基 で 該 ら 則
準 き 指 な で
は る 定 い 定

な 者 を 祉
連 行 施（
携 居 う 設
に 宅 市 は
努 サ 町 、
め ー 村 明
な ビ 及 る
け ス び く
れ 事 特 家
ば 業 別 庭
な を 区 的
ら 行 を な

祉
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の

室 す 定 、
、 る 員 同
洗 こ は 一
面 と 、 敷
設 が 一 地
備 で 人 内
、 き と に
便 る す あ
所 。 る る
、 。 他
医 た の

ら 必 こ 該
当 要 の 指
該 な 限 定
指 機 り 介
定 能 で 護
介 を な 老
護 改 い 人
老 善 。 福
人 し 祉
福 、 施
祉 又 設

、 。 介 。 め
規 護 た る
則 老 だ 員
で 人 し 数
定 福 、 の
め 祉 入 医
る 施 所 師
。 設 定 、

の 員 生
効 が 活
果 四 相

な う い 環
い 者 う 境
。 を 。 に

い 以 お
う 下 い
。 同 て
以 じ 、
下 。 地
同 ） 域
じ 、 及
。 居 び

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

務 だ 事
室 し 業
、 、 所
食 地 、
堂 域 施
及 に 設
び お 等
機 け 又
能 る は
訓 指 規
練 定 則

施 は の
設 そ 職
の の 務
職 減 に
務 退 従
に を 事
従 防 す
事 止 る
す す 者
る る で
常 た な

的 十 談
な 人 員
運 を 、
営 超 介
を え 護
期 な 職
待 い 員
す 指 又
る 定 は
こ 介 看
と 護 護

） 宅 家
、 介 庭
他 護 と
の 支 の
介 援 結
護 事 び
保 業 付
険 者 き
施 を（
設 居 重
そ 宅 視

だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支

室 介 で
、 護 定
廊 老 め
下 人 る
並 福 施
び 祉 設
に 施 の
消 設 職
火 の 務
設 整 に
備 備 従

勤 め け
の の れ
者 訓 ば
で 練 な
な を ら
け 行 な
れ う い
ば 能 。
な 力 た
ら を だ
な 有 し

が 老 師
で 人 若
き 福 し
る 祉 く
場 施 は
合 設 准
で に 看
あ あ 護
っ っ 師
て て 、
、 は 栄

の 介 し
他 護 た
の 支 運
保 援 営
健 事 を
医 業 行
療 を い
サ 行 、
ー う 市
ビ 者 町
ス を 村

障
が
な
い
場

九 合
三 は

、
こ
の

そ 状 事
の 況 す
他 そ る
の の こ
非 他 と
常 の が
災 状 で
害 況 き
に を る
対 勘 。

い す 、
。 る 入
た と 所
だ 認 者
し め の
、 ら 処
当 れ 遇
該 る に
指 者 支
定 で 障

入 、 養
所 他 士
者 の 、
の 社 機
処 会 能
遇 福 訓
に 祉 練
支 施 指
障 設 導
が 等 員

又 い （
は う 法
福 。 第
祉 以 三
サ 下 条
ー 同 第
ビ じ 一
ス 。 項
を ） の
提 、 規
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（
衛
生
管
理
等
）

第 第（ （
十 健 十 提 い 程
一 康 条 供 、 の
条 管 拒 当 概

理 指 否 該 要
指 ） 定 の 指 、
定 介 禁 定 従
介 護 止 介 業
護 老 ） 護 者

第 第（ （
九 重 困 八 指
条 要 難 条 定

事 な 介
指 項 者 指 護
定 の に 定 福
介 説 対 介 祉
護 明 し 護 施
老 等 、 老 設

５ ４ ３ ２
な め

指 前 指 い の 指
定 項 定 。 体 定
介 の 介 制 介
護 訓 護 を 護
老 練 老 整 老
人 の 人 備 人
福 う 福 し 福

第 ３（
性 七 非「

施 等 条 常 前
設 に 災 項
内 応 指 害 に
防 じ 定 対 規
災 て 介 策 定
計 、 護 ） す
画 地 老 る

老 人 福 の
人 福 祉 勤
福 祉 施 務
祉 施 設 の
施 設 サ 体
設 は ー 制
は 、 ビ そ
、 正 ス の
入 当 の 他
所 な 提 の
者 理 供 入
の 由 の 所

人 ） 指 人 サ
福 定 福 ー
祉 介 祉 ビ
施 護 施 ス
設 福 設 の
は 祉 は 提
、 施 、 供
指 設 身 ）
定 サ 体
介 ー 上
護 ビ 又
福 ス は

祉 ち 祉 、 祉
施 、 施 こ 施
設 避 設 れ 設
は 難 は ら は
、 及 、 の 、
前 び 非 体 施
二 消 常 制 設
項 火 災 に 内
の の 害 つ 防
訓 訓 に い 災
練 練 備 て 計
の は え 定 画

」 震 人 設
と 、 福 備
い 風 祉 に
う 水 施 関
。 害 設 し
） 、 は 必
を 火 、 要
策 災 消 な
定 そ 火 基
し の 器 準
な 他 、 は
け の 非 、

健 が 開 申
康 な 始 込
状 く に 者
態 、 つ の
に 指 い サ
注 定 て ー
意 介 入 ビ
を 護 所 ス
払 福 申 の
う 祉 込 選
と 施 者 択

祉 の 精
施 提 神
設 供 上
サ を 著
ー 行 し
ビ う い
ス も 障
の の 害
提 と が
供 す あ
の る る

結 、 る 期 に
果 定 た 的 基
に 期 め に づ
基 的 、 従 き
づ に こ 業 、
き 行 れ 者 非
、 わ に 及 常
施 な 対 び 災
設 け す 入 害
内 れ る 所 時
防 ば 不 者 の

れ 災 常 規
ば 害 口 則
な が そ で
ら 発 の 定
な 生 他 め
い し の る
。 た 非 。

場 常
合 災
に 害
お に

と 設 の に
も サ 同 資
に ー 意 す
、 ビ を る
健 ス 得 と
康 の な 認
保 提 け め
持 供 れ ら
の を ば れ
た 拒 な る
め ん ら 重

開 。 た
始 め
に に
際 常
し 時
て の
は 介
、 護
あ を
ら 必
か 要

災 な 断 等 関
計 ら の に 係
画 な 注 周 機
の い 意 知 関
検 。 と す へ
証 訓 る の
及 練 と 通
び を と 報
必 す も 及
要 る に び
な よ 、 連

け 対
る す
安 る
全 必
の 要
確 な
保 設
の 備
た を
め 設
の け

に で な 要
適 は い 事
切 な 。 項
な ら を
措 な 記
置 い 載
を 。 し
講 た
じ 書
な 面
け の

じ と
め し
、 、
入 か
所 つ
申 、
込 居
者 宅
又 に
は お
そ い

見 う 市 絡
直 努 町 の
し め 等 体
を な と 制
行 け の 並
わ れ 連 び
な ば 携 に
け な 協 入
れ ら 力 所
ば な 体 者
な い 制 を

体 る
制 と
及 と
び も
避 に
難 、
の 周
方 辺
法 の
等 地
を 域

れ 交
ば 付
な 等
ら を
な し
い て
。 説

明
を
行

の て
家 こ
族 れ
に を
対 受
し け
、 る
運 こ
営 と
規 が

ら 。 を 円
な 整 滑
い 備 に
。 し 避

な 難
け 誘
れ 導
ば す
な る
ら た

定 の
め 環
た 境
防 及
災 び
計 入
画 所

者（
以 の
下 特

九
四
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第 （
十 一
七 般
条 原

則
ユ ）
ニ
ッ
ト

３ ２ 第
の 十

指 家 指 六
第 定 族 定 条
三 介 等 介
章 護 に 護 指

老 連 老 定
ユ 人 絡 人 介
ニ 福 を 福 護

２ 第 ２（ （
事 十 苦 な
故 指 五 情 措 指
の 定 条 の 置 定
防 介 処 を 介
止 護 指 理 講 護
等 老 定 ） じ 老
） 人 介 な 人

福 護 け 福

第 ２（
十 秘 録 そ
四 密 し 指 の
条 を な 定 他

守 け 介 入
指 る れ 護 所
定 義 ば 老 者
介 務 な 人 の
護 ） ら 福 行

第 ２ 第（
十 身 な 十
三 体 指 け 二
条 的 定 れ 条

拘 介 ば
指 束 護 な 指
定 等 老 ら 定
介 の 人 な 介
護 禁 福 い 護

型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

ッ 祉 行 祉 老
ト 施 う 施 人
型 設 と 設 福
指 は と は 祉
定 、 も 、 施
介 前 に 入 設
護 項 、 所 は
老 の 必 者 、
人 事 要 に 事
福 故 な 対 故
祉 の 措 す の
施 状 置 る 発

祉 老 れ 祉
施 人 ば 施
設 福 な 設
は 祉 ら は
、 施 な 、
前 設 い 従
項 は 。 業
の 、 者
苦 入 又
情 所 は
を 者 従
受 又 業

老 な 祉 動
人 い 施 を
福 。 設 制
祉 は 限
施 、 す
設 身 る
の 体 行
従 的 為
業 拘 （
者 束 以
又 等 下
は を

老 止 祉 。 老
人 ） 施 人
福 設 福
祉 は 祉
施 、 施
設 感 設
は 染 は
、 症 、
入 又 入
所 は 所
者 食 者
又 中 の（

施
設
の
全
部
に
お
い
て
少
数

設 況 を 指 生
及 講 定 又
び じ 介 は
事 な 護 再
故 け 福 発
に れ 祉 を
際 ば 施 防
し な 設 止
て ら サ す
採 な ー る
っ い ビ た

け は 者
付 そ で
け の あ
た 家 っ
場 族 た
合 か 者
は ら が
、 の 、
当 苦 正
該 情 当
苦 の な

「
従 行 身
業 う 体
者 場 的
で 合 拘
あ は 束
っ 、 等
た そ 」
者 の と
は 態 い
、 様 う
正 及 。

は 毒 使
他 の 用
の 発 す
入 生 る
所 を 設
者 予 備
等 防 及
の し び
生 、 飲
命 又 用
又 は に

の
居
室
及
び
当
該
居
室
に
近

た 。 ス め
処 の に
置 提 必
に 供 要
つ に な
い よ 措
て り 置
、 事 を
記 故 講
録 が じ
し 発 な

情 適 理
の 切 由
内 か が
容 つ な
等 迅 く
を 速 、
記 な そ
録 処 の
し 理 業
な の 務
け た 上

当 び ）
な 時 を
理 間 行
由 、 っ
が そ て
な の は
く 際 な
、 の ら
そ 入 な
の 所 い
業 者 。

は そ 供
身 の す
体 ま る
を ん 水
保 延 に
護 を つ
す 防 い
る 止 て
た す 、
め る 衛
緊 た 生

接
し
て
設
け
ら
れ
る
共
同
生

な 生 け
け し れ
れ た ば
ば 場 な
な 合 ら
ら は な
な 、 い
い 速 。
。 や

か
に

れ め 知
ば に り
な 必 得
ら 要 た
な な 人
い 措 の
。 置 秘

を 密
講 を
じ 漏
な ら

務 の
上 心
知 身
り の
得 状
た 況
人 並
の び
秘 に
密 緊
を 急

急 め 的
や 必 な
む 要 管
を な 理
得 措 に
な 置 努
い を め
場 講 、
合 じ 又
を な は
除 け 衛

活
室
（
当
該

九 居
五 室

の
入
居

市
町
村
及
び
当
該
入
所
者

け す
れ こ
ば と
な が
ら な
な い
い よ
。 う

必
要

漏 や
ら む
し を
て 得
は な
な い
ら 理
な 由
い を
。 記

き れ 生
、 ば 上
身 な 必
体 ら 要
の な な
自 い 措
由 。 置
の を
拘 講
束 じ



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２

こ
の
条
例
の
施
行

１ 第（ （ （
指 施 二 規
定 こ 行 十 則
介 の 期 附 条 へ
護 条 日 の
老 例 ） 則 こ 委
人 は の 任
福 、 条 ）
祉 平 例

第 ３（
十 準 限
九 用 ユ り

第 条 ） ニ で
四 ッ な
章 前 ト い

章 及 。
雑 び（
則 第 前

２ 第 （
護 と 十 設 者
老 ユ 認 八 備 、
人 ニ め 条 ） 他
福 ッ ら の
祉 ト れ ユ 介
施 型 る ニ 護
設 指 場 ッ 保
の 定 合 ト 険

２
ら 計 生 者

ユ 、 画 活 が
ニ 各 に が 交
ッ ユ 基 営 流
ト ニ づ ま し
型 ッ き れ 、
指 ト 、 、 共
定 に そ こ 同

の
際
現
に
存
す
る
指
定
介
護
老

施 成 に
設 二 定
の 十 め
設 四 る
備 年 も
に 十 の
関 月 の
す 一 ほ
る 日 か
経 か 、
過 ら 指
措 施 定

三 項
条 に
及 規
び 定
第 す
六 る
条 設
を 備
除 に
く 関
。 し
） 必

用 介 は 型 施
に 護 、 指 設
供 老 二 定 そ
す 人 人 介 の
る 福 と 護 他
も 祉 す 老 の
の 施 る 人 保
で 設 こ 福 健
な の と 祉 医
け 浴 が 施 療
れ 室 で 設 サ
ば 、 き の ー

介 お の れ で
護 い 居 に 日
老 て 宅 対 常
人 入 に す 生
福 居 お る 活
祉 者 け 支 を
施 が る 援 営
設 相 生 が む
は 互 活 行 た
、 に へ わ め
地 社 の れ の
域 会 復 る 場

人
福
祉
施
設
の
建
物
（
こ
の

置 行 介
） す 護

る 老
。 人

福
祉
施
設
の
運
営

の 要
規 な
定 基
は 準
、 は
ユ 、
ニ 規
ッ 則
ト で
型 定
指 め

な 医 る 居 ビ
ら 務 。 室 ス
な 室 の 又
い 、 一 は
。 廊 室 福
た 下 の 祉
だ 及 定 サ
し び 員 ー
、 消 は ビ
入 火 、 ス
居 設 一 を

及 的 帰 指 所
び 関 を 定 を
家 係 考 介 い
庭 を 慮 護 う
と 築 し 老 。
の き て 人 ）
結 、 、 福 に
び 自 入 祉 よ
付 律 居 施 り
き 的 前 設 一
を な の を 体

条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

に
関
す
る
必
要
な
基
準
は
、

定 る
介 。
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

者 備 人 提
に そ と 供
対 の す す
す 他 る る
る の 。 者
指 非 た と
定 常 だ の
介 災 し 密
護 害 、 接
福 に 入 な
祉 対 居 連

重 日 居 い 的
視 常 宅 う に
し 生 に 。 構
た 活 お 以 成
運 を け 下 さ
営 営 る 同 れ
を む 生 じ る
行 こ 活 。 場
い と と ） 所
、 を 入 は （
市 支 居 、 以「

施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

規
則
で
定
め
る
。

い
て
準
用
す
る
。

施 す 者 携
設 る へ に
サ 必 の 努
ー 要 指 め
ビ な 定 な
ス 設 介 け
の 備 護 れ
提 は 福 ば
供 、 祉 な
に 専 施 ら
支 ら 設 な

町 援 後 入 下
村 し の 居 「
、 な 生 者 ユ
居 け 活 の ニ
宅 れ が 意 ッ
介 ば 連 思 ト
護 な 続 及 」
支 ら し び と
援 な た 人 い
事 い も 格 う
業 。 の を 。

に
増
築
さ
れ
、
又
は
改
築

障 当 サ い
が 該 ー 。
な ユ ビ
い ニ ス
場 ッ の
合 ト 提
は 型 供
、 指 上
こ 定 必
の 介 要

者 と 尊 ）
、 な 重 ご
居 る し と
宅 よ 、 に
サ う 施 入
ー 配 設 居
ビ 慮 サ 者
ス し ー の
事 な ビ 日
業 が ス 常

九
六
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９
に

第 支
二 障
章 が

な（
第 い
三 と
条 き

８ ７
よ 人「
る 一 ユ 一 福
。 部 ニ 部 祉
た ユ ッ ユ 施
だ ニ ト ニ 設
し ッ 部 ッ 」
、 ト 分 ト と
浴 型 」 型 い

６ （
第 一 な 章 規
一 指 部 い の 定
項 定 ユ 。 規 に
の 居 ニ 定 よ
規 宅 ッ は り
定 サ ト 、 指
に ー 型 適 定
よ ビ 指 用 介

５ ４（
ユ は く

指 ニ 、 。 前
定 ッ 同 ） 二
介 ト 項 で 項
護 型 本 あ の
老 指 文 っ 規
人 定 中 て 定
福 介 、 に「

３
に 物 の さ
つ 規 前 れ（
い 同 定 項 た
て 日 に の 部
の 以 よ 規 分
第 後 る 定 を
六 に 改 に 除
条 増 正 か く

及 は
び 、
第 そ
六 れ
条 ぞ
を れ
除 一
く の
。 設
） 備
の を
規 も

室 指 と 指 う
及 定 い 定 。
び 介 う 介 ）
医 護 。 護 に
務 老 ） 老 つ
室 人 に 人 い
に 福 あ 福 て
つ 祉 っ 祉 は
い 施 て 施 、
て 設 は 設 施
は の 第 の 行
、 設 十 一 日

り ス 定 し 護
な 等 介 な 老
お の 護 い 人
従 事 老 。 福
前 業 人 た 祉
の の 福 だ 施
例 人 祉 し 設
に 員 施 、 で
よ 、 設 当 あ
る 設 に 該 っ
こ 備 関 指 て
と 及 す 定 ユ

祉 護 一 こ か
施 老 人 の か
設 人 」 条 わ
の 福 と 例 ら
人 祉 あ の ず
員 施 る 施 、
、 設 の 行 昭
設 で は の 和
備 な 、 際 六
及 い 現 十「
び も 八 に 二
運 の 人 指 年

第 築 前 か 。
一 さ の わ ）
項 れ 老 ら に
本 、 人 ず つ
文 又 福 、 い
の は 祉 平 て
規 改 法 成 の
定 築 十 第（
の さ 昭 二 六
適 れ 和 年 条
用 た 三 四 第
に 部 十 月 一

定 っ
は て
、 、
一 ユ
部 ニ
ユ ッ
ニ ト
ッ 部
ト 分
型 及
指 び

ユ 備 七 般 以
ニ は 条 原 後
ッ 、 に 則 最
ト ユ 、 は 初
部 ニ そ 、 の
分 ッ れ ユ 指
の ト 以 ニ 定
入 部 外 ッ の
居 分 の ト 更
者 に 部 ご 新
へ あ 分 と ま

が び る 介 ニ
で 運 経 護 ッ
き 営 過 老 ト
る に 措 人 型
こ 関 置 福 指
と す ） 祉 定
と る 施 介
さ 基 設 護
れ 準 が 老
る 等 同 人
一 の 章 福

営 と 」 定 三
に み と 介 月
関 な す 護 九
す さ る 老 日
る れ 。 人 前
基 る 福 に
準 も 祉 存
の の 施 す
一 に 設 る
部 関 の 特
を す 用 別

つ 分 八 一 項
い を 年 日 本
て 除 法 前 文
は く 律 に の
、 。 第 存 規
同 ） 百 す 定
項 で 三 る の
本 あ 十 特 適
文 っ 三 別 用
中 て 号 養 に

、 ） 護 つ
定 そ
介 れ
護 以
老 外
人 の
福 部
祉 分
施 に
設 共
に 通
つ の

の っ に に で
指 て あ 入 の
定 は っ 居 間
介 第 て 者 は
護 十 は の 、
福 八 第 日 次
祉 条 三 常 項
施 に 条 生 か
設 、 に 活 ら
サ そ 定 が 附
ー れ め 営 則

部 一 に 祉
ユ 部 規 施
ニ を 定 設
ッ 改 す で
ト 正 る な
型 す 基 い
指 る 準 も
定 省 を の
介 令 満 と
護 た み（
老 平 し な

改 る に 養
正 経 供 護
す 過 さ 老
る 措 れ 人
省 置 て ホ
令 ） い ー

る ム（
平 も の
成 の 建
十 に 物
五 つ

「
一 こ 第 老 い
人 の 二 人 て
」 条 十 ホ は
と 例 条 ー 、
あ の の ム 同
る 施 五 項（
の 行 に 介 本
は の 規 護 文
、 際 定 保 中

現 す 険「 「
原 に る 法 一

い 設
て 備
準 と
用 す
す る
る こ
。 と

が
で
き
る

ビ 以 る ま 第
ス 外 と れ 九
の の こ 、 項
提 部 ろ こ ま
供 分 に れ で
及 に よ に の
び あ る 対 規
そ っ 。 す 定
れ て る に
以 は 支 よ
外 第 援 る

人 成 、 さ
福 二 そ れ
祉 十 の る
施 三 旨 指
設 年 を 定

厚 知 介（
以 生 事 護
下 労 に 老

働 申 人「
一 省 し 福
部 令 出 祉

（
年 い 同
厚 て 日
生 の 以
労 第 後
働 六 に
省 条 増
令 第 築
第 一 さ
三 項 れ
十 本 、
号 文 又

則 指 特 施 人
と 定 別 行 」
し 介 養 法 と
て 護 護 あ（
四 老 老 平 る
人 人 人 成 の
」 福 ホ 九 は
と 祉 ー 年 、
す 施 ム 法 「
る 設 を 律 四
。 の い 第 人

。

九
七

の 六 が こ
部 条 行 と
分 に わ が
の 定 れ で
入 め る き
所 る 部 る
者 と 分 。
の こ （
処 ろ 以
遇 に 下

ユ 第 た 施
ニ 百 場 設
ッ 六 合 に
ト 号 は つ
型 ） 、 い
指 附 こ て
定 則 の は
介 第 限 、
護 三 り 第
老 条 で 三

） の は
附 規 改
則 定 築
第 の さ
四 適 れ
条 用 た
第 に 部
一 つ 分
項 い を
の て 除

用 う 百 以
に 。 二 下
供 以 十 」
さ 下 四 と
れ 同 号 す
て じ ） る
い 。 第 。
る ） 二
も の 十
の 建 条
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２

介
護
老
人
保
健
施

第 （
れ 入 施 二 一
ば 所 設 条 般
な 者 サ 原 第
ら が ー 介 則 二
な そ ビ 護 ） 章
い の ス 老
。 有 計 人 介

す 画 保 護

第 （
老 一 趣 附
人 条 旨 則
保 ） 第
健 こ 一
施 の 章
設 条
の 例 総
人 は 則

目
第 第 第 第 次
四 三 二 一
章 章 章 章 介

護
雑 ユ 介 総 老
則 ニ 護 則 人

ッ 老 保（ （
第 ト 人 第 健

山
口 介
県 平 護
条 成 老
例 二 人
第 十 保
三 四 健
十 年 施
八 七 設

設
は
、
入
所
者
の
意
思
及
び
人

る に 健 老
能 基 施 人
力 づ 設 保
に き 健（
応 、 次 施
じ 看 章 設
自 護 に
立 、 規
し 医 定
た 学 す
日 的 る
常 管 ユ

員 、
、 介
施 護
設 保
及 険
び 法
設 （
備 平
並 成
び 九
に 年
運 法

十 型 保 一 施
九 介 健 条 設
条 護 施 ） の
） 老 設 人

人 員（
保 第 、
健 二 施
施 条 設
設 及

第 び（
第 十 設
十 五 備

号 月 の
十 人
日 員

、
施
設
及
び
設
備
並
び

格
を
尊
重
し
、
常
に
入
所
者

生 理 ニ
活 の ッ
を 下 ト
営 に 型
む お 介
こ け 護
と る 老
が 介 人
で 護 保
き 及 健
る び 施

営 律
に 第
関 百
す 二
る 十
基 三
準 号
を 。
定 以
め 下
る

六 条 並
条 ） び

に
第 運
十 営
八 に
条 関
） す

る
基
準

に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

の
立
場
に
立
っ
て
介
護
保
健

よ 機 設
う 能 を
に 訓 除
す 練 く
る そ 。
と の 以
と 他 下
も 必 こ
に 要 の
、 な 章
入 医

「
も 法
の 」
と と
す い
る う
。 。

）
第
九
十
七

を
定
め
る
条
例

め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

（
所 療 第
者 並 三
の び 条
居 に 第
宅 日 三
に 常 項
お 生 を
け 活 除
る 上 く
生 の 。
活 世 ）

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

山 る
。口

県
知
事

二

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

へ 話 に
の を お
復 行 い
帰 う て
を こ 同
目 と じ
指 に 。
さ よ ）
な り は
け 、 、

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護

井

関

成

九
八
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５
設

介 の
護 入
老 所
人 者
保 の
健 処
施 遇

４
以 支 三
下 援 第 さ
同 を 一 れ 健
じ 目 項 た 康
。 的 の 同 保
） と 規 法 険
に す 定 第 法
は る に 二 等

二 一 行 次 場 人
わ の 所 保

病 介 れ 各 で 健
床 護 る 号 運 施
数 老 と に 営 設
が 人 認 掲 さ 以
百 保 め げ れ 外
以 健 ら る 、 の

３ ２ 第 （
聴 三 従

第 前 覚 条 業
一 項 士 者
項 に 、 介 ）
の 規 栄 護
規 定 養 老
定 す 士 人
に る 、 保

３
る サ よ な
者 ー り 介 い
と ビ 介 護 。
の ス 護 老
密 事 保 人
接 業 険 保
な 者 を 健
連 行 施（

設 が
の 適
従 切
業 に
者 行
は わ
、 れ
専 る
ら と
当 認
該 め
介 ら

、 定 か 十 の
併 員 か 六 一
設 二 わ 条 部
さ 十 ら の を
れ 九 ず 規 改
る 人 、 定 正
病 以 医 に す
院 下 療 よ る
又 の 機 る 法
は 介 関 改 律
診 護 併 正 （
療 老 設 前 平

上 施 れ 本 入 介
の 設 る 体 所 護
病 と 施 者 老
院 支 き 設 の 人

援 は の 居 保
栄 相 、 区 宅 健
養 談 支 分 に 施
士 員 援 に お 設

、 相 応 け 又
理 談 じ る は
学 員 、 生 病
療 、 当 活 院

か 従 介 健
か 業 護 施
わ 者 支 設
ら 援 に（
ず 医 専 は
、 師 門 、
サ 及 員 医
テ び 及 師
ラ 看 び 、
イ 護 調 薬
ト 師 理 剤
型 を 員 師

携 居 う 設
に 宅 市 は
努 サ 町 、
め ー 村 明
な ビ 及 る
け ス び く
れ 事 特 家
ば 業 別 庭
な を 区 的
ら 行 を な
な う い 環
い 者 う 境

護 れ
老 る
人 と
保 き
健 は
施 、
設 理
の 学
職 療
務 法
に 士

所 人 型 の 成
の 保 小 法 十
理 健 規 第 八
学 施 模 四 年
療 設 介 十 法
法 で 護 八 律
士 あ 老 条 第
若 っ 人 第 八
し て 保 一 十
く 、 健 項 三
は 前 施 第 号

法 理 該 へ 若
士 学 各 の し
若 療 号 復 く
し 法 に 帰 は
く 士 定 の 診
は 若 め 支 療
作 し る 援 所
業 く 従 を （
療 は 業 目 以
法 作 者 的 下
士 業 に と

小 除 、 、
規 く 事 看
模 。 務 護
介 以 員 師
護 下 そ 若
老 同 の し
人 じ 他 く
保 。 の は
健 ） 従 准
施 の 業 看
設 員 者 護

。 を 。 に
い 以 お
う 下 い
。 同 て
以 じ 、
下 。 地
同 ） 域
じ 、 及
。 居 び
） 宅 家
、 介 庭

従 若
事 し
す く
る は
者 作
で 業
な 療
け 法
れ 士
ば 又
な は

作 項 設 三 ）
業 に 号 附（
療 規 病 に 則
法 定 院 規 第
士 す 又 定 百
又 る は す 三
は サ 診 る 十
栄 テ 療 指 条
養 ラ 所 定 の
士 イ に 介 二
に ト 併 護 第

「
、 療 よ す 本
栄 法 り る 体
養 士 当 定 施
士 、 該 員 設
又 栄 サ 二 」
は 養 テ 十 と
介 士 ラ 九 い
護 又 イ 人 う
支 は ト 以 。
援 介 型 下 ）
専 護 小 の と

数 を 師（
介 及 置 又
護 び か は
老 従 な 介
人 業 け 護
保 者 れ 職
健 に ば 員
施 関 な 、
設 し ら 支
を 必 な 援
設 要 い 相

他 護 と
の 支 の
介 援 結
護 事 び
保 業 付
険 者 き
施 を（
設 居 重
そ 宅 視
の 介 し
他 護 た

ら 栄
な 養
い 士
。 を
た 置
だ か
し な
、 い
入 こ
所 と
者 が

よ 型 設 療 一
り 小 さ 養 項
当 規 れ 型 の
該 模 、 医 規
医 介 入 療 定
療 護 所 施 に
機 老 者 設 よ
関 人 の で り
併 保 居 あ な
設 健 宅 る お
型 施 に 病 そ

門 支 規 介 の
員 援 模 護 密

専 介 老 接
門 護 人 な
員 老 保 連
を 人 健 携
置 保 施 を
か 健 設 確
な 施 を 保
い 設 い し
こ の う つ

置 な 。 談
し 基 員
よ 準 、
う は 理
と 、 学
す 規 療
る 則 法
者 で 士
に 定 若
よ め し
り る く

の 支 運
保 援 営
健 事 を
医 業 行
療 を い
サ 行 、
ー う 市
ビ 者 町
ス を 村
又 い （
は う 法

の で
処 き
遇 る
に 。
支

九 障
九 が

な
い
場

小 設 お 院 の
規 以 け 効
模 外 る 介 力
介 の 生 護 を
護 も 活 支 有
老 の へ 援 す
人 を の 専 る
保 い 復 門 も
健 う 帰 員 の
施 。 の と

と 入 。 つ
が 所 以 、
で 者 下 本
き の 同 体
る 処 じ 施
。 遇 。 設

が ） と
適 に は
切 は 別
に 、 の

設 。 は
置 作
さ 業
れ 療
る 法
当 士
該 又
介 は
護 言
老 語

福 。 第
祉 以 三
サ 下 条
ー 同 第
ビ じ 一
ス 。 項
を ） の
提 、 規
供 居 定
す 宅 に
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第
七
条

介
護
老
人
保

３ ２（
非 係 あ 二
常 第 る 前 っ 十
災 一 入 項 て 五
害 項 所 の は 年
対 の 者 規 、 法
策 建 の 定 準 律
） 物 安 に 耐 第

に 全 か 火 二

第 ３ ２（
六 設 は
条 備 、 介 前

） こ 項護
介 の に老
護 限 規人
老 り 定保
人 で す健
保 な る施

第
の 設 の ト ビ 五
入 に 入 型 ス 条
所 あ 所 小 ・
者 っ 者 規 ス 介
及 て の 模 テ 護
び は 処 介 ー 老
入 、 遇 護 シ 人
院 併 が 老 ョ 保

第（ （
施 施 四 管 合
設 設 条 理 は
） の 者 、

管 介 ） 規
理 護 則
上 老 で
支 人 定
障 保 め

健
施
設
は
、
消
火
器
、
非
常
口

関 性 か 建 百
し が わ 築 一
必 確 ら 物 号
要 保 ず ）（
な さ 、 同 第
基 れ 規 条 二
準 て 則 第 条
は い で 九 第
、 る 定 号 九
規 と め の 号
則 認 る 三 の
で め 建 に 二

健 い 施設
施 。 設の
設 施 （
の 療設
建 養は
物 室、

、専（
入 診ら
所 察当
者 室該
の 及介
療 び

患 設 適 人 ン 健
者 さ 切 保 、 施
の れ に 健 調 設
処 る 行 施 理 は
遇 病 わ 設 室 、
が 院 れ に 、 療
適 又 る あ 洗 養
切 は と っ 濯 室
に 診 認 て 室 、
行 療 め は 又 診
わ 所 ら 、 は 察
れ の れ 本 洗 室

が 健 る
な 施 従
い 設 業
場 の 者
合 管 を
は 理 除
、 者 き
同 は 、
一 、 こ
敷 専 の
地 ら 限
内 当 り

そ
の
他
の
非
常
災
害
に
対
す

定 た 物 規 に
め も で 定 規
る の あ す 定
。 は っ る す

、 て 準 る
耐 、 耐 耐
火 知 火 火
建 事 建 建
築 が 築 築
物 火 物 物
又 災 を を

護
養 機老
生 能人
活 訓保
の 練健
た 室施め を設に 除の使 く用用 。にし 次供な 項

る 施 る 体 濯 及
と 設 と 施 場 び
認 を き 設 及 機
め 利 は の び 能
ら 用 、 施 汚 訓
れ す 調 設 物 練
る る 理 を 処 室
と こ 室 利 理 の
き と 、 用 室 ほ
は に 洗 す か（
、 よ 濯 る 以 、

に 該 で
あ 介 な
る 護 い
他 老 。
の 人
事 保
業 健
所 施
、 設
施 の
設 職

る
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と

は 予 い い
準 防 う う
耐 、 。 。
火 消 以 以
建 火 下 下
築 活 同 同
物 動 じ じ
と 等 。 。
す に ） ）
る 関 と で
こ し す な

すい にる附 おも属 いのの てで建 同な物 じけを 。れ除 ）
ばく に
な。 関
ら以 し

談 り 室 こ 下 談
話 当 又 と 話「
室 該 は に 談 室
等 医 洗 よ 話 、
を 療 濯 り 室 食
設 機 場 当 等 堂
け 関 及 該 」 、
な 併 び サ と 浴
い 設 汚 テ い 室
こ 型 物 ラ う 、
と 小 処 イ 。 レ

等 務
又 に
は 従
規 事
則 す
で る
定 常
め 勤
る の
施 者
設 で

と
も
に
、
周
辺
の
地
域
の
環

と 専 る け
を 門 こ れ
要 的 と ば
し 知 が な
な 識 で ら
い を き な
。 有 る い

す 。 。
る た
者 だ
の し

な下 必
い同 要
。じ な
た。 基
だ） 準
しは は
、、 、
入耐 規
所火 則
者建 で
の築 定

が 規 理 ト ） ク
で 模 室 型 を リ
き 介 を 小 設 エ
る 護 、 規 け ー
。 老 医 模 な シ

人 療 介 け ョ
保 機 護 れ ン
健 関 老 ば ・
施 併 人 な ル
設 設 保 ら ー
及 型 健 な ム

の な
職 け
務 れ
に ば
従 な
事 ら
す な
る い
こ 。
と た
が だ

境
及
び
入
所
者
の
特
性
等

意 、
見 規
を 則
聴 で
い 定
て め
、 る
火 建
災 物
に に

処物 め
遇 る（
に建 。
支築
障基
が準
な法
い（
場昭

和 合

び 小 施 い 、
当 規 設 。 洗
該 模 及 た 面
病 介 び だ 所
院 護 当 し 、
又 老 該 、 便
は 人 本 サ 所
診 保 体 テ 、
療 健 施 ラ サ
所 施 設 イ ー

で し
き 、
る 当
。 該

介
護
老
人
保
健

一
〇
〇
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第 （
十 身
二 体
条 的

拘
介 束
護 等
老 の
人 禁

２ 第 第（
を 十 衛 十

介 講 一 生 条
護 じ 条 管
老 な 理 介
人 け 介 等 護
保 れ 護 ） 老
健 ば 老 人
施 な 人 保

第（ （
提 該 要 重 ら九
供 介 、 要 れ条
拒 護 従 事 る
否 保 業 項 者介
の 健 者 の に護
禁 施 の 説 対老
止 設 勤 明 し人
） サ 務 等 、保

第 ５ ４ ３（
八 介
条 護 介 前 介

保 護 項 護
介 健 老 の 老
護 施 人 訓 人
老 設 保 練 保
人 サ 健 の 健
保 ー 施 う 施

２
い 体 設 に
。 介 内 応制

護 防 じを
老 災 て整
人 計 、備
保 画 地し
健 」 震、
施 と 、こ

保 止
健 ）
施
設
は
、
入
所
者
又
は
他

設 ら 保 健
は な 健 施
、 い 施 設
感 。 設 は
染 は 、
症 、 正
又 入 当
は 所 な
食 者 理
中 の 由
毒 使 が
の 用 な

ー の ） 介健
ビ 体 護施
ス 制 保設
の そ 健は
提 の 施、
供 他 設介
の の サ護
開 入 ー保
始 所 ビ健
に 申 ス施
つ 込 の設
い 者 提

健 ビ 設 ち 設
施 ス は 、 は
設 の 、 避 、
は 提 前 難 非
、 供 二 及 常
心 ） 項 び 災
身 の 消 害
の 訓 火 に
状 練 の 備
況 の 訓 え
等 結 練 る
に 果 は た

設 い 風れ
は う 水ら
、 。 害の
施 ） 、体
設 を 火制
内 策 災に
防 定 そつ
災 し のい
計 な 他て
画 け の定
に れ 災期
基 ば 害

の
入
所
者
等
の
生
命
又
は
身

発 す く
生 る 、
を 施 介
予 設 護
防 及 保
し び 健
、 設 施
又 備 設
は 並 サ
そ び ー
の に ビ

サ
て の 供ー
入 サ をビ
所 ー 行ス
申 ビ うの
込 ス も提
者 の の供の 選 との同 択 す開意 に る始を 資 。に得 す

照 に 、 め
ら 基 定 、
し づ 期 こ
看 き 的 れ
護 、 に に
、 施 行 対
医 設 わ す
学 内 な る
的 防 け 不
管 災 れ 断
理 計 ば の

的
づ な がに
き ら 発従
、 な 生業
非 い し者
常 。 た及 災 場び 害 合入 時 に所 の お者 関 け等 係 る

体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

ま 飲 ス
ん 用 の
延 に 提
を 供 供
防 す を
止 る 拒
す 水 ん
る に で
た つ は
め い な
必 て ら

際な る しけ と てれ 認 はば め 、な ら あら れ らな る かい 重
じ。 要
め事
、項

の 画 な 注
下 の ら 意
に 検 な と
お 証 い 訓
け 及 。 練
る び を
介 必 す
護 要 る
及 な よ
び 見 う
機 直 努

に 機 安周 関 全知 へ のす の 確る 通 保と 報 のと 及 たも び め
に 連 の
、 絡 体
市 の 制

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

要 、 な
な 衛 い
措 生 。
置 的
を な
講 管
じ 理
な に
け 努
れ め
ば 、

入を
所記
申載
込し
者た
又書
は面
その
の交
家付
族等

能 し め
訓 を な
練 行 け
そ わ れ
の な ば
他 け な
必 れ ら
要 ば な
な な い
医 ら 。
療 な

町 体 及
等 制 び
と 並 避
の び 難
連 に の
携 入 方
協 所 法
力 者 等
体 を を
制 円 定
を 滑 め

身
体
の
自

一 由
〇 の
一 拘

束
そ
の

な 又
ら は
な 衛
い 生
。 上

必
要
な
措
置

にを
対し
して
、説
運明
営を
規行
程い
の、

当 概

等 い
が 。
必
要
で
あ
る
と
認
め

整 に た
備 避 防
し 難 災
な 誘 計
け 導 画
れ す （
ば る 以
な た 下
ら め 「
な の 施
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者
が
相
互
に
社
会
的

第 （
ら 画 常 居 十 一
、 生 者 六 般に
看 活 が 条 原基
護 が 交 則づ
、 営 流 ユ ）き
医 ま し ニ、
学 れ 、 ッそ
的 、 共 トの

３ ２ 第
に 十

介 連 介 五
第 護 絡 護 条
三 老 を 老
章 人 行 人 介

保 う 保 護
ユ 健 と 健 老
ニ 施 と 施 人

２ 第 ２（ （
事 十 苦 置
故 介 四 情 を 介
の 護 条 の 講 護
防 老 処 じ 老
止 人 介 理 な 人
等 保 護 ） け 保
） 健 老 れ 健

施 人 ば 施

第 ２（
十 秘 な 他
三 密 け 介 入
条 を れ 護 所

守 ば 老 者
介 る な 人 の
護 義 ら 保 行
老 務 な 健 動
人 ） い 施 を

関
係
を
築
き
、
自
律
的
な
日
常

管 こ 同 型居
理 れ で 介宅
の に 日 護に
下 対 常 老お
に す 生 人け
お る 活 保る
け 支 を 健生
る 援 営 施活
介 が む 設へ
護 行 たの （
及 わ め 施復
び れ の 設

ッ 設 も 設 保
ト は に は 健
型 、 、 、 施
介 前 必 入 設
護 項 要 所 は
老 の な 者 、
人 事 措 に 事
保 故 置 対 故
健 の を す の
施 状 講 る 発
設 況 じ 介 生

及 な 護 又

設 保 な 設
は 健 ら は
、 施 な 、
前 設 い 従
項 は 。 業
の 、 者
苦 入 又
情 所 は
を 者 従
受 又 業
け は 者
付 そ で

保 。 設 制
健 は 限
施 、 す
設 身 る
の 体 行
従 的 為
業 拘 （
者 束 以
又 等 下
は を 「
従 行 身
業 う 体

生
活
を
営
む
こ
と
を
支
援
し

帰
機 る 場 のを
能 介 所 全考
訓 護 を 部慮
練 老 い にし
そ 人 う おての 保 。 い、他 健 ） て入必 施 に 少居要 設 よ 数前な を り のの医 い 一 療

び け 保 は
事 れ 健 再
故 ば 施 発
に な 設 を
際 ら サ 防
し な ー 止
て い ビ す
採 。 ス る
っ の た
た 提 め
処 供 に

け の あ
た 家 っ
場 族 た
合 か 者
は ら が
、 の 、
当 苦 正
該 情 当
苦 の な
情 適 理
の 切 由

者 場 的
で 合 拘
あ は 束
っ 、 等
た そ 」
者 の と
は 態 い
、 様 う
正 及 。
当 び ）
な 時 を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

居療 う 体 養宅並 。 的 室にび 以 に 及おに 下 構 びけ日 同 成 当る常 じ さ 該生生 。 れ 療活活 ） る 養と上 は 場 室
入の 、 所 に
居世 入 近

置 に 必
に よ 要
つ り な
い 事 措
て 故 置
、 が を
記 発 講
録 生 じ
し し な
な た け
け 場 れ

内 か が
容 つ な
等 迅 く
を 速 、
記 な そ
録 処 の
し 理 業
な の 務
け た 上
れ め 知
ば に り

理 間 行
由 、 っ
が そ て
な の は
く 際 な
、 の ら
そ 入 な
の 所 い
業 者 。
務 の
上 心（

後話 居 以 接
のを 者 下 し
生行 の て「
活う 意 ユ 設
がこ 思 ニ け
連と 及 ッ ら
続に び ト れ
しよ 人 」 る
たり 格 と 共
も、 を い 同
の各 尊 う 生

れ 合 ば
ば は な
な 、 ら
ら 速 な
な や い
い か 。
。 に

市
町
村
及

な 必 得
ら 要 た
な な 人
い 措 の
。 置 秘

を 密
講 を
じ 漏
な ら
け す
れ こ

知 身
り の
得 状
た 況
人 並
の び
秘 に
密 緊
を 急
漏 や
ら む

とユ 重 。 活
なニ し ） 室
るッ 、 ご （
よト 施 と 当
うに 設 に 該
配お サ 入 療
慮い ー 居 養
して ビ 者 室
な入 ス の の

居 が 計 日 入

び
当
該
入
所
者
の
家
族
等

ば と
な が
ら な
な い
い よ
。 う

必
要
な
措

し を
て 得
は な
な い
ら 理
な 由
い を
。 記

録
し

一
〇
二
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１（
介
護 こ
老 の
人 条
保 例
健 は
施 、
設 平

第（ （
施 十 規
行 九 則
期 附 条 へ 第
日 の 四
） 則 こ 委 章

の 任
条 ） 雑
例 則

第 ３ ２（
十 準 す 者
八 用 る ユ 前 又
条 ） 介 ニ 項 は

護 ッ に 入
前 保 ト 規 院
章 健 型 定 患

施 介 す 者（
第 設 護 る の

設 と わ は ニ
さ に れ 、 ッ
れ 入 る 本 ト
る 居 と 体 ご
病 者 認 施 と
院 の め 設 に
又 日 ら の 入
は 常 れ 施 居

第 ２（
濯 十 施 他

七 設 の ユ場
条 ） 介 ニ及

護 ッび
ユ 保 ト汚
ニ 険 型物
ッ 施 介処
ト 設 護理

の 成
建 二
物 十
に 四
関 年
す 十
る 月
経 一
過 日
措 か
置 ら
） 施

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護

二 サ 老 施 処
条 ー 人 設 遇
及 ビ 保 が（
び ス 健 診 適
第 の 施 察 切
五 提 設 室 に
条 供 の 及 行
を に 浴 び わ
除 支 室 機 れ
く 障 は 能 る
。 が 、 訓 と
） な 専 練 認

診 生 る 設 者
療 活 と を の
所 が き 利 日
の 営 は 用 常
施 ま 、 す 生
設 れ 調 る 活
を 、 理 こ が
利 こ 室 と 営
用 れ 、 に ま
す に 洗 よ れ
る 対 濯 り 、
こ す 室 当 こ

型 そ 老室
介 の 人（
護 他 保以
老 の 健下
人 保 施「
保 健 設浴
健 医 は室
施 療 、等
設 サ 地」
は ー 域と
、 ビ 及い
ユ ス び

行
す
る
。

老
人
保
健
施
設
の
運
営
に
関

の い ら 室 め
規 場 当 を ら
定 合 該 除 れ
は は ユ く る
、 、 ニ 。 と
ユ こ ッ ） き
ニ の ト に は
ッ 限 型 関 、
ト り 介 し 浴
型 で 護 必 室
介 な 老 要 等

と る 又 該 れ
に 支 は ユ に
よ 援 洗 ニ 対
り が 濯 ッ す
当 行 場 ト る
該 わ 及 型 支
ユ れ び サ 援
ニ る 汚 テ が
ッ 医 物 ラ 行
ト 療 処 イ わ
型 機 理 ト れ

う
ニ 又 家。
ッ は 庭）
ト 福 とを
、 祉 の設
診 サ 結け
察 ー びな 室 ビ 付け 及 ス きれ び を をば 機 提 重な 能 供 視

す
る
必
要
な
基
準
は
、
規
則

護 い 人 な を
老 。 保 基 設
人 健 準 け
保 施 は な
健 設 、 い
施 の 規 こ
設 用 則 と
に に で が
つ 供 定 で
い す め き
て る る る

医 関 室 型 る
療 併 を 小 サ
機 設 、 規 テ
関 型 ユ 模 ラ
併 小 ニ 介 イ
設 規 ッ 護 ト
型 模 ト 老 型
小 介 型 人 小
規 護 医 保 規
模 老 療 健 模
介 人 機 施 介

ら 訓 す しな 練 る たい 室 者 運。 の と 営た ほ の をだ か 密 行し 、 接 い、 浴 な 、ユ 室 連 市ニ 、 携 町ッ サ に 村
で
定
め
る
。

準 も 。 。
用 の
す で
る な
。 け

れ
ば
な
ら
な
い

護 保 関 設 護
老 健 併 及 老
人 施 設 び 人
保 設 型 当 保
健 を 小 該 健
施 い 規 本 施
設 う 模 体 設
及 。 介 施 を
び 以 護 設 い
当 下 老 の う
該 同 人 入 。

ト ー 努 、
型 ビ め 居
サ ス な 宅
テ ・ け 介
ラ ス れ 護
イ テ ば 支
ト ー な 援
型 シ ら 事
小 ョ な 業
規 ン い 者
模 、 。 、

一
〇
三

。
た
だ
し
、
入
居
者
に
対

病 じ 保 居 以
院 。 健 者 下
又 ） 施 の 同
は に 設 処 じ
診 あ 遇 。（
療 っ ユ が ）
所 て ニ 適 に
の は ッ 切 あ
入 、 ト に っ
居 併 ご 行 て

介 調 居
護 理 宅
老 室 サ
人 、 ー
保 洗 ビ
健 濯 ス
施 室 事
設 又 業

は 者（
ユ 洗 、
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７ ６
と 部 る ニ

第 が 分 。 一 ッ
二 で の た ト部
章 き 入 だ 部ユ

る 所 し 分ニ（
第 。 者 、 」ッ
二 へ 浴 とト
条 の 室 い型

５ ４ （
い の 一

一 う 規 指 部
部 。 定 定 ユ
ユ ） に 居 ニ
ニ に よ 宅 ッ
ッ つ り サ ト
ト い な ー 型
型 て お ビ 介

３ （
の 条 ユ る 号
規 第 指 ニ こ ）
定 一 定 ッ と 第
は 項 居 ト を 二
、 の 宅 型 い 十
適 規 サ 介 う 条
用 定 ー 護 。 の
し に ビ 老 ） 六

２
病 を 若 保
床 平 し 険 一
数 成 く 法 般
を 三 は 施 病
減 十 療 行 床
少 年 養 令 、
さ 三 病 精（
せ 月 床 平 神

及 サ 、 う介
び ー サ 。護
第 ビ ー ）老
五 ス ビ に人
条 の ス あ保
を 提 ・ っ健
除 供 ス て施
く に テ は設
。 支 ー 第の
） 障 シ 十施
の が ョ 六設
規 な ン 条

介 は 従 ス 護
護 、 前 等 老
老 こ の の 人
人 の 例 事 保
保 条 に 業 健
健 例 よ の 施
施 の る 人 設
設 施 こ 員 に
の 行 と 、 関
一 の が 設 す
般 日 で 備 る
原 以 き 及 経

な よ ス 人 を に
い り 等 保 行 規
。 介 の 健 っ 定
た 護 事 施 て す
だ 老 業 設 介 る
し 人 の で 護 軽
、 保 人 な 老 費
当 健 員 い 人 老
該 施 、 も 保 人
介 設 設 の 健 ホ
護 で 備 と 施 ー
老 あ 及 み 設 ム

る 三 を 成 病
と 十 有 十 床
と 一 す 年 （
も 日 る 政 健
に ま 診 令 康
、 で 療 第 保
当 の 所 四 険
該 間 の 百 法
病 に 開 十 等
院 転 設 二 の
又 換 者 号 一
は が ） 部は

定 い 、 に、
は と 調 、ユ
、 き 理 そニ
一 は 室 れッ
部 、 、 以ト
ユ そ 洗 外部ニ れ 濯 の分ッ ぞ 室 部にト れ 又 分あ型 一 は にっ介 の 洗 あ

則 後 る び 過
は 最 こ 運 措
、 初 と 営 置
ユ の と に ）
ニ 指 さ 関
ッ 定 れ す
ト の る る
ご 更 一 基
と 新 部 準
に ま ユ 等
入 で ニ の

人 っ び な を を
保 て 運 さ 開 い
健 ユ 営 れ 設 う
施 ニ に る す 。
設 ッ 関 も る ）
が ト す の 場 そ
同 型 る に 合 の
章 介 基 関 に 他
に 護 準 す お の
規 老 等 る け 要
定 人 の 経 る 介

（
診 当 、 第 を
療 該 当 四 改
所 病 該 条 正
の 院 病 第 す
施 の 院 二 る
設 一 の 項 法
を 般 一 に 律
介 病 般 規 附
護 床 病 定 則
老 、 床 す 第
人 精 、 る 百て護 施 濯 っは老 設 場 て第人 を 及 は十保 も び 第七健 っ 汚 二条施 て 物 条に設 、 処 に、に ユ 理 定そつ ニ 室 めれい ッ に る

以て ト つ と

居 の ッ 一
者 間 ト 部
の は 型 を
日 、 介 改
常 次 護 正
生 項 老 す
活 か 人 る
が ら 保 省
営 附 健 令
ま 則 施 （
れ 第 設 平

す 保 一 過 当 護
る 健 部 措 該 者
基 施 を 置 転 、
準 設 改 ） 換 要
を で 正 に 支
満 な す 係 援
た い る る 者
し も 省 建 そ
、 の 令 物 の
そ と に 他（
の み 平 つ の

保 神 精 病 三
健 病 神 床 十
施 床 病 に 条
設 若 床 係 の
、 し 若 る 二
軽 く し も 第
費 は く の 一
老 療 は に 項
人 養 療 限 の
ホ 病 養 る 規
ー 床 病 。 定

外準 部 い こ
の用 分 て ろ
部す 及 は に
分る び 、 よ
に。 そ ユ る
あれ ニ 。
っ以 ッ
て外 ト
はの 部
第部 分
五分 の

、 七 成（
こ 項 以 二
れ ま 下 十
に で 三「
対 の 一 年
す 規 部 厚
る 定 ユ 生
支 に ニ 労
援 よ ッ 働
が る ト 省
行 こ 型 令

旨 な 成 い 者
を さ 十 て を
知 れ 七 は 入
事 る 年 、 所
に 介 厚 第 又
申 護 生 六 は
し 老 労 条 入
出 人 働 第 居
た 保 省 一 さ
場 健 令 項 せ
合 施 第 の る

ム 又 床 ） に
は 又 若 よ（

老 当 は し り
人 該 当 く な
福 診 該 は お
祉 療 診 療 そ
法 所 療 養 の

の 所 病 効（
昭 一 の 床 力
和 般 一 を を
三 病 般 有 有

条に 入
に共 居
定通 者
めの 及
る施 び
と設 そ
こと れ
ろす 以
にる 外

こ の よ

わ と 介 第
れ が 護 百
る で 老 六
部 き 人 号
分 る 保 ）

。 健 附（
以 施 則
下 設 第

」 四「
ユ と 条

は 設 百 規 た
、 に 三 定 め
こ つ 十 は の
の い 九 、 施
限 て 号 適 設
り は ） 用 の
で 、 附 し 用
な 第 則 な に
い 三 第 い 供
。 章 六 。 す

十 床 病 す す
八 若 床 る る
年 し 若 病 も
法 く し 院 の
律 は く 又 と
第 療 は は さ
百 養 療 一 れ
三 病 養 般 た
十 床 病 病 介
三 の 床 床 護

一
〇
四
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一
定
介 療
護 養
療 病
養 床
型 （
医 医

第 （
れ 三 従 又 村
ば 条 業 は 及
な 者 福 び
ら 指 ） 祉 特
な 定 サ 別
い 介 ー 区
。 護 ビ を

療 ス い

３ ２ 第
努 活 的 二

指 め 指 を 管 条
定 な 定 営 理
介 け 介 む の 指
護 れ 護 こ 下 定
療 ば 療 と に 介
養 な 養 が お 護
型 ら 型 で け 療

第（ （
一 及 を 一 趣
般 び 有 条 旨
原 第 す ）
則 二 る こ
） 項 も の

の の 条
規 と 例
定 さ は

山
口 指
県 平 定

指 条 成 介
定 例 二 護
介 第 十 療
護 三 四 養
療 十 年 型
養 九 七 医

療 療
施 法
設 （

昭
医 和
師 二
、 十
薬 三
剤 年
師 法
及 律
び 第

養 を う
型 提 。
医 供 以
療 す 下
施 る 同
設 者 じ
に と 。
は の ）
、 密 、
次 接 居
の な 宅
各 連 介

医 な 医 き る 養
療 い 療 る 介 型
施 。 施 よ 護 医
設 設 う そ 療
は は に の 施
、 、 す 他 設
地 入 る の は
域 院 こ 世 、
及 患 と 話 長
び 者 を 及 期
家 の 目 び に
庭 意 指 機 わ

に れ 、
基 る 健
づ 同 康
き 法 保
、 第 険
指 二 法
定 十 等
介 六 の
護 条 一
療 の 部
養 規 を
型 定 改

型 号 月 療
医 十 施
療 日 設
施 の
設 人
の 員
人 、
員 設
、 備
設 及
備 び
及 運

栄 二
養 百
士 五
、 号
看 ）
護 第
師 七
又 条
は 第
准 二
看 項

号 携 護
に に 支
掲 努 援
げ め 事
る な 業
指 け を
定 れ 行
介 ば う
護 な 者
療 ら 、
養 な 居

と 思 さ 能 た
の 及 な 訓 る
結 び け 練 療
び 人 れ そ 養
付 格 ば の を
き を な 他 必
を 尊 ら の 要
重 重 な 必 と
視 し い 要 す
し 、 。 な る
た 常 医 要

医 に 正
療 よ す
施 る る
設 改 法
の 正 律
人 前 （
員 の 平
、 介 成
設 護 十
備 保 八
及 険 年

び 営
運 に
営 関
に す
関 る
す 基
る 準
基 を
準 定
を め
定 る

護 第
師 四

号（
以 に
下 規

定「
看 す
護 る
職 療
員 養
」 病

型 い 宅
医 。 サ
療 ー
施 ビ
設 ス
の 事
区 業
分 を
に 行
応 う
じ 者

運 に 療 介
営 入 を 護
を 院 行 者
行 患 う に
い 者 こ 対
、 の と し
市 立 に 、
町 場 よ 施
村 に り 設

立 、 サ（
法 っ 入 ー

び 法 法
運 律（
営 平 第
に 成 八
関 九 十
す 年 三
る 法 号
基 律 ）
準 第 附
を 百 則
定 二 第

め 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

と 床
い を
う い
。 う
） 。
、 以
介 下
護 同
職 じ
員 。
、 ）

、 、
そ 他
れ の
ぞ 介
れ 護
当 保
該 険
各 施
号 設
に そ
定 の

第 て 院 ビ
三 指 患 ス
条 定 者 計
第 介 が 画
一 護 そ に
項 療 の 基
の 養 有 づ
規 施 す き
定 設 る 、
に サ 能 療
よ ー 力 養

め 十 百
る 三 三
も 号 十
の 。 条
と 以 の
す 下 二
る 第「
。 法 一

」 項
と の
い 規

山
口
県
知
事

二

理 を
学 有
療 す
法 る

一 士 病
〇 及 院
五 び で

作 あ
業 る
療 指

め 他
る の
従 保
業 健
者 医
を 療
置 サ
か ー
な ビ
け ス

り ビ に 上
介 ス 応 の
護 の じ 管
保 提 自 理
険 供 立 、
を を し 看
行 行 た 護
う う 日 、
市 よ 常 医
町 う 生 学

う 定
。 に
） よ
第 り
百 な
十 お
条 そ
第 の
一 効
項 力

井

関

成
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２

指
定
介
護
療
養
型

第 ３（
の 六 非 ら（

以 条 常 前 な特
下 災 二 い性

指 害 項 。等「
施 定 対 に たに
設 介 策 規 だ応
内 護 ） 定 しじ
防 療 す 、て

２ 第 ２（
五 設 し

老 条 備 、 指
人 ） こ 定
性 指 れ 介
認 定 ら 護
知 介 の 療
症 護 施 養
疾 療 設 型

第 ３ ２（
を 四 管 に
管 条 理 支 指 前
理 者 障 定 項
す 指 ） が 介 各
る 定 な 護 号
者 介 い 療 に
で 護 場 養 定
あ 療 合 型 め

三 二
祉 う 法
士 。 老 療 士
又 以 養 並人
は 下 病 び性
こ 同 床 に認
れ じ を 介知
に 。 有 護症

医
療
施
設
は
、
施
設
内
防
災
計

災 養 る デ、
計 型 設 イ地
画 医 備 ル震
」 療 に ー、
と 施 関 ム風
い 設 し は水
う は 必 食害
。 、 要 堂、
） 消 な と火
を 火 基 し災
策 器 準 てそ
定 、 は 使

患 養 が 医
療 型 同 療
養 医 一 施
病 療 敷 設
棟 施 地 の
を 設 内 管
有 は に 理
す 、 あ 者
る 食 る は
病 堂 こ 、
院 及 と 同
で び 等 時

っ 養 は 医 る
て 型 、 療 従
は 医 こ 施 業
な 療 の 設 者
ら 施 限 の の
な 設 り 従 員
い を で 業 数
。 管 な 者 及

理 い は び
す 。 、 従
る 専 業
医 ら 者

準 ） す 支疾
ず を る 援患
る 有 診 専療
者 す 療 門養
並 る 所 員病
び 病 で棟
に 院 あ（
介 で る介
護 あ 指護
支 る 定保
援 指 介険
専 定 護

画
に
基
づ
き
、
非
常
災
害
時

の
し 非 、 用他
な 常 規 すの
け 口 則 る災
れ そ で こ害
ば の 定 とが
な 他 め が発
ら の る で生な 非 。 きしい 常 るた。 災 。場 害

あ 浴 に に
る 室 よ 他
指 を り の
定 設 、 介
介 け 当 護
護 な 該 保
療 け 指 険
養 れ 定 施
型 ば 介 設
医 な 護 、
療 ら 療 養

師 当 に
は 該 関
、 指 し
医 定 必
療 介 要
法 護 な
第 療 基
十 養 準
二 型 は
条 医 、
第 療 規

法
門 介 療施
員 護 養行

療 型令
養 医（
型 療平
医 施成
療 設十施 年設 医政 師令医 、

の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び

合 にに 対お すけ るる 必安 要全 なの 設確 備
保 を
の 設

施 な 養 護
設 い 型 老
は 。 医 人
、 療 ホ
生 施 ー
活 設 ム
機 の 等
能 管 の
回 理 社
復 上 会
訓 支 福

二 施 則
項 設 で
の の 定
知 職 め
事 務 る
の に 。
許 従
可 事
を す
受 る
け 者

第師 看四、 護百薬 職十剤 員二師 、号及 介）び 護第栄 職四養 員条士 及
第、 び

連
絡
の
体
制
並
び
に
入
院
患

た け
め る
の と
体 と
制 も
及 に
び 、
避 周
難 辺
の の
方 地

練 障 祉
室 が 施
、 な 設
デ い を
イ 場 管
ル 合 理
ー は す
ム 、 る
及 こ 者
び の で
面 限 あ

た で
場 な
合 け
を れ
除 ば
く な
ほ ら
か な
、 い
同 。
時 た

二看 介
項護 護
に職 支
規員 援
定、 専
す介 門
る護 員
病職
床員
に、
よ作

者
を
円
滑
に
避
難
誘
導
す

法 域
等 の
を 環
定 境
め 及
た び
防 入
災 院
計 患
画 者

会 り っ
室 で て
を な は
設 い な
け 。 ら
な な
け い
れ 。
ば た
な だ

に だ
他 し
の 、
病 入
院 院
又 患
は 者
診 の
療 処
所 遇

り業
構療
成法
さ士
れ、
る精
病神
棟保
を健

福 い

一
〇
六
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第
い 十
。 一

条

指
定
介
護

２ 第（
秘 を 拘 十
密 記 指 束 条
を 録 定 そ
守 し 介 の 指
る な 護 他 定
義 け 療 入 介
務 れ 養 院 護
） ば 型 患 療

２ 第 第（ （
身 じ 九 衛 八
体 指 な 条 生 条
的 定 け 管
拘 介 れ 指 理 指
束 護 ば 定 等 定
等 療 な 介 ） 介
の 養 ら 護 護
禁 型 な 療 療

第（ （
提 定 概 七 重
供 介 要 条 要
拒 護 、 事
否 療 従 指 項
の 養 業 定 の
禁 施 者 介 説
止 設 の 護 明
） サ 勤 療 等

５ ４ ３
ば る

指 前 指 な た
定 項 定 ら め
介 の 介 な の
護 訓 護 い 体
療 練 療 。 制
養 の 養 を
型 う 型 整

療
養
型
医
療
施
設
の
従
業
者

な 医 者 養
ら 療 の 型
な 施 行 医
い 設 動 療
。 は を 施

、 制 設
身 限 は
体 す 、
的 る 入
拘 行 院
束 為 患
等 者

止 医 い 養 養
） 療 。 型 型

施 医 医
設 療 療
は 施 施
、 設 設
感 は は
染 、 、
症 入 正
又 院 当
は 患 な
食 者 理

ー 務 養 ）
ビ の 型
ス 体 医
の 制 療
提 そ 施
供 の 設
の 他 は
開 の 、
始 患 指
に 者 定
つ の 介
い サ 護

医 ち 医 備
療 、 療 し
施 避 施 、
設 難 設 こ
は 及 は れ
、 び 、 ら
前 消 非 の
二 火 常 体
項 の 災 制
の 訓 害 に
訓 練 に つ
練 は 備 い又

は
従
業
者
で
あ
っ
た
者
は

（
を 以 又
行 下 は
う 他「
場 身 の
合 体 入
は 的 院
、 拘 患
そ 束 者
の 等 等
態 」 の
様 と 生

中 の 由
毒 使 が
の 用 な
発 す く
生 る 、
を 設 指
予 備 定
防 及 介
し び 護
、 飲 療
又 用 養

て ー 療
患 ビ 養
者 ス 施
の の 設
同 選 サ
意 択 ー
を に ビ
得 資 ス
な す の
け る 提
れ と 供

の 、 え て
結 定 る 定
果 期 た 期
に 的 め 的
基 に 、 に
づ 行 こ 従
き わ れ 業
、 な に 者
施 け 対 及
設 れ す び
内 ば る 入、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ

及 い 命
び う 又
時 。 は
間 ） 身
、 を 体
そ 行 を
の っ 保
際 て 護
の は す
入 な る
院 ら た

は に 施
そ 供 設
の す サ
ま る ー
ん 水 ビ
延 に ス
を つ の
防 い 提
止 て 供
す 、 を
る 衛 拒

ば 認 の
な め 開
ら ら 始
な れ に
い る 際
。 重 し

要 て
事 は
項 、
を あ
記 ら

防 な 不 院
災 ら 断 患
計 な の 者
画 い 注 等
の 。 意 に
検 と 周
証 訓 知
及 練 す
び を る
必 す と
要 る と

の
業
務
上
知
り
得
た
人
の
秘

患 な め
者 い 緊
の 。 急
心 や
身 む
の を
状 得
況 な
並 い
び 場
に 合

た 生 ん
め 的 で
必 な は
要 管 な
な 理 ら
措 に な
置 努 い
を め 。
講 、
じ 又
な は

載 か
し じ
た め
書 、
面 患
の 者
交 又
付 は
等 そ
を の
し 家

な よ も
見 う に
直 努 、
し め 市
を な 町
行 け 等
わ れ と
な ば の
け な 連
れ ら 携
ば な 協

密
を
漏
ら

一 し
〇 て
七 は

な
ら
な

緊 を
急 除
や き
む 、
を 身
得 体
な の
い 自
理 由
由 の

け 衛
れ 生
ば 上
な 必
ら 要
な な
い 措
。 置

を
講

て 族
説 に
明 対
を し
行 、
い 運
、 営
当 規
該 程
指 の

な い 力
ら 。 体
な 制
い を
。 整

備
し
な
け
れ
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第
二
章

指
定
居
宅

目 山
第 次 口
一 県 平
章 指 条 成

定 例 二
総 障 第 十
則 害 四 四

福 十 年（
第 祉 号 七

第
指 こ 十
定 の 四
障 条 附 条
害 例
福 は 則 こ
祉 、 の
サ 平 条
ー 成 例

３ ２ 第（ （
規 院 十 事
則 指 患 指 三 故
へ 定 者 定 条 の
の 介 の 介 防
委 護 家 護 指 止
任 療 族 療 定 等
） 養 等 養 介 ）

型 に 型 護

２ 第 ２（
十 苦 要

指 二 情 な 指
定 条 の 措 定
介 処 置 介
護 指 理 を 護
療 定 ） 講 療
養 介 じ 養
型 護 な 型

介
護
等
（
第
五
条

第
十
五
条

一 サ 月
条 ー 十

ビ 日
第 ス
四 の
条 事
） 業

等
の
人
員
、

ビ 二 に
ス 十 定
の 四 め
事 年 る
業 十 も
等 月 の
の 一 の
人 日 ほ
員 か か
、 ら 、
設 施 指
備 行 定

医 連 医 療
療 絡 療 養
施 を 施 型
設 行 設 医
は う は 療
、 と 、 施
前 と 入 設
項 も 院 は
の に 患 、
事 、 者 事
故 必 に 故
の 要 対 の

医 療 け 医
療 養 れ 療
施 型 ば 施
設 医 な 設
は 療 ら は
、 施 な 、
前 設 い 従
項 は 。 業
の 、 者
苦 入 又
情 院 は
を 患 従

） 設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

及 す 介
び る 護
運 。 療
営 養
に 型
関 医
す 療
る 施
基 設
準 の
等 運

状 な す 発
況 措 る 生
及 置 指 又
び を 定 は
事 講 介 再
故 じ 護 発
に な 療 を
際 け 養 防
し れ 施 止
て ば 設 す
採 な サ る

受 者 業
け 又 者
付 は で
け そ あ
た の っ
場 家 た
合 族 者
は か が
、 ら 、
当 の 正
該 苦 当

準
等
を
定
め
る
条
例

を 営
定 に
め 関
る す
条 る
例 必
を 要
こ な
こ 基
に 準
公 は

っ ら ー た
た な ビ め
処 い ス に
置 。 の 必
に 提 要
つ 供 な
い に 措
て よ 置
、 り を
記 事 講
録 故 じ

苦 情 な
情 の 理
の 適 由
内 切 が
容 か な
等 つ く
を 迅 、
記 速 そ
録 な の
し 処 業
な 理 務

山
口
県
知
事

二

布 、
す 規
る 則
。 で

定
め
る
。

し が な
な 発 け
け 生 れ
れ し ば
ば た な
な 場 ら
ら 合 な
な は い
い 、 。
。 速

や

け の 上
れ た 知
ば め り
な に 得
ら 必 た
な 要 人
い な の
。 措 秘

置 密
を を
講 漏

井

関

成

か
に
市
町
村
及
び
当
該
入

じ ら
な す
け こ
れ と
ば が
な な
ら い
な よ
い う
。 必

一
〇
八
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第
十 二
一 条
条
第 指
四 定
項 障
の 害
規 福

第（ （
指 障 一 一 趣
定 害 号 条 旨
障 福 ）（
害 祉 法 こ
福 サ 第 の
祉 ー 三 条
サ ビ 十 例
ー ス 七 は

附 第 第 第 第
則 十 十 十 十

第 六 五 四 三
一 章 章 章 章
章

雑 基 多 指
総 則 準 機 定
則 該 能 共（

第 第 第 第 第
十 十 十 九 八
二 一 章 章 章
章 章

指 指 指
指 指 定 定 定
定 定 就 自 自
就 就 労 立 立

第 第 第 第 第
七 六 五 四 三
章 章 章 章 章

指 指 指 指 指
定 定 定 定 定
共 重 短 生 療
同 度 期 活 養

定 祉
に サ
よ ー
り ビ
指 ス
定 事
の 業
更 者
新 の
に 指
つ 定
い に

ビ の 条 、
ス 事 第 障
事 業 二 害
業 等 項 者
者 の 及 自
の 人 び 立
指 員 第 支
定 、 四 援
） 設 十 法

備 一 （
及 条 平
び 第 成

第 当 型 同
六 障 事 生
十 害 業 活
八 福 所 援
条 祉 の 助
） サ 特 （

ー 例 第
ビ 五（
ス 第 十

六 八（
第 十 条
六 条 ・

労 労 移 訓 訓
継 継 行 練 練
続 続 支 （ （
支 支 援 生 機
援 援 活 能（

第 訓 訓
型 型 四 練 練

十 ） ）（ （
第 第 九 （ （
五 五 条 第 第
十 十 四 四
六 三 第 十 十

生 障 入 介 介
活 害 所 護 護
介 者 （ （ （
護 等 第 第 第

包 三 二 十（
第 括 十 十 六
三 支 条 四 条
十 援 条
八 第 第（
条 第 三 第 二

三 十 二 十
第 十 三 十 三

て 係
、 る
そ 法
れ 第
ぞ 三
れ 十
準 六
用 条
す 第
る 三
場 項

運 四 十
営 項 七
に に 年
関 お 法
す い 律
る て 第
基 準 百
準 用 二
等 す 十
を る 三
定 場 号

十 ） 第
一 五
条 十

九
第 条
六 ）
十
七
条
）

条 条 五 五 三
・ 十 条 条
第 第 二 ・
五 五 条 第 第
十 十 ） 四 四
七 五 十 十
条 条 八 四
） ） 条 条

） ）

四 四 条 九 条
十 条 ） 条 ）
二 ）
条 第
） 三

十
七
条
）

合 第
を 一
含 号
む （
。 法
） 第
の 三
条 十
例 七
で 条
定 第

め 合 。
る を 以
も 含 下
の む 「
と 。 法
す ） 」
る 並 と
。 び い

に う
第 。
四 ）

め 二
る 項
者 の
は 規
、 定
法 に
人 よ
で り
あ 指
る 定
者 の

十 第
三 三
条 十
第 条
一 第
項 一
及 項
び 第
第 二
二 号
項 イ

と 変
す 更
る に
。 つ

一 た い
〇 だ て
九 し 、

、 法
療 第
養 四

の 、
規 第
定 三
に 十
基 六
づ 条
き 第
、 三
指 項
定 第
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４

指
定
障
害
福
祉
サ

３ ２
医 障 利 き
療 指 害 指 用 利
サ 定 福 定 者 用
ー 障 祉 障 に 者
ビ 害 サ 害 対 に
ス 福 ー 福 し 対
又 祉 ビ 祉 て し
は サ ス サ 適 て

第 （
祉 四 一
サ 条 般 の 支
ー 原 う 援
ビ 指 則 ち の
ス 定 ） 二 事
を 障 以 業
利 害 上 、
用 福 の 同

五 四 三 二
条 就
例 労 多 就 就 自

継 機 労 労 立（
平 続 能 継 継 訓
成 支 型 続 続 練
二 援 支 支 （
十 指 援 援 生

第 （
一 三 定 介

定 条 義 護
す 自 ） に
る 立 こ 係
自 訓 の る
立 練 条 指
訓 例 定（
練 機 に 又

ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の

福 ー を ー 切 指
祉 ビ 提 ビ か 定
サ ス 供 ス つ 障
ー 事 す 事 効 害
ビ 業 る 業 果 福
ス 者 よ 者 的 祉
を は う は に サ
提 、 努 、 指 ー
供 地 め 利 定 ビ
す 域 な 用 障 ス
る 及 け 者 害 を
者 び れ 又 福 提

す 祉 事 条
る サ 業 例
障 ー を 第
害 ビ 一 二
者 ス 体 十
及 事 的 八
び 業 に 条
障 者 行 に
害 う 規（
児 第 こ 定
を 三 と す
い 章 る

四 型 定 活
年 の 生 型 型 訓
山 事 活 練
口 業 介 省 省 ）
県 及 護 令 令
条 び の 第 第 省
例 指 事 六 六 令
第 定 業 条 条 第
四 就 、 の の 六
十 労 指 十 十 条
六 継 定 第 第 の
号 続 自 二 一 六

能 お は（
機 訓 い 短
能 練 て 期
訓 ） 、 入
練 次 所
） 障 の （
を 害 各 病
い 者 号 院
う 自 に 又
。 立 掲 は

支 げ 診
援 る 療

人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

等 家 ば は 祉 供
と 庭 な 障 サ す
の と ら 害 ー る
密 の な 児 ビ と
接 結 い の ス と
な び 。 保 を も
連 付 護 提 に
携 き 者 供 、
に を の し そ
努 重 意 な の
め 視 思 け 効

（
う 、 同 指
。 第 条 定
以 四 例 放
下 章 に 課
同 及 規 後
じ び 定 等
。 第 す デ
） 七 る イ
の 章 事 サ
意 か 業 ー
向 ら の ビ

） 支 立 号 号 第
第 援 訓 に に 二
四 練 規 規 号
条 型 定 定 に（
に の 機 す す 規
規 事 能 る る 定
定 業 訓 就 就 す
す 並 練 労 労 る
る び ） 継 継 自
指 に の 続 続 立
定 指 事 支 支 訓

法 用 所
施 語 に
行 の よ
規 意 り
則 義 行

は わ（
平 、 れ
成 当 る
十 該 も
八 各 の
年 号 に

等
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の

な し 及 れ 果
け た び ば に
れ 運 人 な つ
ば 営 格 ら い
な を を な て
ら 行 尊 い 継
な い 重 。 続
い 、 し 的
。 市 、 な

町 常 評
、 に 価

、 第 み ス
適 十 を の
性 三 行 事
、 章 う 業
障 ま 場 及
害 で 合 び
の に を 同
特 規 除 条
性 定 く 例
そ す 。 第
の る ） 三

児 定 業 援 援 練
童 障 、 （
発 害 指 型 型 生
達 児 定 を を 活
支 通 自 い い 訓
援 所 立 う う 練
の 支 訓 。 。 ）
事 援 練 を
業 の い（
、 事 生 う
同 業 活 。

厚 に 限
生 定 る
労 め 。
働 る ）
省 と に
令 こ 係
第 ろ る
十 に 指
九 よ 定
号 る の
。 。 申

整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
従

他 利 を
の 用 実
指 者 施
定 又 す
障 は る
害 障 等
福 害 そ
祉 児 の
サ の 他
ー 保 の
ビ 護 措

他 事 を 十
の 業 い 二
事 を う 条
情 行 。 に
を う 規
踏 も 定
ま の す
え に る
た 限 指
計 る 定
画 。 保

条 の 訓
例 人 練
第 員 ）
二 、 の
十 設 事
四 備 業
条 及 、
に び 指
規 運 定
定 営 就
す に 労

以 請
下 に

あ「
省 っ
令 て
」 は
と 、
い こ
う の
。 限
） り

業
者
に
対
し
、
研
修
を
実

ス 者 置
事 の を
業 立 講
者 場 ず
そ に る
の 立 こ
他 っ と
の た に
保 指 よ
健 定 り

を ） 育
作 は 所
成 、 等
し 利 訪
、 用 問
こ 者 支
れ 援（
に 障 の
基 害 事
づ 福 業

る 関 移
行指 す

定 る 支
医 基 援
療 準 の
型 等 事
児 を 業
童 定 、
発 め 指
達 る 定

第 で
六 な
条 い
の 。
六
第
一
号
に
規

一
一
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居（
指 宅
定 介
居 護
宅 等
介 事
護 業
等 者

第 （
六 従 つ 回 を
条 業 効 避 営

者 果 す む
指 ） 的 る こ
定 に た と
居 行 め が
宅 う に で
介 も 必 き

４ ３
出 応 が 言

行 時 じ 居 同 そ
動 に て 宅 行 の
援 必 外 に 援 他
護 要 出 お 護 の
に な 時 い に 生
係 援 に て 係 活
る 助 お 自 る 全

２
環 る い 理
境 障 重 。 、
に 害 度 洗
応 者 訪 濯
じ が 問 及
て 居 介 び
入 宅 護 掃
浴 に に 除

第 （
生 五 指 施

条 定 す活
居 第 るを

居 宅 二 等営
宅 介 章 必む
介 護 要こ
護 等 指 なと
に の 定 措が

の 」
提 と
供 い
に う
当 。
た ）
る は
者 、
と 当
し 該
て 事
厚

護 の 要 る
、 で な よ
指 な 援 う
定 け 護 、
重 れ 、 当
度 ば 外 該
訪 な 出 利
問 ら 時 用
介 な に 者
護 い お の
、 。 け 身
指 る 体

指 を い 立 指 般
定 適 て し 定 に
障 切 、 た 障 わ
害 か 当 日 害 た
福 つ 該 常 福 る
祉 効 障 生 祉 援
サ 果 害 活 サ 助
ー 的 者 又 ー を
ビ に 等 は ビ 適
ス 行 に 社 ス 切

う 同 会 か（ （
以 も 行 生 以 つ

、 お 係 等
排 い る の
せ て 指 家
つ 自 定 事
及 立 障 並
び し 害 び
食 た 福 に
事 日 祉 生
等 常 サ 活
の 生 ー 等
介 活 ビ に
護 又 ス 関

係 原 居 置で
る 則 宅 をき
指 ） 介 講る
定 護 ずよ
障 等 るう
害 よ、
福 う当
祉 努該
サ め利
ー な用
ビ け者
ス れ業
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労 行
働 う
大 事
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定 移 及
同 動 び
行 中 精
援 の 神
護 介 の
又 護 状
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指 排 並
定 せ び
行 つ に
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」 な 情 き 」 で
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、 生 談「
洗 活 指 及
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」お
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護 食 置
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利 、 の 視
用 排 身 覚
者 せ 体 障

の で 護 の
家 き 」 生
事 る と 活
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外 う う 般
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お 障 事 る
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い は
る 、
環 利
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等 該 て
」 利 当
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護 精 体 効
並 神 不 果
び の 自 的
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境 用
に 者
応 が
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排 て
せ 自
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者
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助 る す な
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食 日
事 常
等 生
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介 ） 項 を

第 第（ （
九 重 備 八 設 ス
条 要 及 条 備 事

事 び ） 業
指 項 備 指 を
定 の 品 定 行
居 説 等 居 う
宅 明 を 宅 事
介 等 備 介 業

第 ２（
居 七 管 め
宅 条 理 る 指
介 者 員 定
護 指 ） 数 居
等 定 の 宅
事 居 者 介
業 宅 を 護
所 介 サ 等

れ 事 介 事 介
ば 業 護 業 護
な 者 等 者 等
ら は 事 は 事
な 、 業 、 業
い 従 所 指 者
。 業 の 定 は

者 従 居 、
又 業 宅 従
は 者 介 業
従 又 護 者
業 は 等 の

護 を し
等 記 つ
事 載 つ
業 し 、
者 た 当
は 書 該
、 面 利
正 を 用
当 交 申
な 付 込
理 し 者
由 て に

護 ） え 護 所
等 な 等 、
事 け 事 障
業 れ 業 害
者 ば 所 者
は な に 支
、 ら は 援
支 な 、 施
給 い 事 設
決 。 業 等
定 の の
障 運 職

の 護 ー 事
管 等 ビ 業
理 事 ス 者
上 業 提 は
支 者 供 、
障 は 責 指
が 、 任 定
な 指 者 居
い 定 と 宅
場 居 し 介
合 宅 な 護
は 介 け 等

者 従 事 清
で 業 業 潔
あ 者 所 の
っ で の 保
た あ 設 持
者 っ 備 及
が た 及 び
、 者 び 健
正 は 備 康
当 、 品 状
な 正 等 態

が 説 対
な 明 し
く を 、
、 行 運
指 い 営
定 、 規
居 当 程
宅 該 の
介 指 概
護 定 要
等 居 、

害 営 務
者 を に
等 行 従
が う 事
指 た さ
定 め せ
居 に る
宅 必 こ
介 要 と
護 な が
等 広 で

、 護 れ 事
当 等 ば 業
該 事 な 所
指 業 ら ご
定 所 な と
居 ご い に
宅 と 。 、
介 に 常
護 専 勤
等 ら の
事 そ 従

理 当 に に
由 な つ 関
が 理 い す
な 由 て る
く が 、 必
、 な 衛 要
そ く 生 な
の 、 的 管
業 そ な 理
務 の 管 を
上 業 理 行

の 宅 従
提 介 業
供 護 者
を 等 の
拒 の 勤
ん 提 務
で 供 の
は の 体
な 開 制
ら 始 そ
な に の

の さ き
利 を る
用 有 。
の す
申 る
込 専
み 用
を の
行 区
っ 画
た を

業 の 業
所 職 者
の 務 で
他 に あ
の 従 っ
職 事 て
務 す 専
に る ら
従 常 指
事 勤 定
さ の 居

知 務 に わ
り 上 努 な
得 知 め け
た り な れ
人 得 け ば
の た れ な
秘 人 ば ら
密 の な な
を 秘 ら い
漏 密 な 。
ら を い

い つ 他
。 い の

て 利
同 用
意 申
を 込
得 者
な の
け サ
れ ー
ば ビ

と 設
き け
は る
、 ほ
当 か
該 、
利 指
用 定
申 居
込 宅
者 介

せ 管 宅
、 理 介
又 者 護
は を 等
同 置 の
一 か 職
敷 な 務
地 け に
内 れ 従
に ば 事
あ な す

す 漏 。
こ ら
と し
が て
な は
い な
よ ら
う な
必 い
要 。

な ス
ら の
な 選
い 択
。 に

資
す
る
と
認

に 護
係 等
る の
障 提
害 供
の に
特 必
性 要
に な
応 設

る ら る
他 な も
の い の
障 。 の
害 た う
福 だ ち
祉 し 規
サ 、 則
ー 指 で
ビ 定 定

一
一
二
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４
入
所 指
施 定
設 療
を 養
い 介
う 護
。 事

３ ２
介 障 う
護 生 前 害 。
の 活 項 福 ）
提 支 に 祉 に
供 援 規 サ は
に 員 定 ー 、
当 及 す ビ 規
た び る ス 則

第 第（ （
十 従 に こ 十 指
七 業 お と 六 定
条 者 け が 条 療

） る で 養
指 介 き 療 介
定 護 る 養 護
療 及 よ 介 の
養 び う 護 原

２ 第 （
者 十 事

指 の 五 故
第 定 家 条 発
三 居 族 生
章 宅 等 指 時

介 に 定 の
指 護 連 居 対
定 等 絡 宅 応

第 ２ 第（
な 十 緊 十
措 四 急 指 三
置 条 時 定 条
を の 居
講 指 対 宅 指
じ 定 応 介 定
な 居 ） 護 居
け 宅 等 宅

） 業
に 者
係 が
る 、
指 医
定 療
障 型
害 障
児 害
入 児
所 入
施 所

る サ 従 の で
者 ー 業 提 定
で ビ 者 供 め
な ス に に る
け 管 関 係 員
れ 理 し る 数
ば 責 必 サ の
な 任 要 ー 医
ら 者 な ビ 師
な は 基 ス 、
い 、 準 管 看
。 専 は 理 護

介 日 、 に 則
護 常 当 係 ）
の 生 該 る
事 活 利 指
業 上 用 定
を の 者 障
行 世 の 害
う 話 身 福
者 を 体 祉

適 及 サ（
以 切 び ー
下 か 精 ビ

療 事 を 介 ）
養 業 行 護
介 者 う 等
護 は と 事

、 と 業
前 も 者
項 に は
の 、 、
事 必 利
故 要 用
の な 者
状 措 に

れ 介 事 介
ば 護 業 護
な 等 者 等
ら 事 は 事
な 業 、 業
い 所 前 者
。 の 項 は

従 の 、
業 苦 利
者 情 用
は を 者
、 受 又

設 施
設（

同 （
法 児
第 童
二 福
十 祉
四 法
条 （
の 昭
二 和

た ら 、 を 職
だ 当 規 行 員
し 該 則 う （
、 指 で 者 看
利 定 定 と 護
用 療 め し 師
者 養 る て 、
の 介 。 厚 准
支 護 生 看
援 事 労 護
に 業 働 師

つ 神 ス「
指 効 の （
定 果 状 以
療 的 況 下
養 に 並 「
介 行 び 指
護 う に 定
事 も そ 療
業 の の 養
者 で 置 介
」 な か 護

況 置 対
及 を す
び 講 る
事 じ 指
故 な 定
に け 居
際 れ 宅
し ば 介
て な 護
採 ら 等
っ な の

利 け は
用 付 そ
者 け の
に た 家
病 場 族
状 合 か
の は ら
急 、 の
変 当 苦
が 該 情
生 苦 の

第 二
一 十
項 二
に 年
規 法
定 律
す 第
る 百
指 六
定 十
障 四

支 所 大 又
障 の 臣 は
が 職 が 看
な 務 定 護
い に め 補
場 従 る 助
合 事 も 者
は す の を
、 る を い
こ 者 い う
の 又 う 。

と け れ 」
い れ て と
う ば い い
。 な る う
） ら 環 。
が な 境 ）
当 い に の
該 。 応 事
事 じ 業
業 て は
を 機 、

た い 提
処 。 供
置 に
に よ
つ り
い 事
て 故
、 が
記 発
録 生
し し

じ 情 適
た の 切
場 内 か
合 容 つ
そ 等 迅
の を 速
他 記 な
必 録 処
要 し 理
な な の
場 け た

害 号
児 ）
入 第
所 四
施 十
設 二
を 条
い 第
う 二
。 号
） に

限 は 。 ）
り 指 以 、
で 定 下 生
な 療 同 活
い 養 じ 支
。 介 。 援

護 ） 員
の を 及
単 置 び
位 か サ
ご な ー

行 能 利
う 訓 用
事 練 者
業 、 が
所 療 自

養 立（
以 上 し
下 の た

管 日「
指 理 常
定 、 生

な た
け 場
れ 合
ば は
な 、
ら 速
な や
い か
。 に

県
及

合 れ め
は ば に
、 な 必
速 ら 要
や な な
か い 措
に 。 置
医 を
療 講
機 じ
関 な

の 規
指 定
定 す
を る

一 併 医
一 せ 療
三 て 型

受 障
け 害
、 児

と け ビ
に れ ス
専 ば 管
ら な 理
当 ら 責
該 な 任
指 い 者
定 。 （
療 指
養 定

療 看 活
養 護 又
介 、 は
護 医 社
事 学 会
業 的 生
所 管 活
」 理 を
と の 営
い 下 む

び
市
町
並
び
に
当
該
利
用

へ け
の れ
連 ば
絡 な
を ら
行 な
う い
等 。
必
要
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の
体
制
を
整
備
し
、

２ 第 （
性 二 非 の「

指 施 等 十 常 は
定 設 に 条 災 「
療 内 応 害 第
養 防 じ 指 対 六
介 災 て 定 策 条
護 計 、 療 ） （
事 画 地 養 第

３ ２ 第
合 な 十

第 は 指 設 九
十 、 定 備 条
七 こ 療 を
条 の 養 設 指
第 限 介 け 定
四 り 護 な 療
項 で 事 け 養

第（ （
設 業 事 十 管 提
備 を 業 八 理 供
） 行 所 条 者 す

う の ） る
事 管 指 た
業 理 定 め
所 上 療 に
、 支 養 必

５
あ く は か
っ 指 。 、 つ
て 定 ） 、指
、 療 に 指定
療 養 規 定障
養 介 定 療害
介 護 す 養児
護 事 る 介入

こ
れ
ら
の
体
制
に
つ
い
て
定
期

業 」 震 介 四
者 と 、 護 項
は い 風 事 及
、 う 水 業 び
施 。 害 者 第
設 ） 、 は 六
内 を 火 、 項
防 策 災 消 を
災 定 そ 火 除
計 し の 器 く
画 な 他 、 。
に け の 非 ）

の な 業 れ 介
規 い 所 ば 護
定 。 の な 事
は 設 ら 業
、 備 な 所
指 は い に
定 、 。 は
療 専 、
養 ら 医
介 当 療
護 該 法
事 指

障 障 介 要
害 が 護 な
者 な 事 人
支 い 業 員
援 場 者 を
施 合 は 確
設 は 、 保
等 、 指 し
の 当 定 て
職 該 療 い
務 指 養 る
に 定 介 こ

と 業 基 護所
指 者 準 と施
定 が を 指設
入 、 満 定の
所 指 た 入人支 定 す 所員援 医 こ 支、と 療 と 援設を 機 を 備 （
同 関 も 同及一 っ 項（ びの 児 て

的
に
従
業
者
及
び
利
用
者
等

基 れ 災 常 」
づ ば 害 口 と
き な が そ 、
、 ら 発 の 「
非 な 生 他 第
常 い し の 一
災 。 た 非 項
害 場 常 及
時 合 災 び
の に 害 前
関 お に 項

（
業 定 昭
所 療 和
の 養 二
設 介 十
備 護 三
に 事 年
つ 業 法
い 所 律
て の 第
準 用 二
用 に 百

従 療 護 と
事 養 事 を
さ 介 業 も
せ 護 所 っ
る 事 ご て
こ 業 と 、
と 所 に 第
が の 専 一
で 他 ら 項
き の そ 及
る 職 の び

に運機 童 、 規営関 福 第 定にに 祉 一 す関お 法 項 るすい 第 及 指るて 六 び 定基一 条 前 入準体 の 項 所等的 二 に 支をに 第 規 援定提 三 定
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
市

係 け 対 」
機 る す と
関 安 る あ
へ 全 必 る
の の 要 の
通 確 な は
報 保 設 「
及 の 備 前
び た を 二
連 め 設 項
絡 の け 」

す 供 五
る す 号
。 る ）
こ も に
の の 規
場 で 定
合 な す
に け る
お れ 病
い ば 院
て な と

。 務 職 第
に 務 三
従 に 項
事 従 に
さ 事 規
せ す 定
、 る す
又 管 る
は 理 基
当 者 準
該 を を

を供 項 す め いし に る る うて 規 基 条 。い 定 準 例 ）る す を と（
と る 満 平 をき 指 た 成 同は 定 し 二 一、 医 て 十 の指 療 い 四 施定 機 る

町
等
と
の
連
携
協
力
体
制
を

の 体 る と
体 制 と 読
制 及 と み
並 び も 替
び 避 に え
に 難 、 る
利 の 周 も
用 方 辺 の
者 法 の と
を 等 地 す
円 を 域 る

、 ら し
同 な て
項 い 必
中 。 要

た な「
第 だ 設
四 し 備
条 、 及

利 び（
第 用 多
七 者 目

指 置 満
定 か た
療 な し
養 け て
介 れ い
護 ば る
事 な も
業 ら の
所 な と
以 い み
外 。 な

年 設医 関 も 山 に療 を の 口 お機 い と 県 い関 う み 条 てと 。 な 例 一し 以 す 第 体て 下 こ 四 的適 同 と
十 に切 じ が
七 提な 。 で
号 供医 ） き

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

滑 定 の 。
に め 環
避 た 境
難 防 及
誘 災 び
導 計 利
す 画 用
る 者（
た 以 の
め 下 特

項 の 的
を 支 室
除 援 そ
く に の
。 支 他
） 障 運
」 が 営
と な 上
あ い 必
る 場 要

の た す
障 だ こ
害 し と
福 、 が
祉 指 で
サ 定 き
ー 療 る
ビ 養 。
ス 介
事 護

） し療 の る
第 てそ 設 。
四 いの 置
条 る他 者

場の で （
第 合サ あ
七 にー る
項 あビ 場
を っス 合

を で 除 て

一
一
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
従 で
業 な
者 け
） れ

ば
な
ら
な

第 （
む 二 指 四
こ 十 定 条
と 四 生 第 中
が 条 活 四 「
で 介 章 医
き 生 護 療
る 活 の 指 機
よ 介 原 定 関

第 ２ 第（
二 準 必 の 二
十 用 要 指 他 十
三 ） な 定 利 二
条 事 療 用 条

項 養 者
前 を 介 の 指
章 記 護 行 定

録 事 動 療（

２ 第（
身 い な 二
体 。 指 け 十
的 れ 一定
拘 ば 条療
束 な養
等 ら 指介
の な 定護
禁 い 療事

５ ４ ３（
衛 い
生 指 前 指 。
管 定 項 定
理 療 の 療
等 養 訓 養
） 介 練 介

護 の 護
事 う 事

い
。

う 護 則 生 」
、 に ） 活 と
入 係 介 あ
浴 る 護 る
、 指 の
排 定 は
せ 障 、
つ 害 「
及 福 他
び 祉 の
食 サ 専
事 ー 門

第 し 業 を 養
五 な 者 制 介
条 け は 限 護
か れ 、 す 事
ら ば 身 る 業
第 な 体 行 者
八 ら 的 為 は
条 な 拘 、（
ま い 束 以 利
で 。 等 下 用
及 を 者「
び 行 身 又

止 。 養業
） 介者

護は
事、
業感
者染
は症
、又
利は
用食
者中
の

業 ち 業
者 、 者
は 避 は
、 難 、
前 及 非
二 び 常
項 消 災
の 火 害
訓 の に
練 訓 備
の 練 え
結 は る

の ビ 医
介 ス 療
護 機（
、 以 関
創 下 」
作 と「
的 指 読
活 定 み
動 生 替
又 活 え
は 介 る

第 う 体 は
十 場 的 他
一 合 拘 の
条 は 束 利
を 、 等 用
除 そ 」 者
く の と の
。 態 い 生
） 様 う 命
の 及 。 又
規 び ） は

毒
使の
用発
す生
るを
設予
備防 及し び、 飲又 用は に

果 、 た
に 定 め
基 期 、
づ 的 こ
き に れ
、 行 に
施 わ 対
設 な す
内 け る
防 れ 不
災 ば 断

生 護 も
産 」 の
活 と と
動 い す
の う る
機 。 。
会 ）
の の
提 事
供 業
そ は

定 時 を 身
は 間 行 体
、 、 っ を
指 そ て 保
定 の は 護
療 際 な す
養 の ら る
介 利 な た
護 用 い め
の 者 。 緊
事 の 急

そ 供の すま るん 水延 にを つ防 い止 てす 、
る 衛
た 生

計 な の
画 ら 注
の な 意
検 い と
証 。 訓
及 練
び を
必 す
要 る
な よ
見 う

の 、
他 利
の 用
便 者
宜 が
の 自
提 立
供 し
を た
適 日
切 常

業 心 や
に 身 む
つ の を
い 状 得
て 況 な
準 並 い
用 び 場
す に 合
る 緊 を
。 急 除
こ や き

め 的
必 な
要 管
な 理
措 に
置 努
を め
講 、
ず 又
る は
よ 衛

直 努
し め
を な
行 け
わ れ
な ば
け な
れ ら
ば な
な い
ら 。

一
一
五

か 生
つ 活
効 又
果 は
的 社
に 会
行 生
う 活
も を
の 営

の む 、
場 を 身
合 得 体
に な の
お い 自
い 理 由
て 由 の
、 そ 拘
第 の 束
十 他 そ

う 生
努 上
め 必
な 要
け な
れ 措
ば 置
な を
ら 講
な じ

な
い
。
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第
二
十
九
条

第
二
章

第 ４ ３（ （
準 二 健 合
用 十 康 は 指 相
） 八 管 、 定 談

条 理 こ 生 室
） の 活 及

指 限 介 び
定 り 護 多
生 で 事 目

２ 第 ２（
二 設 上

前 十 備 は 従
項 七 ） 、 た
に 条 常 る
規 勤 事
定 指 か 業
す 定 つ 所
る 生 専 を

第 ４ ３（
事 二 従 提
業 十 た 供 指 第
所 六 る に 定 一

条 事 当 生 項（
以 業 た 活 に
下 指 所 る 介 規
こ 定 を 者 護 定
の 生 設 で 事 す

２ 第
の 士 い 二
訓 理 、 十う
練 学 生 五。
を 療 活 条）
行 法 支 に
う 士 援 指は
能 又 員 定、
力 は 及 生規

（
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及

活 な 業 的
介 い 所 室
護 。 の に
事 設 つ
業 備 い
者 は て
は 、 は
、 専 、
常 ら 利
に 当 用
利 該 者
用 指 の

設 活 ら 設
備 介 当 置
に 護 該 す
関 事 主 る
し 業 た 場
必 所 る 合
要 に 事 に
な は 業 あ
基 、 所 っ
準 訓 又 て
は 練 は は
、 ・ 従 、

条 活 置 な 業 る
に 介 す け 所 従
お 護 る れ の 業
い 事 場 ば 従 者
て 業 合 な 業 に

者 の ら 者 関「
従 は 特 な は し
た 、 例 い 、 必
る 指 ） 。 専 要
事 定 た ら な
業 生 だ 当 基
所 活 し 該 準

を 作 び 活則
有 業 サ 介で
す 療 ー 護定
る 法 ビ のめ
看 士 ス 事る
護 を 管 業員
師 確 理 を数
そ 保 責 行の
の す 任 う医
他 る 者 者師
の こ を 、 （
者 と 置 以

び
第
十
一
条
を
除
く
。
）
、

者 定 支
の 生 援
健 活 に
康 介 支
状 護 障
態 事 が
に 業 な
注 所 い
意 の 範
を 用 囲
払 に で

規 作 た 主
則 業 る た
で 室 事 る
定 、 業 事
め 相 所 業
る 談 の 所
。 室 職 及

、 務 び
洗 に 従
面 従 た
所 事 る

」 介 、 指 は
と 護 利 定 、
い 事 用 生 規
う 業 者 活 則
。 所 の 介 で
） に 支 護 定
を お 援 事 め
設 け に 業 る
置 る 支 所 。
す 主 障 の
る た が 職

看
を が か 下護
機 困 な 職 「
能 難 け 指員
訓 な れ 定（
練 場 ば 生保
指 合 な 活健
導 は ら 介師員 、 な 護又と こ い 事はし れ 。 業看て ら 者

第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
か

う 供 兼
と す 用
と る す
も も る
に の こ
、 で と
健 な が
康 け で
保 れ き
持 ば る
の な 。

、 す 事
便 る 業
所 者 所
及 で の
び な 従
多 け 業
目 れ 者
的 ば （
室 な サ
そ ら ー
の な ビ

こ る な 務
と 事 い に
が 業 場 従
で 所 合 事
き は す（
る 以 、 る
。 下 こ 者

の 又「
主 限 は
た り 指
る で 定

護置 の 」師く 者 と若こ に いしと 代 うくが え 。はで て ）准き 、 が看る 日 当
護。 常 該
師生 事
を活 業

ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定

た ら
め な
に い
適 。
切 た
な だ
措 し
置 、
を 利
講 用
じ 者

他 い ス
運 。 管
営 理
上 責
必 任
要 者
な を
設 除
備 く
を 。
設 ）

事 な 生
業 い 活
所 。 介
」 護
と の
い 単
う 位
。 ご
） と
と に
一 専

いを を
う営 行
。む う
以た 事
下め 業
同に 所
じ必 （
。要 以
）な 下
、機 「
理能 指

は
、
指
定
生
活
介
護
の
事

な の
け 支
れ 援
ば に
な 支
ら 障
な が
い な
。 い

場

け の
な う
け ち
れ そ
ば れ
な ぞ
ら れ
な 一
い 人
。 以

体 ら
的 当
に 該
管 指
理 定
運 生
営 活
を 介
行 護
う の

学の 定
療減 生
法退 活
士を 介
又防 護
は止 事
作す 業
業る 所
療た 」

め 法 と

一
一
六
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５（
準
用 前
） 項

に
規
定
す
る

４ ３ ２
く い

単 空 。 併う
独 床 ） 設。
型 利 を 事）
事 用 指 業の
業 型 定 所効
所 事 短 に率
に 業 期 あ的

第 ３（
い 三 設 め お
な 十 備 る 併 い
い 二 ） 。 設 て
居 条 事 、
室 業 当
を 指 所 該
用 定 又 事
い 短 は 業

２ 第 （
則 体 三 従

法 で 的 十 業
第 定 に 一 者
五 め 運 条 ）
条 る 営
第 。 を 法
八 行 第
項 う 五

第 （
て 三 指 業
い 十 定 に
る 条 短 第 つ
環 期 五 い
境 短 入 章 て
に 期 所 準
応 入 の 指 用
じ 所 原 定 す

設
備
に
関
し
必
要
な
基
準
は
、

は 所 入 っな
、 に 所 て運
居 は の は営
室 、 事 、が
、 当 業 当可
食 該 の 該能
堂 施 用 併で
、 設 に 設あ
浴 と 供 事り
室 し す 業、
、 て る 所か
洗 必 こ 及

る 期 空 を
も 入 床 行
の 所 利 う
で 事 用 事
な 業 型 業
け 所 事 所
れ は 業 （
ば 、 所 以
な 併 以 下
ら 設 外 「
な 事 の 空
い 業 指 床

に 事 条
規 業 第
定 所 八
す 項（
る 以 に
施 下 規
設 定「
が 併 す
、 設 る
そ 事 施
の 業 設
施 所 が

て に 則 短 る
入 係 ） 期 。
浴 る 入
、 指 所
排 定
せ 障
つ 害
及 福
び 祉
食 サ
事 ー
の ビ

規
則
で
定
め
る
。

つ
面 要 と び、
所 と が 当当
及 さ で 該該
び れ き 併併
便 る る 設設
所 設 。 事本
そ 備 業体の を 所施他 設 と設運 け 同の営 な 一

。 所 定 利
又 短 用
は 期 型
法 入 事
第 所 業
五 事 所
条 業 」
第 所 と
八 い（
項 以 う
に 下 。

設 」 指
の と 定
全 い 短
部 う 期
又 。 入
は ） 所
一 を の
部 設 事
が 置 業
利 す を
用 る 行

介 ス
護 （
そ 以
の 下
他 「
の 指
必 定
要 短
な 期
保 入
護 所利上 け 敷用必 れ 地者要 ば 内のな な に支設 ら あ援備 な るにを い 法支設 。 第

障け 五
がな 条
なけ 第

規 ）「
定 単 に
す 独 置
る 型 く
施 事 べ
設 業 き
の 所 従
居 」 業
室 と 者
で い の
あ う 員

者 場 う
に 合 事
利 に 業
用 お 所
さ い （
れ て 以
て 、 下
い 当 「
な 該 指
い 施 定
居 設 短

を 」
適 と
切 い
か う
つ 。
効 ）
果 の
的 事
に 業
行 は
う 、

いれ 八
とば 項
きな に
はら 規
、な 定
当い す
該。 る
併 施
設 設
本 （
体 以

っ 。 数
て ） は
、 に 、
そ 置 規
の く 則
全 べ で
部 き 定
又 生 め
は 活 る
一 支 。
部 援

室 及 期
を び 入
利 併 所
用 設 事
し 事 業
て 業 所
指 所 」
定 に と
短 置 い
期 く う
入 べ 。

も 利
の 用
で 者
な の
け 身
れ 体
ば 及
な び
ら 精
な 神
い の

一
一
七

施 下
設 「
の 併
設 設
備 本

体（
居 施
室 設
を 」
除 と

が 員
利 の
用 員
者 数
に は
利 、
用 規
さ 則
れ で
て 定

所 き ）
の 従 と
事 業 し
業 者 て
を の 当
行 総 該
う 数 施
場 は 設
合 、 と
に 規 一

。 状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
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よ
り
提
供
す
る
場
合

２ 第 （
者 ビ を 三 障

指 支 ス 自 十 害
定 援 を ら 六 福
重 施 提 又 条 祉
度 設 供 は サ
障 の す 第 指 ー
害 設 る 三 定 ビ
者 備 事 者 重 ス

３ ２
が う 者

前 定 。 指 を
項 め ） 除定
に る ご く重
規 も と 。度
定 の に ）障
す を 、 又害
る い 規 は者

第 （
支 三 従 れ 精 利
援 十 業 ば 神 用
事 五 者 な の 者
業 条 ） ら 状 で
者 な 況 あ
が 指 い 並 っ
指 定 。 び て
定 重 に 、

第 第（
三 指 の 三
十 定 事 十
四 重 第 業 三
条 度 六 に 条

障 章 つ
重 害 い 第
度 者 指 て 二
障 等 定 準 章

に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
重
度

等 及 業 に 度 を
包 び 所 委 障 提
括 運 は 託 害 供
支 営 、 す 者 す
援 に 障 る 等 る
に 関 害 こ 包 事
お す 福 と 括 業
い る 祉 に 支 所
て 基 サ よ 援 に
提 準 ー り に 係
供 を ビ 提 お る
す 定 ス 供 い 基

従 う 則 指等
業 。 で 定包
者 ） 定 障括
に を め 害支
関 置 る 者援し か 員 支事必 な 数 援業要 け の 施者な れ サ 設は基 ば ー の、準 な ビ 基指は ら ス 準

を 度 置 そ
受 障 か の
け 害 れ 介
て 者 て 護
い 等 い の
る 包 る 必
指 括 環 要
定 支 境 の
障 援 に 程
害 の 応 度
福 事 じ が
祉 業 て 著

害 包 重 用 （
者 括 度 す 第
等 支 障 る 五
包 援 害 。 条
括 の 者 、
支 原 等 第
援 則 包 六
に ） 括 条
係 支 、
る 援 第
指 八
定 条

障
害
者
等
包
括
支
援
事
業
所

る め 事 す て 準
障 る 業 る 提 ）
害 条 の 場 供
福 例 設 合 す
祉 備 に る（
サ 平 及 あ 障
ー 成 び っ 害
ビ 二 運 て 福
ス 十 営 は 祉

四 に 、 サ（
短 年 関 当 ー

定、 な 提 を
重規 い 供 満
度則 。 責 た
障で 任 さ
害定 者 な
者め け（
等る 指 れ
包。 定 ば
括重 な
支度 ら
援障 な

サ を 障 し
ー 行 害 く
ビ う 福 高
ス 者 祉 い
事 サ も（
業 以 ー の
者 下 ビ が

ス 自（ 「
指 指 を 立
定 定 包 し
療 重 括 た

障 及
害 び
福 第
祉 十
サ 一
ー 条
ビ を
ス 除

く（
以 。
下 ）

又
は
当
該
委
託
を
受
け
て
障

期 山 す 該 ビ
入 口 る 指 ス
所 県 基 定 （
及 条 準 重 生
び 例 を 度 活
共 第 定 障 介
同 四 め 害 護
生 十 る 者 、
活 五 条 等 自
介 号 例 包 立
護 ） 括 訓

害 いの
者 。事
等 業
包 を
括 行
支 う
援 事
の 業
提 所
供 （
に

養 度 的 日
介 障 に 常
護 害 提 生
事 者 供 活
業 等 し 又
者 包 、 は
及 括 生 社
び 支 活 会
第 援 全 生
五 事 般 活
十 業 に を

、「
指 第
定 二
重 十
度 条
障 か
害 ら
者 第
等 二
包 十
括 二

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

（
に に 平 支 練
限 規 成 援 、
る 定 二 事 就
。 す 十 業 労
） る 四 所 移
を 基 年 又 行
自 準 山 は 支
ら を 口 当 援
又 満 県 該 及
は た 条 委 び
第 さ 例 託 就

以
係 下
る 「サ 指ー 定ビ 重ス 度管 障理 害を

者行
等う

八 者 わ 営
条 」 た む
に と る こ
規 い 援 と
定 う 助 が
す 。 を で
る ） 適 き
指 は 切 る
定 、 か よ
共 当 つ う
同 該 効 、

支 条
援 ま
」 で
と 及
い び
う 第
。 二
） 十
の 八
事 条
業 の

る
事
業
所
は
、
そ
の
提
供

三 な 第 を 労
者 け 四 受 継
に れ 十 け 続
委 ば 二 て 支
託 な 号 障 援
す ら ） 害 に
る な 又 福 限
こ い は 祉 る
と 。 障 サ 。
に 害 ー ）

包者
括と
支し
援て
事厚
業生
所労
」働
と大

臣 い

生 指 果 当
活 定 的 該
援 重 に 利
助 度 行 用
の 障 う 者
事 害 も の
業 者 の 身
を 等 で 体
行 包 な 及
う 括 け び

は 規
、 定
常 は
時 、
介 指
護 定
を 短
要 期
す 入
る 所

一
一
八
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３ ２

前 指
項 定
に 共
規 同
定 生
す 活
る 介

第 ２（
に 四 設 業
あ 十 備 指 を
り 一 ） 定 行
、 条 共 う
か 同 事
つ 指 生 業
、 定 活 所
入 共 介 、

第 ２（
し 管 場 護四
、 理 合 指 事十
指 者 は 定 業条
定 ） 、 共 所
共 こ 同 」指
同 の 生 と定
生 限 活 い共
活 り 介 う同

第 第（
三 従 お し 三
十 業 い た 十
九 者 て 日 八
条 ） 入 常 条

浴 生
指 、 活 共
定 排 又 同
共 せ は 生

第（ （
指 三 準 す
定 十 用 る
共 第 七 ） 障
同 七 条 害
生 章 福
活 第 祉
介 指 二 サ
護 定 章 ー

設 護
備 事
に 業
関 所
し に
必 は
要 、
な 一
基 以
準 上
は の
、 共

所 同 護 障
に 生 事 害
よ 活 業 者
り 介 所 支
サ 護 の 援
ー に 管 施
ビ 係 理 設
ス る 者 等
を 共 は の
提 同 、 職
供 生 適 務
す 活 切 に

介 で 護 。生
護 な の ）活
事 い 従 に介
業 。 業 は護
所 者 、事
の は 規業
管 、 則者
理 専 では
上 ら 定、
支 指 め指
障 定 る定
が 共 員

同 つ 社 活
生 及 会 介
活 び 生 護
介 食 活 に
護 事 を 係
の 等 営 る
事 の む 指
業 介 こ 定
を 護 と 障
行 、 が 害
う 相 で 福
者 談 き 祉

の 共 ビ（
原 同 第 ス
則 生 五 ご
） 活 条 と

介 及 に
護 び 、

第 こ
六 の
条 条
を 例
除 に
く 規

規 同
則 生
で 活
定 住
め 居
る を
。 設

け
な
け
れ

る 住 な 従
施 居 指 事
設 は 定 さ

、 共 せ（
以 住 同 る
下 宅 生 こ

地 活 と「
入 又 介 が
所 は 護 で
施 住 を き
設 宅 提 る

共
な 同 数同
い 生 の生
場 活 世活
合 介 話介
は 護 人護
、 事 、事当 業 生業該 所 活所指 の 支ご定 職 援と共 務 員

そ る サ（
以 の よ ー
下 他 う ビ

の 、 ス「
指 日 当 （
定 常 該 以
共 生 利 下
同 活 用 「
生 上 者 指
活 の の 定
介 支 身 共

。 定
） す
の る
規 基
定 準
は を
、 満
指 た
定 さ
重 な
度 け

ば
な
ら
な
い
。

」 地 供 。
と と す
い 同 る
う 程 た
。 度 め
） に に
又 利 必
は 用 要
病 者 な
院 の 知
の 家 識

に同 に 及専生 従 びら活 事 サそ介 す ーの護 る ビ職事 者 ス務業 で 管に所 な 理
従の け 責
事他 れ 任
すの ば 者

護 援 体 同
事 を 及 生
業 適 び 活
者 切 精 介
」 か 神 護
と つ の 」
い 効 状 と
う 果 況 い
。 的 並 う
） に び 。
が 行 に ）

障 れ
害 ば
者 な
等 ら
包 な
括 い
支 。
援
の
事
業

敷 族 及
地 や び
外 地 経
に 域 験
あ 住 を
る 民 有
よ と す
う の る
に 交 者
し 流 で
な の な

る職 な を
常務 ら 置
勤に な か
の従 い な
管事 。 け
理さ た れ
者せ だ ば
を、 し な
置又 、 ら
かは 利 な
な他 用 い

当 う そ の
該 も の 事
事 の 置 業
業 で か は
を な れ 、
行 け て 利
う れ い 用
事 ば る 者
業 な 環 が
所 ら 境 地

な に 域

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
一
九

け 機 け
れ 会 れ
ば が ば
な 確 な
ら 保 ら
な さ な
い れ い
。 る 。

地
域

けの 者 。
れ障 の
ば害 支
な福 援
ら祉 に
なサ 支
いー 障
。ビ が
たス な

事 だ い

（
以 い 応 に
下 。 じ お

て い「
指 共 て
定 同 共
共 生 同
同 活 し
生 住 て
活 居 自
介 に 立
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し
、
利
用
者
の
支
援

３ ２ 第 （
規 四 従 行

指 前 則 十 業 う
項 で 六 者 も定
に 定 条 ） の自
規 め で立
定 る 指 な訓
す 員 定 け練
る 数 自 れ（

第 （
日 四 指 員
常 十 定 」
生 五 自 第 と
活 条 立 九 あ
又 訓 章 る
は 自 練 の
社 立 指 は（
会 訓 生 定 、

第 第（
二 四 準 果 日 四
十 十 用 的 常 十
九 四 ） に 生 三
条 条 行 活 条
を う 又
除 第 も は 自
く 二 の 社 立
。 章 で 会 訓

第（ （
指 い 四 準
定 て 十 用
自 第 準 二 ）
立 八 用 条
訓 章 す
練 る 第

指 。 二（
機 定 章

に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の

従 の 立 ば生
業 生 訓 な活
者 活 練 ら訓
に 支 な練 （
関 援 生 い）
し 員 活 。事
必 、 訓業
要 地 練所
な 域 ）の
基 移 の従
準 行 事業
は 支 業

生 練 活 自 「
活 訓 立 看（
を 生 練 訓 護
営 活 ） 練 職
む 訓 の 員（
こ 練 原 生 」
と ） 則 活 と
が に ） 訓 読
で 係 練 み
き る ） 替
る 指 え
よ 定 る

） な 生 練（
の 第 け 活 （
規 五 れ を 機
定 条 ば 営 能
は か な む 訓
、 ら ら こ 練
指 第 な と ）
定 八 い が に
自 条 。 で 係
立 ま き る
訓 で る 指
練 及 よ 定

能 自 （
訓 立 第
練 訓 五
） 練 条
の か（
原 機 ら
則 能 第
） 訓 八

練 条
） ま

で
及

限
り
で
な
い
。

者
、 援 をは
規 員 行、
則 及 う専
で び 者ら
定 サ が当
め ー 当該 る ビ 該指 。 ス 事定 管 業自 理 を立 責 行

う 障 も
、 害 の
生 福 と
活 祉 す
能 サ る
力 ー 。
の ビ
維 ス
持 （
、 以
向 下

び う 障（
機 第 、 害
能 十 身 福
訓 一 体 祉
練 条 機 サ
） を 能 ー
の 除 又 ビ
事 く は ス
業 。 生 （
に ） 活 以
つ 、 能 下

び
第
十
一
条
を
除
く
。
）
及訓 任 う練 者 事

を 業（
生 置 所活 か （訓 な 以練 け 下） れ 「事 ば 指業 な 定
所 ら 自

上 「
等 指
の 定
た 自
め 立
に 訓
必 練
要 （
な 生
支 活
援 訓

い 第 力 「
て 十 の 指
準 八 維 定
用 条 持 自
す 、 、 立
る 第 向 訓
。 二 上 練
こ 十 等 （
の 条 の 機
場 か た 能
合 ら め 訓

び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二

の な 立
職 い 訓
務 。 練
に （
従 生
事 活
す 訓
る 練
者 ）
で 事
な 業

、 練
訓 ）
練 」
そ と
の い
他 う
の 。
便 ）
宜 の
の 事
提 業

に 第 に 練
お 二 必 ）
い 十 要 」
て 二 な と
、 条 訓 い
第 ま 練 う
二 で そ 。
十 及 の ）
五 び 他 の
条 第 の 事
第 四 便 業

条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
共

け 所
れ 」
ば と
な い
ら う
な 。
い ）
。 に
た は
だ 、

供 は
を 、
適 利
切 用
か 者
つ が
効 自
果 立
的 し
に た

一 章 宜 は
項 の 、（
中 第 提 利

二 供 用「
医 十 を 者
師 四 適 が
、 条 切 自
看 及 か 立
護 び つ し
職 第 効 た

同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ

一
二
〇
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場 「
合 認
に 定
お 指
い 定
て 就
、 労
同 移

第 （
令 五 認 便 生

十 定 宜 活第
条 指 の を二

定 提 営号
第 就 供 む）
四 労 を こに
十 移 適 とよ
六 行 切 がる

第 第（ （
四 指 規 四 準
十 定 定 十 用
九 就 第 は 八 ）
条 労 十 、 条

移 章 指
就 行 定 第
労 支 指 自 二
移 援 定 立 章

５ ４ ３
用 行
者 指 相 前 う
の 定 談 二 指
支 自 室 項 定
援 立 及 に 自
に 訓 び 規 立
支 練 多 定 訓
障 目 す 練（

２ 第 （
じ ば 四 設
。 指 な 十 備
） ら 七 ）定
を な 条宿
行 い泊
う 。 指型
指 定自
定 自立

条 行
第 支
一 援
項 事
中 業

」「
生 と
活 い
支 う
援 。
員 ）
、 を

条 支 か であ
の 援 つ きん
規 事 効 る摩
定 業 果 よマ
は 所 的 うッ
、 の に 、サ
あ 従 行 生ー
ん 業 う 産ジ
摩 者 も 活指
マ ） の 動圧
ツ で そ師
サ な の

行 の 就 訓 （
支 原 労 練 第
援 則 移 五（
に ） 行 生 条
係 支 活 か
る 援 訓 ら
指 練 第
定 ） 八
障 の 条
害 事 ま
福 業 で
祉 に 及

が 生 的 る （
な 活 室 設 生
い 訓 に 備 活
場 練 つ に 訓
合 ） い 関 練
は 事 て し ）
、 業 は 必 事
こ 所 、 要 業
の の 利 な 所
限 設 用 基 に
り 備 者 準 あ
で は の は っ

自 立訓
立 訓練
訓 練（
練 指 （

生定（
生 活自活 訓立訓 練訓練 ）練） 事
事 業（

生業 所
地 行
域 う
移 事
行 業
支 所
援 （
員 以
」 下
と 「
あ 認
る 定

、
ー け 他は
ジ れ のり
指 ば 活師
圧 な 動又
師 ら のは
、 な 機き
は い 会ゅ
り 。 のう 師 提師 及 供の び を

サ つ び
ー い 第
ビ て 十
ス 準 一

用 条（
以 す を
下 る 除

。 く「
指 。
定 ）
就 、

な 、 支 、 て
い 専 援 規 は
。 ら に 則 、

当 支 で 訓
該 障 定 練
指 が め ・
定 な る 作
自 い 。 業
立 範 室
訓 囲 を
練 で 設

活所 に
訓に は
練は 、
）、 訓
の居 練
う室 ・
ち及 作
、び 業
省浴 室
令室 、
第を 相

の 指
は 定
、 就

労「
職 移
業 行
指 支
導 援
員 事
、 業
生 所

学 き 通校 ゆ じ又 う ては 師 、養 に 就成 係 労施 る に設 学 必と 校 要
し 養 な
て 成 知

労 第
移 十
行 八
支 条
援 、
」 第
と 二
い 十
う 条
。 か
） ら

兼 け（
生 用 な
活 す い
訓 る こ
練 こ と
） と が
事 が で
業 で き
所 き る
の る 。
用 。

二設 談
十け 室

な 五 、
け 洗条
れ 面第
ば 所七
な 、号
ら 便に
な 所規
い 及定
。 びす

活 」
支 と
援 い
員 う
」 。
と ）
読 の
み 従
替 業
え 者
る に

認 施 識
定 設 及
さ 認 び
れ 定 能
て 規 力
い 則 の
る 向（
指 昭 上
定 和 の
就 二 た
労 十 め

の 第
事 二
業 十
は 二
、 条
利 ま
用 で
者 、
が 第
自 二
立 十

に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

こ 多る
の 目宿
場 的泊合 室型に そ自お の立い 他訓て 運練、 営

に指 上
係定 必

も つ
の い
と て
す 準

一 る 用
二 。 す
一 る

。
こ
の

移 六 に
行 年 必
支 文 要
援 部 な
の 省 訓
事 令 練
業 ・ そ

厚 の（
以 生 他
下 省 の

し 六
た 条
日 及
常 び
生 第
活 二
又 十
は 八
社 条
会 の

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利

る宿 要
も泊 な
の型 設
を自 備
い立 を
う訓 設
。練 け
以の な
下み け

を 同 れ
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第
五
十
五
条

第
二
章

５ ４ ３ ２（
準 援
用 に 指 相 訓 前
） 支 定 談 練 項

障 就 室 ・ に
が 労 及 作 規
な 継 び 業 定
い 続 多 室 す
場 支 目 は る

第 （
所 五 設 訓 又
、 十 備 練 は
便 四 ） そ 社
所 条 の 会
及 他 生
び 指 の 活
多 定 便 を
目 就 宜 営

第 （
五 指 員 業 で
十 定 、 及を
三 就 第 就 び除
条 労 十 労 第く

継 一 支 四。
就 続 章 援 十）
労 支 員 六に
継 援 指 」 条つ

第 第（ （
五 準 設 五 認
十 用 と 十 定
二 ） し 一 指
条 て 条 定

必 就
第 要 認 労
二 と 定 移
章 さ 指 行

（
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及

合 援 的 、 設
は 室 指 備
、 型 そ 定 に
こ 事 の 就 関
の 業 他 労 し
限 所 運 継 必
り の 営 続 要
で 設 上 支 な
な 備 必 援 基
い は 要 準
。 、 な 型 は

専 設 の 、

的 労 の む
室 継 提 こ
そ 続 供 と
の 支 を が
他 援 適 で
運 切 き
営 型 か る
上 の つ よ
必 事 効 う
要 業 果 、
な を 的 専
設 行 に ら

続 定 と のい
支 型 就 読 規て
援 の 労 み 定準

原 継 替 は用
型 則 続 え 、す
に ） 支 る 指る
係 援 も 定。
る の 就こ
指 型 と 労の
定 す 移場
障 る 行合
害 。 支

れ 定 支（
第 る 就 援
五 設 労 事
条 備 移 業
か を 行 所
ら 有 支 の
第 し 援 設
八 な 事 備
条 け 業 ）
ま れ 所
で ば が
及 な 指

び
第
十
一
条
を
除
く
。
）
、

ら 備 提 規
当 に 供 則
該 つ に で
指 い 当 定
定 て た め
就 は っ る
労 、 て 。
継 利 支
続 用 障
支 者 が
援 の な

備 う 行 当
を 事 う 該
設 業 も 利
け 所 の 用
な で 者（
け 以 な を
れ 下 け 雇
ば れ 用「
な 指 ば し
ら 定 な て
な 就 ら 就

に
福 援お
祉 のい
サ 事て
ー 業、
ビ 同 （
ス 第条 二第（
以 十一下 六項 条中「
指 、

び ら 定
第 な 就
十 い 労
一 。 移
条 行
を 支
除 援
く を
。 行
） う
、 場

第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら

支 い
型 援 場
事 に 合
業 支 は
所 障 、
の が 設
用 な け
に い な
供 範 い
す 囲 こ
る で と

い 労 な 労
。 継 い の

続 。 機
支 会
援 を

提
型 供
事 す
業 る
所 と
」 と

定 第「
生就 二活労 十支継 七援続 条員支 及、援 び地 第
域型 四
移」 十
行と 六

第 合
十 は
八 、
条 あ
、 ん
第 摩
二 マ
十 ッ
条 サ
か ー
ら ジ

第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十

も 兼 が
の 用 で
で す き
な る る
け こ 。
れ と
ば が
な で
ら き
な る
い 。

と も
い に
う 、
。 そ
） の
に 知
は 識
、 及
訓 び
練 能
・ 力

支い 条
援う の
員。 規
」） 定
との に
あ事 つ
る業 い
のは て
は、 は
、利 、

用 認「

第 指
二 圧
十 師
二 、
条 は
ま り
で 師
、 又
第 は
二 き
十 ゅ

六
条
、
第
二
十
八
条
及
び

。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支

作 の
業 向
室 上
、 の
相 た
談 め
室 に
、 必
洗 要
面 な

職者 定
業が 指
指自 定
導立 就
員し 労
、た 移
生日 行
活常 支
支生 援

活 援 事

六 う
条 師
か の
ら 学
第 校
二 又
十 は
八 養
条 成
ま 施

一
二
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 （
設六
備十
の条
特
例多
）機

能
型

第 （
は 除 五 準
、 十 用く

第 九 ）。「
十 世 条）
四 話 の
章 人 第規

」 二定
多 と 章は

第 （
お し 五 指 地
い た 十 定 域
て 日 八 共 第 移
相 常 条 同 十 行
談 生 生 三 支
そ 活 共 活 章 援
の 又 同 援 員
他 は 生 助 指 」

第 （
四 五 準 向 又
十 十 用 上 は
六 七 ） の 社
条 条 た 会
及 め 生
び 第 に 活
第 二 必 を
五 章 要 営

第 （
五 指 あ 第
十 定 る 四
六 就 第 の 十
条 労 十 は 六

継 二 、 条
就 続 章 の「
労 支 職 規
継 援 指 業 定

に
よ
る
指
定
生
活
介
護
事
業

機 読 、 （
能 み 第指
型 替 五定
事 え 条共
業 る か同
所 も ら生
の の 第活
特 と 八援
例 す 条助

る まの
。 で事

及

の 社 活 の 定 と
日 会 援 原 共 あ
常 生 助 則 同 る
生 活 に ） 生 の
活 を 係 活 は
上 営 る 援 、
の む 指 助 「
援 こ 定 職
助 と 障 業
を が 害 指
適 で 福 導
切 き 祉 員

十 な む（
四 第 訓 こ
条 五 練 と
の 条 そ が
規 か の で
定 ら 他 き
は 第 の る
、 八 便 よ
指 条 宜 う
定 ま の 、
就 で 提 就
労 及 供 労

続 定 指 は
支 型 就 導 、
援 の 労 員 指

原 継 、 定
型 則 続 生 就
に ） 支 活 労
係 援 支 継
る 援 続
指 型 員 支
定 」 援
障 と
害 読 型

所
、
指
定
自
立
訓
練
（
機

業
びに
第つ
十い
一て
条準 を用 除す くる 。。 ）こ 、

か る サ 、
つ よ ー 生
効 う ビ 活
果 、 ス 支
的 当 援（
に 該 以 員
行 利 下 」
う 用 と「
も 者 指 読
の の 定 み
で 身 共 替

継 び を の
続 第 適 機
支 十 切 会
援 一 か を

条 つ 提
型 を 効 供
の 除 果 す
事 く 的 る
業 。 に と
に ） 行 と
つ 、 う も

福 み の
祉 替 事
サ え 業
ー る に
ビ も つ
ス の い

と て（
以 す 準
下 る 用

。 す「
指 る能

訓
練
）
事
業
所
（
指
定
自

の 第場 二合 十に 条お かい らて 第、 二
第 十
三 二
十 条

な 体 同 え
け 及 生 る
れ び 活 も
ば 精 援 の
な 神 助 と
ら の 」 す
な 状 と る
い 況 い 。
。 並 う

び 。
に ）

い 第 も に
て 十 の 、
準 八 で 生
用 条 な 産
す 、 け 活
る 第 れ 動
。 二 ば そ
こ 十 な の
の 条 ら 他
場 か な の
合 ら い 活

定 。
就 こ
労 の
継 場
続 合
支 に
援 お

い
型 て
」 、
と 同

立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の

九 ま
条 で
第 及
一 び
項 第
中 七

章「
世 （
話 第
人 三
、 十

そ の
の 事
置 業
か は
れ 、
て 利
い 用
る 者
環 が
境 地
に 域

に 第 。 動
お 二 の
い 十 機
て 二 会
、 条 の
第 ま 提
四 で 供
十 、 を
六 第 通
条 二 じ
第 十 て

い 条
う 第
。 一
） 項
の 中
事 「
業 生
は 活
、 支
利 援
用 員事

業
を
行
う一

二 事
三 業

所
を
い

生 八
活 条
支 及
援 び
員 第
」 四
と 十
あ 二
る 条
の を

応 に
じ お
て い
共 て
同 共
生 同
活 し
住 て
居 自
に 立

一 六 、
項 条 そ
中 、 の

第 知「
生 二 識
活 十 及
支 八 び
援 条 能
員 、 力
、 第 の

者 、
が 地
自 域
立 移
し 行
た 支
日 援
常 員
生 」
活 と
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模
多
機
能
型
居
宅
介

２
小 場 に 域 二
規 合 規 に 項 規
模 に 定 お の 則
多 は す い 規 で
機 、 る て 定 定
能 当 指 生 に め
型 該 定 活 よ る
居 通 小 介 り 基

第 （
な 成 護 基六
け 二 」 準十
れ 十 と 該二
ば 四 い 当条
な 年 う 生
ら 山 。 活生
な 口 ） 介活
い 県 の 護介

第 （
者 規 六 基 サ
」 定 十 準 ー
と を 一 該 第 ビ
、 準 条 当 十 ス
第 用 居 五 の
七 す 居 宅 章 提
条 る 宅 介 供
中 。 介 護 基 に

所 療 害 う
型 児 型 。（
児 通 事 ）同
童 所 業 、条
発 支 所 指例
達 援 及 定第
支 の び 自二
援 事 指 立十

護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
適
用

宅 い 規 護 市 準
介 サ 模 が 町 を
護 ー 多 提 が 満
事 ビ 機 供 定 た
業 ス 能 さ め し
所 を 型 れ る た
を 基 居 て 条 指
い 準 宅 い 例 定
う 該 介 な 小（
。 当 護 い 以 規
以 生 を こ 下 模
下 活 い と 多

。 条 事 ）護
例 業 に
第 を 係
三 行 る
十 う 基
五 者 準
号 は 該
） 、 当
第 指 障
三 定 害
十 通 福
四 所

こ 護 等 準 支「
常 の 、 ） 該 障
勤 場 重 当 を
の 合 度 障 来
管 に 訪 害 さ
理 お 問 福 な
者 い 介 祉 い
」 て 護 サ よ
と 、 、 ー う
あ 第 同 ビ 配
る 六 行 ス 慮
の 条 援 し

事 業 定 訓九
業 の 就 練条
所 人 労第 （

員 継 生一 （
同 、 続 活項
条 設 支 訓に
例 備 援 練規
第 及 ）定
二 び 型 事す
十 運 事 業る
五 営 業 所指
条 に 所 、

し
な
い
。

「
同 介 う 等 市 機
じ 護 。 に 町 能
。 と ） よ 条 型
） 、 の り 例 居
を 当 う 生 」 宅
基 該 ち 活 と 介
準 通 通 介 い 護
該 い い 護 う 事
当 サ サ を 。 業
生 ー ー 受 ） 者
活 ビ ビ け に

祉
条 介 サ
第 護 ー
一 事 ビ
項 業 ス
に 者 （規 第（
定 指 六す 定 十る 居 七指 宅 条定 サ

は 第 護 つ
二 又 つ「

管 項 は 、
理 中 行 一
者 動 体「
」 常 援 的
と 勤 護 に
、 の に 事
第 従 係 業
八 業 る を
条 者 基 行

定
第 関 指放 （
一 す 指 定課 項 る 定 就後 に 基 就 労等 規 準 労 移デ 定 等 継 行イ す を 続 支サ る 定 支 援ー 指 め 援 事ビ 定 る 業ス 医 条 型 所（

介 ス ス る 規 介
護 を こ 定 護（
事 行 市 と す 保
業 う 町 が る 険
所 指 条 困 指 法
と 定 例 難 定 （
み 小 に な 小 平
な 規 規 障 規 成
す 模 定 害 模 九
。 多 す 者 多 年
こ 機 る に 機 法

第通 ー 一所 ビ 項介 ス に護 等 規事 の 定業 事 す者 業 るを の
特い 人
定う 員
基。 、

中 で 準 う
あ 該 他「

専 っ 当 の
用 て 障 多
の 専 害 機
区 ら 福 能
画 指 祉 型
」 定 サ 事
と 居 ー 業
あ 宅 ビ 所
る 介 ス の

事 療 例 の （業 型 第 事 指所 児 五 業 定を 童 条 を 就
い 発 第 行 労
う 達 一 う 移
。 支 項 事 行
） 援 に 業 支

事 規 所 援（
以 業 定 を の
下 所 す い 事

の 能 通 対 能 律
場 型 い し 型 第
合 居 サ て 居 百
に 宅 ー 指 宅 二
お 介 ビ 定 介 十
い 護 ス 小 護 三
て 事 を 規 事 号
、 業 い 模 業 ）
前 所 う 多 者 第
項 。 機 を 七（
の 市 以 能 い 十

準） 設
該で 備
当あ 及
生っ び
活て 運
介、 営
護規 に
を則 関
除で す
く定 る
。め 基

の 護 の 設
は 等 事 備

の 業 に「
区 職 に 兼
画 務 つ ね
」 に い る
と 従 て こ
読 事 は と
み す 、 が
替 る 第 で
え も 四 き

を る う 業「
多 い 指 。 を
機 う 定 ） 行
能 。 児 並 う
型 ） 童 び 事
事 及 発 に 業
業 び 達 指 所
所 指 支 定 を
」 定 援 児 い
と 放 事 童 う
総 課 業 発 。

規 町 下 型 う 八
定 条 同 居 。 条
は 例 じ 宅 以 の
、 に 。 介 下 四
当 規 ） 護 同 第
該 定 を じ 一（
指 す 提 市 。 項
定 る 供 町 ） 及
小 指 す 条 が び
規 定 る 例 地 第

以る 準
下基 等

準 を 「
基を 定
準満 め
該た る
当す 条
生も 例
活の （

で 平 介

る の 条 る
も 」 第 。
の と 三
と あ 項
す る 及
る の び
。 は 第

二「
従 章
業 の

称 後 所 達 ）
す 等 を 支 、
る デ い 援 指
。 イ う 事 定
） サ 。 業 就
の ー ） 所 労
設 ビ 、 継（
備 ス 指 指 続
は 事 定 定 支
、 業 医 障 援

一
二
四
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と 準
い 該
う 当
。 自
） 立

訓（
以 練
下 （

第 （
当 障 あ 六 離
自 害 っ 十 島
立 福 て 七 そ
訓 祉 、 条 の
練 サ 障 他

ー 害 離 の（
機 ビ 福 島 地
能 ス 祉 そ 域

２ 第
六 も 生 当 六
条 第 の 活 就 十
の 四 で 保 労 六
規 条 な 護 継 条
定 第 け 法 続
は 三 れ 支 就（
、 項 ば 昭 援 労
基 、 な 和 継

第（ （
基 く 基 く六
準 。 準 。十
該 ） 該 ）五
当 の 当 の条
就 事 自 事
労 業 立 業自
継 を 訓 を立
続 行 練 行訓

第 第（ （
基 満 六 基六
準 た 十 準十
該 す 三 該四
当 も 条 当条
自 の 短
立 で 短 期自
訓 な 期 入立
練 け 入 所訓

生「
特 活
定 訓
基 練
準 ）
該 」
当 と
障 い
害 う
福 。
祉 ）
サ 又

訓 サ の に（
練 以 ー 他 お
） 下 ビ の け
」 ス 地 る「
と 特 が 域 基
い 定 提 で 準
う 基 供 あ 該
。 準 さ っ 当
） 該 れ て 障
、 当 て 厚 害
自 生 い 生 福
立 活 な 労 祉

準 第 ら 二 型 続
該 二 な 十 」 支
当 章 い 五 と 援
就 。 年 い（
労 第 法 う 型
継 五 律 。 に
続 条 第 ） 係
支 か 百 の る
援 ら 四 事 基

第 十 業 準
型 八 四 を 該
の 条 号 行 当

支 う う練 （
援 者 生 者（

に 活 に生
型 つ 訓 つ活
） い 練 い訓

て ） て練
は ） は）
、 、に
第 第係
六 六る
十 十基
二 二

れ 所 ）練 （
機 ば に（
能 な 係機
訓 ら る能
練 な 基訓
） い 準練
） 。 該）

当に
障係
害る
福基
祉

ー は
ビ 就
ス 労
」 継
と 続
総 支
称 援
す
る 型
。 に
） 係

訓 介 い 働 サ
練 護 こ 大 ー

」 と 臣 ビ（
生 と 等 が ス
活 い に 定 ）
訓 う よ め
練 。 り る
） ） 障 も

、 害 の（
宿 自 福 の
泊 立 祉 う

事 ま ） う 障
業 で 第 者 害
に 及 三 は 福
つ び 十 、 祉
い 第 八 社 サ
て 十 条 会 ー
準 一 第 福 ビ
用 条 一 祉 ス
す を 項 法 （
る 除 第 次（
。 く 四 昭 条

準
条 条該
第 第当
一 一障
項 項害
の の福規 規祉定 定サを をー準 準ビ用 用スす す

準
サ該
ー当
ビ障
ス害
の福 事祉 業サ をー 行ビ うス 者

の る
事 基
業 準
の 該
う 当
ち 障
二 害
以 福
上 祉
の サ
事 ー

型 訓 サ ち
自 練 ー 、
立 ビ 将（
訓 機 ス 来
練 能 を 的
を 訓 利 に
除 練 用 も
く ） す 利
。 に る 用
） 係 こ 者
に る と の

。 号 和 第
） に 二 一
、 掲 十 項
第 げ 六 に
十 る 年 規
八 授 法 定
条 産 律 す
、 施 第 る
第 設 四 特
二 を 十 定
十 経 五 基

（る る第。 。六
十
七
条
第
一
項
に
規

（ は第 、六 指十 定七 小条 規第 模一 多項 機
に 能
規 型

業 ビ
を ス
一 （
体 以
的 下
に 「
行 特
う 定
事 基
業 準
者 該

係 基 が 確
る 準 困 保
基 該 難 の
準 当 な 見
該 障 も 込
当 害 の み
障 福 に が
害 祉 お な
福 サ け い
祉 ー る と
サ ビ 生 し

条 営 号 準
か す ） 該
ら る 第 当
第 者 二 就
二 で 条 労
十 あ 第 継
二 っ 二 続
条 て 項 支
ま 、 第 援
で 規 七
、 則 号 型

定
す
る
特
定
基
準
該
当
自
立

定 居
す 宅
る 介
特 護
定 事
基 業
準 者
該 で
当 あ
自 っ
立 て

当（
以 就
下 労

継「
一 特 続
二 定 支
五 基 援

準
該 型
当 」

ー ス 活 て
ビ 介 知（
ス 以 護 事

下 に が（
以 係 認「
下 特 る め

定 基 る「
特 基 準 も
定 準 該 の
基 該 当 で

第 で に を
二 定 掲 除
十 め げ く
八 る る 。
条 基 授 以
及 準 産 下
び を 施 「
第 満 設 基
五 た 又 準
十 す は 該

訓
練
（
生
活
訓
練
）
を
除

訓 、
練 規

則（
機 で
能 定
訓 め
練 る
） 基
を 準
除 を
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第
六
十
八
条

こ
の
条

９ ８（
規 事 練
則 業 第 ） 第
へ 第 を 二 の 二
の 十 行 十 事 十
委 六 う 一 業 一
任 章 者 条 を 条
） に 、 行 、

雑 限 第 う 第

７ ６
練 う ス
） 第 者 第 の
の に 二 事二
事 限 十 業十
業 る 一 に一
を 。 条 つ条
行 ） 、 い、
う に 第 て第

５ ４ ３
事 な の

第 さ い 特 第 者
四 せ 。 定 一 を
条 る た 基 項 機
第 こ だ 準 に 能
三 と し 該 規 訓
項 が 、 当 定 練
、 で 特 障 す 指

２
事 け い 障
業 理 れ う 害
所 学 ば 。 福
を 療 な ） 祉
除 法 ら に サ
く 士 な は ー
。 又 い 、 ビ
） は 。 規 ス

例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指

則 る 二 者 二
。 十 に 十
） 二 限 二
に 条 る 条
つ 、 。 、
い 第 ） 第
て 二 に 二
準 十 つ 十
用 八 い 八
す 条 て 条
る 及 準 及
。 び 用

者 つ 二 準二
に い 十 用十
限 て 二 す二
る 準 条 る条
。 用 、 。、
） す 第第
に る 二二
つ 。 十十
い 四八
て 条条
準 及及
用 び

第 き 定 害 る 導
二 る 基 福 従 員
章 。 準 祉 業 と

該 サ 者 し（
第 当 ー に て
五 障 ビ 関 置
条 害 ス し く
か 福 事 必 こ
ら 祉 業 要 と
第 サ 者 な が
八 ー は 基 で
条 ビ 、 準 き

は 作 則 事
、 業 で 業
こ 療 定 者
れ 法 め 」
ら 士 る と
の を 員 い
者 確 数 う
に 保 の 。
代 す 医 ）
え る 師 が
て こ 、 当
、 と 看 該

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

び
第 す 第
五 る 四
十 。 十
六 五
条 条の の規 規定 定は は、 、特

び
す 第第
る 二四
。 十十

八三
条条 のの 規規 定定 はは 、、 特

ま ス 特 は る
で 事 定 、 。
及 業 基 規
び 所 準 則
第 の 該 で
十 管 当 定
一 理 障 め
条 上 害 る
を 支 福 。
除 障 祉
く が サ

日 が 護 特
常 困 職 定
生 難 員 基
活 な 、 準
を 特 理 該
営 定 学 当
む 基 療 障
た 準 法 害
め 該 士 福
に 当 又 祉
必 障 は サ

業
等
の
運
営
に
関
す
る
必
要

特定 定基 基準 準該 該当 当障 障害 害福
福祉
祉サ
サー

特 定定 基基 準準 該該 当当 障障 害害 福
福 祉
祉 サ
サ ー

。 な ー
） い ビ
、 場 ス
第 合 事
二 は 業
十 、 所
条 当 ご
及 該 と
び 特 に
第 定 専
二 基 ら

要 害 作 ー
な 福 業 ビ
機 祉 療 ス
能 サ 法 を
の ー 士 行
減 ビ 、 う
退 ス 生 事
を 事 活 業
防 業 支 所
止 所 援 （
す 員 以

な
基
準
は
、
規
則
で
定
め
る

ービ
ビス
ス事
事業
業者
者（

特 （
特定
定基
基準
準該

ー ビ
ビ ス
ス 事
事 業
業 者
者 （

特（
特 定
定 基
基 準
準 該

十 準 そ
七 該 の
条 当 職
の 障 務
規 害 に
定 福 従
は 祉 事
、 サ す
特 ー る
定 ビ 管
基 ス 理

（
る 特 、 下
た 定 職 「
め 基 業 特
の 準 指 定
訓 該 導 基
練 当 員 準
を 自 及 該
行 立 び 当
う 訓 サ 障
能 練 ー 害
力 ビ 福

。 該当
当就
自労
立継
訓続
練支

援 （
生
活型

の 訓

該 当
当 生
自 活
立 介
訓 護
練 の

事（
機 業
能 を
訓 行

準 事 者
該 業 を
当 所 置
障 の か
害 他 な
福 の け
祉 職 れ
サ 務 ば
ー に な
ビ 従 ら

（
を 機 ス 祉
有 能 管 サ
す 訓 理 ー
る 練 責 ビ
看 ） 任 ス
護 を 者 事
師 提 を 業
そ 供 置 所
の す か 」
他 る な と

一
二
六
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３

型 指
の 定
事 生
業 活
又 介
は 護
指 の

五 九 い 援 お
十 条 る の い
七 第 も 事 て
条 一 の 業 、
に 項 を 、 指
お 、 含 指 定
い 第 み 定 療
て 二 、 就 養

旧 産 第 三 り る
知 施 一 十 な 法
的 設 項 七 お 律
障 の の 号 従 （
害 う 指 。 前 昭
者 ち 定 以 の 和
福 旧 を 下 例 二
祉 知 受 に 十「

に 身 体 ち 体
よ 体 障 旧 障
り 障 害 身 害
な 害 者 体 者
お 者 福 障 福
従 福 祉 害 祉
前 祉 法 者 法
の 法 第 福 （

２ １（ （
経 施

法 過 こ 行
附 措 の 期 附
則 置 条 日
第 ） 例 ） 則
四 は
十 、
一 平

定 事
就 業
労 、
継 指
続 定
支 自
援 立

訓
型 練
の （
事 機
業 能

準 十 平 労 介
用 七 成 継 護
す 条 十 続 の
る 第 八 支 事
場 一 年 援 業
合 項 十 、
を 月 型 指（
含 第 一 の 定
む 四 日 事 生
。 十 以 業 活
） 四 後 又 介
の 条 に は 護

法 的 け 旧 よ 五
第 障 て 知 り 年
二 害 い 的 運 法
十 者 る 障 営 律
一 福 も 害 を 第
条 祉 の 者 す 百
の 法 福 る 二（
八 第 以 祉 こ 十
に 十 下 法 と 三
規 五 」 が 号「
定 条 指 と で ）
す の 定 い き 第

例 第 十 祉 昭
に 十 七 法 和
よ 七 条 第 二
り 条 の 十 十
運 の 十 七 四
営 十 第 条 年
を 第 一 の 法
す 一 項 十 律
る 項 の 第 第
こ の 指 一 二
と 指 定 項 百
が 定 を の 八

条 成
第 二
一 十
項 四
の 年
規 十
定 月
に 一
よ 日
り か
な ら
お 施

を 訓
行 練
っ ）
て の
い 事
る 業
指 、
定 指
特 定
定 自
身 立

多 及 増 指 の
目 び 築 定 事
的 第 さ 就 業
室 五 れ 労 、
を 十 、 継 指
設 二 又 続 定
け 条 は 支 自
な に 改 援 立
い お 築 訓
こ い さ 型 練
と て れ の

る 十 知 う る 五
知 一 的 。 こ 十
的 第 障 ） と 条
障 一 害 第 と の
害 項 者 二 さ 二
者 の 更 十 れ 第
通 指 生 一 た 一
勤 定 施 条 法 項
寮 を 設 の 附 第
の 受 」 六 則 三
う け と に 第 号

で を 受 指 十
き 受 け 定 三
る け て を 号
こ て い 受 。
と い る け 以
と る も て 下
さ も の い 「
れ の 若 る 旧
た し も 身（
法 以 く の 体
附 下 は 、 障

従 行
前 す
の る
例 。
に
よ
り
運
営
を
す

体 訓
障 練
害 （
者 生
授 活
産 訓
施 練
設 ）
又 の
は 事
指 業

（
が 準 る 事 機
で 用 等 業 能
き す 建 を 訓
る る 物 行 練
。 場 の う ）

合 構 場 の
を 造 合 事
含 を に 業
む 変 お 、
。 更 け 指
） し る 定

ち て い 規 五 に
旧 い う 定 十 掲
知 る 。 す 二 げ
的 も ） る 条 る
障 の 、 知 の 精
害 旧 的 規 神（
者 以 知 障 定 障
福 下 的 害 に 害
祉 障 者 よ 者「
法 指 害 更 る 福
第 定 者 生 改 祉

則 旧 旧 害「
第 指 身 身 者
四 定 体 体 福
十 特 障 障 祉
六 定 害 害 法
条 身 者 者 」
の 体 福 福 と
規 障 祉 祉 い
定 害 法 法 う
に 者 第 第 。
よ 授 三 三 ）

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

定 、
知 指
的 定
障 就
害 労
者 移
更 行
生 支
施 援
設 の
若 事

、 た こ 自
第 も れ 立
四 の ら 訓
十 を の 練
七 除 施 （
条 く 設 生
第 。 の 活
一 ） 建 訓
項 に 物 練
又 つ ）（
は い 基 の

十 特 福 施 正 ホ
五 定 祉 設 前 ー
条 知 法 の の ム
の 的 第 う 知 又
十 障 二 ち 的 は
一 害 十 旧 障 法
第 者 一 知 害 附
一 授 条 的 者 則
項 産 の 障 福 第
の 施 七 害 祉 五
指 設 に 者 法 十

る 産 十 十 第
改 施 一 条 二
正 設 条 に 十
前 」 に 規 九
の と 規 定 条
精 い 定 す に
神 う す る 規
保 。 る 身 定
健 ） 身 体 す
及 、 体 障 る
び 法 障 害 身

れ
た
法
附
則
第
三
十
五
条
の

し 業
く 、
は 指
指 定

一 定 就
二 特 労
七 定 継

知 続
的 支
障 援

第 て 本 事
五 は 的 業
十 、 な 、
四 当 設 指
条 分 備 定
第 の が 就
一 間 完 労
項 、 成 移

第 し 行（
第 十 て 支

定 」 規 福 八（
を と 定 祉 昭 条
受 い す 法 和 第
け う る 第 三 一
て 。 知 十 十 項
い ） 的 五 五 の
る 若 障 条 年 規
も し 害 の 法 定
の く 者 十 律 に
に は 授 一 第 よ

精 附 害 者 体
神 則 者 療 障
障 第 授 護 害
害 四 産 施 者
者 十 施 設 更
福 八 設 の 生
祉 条 の う 施
に の う ち 設
関 規 ち 旧 の
す 定 旧 身 う

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
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平
成
二
十
四
年
七

５
指 の し 住
定 条 て 居 第
障 例 平 と 四
害 の 成 す 十
者 施 二 る 一
支 行 十 指 条
援 の 四 定 第
施 日 年 共 一

（
地 備 備 四 定
域 及 及 第 小
移 び び 一 規
行 運 運 項 模
型 営 営 及 多
ホ に に び 機
ー 関 関 第 能
ム す す 二 型

４
い る 第 管 所

平 。 事 四 理 、
成 業 十 運 指
二 所 八 営 定
十 に 条 を 自
五 置 、 行 立
年 か 第 う 訓
三 れ 五 事 練

含 基 成 害（
み 準 平 者十
、 成 授八（
同 平 十 産年
日 成 四 施厚
以 十 年 設生
後 四 厚 が労
に 年 生 、働

月
十
日

設 以 三 同 項
の 後 月 生 （
人 も 三 活 第
員 指 十 介 五
、 定 一 護 十
設 共 日 の 九
備 同 ま 事 条
及 生 で 業 に
び 活 に 及 お
運 介 知 び い
営 護 事 指 て
に の が 定 準

の る る 項 居
特 基 基 の 宅
例 準 準 規 介
） 」 定 護（

と 平 に 事
す 成 よ 業
る 十 り 所
。 八 市 に

年 町 つ
厚 が い
生 定 て
労 め の

月 る 十 業 （
三 従 二 所 生
十 業 条 活（
一 者 、 以 訓
日 第 下 練（
ま サ 五 ）「
で ー 十 従 事
の ビ 五 た 業
間 ス 条 る 所
に 管 及 事 、
お 理 び 業 指
い 責 第 所 定

増 厚 労 平省
築 生 働 成令
さ 労 省 十第
れ 働 令 八百
、 省 第 年六
又 令 七 十十
は 第 十 月九
改 八 九 一号
築 十 号 日。
さ 一 ） 前以
れ 号 第 に下
る ） 五 存

関 事 認 共 用
す 業 め 同 す
る 等 た 生 る
基 を 事 活 場
準 行 業 援 合
等 う 所 助 を
を こ に の 含
定 と つ 事 む
め が い 業 。
る で て ）（
条 き は 以 の

働 る 同
省 条 条
令 例 の
第 規（
三 以 定
十 下 の
四 適「
号 市 用
） 町 に
」 条 つ
と 例 い

て 任 五 」 就
、 者 十 と 労
第 を 七 い 移
六 除 条 う 行
十 く に 。 支
二 。 お ） 援
条 ） い と 事
第 の て し 業
二 う 準 て 所
項 ち 用 設 、
に 一 す 置 指

「
等 第 十 す整
建 六 一 る備
物 条 条 分省
の 第 第 場令
構 一 一 」 （
造 項 項 障とを 及 並 害い変 び び 者う更 第 に 自。し 四 整 立）た 十 備 支

例 る 、 下 規
を 。 当 定「
こ 該 指 に
こ 事 定 か
に 業 共 か
公 所 同 わ
布 に 生 ら
す お 活 ず
る い 介 、
。 て 護 入

指 の 所

、 」 て
と は「

市 い 、
町 う 同
条 。 項
例 ） 中
」 」 「
と と 介
あ あ 護
る る 保
の の 険

規 人 る し 定
定 以 場 て 就
す 上 合 い 労
る は を る 継
市 、 含 場 続
町 専 む 合 支
条 ら 。 に 援
例 当 ） つ
が 該 の い 型
施 従 規 て 事
行 た 定 は 業

にも 七 省 援よの 条 令 法るを 第 に の改除 一 よ 一正く 項 る 部前。 に 廃 のの） 規 止 施指を 定 前 行定指 す の に身定 る 指 伴
体生 分 定 う

定 事 施
共 業 設
同 等 又
生 」 は
活 と 病
介 い 院
護 う の
の 。 敷
事 ） 地
業 を 内
等 行 に

は は 法
「 「 （
指 指 平
定 定 成
地 地 九
域 域 年
密 密 法
着 着 律
型 型 第
サ サ 百
ー ー 二

さ る は 、 所
れ 事 、 当 又
る 業 適 分 は
ま 所 用 の 指
で の し 間 定
の 職 な 、 就
間 務 い 第 労
に に 。 二 継
お 従 こ 十 続
け 事 の 六 支
る す 場 条 援

障活 場 知 厚
害介 を 的 生
者護 い 障 労
更事 い 害 働
生業 、 者 省
施所 基 更 関
設、 本 生 係
等指 的 施 省
の定 な 設 令
設自 設 等 の
備立 備 の 整

を う 存
行 こ す
う と る
場 が 建
合 で 物
に き を
限 る 共
り も 同
、 の 生
こ と 活

ビ ビ 十
ス ス 三
の の 号
事 事 ）
業 業 第
の の 七
人 人 十
員 員 八
、 、 条
設 設 の

当 る 合 第
該 者 に 二 型
市 で お 項 事
町 な い 業（
に け て 第 所
所 れ 、 四 と
在 ば 当 十 一
す な 該 四 体
る ら 従 条 的
指 な た 、 に

及訓 が 設 備
び練 完 備 等
運成 及 に（
営機 し び 関
に能 て 運 す
関訓 い 営 る
す練 る に 省
る） も 関 令
基事 の す （

業 を る 準 平

一
二
八
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２
ら
な 指
い 定
。 障

害
者
支
援

第 （
等 踏 四 一 三
そ ま 条 般
の え 原 就
他 た 指 則 労
の 計 定 ） 継
措 画 障 続
置 を 害 支
を 作 者 援

第 （
二 一 三 定 あ

定 条 義 る
自 す 自 ） 者
立 る 立 こ と
訓 自 訓 の す
練 立 練 条 る

訓 例 。（ （
生 練 機 に

第 （
規 二 指 づ 四
定 条 定 き 十
に 障 、 一
よ 指 害 指 条
り 定 者 定 第
指 障 支 障 四
定 害 援 害 項
の 者 施 者 に

第 山（
一 趣 口
条 旨 県

） 指 条
こ 定 例
の 障 第
条 害 四
例 者 十
は 支 一

施
設
は
、
利
用
者
の
意
思
及
び

講 成 支
ず し 援 型
る 、 施
こ こ 設 省
と れ は 令
に に 、 第
よ 基 利 六
り づ 用 条
利 き 者 の
用 利 十（
者 用 障 第
に 者 害 二

活 能 お（
訓 機 訓 い
練 能 練 て
） 訓 ） 、

練 次
省 ） 障 の
令 を 害 各
第 い 者 号
六 う 自 に
条 。 立 掲
の 支 げ
六 援 る

更 支 設 支 お
新 援 の 援 い
に 施 指 施 て
つ 設 定 設 準
い の ） の 用
て 指 人 す
、 定 員 る
そ に 、 場
れ 係 設 合
ぞ る 備 を
れ 法 及 含
準 第 び む

、 援 号
障 施
害 設
者 の
自 人
立 員
支 、
援 設
法 備

及（
平 び
成 運

人
格
を
尊
重
し
、
常
に
利
用

対 に 福 号
し 対 祉 に
て し サ 規
適 て ー 定
切 施 ビ す
か 設 ス る
つ 障 を 就
効 害 利 労
果 福 用 継
的 祉 す 続
に サ る 支

第 法 用
二 施 語
号 行 の
に 規 意
規 則 義
定 は（
す 平 、
る 成 当
自 十 該
立 八 各
訓 年 号

用 三 運 。
す 十 営 ）
る 八 に に
場 条 関 お
合 第 す い
を 三 る て
含 項 基 準
む 準 用（
。 法 等 す
） 第 を る
に 三 定 法

十 営
七 に
年 関
法 す
律 る
第 基
百 準
二 等
十 を
三 定
号 め

者
の
立
場
に
立
っ
た
施
設
障

施 ー 障 援
設 ビ 害
障 ス 者 型
害 を を を
福 提 い い
祉 供 う う
サ す 。 。
ー る 以
ビ と 下
ス と 同
を も じ

練 厚 に
生 定（

生 労 め
活 働 る
訓 省 と
練 令 こ
） 第 ろ
を 十 に
い 九 よ
う 号 る
。 。 。

お 十 め 第
い 九 る 三
て 条 も 十
準 第 の 六
用 二 と 条
す 項 す 第
る の る 三
法 規 。 項
第 定 第
三 に 一
十 よ 号

。 る
以 条
下 例
「
法
」
と
い
う
。
）

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

提 に 。
供 、 ）
し そ の
な の 意
け 効 向
れ 果 、
ば に 適
な つ 性
ら い 、
な て 障
い 継 害

以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）

六 り 並
条 指 び
第 定 に
三 の 第
項 変 四
第 更 十
一 に 四
号 つ 条
の い 第
条 て 一
例 、 項

第 山
三 口十
八 県
条 知第
三 事
項
（
法 二
第

る
よ
う
努

一 め
二 な
九 け

れ
ば
な

。 続 の
的 特
な 性
評 そ
価 の
を 他
実 の
施 事
す 情
る を

第
六
条
の
六
第
一
号
に
規

で 法 及
定 第 び
め 四 第
る 十 二
者 一 項
は 条 の
、 第 規
法 四 定
人 項 に
で の 基

三
十 井
九
条
第 関
二
項
及 成
び
第
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い
。
た
だ
し
、
利
用

４ ３ ２
た め
る 第 第 に 前 れ
者 一 一 必 項 る
又 項 項 要 第 サ
は 各 各 な 一 ー
専 号 号 機 号 ビ
ら に に 能 又 ス
自 定 定 の は 管

七 六 五
と マ

施 就 い ッ あ
設 労 う サ ん
入 継 。 ー 摩
所 続 ） ジ マ
支 支 が 指 ツ
援 援 就 圧 サ

第
四 三 二 一 五

援 条
就 自 自 員 生
労 立 立 及 活 指
移 訓 訓 び 介 定
行 練 練 サ 護 障
支 ー を 害（ （
援 生 機 ビ 行 者

４ ３（
従 必 療
業 要 指 サ 指
者 な 定 ー 定
） 措 障 ビ 障

置 害 ス 害
を 者 又 者
講 支 は 支
ず 援 福 援

者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ

立 め め 減 第 理
訓 る る 退 二 責
練 従 従 を 号 任

業 業 防 に 者（
機 者 者 止 掲 が
能 は の す げ 兼
訓 、 員 る る ね
練 生 数 た 場 る
） 活 及 め 合 も
、 介 び の で の
自 護 従 訓 理 と
立 の 業 練 学 す

を 労 師 ー
行 型 移 、 ジ
う を 行 は 指
場 行 支 り 圧
合 う 援 師 師

場 を 又 、
生 合 行 は は
活 う き り
支 職 場 ゅ 師
援 業 合 う 及
員 指 師 び
及 導 職 の

を 活 能 ス う 支
行 訓 訓 管 場 援
う 練 練 理 合 施
場 ） ） 責 設
合 を を 任 医 に

行 行 者 師 は
職 う う 、 、
業 場 場 看 次
指 合 合 護 の
導 職 各
員 生 看 員 号
、 活 護 に

る 施 祉 施
よ 設 サ 設
う は ー は
努 、 ビ 、
め 利 ス 地
な 用 を 域
け 者 提 及
れ の 供 び
ば 人 す 家
な 権 る 庭
ら の 者 と
な 擁 等 の

ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な

訓 単 者 を 療 る
練 位 に 行 法 。

若 関 う 士 ）（
生 し し 能 又
活 く 必 力 は
訓 は 要 を 作
練 施 な 有 業
） 設 基 す 療
、 入 準 る 法
就 所 は 看 士
労 支 、 護 を

き
び 員 業 学 ゆ
サ 、 指 校 う
ー 生 導 又 師
ビ 活 員 は に
ス 支 、 養 係
管 援 生 成 る理 員 活 施 学責 及 支 設 校任 び 援 と 養者 サ 員 し 成ー 及 て

（
生 支 職 保 掲
活 援 員 健 げ
支 員 、 師 る
援 及 理 又 場
員 び 学 は 合
、 サ 療 看 の
就 ー 法 護 区
労 ビ 士 師 分
支 ス 又 若 に
援 管 は し 応
員 理 作 く じ

い 護 と 結
。 、 の び

虐 連 付
待 携 き
の に を
防 努 重
止 め 視
等 な し
の け た
た れ 運
め ば 営

い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

移 援 規 師 確
行 の 則 そ 保
支 単 で の す
援 位 定 他 る
若 ご め の こ
し と る 者 と
く に 。 を が
は 専 機 困
就 ら 能 難
労 当 訓 な
継 該 練 と

施（
当 ビ び 認 設該 ス サ 定 認指 管 ー さ 定定 理 ビ れ 規障 責 ス て 則害 任 管 い
者 者 理 る （

昭支 責 指 和援 任 定
二施 者 障
十設 害

及 責 業 は 、
び 任 療 准 当
サ 者 法 看 該
ー 士 護 各
ビ 、 師 号
ス 生 を に
管 活 い 定
理 支 う め
責 援 。 る
任 員 以 従
者 及 下 業

に な を
必 ら 行
要 な い
な い 、
体 。 市
制 町
の 、
整 他
備 の
を 指
行 定

い
。

続 生 指 き
支 活 導 は
援 介 員 、

護 と こ
型 若 し れ
の し て ら
提 く 置 の
供 は く 者
に 当 こ に
当 該 と 代
た 施 が え

六に 者
年お 支
文い 援
部て 施
省昼 設
令間 （
・実 以
厚施 下
生サ 「
省ー 認
令ビ 定

び 同 者
サ じ を
ー 。 置
ビ ） か
ス 、 な
管 理 け
理 学 れ
責 療 ば
任 法 な
者 士 ら

又 な

う 障
と 害
と 福
も 祉
に サ
、 ー
従 ビ
業 ス
者 事
に 業
対 を

る 設 で て
者 入 き 、
で 所 る 日
な 支 。 常
け 援 生
れ の 活
ば 提 を
な 供 営
ら に む
な 当 た

第ス 指
二を 定
号行 障
）う 害
に場 者
よ合 支
るに 援
あ配 施
ん置 設

さ 」 摩

は い
作 。
業
療
法
士
、
生
活
支

し 行
、 う
研 者
修 そ
を の
実 他
施 の
す 保
る 健
等 医

一
三
〇
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５ ４

第 相
五 談
条 室
第 及
五 び
項 多
の 目

３ ２ 第
校 ば 八
又 認 前 な 条
は 定 項 ら
養 指 に な 指
成 定 規 い 定
施 障 定 。 障
設 害 す 害
と 者 る 者

２ 第（ （
設 上 所 七 従
備 は 従 条 た（
） 、 た 以 る

常 る 下 指 事
勤 事 定 業「
か 業 従 障 所
つ 所 た 害 を
専 を る 者 設

第 （
支 合 六 管 基
援 は 条 理 準
施 、 者 を
設 当 指 ） 満
等 該 定 た
の 指 障 し
職 定 害 て
務 障 者 い

５
除 あ か 入
く っ つ 所 指
。 て 、 施 定
） は 施 設 障
に 、 設 を 害
規 指 障 い 者
定 定 害 う 支
す 障 福 。 援

規 的
定 室
は に
、 つ
指 い
定 て
障 は
害 、
者 利
支 用
援 者
施 に

し 支 設 支
て 援 備 援
必 施 に 施
要 設 関 設
と が し は
さ 就 必 、
れ 労 要 訓
る 移 な 練
設 行 基 ・
備 支 準 作
を 援 は 業
有 を 、 室

ら 設 事 支 置
当 置 業 援 す
該 す 所 施 る
主 る 」 設 場
た 場 と は 合
る 合 い 、 の
事 に う 指 特
業 あ 。 定 例
所 っ ） 障 ）
又 て を 害
は は 設 者
従 、 置 支

に 害 支 る
従 者 援 も
事 支 施 の
さ 援 設 と
せ 施 は み
る 設 、 な
こ の 専 す
と 他 ら こ
が の そ と
で 職 の が
き 務 職 で
る に 務 き

る 害 祉 ） 施
基 児 サ に 設
準 入 ー 係 が
を 所 ビ る 、
満 施 ス 指 福
た 設 と 定 祉
す の 指 障 型
こ 人 定 害 障
と 員 入 児 害
を 、 所 入 児
も 設 支 所 入
っ 備 援 施 所

設 対
の す
設 る
備 施
に 設
つ 障
い 害
て 福
準 祉
用 サ
す ー

し 行 規 、
な う 則 居
け 場 で 室
れ 合 定 、
ば は め 食
な 、 る 堂
ら 第 。 、
な 一 浴
い 項 室
。 に 、

規 洗

た 主 す 援
る た る 施
事 る こ 設
業 事 と に
所 業 が お
の 所 で け
職 及 き る
務 び る 主
に 従 。 た
従 た る
事 る 事

。 従 に る
事 従 。
さ 事
せ す
、 る
又 管
は 理
当 者
該 を
指 置
定 か

て 及 設 施（
、 び 同 設（
第 運 項 同 （
一 営 に 法 児
項 に 規 第 童
及 関 定 二 福
び す す 十 祉
第 る る 四 法
二 基 指 条 （
項 準 定 の 昭

等 入 二 和
る ビ
。 ス
こ の
の 提
場 供
合 に
に 支
お 障
い が
て な
、 い

定 面
す 所
る 、
設 便
備 所
の 、
ほ 相
か 談
、 室
あ 及
ん び

す 事 業
る 業 所
者 所 （
で の 以
な 従 下
け 業 「
れ 者 主
ば た（
な サ る
ら ー 事
な ビ 業

障 な
害 け
者 れ
支 ば
援 な
施 ら
設 な
以 い
外 。
の た
障 だ

（
生 を 所 第 二
活 定 支 一 十
介 め 援 項 二
護 る を に 年
及 条 い 規 法
び 例 う 定 律
施 。 す 第（
設 平 ） る 百
入 成 と 指 六
所 二 を 定 十
支 十 同 障 四

同 範
項 囲
中 で

兼「
第 用
四 す
条 る

こ（
第 と
七 が
項 で

摩 多
マ 目
ッ 的
サ 室
ー そ
ジ の
指 他
圧 運
師 営
、 上
は 必

い ス 所
。 管 」

理 と
責 い
任 う
者 。
を ）
除 と
く 一
。 体
） 的

害 し
福 、
祉 指
サ 定
ー 障
ビ 害
ス 者
事 支
業 援
を 施
行 設

援 四 一 害 号
を 年 の 児 ）
行 山 施 入 第
う 口 設 所 四
場 県 に 施 十
合 条 お 設 二
に 例 い を 条
係 第 て い 第
る 四 一 う 一
部 十 体 。 号
分 七 的 ） に

を き
除 る
く 。
。

一 ）
三 」
一 と

あ
る
の

り 要
師 な
又 設
は 備
き を
ゅ 設
う け
師 な
の け
学 れ

の に
う 管
ち 理
そ 運
れ 営
ぞ を
れ 行
一 う
人 事
以 業

う の
事 管
業 理
所 上
、 支
指 障
定 が
障 な
害 い
者 場

に 号 に の 規
限 ） 提 指 定
る 第 供 定 す
。 四 し を る
） 条 て 併 福
に い せ 祉（
規 第 る て 型
定 七 場 受 障
す 項 合 け 害
る を に 、 児
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第
十
三
条

指
定
障
害

第 第（ （ （
健 十 食 十 提 を
康 二 事 一 供 交
管 条 ） 条 拒 付
理 否 し
） 指 指 の て

定 定 禁 説
障 障 止 明
害 害 ） を

第 ５（
ス 込 十 重
の み 条 要 指
種 を 事 定
類 行 指 項 障
ご っ 定 の 害
と た 障 説 者
に と 害 明 支
、 き 者 等 援

４ ３ ２
い の 「

前 指 。 体 指 施
項 定 制 定 設
の 障 を 障 内
訓 害 整 害 防
練 者 備 者 災
の 支 し 支 計
う 援 、 援 画

第 （
等 九 非 の は

条 常 はに 「
災 第応 「

指 害 第 六じ
定 対 一 条て
障 策 項、 （
害 ） 、 第地
者 第 四震

者
支
援
施
設
は
、
常
に
利
用
者

者 者 行
支 支 い
援 援 、
施 施 当
設 設 該

は 施（
施 、 設
設 正 障
入 当 害
所 な 福
支 理 祉
援 由 サ

運 は 支 ） 施
営 、 援 設
規 当 施 は
程 該 設 、
の 利 は 前
概 用 、 二
要 申 支 項
、 込 給 の
従 者 決 訓
業 に 定 練
者 係 障 の
の る 害 結

ち 施 こ 施 」
、 設 れ 設 と
避 は ら は い
難 、 の 、 う
及 非 体 施 。
び 常 制 設 ）
消 災 に 内 を
火 害 つ 防 策
の に い 災 定
訓 備 て 計 し
練 え 定 画 な
は る 期 に け

支 三 項、
援 項 及風
施 及 び水
設 び 第害
は 前 六、
、 項 項火
消 」 を災
火 と 除そ
器 読 くの
、 み 。他
非 替 ）の
常 え 」

の
健
康
状
態
に
注
意
を
払
う

を が ー
提 な ビ
供 く ス
す 、 の
る 施 提
場 設 供
合 障 の
に 害 開
限 福 始
る 祉 に
。 サ つ

勤 障 者 果
務 害 に（
の の 法 基
体 特 第 づ
制 性 十 き
そ に 九 、
の 応 条 施
他 じ 第 設
の た 一 内
利 適 項 防
用 切 の 災

、 た 的 基 れ
定 め に づ ば
期 、 従 き な
的 こ 業 、 ら
に れ 者 非 な
行 に 及 常 い
わ 対 び 災 。
な す 利 害
け る 用 時
れ 不 者 の
ば 断 等 関

災
口 る と害
そ も 、が
の の発 「
他 と 第生
の す 一し
非 る 項た 常 。 及場 災 び合 害 第に に 二お 対 項

と
と
も
に
、
健
康
保
持
の
た

） ー い
は ビ て
、 ス 同
正 の 意
当 提 を
な 供 得
理 を な
由 拒 け
が ん れ
な で ば
く は な

申 な 支 計
込 配 給 画
者 慮 決 の
の を 定 検
サ し を 証
ー つ 受 及
ビ つ け び
ス 、 た 必
の 当 障 要
選 該 害 な
択 利 者 見

な の に 係
ら 注 周 機
な 意 知 関
い と す へ
。 訓 る の

練 と 通
を と 報
す も 及
る に び
よ 、 連
う 市 絡

け する （
る 生安 必 活全 要 介の な 護確 設 及保 備 びの を 施た 設 設

め け 入
の る 所

め
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
な

、 な ら
食 ら な
事 な い
の い 。
提 。
供
を
拒
ん
で
は

に 用 を 直
資 申 い し
す 込 う を
る 者 。 行
と に ） わ
認 対 が な
め し 施 け
ら 、 設 れ
れ 実 障 ば
る 施 害 な
重 す 福 ら

努 町 の
め 等 体
な と 制
け の 並
れ 連 び
ば 携 に
な 協 利
ら 力 用
な 体 者
い 制 を
。 を 円

体 と 支
制 と 援
及 も を
び に 行
避 、 う
難 周 場
の 辺 合
方 の に
法 地 係
等 域 る
を の 部

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

要 る 祉 な
事 施 サ い
項 設 ー 。
を 障 ビ
記 害 ス
載 福 の
し 祉 利
た サ 用
書 ー の
面 ビ 申

整 滑
備 に
し 避
な 難
け 誘
れ 導
ば す
な る
ら た
な め

定 環 分
め 境 に
た 及 限
防 び る
災 利 。
計 用 ）
画 者 」

の と（
以 特 あ
下 性 る

一
三
二
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第
措 十
置 九
を 条
講
じ 指
な 定
け 障
れ 害

２ 第（ （
緊 十 苦 措
急 指 八 情 置
時 定 条 の を
の 障 処 講
対 害 指 理 じ
応 者 定 ） な
） 支 障 け

援 害 れ

２ 第 ２（
十 秘 必 他

指 七 密 要 指 利
定 条 を な 定 用
障 守 事 障 者
害 指 る 項 害 の
者 定 義 を 者 行
支 障 務 記 支 動
援 害 ） 録 援 を

第 第（ （
十 身 及 十 介
六 体 び 五 護
条 的 訓 条 等

拘 練 の
指 束 を 指 原
定 等 行 定 則
障 の わ 障 ）
害 禁 な 害

２ 第 （
い け 十 衛
。 指 れ 四 生

ば 条 管定
な 理障
ら 指 等害
な 定 ）者
い 障支
。 害援

ば 者
な 支
ら 援
な 施
い 設
。 の

従
業
者
は
、
利

施 者 ば
設 支 な
は 援 ら
、 施 な
前 設 い
項 は 。
の 、
苦 利
情 用
を 者
受 又
け は

施 者 し 施 制
設 支 な 設 限
は 援 け は す
、 施 れ 、 る
従 設 ば 身 行
業 の な 体 為
者 従 ら 的 （
又 業 な 拘 以
は 者 い 束 下
従 又 。 等 「
業 は を 身
者 従 行 体

者 止 け 者
支 ） れ 支
援 ば 援
施 な 施
設 ら 設
は な は
、 い 、
利 。 利
用 用
者 者
又 の
は 心

者施
支設
援は
施、
設感
は染
、症
利又
用は
者食
の中
使

用
者
に
病
状
の
急
変
が
生
じ

付 そ
け の
た 家
場 族
合 か
は ら
、 の
当 苦
該 情
苦 の
情 適

で 業 う 的
あ 者 場 拘
っ で 合 束
た あ は 等
者 っ 、 」
が た そ と
、 者 の い
正 は 態 う
当 、 様 。
な 正 及 ）
理 当 び を

他 身
の の
利 状
用 況
者 に
の 応
生 じ
命 、
又 利
は 用
身 者

毒
用の
す発
る生
設を
備予
及防 びし 飲、 用又 には 供

た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合

の 切
内 か
容 つ
等 迅
を 速
記 な
録 処
し 理
な の
け た
れ め

由 な 時 行
が 理 間 っ
な 由 、 て
く が そ は
、 な の な
そ く 際 ら
の 、 の な
業 そ 利 い
務 の 用 。
上 業 者
知 務 の

体 の
を 自
保 立
護 の
す 支
る 援
た と
め 日
緊 常
急 生
や 活

そ すの るま 水ん に延 つを い防 て止 、す 衛
る 生
た 的

は
、
速
や
か
に
医
療
機
関
へ

ば に
な 必
ら 要
な な
い 措
。 置

を
講
じ
な
け

り 上 心
得 知 身
た り の
人 得 状
の た 況
秘 人 並
密 の び
を 秘 に
漏 密 緊
ら を 急
す 漏 や

む の
を 充
得 実
な に
い 資
場 す
合 る
を よ
除 う
き 、
、 適

め な
必 管
要 理
な に
措 努
置 め
を 、
講 又
ず は
る 衛
よ 生

の
連
絡
を

一 行
三 う
三 等

必
要
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ ら む
と し を
が て 得
な は な
い な い
よ ら 理
う な 由
必 い そ
要 。 の
な 他

身 切
体 な
の 技
自 術
由 を
の も
拘 っ
束 て
そ 介
の 護

う 上
努 必
め 要
な な
け 措
れ 置
ば を
な 講
ら じ
な な
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年
厚
生
労
働
省
令
第

第 三 一 る 省 身
十 十 項 基 令 体
五 五 の 準 障（
条 年 規 平 害（
の 法 定 平 成 者
十 律 に 成 十 福
一 第 よ 十 八 祉
第 三 り 四 年 法

３
体 ち 体 は
障 旧 障 法 、
害 身 害 附 当
者 体 者 則 分
福 障 福 第 の
祉 害 祉 四 間
法 者 法 十 、
第 福 一 第（

２ １ 第（ （
経 施 二

省 過 こ 行 十
令 措 の 期 附 一
附 置 条 日 条
則 ） 例 ） 則
第 は こ
一 、 の
条 平 条

２ 第（ （
規 利 二 事
則 指 用 十 故
へ 定 者 条 発
の 障 の 生
委 害 家 指 時
任 者 族 定 の
） 支 等 障 対

援 に 害 応
八
十
一
号
。
以
下
「
旧
知
的
障

一 十 な 年 厚 第
項 七 お 厚 生 十
の 号 従 生 労 七
指 。 前 労 働 条
定 以 の 働 省 の
を 下 例 省 令 十
受 に 令 第 第「
け 旧 よ 第 百 一
て 知 り 七 六 項
い 的 運 十 十 の
る 障 営 九 九 指
も 害 を 号 号 定

十 祉 昭 条 八
七 法 和 第 条
条 第 二 一 第
の 十 十 項 一
十 七 四 の 項
第 条 年 規 の
一 の 法 定 訓
項 十 律 に 練
の 第 第 よ ・
指 一 二 り 作
定 項 百 な 業
を の 八 お 室

の 成 例
二 二 に
の 十 定
規 四 め
定 年 る
に 十 も
よ 月 の
る 一 の
就 日 ほ
労 か か
継 ら 、
続 施 指

施 連 者 ）
設 絡 支
は を 援
、 行 施
前 う 設
項 と は
の と 、
事 も 利
故 に 用
の 、 者
状 必 に
況 要 対

害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準

の 者 す ） 。 を
福 る 第 以 受（

整 祉 こ 二 下 け
備 法 と 条 て「
省 」 が 第 整 い
令 と で 三 備 る
に い き 号 省 も
よ う る イ 令 の
る 。 こ に 」 （
廃 ） と 規 と 障
止 第 と 定 い 害

受 指 十 従 を
け 定 三 前 設
て を 号 の け
い 受 。 例 な
る け 以 に い
も て 下 よ こ
の い り と「
若 る 旧 運 が
し も 身 営 で
く の 体 を き
は 、 障 す る

支 行 定
援 す 障

る 害
型 。 者
を 支
提 援
供 施
す 設
る の
指 運
定 営

及 な す
び 措 る
事 置 施
故 を 設
に 講 障
際 じ 害
し な 福
て け 祉
採 れ サ
っ ば ー
た な ビ

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

前 二 さ す う 者
の 十 れ る 。 自
指 一 た 指 ） 立
定 条 法 定 に 支
知 の 附 特 よ 援
的 六 則 定 る 法
障 に 第 身 廃 の
害 規 五 体 止 一
者 定 十 障 前 部
更 す 二 害 の の
生 る 条 者 指 施

旧 旧 害 る 。
身 身 者 こ
体 体 福 と
障 障 祉 が
害 害 法 で
者 者 」 き
福 福 と る
祉 祉 い こ
法 法 う と
第 第 。 と
三 三 ） さ

障 に
害 関
者 す
支 る
援 必
施 要
設 な
に 基
つ 準
い は
て 、

処 ら ス
置 な の
に い 提
つ 。 供
い に
て よ
、 り
記 事
録 故
し が
な 発

号
イ
に
規
定
す
る
指
定
知
的

施 知 の 入 定 行
設 的 規 所 身 に
等 障 定 授 体 伴
の 害 に 産 障 う
設 者 よ 施 害 厚
備 更 る 設 者 生
及 生 改 に 更 労
び 施 正 限 生 働
運 設 前 る 施 省
営 の の 。 設 関
に う 知 ） 等 係

十 十 第 れ
一 条 二 た
条 に 十 法
に 規 九 附
規 定 条 則
定 す に 第
す る 規 三
る 身 定 十
身 体 す 五
体 障 る 条
障 害 身 の

は 規
、 則
就 で
労 定
継 め
続 る
支 。
援

型
の

け 生
れ し
ば た
な 場
ら 合
な は
い 、
。 速

や
か
に

障
害
者
入
所
更
生
施
設
に

関 ち 的 、 の 省
す 旧 障 法 設 令
る 知 害 附 備 の
基 的 者 則 及 整
準 障 福 第 び 備

害 祉 五 運 等（
平 者 法 十 営 に
成 福 八 に 関（
十 祉 昭 条 関 す
四 法 和 第 す る

害 者 体 規
者 療 障 定
授 護 害 に
産 施 者 よ
施 設 更 る
設 の 生 改
の う 施 正
う ち 設 前
ち 旧 の の
旧 身 う 身

提
供
に
支
障
が
な
い
場
合

県
及
び
市
町
並
び
に
当
該

一
三
四
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第 第
七 六
章 章

就 就
労 労
継 移
続 行

第 第 第 第 第
五 四 三 二 一
章 章 章 章 章

自 自 生 療 総
立 立 活 養 則
訓 訓 介 介 （
練 練 護 護 第

目 山
次 口 障

県 平 害
障 条 成 福
害 例 二 祉
福 第 十 サ
祉 四 四 ー
サ 十 年 ビ
ー 二 七 ス

れ 障 号 規
、 害 ） 定
又 福 第 す
は 祉 二 る
改 サ 十 精
築 ー 三 神
さ ビ 条 障
れ ス 第 害

者 十 福 て 限
福 八 祉 い る
祉 条 法 る 。
に の 第 も ）
関 規 二 の 、
す 定 十 旧（
る に 一 旧 知
法 よ 条 知 的

支 支
援 援

（
型 第

三（
第 十
三 一
十 条
五
条 第

三
第 十

一（ （ （ （
生 機 第 第 条
活 能 十 四
訓 訓 六 条 第
練 練 条 三
） ） 第 条

第 十 ）（ （
第 第 二 五
二 二 十 条
十 十 三 ）
六 四 条
条 条 ）

ビ 号 月 事
ス 十 業
事 日 の
業 設
の 備
設 及
備 び
及 運
び 営
運 に
営 関
に す

る を 一 者
等 提 号 授
建 供 に 産
物 す 規 施
の る 定 設
構 場 す （
造 合 る 整
を に 精 備
変 お 神 省
更 け 障 令
し る 害 に
た こ 者 よ

律 り の 的 障
な 八 障 害（

昭 お に 害 者
和 従 規 者 福
二 前 定 更 祉
十 の す 生 法
五 例 る 施 第
年 に 知 設 二
法 よ 的 等 十
律 り 障 指 一
第 運 害 定 条
百 営 者 基 の

三 四
十 条
九 ）
条
）

・
第 第
三 二
十 十
条 五
） 条

）

関 る
す 基
る 準
基 を
準 定
を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

も れ 通 る
の ら 所 廃
を の 授 止
除 施 産 前
く 設 施 の
。 の 設 精
） 建 及 神
に 物 び 障
つ 同 害（
い 基 条 者
て 本 第 社

二 を 通 準 七
十 す 勤 第 に
三 る 寮 二 規
号 こ の 条 定
） と う 第 す
第 が ち 二 る
五 で 旧 号 知
十 き 知 イ 的
条 る 的 に 障
の こ 障 規 害
二 と 害 定 者

こ
に
公
布
す
る
。

は 的 二 会
、 な 号 復
当 設 に 帰
分 備 規 施
の が 定 設
間 完 す の
、 成 る 設
第 し 精 備
八 て 神 及
条 い 障 び
第 る 害 運

第 と 者 す 授
一 さ 福 る 産
項 れ 祉 指 施
第 た 法 定 設
一 法 第 特 の
号 附 十 定 う
に 則 五 知 ち
規 第 条 的 旧
定 四 の 障 知
す 十 十 害 的
る 六 一 者 障

山
口
県
知
事

二

一 も 者 営
項 の 小 に
の を 規 関
多 含 模 す
目 み 通 る
的 、 所 基
室 平 授 準
を 成 産 （
設 十 施 平
け 八 設 成
な 年 を 十

精 条 第 入 害
神 の 一 所 者
障 規 項 授 福
害 定 の 産 祉
者 に 指 施 法
生 よ 定 設 第
活 る を に 十
訓 改 受 限 五
練 正 け る 条
施 前 て 。 の
設 の い ） 十

一
三
五

井

関

成

い 十 除 二
こ 月 く 年
と 一 。 厚
が 日 ） 生
で 以 に 省
き 後 お 令
る に い 第
。 増 て 八

築 施 十
さ 設 七

若 精 る 若 一
し 神 も し 第
く 保 の く 一
は 健 又 は 項
同 及 は 旧 の
項 び 法 知 指
第 精 附 的 定
二 神 則 障 を
号 障 第 害 受
に 害 四 者 け
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る
。
）
は
、
利
用
者

第 （
一三
般 業 第 支 業条
原 の 四 援 及
則 う 項 を び障
） ち に い 就害

二 規 う 労福
以 定 。 継祉
上 す ） 続サ

五 四 三 二
定

多 就 就 自 す
機 労 労 立 る
能 継 継 訓 自
型 続 続 練 立

支 支 訓（
生 援 援 生 練

第 第（ （
一 二 定 ビ 一 趣

条 義 ス 条 旨
自 ） 事 ）
立 こ 業 こ
訓 の の の
練 条 設 条

例 備 例（
機 に 及 は

附 第 第 第
則 十 九 八

第 章 章 章
一
章 雑 多 就

則 機 労
総 能 継（
則 第 型 続

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

の る の 支ー
事 放 事 援ビ
業 課 業ス
を 後 、 型事
一 等 医 の業
体 デ 療 事を
的 イ 型 業行
に サ 児 並う
行 ー 童 び者
う ビ 発 に（
こ ス 達 児以
と を 支 童

活 活 （
介 型 型 訓 機
護 練 能
の 省 省 ） 訓
事 令 令 練
業 第 第 省 ）
、 六 六 令 を
自 条 条 第 い
立 の の 六 う
訓 十 十 条 。
練 第 第 の

二 一 六

能 お び 、
訓 い 運 障
練 て 営 害
） 、 に 者

次 関 自
障 の す 立
害 各 る 支
者 号 基 援
自 に 準 法
立 掲 を （
支 げ 定 平
援 る め 成

四 事 支
十 業 援
三 所
条 の 型
） 特 （

例 第
四（

第 十
四 条
十 ・
二 第
条 四

す
る
障
害
者
を
い
う
。
以
下

下
い 援 発（「

同 う 達障 （
法 。 同 支害
に ） 条 援福
規 の 第祉 （
定 事 三 児サ す 業 項 童ー る 及 に 福ビ 事 び 規 祉ス 業 保 定 法事 の 育 す

（
機 号 号 第
能 に に 二
訓 規 規 号
練 定 定 に
） す す 規
の る る 定
事 就 就 す
業 労 労 る
、 継 継 自
自 続 続 立
立 支 支 訓

法 用 る 十
施 語 も 七
行 の の 年
規 意 と 法
則 義 す 律

は る 第（
平 、 。 百
成 当 二
十 該 十
八 各 三
年 号 号

） 十
一
条
）

同
じ
。
）
の
意
向
、
適
性
、

業 （
み 所 る 昭者 を 等 医 和」 行 訪 療 二と う 問 型 十い 場 支 児 二う 合 援 童 年。 を 発 法（） 除 同 達 律
く 条 支 第（

次 。 第 援 百章 ） 五 を 六

訓 援 援 練
練 （

型 型 生（
生 を を 活
活 い い 訓
訓 う う 練
練 。 。 ）
） を
の い
事 う
業 。

厚 に 。
生 定 以
労 め 下
働 る 「
省 と 法
令 こ 」
第 ろ と
十 に い
九 よ う
号 る 。
。 。 ）

障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情

か を 項 い 十
ら い に う 四
第 う 規 。 号
八 。 定 ） ）
章 す の 第
ま る 事 六
で 保 業 条
に 育 、 の
規 所 放 二
定 等 課 第
す 訪 後 二

、
就
労
移
行
支
援
の
事
業
、

以 第
下 八

十「
省 条
令 第
」 一
と 項
い の
う 規
。 定
） に

を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成

る 問 等 項
事 支 デ に
業 援 イ 規
を を サ 定
行 い ー す
う う ビ る
も 。 ス 児
の ） 童（
に の 同 発
限 事 条 達

就
労
継
続
支
援

型
の
事

第 基
六 づ
条 き
の 、
六 障
第 害
一 福
号 祉
に サ
規 ー

一
三
六
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２
の
限 療
り 養
で 介
な 護
い 事
。 業

所

第 第（
を 六 設 ば 五
設 条 備 な 条
け ） ら
な 療 な 療
け 養 い 養
れ 介 。 介
ば 護 護
な 事 の

第（ （
規 な か 四 療
模 け れ 条 養
） れ て 介 第

ば い 療 護 二
な る 養 の 章
ら 環 介 原
な 境 護 則 療
い に の ） 養

５ ４
の 等 ビ
保 障 必 障 ス
健 害 要 害 又
衛 福 な 福 は
生 祉 措 祉 福
及 サ 置 サ 祉
び ー を ー サ
安 ビ 講 ビ ー

３ ２
ら こ し

障 な 障 と 、
害 い 害 に こ
福 。 福 よ れ
祉 祉 り に
サ サ 利 基
ー ー 用 づ
ビ ビ 者 き

の
設
備
は
、
専
ら
当
該
療
養
介

ら 業 事
な 所 業
い に を
。 は 行

、 う
医 事
療 業
法 所
（ （
昭 以
和 下
二

。 応 事 介
じ 業 護
て は
機 、
能 利
訓 用
練 者
、 が
療 自
養 立
上 し
の た

全 ス ず ス ビ
に 事 る 事 ス
つ 業 よ 業 を
い 者 う 者 提
て が 努 は 供
十 当 め 、 す
分 該 な 利 る
な 事 け 用 者
考 業 れ 者 等
慮 を ば の と
を 行 な 人 の
払 う ら 権 密

ス ス に 利
事 事 対 用
業 業 し 者
者 者 て に
は は 適 対
、 、 切 し
地 利 か て
域 用 つ 障
及 者 効 害
び の 果 福
家 意 的 祉
庭 思 に サ

護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も

「
十 療
三 養
年 介
法 護
律 事
第 業
二 所
百 」
五 と
号 い
） う

管 日
理 常
、 生
看 活
護 又
、 は
医 社
学 会
的 生
管 活
理 を

わ 事 な の 接
な 業 い 擁 な
け 所 。 護 連
れ の 、 携
ば 構 虐 に
な 造 待 努
ら 設 の め
な 備 防 な
い に 止 け
。 は 等 れ

、 の ば

と 及 障 ー
の び 害 ビ
結 人 福 ス
び 格 祉 を
付 を サ 提
き 尊 ー 供
を 重 ビ す
重 し ス る
視 、 を と
し 常 提 と
た に 供 も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に 。
規 ）
定 は
す 、
る 二
病 十
院 人
と 以
し 上
て の
必 人

の 営
下 む
に こ
お と
け が
る で
介 き
護 る
及 よ
び う
日 、

利 た な
用 め ら
者 に な
の 必 い
特 要 。
性 な
に 体
応 制
じ の
て 整
工 備

運 利 し に
営 用 な 、
を 者 け そ
行 の れ の
い 立 ば 効
、 場 な 果
市 に ら に
町 立 な つ
、 っ い い
他 た 。 て
の 障 継

た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に

要 員
な を
設 利
備 用
及 さ
び せ
多 る
目 こ
的 と
室 が
そ で

常 当
生 該
活 利
上 用
の 者
世 の
話 身
を 体
適 及
切 び
か 精

夫 を
を 行
し う
、 と
か と
つ も
、 に
日 、
照 職
、 員
採 に

障 害 続
害 福 的
福 祉 な
祉 サ 評
サ ー 価
ー ビ を
ビ ス 実
ス を 施
事 提 す
業 供 る
者 す 等

支
障
が
な

一 い
三 場
七 合

は
、
こ

の き
他 る
運 規
営 模
上 を
必 有
要 し
な な
設 け
備 れ

つ 神
効 の
果 状
的 況
に 並
行 び
う に
も そ
の の
で 置

光 対
、 し
換 、
気 研
そ 修
の を
他 実
利 施
用 す
者 る

そ る そ
の よ の
他 う 他
の 努 の
保 め 措
健 な 置
医 け を
療 れ 講
サ ば ず
ー な る



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
衛
生
管
理
等
）

５ ４ ３ ２
制 び

療 前 療 を 療 避
養 項 養 整 養 難
介 の 介 備 介 の
護 訓 護 し 護 方
事 練 事 、 事 法
業 の 業 こ 業 等
者 う 者 れ 者 を

第 第（ （
も 九 非 八 管
に 条 常 条 理
、 災 者
周 療 害 療 の
辺 養 対 養 資
の 介 策 介 格
地 護 ） 護 ）
域 の 事

４ ３
し 同 こ 養
、 生 と 介 療時
利 活 が 護 養に
用 支 で 事 介一
者 援 き 業 護又
の 員 る 所 事は
支 及 。 の 業複
援 び 他 所数

２ 第 （
な び 七 職

前 け サ 条 員
項 れ ー ）
に ば ビ 療
規 な ス 養
定 ら 管 介
す な 理 護
る い 責 事

は ち は ら は 定
、 、 、 の 、 め
前 避 非 体 施 た
二 難 常 制 設 防
項 及 災 に 内 災
の び 害 つ 防 計
訓 消 に い 災 画
練 火 備 て 計 （
の の え 定 画 以
結 訓 る 期 に 下
果 練 た 的 基 「
に は め に づ 施

の 事 業
環 業 所
境 を の
及 行 管
び う 理
利 者 者
用 は（
者 以 、
の 下 医
特 師「
性 療 で
等 養 な

に サ の のの
支 ー 業 管利
障 ビ 務 理用
が ス に 者者
な 管 従 はに
い 理 事 、対
場 責 し 専し
合 任 、 らて
は 者 又 そ一
、 は は の体
こ 、 当 職的
の 専 該 務

職 。 任 業
員 者 所
に に（
関 障 は
し 害 、
必 福 管
要 祉 理
な サ 者
基 ー 並
準 ビ び
は ス に
、 の 規

基 、 、 職 き 設
づ 定 こ 員 、 内
き 期 れ 及 非 防
、 的 に び 常 災
施 に 対 利 災 計
設 行 す 用 害 画
内 わ る 者 時 」
防 な 不 等 の と
災 け 断 に 関 い
計 れ の 周 係 う
画 ば 注 知 機 。

に 介 け
応 護 れ
じ 事 ば
て 業 な
、 者 ら
地 」 な
震 と い
、 い 。
風 う
水 。
害 ）

に
限 ら 療 に行
り 当 養 従わ
で 該 介 事れ
な 療 護 するい 養 事 るも。 介 業 者の 護 所 でを 事 以 ない 業 外 けう 所 の れ。 の 障 ば

規 提 則
則 供 で
で に 定
定 係 め
め る る
る サ 員
。 ー 数

ビ の
ス 医
管 師
理 、

の な 意 す 関 ）
検 ら と る へ を
証 な 訓 と の 策
及 い 練 と 通 定
び 。 を も 報 し
必 す に 及 な
要 る 、 び け
な よ 市 連 れ
見 う 町 絡 ば
直 努 等 の な
し め と 体 ら

、 は
火 、
災 消
そ 火
の 器
他 、
の 非
災 常
害 口
が そ
発 の

） 職 害 なご 務 福 らと に 祉 なに 従 サ い専 事 ー 。ら す ビ た当 る ス だ該 者 事 し
療 又 業 、
養 は を 療
介 療 行 養

を 看
行 護
う 職
者 員
と （
し 看
て 護
厚 師
生 、
労 准
働 看

を な の 制 な
行 け 連 並 い
わ れ 携 び 。
な ば 協 に
け な 力 利
れ ら 体 用
ば な 制 者
な い を を
ら 。 整 円
な 備 滑
い し に

生 他
し の
た 非
場 常
合 災
に 害
お に
け 対
る す
安 る
全 必

護 養 う 介
の 介 事 護
提 護 業 事
供 の 所 業
に 単 、 所
当 位 障 の
た 害 管（
る 療 者 理
者 養 支 上
で 介 援 支
な 護 施 障

大 護
臣 師
が 又
定 は
め 看
る 護
も 補
の 助
を 者
い を
う い

。 な 避
け 難
れ 誘
ば 導
な す
ら る
な た
い め
。 の

体

の 要
確 な
保 設
の 備
た を
め 設
の け
体 る
制 と
及 と

け で 設 が
れ あ 等 な
ば っ の い
な て 職 場
ら 、 務 合
な そ に は
い の 従 、
。 提 事 当
た 供 す 該
だ が る 療

。 う
以 。
下 ）
同 、
じ 生
。 活
） 支
を 援
置 員
か 及

一
三
八
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２

療
第 養
三 介
章 護

事
生 業
活 者

第 第（
連 十 事 な 十
絡 五 故 措 四
を 条 発 置 条
行 生 を
う 療 時 講 療
と 養 の じ 養
と 介 対 な 介
も 護 応 け 護

２ 第 ２（ （
緊 十 苦 じ
急 療 三 情 な 療
時 養 条 の け 養
の 介 処 れ 介
対 護 療 理 ば 護
応 事 養 ） な 事
） 業 介 ら 業

者 護 な 者

第 ２（
十 秘 な 用
二 密 事 療 者
条 を 項 養 の

守 を 介 行
療 る 記 護 動
養 義 録 事 を
介 務 し 業 制
護 ） な 者 限

第 ２ 第（
十 身 な 十
一 体 療 ら 条
条 的 養 な

拘 介 い 療
療 束 護 。 養
養 等 事 介
介 の 業 護
護 禁 者 事

介 は
護 、

前
項
の
事
故
の
状
況
及
び

に 事 ） れ 事
、 業 ば 業
必 者 な 所
要 は ら の
な 、 な 職
措 利 い 員
置 用 。 は
を 者 、
講 に 利
じ 対 用
な す 者
け る に

は 事 い は
、 業 。 、
前 者 職
項 は 員
の 、 又
苦 利 は
情 用 職
を 者 員
受 又 で
け は あ
付 そ っ
け の た

事 け は す
業 れ 、 る
所 ば 身 行
の な 体 為
職 ら 的 （
員 な 拘 以
又 い 束 下
は 。 等 「
職 を 身
員 行 体
で う 的
あ 場 拘

事 止 は 業
業 ） 、 者
者 感 は
は 染 、
、 症 利
利 又 用
用 は 者
者 食 の
又 中 使
は 毒 用
他 の す
の 発 る

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置

れ 療 病
ば 養 状
な 介 の
ら 護 急
な の 変
い 提 が
。 供 生

に じ
よ た
り 場
事 合

た 家 者
場 族 が
合 か 、
は ら 正
、 の 当
当 苦 な
該 情 理
苦 の 由
情 適 が
の 切 な
内 か く

っ 合 束
た は 等
者 、 」
は そ と
、 の い
正 態 う
当 様 。
な 及 ）
理 び を
由 時 行
が 間 っ

利 生 設
用 を 備
者 予 及
の 防 び
生 し 飲
命 、 用
又 又 に
は は 供
身 そ す
体 の る
を ま 水

に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け
れ

故 そ
が の
発 他
生 必
し 要
た な
場 場
合 合
は は
、 、
速 速

容 つ 、
等 迅 そ
を 速 の
記 な 業
録 処 務
し 理 上
な の 知
け た り
れ め 得
ば に た
な 必 人

な 、 て
く そ は
、 の な
そ 際 ら
の の な
業 利 い
務 用 。
上 者
知 の
り 心
得 身

保 ん に
護 延 つ
す を い
る 防 て
た 止 、
め す 衛
緊 る 生
急 た 的
や め な
む 必 管
を 要 理

ば
な
ら
な
い
。

や や
か か
に に
県 他
及 の
び 専
市 門
町 医
並 療
び 機
に 関

ら 要 の
な な 秘
い 措 密
。 置 を

を 漏
講 ら
じ す
な こ
け と
れ が
ば な

た の
人 状
の 況
秘 並
密 び
を に
漏 緊
ら 急
し や
て む
は を

得 な に
な 措 努
い 置 め
場 を 、
合 講 又
を ず は
除 る 衛
き よ 生
、 う 上
身 努 必
体 め 要

一
三
九

当 へ
該 の
利 連
用 絡
者 を
の 行
家 う
族 等
等 必
に 要

な い
ら よ
な う
い 必
。 要

な
措
置
を
講

な 得
ら な
な い
い 理
。 由

そ
の
他
必
要

の な な
自 け 措
由 れ 置
の ば を
拘 な 講
束 ら じ
そ な な
の い け
他 。 れ
利 ば
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活
介
護
事
業
所
の
他

４ ３ ２ 第
の じ 十

生 第 訓 理 。 九
活 一 練 学 ） 条
介 項 を 療 、
護 に 行 法 理 生
事 規 う 士 学 活
業 定 能 又 療 介
所 す 力 は 法 護

４ ３ ２（
職 の
員 限 生 相 前
） り 活 談 項

で 介 室 に
な 護 及 規
い 事 び 定
。 業 多 す

所 目 る

第 （
と う 設 認 れ十
が 。 備 め ば八
で ） ） る な条
き を も ら
る 設 の な生
場 け に い活
合 な お 。介
で け い た護

第 第（ （
十 規 は 十 生
七 模 生 六 活
条 ） 産 条 介

活 護
生 動 生 の
活 の 活 原
介 機 介 則
護 会 護 ）

の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該

の る を 作 士 事管 職 有 業 又 業理 員 す 療 は 所者 に る 法 作 には 関 看 士 業 は、 し 護 を 療 、専 必 師 確 法
管ら 要 そ 保 士
理そ な の す 、
者の 基 他 る 生
並職 準 の こ 活
び務 は 者 と 支

の 的 設
設 室 備
備 に に
は つ 関
、 い し
専 て 必
ら は 要
当 、 な
該 利 基
生 用 準
活 者 は
介 の 、

あ れ て だ事
っ ば 事 し業
て な 業 、所
、 ら を 離に
利 な 行 島は
用 い う そ、
者 。 生 の訓
の た 活 他練
支 だ 介 の・
援 し 護 地作
に 、 事 域業
支 他 業 で

の の の
事 提 事
業 供 業
を そ は
行 の 、
う 他 利
事 の 用
業 便 者
所 宜 が

の 自（
以 提 立
下 供 し

生
活
介
護
事
業
所
以
外
の
障

にに 、 を が 援
従 規 機 困 員 規
事 則 能 難 及 則
す で 訓 な び で
る 定 練 場 サ 定
者 め 指 合 ー め
で る 導 は ビ る
な 。 員 、 ス 員
け と こ 管 数れ し れ 理 のば て ら 責

護 支 規
事 援 則
業 に で
所 支 定
の 障 め
用 が る
に な 。
供 い
す 範
る 囲
も で

室
障 の 所 あ、
が 社 に っ相
な 会 つ て談
い 福 い 厚室
と 祉 て 生、
き 施 は 労洗は 設 、 働面、 等 十 大所訓 の 人 臣、練 設 以 が便・ 備 上 定

を た「
生 適 日
活 切 常
介 か 生
護 つ 活
事 効 又
業 果 は
所 的 社
」 に 会
と 行 生
い う 活

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

医な 置 の 任 師ら く 者 者 、な こ に を 看い と 代 置
護。 が え か
職た で て な
員だ き 、 け

し る 日 れ （
保、 。 常 ば
健生 生 な
師活 活 ら

の 兼
で 用
な す
け る
れ こ
ば と
な が
ら で
な き
い る
。 。

所作 を と め及業 利 す るび室 用 る も多等 す こ の目の る と の的一 こ が う室部 と で ちそを に き 、
の設 よ る 将
他け り 。 来
運な 当 的

う も を
。 の 営
） で む
は な こ
、 け と
二 れ が
十 ば で
人 な き
以 ら る
上 な よ
の い う

う
事
業
所
、
障
害
者
支
援
施

介 を な 又
護 営 い は
事 む 。 看
業 た 護
所 め 師
の に 若
管 必 し
理 要 く上 な は支 機 准障 能

た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に

営い 該 に
上こ 生 も
必と 活 利
要が 介 用
なで 護 者
設き 事 の
備る 業 確

。 所 保（
以の の
下効 見

果 込「

人 。 、
員 入
を 浴
利 、
用 排
さ せ
せ つ
る 及
こ び
と 食
が 事

設
等
の
職
務
に
従
事
す
る

看が の 護な 減
師い 退
を場 を
い合 防
うは 止
。、 す
以当 る
下該 た

生 め 同

支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ

訓的 み
練な が
・運 な
作営 い
業を と
室期 し
等待 て
」す 知
とる 事

こ い が

で の
き 介
る 護
規 、
模 創
を 作
有 的
し 活
な 動
け 又

一
四
〇
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（
準 持
用 、
） 向

上
等
の
た
め

第 第（
自 医 二二
立 療 十十
訓 第 機 三四
練 四 関 条条

章 」（
機 と 前自
能 自 あ 章立
訓 立 る訓 （

第 ３ ２（ （
準 二 健 れ
用 十 康 一 従 従
） 二 管 人 た た

条 理 以 る る
） 上 事 事

生 は 業 業
活 、 所 所
介 常 を は

第 第（
と 二 従 福 二
い 十 た 祉 十
う 一 る 事 条
。 条 事 業
） 業 に 生
と 生 所 二 活
一 活 を 年 介
体 介 設 以 護

５（
管 た 提 こ
理 だ 供 生 と
者 し が 活 が
の 、 同 介 で
資 利 時 護 き
格 用 に 事 る
） 者 一 業 。

の 又 所
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
便
宜

練 訓 の 第練
） 練 は 四（
の 、 条機 （
原 機 か能 「
則 能 医 ら訓
） 訓 療 第練

練 機 八）
） 関 条の

」 ま事
と で業
読 をは
み 除

護 勤 設 、
事 か 置 六
業 つ す 人
者 専 る 以
は ら 場 上
、 当 合 の
常 該 に 人
に 主 あ 員
利 た っ を
用 る て 利
者 事 は 用
の 業 、 さ

的 護 置 上 事
に の す 従 業
管 事 る 事 所
理 業 場 し の
運 を 合 た 管
営 行 の 者 理
を う 特 又 者
行 者 例 は は
う ） こ 、（
事 以 れ 社
業 下 ら 会
所 と 福

支 は の
援 複 職
に 数 員
支 の （
障 利 管
が 用 理
な 者 者
い に を
場 対 除
合 し く
は て 。
、 一 ）

の
提
供
を
適
切
か
つ
効
果
的

、
替 く利
え 。用
る ）者
も のが
の 規自
と 定立
す はし る 、た 。 生日 活常 介

健 所 主 せ
康 又 た る
状 は る こ
態 従 事 と
に た 業 が
注 る 所 で
意 事 及 き
を 業 び る
払 所 従 規
う の た 模
と 職 る を

「
生 同 祉（

以 活 等 法
下 介 以 （
こ 護 上 昭
の 事 の 和
条 業 能 二
に 者 力 十
お 」 を 六
い と 有 年
て い す 法

う る 律

こ 体 は
の 的 、
限 に 専
り 行 ら
で わ 当
な れ 該
い る 生
。 も 活

の 介
を 護
い 事

に
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な

生 護活 の又 事は 業社 に会 つ生 い活 てを 準
営 用
む す

と 務 事 有
も に 業 し
に 従 所 な
、 事 の け
健 す 職 れ
康 る 員 ば
保 者 な（
持 で 管 ら
の な 理 な
た け 者 い
め れ 及 。

「
従 。 と 第
た ） 認 四
る は め 十
事 、 ら 五
業 生 れ 号
所 活 る ）
」 介 者 第
と 護 で 十
い 事 な 九
う 業 け 条
。 所 れ 第

う 業
。 所
） の
ご 職
と 務
に に
専 従
ら 事
当 す
該 る
生 者

ら
な
い
。

こ る
と 。
が こ
で の
き 場
る 合
よ に
う お
、 い
身 て
体 、

に ば び
適 な サ
切 ら ー
な な ビ
措 い ス
置 。 管
を 理
講 責
じ 任
な 者
け を

） に ば 一
を お な 項
設 け ら 各
置 る な 号
す 主 い の
る た 。 い
こ る ず
と 事 れ
が 業 か
で 所 に
き 該

活 又
介 は
護 生
の 活
提 介
供 護
に の
当 単
た 位
る （
者 生

一
四
一

機 第
能 十
又 四
は 条
生 中
活 「
能 他
力 の
の 専
維 門

れ 除
ば く
な 。
ら ）
な の
い う
。 ち

そ
れ
ぞ

（
る 以 当
。 下 す

る「
主 者
た 若
る し
事 く
業 は
所 社
」 会

で 活
な 介
け 護
れ で
ば あ
な っ
ら て
な 、
い そ
。 の
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５

自
立
訓
練
（
生
活

４ ３ ２ 第
な ら 二

相 前 ら 宿 な 十
談 二 な 泊 い 八
室 項 い 型 。 条
及 に 。 自 こ
び 規 こ 立 の 自
多 定 の 訓 場 立
目 す 場 練 合 訓

２（
設 に 宿 る
備 お 泊 前 宿
） い 型 項 泊

て 自 の 型
事 立 規 自
業 訓 定 立
を 練 に 訓
行 に か 練

第 第（
の こ 二 規 め 二
見 と 十 模 に 十
込 が 七 ） 必 六
み で 条 要 条
が き な
な る 自 支 自
い 規 立 援 立
と 模 訓 、 訓

第（
自 の に 二
立 は つ 十
訓 第 い 五「
練 五 看 て 条

章 護 準（
生 職 用 第
活 自 員 す 二
訓 立 」 る 章

訓
練
）
事
業
所
の
設
備
は
、
専

的 る 合 の に 練
室 設 に 事 お （
に 備 お 業 い 生
つ に い を て 活
い 関 て 行 は 訓
て し 、 う 、 練
は 必 宿 自 第 ）
、 要 泊 立 十 事
利 な 型 訓 八 業
用 基 自 練 条 所
者 準 立 第 に（
の は 訓 生 一 は

う 係 か を
も る わ い
の 十 ら う
に 人 ず 。
あ 以 、 以
っ 上 宿 下
て の 泊 同
は 人 型 じ
、 員 自 。
十 及 立 ）
人 び 訓 の
以 宿 練 み

し を 練 訓 練
て 有 練（ （
知 し 生 そ 生
事 な 活 の 活
が け 訓 他 訓
認 れ 練 の 練
め ば ） 便 ）
る な の 宜 の
も ら 事 の 事
の な 業 提 業
に い を 供 は
お 。 行 を 、

練 訓 と 。 （
） 練 読 こ 第
の み の 四（
原 生 替 場 条
則 活 え 合 か
） 訓 る に ら

練 も お 第
） の い 八

と て 条
す 、 ま
る 第 で
。 十 を

ら
当
該
自
立
訓
練
（
生
活
訓

支 、 練 活 項 、
援 規 の 訓 た 訓
に 則 み 練 だ 練
支 で を ） し ・
障 定 行 事 書 作
が め う 業 の 業
な る 宿 所 規 室
い 。 泊 定 、（
範 型 以 を 相
囲 自 下 準 談
で 立 用 室

上 泊 及 を
） 型 び 行
の 自 宿 う
人 立 泊 も
員 訓 型 の
を 練 自 を
利 以 立 除
用 外 訓 く
さ の 練 。
せ 自 以 ）
る 立 外 に

い た う 適 利
て だ 事 切 用
事 し 業 か 者
業 、 所 つ が
を 離 効 自（
行 島 以 果 立
う そ 下 的 し
自 の に た「
立 他 自 行 日
訓 の 立 う 常
練 地 訓 も 生

四 除
条 く
中 。

）「
他 及
の び
専 前
門 章
医 （
療 第
機 十

練
）
事
業
所
の
用
に
供
す
る

「
兼 訓 宿 す 、
用 練 泊 る 洗
す 事 型 。 面
る 業 自 所
こ 所 立 、
と に 訓 便
が あ 練 所
で っ 事 及
き て 業 び
る は 所 多
。 、 」 目

こ 訓 の つ
と 練 自 い
が 立 て（
で 生 訓 は
き 活 練 、
る 訓 十（
規 練 生 人
模 ） 活 以
を に 訓 上
有 係 練 と
し る ） す

域 練 の 活（
生 で で 又（
活 あ 生 な は
訓 っ 活 け 社
練 て 訓 れ 会
） 厚 練 ば 生
事 生 ） な 活
業 労 事 ら を
所 働 業 な 営

大 所 い む（
宿 臣 」 。 こ

関 六
」 条
と 及
あ び
る 第
の 二
は 十

三「
医 条
療 を
機 除

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

訓 と 的
練 い 室
・ う そ
作 。 の
業 ） 他
室 に 運
を は 営
設 、 上
け 居 必
な 室 要
い 及 な

な 二 を る
け 十 併 こ
れ 人 せ と
ば 以 て が
な 上 行 で
ら う き（
な 同 自 る
い 項 立 。
。 た 訓

だ 練
し

泊 が と と
型 定 い が
自 め う で
立 る 。 き
訓 も ） る
練 の は よ

の 、 う（
省 う 二 、
令 ち 十 生
第 、 人 活
二 将 以 能

関 く
」 。
と ）
、 の
第 規
十 定
九 は
条 、
中 自

立「
医 訓

。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支

こ び 設
と 浴 備
が 室 を
で を 設
き 設 け
る け な
。 な け

け れ
れ ば
ば な

（
書 生
の 活
知 訓
事 練
が ）
認 事
め 業
る 所
地 は
域 、

十 来 上 力
五 的 の の
条 に 人 維
第 も 員 持
七 利 を 、
号 用 利 向
に 者 用 上
規 の さ 等
定 確 せ の
す 保 る た

師 練
、 （
看 機
護 能
職 訓
員 練
」 ）
と の
あ 事
る 業

一
四
二
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第
通 三
じ 十
て 一
、 条
就
労 就
に 労
必 移

第（
就 自 る 三
労 立 。 十
移 第 訓 こ 条
行 六 練 の
支 章 以 場 第
援 外 合 二
の 就 の に 章
原 労 自 お （

４ ３（
準 い 業 支
用 。 自 を 障 自
） た 行 が 立立

だ う な 訓訓
し 事 い 練練
、 業 場 （（
利 所 合 生生
用 、 は 活活

２ 第 （
な 二 職 係

前 け 十 員 る
項 れ 九 ） 利
に ば 条 用
規 な 者
定 ら 自 の
す な 立 安
る い 訓 全

７ ６
火 二 援

前 建 十 宿 に
項 築 五 泊 支
の 物 年 型 障
規 を 法 自 が
定 い 律 立 な
に う 第 訓 い
か 。 二 練 場

要 行
な 支
知 援
識 の
及 事
び 業
能 は
力 、
の 利
向 用
上 者
の が

則 移 立 い 第
） 行 訓 て 四

支 練 、 条
援 第 か（

生 十 ら
活 四 第
訓 条 八
練 中 条
） ま「
に 他 で
あ の を
っ 専 除

者 障 、 訓訓
の 害 当 練練
支 者 該 ））
援 支 自 事事
に 援 立 業業
支 施 訓 所所
障 設 練 のの
が 等 管職 （
な の 生 理員
い 職 活 者（
場 務 訓 は管
合 に 練 、

職 。 練 性
員 が（
に 生 確
関 活 保
し 訓 さ
必 練 れ
要 ） て
な 事 い
基 業 る
準 所 と
は に 認
、 は め

か 以 百 事 合
わ 下 一 業 は
ら 同 号 所 、
ず じ ） の こ
、 。 第 建 の
規 ） 二 物 限
則 で 条 り（
で な 第 利 で
定 け 九 用 な
め れ 号 者 い
る ば の の 。
建 な 二 日

た 自
め 立
に し
必 た
要 日
な 常
訓 生
練 活
そ 又
の は
他 社

て 門 く
は 医 。
六 療 ）
人 機 及
以 関 び
上 」 第
、 と 二
宿 あ 十
泊 る 条
型 の か
自 は ら

理
は 従 ） 専者
、 事 事 らを
こ す 業 そ除
の る 所 のく
限 こ の 職。
り と 他 務）
で が の にはな で 業 従、い き 務 事専。 る に すら 。 従 る

規 、 た
則 管 も
で 理 の
定 者 は
め 並 、
る び 耐
。 に 火

規 建
則 築
で 物
定 又

物 ら に 常
で な 規 生
あ い 定 活
っ 。 す の
て る た
、 耐 め
知 火 に
事 建 使
が 築 用
火 物 し
災 を な

の 会
便 生
宜 活
の を
提 営
供 む
を こ
適 と
切 が
か で
つ き

立 第「
訓 医 二
練 療 十
に 機 二
あ 関 条
っ 」 ま
て と で
は 、 の
十 第 規
人 二 定
以 十 は

当 事 者該 し で自 、 な立 又 け訓 は れ練 当 ば
該 な（

生 自 ら活 立 な訓 訓 い練 練 。

め は
る 準
員 耐
数 火
の 建
生 築
活 物
支 と
援 す
員 る
、 こ

予 い い
防 う 附
、 。 属
消 以 の
火 下 建
活 同 物
動 じ を
等 。 除
に ） く
関 又 。
し は 以

効 る
果 よ
的 う
に 、
行 生
う 産
も 活
の 動
で そ
な の
け 他

上 一 、
」 条 自
と 第 立
読 二 訓
み 項 練
替 中 （
え 生「
る 六 活
も 人 訓
の 以 練
と 上 ）

） た（
事 生 だ
業 活 し
所 訓 、
の 練 自
職 ） 立
務 事 訓
に 業 練
従 所 （
事 以 生
す 外 活

地 と
域 を
移 要
行 し
支 な
援 い
員 。
及
び
サ
ー

専 準 下
門 耐 同
的 火 じ
知 建 。
識 築 ）
を 物 は
有 、（
す 同 耐
る 条 火
者 第 建
の 九 築

れ の
ば 活
な 動
ら の

一 な 機
四 い 会
三 。 の

提
供
を

す 」 の
る と 事
。 あ 業

る に
の つ
は い

て「
宿 準
泊 用
型 す

る の 訓
者 障 練
で 害 ）
な 福 事
け 祉 業
れ サ 所
ば ー の
な ビ 管
ら ス 理
な 事 上

ビ
ス
管
理
責
任
者
を
置
か

意 号 物
見 の （
を 三 建
聴 に 築
い 規 基
て 定 準
、 す 法
火 る （
災 準 昭
に 耐 和
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第
三
十
七
条

就
労
継

第（ （
設 る 三 規 い 機
備 規 十 模 。 会
） 模 六 ） を

を 条 提
有 供
し 就 す
な 労 る
け 継 と

第 （
三 就 生 十
十 労 活 四
五 継 第 支 条
条 続 七 援 中

支 章 員 「
就 援 、 他
労 就 就 の
継 型 労 労 専

第 第（ （
労 三 準 行 三 認
移 十 用 支 十 定
行 四 ） 援 三 就
支 条 員 条 労
援 」 移
の 第 と 第 行
事 二 あ 二 支
業 章 る 十 援

第 （
き と ん 三 認
ゅ い 摩 十 定
う う マ 二 就
師 。 ッ 条 労
の ） サ 移
学 を ー あ 行
校 行 ジ ん 支
又 う 指 摩 援

続
支
援

型
事
業
所
に
は
、
訓

れ 続 と
ば 支 も
な 援 に
ら 、
な 型 そ
い の の
。 事 知

業 識
を 及
行 び
う 能
事

続 の 継 支 門
支 原 続 援 医
援 則 支 員 療

） 援 」 機
型 と 関
の 型 読 」
事 み と
業 替 あ
は え る
、 る の
利 も は
用 の

の 九 事（ （
第 第 は 条 業
十 四 、 の 所
八 条 規 の「
条 か 職 定 職
及 ら 業 は 員
び 第 指 、 ）
第 八 導 認
二 条 員 定
十 ま 、 就
九 で 生 労
条 を 活 移

は 事 圧 マ 事
養 業 師 ツ 業
成 所 、 サ 所
施 は ー の（
設 以 り ジ 設
と 下 師 指 備
し 又 圧 ）「
て 認 は 師
必 定 き 、
要 就 ゅ は
と 労 う り
さ 移 師 師

練
・
作
業
室
、
相
談
室
、
洗

力
業 の
所 向

上（
以 の
下 た

め「
就 に労 必継 要続 な支

「
者 と 医
が す 療
自 る 機
立 。 関
し 」
た と
日 、
常 第
生 二
活 十
又 九

の 除 支 行
規 く 援 支
定 。 員 援
に ） 」 事
つ 、 と 業
い 第 読 所
て 三 み の
は 章 替 職
、 え 員（
認 第 る に
定 十 も つ

れ 行 の 及
る 支 学 び
設 援 校 き
備 事 又 ゆ
を 業 は う
有 所 養 師
し 」 成 に
な と 施 係
け い 設 る
れ う と 学
ば 。 し 校

面
所
、
便
所
及
び
多
目
的
室

訓援 練
そ型 の事 他業 の所 便」 宜と のい
提う
供。

は 条
社 第
会 一
生 項
活 中
を 「
営 生
む 活
こ 支
と 援
が 員

就 六 の い
労 条 と て
移 、 す 準
行 第 る 用
支 十 。 す
援 九 る
事 条 。
業 及 こ
を び の
除 第 場
く 二 合

な ） て 養
ら が 認 成
な 就 定 施
い 労 さ 設
。 移 れ 認

行 て 定
支 い 規
援 る 則
を 就 （
行 労 昭
う 移 和

そ
の
他
運
営
上
必
要
な
設
備

を）
適は
切、
か十
つ人
効以
果上
的の
に人
行員
うを

で 、
き 地
る 域
よ 移
う 行
、 支
専 援
ら 員
当 」
該 と
利 あ

。 十 に
） 三 お
に 条 い
つ を て
い 除 、
て く 同
準 。 条
用 ） 第
す 及 一
る び 項
。 第 中

場 行 二
合 支 十
は 援 六
、 の 年
あ 事 文
ん 業 部
摩 省（
マ 以 令
ッ 下 ・
サ 厚「
ー 認 生

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

も利
の用
でさ
なせ
ける
れこ
ばと
なが
らで

き な

用 る
者 の
を は
雇 「
用 職
し 業
て 指
就 導
労 員
の 、

こ 二 「
の 十 生
場 九 活
合 条 支
に の 援
お 規 員
い 定 、
て は 地
、 、 域
第 就 移

ジ 定 省
指 就 令
圧 労 第
師 移 二
、 行 号
は 支 ）
り 援 に
師 事 よ
又 業 る
は 」 あ

一
四
四
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援 条
員 第
」 二
と 項
読 中
み 「
替 六
え 人

第 （
は 四 準 な 産
、 十 用 け 活
就 一 ） れ 動
労 条 ば そ
継 な の
続 第 ら 他
支 二 な の
援 章 い 活

第 第（
四 就 準 三「
十 労 十 十用
条 継 第 人 九す

続 八 以 条る
就 支 章 上 。
労 援 」 第こ
継 就 と 二の
続 型 労 、 章場

第（ （
準 事 三 管 が
用 し 十 理 な
） た 八 者 い

者 条 の 場
若 資 合
し 就 格 は
く 労 ） 、
は 継 こ

５ ４ ３ ２
い

就 相 訓 前 。
労 談 練 項 こ
継 室 ・ に の
続 及 作 規 場
支 び 業 定 合
援 多 室 す に

目 は る お
る 以
も 上
の 」
と と
す あ
る る
。 の

は
「
十
人
以

。 動（
型 第 の
の 四 機
事 条 会
業 か の
に ら 提
つ 第 供
い 八 を
て 条 通
準 ま じ
用 で て
す を 、

支 の 継 第 合 （
援 原 続 二 第に

則 支 十 四お
型 ） 援 九 条い
の 条 かて
事 型 第 ら、
業 一 第第
は 項 八十
、 中 条四
利 ま条「
用 生 で中
者 活 を

企 続 の
業 支 限
を 援 り
経 で
営 型 な
し 事 い
た 業 。
経 所
験 の
を 管
有 理
す 者

型 的 、 設 い
事 室 就 備 て
業 に 労 に は
所 つ 継 関 、
の い 続 し 第
設 て 支 必 十
備 は 援 要 八
は 、 な 条
、 利 型 基 第
専 用 の 準 一
ら 者 提 は 項
当 の 供 、 た

上
」
と
、
第
二
十
九
条
第
一

る 除 そ
。 く の
こ 。 知
の ） 識
場 、 及
合 第 び
に 十 能
お 七 力
い 条 の
て 、 向
、 第 上

「
が 支 除他
自 援 くの
立 員 。専
し 、 ）門た 地 、医日 域 第療常 移 二機生 行 十関活 支 一」又 援 条とは 員 、

る は
者 、
又 社
は 会
こ 福
れ 祉
ら 法
と 第
同 十
等 九
以 条

該 支 に 規 だ
就 援 当 則 し
労 に た で 書
継 支 っ 定 の
続 障 て め 規
支 が 支 る 定
援 な 障 。 を

い が 準
型 範 な 用
事 囲 い す
業 で 場 る

項
中
「
生
活
支
援
員
、
地
域

第 二 の
十 十 た
四 一 め
条 条 に
中 、 必

第 要「
他 二 な
の 十 訓
専 二 練
門 条 そ
医 、 の

あ社 」 第る会 と 二の生 あ 十は活 る 二
を の 条「

医営 は 及療む び「 機こ 職 第
関と 業 二
」が 指 十
とで 導 九

上 第
の 一
能 項
力 各
を 号
有 の
す い
る ず
と れ
認 か
め に

所 兼 合 。
の 用 は
用 す 、
に る 設
供 こ け
す と な
る が い
も で こ
の き と
で る が
な 。 で

移
行
支
援
員
」
と
あ
る
の
は

療 第 他
機 二 の
関 十 便
」 九 宜
と 条 の
あ 、 提
る 第 供
の 三 を
は 十 適

七 切「
医 条 か

、き 員 条
第る 、 の
二よ 生 規
十う 活 定
一、 支 は
条就 援 、
第労 員 就
二の 」 労
項機 と 継
中会 読 続

を み 支「

ら 該
れ 当
る す
者 る
で 者
な 若
け し
れ く
ば は
な 社
ら 会

け き
れ る
ば 。
な
ら
な
い
。
た
だ
し

「
職
業
指

一 導
四 員
五 、

生
活
支

療 及 つ
機 び 効
関 第 果
」 三 的
と 十 に
、 八 行
第 条 う
二 の も
十 規 の
一 定 で

六提 替 援
人供 え
以す る 型
上る も の
」と の 事
とと と 業
あも す に
るに る つ
の、 。 い

生 は て

な 福
い 祉
。 事

業
に
二
年
以
上
従

、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
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の
事
業
、
自
立
訓
練

障 障 定 障 の 体
害 害 に 害 規 障
者 者 よ 者 定 害
授 更 る 福 に 者
産 生 改 祉 よ 授
施 施 正 ホ る 産
設 設 前 ー 改 施
」 の ム 正 設（

２ １（
身 体 経
体 障 法 過 こ
障 害 附 措 の
害 者 則 置 条
者 福 第 ） 例
福 祉 四 は
祉 法 十 、
法 一 平（

第（ （
施 四 規 設
行 十 則 備
期 附 三 へ 第 は
日 条 の 十 、
） 則 委 章 サ

こ 任 ー
の ） 雑 ビ
条 則 ス

第 （
業 じ 設四
所 。 備十
及 ） の 第二
び 、 特 九条
就 自 例 章
労 立 ）多
継 訓 多機
続 練 機能

（
機
能
訓
練
）
の
事
業
、
自
立

と 以 知 又 前 」
い 下 的 は の と
う 障 法 精 い「
。 知 害 附 神 う
） 的 者 則 保 。
若 障 福 第 健 ）
し 害 祉 五 及 、
く 者 法 十 び 法
は 更 八 精 附（
旧 生 昭 条 神 則
知 施 和 第 障 第
的 設 三 一 害 四

第 昭 条 成
三 和 第 二
十 二 一 十
条 十 項 四
に 四 の 年
規 年 規 十
定 法 定 月
す 律 に 一
る 第 よ 日
身 二 り か
体 百 な ら
障 八 お 施

例 の
に 提
定 供
め に
る 支
も 障
の を
の 来
ほ さ
か な
、 い
障 よ

支 能型（
援 生 型に活 事よ型 訓 業る事 練 所

生業 ） の
活所 事 特
介業 例（
護就 所
事労 、
業継 就
所続 労

訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
事
業

障 」 十 項 者 十
害 と 五 の 福 八
者 い 年 規 祉 条
福 う 法 定 に の
祉 。 律 に 関 規
法 ） 第 よ す 定
第 、 三 り る に
二 旧 十 な 法 よ
十 知 七 お 律 り
一 的 号 従 な（
条 障 。 前 昭 お

害 十 従 行
者 三 前 す
療 号 の る
護 。 例 。
施 以 に
設 下 よ
若 り「
し 旧 運
く 身 営
は 体 を
旧 障 す

害 う
福 配
祉 慮
サ し
ー つ
ビ つ
ス 、
事 一
業 体
の 的
運 に

、支 移
援 行 自

支 立
型 援 訓
の 事 練
事 業 （
業 所 機
を 能（
行 就 訓う 労 練事 移

、
就
労
移
行
支
援
の
事
業
、

の 害 以 の 和 従
八 者 下 例 二 前
に 福 に 十 の「
規 祉 旧 よ 五 例
定 法 知 り 年 に
す 第 的 運 法 よ
る 二 障 営 律 り
知 十 害 を 第 運
的 一 者 す 百 営
障 条 福 る 二 を
害 の 祉 こ 十 す

身 害 る
体 者 こ
障 福 と
害 祉 が
者 法 で
福 」 き
祉 と る
法 い こ
第 う と
三 。 と
十 ） さ

営 事
に 業
関 を
す 行
る う
必 他
要 の
な 多
基 機
準 能
は 型

）業 行 事所 支 業を 援
所い の

う 事 （
自。 業
立以 を
訓下 行
練同 う

じ 事 （
機。 業

就
労
継
続
支
援

型
の
事
業

者 七 法 と 三 る
通 に 」 が 号 こ
勤 規 と で ） と
寮 定 い き 第 が
に す う る 五 で
お る 。 こ 十 き
い 知 ） と 条 る
て 的 第 と の こ
、 障 二 さ 二 と
療 害 十 れ 第 と
養 者 一 た 一 さ

一 第 れ
条 二 た
に 十 法
規 九 附
定 条 則
す に 第
る 規 三
身 定 十
体 す 五
障 る 条
害 身 の

、 事
規 業
則 所
で の
定 設
め 備
る に
。 兼

ね
る
こ

） 所 能
を 訓（

以 い 練
下 う ）

。 の「
多 以 事
機 下 業
能 同 を
型 じ 行事 。 う業 ）

又
は
就
労
継
続
支
援

型

介 授 条 法 項 れ
護 産 の 附 第 た
の 施 六 則 三 法
事 設 に 第 号 附
業 規 五 に 則（
、 以 定 十 掲 第
生 下 す 二 げ 四
活 る 条 る 十「
介 知 知 の 精 六
護 的 的 規 神 条

者 体 規
授 障 定
産 害 に
施 者 よ
設 更 る

生 改（
以 施 正
下 設 前

、 の「
身 旧 身

と
が
で
き
る
。

事所 、 業」 就
所と 労
を総 継
い称 続
うす 支
。る 援
以。
下） 型

の 事 同

一
四
六
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す
る
。

４
利 場 の （
用 合 規 障 平
者 を 定 害 成
の 含 に 者 二
確 む よ 基 十
保 。 り 本 年
の ） 必 法 四
見 及 要 月（

（
地 う い に 続 造
域 ち て つ 支 を
活 一 準 い 援 変
動 人 用 て 更
支 以 す は 型 し
援 上 る 、 事 た
セ は 場 当 業 も
ン 、 合 分 所 の

項 二 省 分 続
及 項 令 場 支
び 並 」 援（
第 び と 障
四 に い 害 型
十 整 う 者 の
七 備 。 自 事
条 省 ） 立 業

３
で 用 れ の

生 き す る 事
活 る る 等 業
介 。 場 建 を
護 合 物 行
の を の う
事 含 構 場
業 む 造 合

込 び な 昭 一
み 第 費 和 日
が 二 用 四 か
な 十 の 十 ら
い 七 助 五 平
と 条 成 年 成
し 第 を 法 二
て 一 受 律 十
知 項 け 第 四
事 の て 八 年
が 規 い 十 三
認 定 る 四

タ 専 を の 又 を
ー ら 含 間 は 除
等 当 む 、 就 く
の 該 。 第 労 。
特 従 ） 二 継 ）
例 た の 十 続 を
） る 規 一 支 生

事 定 条 援 活
業 は 第 介
所 適 二 型 護
の 用 項 事 事
職 し 及 業 業

第 令 に 支 を
二 に よ 援 行
項 よ る 法 っ
に る 改 の て
規 廃 正 一 い
定 止 前 部 る
す 前 の の 身
る の 身 施 体
分 知 体 行 障
場 的 障 に 害
を 障 害 伴 者
い 害 者 う 授

、 。 を に
自 ） 変 お
立 、 更 け
訓 第 し る
練 二 た こ

十 も れ（
機 八 の ら
能 条 を の
訓 第 除 施
練 一 く 設
） 項 。 の
の 又 ） 建月

め の 施 号 三
る 適 設 ） 十
も 用 を 第 一
の に い 二 日
」 つ う 条 まと い 。 第 であ て ） 一 のる は に 号 間の 、 つ に には い 規 障「
、 離 て 定

務 な び 所 所
に い 第 と 、
従 。 三 一 自
事 こ 項 体 立
す の 的 訓（
る 場 こ に 練
者 合 れ 管 （
で に ら 理 機
な お の 運 能
け い 規 営 訓
れ て 定 を 練

い 者 更 厚 産
、 援 生 生 施
基 護 援 労 設
本 施 護 働 又
的 設 施 省 は
な の 設 関 知
設 設 の 係 的
備 備 設 省 障
が 及 備 令 害
完 び 及 の 者
成 運 び 整 更

事 は に 物
業 第 つ （
、 三 い 基
自 十 て 本
立 七 は 的
訓 条 、 な
練 第 当 設

一 分 備（
生 項 の が
活 間 完（
訓 第 、 成害島 の す「 福将 そ 第 る 祉来 の 十 障 サ的 他 七 害 ーに の 条 者 ビも 地 の（ ス利 域 第 地 事用 で 二 域

業者 あ 十 社
をの っ 五 会
開確 て 条 に

ば 、 を 行 ）
な 当 第 う 事
ら 該 二 事 業
な 従 十 業 所
い た 五 所 、
。 る 条 自（

事 、 以 立
業 第 下 訓
所 三 練「
に 十 従 （
置 条 た 生

し 営 運 備 生
て に 営 等 施
い 関 に に 設
る す 関 関 若
も る す す し
の 基 る る く
を 準 基 省 は
含 準 令 知（
み 平 的（ （
、 成 平 平 障
同 十 成 成 害

練 四 第 し
） 十 六 て
の 一 条 い
事 条 第 る
業 に 一 も
、 お 項 の
就 い 、 を
労 て 第 含
移 準 十 み
行 用 八 、
支 す 条 平

始保 厚 、 お
しの 生 第 け
た見 労 三 る
地込 働 十 作
域み 大 四 業
活が 臣 条 活
動な が 及 動
支い 定 び の
援と め 第 場
セし る 四 と
ンて も 十 し

か 、 る 活
れ 第 事 訓
る 三 業 練
職 十 所 ）
員 四 」 事

条 と 業（
サ 、 い 所
ー 第 う 、
ビ 三 。 就
ス 十 ） 労
管 九 と 移

日 五 十 十 者
以 年 五 八 授
後 厚 年 年 産
に 生 厚 厚 施
増 労 生 生 設
築 働 労 労 が
さ 省 働 働 、
れ 令 省 省 平
、 第 令 令 成
又 二 第 第 十
は 十 二 百 八

援 る 第 成
の 場 一 十
事 合 項 八
業 を 年（
、 含 第 十
就 む 二 月
労 。 十 一
継 ） 五 日
続 の 条 以
支 多 及 後
援 目 び に

一
四
七

タ知 の 一 て
ー事 の 条 同
又が う に 法
は認 ち お 第
小め 、 い 十
規る 将 て 八
模地 来 準 条
作域 的 用 第
業」 に す 三

と も る 項 所

理 条 し 行
責 及 て 支
任 び 設 援
者 第 置 事
を 四 し 業
除 十 て 所
く 一 い 、
。 条 る 就
） に 場 労
の お 合 継

改 二 十 六 年
築 号 一 十 十
さ ） 号 九 月
れ 第 ） 号 一
る 二 第 。 日
等 十 五 以 前
建 三 十 下 に
物 条 一 存「
の 第 条 整 す
構 二 第 備 る

的 第 増
型 室 三 築
の を 十 さ
事 設 四 れ
業 け 条 、
又 な に 又
は い お は
就 こ い 改
労 と て 築
継 が 準 さ
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等
」
と
い
う
。
）
を

第 第 ４（ （
四 設 三 規 必
条 備 条 模 要 地

） ） な 域
地 地 措 活
域 域 置 動
活 活 を 支
動 動 講 援
支 支 ず セ

３ ２
ビ な も
ス 地 け 地 に
又 域 れ 域 、
は 活 ば 活 日
福 動 な 動 常
祉 支 ら 支 生
サ 援 な 援 活
ー セ い セ に

第 第（ （
日 二 一 営 一 趣
常 条 般 に 条 旨
生 原 関 ）
活 地 則 す こ
又 域 ） る の
は 活 基 条
社 動 準 例
会 支 を は

山
口 地
県 平 域

地 条 成 活
域 例 二 動
活 第 十 支
動 四 四 援
支 十 年 セ
援 三 七 ン

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

援 援 る ン
セ セ よ タ
ン ン う ー
タ タ 努 は
ー ー め 、
は は な 利
、 、 け 用
創 十 れ 者
作 人 ば の
的 以 な 人
活 上 ら 権
動 の な の

ビ ン 。 ン 必
ス タ タ 要
を ー ー な
提 は は 便
供 、 、 宜
す 地 利 の
る 域 用 供
者 及 者 与
等 び 又 を
と 家 は 適
の 庭 障 切
連 と 害 か

生 援 定 、
活 セ め 障
を ン る 害
営 タ も 者
む ー の 自
こ は と 立
と 、 す 支
が 利 る 援
で 用 。 法
き 者 （
る 平（
よ 地 成

セ 号 月 タ
ン 十 ー
タ 日 の
ー 設
の 備
設 及
備 び
及 運
び 営
運 に
営 関
に す

だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設

又 人 い 擁
は 員 。 護
生 を 、
産 利 虐
活 用 待
動 さ の
の せ 防
機 る 止
会 こ 等
の と の
提 が た

携 の 児 つ
に 結 の 効
努 び 保 果
め 付 護 的
な き 者 に
け を の 行
れ 重 意 わ
ば 視 思 な
な し 及 け
ら た び れ
な 運 人 ば

う 域 十
、 活 七
利 動 年
用 支 法
者 援 律
を セ 第
通 ン 百
わ タ 二
せ ー 十
、 を 三
創 利 号

関 る
す 基
る 準
基 を
準 定
を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

等
の
設
備
を
利
用
す
る
こ
と

供 で め
及 き に
び る 必
社 規 要
会 模 な
と を 体
の 有 制
交 し の
流 な 整
の け 備
促 れ を

い 営 格 な
。 を を ら

行 尊 な
い 重 い
、 し 。
市 、
町 常
、 に
障 利
害 用
福 者

作 用 ）
的 す 第
活 る 八
動 障 十
又 害 条
は 者 第
生 及 一
産 び 項
活 障 の
動 害 規
の 児 定

こ
に
公
布
す
る
。

に
よ
り
当
該
地
域
活
動
支
援

進 ば 行
等 な う
が ら と
で な と
き い も
る 。 に
場 、
所 職
並 員
び に
に 対

祉 等
サ の
ー 立
ビ 場
ス に
事 立
業 っ
を た
行 サ
う ー
者 ビ

機 を に
会 い 基
の う づ
提 。 き
供 以 、
及 下 地
び 同 域
社 じ 活
会 。 動
と ） 支
の が 援

山
口
県
知
事

二

セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運

便 し
所 、

研（
以 修
下 を

実「
活 施
動 す
場 る
所 等

そ ス
の を
他 提
の 供
保 す
健 る
医 よ
療 う
サ 努
ー め

交 地 セ
流 域 ン
の に タ
促 お ー
進 い の
を て 設
図 自 備
る 立 及
と し び
と た 運

井

関

成

一
四
八
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５ ４

地 前
域 項
活 の
動 訓
支 練
援 の
セ う

３ ２
い め 「

地 。 の 地 施
域 体 域 設
活 制 活 内
動 を 動 防
支 整 支 災
援 備 援 計
セ し セ 画

第 ２（
性 七 非 た 事
等 条 常 る 従 業
に 災 事 た 所
応 地 害 業 る （
じ 域 対 所 事 以
て 活 策 の 業 下
、 動 ） 職 所 「
地 支 務 を 従

第 ３（
六 従 ば 職
条 た な 施 務

る ら 設 に
地 事 な 長 従
域 業 い は 事
活 所 。 、 す
動 を 障 る
支 設 害 こ

２ 第 ２（
五 職 営

施 条 員 前 を
設 ） 項 期
長 地 に 待
は 域 規 す
、 活 定 る
地 動 す こ
域 支 る と

ン ち
タ 、
ー 避
は 難
、 及
前 び
二 消
項 火
の の
訓 訓
練 練
の は

ン 、 ン 」
タ こ タ と
ー れ ー い
は ら は う
、 の 、 。
非 体 施 ）
常 制 設 を
災 に 内 策
害 つ 防 定
に い 災 し
備 て 計 な
え 定 画 け

震 援 に 設 た
、 セ 従 置 る
風 ン 事 す 事
水 タ す る 業
害 ー る 場 所
、 は 者 合 」
火 、 で に と
災 消 な あ い
そ 火 け っ う
の 器 れ て 。
他 、 ば は ）
の 非 な 、 を

援 置 者 と
セ す 及 が
ン る び で
タ 場 障 き
ー 合 害 る
は の 児 。
、 特 の
地 例 福
域 ） 祉
活 の
動 増
支 進

活 援 設 が
動 セ 備 で
支 ン に き
援 タ 関 る
セ ー し 場
ン に 必 合
タ は 要 で
ー 、 な あ
の 施 基 っ
管 設 準 て
理 長 は 、
上 及 、 利

結 、
果 定
に 期
基 的
づ に
き 行
、 わ
施 な
設 け
内 れ
防 ば

る 期 に れ
た 的 基 ば
め に づ な
、 職 き ら
こ 員 、 な
れ 及 非 い
に び 常 。
対 利 災
す 用 害
る 者 時
不 等 の

災 常 ら 主 設
害 口 な た 置
が そ い る す
発 の 。 事 る
生 他 業 こ
し の 所 と
た 非 及 が
場 常 び で
合 災 従 き
に 害 た る
お に る 。

援 に
セ 熱
ン 意
タ を
ー 有
に す
お る
け 者
る で
主 あ
た っ

支 び 規 用
障 規 則 者
が 則 で に
な で 定 対
い 定 め す
場 め る る
合 る 。 サ
は 員 ー
、 数 ビ
当 の ス
該 指 の

災 な
計 ら
画 な
の い
検 。
証
及
び
必
要
な

断 に 関
の 周 係
注 知 機
意 す 関
と る へ
訓 と の
練 と 通
を も 報
す に 及
る 、 び
よ 市 連

け 対 事
る す 業
安 る 所
全 必 の
の 要 職
確 な 員
保 設 の
の 備 う
た を ち
め 設 そ
の け れ

る て
事 、
業 地
所 域

活（
以 動
下 支

援「
主 セ
た ン
る タ

地 導 提
域 員 供
活 を に
動 置 支
支 か 障
援 な が
セ け な
ン れ い
タ ば と
ー な き
の ら は

見
直
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

う 町 絡
努 等 の
め と 体
な の 制
け 連 並
れ 携 び
ば 協 に
な 力 利
ら 体 用
な 制 者
い を を

体 る ぞ
制 と れ
及 と 一
び も 人
避 に 以
難 、 上
の 周 は
方 辺 、
法 の 専
等 地 ら
を 域 当

事 ー
業 を
所 適
」 切
と に
い 運
う 営
。 す
） る
と 能
一 力

他 な 、
の い 活
職 。 動
務 場
に 所
従 等
事 の
し 一
、 部
又 を
は 設

ら
な
い
。

一
四
九

。 整 円
備 滑
し に
な 避
け 難
れ 誘
ば 導
な す
ら る
な た

定 の 該
め 環 主
た 境 た
防 及 る
災 び 事
計 利 業
画 用 所

者 又（
以 の は
下 特 従

体 を
的 有
に す
管 る
理 も
運 の
営 で
を な
行 け
う れ

他 け
の な
社 い
会 こ
福 と
祉 が
施 で
設 き
等 る
の 。
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平
成
二
十
四
年
七

第 （
福 こ 十 規
祉 の 二 則
ホ 条 附 条 へ
ー 例 の
ム は 則 こ 委
の 、 の 任
設 平 条 ）
備 成 例

２ 第 ２（
族 十 事

地 等 一 故 地
域 に 条 発 域
活 連 生 活
動 絡 地 時 動
支 を 域 の 支
援 行 活 対 援
セ う 動 応 セ

第 ２ 第（ （
十 苦 置 九 秘
条 情 を 地 条 密

の 講 域 を
地 処 じ 活 地 守
域 理 な 動 域 る
活 ） け 支 活 義
動 れ 援 動 務
支 ば セ 支 ）

２ 第 （
い け 八 衛
。 地 れ 条 生

域 ば 管
活 な 地 理
動 ら 域 等
支 な 活 ）
援 い 動
セ 。 支

月
十
日

及 二 に
び 十 定
運 四 め
営 年 る
に 十 も
関 月 の
す 一 の
る 日 ほ
基 か か
準 ら 、
を 施 地
定 行 域

ン と 支 ） ン
タ と 援 タ
ー も セ ー
は に ン は
、 、 タ 、
前 必 ー 前
項 要 は 項
の な 、 の
事 措 利 苦
故 置 用 情
の を 者 を
状 講 に 受

援 な ン 援
セ ら タ セ
ン な ー ン
タ い は タ
ー 。 、 ー
は 職 の
、 員 職
利 又 員
用 は 又
者 職 は
又 員 職
は で 員

ン 援
タ セ
ー ン
は タ
、 ー
感 は
染 、
症 利
又 用
は 者
食 の
中 使

め す 活
る る 動
条 。 支
例 援
を セ
こ ン
こ タ
に ー
公 の
布 運
す 営

況 じ 対 け
及 な す 付
び け る け
事 れ サ た
故 ば ー 場
に な ビ 合
際 ら ス は
し な の 、
て い 提 当
採 。 供 該
っ に 苦

そ あ で
の っ あ
家 た っ
族 者 た
か が 者
ら 、 は
の 正 、
苦 当 正
情 な 当
の 理 な
適 由 理

毒 用
の す
発 る
生 設
を 備
予 及
防 び
し 飲
、 用
又 に
は 供

る に
。 関

す
る
必
要
な
基
準
は
、

た よ 情
処 り の
置 事 内
に 故 容
つ が 等
い 発 を
て 生 記
、 し 録
記 た し
録 場 な
し 合 け

切 が 由
か な が
つ く な
迅 、 く
速 そ 、
な の そ
処 業 の
理 務 業
の 上 務
た 知 上
め り 知

そ す
の る
ま 水
ん に
延 つ
を い
防 て
止 、
す 衛
る 生
た 的

規
則
で
定
め
る
。

な は れ
け 、 ば
れ 速 な
ば や ら
な か な
ら に い
な 県 。
い 及
。 び

市
町

に 得 り
必 た 得
要 人 た
な の 人
措 秘 の
置 密 秘
を を 密
講 漏 を
じ ら 漏
な す ら
け こ し

め な
必 管
要 理
な に
措 努
置 め
を 、
講 又
ず は
る 衛
よ 生

並
び
に
当
該
利
用
者
の
家

れ と て
ば が は
な な な
ら い ら
な よ な
い う い
。 必 。

要
な
措

う 上
努 必
め 要
な な
け 措
れ 置
ば を
な 講
ら じ
な な

一
五
〇
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物 年
を 法
い 律
う 第
。 二
以 百
下 一
同 号

第 第（ （
四 設 三 規 慮
条 備 条 模 を

） ） 払
福 福 わ
祉 祉 な
ホ ホ け
ー ー れ
ム ム ば

５ ４ ３ ２
を 祉

福 講 福 サ 福 福
祉 ず 祉 ー 祉 祉
ホ る ホ ビ ホ ホ
ー よ ー ス ー ー
ム う ム を ム ム
の 努 は 提 は は
構 め 、 供 、 、

第 （
を が 二 一 基
適 で 条 般 準
切 き 原 を
か る 福 則 定
つ よ 祉 ） め
効 う ホ る
果 、 ー も
的 現 ム の

第 山（
一 趣 口
条 旨 県

） 福 条
こ 祉 例
の ホ 第
条 ー 四
例 ム 十
は の 四

じ ）
。 第
） 二
で 条
な 第
け 九
れ 号
ば の
な 二
ら に
な 規
い 定

の は な
建 、 ら
物 五 な

人 い（
利 以 。
用 上
者 の
の 人
日 員
常 を
生 利
活 用

造 な 利 す 地 利
設 け 用 る 域 用
備 れ 者 者 及 者
に ば の 等 び の
は な 人 と 家 意
、 ら 権 の 庭 思
利 な の 連 と 及
用 い 擁 携 の び
者 。 護 に 結 人
の 、 努 び 格
特 虐 め 付 を
性 待 な き 尊

に に は と
行 住 、 す
わ 居 利 る
な を 用 。
け 求 者
れ め （
ば て 福
な い 祉
ら る ホ
な 障 ー
い 害 ム
。 者 を

、 設 号
障 備
害 及
者 び
自 運
立 営
支 に
援 関
法 す

る（
平 基
成 準

。 す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。

の さ
た せ
め る
に こ
使 と
用 が
し で
な き
い る
附 規
属 模

に の け を 重
応 防 れ 重 し
じ 止 ば 視 、
て 等 な し 常
工 の ら た に
夫 た な 運 利
を め い 営 用
し に 。 を 者
、 必 行 の
か 要 い 立
つ な 、 場

に 利
つ 用
き す
、 る
低 障
額 害
な 者
料 を
金 い
で う
、 。

十 を
七 定
年 め
法 る
律 条
第 例
百
二
十
三
号

以
下
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火

の を
建 有
物 し
を な
除 け
く れ
。 ば
以 な
下 ら
同 な
じ い

、 体 市 に
日 制 町 立
照 の 、 っ
、 整 障 た
採 備 害 サ
光 を 福 ー
、 行 祉 ビ
換 う サ ス
気 と ー を
そ と ビ 提
の も ス 供

居 以
室 下
そ 同
の じ
他 。
の ）
設 が
備 地
を 域
利 に
用 お

）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定

建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三

。 。
）
は
、
耐
火
建
築
物
（
建

他 に 事 す
利 、 業 る
用 職 を よ
者 員 行 う
の に う 努
保 対 者 め
健 し そ な
衛 、 の け
生 研 他 れ
及 修 の ば
び を 保 な

さ い
せ て
る 自
と 立
と し
も た
に 日
、 常
日 生
常 活
生 又

に 山
基 口づ
き 県
、 知福
祉 事
ホ
ー
ム 二
の

に
規
定
す

一 る
五 準
一 耐

火
建
築

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

安 実 健 ら
全 施 医 な
に す 療 い
つ る サ 。
い 等 ー
て 必 ビ
十 要 ス
分 な 又
な 措 は
考 置 福

活 は
に 社
必 会
要 生
な 活
便 を
宜 営
の む
供 こ
与 と

設
備 井
及
び
運 関
営
に
関 成
す
る
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な
い
。

第 ５ ４ ３（
七 衛 整
条 生 福 前 福 備

管 祉 項 祉 し
福 理 ホ の ホ 、
祉 等 ー 訓 ー こ
ホ ） ム 練 ム れ
ー は の は ら
ム 、 う 、 の

２ 第 （
災 て 六 非

福 計 、 条 常
祉 画 地 災
ホ 」 震 福 害
ー と 、 祉 対
ム い 風 ホ 策
は う 水 ー ）
、 。 害 ム

２ 第 ５ ４（
五 職 合

管 条 員 は 福 前
理 ） 、 祉 項
人 福 こ ホ に
は 祉 の ー 規
、 ホ 限 ム 定
障 ー り の す
害 ム で 設 る

３ ２
が 等 係
な の 福 る 前
い 設 祉 利 項
と 備 ホ 用 の
き を ー 者 規
は 利 ム の 定
、 用 は 安 に
居 す 、 全 か

は 前 ち 非 体
、 二 、 常 制
利 項 避 災 に
用 の 難 害 つ
者 訓 及 に い
の 練 び 備 て
使 の 消 え 定
用 結 火 る 期
す 果 の た 的
る に 訓 め に
設 基 練 、 職
備 づ は こ 員

施 ） 、 は
設 を 火 、
内 策 災 消
防 定 そ 火
災 し の 器
計 な 他 、
画 け の 非
に れ 災 常
基 ば 害 口
づ な が そ
き ら 発 の
、 な 生 他

者 に な 備 設
の は い は 備
福 、 。 、 に
祉 管 専 関
の 理 ら し
増 人 当 必
進 を 該 要
に 置 福 な
熱 か 祉 基
意 な ホ 準
を け ー は
有 れ ム 、

室 る 居 性 か
等 こ 室 が わ
の と 、 確 ら
一 に 浴 保 ず
部 よ 室 さ 、
を り 、 れ 規
設 当 便 て 則
け 該 所 い で
な 福 、 る 定
い 祉 管 と め
こ ホ 理 認 る
と ー 人 め 建

及 き 、 れ 及
び 、 定 に び
飲 施 期 対 利
用 設 的 す 用
に 内 に る 者
供 防 行 不 等
す 災 わ 断 に
る 計 な の 周
水 画 け 注 知
に の れ 意 す
つ 検 ば と る

非 い し の
常 。 た 非
災 場 常
害 合 災
時 に 害
の お に
関 け 対
係 る す
機 安 る
関 全 必
へ の 要

す ば の 規
る な 用 則
者 ら に で
で な 供 定
あ い す め
っ 。 る る
て も 。
、 の
福 で
祉 な
ホ け

が ム 室 た 物
で の 及 も で
き 効 び の あ
る 果 共 は っ
。 的 用 、 て

な 室 耐 、
運 火 知（
営 以 建 事
を 下 築 が
期 物 火「
待 居 又 災

い 証 な 訓 と
て 及 ら 練 と
、 び な を も
衛 必 い す に
生 要 。 る 、
的 な よ 市
な 見 う 町
管 直 努 等
理 し め と
に を な の
努 行 け 連

の 確 な
通 保 設
報 の 備
及 た を
び め 設
連 の け
絡 体 る
の 制 と
体 及 と
制 び も
並 避 に

ー れ
ム ば
を な
適 ら
切 な
に い
運 。
営 た
す だ
る し
能 、

す 室 は 予
る 等 準 防
こ 」 耐 、
と と 火 消
が い 建 火
で う 築 活
き 。 物 動
る ） と 等
場 を す に
合 設 る 関
で け こ し

め わ れ 携
、 な ば 協
又 け な 力
は れ ら 体
衛 ば な 制
生 な い を
上 ら 。 整
必 な 備
要 い し
な 。 な
措 け

び 難 、
に の 周
利 方 辺
用 法 の
者 等 地
を を 域
円 定 の
滑 め 環
に た 境
避 防 及
難 災 び

力 利
を 用
有 者
す に
る 対
も す
の る
で サ
な ー
け ビ
れ ス

あ な と 専
っ け を 門
て れ 要 的
、 ば し 知
利 な な 識
用 ら い を
者 な 。 有
に い す
対 。 る
す た 者
る だ の

置 れ
を ば
講 な
じ ら
な な
け い
れ 。
ば
な
ら

誘 計 利
導 画 用
す 者（
る 以 の
た 下 特
め 性「
の 施 等
体 設 に
制 内 応
を 防 じ

ば の
な 提
ら 供
な に
い 支
。 障

が
な
い
場

サ し 意
ー 、 見
ビ 他 を
ス の 聴
の 社 い
提 会 て
供 福 、
に 祉 火
支 施 災
障 設 に

一
五
二
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（
趣
旨
） 障

害
者
支
援
施

山
口 障
県 平 害
条 成 者
例 二 支
第 十 援
四 四 施
十 年 設
五 七 の

第 ２（
こ 十 規 行
の 一 則 福 う
条 附 条 へ 祉 と
例 の ホ と
は 則 こ 委 ー も
、 の 任 ム に
平 条 ） は 、
成 例 、 必

第 ２ 第（ （
十 事 九 苦
条 故 福 条 情

発 祉 の
福 生 ホ 福 処
祉 時 ー 祉 理
ホ の ム ホ ）
ー 対 は ー
ム 応 、 ム

２ 第 ２（
け 八 秘
れ 福 条 密 福
ば 祉 を 祉
な ホ 福 守 ホ
ら ー 祉 る ー
な ム ホ 義 ム
い は ー 務 は
。 、 ム ） 、

設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

号 月 設
十 備
日 及

び
運
営
に
関
す
る
基

二 に 前 要
十 定 項 な
四 め の 措
年 る 事 置
十 も 故 を
月 の の 講
一 の 状 じ
日 ほ 況 な
か か 及 け
ら 、 び れ
施 福 事 ば
行 祉 故 な

は ） 前 は
、 項 、
利 の 利
用 苦 用
者 情 者
に を 又
対 受 は
す け そ
る 付 の
サ け 家
ー た 族
ビ 場 か

職 の 感
員 職 染
又 員 症
は 又 の
職 は 発
員 職 生
で 員 を
あ で 予
っ あ 防
た っ し
者 た 、
が 者 又る

基
準
を
定
め
る
条
例

準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に

す ホ に ら
る ー 際 な
。 ム し い

の て 。
運 採
営 っ
に た
関 処
す 置
る に
必 つ

ス 合 ら
の は の
提 、 苦
供 当 情
に 該 の
よ 苦 適
り 情 切
事 の か
故 内 つ
が 容 迅
発 等 速

、 は は
正 、 そ
当 正 の
な 当 ま
理 な ん
由 理 延
が 由 を
な が 防
く な 止
、 く す
そ 、 る公

布
す
る
。

要 い
な て
基 、
準 記
は 録
、 し
規 な
則 け
で れ
定 ば
め な

生 を な
し 記 処
た 録 理
場 し の
合 な た
は け め
、 れ に
速 ば 必
や な 要
か ら な
に な 措

の そ た
業 の め
務 業 必
上 務 要
知 上 な
り 知 措
得 り 置
た 得 を
人 た 講
の 人 ず
秘 の る

山
口
県
知
事

二

る ら
。 な

い
。

県 い 置
及 。 を
び 講
市 じ
町 な
並 け
び れ
に ば
当 な
該 ら
利 な

密 秘 よ
を 密 う
漏 を 努
ら 漏 め
す ら な
こ し け
と て れ
が は ば
な な な
い ら ら
よ な な

一
五
三

井

関

成

用 い
者 。
の
家
族
等
に
連
絡
を

う い い
必 。 。
要
な
措
置
を
講
じ
な
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模
を
有
し
な
け
れ
ば

第 ５ ４（
四 規 な 措
条 模 考 障 置 障

） 慮 害 を 害
障 を 者 講 者
害 払 支 ず 支
者 わ 援 る 援
支 な 施 よ 施
援 け 設 う 設

３ ２
の い の
保 障 。 障 他
健 害 害 の
医 者 者 措
療 支 支 置
サ 援 援 を
ー 施 施 講
ビ 設 設 ず

第 （
え 三 一 三 二
た 条 般 定
計 原 就 自 す
画 障 則 労 立 る
を 害 ） 継 訓 自
作 者 続 練 立
成 支 支 訓（
し 援 援 生 練

第 第（
一 二 定 施 一

条 義 設 条
自 ） の
立 こ 設 こ
訓 の 備 の
練 条 及 条

例 び 例（
機 に 運 は

な
ら
な
い
。

施 れ の 努 は
設 ば 構 め 、
は な 造 な 利
、 ら 設 け 用
次 な 備 れ 者
の い に ば の
各 。 は な 人
号 、 ら 権
に 利 な の
掲 用 い 擁
げ 者 。 護
る の 、

ス は は る
又 、 、 こ
は 地 利 と
福 域 用 に
祉 及 者 よ
サ び の り
ー 家 意 利
ビ 庭 思 用
ス と 及 者
を の び に
提 結 人 対
供 び 格 し

、 施 活 （
こ 設 型 訓 機
れ は 練 能
に 、 省 ） 訓
基 利 令 練
づ 用 第 省 ）
き 者 六 令 を
利 条 第 い（
用 障 の 六 う
者 害 十 条 。
に 福 第 の
対 祉 二 六

能 お 営 、
訓 い に 障
練 て 関 害
） 、 す 者

次 る 自
障 の 基 立
害 各 準 支
者 号 を 援
自 に 定 法
立 掲 め （
支 げ る 平
援 る も 成

施 特 虐
設 性 待
障 に の
害 応 防
福 じ 止
祉 て 等
サ 工 の
ー 夫 た
ビ を め
ス し に
の 、 必

す 付 を て
る き 尊 適
者 を 重 切
等 重 し か
と 視 、 つ
の し 常 効
密 た に 果
接 運 利 的
な 営 用 に
連 を 者 施
携 行 の 設

し サ 号 第
て ー に 二
施 ビ 規 号
設 ス 定 に
障 を す 規
害 利 る 定
福 用 就 す
祉 す 労 る
サ る 継 自
ー 障 続 立
ビ 害 支 訓

法 用 の 十
施 語 と 七
行 の す 年
規 意 る 法
則 義 。 律

は 第（
平 、 百
成 当 二
十 該 十
八 各 三
年 号 号

種 か 要
類 つ な
の 、 体
区 日 制
分 照 の
に 、 整
応 採 備
じ 光 を
、 、 行
当 換 う
該 気 と

に い 立 障
努 、 場 害
め 市 に 福
な 町 立 祉
け 、 っ サ
れ 他 た ー
ば の 施 ビ
な 障 設 ス
ら 害 障 を
な 者 害 提
い 支 福 供

ス 者 援 練
を を （
提 い 型 生
供 う を 活
す 。 い 訓
る 以 う 練
と 下 。 ）
と 同 を
も じ い
に 。 う
、 ） 。

厚 に 。
生 定 以
労 め 下
働 る 「
省 と 法
令 こ 」
第 ろ と
十 に い
九 よ う
号 る 。
。 。 ）

各 そ と
号 の も
に 他 に
定 利 、
め 用 職
る 者 員
人 の に
員 保 対
を 健 し
利 衛 、
用 生 研

。 援 祉 し
施 サ な
設 ー け
、 ビ れ
障 ス ば
害 を な
福 提 ら
祉 供 な
サ す い
ー る 。
ビ よ

そ の
の 意
効 向
果 、
に 適
つ 性
い 、
て 障
継 害
続 の
的 特

以 第
下 八

十「
省 四
令 条
」 第
と 一
い 項
う の
。 規
） 定

さ 及 修
せ び を
る 安 実
こ 全 施
と に す
が つ る
で い 等
き て 必
る 十 要
規 分 な

ス う
事 努
業 め
を な
行 け
う れ
者 ば
そ な
の ら
他 な

な 性
評 そ
価 の
を 他
実 の
施 事
す 情
る を
等 踏
そ ま

第 に
六 基
条 づ
の き
六 、
第 障
一 害
号 者
に 支
規 援

一
五
四
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一
援
員 生
及 活
び 介
サ 護
ー を
ビ 行

第 ６（
六 職 れ 労
条 員 相 る 移

） 談 設 行
障 室 備 支
害 及 を 援
者 び 有 を
支 多 し 行
援 目 な う

５ ４
サ が 待 等
ー あ 前 で す 」
ジ ん 項 き る と
指 摩 に る こ い
圧 マ 規 。 と う
師 ツ 定 が 。
、 サ す で ）
は ー る き を

３ ２
係 建 十

障 る 前 築 五
害 利 項 物 年
者 用 の を 法
支 者 規 い 律
援 の 定 う 第
施 安 に 。 二
設 全 か 以 百

第 （
五 設 二 一
条 備 会

） 施 福 生
障 設 祉 活
害 入 施 介
者 所 設 護
支 支 等 、
援 援 に 自

ス う
管 場
理 合
責
任 医
者 師

、（
施 看
設 護
障 職
害 員
福

施 的 け 場
設 室 れ 合
に に ば は
は つ な 、
、 い ら 第
施 て な 三
設 は い 項
長 、 。 に
の 利 規
ほ 用 定
か 者 す
、 に る

り ジ 設 る 設
師 指 備 場 け
又 圧 に 合 な
は 師 関 で け
き 、 し あ れ
ゅ は 必 っ ば
う り 要 て な
師 師 な 、 ら
の 及 基 利 な
学 び 準 用 い
校 き は 者 。
又 ゆ 、 に た

は 性 か 下 一
、 が わ 同 号
訓 確 ら じ ）
練 保 ず 。 第
・ さ 、 ） 二
作 れ 規 で 条
業 て 則 な 第
室 い で け 九
、 る 定 れ 号
居 と め ば の
室 認 る な 二
、 め 建 ら に

施 併 立
設 三 設 訓
の 十 す 練
建 人 る （
物 以 障 機

上 害 能（
利 者 訓（
用 入 支 練
者 所 援 ）
の を 施 、
日 目 設 自
常 的 立（

祉 保
サ 健
ー 師
ビ 又
ス は
の 看
提 護
供 師
に 若
係 し
る く

次 対 設
の す 備
各 る の
号 施 ほ
に 設 か
掲 障 、
げ 害 あ
る 福 ん
場 祉 摩
合 サ マ
の ー ッ

は う 規 対 だ
養 師 則 す し
成 に で る 、
施 係 定 施 他
設 る め 設 の
と 学 る 障 社
し 校 。 害 会
て 養 福 福
認 成 祉 祉
定 施 サ 施
さ 設 ー 設

食 た 物 な 規
堂 も で い 定
、 の あ 。 す
浴 は っ る
室 、 て 耐
、 耐 、 火
洗 火 知 建
面 建 事 築
所 築 が 物
、 物 火 を
便 又 災 い

（
生 と 次 訓
活 す 条 練
の る 第 （
た 他 五 生
め の 項 活
に 社 に 訓
使 会 規 練
用 福 定 ）
し 祉 す 、
な 施 る 就
い 設 認 労

サ は
ー 准
ビ 看
ス 護
管 師
理 を
を い
行 う
う 。
者 以
と 下

区 ビ サ
分 ス ー
に の ジ
応 提 指
じ 供 圧
、 に 師
当 支 、
該 障 は
各 が り
号 な 師
に い 又

れ 認 ビ 等
て 定 ス の
い 規 の 設
る 則 提 備
障 供 を（
害 昭 に 利
者 和 支 用
支 二 障 す
援 十 が る
施 六 な こ
設 年 い と

所 は 予 う
、 準 防 。
相 耐 、 以
談 火 消 下
室 建 火 同
及 築 活 じ
び 物 動 。
多 と 等 ）
目 す に 又
的 る 関 は
室 こ し 準

附 等 定 移
属 に 障 行
の 併 害 支
建 設 者 援
物 す 支 及
を る 援 び
除 障 施 就
く 害 設 労
。 者 を 継
以 支 除 続
下 援 く 支

し 同
て じ
厚 。
生 ）
労 、
働 理
大 学
臣 療
が 法
定 士
め 又

定 範 は
め 囲 き
る で ゅ
職 兼 う
員 用 師
を す の
置 る 学
か こ 校
な と 又
け が は
れ で 養

文 と に（
以 部 き よ
下 省 は り

令 、 当「
認 ・ 訓 該
定 厚 練 障
障 生 ・ 害
害 省 作 者
者 令 業 支
支 第 室 援
援 二 等 施

そ と 専 耐
の を 門 火
他 要 的 建
運 し 知 築
営 な 識 物
上 い を （
必 。 有 同
要 す 条
な る 第
設 者 九
備 の 号

同 施 。 援
じ 設 ）
。 に に 型
） あ あ
は っ っ 二
、 て て 十
耐 は は 人
火 、 、 以
建 十 十 上
築 人 人 （
物 以 以 入

る は
も 作
の 業
を 療

一 い 法
五 う 士
五 。 、

以 生
下 活
同 支

ば き 成
な る 施
ら 。 設
な と
い し
。 て

必
要
と
さ

施 号 の 設
設 ） 一 の
」 に 部 効
と よ を 果
い る 設 的
う あ け な
。 ん な 運
） 摩 い 営
が マ こ を
就 ッ と 期

意 の（
以 見 三
下 を に

聴 規「
訓 い 定
練 て す
・ 、 る
作 火 準
業 災 耐
室 に 火

上 上 所（
建 ） ） を
築 目
基 的
準 と
法 す

る（
昭 他
和 の
二 社
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第
八
条

障
害
者
支
援

第（ （
従 従 七 施 の く
た 事 条 設 限 は
る し 長 り 就
事 た 施 の で 労
業 者 設 資 な 継
所 又 長 格 い 続
を は は ） 。 支
設 こ 、 援

５ ４
に い の
専 う 第 業 施
ら 。 一 務 設
当 ） 項 に 長
該 若 各 従 は
生 し 号 事 、
活 く に し 専
介 は 定 、 ら

３ ２
め 七 六

第 に 前 サ
一 必 項 ー 施 就
項 要 第 ビ 設 労
各 な 一 ス 入 継
号 機 号 管 所 続
に 能 又 理 支 支
定 の は 責 援 援

五 四 三 二
じ

認 就 自 自 。
定 労 立 立 ）
障 移 訓 訓
害 行 練 練
者 支 （ （
支 援 生 機

施
設
は
、
障
害
者
支
援
施
設
に

置 れ 社
す ら 会 型
る と 福 の
場 同 祉 提
合 等 法 供
の 以 に（
特 上 昭 当
例 の 和 た
） 能 二 る

力 十 者
を 六 で
有 年 な

護 施 め 又 そ
若 設 る は の
し 入 職 当 職
く 所 員 該 務
は 支 は 障 に
当 援 、 害 従
該 の 生 者 事
施 単 活 支 す
設 位 介 援 る
入 護 施 者（
所 施 の 設 で
支 設 単 以 な

め 減 第 任 を
る 退 二 者 行 型
職 を 号 が う を
員 防 に 兼 場 行
の 止 掲 ね 合 う
員 す げ る 場
数 る る も 生 合
及 た 場 の 活
び め 合 と 支 職
職 の で す 援 業
員 訓 理 る 員 指
に 練 学 。 及 導

援 を 活 能
施 行 訓 訓
設 う 練 練
が 場 ） ）
就 合 を を
労 行 行
移 職 う う
行 業 場 場
支 指 合 合
援 導
を 員 生 看
行 、 活 護

お
け
る
主
た
る
事
業
所
（
以

す 法 け
る 律 れ
と 第 ば
認 四 な
め 十 ら
ら 五 な
れ 号 い
る ） 。
者 第 た
で 十 だ
な 九 し

援 入 位 外 け
の 所 の れ（
提 支 生 障 ば
供 援 活 害 な
に で 介 福 ら
当 あ 護 祉 な
た っ で サ い
る て あ ー 。
者 、 っ ビ た
又 そ て ス だ
は の 、 事 し

関 を 療 ） び 員
し 行 法 サ 、
必 う 士 ー 生
要 能 又 ビ 活
な 力 は ス 支
基 を 作 管 援
準 有 業 理 員
は す 療 責 及
、 る 法 任 び
規 看 士 者 サ
則 護 を ー

う 生 支 職
場 活 援 員
合 支 員 、

援 及 理
職 員 び 学
業 、 サ 療
指 就 ー 法
導 労 ビ 士
員 支 ス 又
、 援 管 は
生 員 理 作

下
「
主
た
る
事
業
所
」
と
い

け 条 、
れ 第 利
ば 一 用
な 項 者
ら 各 に
な 号 対
い の す
。 い る

ず 施
れ 設
か 障

専 提 そ 業 、
ら 供 の を 障
自 が 提 行 害
立 同 供 う 者
訓 時 が 事 支
練 に 同 業 援

一 時 所 施（
機 又 に 、 設
能 は 一 障 の
訓 複 又 害 管
練 数 は 者 理

（
で 師 確 当 ビ
定 そ 保 該 ス
め の す 障 管
る 他 る 害 理
。 の こ 者 責

者 と 支 任
を が 援 者
機 困 施
能 難 設
訓 な に
練 と お

活 及 責 業
支 び 任 療
援 サ 者 法
員 ー 士
及 ビ 、
び ス 生
サ 管 活
ー 理 支
ビ 責 援
ス 任 員
管 者 及

う
。
）
と
一
体
的
に
管
理
運

に 害
該 福
当 祉
す サ
る ー
者 ビ
若 ス
し の
く 提
は 供
社 に

） の 複 支 上
、 利 数 援 支
自 用 の 施 障
立 者 利 設 が
訓 に 用 等 な
練 対 者 の い

し に 職 場（
生 て 対 務 合
活 行 し に は
訓 わ て 従 、
練 れ 一 事 当

指 き い
導 は て
員 、 昼
と こ 間
し れ 実
て ら 施
置 の サ
く 者 ー
こ に ビ
と 代 ス
が え を

理 び
責 サ
任 ー
者 ビ

ス
管
理
責
任
者

営
を
行
う
事
業
所
（
以
下

会 支
福 障
祉 が
事 な
業 い
に 場
二 合
年 は
以 、
上 こ

） る 体 す 該
、 も 的 る 障
就 の に こ 害
労 を 行 と 者
移 い わ が 支
行 う れ で 援
支 。 る き 施
援 ） も る 設
若 ご の 。 の
し と を 他

で て 行
き 、 う
る 日 場
。 常 合

生 に
活 配
を 置
営 さ
む れ
た る

一
五
六
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第 （
十 介
三 護
条 等

の
障 原
害 則
者 ）
支

２ 第 第（
ば 十 衛 十

障 な 二 生 一
害 ら 条 管 条
者 な 理
支 い 障 等 障
援 。 害 ） 害
施 者 者
設 支 支

第 ５ ４ ３（ （
健 十 食
康 条 事 障 前 障
管 ） 害 項 害
理 障 者 の 者
） 害 支 訓 支

者 援 練 援
支 施 の 施
援 設 う 設

２ 第
制 内 応 九
を 障 防 じ 条
整 害 災 て
備 者 計 、 障
し 支 画 地 害
、 援 」 震 者
こ 施 と 、 支
れ 設 い 風 援

３ ２（
非 は 「
常 、 従 従 従
災 常 た た た
害 勤 る る る
対 か 事 事 事
策 つ 業 業 業
） 専 所 所 所

ら を は 」
援
施
設
は
、
利
用
者
の
心
身
の

は 援 援
、 施 施
感 設 設
染 は は
症 、 、
又 利 常
は 用 に
食 者 利
中 の 用
毒 使 者
の 用 の
発 す 健

施 は ち は
設 、 、 、

前 避 非（
施 二 難 常
設 項 及 災
入 の び 害
所 訓 消 に
支 練 火 備
援 の の え
を 結 訓 る
提 果 練 た
供 に は め

ら は う 水 施
の 、 。 害 設
体 施 ） 、 は
制 設 を 火 、
に 内 策 災 消
つ 防 定 そ 火
い 災 し の 器
て 計 な 他 、
定 画 け の 非
期 に れ 災 常
的 基 ば 害 口
に づ な が そ

当 設 、 と
該 置 六 い
主 す 人 う
た る 以 。
る 場 上 ）
事 合 の を
業 に 人 設
所 あ 員 置
又 っ を す
は て 利 る
従 は 用 こ
た 、 さ と

状
況
に
応
じ
、
利
用
者
の
自

生 る 康
を 設 状
予 備 態
防 及 に
し び 注
、 飲 意
又 用 を
は に 払
そ 供 う
の す と
ま る と

す 基 、 、
る づ 定 こ
場 き 期 れ
合 、 的 に
に 施 に 対
限 設 行 す
る 内 わ る
。 防 な 不
） 災 け 断
は 計 れ の
、 画 ば 注

職 き ら 発 の
員 、 な 生 他
及 非 い し の
び 常 。 た 非
利 災 場 常
用 害 合 災
者 時 に 害
等 の お に
に 関 け 対
周 係 る す
知 機 安 る

る 主 せ が
事 た る で
業 る こ き
所 事 と る
の 業 が 。
職 所 で
務 及 き
に び る
従 従 規
事 た 模
す る を

立
の
支
援
と
日
常
生
活
の
充

ん 水 も
延 に に
を つ 、
防 い 健
止 て 康
す 、 保
る 衛 持
た 生 の
め 的 た
必 な め
要 管 に

正 の な 意
当 検 ら と
な 証 な 訓
理 及 い 練
由 び 。 を
が 必 す
な 要 る
く な よ
、 見 う
食 直 努
事 し め

す 関 全 必
る へ の 要
と の 確 な
と 通 保 設
も 報 の 備
に 及 た を
、 び め 設
市 連 の け
町 絡 体 る
等 の 制 と
と 体 及 と

る 事 有
者 業 し
で 所 な
な の け
け 職 れ
れ 員 ば
ば な（
な サ ら
ら ー な
な ビ い
い ス 。

実
に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な

な 理 適
措 に 切
置 努 な
を め 措
講 、 置
ず 又 を
る は 講
よ 衛 じ
う 生 な
努 上 け
め 必 れ

の を な
提 行 け
供 わ れ
を な ば
拒 け な
ん れ ら
で ば な
は な い
な ら 。
ら な
な い

の 制 び も
連 並 避 に
携 び 難 、
協 に の 周
力 利 方 辺
体 用 法 の
制 者 等 地
を を を 域
整 円 定 の
備 滑 め 環
し に た 境

。 管
理
責
任
者
を
除
く
。
）
の

技
術
を
も

一 っ
五 て
七 介

護
及
び

な 要 ば
け な な
れ 措 ら
ば 置 な
な を い
ら 講 。
な じ
い な
。 け

れ

い 。
。

な 避 防 及
け 難 災 び
れ 誘 計 利
ば 導 画 用
な す 者（
ら る 以 の
な た 下 特
い め 性「
。 の 施 等

体 設 に

う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
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附

則

第 ２ 第（ （
十 規 者 十 事
九 則 障 の 八 故
条 へ 害 家 条 発

の 者 族 生
こ 委 支 等 障 時
の 任 援 に 害 の
条 ） 施 連 者 対
例 設 絡 支 応

第 ２ 第（
講 十 緊 十
じ 七 急 障 六
な 条 時 害 条
け の 者
れ 障 対 支 障
ば 害 応 援 害
な 者 ） 施 者
ら 支 設 支

２ 第（ （
苦 じ 十 秘 な
情 な 障 五 密 事
の け 害 条 を 項
処 れ 者 守 を
理 ば 支 障 る 記
） な 援 害 義 録

ら 施 者 務 し
な 設 支 ） な

２ 第 （
用 十 身 訓

障 者 四 体 練
害 の 条 的 を
者 行 拘 行
支 動 障 束 わ
援 を 害 等 な
施 制 者 の け
設 限 支 禁 れ

に は を 援 ）
定 、 行 施
め 前 う 設
る 項 と は
も の と 、
の 事 も 利
の 故 に 用
ほ の 、 者
か 状 必 に
、 況 要 対
障 及 な す
害 び 措 る

な 援 は 援
い 施 、 施
。 設 前 設

の 項 は
職 の 、
員 苦 利
は 情 用
、 を 者
利 受 又
用 け は
者 付 そ
に け の

い は 援 け
。 、 施 れ

職 設 ば
員 の な
又 職 ら
は 員 な
職 又 い
員 は 。
で 職
あ 員
っ で
た あ

は す 援 止 ば
、 る 施 ） な
身 行 設 ら
体 為 は な
的 、 い（
拘 以 利 。
束 下 用
等 者「
を 身 又
行 体 は
う 的 他
場 拘 の

者 事 置 施
支 故 を 設
援 に 講 障
施 際 じ 害
設 し な 福
の て け 祉
運 採 れ サ
営 っ ば ー
に た な ビ
関 処 ら ス
す 置 な の

病 た 家
状 場 族
の 合 か
急 は ら
変 、 の
が 当 苦
生 該 情
じ 苦 の
た 情 適
場 の 切
合 内 か

者 っ
が た
、 者
正 は
当 、
な 正
理 当
由 な
が 理
な 由
く が

合 束 利
は 等 用
、 」 者
そ と の
の い 生
態 う 命
様 。 又
及 ） は
び を 身
時 行 体
間 っ を

る に い 提
必 つ 。 供
要 い に
な て よ
基 、 り
準 記 事
は 録 故
、 し が
規 な 発
則 け 生
で れ し

そ 容 つ
の 等 迅
他 を 速
必 記 な
要 録 処
な し 理
場 な の
合 け た
は れ め
、 ば に
速 な 必

、 な
そ く
の 、
業 そ
務 の
上 業
知 務
り 上
得 知
た り
人 得

、 て 保
そ は 護
の な す
際 ら る
の な た
利 い め
用 。 緊
者 急
の や
心 む
身 を

定 ば た
め な 場
る ら 合
。 な は

い 、
。 速

や
か
に
県
及

や ら 要
か な な
に い 措
医 。 置
療 を
機 講
関 じ
へ な
の け
連 れ
絡 ば

の た
秘 人
密 の
を 秘
漏 密
ら を
す 漏
こ ら
と し
が て
な は

の 得
状 な
況 い
並 場
び 合
に を
緊 除
急 き
や 、
む 身
を 体

び
市
町
並
び
に
当
該
利
用

を な
行 ら
う な
等 い
必 。
要
な
措
置
を

い な
よ ら
う な
必 い
要 。
な
措
置
を
講

得 の
な 自
い 由
理 の
由 拘
そ 束
の そ
他 の
必 他
要 利

一
五
八
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し
た
も
の
を
除
く
。

る 害 に 第 運
こ 者 よ 百 営
れ 通 る 二 を
ら 所 廃 十 す
の 授 止 三 る
施 産 前 号 こ
設 施 の ） と
の 設 精 第 が

に 福 十 六 則 る
限 祉 二 に 第 身
る 法 号 規 五 体
。 第 。 定 十 障
） 二 以 す 二 害
若 十 下 る 条 者
し 一 知 の 入「
く 条 旧 的 規 所

３
う 立 身 体
。 体 障 法支
） 障 害 附援
に 害 者 則法
よ 者 福 第の
る 福 祉 四一
改 祉 法 十部
正 法 一の （

２ １（ （
当 経 施
分 省 過 こ 行
の 令 措 の 期
間 附 置 条 日
、 則 ） 例 ）
第 第 は
五 一 、
条 条 平

）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

建 及 神 五 で
物 び 障 十 き

同 害 条 る（
基 条 者 の こ
本 第 社 二 と
的 二 会 第 と
な 号 復 一 さ
設 に 帰 項 れ
備 規 施 第 た
が 定 設 一 法
完 す の 号 附
成 る 設 に 則

は の 知 障 定 授
旧 七 的 害 に 産
知 に 障 者 よ 施
的 規 害 更 る 設
障 定 者 生 改 に
害 す 援 施 正 限
者 る 護 設 前 る
福 知 施 の 。（
祉 的 設 整 知 ）
法 障 最 備 的 、
第 害 低 省 障 法
二 者 基 令 害 附

前 第 昭 条施
の 三 和 第行
身 十 二 一に
体 条 十 項伴障 に 四 のう害 規 年 規厚者 定 法 定生更 す 律 に労生 る 第 よ働援 身 二 り省護 体 百 な

関施 障 八 お

第 の 成
三 二 二
項 の 十
の 規 四
訓 定 年
練 に 十
・ よ 月
作 る 一
業 就 日
室 労 か
を 継 ら
設 続 施

第
五
条
第
三
項
の
多
目
的
室

し 精 備 規 第
て 神 及 定 四
い 障 び す 十
る 害 運 る 六
も 者 営 精 条
の 小 に 神 の
を 規 関 障 規
含 模 す 害 定
み 通 る 者 に
、 所 基 生 よ
平 授 準 活 る

十 授 準 に 者 則
一 産 」 よ 福 第
条 施 と る 祉 五
の 設 い 廃 法 十
八 う 止 八（ （
に 旧 。 前 昭 条
規 知 ） の 和 第
定 的 第 知 三 一
す 障 二 的 十 項
る 害 十 障 五 の
知 者 二 害 年 規

係設 害 十 従
省の 者 三 前
令設 療 号 の
の備 護 。 例
整及 施 以 に
備び 設 下 よ
等運 若 り「
に営 し 旧 運
関に く 身 営

関 す は 体 を
す 旧 障 する

け 支 行
な 援 す
い る
こ 型 。
と を
が 提
で 供
き す
る る
。 障

害
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る

成 産 訓 改（
十 施 平 練 正
八 設 成 施 前
年 を 十 設 の
十 除 二 若 精
月 く 年 し 神
一 。 厚 く 保
日 ） 生 は 健
以 に 省 同 及
後 お 令 項 び
に い 第 第 精

的 援 条 者 法 定
障 護 第 援 律 に
害 施 一 護 第 よ
者 設 号 施 三 り
通 最 に 設 十 な
勤 低 規 の 七 お
寮 基 定 設 号 従
又 準 す 備 。 前
は 第 る 及 以 の
法 四 知 び 下 例
附 十 的 運 に

る 身 害 る省
基 体 者 こ令
準 障 福 と（

害 祉 が平（
平 者 法 で成
成 福 」 き十
十 祉 と る八
五 法 い こ年
年 第 う と厚
厚 三 。 と生
生 十 ） さ

者
支
援
施
設
に
つ
い
て
は
、

。 増 て 八 二 神
築 施 十 号 障
さ 設 七 に 害
れ 障 号 規 者
、 害 ） 定 福
又 福 第 す 祉
は 祉 二 る に
改 サ 十 精 関
築 ー 三 神 す
さ ビ 条 障 る
れ ス 第 害 法

「
則 六 障 営 旧 よ
第 条 害 に 知 り
四 第 者 関 的 運
十 一 入 す 障 営
八 号 所 る 害 を
条 に 更 基 者 す
の 規 生 準 福 る
規 定 施 祉 こ（
定 す 設 平 法 と
に る に 成 」 が
よ 知 限 十 と で

労労 一 第 れ働働 条 二 た省省 に 十 法令令 規 九 附第第 定 条 則百二 す に 第六十 る 規 三
十一 身 定 十
九号 体 す 五
号） 障 る 条
。第 害 身 の

就
労
継
続
支
援

型
の
提
供

一
五
九

る を 一 者 律
等 提 号 授 （
建 供 に 産 昭
物 す 規 施 和
の る 定 設 二
構 場 す 十（
造 合 る 整 五
を に 精 備 年
変 お 神 省 法
更 け 障 令 律

り 的 る 五 い き
な 障 。 年 う る
お 害 ） 厚 。 こ
従 者 、 生 ） と
前 入 旧 労 第 と
の 所 知 働 二 さ
例 授 的 省 十 れ
に 産 障 令 一 た
よ 施 害 第 条 法
り 設 者 二 の 附

以五 者 体 規
下十 授 障 定

条 産 害 に「
整第 施 者 よ
備一 設 更 る
省号 生 改（
令に 障 施 正
」規 害 設 前
と定 者 、 の

す い 自 旧 身

に
支
障
が
な
い
場
合
は
、



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

る
も
の
に
限
る
。
）

第 第（
新 二 指 業 の 一
に 条 定 の 五 条
つ 障 人 の
い 指 害 員 十 こ
て 定 児 、 六 の
準 障 通 設 第 条
用 害 所 備 四 例
す 児 支 及 項 は

（
趣 附 第 第
旨 則 七 六
） 第 章 章

一
章 雑 多

則 機
総 能（
則 第 型

目
第 第 第 第 第 次
五 四 三 二 一
章 章 章 章 章

保 放 医 児 総
育 課 療 童 則
所 後 型 発 （
等 等 児 達 第

山
口 指
県 平 定

指 条 成 障
定 例 二 害
障 第 十 児
害 四 四 通
児 十 年 所
通 六 七 支

に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て

る 通 援 び に 、
場 所 の 運 お 児
合 支 事 営 い 童
を 援 業 に て 福
含 の の 関 準 祉
む 事 指 す 用 法
。 業 定 る す （
） の ） 基 る 昭
の 指 準 場 和
条 定 等 合 二
例 に を を 十
で 係 定 含 二

三 事
十 業
八 所
条 の
） 特

例
（
第
三
十
六
条

訪 デ 童 支 一
問 イ 発 援 条
支 サ 達 （
援 ー 支 第 第

ビ 援 四 三（
第 ス 条 条（
三 第 ）（
十 第 二 第
二 二 十 二
条 十 四 十

八 条 三
第 条 条

所 号 月 援
支 十 の
援 日 事
の 業
事 の
業 人
の 員
人 、
員 設
、 備
設 及
備 び

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

定 る め む 年
め 法 る 。 法
る 第 も ） 律
者 二 の 並 第
は 十 と び 百
、 一 す に 六
法 条 る 第 十
人 の 。 二 四
で 五 十 号
あ の 一 。
る 十 条 以

・
第
三
十
七
条
）

三 第 ）
十 第 二
五 三 十
条 十 七
） 一 条

条 ）
）

及 運
び 営
運 に
営 関
に す
関 る
す 基
る 準
基 等
準 を
等 定

者 五 の 下
と 第 五 「
す 二 の 法
る 項 十 」
。 第 八 と
た 一 第 い
だ 号 一 う
し 項 。（
、 法 及 ）
医 第 び 第
療 二 第 二

を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す

型 十 二 十
児 一 項 一
童 条 の 条
発 の 規 の
達 五 定 五
支 の に の
援 十 基 十

六 づ 五（
病 第 き 第
院 四 、 二
又 項 指 項

山 る
。口

県
知
事

二

は の 定 第
診 規 障 一
療 定 害 号
所 に 児 （
に よ 通 法
よ り 所 第
り 指 支 二
行 定 援 十
わ の の 一
れ 更 事 条

井

関

成

一
六
〇
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２
を
営 指
む 定
た 児
め 童
に 発
必 達
要 支

第 （
を 児 業 五 従
置 童 所 条 業
か 発 」 者
な 達 と 指 ）
け 支 い 定
れ 援 う 児
ば 管 。 童
な 理 ） 発

第 （
効 能 四 児 す
果 を 条 童 る
的 習 発 第 等
な 得 児 達 二 必
指 し 童 支 章 要
導 、 発 援 な
及 並 達 の 児 措
び び 支 原 童 置

４ ３
に 三 ば

指 努 号 指 な
定 め ） 定 ら
障 な 第 障 な
害 け 五 害 い
児 れ 条 児 。
通 ば 第 通
所 な 一 所

２ 第 （
障 に 三 一

指 害 基 条 般
定 児 づ 原
障 に き 指 則
害 対 障 定 ）
児 し 害 障
通 て 児 害
所 適 に 児

な 援
機 事
能 業
訓 所
練 に
を お
担 い
当 て
す 日
る 常
職 生
員 活

ら 責 達（
な 任 児 支
い 者 童 援
。 発 の（

障 達 事
害 支 業
児 援 を
通 セ 行
所 ン う
支 タ 者
援 ー （
又 で 以

訓 に 援 則 発 を
練 集 に ） 達 講
を 団 係 支 ず
行 生 る 援 る
う 活 指 よ
も に 定 う
の 適 通 努
で 応 所 め
な す 支 な
け る 援 け
れ こ れ（
ば と 以 ば

支 ら 項 支
援 な に 援
事 い 規 事
業 。 定 業
者 す 者
は る は
、 障 、
障 害 地
害 福 域
児 祉 及
の サ び
人 ー 家

支 切 対 通
援 か し 所
事 つ て 支
業 効 指 援
者 果 定 事
は 的 通 業
、 に 所 者
障 指 支 は
害 定 援 、
児 通 を 通
の 所 提 所
意 支 供 給

を を
い 営
う む
。 た
以 め
下 に
同 必
じ 要
。 な
） 機
を 能

は あ 下
障 る 「
害 も 指
児 の 定
入 を 児
所 除 童
支 く 発
援 。 達
の 以 支
提 下 援
供 こ 事

な が 下 な
ら で ら「
な き 指 な
い る 定 い
。 よ 児 。

う 童
、 発
当 達
該 支
障 援
害 」

権 ビ 庭
の ス と
擁 を の
護 行 結
、 う び
虐 者 付
待 、 き
の 児 を
防 童 重
止 福 視
等 祉 し

思 援 す 付
及 を る 決
び 提 と 定
人 供 と 保
格 し も 護
を な に 者
尊 け 、 及
重 れ そ び
し ば の 障
て な 効 害
、 ら 果 児

置 訓
か 練
な を
け 行
れ う
ば 場
な 合
ら に
な は
い 、
。 規

の の 業
管 条 者
理 に 」
を お と
行 い い
う て う
者 同 。
と じ ）
し 。 が
て ） 当
厚 に 該

児 と
の い
身 う
体 。
及 ）
び の
精 事
神 業
の は
状 、
況 障

の 施 た
た 設 運
め そ 営
に の を
必 他 行
要 の い
な 保 、
体 健 県
制 医 、
の 療 市
整 サ 町

常 な に の
に い つ 意
当 。 い 向
該 て 、
障 継 適
害 続 性
児 的 、
の な 障
立 評 害
場 価 の
に を 特

則
で
定
め
る
員
数
の
機
能
訓

生 は 事
労 、 業
働 規 を
大 則 行
臣 で う
が 定 事
定 め 業
め る 所
る 員 （
も 数 以
の の 下

並 害
び 児
に が
そ 日
の 常
置 生
か 活
れ に
て お
い け
る る

備 ー 、
を ビ 障
行 ス 害
う 又 者
と は 自
と 福 立
も 祉 支
に サ 援
、 ー 法
従 ビ （
業 ス 平

立 実 性
っ 施 そ
た す の
指 る 他
定 こ の
通 と 事
所 そ 情
支 の を
援 他 踏
を の ま
提 措 え

練
担
当
職

一 員
六 （
一 日

常
生
活

を 指 「
い 導 指
う 員 定
。 又 児
以 は 童
下 保 発
同 育 達
じ 士 支
。 及 援
） び 事

環 基
境 本
に 的
応 動
じ 作
て 及
適 び
切 知
か 識
つ 技

者 を 成
に 提 十
対 供 七
し す 年
、 る 法
研 者 律
修 と 第
を の 百
実 連 二
施 携 十

供 置 た
す を 計
る 講 画
よ ず を
う る 作
努 こ 成
め と し
な に 、
け よ こ
れ り れ
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第
八
条

指
定
児
童
発

第（ （
従 の 童 七 管 の
た 社 発 条 理 社
る 会 達 者 会
事 福 支 指 ） 福
業 祉 援 定 祉
所 施 事 児 施
を 設 業 童 設
設 等 所 発 の

５ ４
達 位 い
支 指 。 主（
援 指 定 と
の 定 児 し
提 児 童 て
供 童 発 重
に 発 達 症
当 達 支 心

３ ２
行 れ か 人
う 主 ば 指 な 以
場 と な 定 い 下
合 し ら 児 こ を
に て な 童 と 通
は 難 い 発 が わ
、 聴 。 達 で せ
規 児 支 き る

第 ４ ３
則 六 行
で 条 第 う 主
定 一 者 と
め 指 項 を し
る 定 に い て
員 児 規 う 重
数 童 定 。 症
の 発 す 以 心

達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童

置 の の 達 職
す 職 管 支 務
る 務 理 援 に
場 に 上 事 従
合 従 障 業 事
の 事 害 者 す
特 さ 児 は る
例 せ の 、 こ
） る 支 指 と

こ 援 定 が
と に 児 で
が 支 童 き

た 支 援 身
る 援 事 障
者 で 業 害
で あ 所 児
な っ の を
け て 従 通
れ 、 業 わ
ば そ 者 せ
な の る（
ら 提 嘱 指
な 供 託 定
い が 医 児

則 を 援 る 指
で 通 事 。 定
定 わ 業 児
め せ 所 童
る る に 発
員 指 お 達
数 定 い 支
の 児 て 援
機 童 日 事
能 発 常 業
訓 達 生 所
練 支 活 に

嘱 達 る 下 身
託 支 従 同 障
医 援 業 じ 害
、 事 者 。 児
児 業 に ） を
童 者 関 、 通
指 が し 機 わ
導 指 必 能 せ
員 定 要 訓 る
、 児 な 練 指
保 童 基 担 定
育 発 準 当 児

発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発

で 障 発 る
き が 達 。
る な 支
。 い 援

場 事
合 業
は 所
、 ご
当 と
該 に
指 専

。 同 を 童
た 時 除 発
だ に く 達
し 一 。 支
、 又 ） 援
障 は は 事
害 複 、 業
児 数 専 所
の の ら に
支 障 当 は
援 害 該 、

担 援 を あ
当 事 営 っ
職 業 む て
員 所 た は
を に め 栄
置 は に 養
か 、 必 士
な 規 要 を
け 則 な 、
れ で 機 調
ば 定 能 理

士 達 は 職 童
、 支 、 員 発
栄 援 規 及 達
養 事 則 び 支
士 業 で 児 援
、 所 定 童 事
調 め 発 業（
理 児 る 達 所
員 童 。 支 に
及 発 援 は
び 達 管 、

達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も

定 ら
児 そ
童 の
発 職
達 務
支 に
援 従
事 事
業 す
所 る
の 管

に 児 指 規
支 に 定 則
障 対 児 で
が し 童 定
な て 発 め
い 一 達 る
場 体 支 員
合 的 援 数
は に 事 の
、 行 業 看
栄 わ 所 護

な め 訓 の
ら る 練 業
な 員 を 務
い 数 行 の
。 の う 全

言 場 部
語 合 を
聴 に 委
覚 は 託
士 、 す
の 規 る

児 支 理 規
童 援 責 則
発 セ 任 で
達 ン 者 定
支 タ を め
援 ー 置 る
管 で か 員
理 あ な 数
責 る け の
任 も れ 嘱
者 の ば 託

の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
主

他 理
の 者
職 を
務 置
に か
従 な
事 け
さ れ
せ ば
、 な
又 ら

養 れ の 師
士 る 職 及
及 も 務 び
び の に 機
調 を 従 能
理 い 事 訓
員 う す 練
に 。 る 担
つ ） 者 当
い ご 又 職
て と は 員

ほ 則 指
か で 定
、 定 児
日 め 童
常 る 発
生 員 達
活 数 支
を の 援
営 機 事
む 能 業
た 訓 所

を に な 医
置 限 ら 、
か る な 看
な 。 い 護
け 以 。 師
れ 下 、
ば こ 児
な の 童
ら 条 指
な に 導
い お 員

た
る
事
業
所
（
以
下
「
主

は な
同 い
一 。
敷 た
地 だ
内 し
に 、
あ 指
る 定
他 児

は に 指 を
、 専 定 置
併 ら 児 か
せ 当 童 な
て 該 発 け
設 指 達 れ
置 定 支 ば
す 児 援 な
る 童 の ら
他 発 単 な

め 練 に
に 担 あ
必 当 っ
要 職 て
な 員 は
機 を 調
能 置 理
訓 か 員
練 な を
を け 置

。 い （
た て 障
だ 同 害
し じ 児
、 。 の
障 ） 生
害 に 活
児 は 指
四 、 導
十 規 を

一
六
二
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２
（

指 以
定 下
児 「
童 施
発 設
達 内
支 防

第 ５（
の 十 非 が

一 常 な 指特
条 災 い 定性

害 場 児等
指 対 合 童に
定 策 は 発応
児 ） 、 達じ
童 併 支て

４ ３ ２
室 け 戯

第 主 主 、 れ 場
一 と と 屋 ば （
項 し し 外 な 指
に て て 遊 ら 定
規 難 知 戯 な 児
定 聴 的 場 い 童
す 児 障 、 。 発

第 ３ ２
十 が 定
条 な 指 前 児

い 定 項 童
指 場 児 に 発
定 合 童 規 達
児 は 発 定 支
童 、 達 す 援
発 こ 支 る の

第 ２（
九 設 人 た
条 備 以 従 る

） 上 た 事
指 は る 業
定 、 事 所
児 常 業 」
童 勤 所 と
発 か を い

援 災
事 計
業 画
者 」
は と
、 い
施 う
設 。
内 ）
防 を
災 策
計 定

発 せ 援、
達 て 事地
支 設 業震
援 置 所、
事 す の風
業 る 設水
者 他 備害
は の は、
、 社 、火
消 会 専災
火 福 らそ
器 祉 当

る を 害 医 た 達
設 通 の 務 だ 支
備 わ あ 室 し 援
に せ る 及 、 事
関 る 児 び 主 業
し 指 童 相 と 所
必 定 を 談 し の
要 児 通 室 て 付
な 童 わ を 重 近
基 発 せ 設 症 に
準 達 る け 心 あ
は 支 指 な 身 る

達 の 援 設 提
支 限 事 備 供
援 り 業 に に
事 で 所 関 必
業 な の し 要
所 い 設 必 な

。 備 要 設（
児 は な 備
童 、 基 及
発 専 準 び
達 ら は 備
支 当 、 品

達 つ 設 う
支 専 置 。
援 ら す ）
事 当 る と
業 該 場 一
所 主 合 体

た に 的（
児 る あ に
童 事 っ 管
発 業 て 理
達 所 は 運
支 又 、 営

画 し
に な
基 け
づ れ
き ば
、 な
非 ら
常 な
災 い
害 。
時

の
、 施 該他
非 設 指の
常 の 定災
口 設 児害
そ 備 童が
の に 発発
他 兼 達生 の ね 支し 非 る 援た 常 こ の場 災 と 事

、 援 定 い 障 屋
規 事 児 こ 害 外
則 業 童 と 児 遊
で 所 発 が を 戯
定 に 達 で 通 場
め は 支 き わ に
る 、 援 る せ 代
。 聴 事 。 る わ

力 業 指 る
検 所 定 べ
査 に 児 き

援 該 規 等
セ 指 則 を
ン 定 で 備
タ 児 定 え
ー 童 め な
で 発 る け
あ 達 。 れ
る 支 ば
も 援 な
の の ら
に 事 な

援 は 主 を
セ 従 た 行
ン た る う
タ る 事 事
ー 事 業 業
で 業 所 所
あ 所 及 （
る の び 以
も 職 従 下
の 務 た 「
を に る 従

の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び

合 害 が 業に に で のお 対 き 用け す る にる る 。 供安 必 す全 要 るの な も確 設 の
保 備 で
の を な

室 は 童 場
を 、 発 所
設 静 達 を
け 養 支 含
な 室 援 む
け を 事 。
れ 設 業 以
ば け 所 下
な な に 同
ら け あ じ
な れ っ 。

限 業 い
る の 。
。 用
以 に
下 供
こ す
の る
条 も
に の
お で
い な

除 従 事 た
く 事 業 る
。 す 所 事
以 る の 業
下 者 従 所
こ で 業 」
の な 者 と
条 け い（
に れ 児 う
お ば 童 。
い な 発 ）

連
絡
の
体
制
並
び
に
障
害
児

た 設 け
め け れ
の る ば
体 と な
制 と ら
及 も な
び に い
避 、 。
難 周 た
の 辺 だ
方 の し

い ば て ）
。 な は 、

ら 、 医
な 障 務
い 害 室
。 児 、

の 相
支 談
援 室
に 、
支 調

て け
同 れ
じ ば
。 な
） ら
に な
は い
、 。
指 た
導 だ
訓 し

て ら 達 を
同 な 支 設
じ い 援 置
。 。 管 す
） 理 る
に 責 こ
は 任 と
、 者 が
指 を で
導 除 き
訓 く る

を
円
滑
に

一 避
六 難
三 誘

導
す
る

法 地 、
等 域 障
を の 害
定 環 児
め 境 の
た 及 支
防 び 援
災 障 に
計 害 支
画 児 障

障 理
が 室
な 及
い び
場 便
合 所
は を
、 設
遊 け
戯 な

練 、
室 障
、 害
遊 児
戯 の
室 支
、 援
屋 に
外 支
遊 障

練 。 。
室 ）
を の
設 う
け ち
る そ
ほ れ
か ぞ
、 れ
指 一



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

な
い
。

２ 第 第（
じ 十 衛 る 十

指 な 六 生 。 五
定 け 条 管 ） 条
児 れ 理 は
童 ば 指 等 、 指
発 な 定 ） 障 定
達 ら 児 害 児
支 な 童 児 童

第 第（ （ （
健 十 食 十 提
康 四 事 三 供
管 条 ） 条 拒
理 否
） 指 指 の

定 定 禁
児 児 止
童 童 ）

第 ５（
該 程 所 十 重
指 の 給 二 要 指
定 概 付 条 事 定
児 要 決 項 児
童 、 定 指 の 童
発 従 保 定 説 発
達 業 護 児 明 達
支 者 者 童 等 支

４ ３
行 ら た
わ 前 指 な め
な 項 定 い の
け の 児 。 体
れ 訓 童 制
ば 練 発 を
な の 達 整
ら う 支 備

援 い 発 の 発
事 。 達 健 達
業 支 康 支
者 援 状 援
は 事 態 事
、 業 に 業
感 者 注 者
染 は 意 （
症 、 を 児
又 障 払 童
は 害 う 発
食 児 と

発 発
達 達
支 支
援 援
事 事
業 業
所 者

は（
児 、
童 正
発 当
達 な

援 の 発 ） 援（
の 勤 以 達 事
提 務 下 支 業
供 体 援 者「
の 制 利 事 は
開 そ 用 業 、
始 の 申 者 前
に 他 込 は 二
つ の 者 、 項
い 利 」 通 の
て 用 と 所 訓
同 申 い 給 練

な ち 援 し
い 、 事 、
。 避 業 こ

難 者 れ
及 は ら
び 、 の
消 非 体
火 常 制
の 災 に
訓 害 つ
練 に い
は 備 て達

中 の と 支
毒 使 も 援
の 用 に セ
発 す 、 ン
生 る 健 タを 設 康 ー予 備 保 で防 及 持 あし び の る、 飲 た 指又 用 め

支 理
援 由
セ が
ン な
タ く
ー 、
で 指
あ 定
る 児
も 童
の 発

意 込 う 付 の
を 者 。 決 結
得 の ） 定 果
な サ に 保 に
け ー 係 護 基
れ ビ る 者 づ
ば ス 障 が き
な の 害 指 、
ら 選 児 定 施
な 択 の 児 設
い に 障 童 内

、 え 定
定 る 期
期 た 的
的 め に
に 、 従

こ 業（
児 れ 者
童 に 及
発 対 び
達 す 障
支 る 害定は に に 児そ 供 適 童の す 切 発ま る な 達ん 水 措 支延 に 置 援を つ を 事防 い 講 業止 て じ

所す 、 な
にる 衛 け

に 達
限 支
る 援
。 の
） 提
は 供
、 を
障 拒
害 ん
児 で
の は

。 資 害 発 防
す の 達 災
る 特 支 計
と 性 援 画
認 に の の
め 応 利 検
ら じ 用 証
れ た の 及
る 適 申 び
重 切 込 必
要 な み 要

援 不 児
セ 断 等
ン の に
タ 注 周
ー 意 知
で と す
あ 訓 る
る 練 と
指 を と
定 す も
児 る に

おた 生 れ
いめ 的 ば
て必 な な
、要 管 ら
指な 理 な
定措 に い
児置 努 。
童を め
発講 、
達ず 又
支る は

食 な
育 ら
の な
推 い
進 。
に
努
め
な
け
れ

事 配 を な
項 慮 行 見
を を っ 直
記 し た し
載 つ と を
し つ き 行
た 、 は わ
書 当 、 な
面 該 当 け
を 利 該 れ
交 用 利 ば

童 よ 、
発 う 市
達 努 町
支 め 等
援 な と
事 け の
業 れ 連
所 ば 携
に な 協
あ ら 力
っ な 体

援よ 衛
のう 生
事努 上
業め 必
をな 要
行け な
うれ 措
者ば 置
にな を

ら 講 限

ば
な
ら
な
い
。

付 申 用 な
し 込 の ら
て 者 申 な
説 に 込 い
明 対 み 。
を し を
行 、 行
い 運 っ
、 営 た
当 規 通

て い 制
は 。 を
、 整
毎 備
月 し
一 な
回 け
以 れ
上 ば
） な

一
六
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

３
は
、 指
苦 定
情 児
の 童
解 発
決 達
を 支

２ 第 （
必 二 苦 要

指 要 十 情 な
定 な 一 の 措
児 措 条 処 置
童 置 理 を
発 を 指 ） 講
達 講 定 じ
支 じ 児 な

２ 第 （
い 秘 き 文二

指 。 密 は の十
定 を 、 規条
児 守 心 定
童 る 身 に指
発 義 の よ定
達 務 苦 り児
支 ） 痛 親童

第 第（ （
十 懲 げ 十 虐
九 戒 る 八 待
条 に 行 条 等

関 為 の
指 す そ 指 禁
定 る の 定 止
児 権 他 児 ）
童 限 当 童

２ 第 （
記 そ 十 身
録 指 の 七 体
し 定 他 条 的
な 児 障 拘
け 童 害 指 束
れ 発 児 定 等
ば 達 の 児 の
な 支 行 童 禁

図 援
る 事
た 業
め 者
、 （
当 児
該 童
指 発
定 達
児 支
童 援
発

援 な 童 け
事 け 発 れ
業 れ 達 ば
者 ば 支 な
は な 援 ら
、 ら 事 な
前 な 業 い
項 い 者 。
の 。 は
苦 、
情 障
を 害

援 を 権発
事 与 を達
業 え 行支
者 、 う援
は 名 場事
、 誉 合業
従 及 で所
業 び あの
者 尊 っ従
又 厳 て業
は を 懲者
従 害 戒

発 の 該 発
達 濫 障 達
支 用 害 支
援 の 児 援
事 禁 の 事
業 止 心 業
所 ） 身 所

に の（
児 有 従
童 害 業
発 な 者
達 影 は

ら 援 動 発 止
な 事 を 達 ）
い 業 制 支
。 者 限 援

は す 事
、 る 業
身 行 者
体 為 は
的 、（
拘 以 障
束 下 害
等 児セ

達 ン
支 タ
援 ー
事 で
業 あ
所 るの 指従 定業 児者 童以

受 児
け 又
付 は
け 通
た 所
場 給
合 付
は 決
、 定
当 保
該 護

又
業 す すは
者 る る従
で 等 と業
あ そ き者っ の 又でた 権 はあ者 限 同っが を 条た、 濫 第者正 用 三は当 し 項

支 響 、
援 を 障
セ 与 害
ン え 児
タ る に
ー 行 対
で 為 し
あ を 、
る し 児
も て 童
の は 虐

「
を 身 又
行 体 は
う 的 他
場 拘 の
合 束 障
は 等 害
、 」 児
そ と の
の い 生
態 う 命
様 。 又発外 達の 支者 援を 事関 業与 所さ

にせ
おな
いけ
てれ

苦 者
情 そ
の の
内 他
容 の
等 当
を 該
記 障
録 害
し 児
な の

、な て の正理 は 規当由 な 定なが ら に理な な よ由く い りが、 。 懲なそ 戒くの に、業 関
そ務 し

に な 待
限 ら の
る な 防
。 い 止
） 。 等
の に
長 関
で す
あ る
る 法
管 律

及 ） は
び を 身
時 行 体
間 っ を
、 て 保
そ は 護
の な す
際 ら る
の な た
障 い め
害 。 緊

、ば
指な
定ら
児な
童い
発。
達
支
援
の
事

け 家
れ 族
ば か
な ら
ら の
な 苦
い 情
。 の

適
切
か

の上 そ
業知 の
務り 障
上得 害
知た 児
り人 の
得の 福
た秘 祉
人密 の
のを た
秘漏 め

理 （
者 平
は 成
、 十
障 二
害 年
児 法
に 律
対 第
し 八
、 十

児 急
の や
心 む
身 を
の 得
状 な
況 い
並 場
び 合
に を
緊 除

業
を
行
う

一 者
六 に
五 限

る
。
）

つ
迅
速
な
処
理
の
た
め
に

密ら に
をす 必
漏こ 要
らと な
しが 措
てな 置
はい を
なよ と
らう る

必 な と

法 二
第 号
四 ）
十 第
七 二
条 条
第 各
一 号
項 に
本 掲

急 き
や 、
む 身
を 体
得 の
な 自
い 由
理 の
由 拘
を 束



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
二
十
六
条

指
定
医

３ ２（
設 る 害 置
備 。 児 指 か 指
） の 定 な 定

支 医 け 医
援 療 れ 療
に 型 ば 型
支 児 な 児
障 童 ら 童

第 （
法 法 二 従 に
士 十 業 応（
又 昭 五 者 じ
は 和 条 ） て
作 二 適
業 十 指 切
療 三 定 か
法 年 医 つ

第 ２（
的 二 医 該
動 十 療 指 障
作 四 型 第 定 害
及 条 児 三 児 児
び 童 章 童 の
知 医 発 発 家
識 療 達 医 達 族
技 型 支 療 支 等

第 第（ （
二 事 必 二 緊
十 故 要 十 急
三 発 な 二 時
条 生 措 条 の

時 置 対
指 の を 指 応
定 対 講 定 ）
児 応 じ 児

療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
は

が 発 な 発
な 達 い 達
い 支 。 支
場 援 援
合 事 事
は 業 業
、 所 所
障 の に
害 従 お
児 業 い
の 者 て
保 は 日

士 法 療 効
及 律 型 果
び 第 児 的
児 二 童 な
童 百 発 指
発 五 達 導
達 号 支 及
支 ） 援 び
援 に の 訓
管 規 事 練
理 定 業 並
責 す を び

能 児 援 型 援 に
を 童 の 児 事 連
習 発 原 童 業 絡
得 達 則 発 者 を
し 支 ） 達 は 行
、 援 支 、 う
並 に 援 前 と
び 係 項 と
に る の も
集 指 事 に
団 定 故 、
生 通 の 必

童 ） な 童
発 け 発
達 れ 達
支 ば 支
援 な 援
事 ら 事
業 な 業
者 い 所
は 。 の
、 従
障 業
害 者

、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療

護 、 常
に 専 生
直 ら 活
接 当 を
従 該 営
事 指 む
す 定 た
る 医 め
従 療 に
業 型 必
者 児 要

任 る 行 に
者 診 う 治
を 療 者 療
置 所 が を
か と 当 行
な し 該 う
け て 事 も
れ 必 業 の
ば 要 を で
な な 行 な
ら 従 う け

活 所 状 要
に 支 況 な
適 援 及 措
応 び 置（
す 以 事 を
る 下 故 講
こ に じ「
と 指 際 な
が 定 し け
で 医 て れ
き 療 採 ば

児 は
に 、
対 障
す 害
る 児
指 に
定 病
児 状
童 の
発 急
達 変

所
と
し
て
必
要
な
設
備
の
ほ

を 童 な
除 発 言
き 達 語
、 支 訓
併 援 練
せ 事 等
て 業 を
設 所 行
置 の う
す 職 場
る 務 合

な 業 事 れ
い 者 業 ば
。 の 所 な

ほ ら（
か 以 な
、 下 い
規 。「
則 指
で 定
定 医
め 療

る 型 っ な
よ 児 た ら
う 童 処 な
、 発 置 い
当 達 に 。
該 支 つ
障 援 い
害 」 て
児 と 、
の い 記
身 う 録

支 が
援 生
の じ
提 た
供 場
に 合
よ そ
り の
事 他
故 必
が 要

か
、
指
導
訓
練
室
、
屋
外
訓

他 に に
の 従 は
社 事 、
会 す 規
福 る 則
祉 者 で
施 で 定
設 な め
の け る
職 れ 員
務 ば 数

る 型
員 児
数 童
の 発
児 達
童 支
指 援
導 事
員 業
、 所
保 」

体 。 し
及 ） な
び の け
精 事 れ
神 業 ば
の は な
状 、 ら
況 障 な
並 害 い
び 児 。
に が

発 な
生 場
し 合
た は
場 、
合 速
は や
、 か
速 に
や 医
か 療

練
場
、
相
談
室
及
び
調
理

に な の
従 ら 機
事 な 能
す い 訓
る 。 練
こ た 担
と だ 当
が し 職
で 、 員
き 障 を

育 と
士 い
、 う
看 。
護 ）
師 に
、 は
理 、
学 医
療 療

そ 日
の 常
置 生
か 活
れ に
て お
い け
る る
環 基
境 本

に 機
県 関
及 へ
び の
市 連
町 絡
並 を
び 行
に う
当 等

一
六
六
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２
な

前 け
項 れ
に ば
規 な
定 ら
す な
る い

第 ３ ２（
三 設 置
十 備 第 か 指
条 ） 一 な 定

項 け 放
指 に れ 課
定 規 ば 後
放 定 な 等
課 す ら デ

第 第（
規 二 従 て た 二
則 十 業 適 め 十
で 九 者 切 に 八
定 条 ） か 必 条
め つ 要
る 指 効 な 放
員 定 果 訓 課
数 放 的 練 後

第（ （
放 こ 二 準
課 の 十 用
後 第 場 七 ）
等 四 合 条
デ 章 に
イ お 前
サ 放 い 章
ー 課 て （

３ ２
社 の 室
会 支 指 前 を
福 援 定 項 設
祉 に 医 に け
施 支 療 規 な
設 障 型 定 け
の が 児 す れ
設 な 童 る ば

設 。
備
に
関
し
必
要
な
基
準
は
、

後 る な イ
等 従 い サ
デ 業 。 ー
イ 者 ビ
サ に ス
ー 関 事
ビ し 業
ス 必 所
事 要 に
業 な お
所 基 い
に 準 て

の 課 な を 等
指 後 指 行 デ
導 等 導 い イ
員 デ 及 、 サ
又 イ び 及 ー
は サ 訓 び ビ
保 ー 練 社 ス
育 ビ を 会 に
士 ス 行 と 係
及 の う の る
び 事 も 交 指
児 業 の 流 定

ビ 後 、 第
ス 等 第 四
の デ 二 条
原 イ 十 か
則 サ 二 ら
） ー 条 第

ビ 中 六
ス 条「

医 ま
療 で
機 及
関 び

備 い 発 設 な
に 場 達 備 ら
兼 合 支 に な
ね は 援 関 い
る 、 事 し 。
こ 第 業 必
と 一 所 要
が 項 の な
で に 設 基
き 規 備 準
る 定 は は
。 す 、 、

規
則
で
定
め
る
。

は は 日
、 、 常
指 規 生
導 則 活
訓 で を
練 定 営
室 め む
を る た
設 。 め
け に
る 必

童 を で を 通
発 行 な 図 所
達 う け る 支
支 者 れ こ 援
援 が ば と （
管 当 な が 以
理 該 ら で 下
責 事 な き 「
任 業 い る 指
者 を 。 よ 定
を 行 う 放

」 第
と 八
あ 条
る か
の ら
は 第
、 十

条「
他 ま
の で
専 を

る 専 規
設 ら 則
備 当 で

該 定（
医 指 め
療 定 る
法 医 。
に 療
規 型
定 児
す 童

ほ 要
か な
、 機
指 能
定 訓
放 練
課 を
後 行
等 う
デ 場
イ 合

置 う 、 課
か 事 当 後
な 業 該 等
け 所 障 デ
れ 害 イ（
ば 以 児 サ
な 下 の ー
ら 身 ビ「
な 指 体 ス
い 定 及 」
。 放 び と

門 除
医 く
療 。
機 ）
関 の
」 規
と 定
読 は
み 、
替 指
え 定

る 発
診 達
療 支
所 援
と の
し 事
て 業
必 の
要 用
な に
設 供

サ に
ー は
ビ 、
ス 規
の 則
提 で
供 定
に め
必 る
要 員
な 数

課 精 い
後 神 う
等 の 。
デ 状 ）
イ 況 の
サ 並 事
ー び 業
ビ に は
ス そ 、
事 の 障
業 置 害

る 医
も 療
の 型
と 児
す 童
る 発
。 達

支
援
の
事

備 す
を る
除 も
く の
。 で
） な
に け
つ れ
い ば
て な
は ら

一
六
七

設 の
備 機
及 能
び 訓
備 練
品 担
等 当
を 職
備 員
え を

所 か 児
」 れ が
と て 生
い い 活
う る 能
。 環 力
） 境 の
に に 向
は 応 上
、 じ の

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、 な
併 い
せ 。
て た
設 だ
置 し
す 、
る 障
他 害
の 児



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

発
達
支
援
管
理
責
任

第 ２（
訪 三 準 援 の
問 十 用 に 指 提
支 五 ） 支 定 供
援 条 障 保 に
の が 育 必
事 第 な 所 要
業 二 い 等 な
に 章 場 訪 設

第 ２ 第（
三 設 め 三
十 備 児 る 十
四 ） 童 員 三
条 発 数 条

達 の
指 支 訪 指
定 援 問 定
保 管 支 保

第（ （
従 で 生 三 保
業 な 活 十 育
者 け に 二 所 第
） れ 適 条 等 五

ば 応 訪 章
な す 保 問
ら る 育 支 保
な こ 所 援 育

第 ３（
ビ 三 準 害
ス 十 用 児 指
の 一 ） の 定
事 条 支 放
業 援 課
に 第 に 後
つ 二 支 等
い 章 障 デ

者
を
併
せ
て
兼
ね
る
場
合
を
除

つ 合 問 備（
い 第 は 支 及
て 四 、 援 び
準 条 こ 事 備
用 か の 業 品
す ら 限 所 等
る 第 り の を
。 六 で 設 備
こ 条 な 備 え
の ま い は な
場 で 。 、 け
合 、 専 れ

育 理 援 育
所 責 員 所
等 任 及 等
訪 者 び 訪
問 の 児 問
支 う 童 支
援 ち 発 援
事 一 達 の
業 人 支 事
所 以 援 業
に 上 管 を
は は 理 行

い と 等 の 所
。 が 訪 原 等

で 問 則 訪
き 支 ） 問
る 援 支
よ に 援
う 係
、 る
当 指
該 定
障 通
害 所

て が イ（
準 第 な サ
用 四 い ー
す 条 場 ビ
る か 合 ス
。 ら は 事

第 、 業
六 こ 所
条 の の
ま 限 設
で り 備
、 で は

き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

に 第 ら ば
お 八 当 な
い 条 該 ら
て か 指 な
、 ら 定 い
第 第 保 。
七 十 育
条 一 所
中 条 等

ま 訪「
た で 問

、 、 責 う
事 専 任 者
業 ら 者 が
の 当 を 当
運 該 置 該
営 指 か 事
を 定 な 業
行 保 け を
う 育 れ 行
た 所 ば う
め 等 な 事

児 支
の 援
身 （
体 以
及 下
び 「
精 指
神 定
の 保
状 育
況 所

第 な 、
九 い 専
条 。 ら
、 当
第 該
十 指
条 定
、 放
第 課
十 後
四 等

す
る
。

だ 、 支
し 第 援
」 十 の
と 四 事
あ 条 業
る 、 の
の 第 用
は 十 に
、 五 供

条 す「
た 及 る

に 訪 ら 業
必 問 な 所
要 支 い （
な 援 。 以
広 事 下
さ 業 「
を 所 指
有 の 定
す 職 保
る 務 育
専 に 所

並 等
び 訪
に 問
そ 支
の 援
置 」
か と
れ い
て う
い 。
る ）

条 デ
、 イ
第 サ
十 ー
五 ビ
条 ス
及 の
び 事
第 業
十 の
九 用

だ び も
し 第 の
、 十 で
第 九 な
三 条 け
十 を れ
三 除 ば
条 く な
第 。 ら
一 ） な
項 の い

用 従 等
の 事 訪
区 す 問
画 る 支
を 者 援
設 で 事
け な 業
る け 所
ほ れ 」
か ば と
、 な い

環 の
境 事
に 業
応 は
じ 、
て 障
適 害
切 児
か が
つ 障
効 害

条 に
を 供
除 す
く る
。 も
） の
の で
規 な
定 け
は れ
、 ば

の 規 。
訪 定 た
問 は だ
支 、 し
援 指 、
員 定 障
及 保 害
び 育 児
児 所 の
童 等 支

指 ら う
定 な 。
保 い ）
育 。 に
所 は
等 、
訪 規
問 則
支 で
援 定

果 児
的 以
な 外
支 の
援 児
を 童
行 と
う の
も 集
の 団

指 な
定 ら
放 な
課 い
後 。
等 た
デ だ
イ し
サ 、
ー 障

一
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附 八
条

則
こ
の
条

第（ （
規 ね 三 設
則 る 十 備
へ 第 こ 七 の
の 七 と 条 特
委 章 が 例
任 で 多 ）
） 雑 き 機

則 る 能

条 う 童 所「 「
第 。 事 指 」発
一 ） 業 定 と達
項 」 所 児 、支
中 と 童 同援 （

あ 以 発 条事「
事 る 下 達 第業
業 の 支 二所 「

十 か 支 規 四
三 ら 援 定 十
条 前 す 三
第 章 型 る 条
一 ま の 指 に
項 で 事 定 規
の に 業 就 定
規 規 の 労 す

第 （
人 に 三 従
員 規 十 業
、 定 六 者 第
設 す 条 の 六
備 る 特 章
及 指 多 例
び 定 機 ） 多
運 放 能 機

例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指

。 型
事
業
所
の
設
備
は
、
サ
ー
ビ

所 は 指 援 項」 定 事 及と（ 「
以 多 医 業 びあ下 機 療 所 第る能 型 」 六「

の指 型 児 と 条
は定 事 童 あ 第

保 業 発 る 一「
多育 所 達 の 項
機所 」 支 は か
能等 と 援 ら「
型訪 、 事 多 第

定 定 う 移 る
の す ち 行 指
適 る 二 支 定
用 事 以 援 自
に 業 上 の 立
つ の の 事 訓
い み 事 業 練
て を 業 、 （
は 行 を 同 機
、 う 一 条 能
第 者 体 例 訓
五 に 的 第 練

営 課 型 能
に 後 事 型
関 等 業 事
す デ 所 業
る イ 所（
基 サ 第 の
準 ー 四 特
等 ビ 条 例
を ス に
定 の 規
め 事 定
る 業 す

定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業

ス
の
提
供
に
支
障
を
来
さ
な

問 同 業 機 四事
支 条 所 能 項業
援 第 」 型 ま所
事 二 と 事 で」
業 項 い 業 のと
所 中 う 所 規、
」 。 」 定第「
と 指 ） と 中二
い 定 」 、十 「
う 放 と 指九 「
。 課 あ 指 定

条 対 に 五 ）
第 す 行 十 の
一 る う 三 事
項 第 事 条 業
中 五 業 に 、

条 所 規 同「
事 第 定 条（
業 一 同 す 例
所 項 条 る 第

及 例 指 四（
以 び に 定 十

条 及 る
例 び 指

第 定（
平 三 児
成 十 童
二 二 発
十 条 達
四 に 支
年 規 援
山 定 の
口 す 事

の
運
営
に
関
す
る
必
要
な
基

い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
一
体

条） 後 る 定 児第」 等 の 児 童
一と デ は 童 発
項あ イ 発 達「
中る サ 多 達 支

の ー 機 支 援「
事は ビ 能 援 事
業ス 型 」 業「
所多 事 事 と 所

機 業 業 あ 」（
以能 所 所 る と

下 第 規 就 五
二 定 労 条「

指 項 す 継 に
定 、 る 続 規
児 第 事 支 定
童 六 業 援 す
発 条 の る
達 、 み 型 指
支 第 を の 定
援 二 行 事 自
事 十 う 業 立

県 る 業
条 指 、
例 定 第
第 保 二
四 育 十
十 所 四
号 等 条
） 訪 に
第 問 規
二 支 定
十 援 す

準
は
、
規
則
で
定
め
る
。

的
に
事
業
を
行
う
他
の
多
機

型 」 」 の あ下
事 と と は る「
業 あ 、 の指 「
所 る 同 指 は定
」 の 条 定放 「
と は 第 通 多課
す 二 所 機後「
る 多 項 支 能等。 機 及 援 型デ能 び 」 事イ型 第 と 業

業 五 事 及 訓
所 条 業 び 練
」 、 所 同 （
と 第 を 条 生
い 二 除 例 活
う 十 く 第 訓
。 九 。 五 練
） 条 ） 十 ）
」 第 を 六 の
と 一 い 条 事
あ 項 う に 業

四 の る
条 事 指
に 業 定
規 並 医
定 び 療
す に 型
る 指 児
指 定 童
定 障 発
生 害 達
活 福 支

一
六
九

能
型
事
業
所
の
設
備
に
兼

サ事 三 、 所ー業 項 第 」
ビ所 中 二 と
ス」 十 、「
事と 指 五 同
業、 定 条 条
所第 医 第 第
」三 療 一 五
と十 型 項 項

三 い 児 中 中

る 及 。 規 、
の び ） 定 同
は 第 で す 条

二 あ る 例「
多 項 っ 指 第
機 並 て 定 四
能 び 、 就 十
型 に 第 労 九
事 第 二 継 条
業 三 章 続 に

介 祉 援
護 サ の
の ー 事
事 ビ 業
業 ス 、
、 の 第
同 事 二
条 業 十
例 等 八
第 の 条
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目 山
第 第 次 口
二 一 県
章 章 指 条

定 例
指 総 障 第
定 則 害 四
福 児 十（
祉 第 入 七

指 る る
平 定 職 者
成 障 員 に
二 害 を 対
十 児 い す
四 入 う る
年 所 。 第
七 施 ） 六

３
分 間 十 け「

こ に は 新 二 る
の 限 、 児 年 検
条 る 第 童 法 討
例 。 五 福 律 を
の ） 条 祉 第 踏
施 及 第 法 七 ま
行 び 一 」 十 え

２ １（ （
働 経 施
省 こ 過 こ 行
令 の 措 の 期
第 条 置 条 日
百 例 ） 例 ）
七 の は
十 施 、
一 行 平

型
障
害
児
入
所
施
設
（
第
二
十

型 一 所 号
障 条 施
害 設
児 第 の
入 三 人
所 条 員
施 ） 、
設 設

備（
第 及
四 び
条 運

月 設 及 条
十 の び 第
日 人 言 三

員 語 項
、 機 の
設 能 規
備 訓 定
及 練 の
び 担 適
運 当 用
営 職 に
に 員 つ

の 第 項 と 一 て
際 二 い 号 障（
現 項 児 う 。 害
に の 童 。 以 保
整 規 発 ） 下 健
備 定 達 第 福「
法 は 支 二 整 祉
附 、 援 十 備 施
則 適 管 一 法 策
第 用 理 条 」 を
二 し 責 の と 見
十 な 任 五 い 直

号 の 成
） 際 二
附 現 十
則 に 四
第 障 年
五 害 十
条 者 月
に 自 一
規 立 日
定 支 か
す 援 ら
る 法 施

条

第
二
十
二
条
）

営
第 に
十 関
九 す
条 る
） 基

準
等
を
定
め

関 い（
す 言 て
る 語 は
基 機 、
準 能 当
等 の 分
を 訓 の
定 練 間
め を 、
る 担 同
条 当 項

二 い 者 の う す
条 。 に 三 。 ま
第 係 第 ） で
二 る 一 附 の
項 部 項 則 間
の 分 の 第 に
規 に 指 二 お
定 限 定 十 い
に る を 二 て
よ 。 受 条 障
り ） け 第 害

旧 に 行
指 基 す
定 づ る
児 く 。
童 指
デ 定
イ 障
サ 害
ー 福
ビ 祉
ス サ

る
条
例

例 す 中
を る 「
こ 職 言
こ 員 語
に を 聴
公 い 覚
布 う 士
す 。 」
る ） と
。 」 あ

と る

新 及 た 一 者
児 び も 項 等
童 第 の の の
福 二 と 規 地
祉 項 み 定 域
法 並 な に 生
第 び さ よ 活
二 に れ り を
十 第 る 整 支
一 二 も 備 援
条 十 の 法 す

事 ー
業 ビ
所 ス
に の
係 事
る 業
事 等
業 の
を 人
行 員
う 、

山
口
県
知
事

二

す の
る は
。 、

「
聴
能
訓
練
担
当
職

の 九 に 第 る
五 条 つ 五 た
の 第 い 条 め
三 一 て の の
第 項 は 規 関
一 、 定 係（
項 児 平 に 法
の 童 成 よ 律
指 発 二 る の
定 達 十 改 整
を 支 七 正 備

者 設
で 備
あ 及
っ び
て 運
、 営
障 に
が 関
い す
者 る
制 基

井

関

成

員
（
聴
能
訓
練
を
担
当
す

受 援 年 後 に
け 管 三 の 関
た 理 月 児 す
も 責 三 童 る
の 任 十 福 法
と 者 一 祉 律
み に 日 法 （
な 係 ま 平（
さ る で 以 成
れ 部 の 下 二

度 準
改 （
革 平
推 成
進 十
本 八
部 年
等 厚
に 生
お 労

一
七
〇
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第 （
四 従
条 業

者
指 ）
定
福
祉
型

４
必 連 第
要 指 携 五

第 な 定 に 条
二 措 障 努 第
章 置 害 め 一

を 児 な 項
指 講 入 け に
定 ず 所 れ 規

３ ２ 第 （
に き 三 一

指 指 対 障 条 般
定 定 し 害 原
障 障 て 児 指 則
害 害 適 に 定 ）
児 児 切 対 障
入 入 か し 害
所 所 つ て 児

第 （
含 二 指 づ お
む 条 定 き い
。 障 、 て
） 指 害 指 準
に 定 児 定 用
お 障 入 障 す
い 害 所 害 る
て 児 施 児 場

第 （
一 趣 附 第
条 旨 則 四

） 第 章
こ 一
の 章 雑
条 則
例 総 （
は 則 第

障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
規
則

福 る 施 ば 定
祉 よ 設 な す
型 う は ら る
障 努 、 な 障
害 め 障 い 害
児 な 害 。 福
入 け 児 祉
所 れ の サ
施 ば 人 ー
設 な 権 ビ

ら の ス
な 擁 を

施 施 効 指 入
設 設 果 定 所
は は 的 入 施
、 、 に 所 設
地 障 指 支 は
域 害 定 援 、
及 児 入 を 入
び の 所 提 所
家 意 支 供 給
庭 思 援 す 付
と 及 を る 決
の び 提 と 定

準 入 設 入 合
用 所 の 所 を
す 施 指 施 含
る 設 定 設 む
法 の ） の 。
第 指 人 ）
二 定 員 に
十 に 、 お
一 係 設 い
条 る 備 て
の 法 及 準
五 第 び 用

、 二
児 十
童 三
福 条
祉 ）
法
（
昭
和
二
十
二

で
定
め
る
員
数
の
嘱
託
医
、

い 護 行
。 、 う

虐 者
待 、
の 他
防 の
止 児
等 童
の 福
た 祉
め 施

結 人 供 と 保
び 格 し も 護
付 を な に 者
き 尊 け 、 及
を 重 れ そ び
重 し ば の 障
視 、 な 効 害
し 常 ら 果 児
た に な に の
運 障 い つ 意
営 害 。 い 向

の 二 運 す
十 十 営 る
五 四 に 法
第 条 関 第
二 の す 二
項 九 る 十
第 第 基 一
一 二 準 条
号 項 等 の
の を 五（
条 法 定 の

年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以

児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄

に 設
必 そ
要 の
な 他
体 の
制 保
の 健
整 医
備 療
を サ
行 ー

を 児 て 、
行 の 継 適
い 立 続 性
、 場 的 、
県 に な 障
、 立 評 害
市 っ 価 の
町 た を 特
、 指 実 性
障 定 施 そ
害 入 す の

例 第 め 十
で 二 る 五
定 十 も 第
め 四 の 二
る 条 と 項
者 の す 第
は 十 る 一
、 第 。 号
法 四 並
人 項 び
で の に

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発

う ビ
と ス
と 又
も は
に 福
、 祉
従 サ
業 ー
者 ビ
に ス
対 を

者 所 る 他
自 支 こ の
立 援 と 事
支 を そ 情
援 提 の を
法 供 他 踏

す の ま（
平 る 措 え
成 よ 置 た
十 う を 計
七 努 講 画

あ 規 第
る 定 二
者 に 十
と よ 四
す り 条
る 指 の
。 定 十

の 二
更 第
新 一
に 項

十
四
条
の
九
第
二
項
（
法
第

達
支
援
管

一 理
七 責
一 任

者
を
置

し 提
、 供
研 す
修 る
を 者
実 と
施 の
す 密
る 接
等 な

年 め ず を
法 な る 作
律 け こ 成
第 れ と し
百 ば に 、
二 な よ こ
十 ら り れ
三 な 障 に
号 い 害 基
） 。 児 づ

つ 及
い び
て 第
準 二
用 項
す の
る 規
場 定
合 に
を 基

二
十
四
条
の
十
第
四
項
に
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る
指
定
福

第 第（ （
六 設 所 支 五 管
条 備 、 条 理障

） 障 者が
指 害 指 ）な
定 児 定い
福 入 福場
祉 所 祉合
型 施 型は

７
と 県 に を
が 条 お 併 指
で 例 い せ 定
き 第 て て 福
る 四 一 受 祉
。 十 体 け 型

一 的 、 障
号 に か 害

６ ５ ４
る た な
。 指 職 ら 心だ

定 業 な 理し
福 指 い 指、
祉 導 。 導障
型 を を害
障 行 行児
害 う うの

３ ２
定 指 か

主 福 主 定 な
と 祉 と 福 け
し 型 し 祉 れ
て 障 て 型 ば
自 害 自 障 な
閉 児 閉 害 ら
症 入 症 児 な

祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ

障 設 障、
害 等 害当
児 の 児該
入 職 入指
所 務 所定
施 に 施福
設 従 設祉
は 事 は型
、 さ 、障
居 せ 専害
室 る ら児
、 こ そ

） 提 つ 児
第 供 、 入
五 し 指 所
条 て 定 施

い 入 設（
第 る 所 が
五 場 支 、
項 合 援 指
を に と 定
除 あ 施 障
く っ 設 害
。 て 障 者

児 場 必支
入 合 要援
所 に がに
施 は あ支
設 、 る障
の 規 とが
従 則 認な
業 で めい
者 定 ら場

め れ合 （
嘱 る るは
託 員 障

児 所 を 入 い
を 施 主 所 。
入 設 た 施 た
所 に る 設 だ
さ は 症 に し
せ 、 状 あ 、
る 規 と っ 障
指 則 す て 害
定 で る は 児
福 定 知 調 四
祉 め 的 理 十
型 る 障 員 人

て
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ

入
調 と の所
理 が 職施
室 で 務設
、 き にの
浴 る 従他室 。 事の、 す職便 る務所 管に、 理従医 者

） は 害 支
に 、 福 援
規 指 祉 施
定 定 サ 設
す 障 ー （
る 害 ビ 障
基 者 ス 害
準 支 者（
を 援 同 自
満 施 法 立
た 設 第 支

、
医 数 害栄
を の 児養
除 職 五士
く 業 人及
。 指 以び
） 導 上調 は 員 に理 、 を 心員 専 置 理に ら か 指つ 当 な 導

障 員 害 を 以
害 数 の 置 下
児 の あ か を
入 看 る な 入
所 護 児 い 所
施 師 童 こ さ
設 を と せ（
に 置 以 が る
は か 下 で 指
、 な き 定「
規 け 自 る 福

る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
も
の

事務 をさ室 置せ及 か、び な又静 けは養 れ当室 ば該を な指設 ら
定け な
福な い

す の 五 援
こ 人 条 法
と 員 第 第
を 、 一 二
も 設 項 十
っ 備 に 九
て 及 規 条
、 び 定 第
前 運 す 一
各 営 る 項
項 に 施 に

い 該 け をて 指 れ 行は 定 ば う、 福 な 場併 祉 ら 合せ 型 な にて 障 い は設 害 。 、置 児 規
す 入 則
る 所 で

則 れ 閉 。 祉
で ば 症 型
定 な 児 障
め ら 」 害
る な と 児
員 い い 入
数 。 う 所
の 。 施
医 ） 設
師 又 に
を は あ

に
あ
っ
て
は
医
務
室
を
、
主

祉け 。
型れ た
障ば だ
害な し
児ら 、
入な 指
所い 定
施。 福
設た 祉
以だ 型
外し 障

に 関 設 規
規 す 障 定
定 る 害 す
す 基 福 る
る 準 祉 指
基 等 サ 定
準 を ー 障
を 定 ビ 害
満 め ス 者
た る を 支
し 条 い 援

他 施 定
の 設 め
社 の る
会 職 員
福 務 数
祉 に の
施 従 心
設 事 理
の す 指
職 る 導
務 者 担

置 主 っ
か と て
な し は
け て 栄
れ 肢 養
ば 体 士
な 不 を
ら 自 、
な 由 調
い の 理
。 あ の

と
し
て
盲
児
（
強
度
の
弱

の、 害
障障 児
害害 入
児児 所
通三 施
所十 設
支人 の
援未 管
事満 理

を 業 上

て 例 う 施
い 。 設（
る 平 ） を
も 成 と い
の 二 を う
と 十 同 。
み 四 一 ）
な 年 の の
す 山 施 指
こ 口 設 定

に で 当
従 な 職
事 け 員
す れ を
る ば 置
こ な か
と ら な
が な け
で い れ
き 。 ば

る 業
児 務
童 の
を 全
入 部
所 を
さ 委
せ 託
る す
指 る

一
七
二
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第
付 八
決 条
定
保 指
護 定
者 福

祉（
以 型

５ ４ ３（
重 な
要 指 前 指 ら
事 定 項 定 な
項 福 の 福 い
の 祉 訓 祉 。
説 型 練 型
明 障 の 障
等 害 う 害

２ 第 （
る の 七 非（
た 指 以 条 常特
め 定 下 災性
の 福 指 害等「
体 祉 施 定 対に
制 型 設 福 策応
を 障 内 祉 ）じ
整 害 防 型て

６ ５
あ と 支
る 第 が 障 指
の 四 で が 定
は 条 き な 福

第 る い 祉「
第 七 。 場 型
八 項 合 障
条 の は 害

４ ３ ２
け 視

前 主 主 な 児
三 と と い を
項 し し こ 含
に て て と む
規 肢 盲 が 。
定 体 ろ で ）
す 不 う き 又

下 障
害「

利 児
用 入
申 所
込 施
者 設
」 は
と 、
い 入
う 所
。 給

） 児 ち 児
入 、 入
所 避 所
施 難 施
設 及 設
は び は
、 消 、
前 火 非
二 の 常
項 訓 災
の 練 害
訓 は に

備 児 災 障、
し 入 計 害地
、 所 画 児震
こ 施 」 入、
れ 設 と 所風
ら は い 施水
の 、 う 設害
体 施 。 は、
制 設 ） 、火
に 内 を 消災
つ 防 策 火そ
い 災 定 器

規 、 児（
第 定 第 入
二 は 一 所
項 、 項 施
及 指 か 設
び 定 ら の
第 福 第 設
五 祉 三 備
項 型 項 は
を 障 ま 、
除 害 で 専
く 児 に ら

る 自 あ る は
設 由 児 。 ろ
備 の を う
に あ 入 あ
関 る 所 児
し 児 さ （
必 童 せ 強
要 を る 度
な 入 指 の
基 所 定 難
準 さ 福 聴
は せ 祉 児

） 付
に 決
係 定
る 保
障 護
害 者
児 が
の 指
障 定
害 入
の 所

練 、 備
の 毎 え
結 月 る
果 一 た
に 回 め
基 以 、
づ 上 こ
き 行 れ
、 わ に
施 な 対
設 け す

の
て 計 し 、他
定 画 な 非の
期 に け 常災
的 基 れ 口害
に づ ば そが
従 き な の発
業 、 ら 他生者 非 な のし及 常 い 非たび 災 。 常場障 害 災

。 入 規 当
） 所 定 該
」 施 す 指
と 設 る 定
、 の 設 福

設 備 祉「
前 備 型（
各 に 居 障
項 つ 室 害
」 い を 児
と て 除 入

、 る 型 を
規 指 障 含
則 定 害 む
で 福 児 。
定 祉 入 ）
め 型 所 （
る 障 施 以
。 害 設 下

児 は 「
入 、 盲
所 遊 ろ

特 支
性 援
に の
応 利
じ 用
た の
適 申
切 込
な み
配 を
慮 行

内 れ る
防 ば 不
災 な 断
計 ら の
画 な 注
の い 意
検 。 と
証 訓
及 練
び を
必 す

合害 時 害に児 の にお等 関 対けに 係 する周 機 る安知 関 必全す へ 要のる の な確と 通 設
保と 報 備
のも 及 を

あ 準 く 所
る 用 。 施
の す ） 設
は る に の

。 つ 用「
前 こ い に
各 の て 供
項 場 は す

合 、 る（
第 に 併 も
四 お せ の

施 戯 う
設 室 あ
は 及 児
、 び 」
訓 訓 と
練 練 い
室 室 う
及 を 。
び 設 ）
屋 け を
外 な 入

を っ
し た
つ と
つ き
、 は
当 、
該 当
利 該
用 利
申 用
込 の

要 る
な よ
見 う
直 努
し め
を な
行 け
わ れ
な ば
け な
れ ら

たに び 設
め、 連 け
の市 絡 る
体町 の と
制等 体 と
及と 制 も
びの 並 に
避連 び 、
難携 に 周
の協 障 辺
方力 害 の

項 い て で
を て 設 な
除 、 置 け
く 同 す れ
。 項 る ば
） 中 他 な
」 の ら「
と 第 社 な
読 五 会 い
み 条 福 。
替 祉 た

訓 け 所
練 れ さ
場 ば せ
を な る
設 ら も
け な の
な い に
け 。 あ
れ っ
ば て
な は

者 申
に 込
対 み
し を

一 、 行
七 運 っ
三 営 た

規 入
程 所
の 給

ば な
な い
ら 。
な
い
。

法体 児 地
等制 を 域
をを 円 の
定整 滑 環
め備 に 境
たし 避 及
防な 難 び
災け 誘 障
計れ 導 害

ば す 画 児

（
え 第 施 だ
る 五 設 し
も 項 の 、
の を 設 障
と 除 備 害
す く に 児
る 。 兼 の
。 ） ね 支

」 る 援
と こ に

ら 医
な 務
い 室
。 及

び
静
養
室
を
設
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第
十
五
条

指
定
福
祉

第 ２（ （
懲 与 十 虐 を
戒 え 四 待 記 指
に る 条 等 録 定
関 行 の し 福
す 為 指 禁 な 祉
る を 定 止 け 型
権 し 福 ） れ 障
限 て 祉 ば 害

第 ２（
束 十 身 ら
そ 三 体 な 指
の 条 的 い 定
他 拘 。 福
障 指 束 祉
害 定 等 型
児 福 の 障
の 祉 禁 害

第 第 第（ （
講 十 衛 十 健 十
じ 二 生 一 康 条
な 条 管 条 管
け 理 理 指
れ 指 等 指 ） 定
ば 定 ） 定 福
な 福 福 祉
ら 祉 祉 型

第（ （
食 九 提 指 概
事 条 供 定 要
） 拒 入 、

指 否 所 従
定 の 支 業
福 禁 援 者
祉 止 の の
型 ） 提 勤

型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
で
あ

の は 型 な 児
濫 な 障 ら 入
用 ら 害 な 所
の な 児 い 施
禁 い 入 。 設
止 。 所 は
） 施 、

設 身
の 体
従 的
業 拘
者 束

行 型 止 児
動 障 ） 入
を 害 所
制 児 施
限 入 設
す 所 は
る 施 、
行 設 感
為 は 染

、 症（
以 障 又
下 害 は

な 型 型 障
い 障 障 害
。 害 害 児

児 児 入
入 入 所
所 所 施
施 施 設
設 設 は
は は 、
、 、 障
障 障 害
害 害 児

障 供 務
害 の の
児 開 体
入 始 制
所 に そ
施 つ の
設 い 他
は て の
、 同 利
正 意 用
当 を 申
な 得 込

る
管
理
者
は
、
障
害
児
に
対

は 等
、 を
障 行
害 う
児 場
に 合
対 は
し 、
、 そ
法 の
第 態

児 食「
身 又 中
体 は 毒
的 他 の
拘 の 発
束 障 生
等 害 を
」 児 予
と の 防
い 生 し
う 命 、

児 児 の
の の 食
使 健 育
用 康 の
す 状 推
る 態 進
設 に に
備 注 努
及 意 め
び を な
飲 払 け

理 な 者
由 け の
が れ サ
な ば ー
く な ビ
、 ら ス
指 な の
定 い 選
入 。 択
所 に
支 資

し
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項

三 様
十 及
三 び
条 時
の 間
十 、
各 そ
号 の
に 際
掲 の
げ 障

。 又 又
） は は
を 身 そ
行 体 の
っ を ま
て 保 ん
は 護 延
な す を
ら る 防
な た 止
い め す

用 う れ
に と ば
供 と な
す も ら
る に な
水 、 い
に 健 。
つ 康
い 保
て 持
、 の

援 す
の る
提 と
供 認
を め
拒 ら
ん れ
で る
は 重
な 要
ら 事

本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を

る 害
行 児
為 の
そ 心
の 身
他 の
当 状
該 況
障 並
害 び
児 に

。 緊 る
急 た
や め
む 必
を 要
得 な
な 措
い 置
場 を
合 講
を ず

衛 た
生 め
的 に
な 適
管 切
理 な
に 措
努 置
め を
、 講
又 じ

な 項
い を
。 記

載
し
た
書
面
を
交
付

行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒

の 緊
心 急
身 や
に む
有 を
害 得
な な
影 い
響 理
を 由

除 る
き よ
、 う
身 努
体 め
の な
自 け
由 れ
の ば
拘 な

は な
衛 け
生 れ
上 ば
必 な
要 ら
な な
措 い
置 。
を

し
て
説
明
を
行
い
、
当
該

一
七
四
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第
員 二
数 十
の 条
児
童 指
指 定
導 医
員 療

２ 第（
従 等 十
業 指 に 九
者 第 定 連 条
） 三 福 絡

章 祉 を 指
型 行 定

指 障 う 福
定 害 と 祉

第 ３ ２（ （
事 必 十 緊
故 要 八 急 指 指
発 な 条 時 定 定
生 措 の 福 福
時 置 指 対 祉 祉
の を 定 応 型 型
対 講 福 ） 障 障
応 じ 祉 害 害

第 ２（
必 十 苦 必
要 七 情 要 指
な 条 の な 定
措 処 措 福
置 指 理 置 祉
を 定 ） を 型
講 福 講 障
じ 祉 じ 害

第 （
い 十 秘 す す
。 六 密 る る

条 を 等 と
守 そ き

指 る の 又
定 義 権 は
福 務 限 同
祉 ） を 条

、 型
保 障
育 害
士 児
及 入
び 所
児 施
童 設
発 に
達 は
支 、
援 医

医 児 と 型
療 入 も 障
型 所 に 害
障 施 、 児
害 設 必 入
児 は 要 所
入 、 な 施
所 前 措 設
施 項 置 は
設 の を 、

事 講 障
故 じ 害

） な 型 児 児
け 障 入 入
れ 害 所 所
ば 児 施 施
な 入 設 設
ら 所 は は
な 施 、 、
い 設 苦 前
。 の 情 項

従 の の
業 解 苦
者 決 情

な 型 な 児
け 障 け 入
れ 害 れ 所
ば 児 ば 施
な 入 な 設
ら 所 ら は
な 施 な 、
い 設 い 従
。 は 。 業

、 者
障 又
害 は

型 濫 第
障 用 三
害 し 項
児 て の
入 は 規
所 な 定
施 ら に
設 な よ
の い り
従 。 懲
業 戒
者 に

管 療
理 法
責 （
任 昭
者 和
を 二
置 十
か 三
な 年
け 法
れ 律

の な 児
状 け に
況 れ 対
及 ば す
び な る
事 ら 指
故 な 定
に い 入
際 。 所
し 支
て 援

は を を
、 図 受
障 る け
害 た 付
児 め け
に 、 た
病 当 場
状 該 合
の 指 は
急 定 、
変 福 当

児 従
又 業
は 者
入 で
所 あ
給 っ
付 た
決 者
定 が
保 、
護 正

又 関
は し
従 そ
業 の
者 障
で 害
あ 児
っ の
た 福
者 祉
は の

ば 第
な 二
ら 百
な 五
い 号
。 ）

に
規
定
す
る

採 の
っ 提
た 供
処 に
置 よ
に り
つ 事
い 故
て が
、 発
記 生

が 祉 該
生 型 苦
じ 障 情
た 害 の
場 児 内
合 入 容
そ 所 等
の 施 を
他 設 記
必 の 録
要 従 し

者 当
そ な
の 理
他 由
の が
当 な
該 く
障 、
害 そ
児 の
の 業

、 た
正 め
当 に
な 必
理 要
由 な
が 措
な 置
く を
、 と
そ る

病
院
と
し
て
必
要
な
従
業
者

録 し
し た
な 場
け 合
れ は
ば 、
な 速
ら や
な か
い に
。 県

な 業 な
場 者 け
合 以 れ
は 外 ば
、 の な
速 者 ら
や を な
か 関 い
に 与 。
医 さ
療 せ

家 務
族 上
か 知
ら り
の 得
苦 た
情 人
の の
適 秘
切 密
か を

の と
業 き
務 は
上 、
知 心
り 身
得 の
た 苦
人 痛
の を
秘 与

の
ほ
か
、

一 規
七 則
五 で

定
め
る

及
び
当
該
障
害
児
の
家
族

機 な
関 け
へ れ
の ば
連 な
絡 ら
を な
行 い
う 。
等

つ 漏
迅 ら
速 す
な こ
処 と
理 が
の な
た い
め よ
に う

密 え
を 、
漏 名
ら 誉
し 及
て び
は 尊
な 厳
ら を
な 害
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る
の
は
「
第
十
九
条

６ ５ ４ ３
い た

前 て だ 指 前 主
条 は し 定 項 と
第 、 、 医 に し
六 併 障 療 規 て
項 せ 害 型 定 肢
の て 児 障 す 体
規 設 の 害 る 不

２ 第 （
二 設 満 定

主 十 備 た め
と 一 ） し る
し 条 て 条
て い 例
自 指 る （
閉 定 も 平
症 医 の 成

６ ５
介 サ 援 を
護 ー 指 に 指 置
と ビ 支 定 か定
を ス 障 医 な医
同 事 が 療 け療
一 業 な 型 れ型
の 者 い 障 ば障
施 場 害 な害（

４ ３ ２
療 い

主 法 主 。 主
と 士 と と
し を し し
て 置 て て
肢 か 肢 重
体 な 体 症
不 け 不 心

（
第
三
項
を
除
く
。
）
」
と
、

定 置 支 児 設 自
は す 援 入 備 由
、 る に 所 に の
指 他 支 施 関 あ
定 の 障 設 し る
医 社 が の 必 児
療 会 な 設 要 童
型 福 い 備 な を
障 祉 場 は 基 入
害 施 合 、 準 所
児 設 は 専 は さ
入 の 、 ら 、 せ

児 療 と 二
を 型 み 十
入 障 な 四
所 害 す 年
さ 児 こ 山
せ 入 と 口
る 所 が 県
指 施 で 条
定 設 き 例
医 は る 第
療 、 。 四
型 医 十

設 同 合 児 ら児
に 法 は 入 な入
お 第 、 所 い所
い 二 障 施 。施
て 十 害 設設
一 九 児 のが
体 条 の 従、
的 第 保 業療
に 一 護 者養
提 項 に は介
供 に 直 、護
し 規 接 専

自 れ 自 身
由 ば 由 障
の な の 害
あ ら あ 児
る な る を
児 い 児 入
童 。 童 所
を 又 さ
入 は せ
所 重 る
さ 症 指
せ 心 定

「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

所 設 第 当 規 る
施 備 一 該 則 指
設 に 項 指 で 定
の 兼 か 定 定 医
設 ね ら 医 め 療
備 る 第 療 る 型
に こ 三 型 。 障
つ と 項 障 害
い が ま 害 児
て で で 児 入
準 き に 入 所

障 療 号
害 法 ）
児 に 第
入 規 十
所 定 七
施 す 条
設 る 第
は 病 一
、 院 項
静 と 及
養 し び

（
て 定 従 ら障
い す 事 当害
る る す 該者
場 指 る 指自
合 定 従 定立
に 障 業 医支あ 害 者 療援っ 福 を 型法て 祉 除 障第は サ き 害五、 ー 、 児

る 身 医
指 障 療
定 害 型
医 児 障
療 を 害
型 入 児
障 所 入
害 さ 所
児 せ 施
入 る 設
所 指 に「

前
各
項
（
第
四
項
を
除
く
。

用 る 規 所 施
す 。 定 施 設
る す 設 は
。 る が 、
こ 設 提 屋
の 備 供 外
場 す 訓（
合 医 る 練
に 療 指 場
お 法 定 及
い に 入 び

室 て 第
を 必 三
設 要 項
け な に
な 設 規
け 備 定
れ の す
ば ほ る
な か 基
ら 、 準
な 訓 を

条指 ビ 併 入第定 ス せ 所六障 事 て 施項害 業 設 設に福 者 置 の規祉 を す 職定サ い る 務
すー う 他 に
るビ 。 の 従
療ス ） 社 事
養の の 会 す

施 定 は
設 医 、
に 療 規
お 型 則
い 障 で
て 害 定
職 児 め
業 入 る
指 所 員
導 施 数
を 設 の

）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

て 規 所 ギ
、 定 支 ブ
同 す 援 ス
項 る の 室
中 病 用 を

院 に 設「
第 と 供 け
十 し す な
七 て る け
条 必 も れ
第 要 の ば

い 練 満
。 室 た

及 す
び こ
浴 と
室 を
を も
設 っ
け て
な 、
け 前

介事 指 福 る
護業 定 祉 者
を等 を 施 で
いの 併 設 な
う人 せ の け
。員 て 職 れ
以、 受 務 ば
下設 け に な
同備 、 従 ら
じ及 か 事 な
。び つ す い

行 に 心
う は 理
場 、 指
合 規 導
に 則 を
は で 担
、 定 当
規 め す
則 る る
で 員 職
定 数 員

す
る
。

一 な で な
項 設 な ら
及 備 け な
び を れ い
第 除 ば 。
三 く な
項 。 ら
」 ） な
と に い
あ つ 。

れ 各
ば 項
な に
ら 規
な 定
い す
。 る

基
準
を

）運 、 る 。
に営 指 こ た
係に 定 と だ
る関 入 が し
指す 所 で 、
定る 支 き 障
障基 援 る 害
害準 と 。 児
福等 療 の

を 養 祉 支

め の を
る 理 置
員 学 か
数 療 な
の 法 け
職 士 れ
業 又 ば
指 は な
導 作 ら
員 業 な

一
七
六
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２
い
て 法
、 第
当 七
該 条
各 の
項 二
の 第

第 （
は に 二 病 第
、 条 床 一お
規 数 項い
則 法 に 及て
で 第 係 び、
定 七 る 第当
め 条 必 二該
る の 要 項各

第 山（
一 趣 口
条 旨 県 平

） 病 条 成
こ 院 例 二
の 及 第 十
条 び 四 四
例 診 十 年
は 療 八 七

第
病 こ 二
院 の 十
及 条 附 三
び 例 条
診 は 則
療 、 こ
所 平 の
の 成 条

第（ （
規 療 二 準
則 機 十 用
へ 第 関 二 ）
の 四 」 条
委 章 と
任 あ 前
） 雑 る 章

則 の （
地 五
域 項
に の
お 規
け 定
る に
既 よ
存 り
の 、
病 同
床 条
数 第

。 二 な の項
第 補 規の
四 正 定地
項 等 に域
の の 基に
規 基 づお
定 準 きけ
に ） 、る
よ 病既
り 院存
、 及の
同 び

、 所 号 月
医 の 十
療 人 日
法 員

及（
昭 び
和 施
二 設
十 等
三 に
年 関
法 す

人 二 例
員 十 に
及 四 定
び 年 め
施 十 る
設 月 も
等 一 の
に 日 の
関 か ほ
す ら か
る 施 、
基 行 指

は 第
、 四

条「
他 及
の び
専 第
門 六
医 条
療 を
機 除
関 く
」 。

を 一
算 項
定 若
す し
る く
に は
当 第
た 二
っ 項
て の
既 申

病
条 診床
第 療数
一 所及
項 のび
若 人当 し 員該 く 及申 は び請 第 施に 二 設係 項 等

律 る
第 基
二 準
百 を
五 定
号 め
。 る
以 条
下 例
「
法

準 す 定
を る 障
定 。 害
め 児
る 入
条 所
例 施
を 設
こ の
こ 運
に 営

と ）
読 の
み 規
替 定
え は
る 、
も 指
の 定
と 医
す 療
る 型

存 請
の が
療 あ
養 っ
病 た
床 場
の 合
病 又
床 は
数 同
と 条

る の に病 申 関床 請 す数 が るを あ 基算 っ 準定 た をす 場 定
る 合 め
に 又 る
当 は も

」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二

公 に
布 関
す す
る る
。 必

要
な
基
準
は
、

。 障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て

み 第
な 三
さ 項
れ の
る 措
介 置
護 を
老 採
人 る
保 べ
健 き

た 同 の
っ 条 と
て 第 す
行 三 る
わ 項 。
な の
け 措
れ 置
ば を
な 採
ら る

第 山
四 口項
及 県
び 知第
五 事
項
、
第 二
十

規
則
で
定
め
る
。

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

施 こ
設 と
の を
入 命

一 所 ず
七 定 る
七 員 場

数 合
の に
基 お

な べ
い き
必 こ
要 と
な を
補 命
正 ず
の る
基 場
準 合

八
条 井
並
び
に 関
第
二
十 成
一
条

い
て
、
第
十
八
条
中
「
医
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食
品
衛
生
検
査
施
設

３ ２
こ 二
の 第 法
条 附 一 第 療
例 項 二 養
は 則 各 十 病
、 号 一 床
公 に 条 を
布 規 第 有

第 ３（
一 五 施

け 条 設 第
る 病 の 一
当 院 法 基 項
該 に 第 準 各
業 は 二 ） 号
務 、 十 及
に 消 一 び

２
と 三 二 一
す 法 の
る 第 療 病 従 病
。 二 養 床 業 院

十 病 数 者 に
一 床 が を は
条 を 百 置 、
第 有 以 く 薬

第 第（ （
四 人 三 専 準
条 員 条 属 は

の 薬 、
法 基 法 剤 規
第 準 第 師 則
二 ） 十 を で
十 八 置 定
一 条 く め

の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基

の 定 二 す
日 す 項 る
か る 第 病
ら 施 三 院
施 設 号 に
行 に に は
す 関 掲 、
る し げ 談
。 必 る 話

要 施 室
な 設 、
要 の 食

係 毒 条 前
る 施 第 項
設 設 一 に
備 及 項 規
を び 第 定
除 洗 十 す
く 濯 二 る
。 施 号 従
） 設 に 業
を 掲 者（
設 法 げ の
け 第 る 員

二 す 上 こ 剤
項 る の と 師
第 病 病 。 、
一 院 院 看
号 に に 護
に は は 師
掲 、 、 及
げ 理 栄 び
る 学 養 准
従 療 士 看
業 法 を 護
者 士 置 師

条 の 病 る
第 規 院 。
一 定 又
項 に は
第 よ 診
一 り 療
号 、 所
に 専 ）
掲 属
げ の
る 薬
従 剤

準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に

件 基 堂
は 準 及
、 に び
規 つ 浴
則 い 室
で て を
定 は 設
め 、 け
る 前 る
。 項 こ

第 と

る 十 施 数
こ 五 設 は
と 条 の 、
。 の 基 規

二 準 則
の は で
規 、 定
定 次 め
に の る
よ と 。
り お

に 及 く 、
係 び こ 看
る 作 と 護
人 業 。 補
員 療 助
の 法 者
基 士 （
準 を 看
は 置 護
、 く の
看 こ 補

業 師
者 を
に 置
係 か
る な
人 け
員 れ
の ば
基 な
準 ら
は な

公
布
す
る
。

二 。
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

繊 り
維 と
製 す
品 る
の 。
減
菌
消
毒
の
業

護 と 助
師 。 を
及 行
び う
准 者
看 を
護 い
師 う
、 。
看 以
護 下

、 い
次 病
の 院
と 又
お は
り 診
と 療
す 所
る は
。 、

規
務
又
は
寝
具
類
の
洗
濯
の
業

補 同
助 じ
者 。
並 ）
び 並
に び
事 に
務 診
員 療
そ 放
の 射

則
で
定
め
る
。

務
を
委
託
す
る
場
合
に
お

他 線
の 技
従 師
業 、
者 事
を 務
置 員
く そ
こ の
と 他

一
七
八
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る
一 。

学
校
教
育
法
（

山
水 口

県 平道
県 条 成法
が 例 二（
設 第 十昭
置 五 四和
す 十 年三
る 号 七十

第 （
県 こ 三 職
が の 条 員
設 条 附 の
置 例 食 配
す は 則 品 置
る 、 衛 ）
専 公 生
用 布 検

第 第（
具 二 設 の 一
を 条 備 配 条
備 ） 置
え 食 の こ
る 品 基 の
も 衛 準 条
の 生 を 例
と 検 定 は

山（
趣 口
旨 県 平
） 食 条 成

品 例 二
衛 第 十
生 四 四
検 十 年
査 九 七

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

専 月二
用 十年
水 日法
道律
の第
水百
道七
技十
術七
管号
理）
者

水 の 査
道 日 施
の か 設
水 ら に
道 施 は
技 行 、
術 す 検
管 る 査
理 。 又
者 は
の 試
資 験

す 査 め 、
る 施 る 食
。 設 も 品

に の 衛
は と 生
、 す 法
理 る 施
化 。 行
学 令
検 （
査 昭
室 和

施 号 月
設 十
の 日
設
備
及
び
職
員
の
配
置

号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
短

第
の三
資十
格四
を条
定第
め一 る項 条に 例お

い

格 の
を た
定 め
め に
る 必
条 要
例 な
を 職
こ 員
こ を
に 置

、 二
微 十
生 八
物 年
検 政
査 令
室 第
、 二
動 百
物 二
飼 十

の
基
準
を
定
め
る
条
例

期
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条

公 く
布 も
す の
る と
。 す

る
。

育 九
室 号
及 ）
び 第
事 八
務 条
室 第
を 一
設 項
け の
、 規

。
）
の
土
木
工
学
科
又
は
こ

第 山
三

口項
の 県
条

知例
で 事
定
め
る 二
資

並 定
び に
に 基
検 づ
査 き
又 、
は 食
試 品
験 衛
の 生
た 検

山
口
県
知
事

二

れ
に
相
当

一 す
七 る
九 課

程
に
お

格
は 井
、
次
の 関
と
お
り 成
と
す

め 査
に 施
必 設
要 の
な 設
機 備
械 及
及 び
び 職
器 員

井

関

成
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び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

第 山
四 鳥 口
項 獣 県 平
に の 指 条 成
お 保 定 例 二
い 護 猟 第 十
て 及 法 五 四
準 び 禁 十 年
用 狩 止 一 七

指 こ 七
定 の
猟 条 附 規
法 例 則
禁 は 則 で
止 、 定
区 公 め
域 布 る

六 五 四
三 す る

五 年 る 第 技 学
年 以 学 一 術 校
以 上 科 号 上 教
上 、 目 、 の 育
水 前 を 第 実 法
道 号 修 三 務 に

三 二
る 業 い
技 学 し 学 て
術 校 た 校 衛
上 教 後 教 生
の 育 、 育 工
実 法 一 法 学
務 に 年 に 若

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

す 猟 区 号 月
る の 域 十
場 適 等 日
合 正 に
を 化 設
含 に 置
む 関 す
。 す る
） る 標
及 法 識
び 律 の
第 寸

等 の と
に 日 こ
設 か ろ
置 ら に
す 施 よ
る 行 り
標 す 、
識 る 前
の 。 各
寸 号
法 に
を 掲

に に め 号 に 規
関 規 て 及 従 定
す 定 卒 び 事 す
る す 業 前 し る
技 る し 号 た 高
術 学 た に 経 等
上 校 後 規 験 学
の を 、 定 を 校
実 卒 第 す 有 又
務 業 一 る す は
に し 号 学 る 中
従 た に 校 者 等

に 規 六 規 し
従 定 月 定 く
事 す 以 す は
し る 上 る 水
た 短 水 大 道
経 期 道 学 工
験 大 に の 学
を 学 関 土 に
有 又 す 木 関
す は る 工 す
る 高 技 学 る
者 等 術 科 学

四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号

（
三 平 法
十 成 を
四 十 定
条 四 め
第 年 る
七 法 条
項 律 例

第（
同 八
法 十
第 八

定 げ
め る
る 者
条 と
例 同
を 等
こ 以
こ 上
に の
公 技
布 能

事 者 規 に 教
し に 定 お 育
た あ す い 学
経 っ る て 校
験 て 学 土 に
を は 校 木 お
有 四 を 工 い
す 年 卒 学 て
る 以 業 以 土
者 上 し 外 木

水 た の 科

専 上 又 科
門 の は 目
学 実 こ を
校 務 れ 修
に に に め
お 従 相 て
い 事 当 卒
て し す 業
土 た る し
木 経 課 た
科 験 程 後

）
第
三
十
七
条
第
二
項
た
だ

三 号
十 ）
五 第
条 十
第 五
十 条
二 第
項 十
に 四
お 項
い た

す を
る 有
。 す

る
と
認
め
ら
れ
る
者

道 者 工 又
に に 学 は
関 あ 、 こ
す っ 理 れ
る て 学 に
技 は 、 相
術 二 農 当
上 年 学 す
の 以 、 る
実 上 医 課
務 、 学 程

又 を に 、
は 有 お 一
こ す い 年
れ る て 以
に 者 衛 上
相 生 水
当 工 道
す 学 に
る 及 関
課 び す
程 水 る

し
書
の
規
定
に
よ
り
条
例
で

て だ 山
準 し 口用 書
す 県（
る 同 知場 法
合 第 事
を 二
含 十
む 八 二
。 条

に 第 若 を
従 三 し 修
事 号 く め
し に は て
た 規 薬 卒
経 定 学 業
験 す に し
を る 関 た
有 学 す 後
す 校 る 、
る を 学 三

を 道 技
修 工 術
め 学 上
て に の
卒 関 実
業 す 務
し る に
た 学 従
後 科 事
、 目 し
二 以 た

定
め
る
標
識
の
寸
法
は
、

） 第
並 九 井
び 項
に 及
鳥 び 関
獣 第
の 二
保 十 成
護 九
及 条

者 卒 科 年
業 目 六
し 又 月
た は 以
者 こ 上
に れ 水
あ ら 道
っ に に
て 相 関
は 当 す

年 外 経
六 の 験
月 学 を
以 科 有
上 目 す
水 を る
道 修 者
に め
関 て
す 卒

一
八
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二 一

線 幅
形 員

第 第（ （
二 道 び 一 趣
条 路 第 条 旨

の 四 ）
法 構 十 こ
第 造 八 の
三 の 条 条
十 技 の 例
条 術 三 は

山
口 道
県 平 路

道 条 成 の
路 例 二 構
の 第 十 造
構 五 四 の
造 十 年 技
の 二 七 術

こ 七 六 五
の
条 附 特 特 特
例 別 定 定
は 則 保 猟 猟
、 護 具 具
公 指 使 使
布 定 用 用

次
四 三 二 一 に

掲
休 特 鳥 指 げ
猟 別 獣 定 る
区 保 保 猟 標
の 護 護 法 識
標 地 区 禁 ご
識 区 の 止 と

第 的 の 、
三 基 規 道
項 準 定 路
の ） に 法
規 基 （
定 づ 昭
に き 和
よ 、 二
り 道 十
条 路 七
例 の 年
で 構 法

技 号 月 的
術 十 基
的 日 準
基 等
準 を
等 定
を め
定 る
め 条
る 例
条 を
例 こ

の 区 制 禁
日 域 限 止
か の 区 区
ら 標 域 域
施 識 の の
行 標 標
す 識 識
る
。

の 標 区 に
標 識 域 規
識 の 則

標 で
識 定

め
る
。

定 造 律
め の 第
る 技 百
道 術 八
路 的 十
の 基 号
構 準 。
造 等 以
の を 下
技 定 「
術 め 法

こ
に
公
布
す
る
。

的 る 」
基 も と
準 の い
は と う
、 す 。
次 る ）
に 。 第
掲 三
げ 十
る 条
事 第
項 三
に 項
つ 、
い 第
て 四
規 十
則 四
で 条
定 第
め 一
る 項

山
口
県
知
事

二

一
八
一

。 、
第
四
十
五
条
第
三
項
及

井

関

成



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

一

当
該
交
差
が
一

第 第（
五 立 三 二 一 四
条 体 条

交 前 警 案
法 差 二 戒 内 法
第 と 号 標 標 第
四 す に 識 識 四
十 る 掲 十
八 こ げ 五

（
道 四 三 二 一
路
標 道 道 道 道
識 路 路 路 路
の と に に の
寸 鉄 隣 隣 屈
法 道 接 接 曲
） と し し 部

第 （
と 三 沿 十 九 八
し 条 道
、 区 前 横 待
そ 法 域 各 断 避
の 第 の 号 歩 所
他 四 指 に 道
の 十 定 掲 橋
場 四 の げ 、

七 六 五 四 三

交 排 路 勾 視
差 水 面 配 距
又 施
は 設
接
続

時
的
で
あ
る
場
合

条 と る 条
の を 道 第
三 要 路 三
た し 標 項
だ な 識 の
し い に 規
書 場 附 定
の 合 置 に
条 ） さ よ
例 れ り
で る 条
定 補 例

が て て で
平 土 並 そ
面 、 木 の
交 砂 又 中
差 、 は 心
し 石 密 線
て 又 生 半
い は し 径
る 鉱 た が
と 石 竹 特
き 等 木 に
。 の が 小

合 条 基 る 柵
に 第 準 も そ
お 一 ） の の
い 項 の 他
て に ほ 安
は 規 か 全
そ 定 、 な
の す 道 交
路 る 路 通
面 沿 の を
総 道 構 確
幅 区 造 保

め 助 で
る 標 定
立 識 め
体 る
交 道
差 路
と 標
す 識
る の
こ 寸
と 法

採 あ さ
取 る い
場 と と
、 き き
高 。 。
い
擁
壁
、
用
水

員 域 に す
の の つ る
二 指 い た
・ 定 て め
五 の 必 の
倍 基 要 施
以 準 な 設
内 は 事
で 、 項
二 当
十 該

を は
要 、
し 次
な に
い 掲
場 げ
合 る
は 道
、 路
次 標
の 識

路
、
排
水
路
そ
の
他
こ
れ
ら

メ 道
ー 路
ト の
ル 各
を 一
超 側
え に
な つ
い い
範 て
囲 、

と （
お 柱
り の
と 部
す 分
る を
。 除

く
。
）
ご

に
類
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

内 次
と に
す 掲
る げ
。 る

場
合
に
お
い
て

と
に
規
則
で
定
め
る
。

。 は
幅
二
十
メ
ー
ト
ル
以
内

一
八
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２

県
営
住
宅
及
び

第 （
四 整 第 第 目「
条 備 四 第 一 次
の 基 条 二 条 中
二 準 に 章 及 「

） 見 び 設
県 出 設 第 置
営 し 置 三 （

第 山（
一 山 口
条 口 県

県 例地 条
山 営 域 例
口 住 の 第
県 宅 自 五
営 条 主 十
住 例 性 三

こ ２
こ 地

平 に 域 山
成 公 の 口
二 布 自 県
十 す 主 沿
四 る 性 道
年 。 及 区
七 び 域

１（ （
山 施 二
口 こ 行
県 の 期 附 立
沿 条 日 体
道 例 ） 則 交
区 は 差
域 、 と
指 公 す

共
同
施
設
は
、
安
全
、
衛
生
、

住 と 」 条 第
宅 し を 中 四
及 て 条「 「
び 第 設 ）「
共 二 置 」（
同 設 章 」 を
施 置 を 「
設 ） 設 設「
は 」 置 設 置
、 を 等 置 等
そ 付 」 等 （
の し に 」 第

宅 の 及 号
条 一 び
例 部 自

改 立（
昭 正 性
和 ） を
二 高
十 め
七 る
年 た
山 め
口 の

月 自 指
十 立 定
日 性 基

を 準
高 条
め 例
る （
た 昭
め 和
の 三
改 十
革 二

定 布 る
基 の こ
準 日 と
条 か に
例 ら よ
の 施 っ
廃 行 て
止 す 増
） る 加

。 す
る
工

美
観
等
を
考
慮
し
、
か
つ
、

周 、 改 に 四
辺 同 め 改 条
の 条 る め ・
地 の 。 る 第
域 次 。 四
を に 条
含 次 の
め の 二
た 一 ）
健 条 」
全 を に

県 改
条 革
例 の
第 推
三 進
十 を
一 図
号 る
） た
の め
一 の

の 年
推 山
進 口
を 県
図 条
る 例
た 第
め 四
の 十
関 四
係 号

事
の
費
用
が
、
こ
れ
に
よ
っ

入
居
者
等
に
と
つ
て
便
利
で

な 加 改
地 え め
域 る る
社 。 。
会
の
形
成
に
資
す

部 関
を 係
次 法
の 律
よ の
う 整
に 備
改 に
正 関
す す
る る

法 ）
律 は
の 、
整 廃
備 止
に す
関 る
す 。
る
法
律

て
生
ず
る
利
益
を
著
し
く
超

快
適
な
も
の
と
な
る
よ
う
に

る
よ
う
考
慮
し
て
整
備
す
る

。 法 山
律 口の
施 県
行 知に
伴 事
う
関
係 二
条

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

え
る
場
合

整
備
す
る

一 も
八 の
三 と

す
る
。

も
の
と
す
る
。

例
の 井
整
備
等 関
に
関
す 成
る
条

整
備
等
に
関
す
る
条
例
を



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

ホ

ハ
ン
セ
ン

ニ ハ ロ イ
る る

海 者 原 も 戦 障
外 子 の 傷 害
か 爆 病 者
ら 弾 者 基

２ 同
一 条 第 二

法 第 七
入 第 一 条 前
居 二 項 第 項
者 十 の 二 第
又 三 次 項 一
は 条 に 中 号

条
一 第 第

三 七 ハ ロ
高 項 条 は
齢 を 第 イ 、 特
者 同 四 及 十 に

条 項 び 五 居
第 中 ロ 万 住

４ ３
第 め

イ 七 前 る 県
条 三 こ 営

特 第 項 と 住
に 一 に に 宅
居 項 定 よ 及
住 第 め り び

病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る

の 被 特 本
引 爆 別 法
揚 者 援 （
者 に 護 昭
で 対 法 和
本 す 四（
邦 る 昭 十
に 援 和 五
引 護 三 年
き に 十 法
揚 関 八 律
げ す 年 第

同 第 次 第 イ
居 一 の 三 か
者 号 一 号 ら
に イ 項 及 ホ
次 の を び ま
の 条 加 第 で
い 例 え 四 に
ず で る 号 掲
れ 定 。 を げ
か め 削 る
に る り 者
該 場 、

四 に 八 の「
項 第 掲 千 安
と 一 げ 円 定
し 項 る ） を
、 第 場 図
同 二 合 る
条 号 以 必
第 ロ 外 要
二 に の が
項 掲 場 あ
中 げ 合 る

る

の 二 る 、 共
安 号 も 建 同
定 中 の 設 施
を の 及 設「
図 掲 ほ び の
る げ か 維 建
必 る 、 持 設
要 金 県 管 に
が 額 営 理 当
あ 」 住 に た
る を 宅 要 つ
も 及 す て

補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る

た る 法 八
日 法 律 十
か 律 第 四
ら 百 号（
起 平 六 ）
算 成 十 第
し 六 八 二
て 年 号 条
五 法 ） 第
年 律 第 一
を 第 二 号

当 合 第
す は 五
る 、 号
者 次 を
が の 第
あ 各 三
る 号 号
場 の と
合 い し

ず 、
れ 第

も「
十前 」 の

項 を 五 と
第 万 し「
二 第 八 て
号 二 千 次
」 項 円 項を 第 第四 四「
第 号 号一 の に項 」

「
の 定 び る は
と め 共 費 、
し る 同 用 設
て 金 施 の 計
次 額 設 縮 の
項 」 の 減 標
第 に 整 に 準
一 改 備 配 化
号 め に 慮 、
か 、 関 す 合
ら イ す る 理

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

経 百 条 に
過 十 第 規
し 七 一 定
て 号 項 す
い ） に る
な 第 規 障
い 十 定 害
も 一 す 者
の 条 る で

第 戦 そ
一 傷 の

か 六
に 号
該 及
当 び
す 第
る 七
場 号
合 を
と 削
す り
る 、

掲第 に げ二 、 る号 「 場」 同 合に 項
改 各 二め 号 十、 」 一第 を 万一 「

四号 第

第 か る も 的
三 ら 必 の な
号 ハ 要 と 工
ま ま な す 法
で で 基 る の
に を 準 。 採
掲 次 は 用
げ の 、 、
る よ 規 規
場 う 則 格
合 に で 化

六
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定

項 病 障
の 者 害
規 で の
定 そ 程
に の 度
よ 障 が
る 害 規
厚 の 則
生 程 で
労 度 定
働 が め

。 第
八
号
を
第
四
号
と
し
、
同

千及 一
円び 項

第 各 （
当二 号
該号 」
災を に
害次 改
発の め
生よ 、
のう 同
日に 項

改 定 さ
二 め め れ
十 る る た
一 。 。 資
万 材
四 の
千 使
円 用

及
び
適

す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

大 規 る
臣 則 程
の で 度
認 定 で
定 め あ
を る る
受 程 も
け 度 の
て で
い あ

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

か改 を
ら同め
三る 条
年。 第
を五
経項
過と
しし
た、

同 後

切
な
耐
久
性
の
確
保
に
努

一
八
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

て の
も 施
、 行
こ に
の よ
条 り
例 当

３ （
例 土 市 附
の 交 こ 町 則
制 通 の の に
定 省 条 条 次
に 関 例 例 の
関 係 の が 一
す 政 規 施 項

第 第（
三 風 ２ 二
条 致 八 第 条

地 千 前 三
風 区 円 項 条 山
致 内 」 の 第 口
地 に と 場 一 県
区 お あ 合 項 営
内 け る に 中 改

（
山
口 第 四 第
県 二 九 失
営 十 第 条 し
改 三 七 第 た
良 条 条 三 住
住 第 第 項 宅
宅 四 二 第 に

四 三 二
百
五 県 同 入 入
十 営 居 居 所
号 住 者 者 者
） 宅 に が 等
第 が 小 六

が 該
新 市
令 町
で の
定 区
め 域
る に
基 お
準 け
に る
従 風
つ 致

る 令 定 行 を
基 等 は さ 加
準 の 、 れ え
を 整 地 た る
定 備 域 場 。
め 等 の 合
る に 自 に
政 関 主 お
令 す 性 け

る 及 る（
昭 政 び 罰
和 令 自 則

に る の お 良「
お 建 は い 次 住
け 築 て 項 宅「
る 等 十 、 」 条
建 の 一 山 を 例
築 規 万 口 「 （
等 制 四 県 第 昭
の に 千 営 三 和
規 関 円 住 項 四
制 す 」 宅 」 十
に る と 条 に 一
関 条 読 例 改 年

条 項 項 四 居
例 中 第 号 住
の 一 を し「
一 第 号 次 て
部 七 イ の い
改 条 か よ た
正 第 ら う 低
） 三 ホ に 額

項 ま 改 所
」 で め 得
を 又 る 者

は 。 に

二 、 学 十
十 法 校 歳
二 第 就 以
条 八 学 上
第 条 の の
一 第 始 者
項 一 期 （
の 項 に 以
規 若 達 下
定 し す 「
に く る 高
よ は ま 齢

た 地
も 区
の に
と つ
み い
な て
さ こ
れ の
な 条
い 例
こ が

四 立 の（
十 平 性 適
四 成 を 用
年 二 高 ）
政 十 め
令 三 る
第 年 た
三 政 め
百 令 の
十 第 改
七 三 革

す 例 み 第 め 山
る の 替 七 、 口
条 一 え 条 同 県
例 部 る 第 条 条

改 も 一 中 例（
昭 正 の 項 第 第
和 ） と 第 二 三
四 す 二 項 号
十 る 号 を ）
五 。 イ 第 の
年 中 三 一

「
第 同 転
七 条 貸
条 第 す
第 三 る
四 項 た
項 第 め
」 三 借
に 号 り
改 に 上
め 掲 げ
る げ る

る 第 で 者
国 三 の 」
の 項 者 と
補 若 が い
助 し あ う
に く る 。
係 は 場 ）
る 激 合 で
も 甚 あ
の 災 り
又 害 、

と 新
と 令
な で
る 定
日 め
以 る
前 基
に 準
し に
た 従
行 つ

号 百 の
） 六 推

十 進（
以 三 を
下 号 図

） る「
新 に た
令 よ め
」 る の
と 改 関
い 正 係

山 項 部「
口 二 と を
県 十 し 次
条 一 、 の
例 万 第 よ
第 四 一 う
五 千 項 に
号 円 の 改
） 」 次 正
の と に す
一 あ 次 る

。 る も
者 の

で
あ
る
場
合

は に か
法 対 つ
第 処 、
八 す 同
条 る 居
第 た 者
一 め の
項 の い
各 特 ず
号 別 れ
の の も

為 た
に も
対 の
す と
る み
罰 な
則 さ
の れ
適 な
用 い
に こ

う 後 法
。 の 律
） 風 の
で 致 整
定 地 備
め 区 に
る 内 関
基 に す
準 お る
に け 法
従 る 律

部 る の 。
を の 一
次 は 項
の を「
よ 十 加
う 三 え
に 万 る
改 九 。
正 千
す 円
る 」

い 財 が
ず 政 高
れ 援 齢
か 助 者
に 等 又
該 に は
当 関 十
す す 八
る る 歳
場 法 未
合 律 満

つ と
い と
て な
は つ

一 、 た
八 な 場
五 お 合

そ に
の お
効 い

つ 建 の
一て 築

市 等 部
町 の の
が 規 施
定 制 行
め に に
る 係 伴
条 る う
例 条 国

。 と
、
同
号
ハ
中
「
十
五
万

に の（
昭 者お

い 和 で
て 三 あ
災 十 る
害 七 場
に 年 合
よ 法
り 律
滅 第
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都
市
公
園
の
敷
地

第 第（ （
一 公 一 公 三
条 園 条 園 応
の 施 の 施 じ 主
四 設 三 設 て と

の の 都 し
政 建 法 建 市 て
令 築 第 築 公 歴

二
地 か も 標
面 、 一 準の
積 県 の とを
を 民 市 し設
定 が 町 て置
め 容 の 配す

第 条（
一 一 配 を 第

つ 条 置 加 一
て 一 の 及 え 条
は の 二 び る 中
十 市 規 。 「
平 町 法 模 昭
方 の 第 の 和

第 第（ （
五 山 四 風
条 口 条 致 力

県 地 を
山 立 風 区 有
口 都 致 内 す
県 市 地 に る
立 公 区 お 。
都 園 内 け

面
積
（
以
下
「
公
園
面
積
」
と

第 面 四 面 園 史
六 積 条 積 と 的
条 の 第 の し 意
第 基 一 基 て 義
一 準 項 準 の を
項 の 本 ） 機 有
第 特 文 能 す
一 例 の を る
号 ） 条 十 土
に 例 分 地
掲 で に を
げ 定 発 有

る 易 区 置る
こ に 域 及場
と 利 を び合
。 用 超 規に

で え 模お
き る をい
る 広 定て
よ 域 めは
う の る、
に 利 こ県
配 用 と内
置 に 。

メ 区 三 基 三
ー 域 条 準 十
ト 内 第 ） 一
ル の 一 年
以 都 項 政
上 市 の 令
を 公 条 第
、 園 例 二
当 で 百（
該 国 定 九
市 及 め 十
町 び る 号

市 条 に る
公 例 お 建
園 の け 築
条 一 る 等
例 部 建 の

改 築 規（
昭 正 等 制
和 ） の に
四 規 関
十 制 す
八 に る
年 関 条

い
う
。
）
の
百
分
の
十
を
限

る め 揮 効
場 る す に
合 割 る 利
に 合 こ 用
関 は と す
す 、 が る
る 百 で こ
法 分 き と
第 の る 等
四 二 よ を
条 と う 目

に
し 供お
、 すけ
そ るる
れ こ都
ぞ と市
れ を公の 目園利 的の用 と分目 す布的 る

の 市 基 」
市 町 準 の
街 の は 下
地 設 、 に
の 置 次 「
都 す の 。
市 る と 以
公 都 お 下
園 市 り 「
の 公 と 政
当 園 す 令

山 す 例
口 る の
県 条 廃
条 例 止
例 は ）
第 、
三 廃
号 止
） す
の る
一 。

度
と
し
て
同
項
本
文
の
規
定

第 す に 的
一 る 配 と
項 。 置 す
た し る
だ 、 都
し 及 市
書 び 公
の 敷 園
条 地 を
例 面 設
で 積 置

のに 都均応 市衡じ 公をて 園図都 でり市 、、公 休か園 息
つと 、
、し 観
防て 賞

該 を る 」
市 含 。 と
街 む い
地 。 う
の 以 。
住 下 」
民 こ を
一 の 加
人 号 え
当 に 、
た お

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

に
よ
り
認
め
ら
れ
る
建
築
面

定 を す
め 定 る
る め 場
範 る 合
囲 こ に
は と お
、 。 い
同 て
号 は
に 、
規 そ

火の 、
、機 散
避能 歩
難を 、
等十 遊
災分 戯
害に 、
の発 運
防揮 動
止す 等
にる 総

「
り い 設
の て 置
敷 同 」
地 じ を
面 。 「
積 ） 設
に の 置
あ 住 等
つ 民 」
て 一 に
は 人 改

。

積
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

定 れ
す ぞ
る れ
建 の
築 設
物 置
に の
限 目
り 的
、 に

資こ 合
す 的と
るが な
よで 利
うき 用
考る に
慮よ 供
すう さ
るに れ

敷 ほ る

五 当 め
た 、平

方 り 同
メ の 条
ー 敷 の
ト 地 次
ル 面 に
以 積 次
上 に の
を あ 三

一
八
六
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第 第
六 七
条 条
中 を

第「
第 九
三 条

第 （
七 山 第 （

第 条 口 四 職
一 県 条 業
条 山 流 訓
中 口 域 前 練

県 下 条 の「
昭 流 水 第 基
和 域 道 一 準

第 （
第 る 学 四 六 職
四 。 年 条 業科
条 ） 労 訓試
を と 働 法 練験
第 す 省 第 指の
五 る 令 二 導う
条 。 第 十 員ち

第 （
六 山 ４

第 条 口 の
八 県 百 政
条 山 立 分 令
を 口 職 の 第
第 県 業 二 六
十 立 能 を 条
条 職 力 限 第

３ ２
の の る
百 政 百 政 こ
分 令 分 令 と
の 第 の 第 と
十 六 二 六 す
を 条 十 条 る
限 第 を 第 。

条 と
」 す
を る

。「
第
五
条
」
に
改
め
、

三 下 条 号 ）
十 水 例 の
三 道 の 職
年 条 一 業
法 例 部 訓
律 改 練（
第 昭 正 に
七 和 ） 係
十 六 る
九 十 教
号 一 科
」 年 、

と 二 八 の指
し 十 条 資導
、 四 第 格方
第 号 一 ）法
三 ） 項に条 第 の合の 四 条格次 十 例しに 八 でた次 条 定者の の め以一 三 る

と 業 開 度 一
し 能 発 と 項
、 力 校 し 第
第 開 条 て 四
五 発 例 同 号
条 校 の 項 に
か 条 一 本 掲
ら 例 部 文 げ
第 改 又 る（
七 昭 正 は 場
条 和 ） 前 合
ま 五 三 に

度 一 限 一
と 項 度 項
し 第 と 第
て 三 し 二
同 号 て 号
項 に 同 に
本 掲 項 掲
文 げ 本 げ
又 る 文 る
は 場 の 場
前 合 規 合
二 に 定 に

同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

の 山 訓
下 口 練
に 県 時

条 間「
。 例 、
以 第 設
下 一 備

号 そ「
法 ） の
」 の 他
と 一 の

外条 各 職
のを 号 業
者加 の 訓
にえ い 練
ある ず 指
っ。 れ 導
て か 員
は に は
、 該 、
同 当 都
規 す 道

で 十 項 関
を 四 の す
二 年 規 る
条 山 定 法
ず 口 に 第
つ 県 よ 四
繰 条 り 条
り 例 認 第
下 第 め 一
げ 三 ら 項
、 号 れ た

項 関 に 関
の す よ す
規 る り る
定 法 認 法
に 第 め 第
よ 四 ら 四
り 条 れ 条
認 第 る 第
め 一 建 一
ら 項 築 項
れ た 面 た

い 部 事
う を 項
。 次 に
」 の 関
を よ す
加 う る
え に 法
る 改 第
。 正 十

す 九
る 条

則 る 府
第 者 県

知三 （
職 事十
業 の九
訓 免条
練 許第
指 を一
導 受号
員 けの
免 た厚

同 ） る だ
条 の 建 し
の 一 築 書
前 部 面 の
に を 積 条
次 次 を 例
の の 超 で
一 よ え 定
条 う る め
を に こ る
加 改 と 範

る だ 積 だ
建 し を し
築 書 超 書
面 の え の
積 条 る 条
を 例 こ 例
超 で と で
え 定 が 定
る め で め
こ る き る
と 範 る 範

。 第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基

許 者生
を 又労
受 は働 け 職大 た 業臣 者 能が 及 力指 び 開定 職 発す 業 促

る 訓 進

え 正 が 囲
る す で は
。 る き 、

。 る 同
こ 号
と に
と 規
す 定
る す
。 る

建

が 囲 こ 囲
で は と は
き 、 と 、
る 同 す 同
こ 号 る 号
と に 。 に
と 規 規
す 定 定
る す す
。 る る

建 建

一
八
七

準
は
、
規
則
で
定
め
る
。

講 練 法
習 施指
を 導 行
修 員 規
了 試 則
し 験 （
た に 昭
者 お 和
に い 四
限 て 十

築
物
に
限
り
、
公
園
面
積

築 築
物 物
に に
限 限
り り
、 、
公 公
園 園
面 面
積 積
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三

処
理
施
設
（

二
ヌ リ チ

処 設 な
理 ま け 暗 変 暗
施 す る 渠 動 渠
設 又 こ で を そ

は と あ 緩 の（

ト へ ホ
く と

流 流 排 。 地
下 下 水 震
す さ 管 に
る せ の よ

ニ ハ ロ イ
置 は
が 下 、 屋 コ 堅
講 水 覆 外 ン 固
じ の い に ク で
ら 貯 又 あ リ 耐

第 （
一 三 技 第 第

条 術 四 五
排 上 条 条
水 法 の を 中
施 第 基 第 「
設 二 準 六 第

十 ） 条 三（
終
末
処
理
場
で
あ
る
も
の
に
限

こ マ 。 る 和 他
れ ン 構 す の
を ホ 造 る 地
補 ー の 措 下
完 ル 部 置 に
す に 分 が 設
る は の 講 け
施 、 下 じ る
設 密 水 ら 構
を 閉 の れ 造
含 す 流 て の
む る 路 い 部

下 る 内 つ
水 こ 径 て
の と 及 下
水 が び 水
勢 で 排 の
に き 水 排
よ る 渠 除
り も の 及
損 の 断 び
傷 と 面 処
す す 積 理
る る は に

れ 留 は る ー 久
て 等 柵 も ト 力
い に の の そ を
る よ 設 の 有（
こ り 置 生 他 す
と 腐 そ 活 の る
。 食 の 環 耐 構

す 他 境 水 造
る 下 の 性 と
お 水 保 の す
そ の 全 材 る
れ 飛 又 料 こ

こ 五 と 条
れ 条 し 」
を の 、 を
補 十 第 「
完 第 三 第
す 一 条 五
る 項 を 条
施 に 第 」
設 お 五 に
を い 条 改
含 て と め
む 準 し 、

る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
前

こ の 分。 る
以 と 方 こ で
下 が 向 と 流
同 で 又 。 下
じ き は す
。 る 勾 る
） 蓋 配 下
は を が 水
、 設 著 に
前 け し よ
号 る く り

お 、 支こ
そ と 規 障
れ 。 則 が
の で 生
あ 定 じ
る め な
部 る い
分 数 よ
に 値 う
あ を 地
つ 下 盤

の は で と散
あ を 人 造 。
る 防 の り
部 止 健 、
分 し 康 か
に 、 の つ
あ 及 保 、
つ び 護 漏
て 人 に 水
は の 支 及
、 立 障 び

。 用 、 同
） す 第 条
は る 二 を
、 法 条 第
次 第 の 七
に 七 次 条
掲 条 に と
げ 第 次 す
る 二 の る
要 項 二 。
件 の 条

号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

イ こ 変 気
か と 化 圧
ら 。 す が
ホ る 急
ま 箇 激
で 所 に
に そ 変
掲 の 動
げ 他 す
る 管 る
要 渠 箇

て 回 の
は ら 改
、 な 良
減 い 、
勢 も 可
工 の 撓
の と 継
設 し 手
置 、 の
そ か 設
の つ 置

ス 入 が 地
テ り 生 下
ン を ず 水
レ 制 る の
ス 限 お 浸
鋼 す そ 入
そ る れ を
の 措 の 最
他 置 な 少
の が い 限
腐 講 も 度

を 条 を
満 例 加
た で え
し 定 る
て め 。
い る
る 技
こ 術
と 上
。 の

基
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

件 の 所
を 清 に
満 掃 あ
た 上 つ
し 必 て
て 要 は
い な 、
る 箇 排
こ 所 気
と に 口
。 あ の

他 、 そ
水 計 の
勢 画 他
を 下 の
緩 水 規
和 量 則
す に で
る 応 定
措 じ め
置 、 る
が 排 措

食 じ の の
し ら と も
に れ し の
く て て と
い い 規 す
材 る 則 る
料 こ で 措
で と 定 置
造 。 め が
り る 講
、 も じ

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

て
い
る
こ
と
。

つ 設
て 置
は そ
、 の
マ 他
ン 気
ホ 圧
ー の
ル 急
を 激

講 除 置
じ す が
ら べ 講
れ き じ
て 下 ら
い 水 れ
る を て
こ 支 い
と 障 る
。 な こ

又 の ら
は を れ
腐 除 て
食 く い
を 。 る
防 ） こ
止 に と
す あ 。
る つ
措 て

。

一
八
八
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第 第
十 十
三 二
章 章

児 児
童 童

第 第
十 第 第 十 第
一 二 一 章 二
章 節 節 節

児
情 医 福 童 医
緒 療 祉 発 療

「
第 目

第 九 次
一 章 中
節 「

障 第 第 第 第
福 害 十 十 十 九
祉 児 二 一 章 章

第 （
八 児 第 （
条 童 る 四 終

福 。 条 末
児 祉 処
童 施 法 理
福 設 第 場
祉 の 二 の
施 設 十 維

２

前 ロ イ
項 る 健
の 覆 康 汚 脱
規 い の 泥 臭
定 の 保 処 施
は 設 護 理 設

家 自
庭 立
支 支
援 援
セ 施
ン 設
タ （
ー 第

五（
第 十
六 八
十 条

障 型 型 達 型
害 児 児 支 障
児 童 童 援 害
短 発 発 セ 児
期 達 達 ン 入
治 支 支 タ 所
療 援 援 ー 施
施 セ セ 設
設 ン ン （

タ タ 第（
第 ー ー 四
五 十

型 入 章 章
障 所 児 情
害 施 雑 児 童 緒
児 設 則 童 自 障
入 家 立 害（
所 第 庭 支 児
施 五 支 援 短
設 十 援 施 期

五 セ 設 治（
第 条 ン 療（
四 ） タ 第 施
十 ー 四 設

設 備 五 持
の 及 条 管
設 び の 理
備 運 十 ）
及 営 第
び に 一
運 関 項
営 す に
に る お
関 基 い
す 準 て
る を 準

、 置 に 施 の
工 そ 支 設 設
事 の 障 置（
を 他 が 汚 そ
施 必 生 泥 の
行 要 じ を 他
す な な 処 臭
る 措 い 理 気
た 置 よ す の
め が う る 発
に 講 排 処 散
仮 じ ガ 理 を

四
条 第

六
第 十
六 三
十 条
六 ）
条
）

（ （
十 第 第 五
四 五 四 条
条 十 十

一 八 第
第 条 条 四
五 十
十 第 第 七
七 五 五 条
条 十 十 ）
） 三 条

条 ）

二 十（ （
条 第 六 第

五 条 四
第 十 十
四 二 第 二
十 条 五 条
四 十
条 第 一 第
） 五 条 四

十 ） 十
四 五

基 定 用
準 め す
を る る
定 条 法
め 例 第
る の 二
条 一 十
例 部 一

改 条（
平 正 第
成 ） 二

施 防に ら ス
設 れ 処 設 止
け て 理 を す
る い 設 い る
も る 備 う 措
の こ の 。 置
又 と 設 ） が
は 。 置 に 講
非 、 は じ
常 排 、 ら
災 液 汚 れ

）

に
改
め
る
。

条 条
） ）

」
を

二 項
十 の
四 終
年 末
山 処
口 理
県 場
条 の
例 維
第 持
三 管

害 を 泥 て
の 水 の い
た 処 処 る
め 理 理 こ
に 施 に と
必 設 伴 。
要 に う
な 送 排
応 水 気
急 す 、
措 る 排

号 理
） は
の 、
一 規
部 則
を で
次 定
の め
よ る
う と
に こ

置 導 液
と 管 又
し の は
て 設 残
設 置 さ
け 、 い
る 残 物
も さ に
の い よ
に 物 り
つ の 生

一
八
九

改 ろ
正 に
す よ
る り
。 行

う
も
の
と
す

い 飛 活
て 環散
は 及 境
、 び の
適 流 保
用 出 全
し を 又
な 防 は
い 止 人
。 す の
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第
四
十
二
条

福
祉

（
設 第 第 第
備 八 九 四
） 第 章 章 十

第 九 の を 二
一 章 次 第 条
節 に 十 を

障 次 一 第

２
第 第 第 第

医 四 九 十 四
師 十 章 章 十
に 三 中 を 六
つ 条 第 第 条
い 第 四 十 を
て 二 十 二 第

第 第 第 第 第
四 こ 四 十 十 十
十 の 十 章 一 二
七 場 七 中 章 章
条 合 条 第 中 を
第 に 第 五 第 第
五 お 一 十 五 十

第 第 第 第 第
五 二 十 一 十
十 十 三 条 四
五 八 条 中 章
条 条 第 「
を 第 二 雑（
第 二 項 障 則

型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
児
童

福 害 の 章 五
祉 児 二 と 十
型 入 章 す 四
障 所 を る 条
害 施 加 。 と
児 設 え す
入 る る
所 。 。
施
設

は 項 五 章 五
、 を 条 と 十
第 次 を す 八
四 の 第 る 条
十 よ 五 。 と
三 う 十 す
条 に 七 る
第 改 条 。
二 め と
項 、 し
の 同 、
規 条 第

項 い 項 一 十 四
中 て た 条 四 章

は だ を 条 と「
第 、 し 第 を す
四 第 書 六 第 る
十 三 を 十 六 。
三 十 削 三 十
条 七 り 条 六
第 条 、 と 条
三 第 同 し と
項 一 項 、 し
」 項 に 第 、

六 項 中 害 （
十 中 児 第「
七 児 入 六「
条 以 童 所 十
と 下 養 施 七
す 同 護 設 条
る じ 施 及 ）
。 」 設 び

を 」 児
の 童「

附 下 発
則 に 達

の
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
、

定 を 四
を 第 十
準 五 四
用 十 条
す 五 を
る 条 第
。 と 五

す 十
る 六
。 条

と

たを 後 四 第
だ 段 十 五「

第 し と 八 十
五 書 し 条 三
十 の て か 条
五 規 次 ら を
条 定 の 第 第
第 を よ 五 六
三 準 う 十 十
項 用 に 条 五
」 す 加 ま 条

第 支「
八 、 援
項 障 セ
に 害 ン
お 児 タ
い 入 ー
て 所 を
同 施 除
じ 設 く
」 、 。
に 児 以

便
所
、
医
務
室
及
び
静
養
室

す
る
。

に る え で と
改 。 る を し
め 。 十 、
、 二 第
同 条 五
条 ず 十
を つ 二
第 繰 条
五 り を
十 下 第
九 げ 六

改 童 下
め 発 同 」
る 達 じ
。 支 。

援 ）
セ 」
ン を
タ 削
ー る
」 。
を

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

条 る 十
と 。 四
す 条
る と
。 し

、
同
章
を
第
十

加
え
る
。

。
た
だ
し
、
児
童
三
十
人

三
章
と
す
る
。

一
九
〇
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９
け

心 れ
理 ば
指 な
導 ら
を な
行 い

８ ７ ６
な な

主 い 主 主 い
と 。 と と 。
し し し
て て て
肢 盲 盲
体 ろ ろ

５ ４ ３ ２
れ ば

主 主 ば 主 な 主
と と な と ら と
し し ら し な し
て て な て い て
自 自 い 自 。 知
閉 閉 。 閉 的

第 （
の 所 る 四 職
場 支 福 十 員
合 援 祉 三 ）
に 又 型 条
お は 障
い 障 害 主
て 害 児 と

４ ３ ２
う 未

前 主 主 あ 満
三 と と 児 を
項 し し 入（
に て て 以 所
規 肢 盲 下 さ
定 体 ろ せ「

う 。
必 こ
要 の
が 場
あ 合
る に
と お
認 い
め て
ら は
れ 、
る 第

不 う う
自 あ あ
由 児 児
の を を
あ 入 入
る 所 所
児 さ さ
童 せ せ
を る る
入 福 福
所 祉 祉
さ 型 型

症 症 こ 症 障
児 児 の 児 害
を を 場 を の
入 入 合 入 あ
所 所 に 所 る
さ さ お さ 児
せ せ い せ 童
る る て る を
福 福 は 福 入
祉 祉 、 祉 所
型 型 第 型 さ
障 障 三 障 せ

は 児 入 し
、 入 所 て
第 所 施 知
三 支 設 的
十 援 に 障
七 の は 害
条 提 、 の
第 供 規 あ
一 に 則 る
項 係 で 児
た る 定 童
だ 管 め

す 不 う 盲 る
る 自 あ ろ 福
設 由 児 う 祉
備 の を あ 型
に あ 入 児 障
関 る 所 」 害
し 児 さ と 児
必 童 せ い 入
要 を る う 所
な 入 福 。 施
基 所 祉 ） 設
準 さ 型 を で

児 三
童 十
五 七
人 条
以 第
上 一
に 項
心 た
理 だ
指 し
導 書

せ 障 障
る 害 害
福 児 児
祉 入 入
型 所 所
障 施 施
害 設 設
児 の の
入 嘱 職
所 託 員
施 医 に

害 害 十 害 る
児 児 七 児 福
入 入 条 入 祉
所 所 第 所 型
施 施 一 施 障
設 設 項 設 害
の の た に 児
医 嘱 だ は 入
師 託 し 、 所
は 医 書 規 施
、 に の 則 設

（
し 理 る 自
書 を 員 閉
の 行 数 症
規 う の を
定 者 嘱 主
を と 託 た
準 し 医 る
用 て 、 症
す 厚 児 状
る 生 童 と
。 労 指 す

は せ 障 入 あ
、 る 害 所 っ
規 福 児 さ て
則 祉 入 せ 主
で 型 所 る と
定 障 施 も し
め 害 設 の て
る 児 は に 知
。 入 、 あ 的

所 遊 っ 障
施 戯 て 害

を の
行 規
う 定
場 を
合 準
に 用
は す
、 る
規 。
則
で

設 は つ
に 、 い
は 眼 て
、 科 は
規 又 、
則 は 第
で 耳 一
定 鼻 項
め 咽 の
る 喉 規
員 科 定

児 つ 規 で の
童 い 定 定 嘱
を て を め 託
対 は 準 る 医
象 、 用 員 は
と 第 す 数 、
す 二 る の 精
る 項 。 第 神
精 の 一 科
神 規 項 又
科 定 に は

働 導 る
大 員 児
臣 、 童
が 保 （
定 育 以
め 士 下
る 、 「
も 栄 自
の 養 閉
を 士 症
い 、 児

設 室 は の
は 及 医 あ
、 び 務 る
訓 訓 室 児
練 練 及 童
室 室 び を
及 を 静 入
び 設 養 所
屋 け 室 さ
外 な を せ
訓 け 設 る

定
め
る
員
数
の
心
理
指
導
担

数 の を
の 診 準
第 療 用
一 に す
項 相 る
に 当 。
規 の
定 経
す 験
る を
職 有

の を 規 小
診 準 定 児
療 用 す 科
に す る の
相 る 職 診
当 。 員 療
の 並 に
経 び 相
験 に 当
を 医 の
有 師 経

う 調 」
。 理 と
以 員 い
下 及 う
同 び 。
じ 児 ）
。 童 を
） 発 除
を 達 く
置 支 。
か 援 以

練 れ け も
場 ば な の
を な い に
設 ら こ あ
け な と っ
な い が て
け 。 で は
れ き 医
ば る 務
な 。 室
ら を

当
職
員
（

一 児
九 童
一 の

心
理
指

員 す
及 る
び 者
看 で
護 な
師 け
を れ
置 ば
か な
な ら

す 及 験
る び を
者 看 有
で 護 す
な 師 る
け を 者
れ 置 で
ば か な
な な け
ら け れ

な 管 下
同け 理

れ 責 じ
ば 任 。
な 者 ）
ら を（
な 障 入
い 害 所
。 児 さ
こ 通 せ

な 、
い 主
。 と

し
て
盲
児
又
は
ろ
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る
医
師
で
な
け
れ

３ ２ 第 （
業 の 四 職

主 療 主 児 十 員
と 法 と 童 六 ）
し 士 し 指 条
て を て 導
肢 置 肢 員 主
体 か 体 、 と

４ ３ ２ 第 （
四 設

前 主 主 十 備
項 と と 五 ）
に し し 条
規 て て
定 肢 自 医
す 体 閉 療

４ ３ ２
ら わ

福 な 福 福 な
祉 い 祉 祉 け

第 型 。 型 型 れ
二 障 障 障 ば
節 害 害 害 な

児 児 児 ら

第 （
四 生 導
十 活 第 職 を
四 指 十 業 行
条 導 八 指 う

等 条 導 職
福 の 第 を 員
祉 原 七 行 を

ば
な
ら
な
い
。

不 な 不 保 し
自 け 自 育 て
由 れ 由 士 自
の ば の 及 閉
あ な あ び 症
る ら る 児 児
児 な 児 童 を
童 い 童 発 入
を 。 を 達 所
入 入 支 さ
所 所 援 せ
さ さ 管 る

る 不 症 型
設 自 児 障
備 由 を 害
に の 入 児
関 あ 所 入
し る さ 所
必 児 せ 施
要 童 る 設
な を 医 は
基 入 療 、
準 所 型 医
は さ 障 療

医 入 入 入 な
療 所 所 所 い
型 施 施 施 。
障 設 設 設
害 に に に
児 お お お
入 け け け
所 る る る
施 職 職 学
設 業 業 習

指 指 指
導 導 導

型 則 項 う い
障 ） の 場 う
害 規 合 。
児 定 に 以
入 は は 下
所 、 、 同
施 第 規 じ
設 九 則 。
に 項 で ）
お の 定 を
け 心 め 置
る 理 る か

せ せ 理 医
る る 責 療
医 医 任 型
療 療 者 障
型 型 を 害
障 障 置 児
害 害 か 入
児 児 な 所
入 入 け 施
所 所 れ 設
施 施 ば に

、 せ 害 法
規 る 児 に
則 医 入 規
で 療 所 定
定 型 施 す
め 障 設 る
る 害 は 病
。 児 、 院

入 静 と
所 養 し
施 室 て

に は に
つ 、 つ
い 児 い
て 童 て
は の は
、 適 、
第 性 第
四 に 四
十 応 十
一 じ 一
条 、 条

生 指 員 な
活 導 数 け
指 担 の れ
導 当 職 ば
は 職 業 な
、 員 指 ら
児 に 導 な
童 つ 員 い
が い を 。
当 て 置
該 準 か

設 設 な は
の に ら 、
長 は な 医
及 、 い 療
び 規 。 法
医 則 に
師 で 規
は 定 定
、 め す
肢 る る
体 員 病

設 を 必
は 設 要
、 け な
屋 な 設
外 け 備
訓 れ の
練 ば ほ
場 な か
及 ら 、
び な 訓
ギ い 練

第 将 第
三 来 二
項 で 項
の き の
規 る 規
定 限 定
を り を
準 健 準
用 全 用
す な す
る 社 る

福 用 な
祉 す け
型 る れ
障 。 ば
害 な
児 ら
入 な
所 い
施 。
設
を

の 数 院
機 の と
能 前 し
の 項 て
不 に 必
自 規 要
由 定 な
な す 職
者 る 員
の 職 の
療 員 ほ

ブ 。 室
ス 及
室 び
を 浴
設 室
け を
な 設
け け
れ な
ば け
な れ

。 会 。
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

退
所
し
た
後
、
で
き
る
限
り

育 及 か
に び 、
相 理 規
当 学 則
の 療 で
経 法 定
験 士 め
を 又 る
有 は 員
す 作 数

ら ば
な な
い ら
。 な

い
。

る
よ
う
行
わ
な
け
れ
ば
な

社
会
に
適
応
す
る
よ
う
行

一
九
二
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る 任
職 者
員 の
を ほ
い か
う 、
。 児

第 ５ ４（
福 四 職
祉 十 員 第 主
型 九 ） 一 と
児 条 項 し
童 及 て
発 福 び 重
達 祉 前 症

３ ２ 第 （
室 じ 四 設

主 主 、 。 十 備
と と 相 ） 八 ）
し し 談 条は
て て 室 、
難 知 、 福指
聴 的 調 祉導

第 （
び 四 生
職 十 活

第 業 七 指
第 十 指 条 導
一 章 導 等
節 に 医 の

児 つ 療 原

５ ４
リ 十 員
ハ 六 主 を 主
ビ 号 と 置 と
リ ） し か し
テ 第 て な て
ー 三 重 け 重
シ 条 症 れ 症

） 童
を が
置 日
か 常
な 生
け 活
れ を
ば 営
な む
ら た
な め
い に

支 型 項 心
援 児 に 身
セ 童 規 障
ン 発 定 害
タ 達 す 児
ー 支 る を
を 援 設 通
除 セ 備 わ
く ン に せ
。 タ 関 る
） ー し 福
に 必 祉

児 障 理 型訓
を 害 室 児練
通 の 及 童室
わ あ び 発、
せ る 便 達遊
る 児 所 支戯
福 童 を 援室
祉 を 設 セ、
型 通 け ン屋
児 わ な タ外
童 せ け ー遊
発 る れ

福 童 い 型 則
祉 発 て 障 ）
型 達 は 害
児 支 、 児
童 援 第 入
発 セ 四 所
達 ン 十 施
支 タ 四 設
援 ー 条 （
セ の 主
ン 規 と
タ 定 し

ョ の 心 ば 心
ン 二 身 な 身
科 第 障 ら 障
の 一 害 な 害
診 項 児 い 児
療 第 を 。 を
に 一 入 入
相 号 所 所
当 ハ さ さ
の 及 せ せ
経 び る る
験 ニ 医 医

。 必
こ 要
の な
場 機
合 能
に 訓
お 練
い を
て 行
は う
、 場

（
は 主 要 型
、 と な 児
規 し 基 童
則 て 準 発
で 難 は 達
定 聴 、 支
め 児 規 援
る を 則 セ
員 通 で ン
数 わ 定 タ
の せ め ー

戯 （
達 福 ば 主場
支 祉 な と（
援 型 ら し福
セ 児 な て祉
ン 童 い 重型
タ 発 。 症児
ー 達 心童
は 支 身発、 援 障達聴 セ 害支力 ン 児

ー を て
準 重
用 症
す 心
る 身
。 障

害
児
を
入
所

を 療 療
有 の 型 型
す 規 障 障
る 定 害 害
医 に 児 児
師 よ 入 入
で り 所 所
な 神 施 施
け 経 設 設
れ と の に
ば 組 長 は

第 合
三 に
十 は
七 、
条 規
第 則
一 で
項 定
た め
だ る
し 員

嘱 る る は
託 福 。 、
医 祉 指
、 型 導
児 児 訓
童 童 練
指 発 室
導 達 、
員 支 調
、 援 理
保 セ 室

援検 タ をセ査 ー 通ン室 は わタを 、 せー設 静 るのけ 養 福付な 室 祉近け を 型にれ 設 児
あば け 童
るな な 発

さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所

な み 及 、
ら 合 び 規
な わ 医 則
い せ 師 で
。 た は 定

名 、 め
称 内 る
を 科 員
診 、 数
療 精 の
科 神 第

書 数
の の
規 機
定 能
を 訓
準 練
用 担
す 当
る 職
。 員

育 ン 及
士 タ び
、 ー 便
栄 及 所
養 び を
士 主 設
、 と け
調 し な
理 て け
員 重 れ
及 症 ば

屋ら け 達
外な れ 支
遊い ば 援
戯。 な セ
場ら ン
にな タ
代い ー
わ。 を
る 除
べ く
き 。

施
設
を
除
く
。
）
に
お
け
る

名 科 二
と 、 項
す 医 に
る 療 規
診 法 定
療 施 す
科 行 る
、 令 職
小 員（
児 昭 及
科 和 び（

当
該
機
能

一 訓
九 練
三 を

担
当
す

び 心 な
身 ら児

童 障 な
発 害 い
達 児 。
支 を
援 通
管 わ
理 せ
責 る

場 以
所 下
を こ
含 の
む 項
。 に
） お
、 い
医 て
務 同

生
活
指
導
、
学
習
指
導
及

、 二 心
十 理外

科 三 指
、 年 導
整 政 を
形 令 担
外 第 当
科 三 す
又 百 る
は 二 職
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附
則
第
六
項
中
「

第 （
附 附 附 五 生 士
則 則 則 十 活 、
第 第 第 三 指 看
五 四 二 条 導 護
項 項 項 の 師
中 中 中 医 原 、

療 則 理「 「 「

第 ２ 第（
職 室 五五
員 前 を 十十
） 項 設 一二

に け 条条
規 な
定 け 医医
す れ 療療

第 ６（ （
設 五 生 れ
備 十 活 主 ば
） 条 指 と な

第 導 し ら
二 福 の て な
節 祉 原 重 い

型 則 症 。

５ ４ ３ ２
な

主 主 ら 主 主
と と な と と
し し い し し
て て 。 て て
重 難 こ 難 知
症 聴 の 聴 的

第
四
十
三
条
第
四
項
又
は
第
四

第 第 第 型 ） 学
四 四 四 児 療
十 十 十 童 法
四 八 六 発 士
条 条 条 達 又
」 か 第 支 は
を ら 二 援 作

第 項 セ 業「
第 五 」 ン 療
五 十 を タ 法
十 条 ー 士「
六 ま 第 に 及

る ば 型型
設 な 児児
備 ら 童童
に な 発発
関 い 達達
し 。 支支
必 援援
要 セセ
な ンン
基 タタ
準 ーー
は は

医 児 ） 心 こ
療 童 身 の
型 発 障 場
児 達 害 合
童 支 児 に
発 援 を お
達 セ 通 い
支 ン わ て
援 タ せ は
セ ー る 、
ン に 福 第
タ お 祉 三

心 児 場 児 障
身 を 合 を 害
障 通 に 通 の
害 わ お わ あ
児 せ い せ る
を る て る 児
通 福 は 福 童
わ 祉 、 祉 を
せ 型 第 型 通
る 児 三 児 わ
福 童 十 童 せ
祉 発 七 発 る

十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
五

条 で 五 お び
」 」 十 け 児
に を 八 る 童
改 条 生 発「
め 第 第 活 達
る 六 二 指 支
。 十 項 導 援

条 」 に 管
か に つ 理
ら 改 い 責
第 め て 任

に
、 、は
規 医、
則 療医
で 法療
定 に法
め 規に
る 定規 。 す定 るす 診る 療

ー け 型 十
る 児 七
生 童 条
活 発 第
指 達 一
導 支 項
に 援 た
つ セ だ
い ン し
て タ 書
は ー の

型 達 条 達 福
児 支 第 支 祉
童 援 一 援 型
発 セ 項 セ 児
達 ン た ン 童
支 タ だ タ 発
援 ー し ー 達
セ の 書 に 支
ン 嘱 の は 援
タ 託 規 、 セ
ー 医 定 規 ン

十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
十

六 る は 者
十 。 、 を
二 第 置
条 四 か
ま 十 な
で 四 け
」 条 れ
に 第 ば
改 一 な
め 項 ら
る の な

診 所療 と所 しと てし 必て 要必 な要 設
な 備
職 の
員 ほ

、 の 規
第 嘱 定
四 託 を
十 医 準
四 に 用
条 つ す
第 い る
一 て 。
項 は
の 、
規 第

に に を 則 タ
は つ 準 で ー
、 い 用 定 の
規 て す め 嘱
則 は る る 託
で 、 。 員 医
定 第 数 に
め 四 の つ
る 十 第 い
員 三 一 て
数 条 項 は

九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

。 規 い
定 。
を
準
用
す
る
。

の か
ほ 、
か 指
、 導
規 訓
則 練
で 室
定 、
め 屋
る 外
員 訓

定 四
を 十
準 六
用 条
す 第
る 五
。 項

の
規
定
を

の 第 に 、
第 七 規 第
一 項 定 四
項 の す 十
に 規 る 三
規 定 職 条
定 を 員 第
す 準 及 二
る 用 び 項
職 す 言 の
員 る 語 規

数 練
の 場
児 、
童 相
指 談
導 室
員 及
、 び
保 調
育 理

準
用
す
る
。

及 。 聴 定
び 覚 を
看 士 準
護 を 用
師 置 す
を か る
置 な 。
か け
な れ
け ば

一
九
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

過
疎
地
域
等
に
お
け

こ 附 山
の 則 口
条 附 第 県 山
例 十 税 口
は 則 三 賦 県
、 条 課 税
公 第 徴 賦
布 一 収 課

山
口 山 に
県 平 口 入
条 成 県 学
例 二 税 し
第 十 賦 て
五 四 課 現
十 年 徴 に
四 七 収 在

３ ２（ （
山 罰 風

第 口 則 平 致
六 県 の 成 地
条 立 適 二 区
の 職 用 十 内
規 業 に 七 に
定 能 つ 年 お
に 力 い 四 け

１ （
二 一 施

こ 行
第 第 の 期 附
四 三 条 日
条 条 例 ） 則
及 、 は
び 第 、
次 五 平

る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の 号 条 徴
日 中 例 収
か 条「 （
ら 第 昭 例
施 九 和 の
行 条 二 一
す 第 十 部
る 五 五 を
。 項 年 改

」 山 正
を 口 す

県 る

号 月 条 学
十 例 中
日 の の

一 者
部 に
を つ
改 い
正 て
す は
る 、
条 な
例 お

よ 開 て 月 る
る 発 は 一 建
改 校 、 日 築
正 条 な 前 等
後 例 お に の
の の 従 し 規
山 一 前 た 制
口 部 の 第 に
県 改 例 四 関
立 正 に 条 す
職 に よ の る
業 伴 る 規 条

項 条 成
の 及 二
規 び 十
定 第 四

七 年
平 条 十
成 の 月
二 規 一
十 定 日
七 か
年 公 ら
四 布 施

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

「
第 条 条
九 例 例
条 第
第 三
六 十
項 九
」 号
に ）
改 の
め 一
る 部

を 従
こ 前
こ の
に 例
公 に
布 よ
す る
る 。
。

能 う 。 定 例
力 経 に の
開 過 よ 廃
発 措 る 止
校 置 廃 に
条 ） 止 伴
例 前 う
第 の 経
四 風 過
条 致 措
の 地 置

月 の 行
一 日 す
日 る

。
た
だ
し
、
次
の
各

こ
こ
に
公
布
す
る
。

。 を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

規 区 ）
定 内
は に
、 お
こ け
の る
条 建
例 築
の 等
施 の
行 規

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

山
口
県
知
事

二

の 制
日 に
以 関
後 す
に る
入 条
学 例
す の
る 規
者 定
に に

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

一
九
五

井

関

成

つ 違
い 反
て す
適 る
用 行
し 為
、 に
同 対
日 す
前 る

す
る
。



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

取
得
し
た
者
に
係
る

２ １（ （
ら 法 経 施
起 第 平 過 こ 行
算 十 成 措 の 期
し 二 二 置 条 日
て 条 十 ） 例 ）
三 第 四 は
年 一 年 、
以 項 三 公

附 山 て 日
則 口 一 が

附 第 県 年 昭
四 税 以 和

則 項 賦 内 六
及 課 に 十
び 徴 当 一
第 収 該 年

第 （
六 不 第 第 第 第
条 動 六 四 二 一

産 条 条 条 条
半 取 を 中 中 中
島 得 次 第「 「
地 税 の 第 四 、
域 の よ 六 号 認
内 不 う 条 を 定

山
過 口
疎 県 平
地 過 条 成
域 疎 例 二
等 地 第 十
に 域 五 四
お 等 十 年
け に 五 七

県
税
の
不
均
一
課
税
に
つ
い
て

内 に 月 布
の 規 三 の
期 定 十 日
間 す 一 か
内 る 日 ら
に 認 以 施
改 定 前 行
正 基 に す
前 本 中 る
の 計 心 。
過 画 市
疎 に 街

五 条 土 六
項 例 地 月
中 第 を 二

五 敷 十「
第 十 地 七
六 五 と 日
条 条 す 前
各 中 る で
号 当 あ「
の 百 該 る
い 分 家 場
ず の 屋 合

に 均 に 第 削 中
お 一 改 一 り 心
い 課 め 号 、 市
て 税 る 」 第 街
、 ） 。 を 五 地
特 号 活「
別 第 を 性
償 六 第 化
却 条 四 基
設 」 号 本
備 に と 計
で 改 し 画

る お 号 月
県 け 十
税 る 日
の 県
特 税
例 の
に 特
関 例
す に
る 関
条 す
例 る

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

地 お 地
域 い の
等 て 活
に 定 性
お め 化
け ら に
る れ 関
県 た す
税 同 る
の 法 法
特 第 律

れ 四 の に
か 」 建 は
に と 設 、
該 あ の 同
当 る 着 日
す の 手 ）
る は が 以
」 、 あ 後
を つ の「

百 た 取「
第 分 場 得

あ め 、 に
る る 第 お
家 。 六 い
屋 号 て
及 を 定
び 第 め
そ 五 ら
の 号 れ
敷 と た
地 し 中
で 、 心

条（
昭 例
和 の
三 一
十 部
九 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条

。 例 二 （
に 条 平
関 に 成
す 規 十
る 定 年
条 す 法
例 る 律
第 中 第
六 心 九
条 市 十
第 街 二

六 の 合 に
条 〇 に 限
に ・ お り
規 四 け 、
定 」 る か
す と 当 つ
る す 該 、
」 る 土 土
に 。 地 地
改 の の
め 取 取

あ 第 市
る 七 街
土 号 地
地 を の
の 第 活
取 六 性
得 号 化

と の（
半 す た
島 る め
振 。 の

例 例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

二 地 号
号 内 ）
に に 第
規 お 九
定 い 条
す て 第
る 、 十
家 当 一
屋 該 項
及 認 の
び 定 規

る 得 得
。 に に

限 つ
る い
。 て
） は
に 、
係 そ
る の
不 取
動 得

興 施
法 設
第 を
二 設
条 置
第 し
四 た
項 者
の 」
規 を
定 削

次 山
の 口よ
う 県
に 知改
正 事
す
る
。 二

そ 基 定
の 本 に
敷 計 よ
地 画 り
で の 公
あ 公 表
る 表 さ
土 の れ
地 日 た
を か 同

産 の
取 日
得 の
税 翌
に 日
つ か
い ら
て 起
は 算
、 し

に る
よ 。
る
公
示
の
日
（
そ
の

井

関

成

一
九
六
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こ
の
条
例
は
、
平
成

三 別 三 別
表 表

附 生 第 生 第
食 二 食 二

則 用 の 用 の
食 二 食 二
肉 の 肉 の
の 表 の 表

設
生 肉 け 肉 生 使
食 塊 る 塊 食 用
用 の こ 用 に（
食 加 と 生 食 便

別 食
ニ 表 品

等 第 衛 食
」 生 二 生 品
と の 法 衛食
い 二 の 生用
う の 規 法食
。 表 定 の肉

山
口 食
県 平 品
条 成 衛
例 二 生
第 十 法
五 四 の
十 年 規
六 七 定

二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

加 十 加 十
工 四 工 二
等 の 等 の
を 項 を 項
行 に 行 中
う 次 う 第
施 の 施 三
設 一 設 号
に 号 に を
つ を つ 第
い 加 い 四
て え て 号

肉 熱 。 食 肉 利
の 殺 用 の な
加 菌 食 加 場
工 を 肉 工 所
等 行 の 等 に
に う 加 に 、
使 場 工 使 消
用 合 等 用 毒
す に に す 装
る は 使 る 置
器 、 用 器 を
具 十 す 具 備

） 一 に 規（
を の 基 定牛
行 項 づ にの
う 第 く 基食
施 一 公 づ肉
設 号 衆 く（
に に 衛 公内
は 次 生 衆臓
、 の 上 衛を
生 よ 必 生除
食 う 要 上く
用 に な 必

号 月 に
十 基
日 づ

く
公
衆
衛
生
上
必
要
な

す
る
。

は る は と
、 。 、 し
一 一 、
の の 第
項 項 二
第 第 号
一 一 の
号 号 次
ニ ニ に
に に 次
掲 掲 の

類 分 る 類 え
は な 食 専 た
、 能 肉 用 十
洗 力 の の 分
浄 を 単 洗 な
及 有 一 浄 大
び す の 設 き
殺 る 塊 備 さ
菌 専 を 及 の
の 用 い び 流
容 の う 殺 水

。
食 加 基 要）
肉 え 準 なで
の る を 基あ
加 。 定 準っ
工 め をて
等 る 定、
を 条 め生
行 例 る食
う 条用 （
専 平 例と用 成 の

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

げ げ 一
る る 号
と と を
お お 加
り り え
と と る
す す 。
る る
こ こ
と と
。 。

易 殺 。 菌 受
な 菌 以 設 槽
不 設 下 備 式
浸 備 同 を の
透 及 じ 設 手
性 び 。 け 洗
の 冷 ） る い
材 却 に こ 設
質 設 接 と 備
で 備 触 。 で
あ を す 、

しの 十 一て場 二 部販所 年 を売を 山 改す設 口 正るけ 県 すも、 条 るの次 例 条にに 第 例
限掲 七
るげ 号

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

っ 設 る 専
て け 設 用
、 る 備 の
専 こ は も
用 と 、 の
の 。 他 を
も と 設
の 明 け
を 確 る
備 に こ
え 分 と

。る ）
）措 の
の置 一
加を 部
工講 を
又ず 次
はる の
調こ よ
理と う

。 に（
以 改

山 公
布口 す

県 る
。知

事

二

一
九
七

る け 。
こ ら
と れ
。 た

専
用
の
も
の
を

下 正
す「

生 る
食 。
用
食
肉
の
加
工

井

関

成
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山
一 口 一
般 県 平 般
職 一 条 成 職
に 般 例 二 に
属 職 第 十 属
す に 五 四 す
る 属 十 年 る
学 す 八 七 学

項
こ 」 第
の を 八
条 附 条「
例 第 の
は 則 八 五
、 条 第
公 第 一
布 三 項

下 た「
第 に 協 」 第 山
八 議 の 口八「
条 協 し 下 県条
の 議 、 に 立第
三 書 そ 自二「
第 又 の 協 然項
一 は 同 議 公中
項 」 意 書 園「

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 立
県 第 十 自
立 五 四 然
自 十 年 公
然 七 七 園

校 る 号 月 校
職 学 十 職
員 校 日 員
の 職 の
給 員 給
与 の 与
に 給 に
関 与 関
す に す
る 関 る
条 す 条
例 る 例

の 項 中
日 」 「
か に 第
ら 、 八
施 条「
行 当 第
す 該 二
る 同 項
。 意 の

又 同
は 意
」

中 を を 又 条協
加 得 は 例議「

協 え な 」 し （
議 、 け を 昭、
し 同 れ 加 和そ
、 条 ば え 三の
そ 第 」 、 十同
の 八 を 同 五意
同 項 条 年を「
意 中 協 第 山得
を 議 五 口て「
得 前 し 項 県

公 号 月 条
園 十 例
条 日 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例

条 の（
昭 例 一
和 の 部
二 一 を
十 部 改
七 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条
県 る 例
条 条 を

又
を は

同「
当 条
該 第」 三に 項改 」め をる 「。 第

」
た 項 な 中 条を
」 の け 例「 「
を 」 れ 前 第協

の ば 項 二議「
協 下 」 の 十し議 に に 」 五てし 改 の 号」「
た 協 め 下 ）に」 議 、 に の改に 書 同 一め「
改 又 条 協 部

条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

例 例 こ
第 こ
六 に
号 公
） 布
の す
一 る
部 。
を
次
の

八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

、め は 第 議 を同る 」 七 書 次条。 を 項 又 の第加 中 は よ四え 」 う「 項る 同 を に中。 意 加 改
を え 正「

同得 、 す
意よ 同 る
をう 条 。

よ 山
う 口に
改 県
正 知す
る 事
。

二

条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
二

得」 第
よを 六
う項「
」協 中
を議 「

を 同 「
協し 意
議よ を
をう 得
し」 た
よに 」

山
口
県
知
事

二

井

関

成

項
の
同
意
又
は
同
条
第
三

う改 を
」め 「
に、 協
改議「
め記 を
、載 し

し た 「
記た 」
載」 に

の 、 し

井

関

成

一
九
八
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警
察
署
の
名
称
、
位

山
口 警
県 平 察

警 条 成 署
察 例 二 の
署 第 十 名
の 六 四 称
名 十 年 、
称 号 七 位

こ 別
の 山 表
条 附 山口
例 口

県は 則 県
、 立立
平 青美成 嶺

祢

山
山 口 山
口 県 平 口
県 山 条 成 県
立 口 例 二 立
高 県 第 十 高
等 立 五 四 等
学 高 十 年 学
校 等 九 七 校

こ 別
の 表
条 附 第
例 五
は 則 の
、 四
公 級
布 の

置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条

、 月 置
位 十 及
置 日 び
及 管
び 轄
管 区
轄 域
区 に
域 関
に す
関 る
す 条

二 高
十 等青
四 学嶺年 校

高十 の
一 項等
月 の

学一 次
日 校 に
か 次
ら の
施 よ

等 学 号 月 等
条 校 十 条
例 等 日 例

条 の（
昭 例 一
和 の 部
三 一 を
十 部 改
九 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条

の 項
日 中
か 「
ら 萩
施 市
行 立
し 見
、 島
改 小
正 学
後 校
の 」

例
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県

る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例

行 う
す に
る 加
。 え

る
。

県 る 例
条 条 を
例 例 こ
第 こ
五 に
十 公
一 布
号 す
） る
の 。
一

一 を
般 「
職 柳萩
に 井市
属 市立
す 立見
る 平島
学 郡小
校 東学
職 小校
員 学

条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部

条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

の 校
給 」
与 に
に 、
関 「
す 萩
る 市
条 立
例 見
の 島
規 中

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
知
事

二

。 山
口
県
知
事

二

定 学
は 校
、 」
平 を
成 「
二 萩萩
十 市市
四 立立
年 見相
四 島島
月 中中

一
九
九

井

関

成

井

関

成

一 学学
日 校校
か 」
ら に
適 改
用 め
す る
る 。
。
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二二
十十
四四
年年
七七
月月
十十
日日
発印
行刷

加
こ え 第
の る 二
条 附 。 条
例 の
は 則 表
、 山
公 口
布 県

発発
行行
人所

山山
口口
県
県知

の 山
日 口
か 南
ら 警
施 察
行 署
す の
る 項
。 管

轄
区
域

事庁 の
欄
中
「
小
郡
金
堀
町
」
の
下
に
「
、
小
郡
円
座
西
町
、
小
郡
円
座
東
町
、
小
郡
尾
崎
町
、
小
郡
山
手
上
町
」
を

二
〇
〇


